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一

『
中
天
竺
舍
衛
国
祇
洹
寺
図
経
』に
み
え
る「
典
座
」の
記
述
に
つ
い
て

小
早
川
　
浩
　
大

一
、
問
題
の
所
在

　

道
宣
（
五
九
六
～
六
六
七
）
撰
『
中
天
竺
舍
衛
国
祇
洹
寺
図
経
』（
以

下
、『
図
経
』）
は
『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
巻
八
（
大
東
出
版
社
、
一
九
三
三
）

に
よ
れ
ば
「
祇
園
精
舎
の
縁
起
・
沿
革
・
規
模
・
門
、
殊
に
院
房
の
位

置
と
結
構
、
及
び
そ
の
用
途
を
詳
記
し
た
も
の
」（
三
四
頁
）
で
あ
る
。

本
書
で
は
仏
在
世
時
の
も
の
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
が
、
明
ら
か
に

後
世
の
中
国
に
お
い
て
記
述
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
る
と
す
る
。

　

こ
の
書
を
本
格
的
に
取
り
上
げ
た
先
行
研
究
と
し
て
は
黒
田
彰
氏
に

よ
る
『
祇
園
精
舎
覚
書
―
鐘
は
い
つ
誰
が
鳴
ら
す
の
か
―
』（『
京
都
語
文
』
第

二
〇
号
、
佛
教
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
一
三
年
十
一
月
）、「
崑
崙
と
獅
子

―
祇
園
寺
図
経
覚
書
―
」（
同
第
二
一
号
、
二
〇
一
四
年
十
一
月
）
が
あ
る
。

　

同
氏
は
『
平
家
物
語
』
の
冒
頭
に
あ
る
「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸

行
無
常
の
響
き
あ
り
」
と
い
う
一
節
の
解
釈
に
あ
た
り
、『
図
経
』
は
不

可
決
な
書
と
捉
え
、
本
書
を
継
続
的
に
研
究
さ
れ
て
い
る
。

　
『
図
経
』
は
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
四
五
巻
や
『
卍
続
蔵
経
』
第

一
輯
第
二
編
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
古
写
本
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、

版
本
が
底
本
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
誤
記
な
ど
が
み
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
最
古
の
刊
本
で
あ
る
極
楽
寺
旧
蔵
本

（
天
和
元
〈
一
六
八
一
〉
年
宗
覚
序
）
の
影
印
を
『
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
』

第
九
八
号
（
影
印
本
上
巻
、
二
〇
一
四
年
三
月
）・
第
九
九
号
（
影
印
本
下
巻
、

二
〇
一
五
年
三
月
）
に
て
掲
載
し
、
公
開
さ
れ
て
い
る（
１
）。

　

こ
の
よ
う
に
『
図
経
』
は
仏
教
研
究
の
み
な
ら
ず
、『
平
家
物
語
』

の
研
究
に
お
い
て
も
貴
重
な
書
と
い
え
る
が
、
筆
者
が
本
書
に
注
目
し

た
点
は
「
典
座
所
居
、
凡
日
造
食
」（
大
正
四
五
巻
八
九
五
頁
上
／
影
印
本
下

巻
三
〇
裏
。
以
下
、
頁
数
の
み
表
記
）
と
い
う
記
述
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
典
座
が
「
食
を
造
る
」
と
い
う
こ
の
記
述
か
ら
、
寺
院
に
お
け

る
役
職
で
あ
る
「
典
座
」
が
調
理
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
道
宣
の
文
献
中
に
こ
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
、
当
該
記
述
に
つ
い
て
検
討
を
要

す
る
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、『
図
経
』
の
本
文
の
引
用
状

況
を
確
認
し
、
当
該
記
述
の
妥
当
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
作
業
仮
説
と
し
て
、
少
な
く
と
も
典
座
が
「
食
を
造
る
」
こ

宗
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『
中
天
竺
舍
衛
国
祇
洹
寺
図
経
』
に
み
え
る
「
典
座
」
の
記
述
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

二

と
に
関
す
る
記
述
は
、
長
蘆
宗
賾
編
『
禅
苑
清
規
』（
一
一
〇
三
序
）
以

降
に
お
い
て
、
典
座
と
い
う
役
職
が
明
確
に
調
理
を
担
う
こ
と
が
定
義

さ
れ
、
広
く
認
知
さ
れ
て
以
降
の
記
述
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、『
中
天
竺
舍
衛
国
祇
洹
寺
図
経
』
に
つ
い
て

　
『
図
経
』
に
は
序
と
跋
が
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
本
書
の
成
立
や

刊
行
の
経
緯
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
黒

田
氏
に
よ
っ
て
詳
細
に
解
説
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
踏
ま
え
な
が

ら
改
め
て
こ
こ
で
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い（
２
）。

　

ま
ず
、
道
宣
の
序
に
よ
れ
ば
、『
図
経
』
は
唐
の
乾
封
二
年
（
六
六
七
）

季
春
に
「
感
霊
所
出
」（
八
八
二
頁
下
／
上
巻
五
表
）
と
し
て
天
人
か
ら
の

霊
告
と
し
て
撰
述
し
た
と
い
う
。
ま
た
、「
但
だ
昔
縁
の
未
だ
冥
威
を
絕

せ
ざ
る
を
以
て
、
天
人
に
従
り
て
殊
聞
に
及
ぶ
こ
と
有
り
」（
八
八
三
頁

上
／
上
巻
六
表
）
と
も
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
佐
藤
達
玄
氏
は
「
道

宣
は
こ
の
『
祇
洹
寺
図
経
』
で
、
天
人
か
ら
の
霊
告
と
し
て
『
天
人
』

を
し
ば
し
ば
引
合
い
に
出
し
て
説
明
し
て
い
る
が
、
横
超
博
士
は
こ
れ

に
つ
い
て
、「
天
人
の
霊
感
と
は
、
大
体
イ
ン
ド
な
ど
に
往
来
し
て
、

仏
教
の
こ
と
に
通
じ
て
い
た
無
名
の
居
士
商
人
の
如
き
類
で
は
な
か
っ

た
か
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
っ
て
い
る
」（
３
）と
述
べ
て
い
る
。

　

道
宣
に
は
他
に
『
関
中
創
立
戒
壇
図
経
』（
大
正
四
五
巻
）
が
あ
る
が
、

こ
こ
に
『
図
経
』
の
撰
述
経
緯
（
八
一
二
頁
中
）
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
北
斉
の
霊
裕
法
師
（
五
一
八
～
六
〇
五
）
撰
『
寺
誥
』

や
『
聖
迹
記
』
に
基
づ
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
書

に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
道
宣
撰
『
大
唐
内
典
録
』
巻
一
〇
（
大
正
五
五
巻

三
三
二
頁
上
）
に
『
聖
迹
記
』
二
巻
、『
塔
寺
記
』（
一
巻
并
寺
誥
）
は
霊
裕

撰
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
図
経
』
は
主
と

し
て
霊
裕
の
文
献
に
基
づ
き
撰
述
さ
れ
た
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
ほ
か
の
典
拠
と
し
て
、『
別
伝
』
な
る
書
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
『
図
経
』
が
日
本
に
将
来
さ
れ
る
訳
だ
が
、
そ
の
間
の

経
緯
に
つ
い
て
、
巻
末
の
後
記
に
以
下
の
よ
う
に
み
え
る
。

唐
乾
封
二
年
春
未
、
感
通
し
て
之
を
出
だ
す
。
諸
の
西
域
の
聖
迹
を
統
祥
す
る

こ
と
、
此
れ
を
條
貫
と
し
て
語
に
随
い
疎
に
随
い
て
、
且
た
筆
受
を
存
す
る
こ

と
を
為
す
。
事
、
凡
表
に
超
え
、
周
く
飾
詞
を
絕
つ
。
幸
い
に
逢
う
者
有
る
は

斯
の
大
意
を
知
る
。
余
、
前
代
の
諸
伝
を
見
る
に
、
組
織
表
軸
、
殊
に
観
る
可

き
有
る
も
、
時
代
に
至
り
て
は
、
存
す
る
こ
と
有
る
者
罕
な
り
。
覽
法
師
の
作

す
所
、
前
後
に
之
を
表
す
に
、
敢
え
て
後
に
附
す
。
庶
く
は
龜
鏡
と
為
る
に
足

ら
ん
こ
と
を
。
巻
を
開
い
て
目
に
鑒
み
て
、
心
神
を
昧
ま
す
こ
と
無
き
は
、
好

ま
ざ
る
可
き
耶
。

唐
元
和
一
紀
十
二
月
初
旬
一
日
記
了

（
合
如
法
経
写
筆
陳
且
在
本
）
此
の
図
経
一
本
、
苟
く
も
湛
誉
禅
師
、
自
ら
輸

ぶ
。
紙
筆
兼
労
し
て
之
を
書
し
、
圓
珍
に
施
す
。
甚
だ
喜
び
て
永
く
仏
種
後
生

の
為
と
す
。
祇
洹
精
舍
に
同
会
し
、
牟
尼
の
金
容
を
奉
親
し
、
尊
位
を
蒙
授

す
。
日
本
元
慶
四
年
八
月
一
日
。
延
曆
寺
沙
門
圓
珍
、
總
持
坊
に
於
い
て
記



『
中
天
竺
舍
衛
国
祇
洹
寺
図
経
』
に
み
え
る
「
典
座
」
の
記
述
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

三

す
（
昨
日
、
彼
の
上
人
、
自
ら
将
ち
来
る
。
此
方
の
灯
に
縁
り
て
朔
日
を
期

す
、
故
に
埴
忌
話
せ
ず
）。
已
上
智
証
大
師
御
記　

�

（
八
九
五
頁
下
～
八
九
六
頁
上
／
下
巻
四
七
頁
上
～
下
）

　

最
初
の
後
記
は
、
湛
誉
禅
師
（
生
没
年
不
詳
）
な
る
人
物
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
師
は
覽
法
師
（
生
没
年
不
詳
）
の
『
図
経
』
を
も
と
に
唐
元
和

元
年
（
八
〇
六
）
十
二
月
に
書
写
し
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
、
次
の
後
記
は
智
証
大
師
円
珍
（
八
一
四
～
八
九
一
）
が
延
暦

寺
総
持
坊
に
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
湛
誉
禅
師
が
自
ら
書

写
本
を
将
来
し
、
元
慶
四
年
（
八
八
〇
）
に
円
珍
の
手
に
渡
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
刊
行
本
に
つ
い
て
み
る
と
、
真
言
律
宗
の
久
修
園
院
（
現
、

大
阪
府
枚
方
市
楠
葉
）
の
宗
覚
（
生
没
年
不
詳
）
に
よ
る
天
和
元
年
（
一
六
八

一
）
十
二
月
の
序
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
須
達
に
よ
り

提
供
さ
れ
た
祇
園
精
舎
も
時
の
流
れ
の
な
か
で
衰
退
し
て
い
っ
た
こ
と

や
、
中
国
に
お
い
て
道
宣
律
師
が
登
場
し
、
塔
廟
を
造
る
に
あ
た
り
基

づ
く
も
の
が
な
い
こ
と
を
危
惧
し
、『
図
経
』
を
撰
述
し
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
る
。
そ
の
後
、
宋
代
に
な
っ
て
律
宗
が
勃
興
す
る
が
『
図
経
』
は

す
で
に
喪
わ
れ
て
い
た
。
大
智
律
師
元
照
（
一
〇
四
八
～
一
一
一
六
）
の
記

述
に
『
図
経
』
の
存
在
と
と
も
に
、
日
本
に
伝
わ
っ
た
様
子
が
伝
え
ら

れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
宗
覚
は
『
図
経
』
を
手
に
し
て
い
た
が

傷
み
が
激
し
く
、
本
を
開
く
こ
と
を
躊
躇
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
な
か
、
石
清
水
神
宮
寺
大
乗
院
（
現
、
京
都
府
八
幡
市
）
の
実
長
（
生

没
年
不
詳
）
か
ら
、
経
坊
の
中
に
『
図
経
』
を
所
蔵
し
て
い
る
旨
を
伝
え

ら
れ
た
。
そ
の
本
を
基
に
刊
行
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
跋
に
は
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
十
月
に
乗
春
（
生
没
年
不
詳
）

が
石
清
水
神
宮
寺
に
て
記
し
た
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

今
の
人
の
道
、
先
達
に
愧
ず
。
學
し
て
後
生
に
謝
し
て
、
輒
く
過
慢
を
生
ず
と

い
う
は
、
此
処
に
有
る
こ
と
無
し
。
第
だ
疑
い
て
猶
お
間
に
三
已
の
訛
有
り
。

然
り
と
雖
も
他
の
本
、
得
難
し
、
訂
正
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
焉
。
祖
意
、
量
り

難
く
改
削
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
焉
。
故
に
和
點
も
亦
た
決
せ
ざ
る
こ
と
有
り
也
。

敢
え
て
後
の
君
子
を
期
し
て
云
う
。�

（
八
九
六
頁
上
／
下
巻
四
八
頁
上
）

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
第
だ
疑
い
て
猶
お
間
に
三
已
の
訛
有
り
」

と
し
て
、
本
文
に
疑
わ
し
き
点
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

か
く
し
て
、
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
『
図
経
』
で
あ
る
が
、『
大

正
蔵
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
底
本
は
蔵
経
書
院
本
に
基
づ
く

大
日
本
続
蔵
経
で
あ
る（
４
）。
そ
こ
で
、
黒
田
氏
は
最
古
の
刊
本
と
な
る

極
楽
寺
旧
蔵
本
の
影
印
を
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
、
対
照
表
に
よ
る
本
文
確
認

　
『
図
経
』
の
巻
末
に
は
、
文
献
名
が
そ
の
本
文
と
と
も
に
列
挙
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
『
図
経
』
の
本
文
を
引
用
し
て
い
る
文
献
と
、『
図

経
』
及
び
道
宣
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
文
献
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
資
料
を
検
討
す
る
た
め
、『
図
経
』
の
本
文
を
引
用
す

る
文
献
に
つ
い
て
確
認
し
た
も
の
を
『
図
経
』
の
本
文
と
対
照
し
一
覧



『
中
天
竺
舍
衛
国
祇
洹
寺
図
経
』
に
み
え
る
「
典
座
」
の
記
述
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

四

表
と
し
た
の
が
【
資
料
①
】
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
上
段
に
『
図
経
』
の
本

文
を
示
し
、
下
段
に
は
そ
の
本
文
を
引
用
し
て
い
る
文
献
を
示
し
た
。

な
お
、
下
段
の
引
用
文
献
の
う
ち
、
巻
末
の
文
献
に
て
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
本
文
に
つ
い
て
太
字
で
示
し
た
。

経
律
大
明
寺
之
基
趾
。
八
十
頃
地
百
二
十
院
准
的
、
東
西
近
有
十
里
、
南
北
七
百
余

步
。
如
近
有
伝
云
、
昔
仏
在
時
須
達
祇
園
同
共
造
立
経
中
迹
致
。
如
前
所
聞
経
二
百

年
、
則
当
此
土
周
姬
第
十
三
主
平
王
之
三
十
一
年
也
。
被
焼
都
尽
其
故
何
耶
。
祇
陀

太
子
保
愛
此
園
。
須
達
逼
買
不
辞
金
費
。
太
子
情
悋
殷
殷
重
悔
。
須
達
志
堅
確
乎
不

動
。
太
子
見
其
不
悋
黄
金
情
欣
供
養
。
告
長
者
曰
、
吾
自
造
寺
不
仮
於
卿
。
須
達
不

許
。
太
子
立
願
。
樹
金
不
須
可
以
供
養
。
後
若
荒
廃
願
樹
還
生
、
恰
至
被
焼
。
屋
宇

都
尽
、
所
立
樹
者
如
本
不
殊
。
須
達
昔
為
凡
時
、
売
肉
得
財
居
賤
。
出
貴
常
願
荒

倹
。
雖
獲
巨
富
財
由
穢
心
。
以
此
造
寺
終
遭
煨
燼
。
太
子
力
浄
心
樹
生
。
業
行
雖
虧

不
思
議
也
。
於
後
四
（
五
）
百
年
有
称
育
迦
王
。
依
地
而
起
十
不
及
一
。
経
千
百
年

被
賊
焼
燼
。
経
十
三
年
有
王
六
師
迦
者
。
依
前
重
造
屋
宇
状
麗
皆
宝
荘
厳
。
一
百
年

後
悪
王
壊
之
為
殺
人
場
。
四
天
王
及
娑
竭
羅
龍
王
忿
之
。
以
大
石
圧
殺
毀
者
。
九
十

年
荒
無
人
物
、
忉
利
天
王
令
第
二
子
下
為
人
正
（
王
）。
又
依
地
花
造
飾
厳
好
。
過

仏
在
時
経
百
五
十
年
。
魔
天
王
焼
滅
。
則
当
此
土
漢
末
献
帝
時
二
十
九
年
。
以
事
往

徵
顕
宗
已
。
後
和
安
桓
霊
之
代
西
域
往
来
行
人
踵
接
。
則
見
天
王
葺
搆
之
作
祇
樹
載

茂
之
縁
。
後
雖
有
者
脱
基
至
于
今
日
。
荒
涼
而
已
。

�

（
八
八
三
頁
中
～
下
／
上
巻
八
表
～
八
裏
）

依
宣
律
師
祇
桓
寺
感
通
記
云
、
経
律
大
明
祇
桓
寺
之
基
趾
。
多
云
八
十
頃
地
一
百
二

十
院
准
約
、
東
西
近
有
十
里
、
南
北
七
百
余
步
。
祇
陀
須
達
二
人
共
造
。
成
之
已
後

経
二
百
年
被
焼
都
尽
、
則
当
此
土
姬
周
第
十
三
主
平
王
之
三
十
一
年
。
祇
陀
太
子
初

雖
不
許
売
。
後
見
布
金
欣
然
奉
施
、
即
告
長
者
、
吾
自
造
寺
不
仮
於
卿
。
須
達
不

許
。
因
此
共
造
。
太
子
立
願
。
後
若
荒
廃
願
樹
還
生
。
恰
至
被
焼
、
屋
宇
頓
尽
。
所

立
樹
者
如
本
不
殊
。
何
以
被
焼
。
良
由
須
達
為
凡
之
時
、
売
肉
得
財
居
賤
。
出
貴
常

願
荒
倹
。
家
雖
巨
富
財
由
穢
心
。
以
此
造
寺
終
遭
煨
燼
。
太
子
願
力
浄
心
樹
生
。
業

行
有
殊
表
之
染
浄
也
。
於
後
五
百
年
有
旃
育
迦
王
。
依
地
而
起
。
十
不
及
一
。
経
于

百
年
被
賊
焼
尽
。
経
十
三
年
有
王
六
師
迦
者
。
依
前
重
造
。
屋
宇
荘
麗
皆
宝
荘
厳
。

一
百
年
後
悪
王
壊
之
為
殺
人
場
。
四
天
王
及
娑
竭
龍
王
忿
之
。
以
大
石
圧
之
殺
毀

者
。
経
九
十
年
荒
無
人
物
。
忉
利
天
王
令
第
二
子
下
為
人
王
。
又
依
地
造
。
荘
飾
厳

好
過
仏
在
時
。
経
百
五
十
年
魔
天
焼
滅
。
則
当
此
土
漢
末
献
帝
二
十
九
年
。
以
事
往

徵
。
顕
宗
已
後
和
安
桓
霊
之
代
。
西
域
往
来
行
人
接
踵
。
則
見
天
王
葺
構
之
作
。
祇

樹
載
茂
之
縁
。
後
雖
有
造
者
僅
接
遺
基
、
至
于
今
日
、
荒
涼
而
已
。

�

『
法
苑
珠
林
』
巻
三
九
「
営
造
部
第
二
」（
五
九
一
頁
中
）

【
資
料
①
】中

天
竺
舍
衛
国
祇
洹
寺
図
経
（
大
正
蔵
四
五
巻
／
影
印
本
）

引　

用　

文　

献



『
中
天
竺
舍
衛
国
祇
洹
寺
図
経
』
に
み
え
る
「
典
座
」
の
記
述
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

五

寺
名
祇
樹
給
孤
獨
園
（
依
寺
誥
中
凡
有
十
名
。
一
曰
寺
也
。
二
曰
浄
住
舍
。
三
曰
法

同
舍
。
四
曰
出
世
舍
。
五
曰
精
舍
。
六
曰
清
浄
園
。
七
曰
金
剛
浄
剎
。
八
曰
寂
滅
道

場
。
九
曰
遠
離
処
。
十
曰
親
近
処
也
）。�

（
八
八
三
頁
下
／
上
巻
九
表
～
裏
）

諸
菩
薩
聞
法
登
位
地
、
毎
至
臘
月
八
日
。
舍
衛
城
中
士
女
各
執
香
華
来
聴
法
音
。���

�

（
八
八
四
頁
上
／
上
巻
一
二
表
）

内
詹
下
有
四
銀
台
。
両
台
内
有
黄
金
畳
修
多
羅
、
白
玉
為
畳
、
黄
金
為
字
。
両
台
内

是
以
古
徳
寺
誥
。
乃
有
多
名
。
或
名
道
場
。
即
無
生
廷
也
。
或
名
為
寺
。
即
公
廷

也
。
或
名
浄
住
舍
。
或
名
法
同
舍
。
或
名
出
世
間
舍
。
或
名
精
舍
。
或
名
清
浄
無
極

園
。
或
名
金
剛
浄
剎
。
或
名
寂
滅
道
場
。
或
名
遠
離
悪
処
。
或
名
親
近
善
処
。
並

随
義
立
各
有
所
表
。
今
道
俗
離
居
豈
得
称
名
也
。

�

『
法
苑
珠
林
』
巻
三
九
「
述
意
部
第
一
」（
五
九
一
頁
上
～
中
）

案
霊
裕
法
師
寺
誥
、
凡
有
十
名
寺
。
一
曰
寺
（
義
準
釈
名
）。
二
曰
浄
住
（
穢
濁
不

可
同
居
）。
三
曰
法
同
舍
（
法
食
二
同
界
也
）。
四
曰
出
世
舍
（
修
出
離
世
俗
之
所

也
）。
五
曰
精
舍
（
非
麤
暴
者
所
居
）。
六
曰
清
浄
園
（
三
業
無
染
処
也
）。
七
曰
金

剛
剎
（
剎
土
堅
固
道
人
所
居
）。
八
曰
寂
滅
道
場
（
祇
園
有
蓮
華
蔵
世
界
。
以
七
宝

荘
厳
。
謂
之
寂
滅
道
場
。
盧
舍
那
仏
説
華
厳
於
此
）。
九
曰
遠
離
処
（
入
其
中
者
。

去
煩
惑
遠
。
与
寂
滅
樂
近
故
）
十
曰
（
如
行
安
樂
行
。
以
此
中
近
法
故
也
）。
此
土

十
名
依
祇
洹
図
経
。
釈
相
各
有
意
致
。
如
彼
寺
誥
也
。

�

『
大
宋
僧
史
略
』
巻
上
（
二
三
七
頁
上
）

案
祇
洹
図
経
。
寺
中
有
坡
黎
師
子
。
形
如
拳
許
大
。
口
出
妙
音
。
菩
薩
聞
之
。
皆
超

地
位
。
毎
至
臘
月
八
日
。
舍
衛
城
中
士
女
競
持
香
花
。
来
聴
法
音
。
詳
彼
。
不
言
仏

生
日
。
疑
天
竺
以
臘
八
為
節
日
耳
。
又
疑
是
用
多
論
二
月
八
日
。
臘
月
乃
周
之
二
月

也
。
東
西
遼
敻
故
。
多
差
異
焉
。�

�『
大
宋
僧
史
略
』
巻
上
（
二
三
六
頁
上
）

祇
桓
寺
殿
。
内
簷
下
有
四
銀
台
。
両
台
内
有
黄
金
修
多
羅
。
白
玉
為
畳
。
又
有
両



『
中
天
竺
舍
衛
国
祇
洹
寺
図
経
』
に
み
え
る
「
典
座
」
の
記
述
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

六

有
毘
尼
。
黄
金
為
畳
、
白
銀
為
字
。
律
是
龍
王
書
経
、
是
魔
王
書
。
此
並
星
宿
劫
前

古
仏
経
也
。
閻
浮
州
中
此
両
部
書
最
為
第
一
。�

（
八
八
九
頁
中
／
下
巻
一
表
）

又
有
迦
葉
仏
時
、
此
震
旦
国
一
人
書
大
毘
尼
蔵
及
修
多
羅
蔵
。
修
多
羅
銀
紙
金
書
、

毘
尼
金
紙
銀
書
。
書
此
経
時
、
在
今
荊
州
大
明
寺
処
、
経
蓮
花
東
南
台
内
、
律
在
葉

上
。
西
南
台
内
荘
厳
供
養
不
可
説
尽
。
百
億
四
天
下
文
字
与
此
同
者
斯
人
承
一
。
雖

鍾
張
王
衛
之
儔
未
足
為
比
。
如
来
在
日
、
諸
国
聖
人
来
者
。
若
文
字
与
同
仏
多
以
此

経
示
之
。
仏
去
世
後
文
殊
收
入
此
清
涼
山
金
剛
窟
中
。
第
三
層
内
有
七
宝
海
。
海
有

十
六
億
金
龍
、
各
銜
一
大
宝
蓮
華
、
華
上
金
銀
共
作
。
一
台
内
有
過
去
仏
、
説
毘
尼

書
。
有
三
万
八
千
種
、
百
億
四
天
下
同
此
、
方
書
最
為
第
一
。

�

（
八
八
九
頁
下
／
下
巻
三
表
～
裏
）

天
人
云
、
北
方
天
主
第
十
六
子
造
立
精
舍
記
、
有
五
百
余
巻
、
亦
在
彼
天
。

�

（
八
九
〇
頁
上
／
下
巻
五
裏
）

八
行
其
梵
王
宝
珠
大
如
五
升
。
福
徳
人
見
光
明
照
百
由
旬
、
薄
徳
見
者
猶
如
聚
墨
。

仏
入
涅
槃
、
珠
自
然
隠
。
迦
葉
結
集
、
此
珠
復
現
。
阿
難
滅
度
、
亦
潜
亦
没
。

�

（
八
九
一
頁
中
／
下
巻
一
一
表
）

台
。
内
有
毘
尼
蔵
。
黄
金
為
畳
。
白
銀
為
字
。
毘
尼
律
蔵
是
龍
王
書
。
修
多
羅
経
蔵

是
魔
王
書
。
此
二
蔵
経
並
是
過
去
星
宿
劫
前
古
仏
経
也
。
於
閻
浮
洲
中
此
之
両
部
書

経
。
最
為
第
一
。
至
仏
涅
槃
後
。
娑
竭
龍
王
收
将
入
宮
供
養
。

�

『
法
苑
珠
林
』
巻
一
二
「
七
百
結
集
部
第
四
」（
三
七
七
頁
下
～
三
七
八
頁
上
）

又
迦
葉
仏
時
。
震
旦
国
之
一
人
書
大
毘
尼
蔵
及
修
多
羅
蔵
。
其
修
多
羅
経
。
銀
紙
金

書
。
毘
尼
律
金
紙
銀
書
。
当
爾
書
時
。
在
荊
州
大
明
寺
写
。
経
在
蓮
華
東
南
台
内
。

律
在
葉
上
西
面
台
。
荘
厳
供
養
不
可
説
尽
。
諸
百
億
四
天
下
中
文
字
。
与
此
同
者
。

斯
有
鍾
張
王
衛
之
儔
。
未
足
為
比
。
如
来
在
日
。
諸
国
聖
人
来
者
。
多
以
此
経
律
示

之
。
仏
去
之
後
。
文
殊
師
利
收
此
経
律
。
安
在
清
涼
山
金
剛
窟
中
。
又
有
台
内
有
過

去
仏
説
毘
尼
書
。
有
三
万
八
千
種
。
百
億
四
天
下
同
此
方
書
者
。
最
為
第
一
。

�

『
法
苑
珠
林
』
巻
一
二
「
七
百
結
集
部
第
四
」（
三
七
八
頁
上
）

北
方
天
王
第
十
六
子
造
五
精
舍
記
有
五
百
巻
。
各
在
当
天
。

�

『
法
苑
珠
林
』
巻
一
二
「
七
百
結
集
部
第
四
」（
三
七
八
頁
上
）

初
仏
在
世
、
祇
桓
園
中
立
戒
壇
訖
、
大
梵
王
所
施
宝
珠
，
大
如
五
升
瓶
，
大
福
徳
者

見
之
，
光
照
八
百
由
旬
；
薄
福
徳
者
見
之
，
如
聚
墨
也
。
如
来
一
代
，
常
在
戒
壇
，

及
仏
涅
槃
，
珠
亦
随
没
。
尊
者
大
迦
葉
結
集
之
時
，
珠
復
還
来
，
阿
難
滅
度
，
此
珠

中
天
竺
舍
衛
国
祇
洹
寺
図
経
（
大
正
蔵
四
五
巻
／
影
印
本
）

引　

用　

文　

献



『
中
天
竺
舍
衛
国
祇
洹
寺
図
経
』
に
み
え
る
「
典
座
」
の
記
述
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

七

於
壇
西
南
頭
、
置
坐
説
之
（
大
梵
天
王
於
壇
南
西
階
道
西
。
化
作
鉄
茎
銀
龍
銀
蓮
。

蓮
花
開
合
転
関
道
上
。
対
欄
上
承
按
高
座
也
）。

�

（
八
九
一
頁
中
／
下
巻
一
一
表
～
裏
）

前
之
大
鐘
劫
初
時
輪
王
所
造
。
聖
人
受
戒
令
得
通
者
擊
之
聲
振
三
千
。
一
切
聖
人
聞

皆
証
果
。
悪
趣
聞
者
皆
識
宿
命
智
。�

（
八
九
一
頁
下
／
下
巻
一
三
裏
）

尊
者
大
迦
葉
従
座
而
起
、
披
麁
布
僧
伽
梨
捉
尼
師
壇
。
至
高
座
前
敷
尼
師
壇
、
礼
阿

難
已
又
遶
三
匝
。
大
梵
天
王
持
宝
蓋
覆
阿
難
上
。
天
主
帝
釈
進
七
宝
案
置
阿
難
前
。

魔
王
波
旬
持
七
宝
払
受
与
阿
難
。
魔
王
帝
釈
夾
侍
両
辺
。
四
天
王
侍
高
座
四
脚
。
三

十
二
使
在
迦
葉
後
。
䠒
跪
而
止
時
、
大
迦
葉
礼
阿
難
、
已
右
遶
三
匝
至
前
。
問
訊

如
仏
無
殊
。
便
問
阿
難��

（
八
九
二
頁
上
／
下
巻
一
五
表
～
裏
）

東
西
両
面
有
大
宝
珠
。
陷
在
其
腹
大
如
五
升
。
八
角
分
曜
杜
若
花
形
周
匝
。
作
十
方

諸
仏
初
成
道
像
。
至
日
出
時
鐘
上
諸
仏
皆
説
十
二
部
経
。
舍
衛
城
中
童
男
童
女
悉
来

聴
之
。
聞
成
聖
果
。�

（
八
九
二
頁
下
／
下
巻
一
八
裏
～
一
九
表
）

還
去
…
。�

『
関
中
創
立
戒
壇
図
経
』（
八
〇
八
頁
下
）

時
大
梵
王
於
南
面
西
階
道
西
、
化
作
鉄
茎
銀
龍
銀
蓮
華
、
開
合
転
関
、
華
葉
相
接
、

対
鉤
欄
上
、
共
高
座
相
当
、
令
使
登
者
而
無
躓
礎
。

�

『
関
中
創
立
戒
壇
図
経
』（
八
〇
八
頁
下
）

此
之
大
鍾
劫
初
之
時
輪
王
所
造
。
聖
人
受
戒
。
已
得
通
者
擊
之
。
聲
震
三
千
。
一
切

聖
人
聞
皆
証
果
。
悪
趣
聞
者
識
宿
命
。

�

『
法
苑
珠
林
』
巻
九
九
「
鳴
鐘
部
」（
一
〇
一
七
頁
上
）

大
迦
葉
従
座
而
起
、
披
麁
布
僧
伽
梨
、
捉
尼
師
壇
、
至
阿
難
前
、
敷
尼
師
壇
、
礼
阿

難
已
、
右
繞
三
匝
；
大
梵
天
王
執
大
宝
蓋
覆
阿
難
上
、
忉
利
天
主
進
七
宝
案
置
阿
難

前
、
魔
王
波
旬
将
七
宝
払
授
与
阿
難
、
魔
王
、
帝
釈
夾
侍
両
辺
、
四
天
王
立
侍
高
座

四
脚
、
三
十
二
使
者
随
迦
葉
後
互
跪
。
迦
葉
礼
拜
已
、
至
阿
難
前
、
問
訊
起
居
、
如

世
尊
在
時
不
異
。
迦
葉
爾
時
作
三
千
八
百
問
諸
有
疑
事
、
阿
難
一
一
答
之
。　

�

『
関
中
創
立
戒
壇
図
経
』（
八
〇
八
頁
上
）

東
西
両
面
有
大
宝
珠
。
陷
在
腹
中
。
大
如
五
升
。
八
角
分
曜
。
状
若
華
形
。
周
匝
作

十
方
諸
仏
初
成
道
像
。
至
初
日
出
時
。
鍾
上
有
諸
化
仏
説
十
二
部
経
。
舍
衛
城
童
男

童
女
。
悉
来
聴
之
聞
法
証
聖
。

�

『
法
苑
珠
林
』
巻
九
九
「
鳴
鐘
部
」（
一
〇
一
七
頁
中
）



『
中
天
竺
舍
衛
国
祇
洹
寺
図
経
』
に
み
え
る
「
典
座
」
の
記
述
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

八

次
北
一
院
名
曰
仏
衣
服
院
。
堂
房
如
上
。
南
門
向
巷
。
阿
難
所
止
常
護
仏
衣
。
有
一

銅
磬
可
受
五
升
。
磬
子
四
辺
悉
黄
金
。
鏤
作
過
去
仏
弟
子
。
又
鼻
上
以
紫
磨
金
為
九

龍
形
。
背
上
立
天
人
像
。
執
玉
槌
用
擊
磬
。
聞
三
千
世
界
。
音
中
亦
説
諸
仏
教
誡
弟

子
法
。
磬
是
梵
王
造
之
。
及
仏
滅
度
娑
竭
羅
龍
王
收
入
海
宮
。

�

（
八
九
三
頁
上
／
下
巻
二
〇
裏
～
二
一
表
）

又
曰
、
至
於
乾
封
之
際
、
天
神
合
沓
或
写
祇
洹
図
経
付
嘱
儀
等
。
且
非
寓
言
於
鬼
神

乎
。
君
不
見
十
誦
律
中
諸
此
丘
尚
揚
言
。
目
連
犯
妄
。
仏
言
目
連
随
心
想
説
無
罪
。

仏
世
猶
爾
。
像
季
嫉
賢
斯
何
足
怪
也
。��

（
八
九
六
頁
中
／
下
巻
四
八
頁
下
）

東
西
両
面
有
大
宝
珠
。
陷
在
腹
中
。
如
五
升
瓶
。
大
八
角
分
曜
。
状
若
華
形
。
周
匝

十
方
仏
初
成
道
像
。
日
初
分
鍾
上
有
諸
化
仏
説
十
二
部
経
。
舍
衛
城
中
有
縁
来
聴
」

�

『
釈
氏
六
帖
』
第
一
〇
（
三
五
〇
頁
下
）

又
阿
難
房
前
有
一
銅
磬
。
可
受
五
升
。
磐
子
四
辺
悉
黄
金
鏤
。
作
過
去
仏
教
弟
子

文
。
鼻
上
以
紫
磨
金
為
九
龍
形
。
背
上
立
天
人
像
。
執
椎
擊
之
。
聲
振
三
千
。
音
中

亦
説
諸
仏
教
誡
弟
子
法
。
此
磬
梵
天
王
造
。
及
仏
滅
後
。
娑
竭
龍
王
亦
收
入
海
宮

中
。�

『
法
苑
珠
林
』
巻
九
九
「
鳴
鐘
部
」（
一
〇
一
七
頁
中
）

至
於
乾
封
之
際
。
天
神
合
沓
或
写
祇
洹
図
経
付
嘱
儀
等
。
且
非
寓
言
於
鬼
物
乎
。
君

不
見
十
誦
律
中
諸
比
丘
尚
揚
言
。
目
連
犯
妄
。
仏
言
。
目
連
随
心
想
説
無
罪
。
仏
世

猶
爾
。
像
季
嫉
賢
斯
何
足
怪
也
。

�

『
宋
高
僧
伝
』
巻
一
四
「
道
宣
伝
」（
七
九
一
頁
中
）

　

そ
こ
で
、
引
用
が
確
認
さ
れ
る
文
献
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
『
関
中

創
立
戒
壇
図
経
』（
大
正
四
五
巻
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
道
宣
撰
述
に
よ
る

も
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
『
図
経
』
の
本
文
が
三
箇
所
確
認
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
道
世
（
六
〇
七
～
六
八
三
）
撰
『
法
苑
珠
林
』（
六
六
八
。
大
正
五

三
巻
）
に
つ
い
て
は
、『
図
経
』
の
本
文
を
八
箇
所
引
用
し
て
お
り
、
賛

寧
（
九
一
九
～
一
〇
〇
一
）
撰
述
の
『
大
宋
僧
史
略
』（
九
九
九
、
大
正
五
四

巻
所
収
。
以
下
、『
僧
史
略
』）
に
は
二
箇
所
、
同
じ
く
賛
寧
の
『
宋
高
僧

伝
』（
大
正
五
〇
巻
）
に
は
一
箇
所
を
確
認
で
き
る

　

そ
し
て
、
義
楚
撰
『
釈
氏
六
帖
』（
九
五
四
。
柳
田
聖
山
・
椎
名
宏
雄
共
編

『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
6
巻
下
、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
一
・
三
）
に
も
『
図
経
』

中
天
竺
舍
衛
国
祇
洹
寺
図
経
（
大
正
蔵
四
五
巻
／
影
印
本
）

引　

用　

文　

献



『
中
天
竺
舍
衛
国
祇
洹
寺
図
経
』
に
み
え
る
「
典
座
」
の
記
述
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

九

か
ら
一
箇
所
の
引
用
が
確
認
さ
れ
る
。　
　
　

　

以
上
の
よ
う
に
、
巻
末
の
文
献
一
覧
で
示
さ
れ
た
以
外
の
引
用
箇
所

に
つ
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。　

�

　

つ
ぎ
に
、『
図
経
』
及
び
道
宣
に
関
す
る
記
述
が
確
認
で
き
る
文
献
に

つ
い
て
み
て
み
る
と
、
以
下
の
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

・
宋
高
僧
伝
第
十
四
曰
、
有
天
人
云
、
曾
撰
祇
洹
図
経
。
計
人
間
紙
帛
一
百
許

巻
。
宣
苦
告
口
占
一
一
抄
記
上
下
二
巻
。

・
資
持
記
曰
、
図
経
近
日
本
将
至
文
有
両
巻
、
即
祖
師
撰
者
。

・
南
山
律
師
撰
集
録
曰
、
祇
桓
寺
図
二
巻
。
乾
封
二
年
製
未
見
。

・
戒
壇
図
経
曰
、
余
所
撰
祇
桓
図
経
上
下
両
巻
。
修
緝
所
聞
統
收
経
律
。
討
讎
諸

伝
極
有
蹤
緒
。

・
義
楚
六
帖
二
十
一
曰
、
宣
律
師
祇
園
感
通
紀
云
、
地
八
十
頃
東
西
十
里
。
須
達

布
金
買
之
（
云
云
）
百
丈
清
規
（
云
云
）。

・
往
生
要
集
上
本
曰
、
病
僧
聞
声
苦
悩
、
即
除
得
清
涼
楽
。
如
入
三
禅
乗
生
浄

土
。

　

こ
こ
で
は
、
さ
き
に
み
た
『
宋
高
僧
伝
』（
七
九
一
頁
上
）
や
『
釈
氏

六
帖
』（
三
五
〇
頁
下
）、
そ
し
て
、『
関
中
創
立
戒
壇
図
経
』（
八
一
二
頁

中
）
の
文
献
の
記
述
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
元
照
の
撰
述
で
あ
る
『
四
分
律
行
事
鈔
資
持
記
』（
大
正
四
〇

巻
三
九
九
頁
中
）
の
記
述
に
加
え
、『
南
山
律
師
撰
集
錄
』（『
芝
園
遺
編
』）

巻
三
の
記
述
（
続
蔵
二
・
一
〇
、
二
八
七
右
下
～
左
上
）
が
掲
載
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
日
本
の
源
信
（
九
四
七
～
一
〇
一
七
）
の
撰
述
で
あ
る
『
往

生
要
集
』（
九
八
五
、
大
正
八
四
巻
四
〇
頁
下
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

四
、
問
題
点
の
考
察

　
　

問
題
点
①
『
図
経
』
の
本
文
の
引
用
状
況
か
ら

　

ま
ず
、
本
書
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
さ
き
に
み
た
よ
う
に

『
図
経
』
は
唐
の
乾
封
二
年
（
六
六
七
）
の
撰
述
で
あ
る
。

　

こ
の
『
図
経
』
に
つ
い
て
、
同
じ
く
道
宣
の
撰
述
で
あ
る
『
関
中
創

立
戒
壇
図
経
』
の
な
か
に
「
戒
壇
図
経
に
曰
く
、
余
の
撰
す
る
所
、
祇

桓
図
経
上
下
両
巻
な
り
」（
大
正
四
五
八
一
二
頁
中
）
と
い
う
記
述
が
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

　

ま
た
、【
資
料
①
】
に
あ
る
『
関
中
創
立
戒
壇
図
経
』「
祇
桓
図
中
、

戒
壇
を
立
て
訖
る
」（
八
〇
八
頁
下
）
と
の
記
述
も
あ
る
こ
と
か
ら
、『
図

経
』
が
道
宣
自
身
の
撰
述
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

そ
し
て
、
道
世
（
六
〇
七
～
六
八
三
）
撰
『
法
苑
珠
林
』（
六
六
八
）
で

は
『
図
経
』
の
本
文
を
八
箇
所
引
用
し
て
い
た
。
同
書
は
道
宣
没
後
の

翌
年
の
撰
述
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
図
経
』
は
間
違
い
な
く
道
宣
当
時
に

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
後
、『
図
経
』
を
元
和
元
年
（
八
〇
六
）
に
書
写
し
た
湛
誉
禅
師

が
将
来
し
、
元
慶
四
年
（
八
八
〇
）
に
円
珍
に
渡
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
源
信
撰
『
往
生
要
集
』（
九
八
五
）
に
本
書
の

「
病
僧
聞
音
苦
悩
即
除
。
得
清
涼
楽
説
此
偈
」（
八
九
三
頁
下
）
と
い
う
記

述
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
〇
世
紀
の
早
い
時
期
に
日
本
で



『
中
天
竺
舍
衛
国
祇
洹
寺
図
経
』
に
み
え
る
「
典
座
」
の
記
述
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

一
〇

依
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
元
照
撰
『
四
分
律
行
事
鈔
資
持
記
』
巻
三
に
は
「
図
経
近
日

本
将
至
文
有
両
巻
、
即
祖
師
撰
者
」（
大
正
四
〇
巻
三
九
九
頁
中
）
と
い
う

記
述
が
あ
る
よ
う
に
中
国
の
文
献
の
な
か
に
『
図
経
』
が
日
本
へ
と
伝

わ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
黒
田
氏
は
『
平
家
物
語
』
の
解
釈
に
あ
た
り
、

『
図
経
』
は
重
要
な
文
献
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
『
平

家
物
語
』
は
鎌
倉
時
代
以
降
の
成
立
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
平

家
物
語
』
が
『
図
経
』
の
内
容
を
踏
ま
え
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
何
ら

疑
義
を
挟
む
も
の
で
は
な
い
。

　

た
だ
し
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
「
典
座
」
に
関
す
る
以
下
の
記
述
に

つ
い
て
は
ど
う
か
。

　

次
北
有
一
仏
堂
、
鍾
台
周
廓
、
是
上
浄
人
常
礼
事
房
中
。
院
東
坊
有
倉
碾

碓
磑
。
南
西
北
方
各
開
門
。
日
有
米
穀
、
食
調
営
理
頻
煩
、
人
物
榱
丙
此
院

尤
甚
。
其
北
大
堂
名
造
食
厨
。
横
置
一
舎
、
広
極
眺
瞩
。
有
三
十
六
竈
。
東

西
而
列
銀
同
所
成
。
中
諸
食
器
為
是
天
有
、
人
非
所
議
。
厨
東
一
院
門
向
南

開
、
是
米
麵
庫
。
衆
具
蔵
此
院
。
東
北
角
有
一
小
院
。
中
有
房
宇
、
典
座
所

居
、
凡
日
造
食
。
維
那
厨
舎
之
前
、
典
座
居
厨
之
後
。
院
更
有
職
司
、
不
相

摂
属
。
最
巷
北
大
院
名
僧
食
所
、
自
開
三
門
。
中
門
之
北
有
大
食
堂
。
堂
前

列
樹
、
方
維
相
対
、
交
陰
相
接
。
渠
流
灌
注
、
甚
可
観
閲
。
凡
僧
食
者
多
止

此
林
。
値
雨
依
堂
、
故
有
雨
設
林
。

�

（
八
九
五
頁
上
／
下
巻
三
〇
表
～
裏
。
傍
線
部
、
筆
者
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

さ
き
に
み
た
よ
う
に
「
典
座
所
居
、
凡
日
造
食
」
や
そ
れ
に
関
連
す

る
記
述
に
つ
い
て
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
前
後
の
内
容
も
含
め
て
引
用
し

て
い
る
文
献
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

は
た
し
て
典
座
が
「
食
を
造
る
」
と
い
う
記
述
は
正
し
い
の
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
次
に
考
え
て
み
た
い
。

　
　
問
題
点
②
「
典
座
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て

　

典
座
と
い
う
用
語
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
中
国
に

お
け
る
典
座
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
大
会
紀
要
』

二
一
号
、
二
〇
二
〇
所
収
予
定
）
に
て
確
認
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
改

め
て
要
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
る
。

　
「
典
座
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
立
や
意
味
に
つ
い
て
無

著
道
忠
撰
『
禅
林
象
器
箋
』（
一
七
四
一
序
。
中
文
出
版
社
、
一
九
九
〇
。
以

下
、『
象
器
箋
』）
で
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。

　
『
象
器
箋
』「
典
座
」
項
（
二
八
四
頁
～
二
八
六
頁
）
に
お
い
て
は
『
僧

史
略
』
の
「
典
座
者
、
謂
典
主
床
座
。
九
事
挙
座
一
色
、
以
摂
之
、
乃

通
典
雜
事
也
」（
大
正
五
四
巻
二
四
五
頁
上
）
と
い
う
記
述
を
踏
ま
え
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
記
述
を
踏
ま
え
、「
典
座
」
と
い
う
用
語
は
「
典4

主
牀
座4

」
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
語
義
に
つ
い

て
は
「
牀
座
を
典
主
す
る
」
や
「
通
じ
て
雑
事
を
典
る
」
と
い
う
こ
と

か
ら
、
僧
団
に
お
け
る
雜
務
全
般
を
司
る
役
職
と
捉
え
て
い
る
。
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一
一

　

ま
た
、『
禅
苑
清
規
』（
一
一
〇
三
）
の
「
典
座
の
職
、
大
衆
の
齋
粥
を

主
る
」（
続
蔵
二
・
一
六
、
四
四
六
左
下
）
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
食
事

を
担
当
す
る
役
職
で
あ
る
と
捉
え
て
お
り
、
典
座
の
役
職
に
は
二
種
類

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、『
僧
史
略
』
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
閑
氏
に
よ
り

『
摩
訶
僧
祇
律
』
巻
六
「
僧
残
戒
第
八
」
の
「
衆
僧
拝
典
知
九
事
」
の

記
述
に
基
づ
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
「
典
座
」
と

い
う
用
語
の
初
出
に
つ
い
て
は
義
浄
（
六
三
五
～
七
一
三
）
撰
『
根
本
説

一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
５
）。

　

さ
て
、
本
稿
は
『
図
経
』
の
「
典
座
所
居
、
凡
日
造
食
」
と
い
う
記

述
を
問
題
点
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
仮
に
こ
の
記
述
が
道
宣
撰

述
当
時
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
さ
き
に
み
た
義
浄
に
先
立
つ
最
古
の
用
例

と
な
る
訳
だ
が
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
疑
問
点
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

　

た
と
え
ば
、
道
宣
撰
述
に
『
続
高
僧
伝
』（
六
四
五
）
が
あ
る
。
こ
こ

に
は
五
〇
〇
名
以
上
の
僧
侶
の
伝
記
が
収
録
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
同
書

は
も
と
よ
り
、
他
の
道
宣
の
撰
述
書
に
も
「
典
座
」
の
用
例
を
確
認
で

き
な
い
点
が
疑
問
点
と
し
て
一
つ
あ
る
。

　

ま
た
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
『
僧
史
略
』
は
『
図
経
』
の
記
述
を
引

用
し
て
い
る
。『
僧
史
略
』
巻
中
「
雑
任
職
員
」
項
（
二
四
四
頁
下
～
二
四

五
頁
上
）
に
お
い
て
「
三
綱
」
と
い
う
役
職
を
取
り
上
げ
る
な
か
で
「
典

座
」
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
明
文
こ
そ
が
『
象
器
箋
』
が

根
拠
と
し
て
引
用
し
て
い
た
「
典
座
者
、
謂
典
主
牀
座
。
九
事
挙
座
一

色
、
以
摂
之
、
乃
通
典
雜
事
也
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。『
僧
史
略
』

で
は
、
こ
の
よ
う
に
「
典
座
」
に
関
す
る
記
述
を
取
り
上
げ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、『
図
経
』
の
「
典
座
所
居
、
凡
日
造
食
」
と
い
う
記

述
に
は
触
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
二
つ
目
の
疑
問
点
と
し
て
あ
る

の
で
あ
る（
６
）。

　

な
お
、「
典
座
」
と
い
う
用
語
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
拙
稿
に

お
い
て
他
の
仏
典
や
『
全
唐
文
』
の
塔
銘
・
碑
文
を
検
討
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
な
か
に
「
典
座
」
と
い
う
職
名
を
確
認
す
る
こ
と

は
で
き
た
の
だ
が
、『
図
経
』
の
記
述
の
よ
う
に
、
具
体
的
に
典
座
が
調

理
を
担
う
役
職
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
判
断
で
き
る
よ
う
な
記
述
は
確

認
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
問
題
点
③
典
座
が
「
食
を
造
る
」
と
い
う
点

　
「
典
座
」
と
い
う
用
語
は
『
摩
訶
僧
祇
律
』
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

り
、
僧
侶
を
管
理
す
る
役
職
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
九
事
」
と

称
さ
れ
る
諸
事
雑
務
を
担
う
役
職
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
役
務
の
な
か
に

は
「
お
や
つ
を
配
分
す
る
」
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
お
り
、
食
の
分

配
に
関
わ
っ
て
い
た
役
職
で
あ
っ
た
こ
と
が
伝
わ
る（
７
）。

　

し
か
し
、
た
と
え
ば
道
宣
の
撰
述
に
よ
る
『
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事

鈔
』
巻
二
に
は
「
若
自
手
作
食
、
自
磨
自
舂
、
種
種
非
法
故
」（
大
正
蔵

四
〇
巻
七
〇
頁
上
）
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
と
同
内
容
の
記
述

は
『
法
苑
珠
林
』
巻
八
九
「
若
仏
子
、
以
悪
心
故
為
利
養
販
売
男
女
財
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一
二

色
、
自
手
作
食
、
自
磨
自
舂
、
占
相
吉
凶
、
呪
術
工
巧
、
調
鷹
方
法
、

和
合
毒
薬
、
都
無
慈
心
、
犯
軽
垢
罪
」（
九
四
二
頁
中
）
と
し
て
み
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
出
家
者
は
直

接
「
自
ら
手
づ
か
ら
食
を
作
る
」
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
乞

食
や
在
家
信
者
か
ら
の
供
養
を
受
け
た
り
、
沙
弥
や
浄
人
（
在
家
者
）
が

調
理
し
た
も
の
を
食
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

道
宣
か
ら
時
代
の
下
が
っ
た
『
宋
高
僧
伝
』
に
も
、
典
座
が
間
接
的

に
食
に
関
わ
る
様
子
を
確
認
で
き
る
が（
８
）、
僧
侶
が
直
接
食
に
関
わ
る

よ
う
に
な
る
の
は
禅
宗
が
登
場
し
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

禅
宗
は
も
と
も
と
律
宗
の
寺
院
に
同
居
し
て
い
た
の
だ
が
、
や
が
て

独
自
の
活
動
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
、
律
院
か
ら
分
か
れ
、
都
市
部
を

離
れ
て
郊
外
へ
と
移
住
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
の
規

範
で
あ
っ
た
戒
律
と
は
異
な
り
、
禅
宗
独
自
の
軌
範
を
定
め
て
活
動
し

た
の
で
あ
る（
９
）。
そ
の
流
れ
の
な
か
で
、
耕
作
や
調
食
な
ど
に
も
直
接

携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る（
10
）。

　

禅
宗
の
灯
史
で
あ
る
『
祖
堂
集
』（
九
五
二
）
に
は
、
飯
頭
と
い
う

「
飯
」
を
専
門
に
担
当
す
る
役
職
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
も
食
に
僧

侶
が
直
接
携
わ
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
禅
宗
の
軌
範
と
し
て
『
禅
苑
清
規
』
が
制
定
さ
れ
る
訳
だ

が
、
こ
こ
で
初
め
て
典
座
が
「
大
衆
の
斎
粥
を
主
る
」
と
記
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
典
座
が
調
理
を
担
う
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
、
定
義
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

小
結

　

以
上
の
こ
と
を
整
理
す
る
と
以
下
の
通
り
と
な
る
。

　
『
図
経
』
は
、
道
宣
在
世
時
の
七
世
紀
に
は
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て

お
り
、
九
世
紀
に
は
日
本
に
将
来
さ
れ
、
智
証
大
師
円
珍
の
手
に
渡
っ

て
い
る
。『
図
経
』
の
記
述
は
源
信
撰
『
往
生
要
集
』
に
み
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
一
〇
世
紀
頃
の
依
用
が
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

上
記
に
よ
り
、『
図
経
』
が
当
時
を
伝
え
る
貴
重
書
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
何
ら
擬
議
を
差
し
挟
む
も
の
で
は
な
い
。

　

た
だ
し
、
現
時
点
で
は
『
図
経
』
の
古
写
本
が
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、

ま
た
、
刊
行
本
の
最
古
の
も
の
は
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
跋
文
で
乗
春
が
本
文
に
疑
わ
し
き
点
が
あ
る
こ
と
を
す
で
に

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
伝
承
さ
れ
る
な
か
で
誤
写
の
み
な
ら
ず
、
加
筆

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
結
果
、
少
な
く
と
も
道
宣
撰
述

の
時
点
で
は
「
典
座
所
居
、
凡
日
造
食
」
の
記
述
は
な
か
っ
た
と
考
え

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
関
連
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
『
禅
苑
清
規
』
が

制
定
さ
れ
て
以
降
、
つ
ま
り
一
二
世
紀
以
降
に
付
加
さ
れ
た
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
「
典
座
所
居
、
凡
日
造
食
」
と
い
う
記
述
に
焦
点

を
あ
て
て
検
討
を
重
ね
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
貴
重
な
文
献
で
あ

る
『
図
経
』
自
体
の
成
立
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
本
文
全
体
を
さ
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一
三

ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
1
）
こ
の
ほ
か
の
研
究
に
、
黒
田
彰
『
中
世
説
話
の
文
学
史
的
環
境�

続
』「
Ⅱ
軍
記
と
註
釈
一
、
平
家
物
語
と
注
釈
、
１
祇
園
精
舎
覚
書

―
注
釈
、
唱
導
、
説
話
集
―
」
二
一
一
頁
～
二
四
三
頁
（
一
九
九

五
・
四
月
）
が
あ
る
。

（
2
）
前
出
『
祇
園
精
舎
覚
書
―
鐘
は
い
つ
誰
が
鳴
ら
す
の
か
―
』
一
一

八
頁
～
一
二
一
頁
。

（
3
）
佐
藤
達
玄
著
『
中
国
仏
教
に
お
け
る
戒
律
の
研
究
』（
木
耳
社
、

一
九
八
六
・
一
二
）
一
二
六
頁
。

（
4
）
前
出
『
祇
園
精
舎
覚
書
―
鐘
は
い
つ
誰
が
鳴
ら
す
の
か
―
』
一
二

〇
頁
。

（
5
）
佐
々
木
閑
「
典
座
に
関
す
る
一
考
察
」（『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』

一
九
、
一
九
九
三
）

（
6
）
ち
な
み
に
『
図
経
』
や
『
僧
史
略
』
を
引
用
す
る
『
象
器
箋
』
に

も
「
典
座
所
居
、
凡
日
造
食
」
の
記
述
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。

（
7
）「
九
事
」
を
要
約
す
る
と
、
①
典
次
付
床
座
（
床
座
を
割
り
当
て

る
）、
②
典
次
差
請
会
（
在
家
の
家
に
行
く
者
を
指
名
す
る
）、
③
典

次
分
房
舎
（
住
居
を
割
り
当
て
る
）、
④
典
次
分
衣
物
（
衣
を
配
分

す
る
）、
⑤
典
次
分
花
香
（
花
や
香
を
配
分
す
る
）、
⑥
典
次
分
果
菰

（
果
物
を
配
分
す
る
）、
⑦
典
次
知
煖
水
人
（
水
を
暖
め
る
役
を
指
名

す
る
）、
⑧
典
次
分
雑
餅
食
（
お
や
つ
類
を
配
分
す
る
）、
⑨
典
次
知

随
意
挙
堪
事
人
（
種
々
の
役
に
適
宜
任
命
す
る
）
と
な
る
。
前
掲

佐
々
木
氏
論
文
参
照
。

（
8
）
前
出
、
拙
稿
「
中
国
に
お
け
る
典
座
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
曹
洞

宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
大
会
紀
要
』
二
一
号
、
二
〇
二
〇
所
収
予

定
）
参
照
。

（
9
）
伊
吹
敦
「「
戒
律
」
か
ら
「
清
規
」
へ
～
北
宗
の
禅
律
一
致
と
そ

の
克
服
と
し
て
の
清
規
の
誕
生
～
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』�

七
四
、

二
〇
〇
八
）」。

（
10
）
鏡
島
元
隆
「
百
丈
古
清
規
変
化
過
程
の
一
考
察
」（
森
章
司
編

『
戒
律
の
世
界
』〔
渓
水
社
、
一
九
九
三
・
五
月
〕
所
収
五
六
三
頁
）

に
「
原
始
禅
院
は
自
給
自
足
の
生
活
で
あ
る
か
ら
、
開
墾
・
耕
作
・

収
穫
・
採
薪
・
運
水
・
洒
掃
・
調
食
の
一
切
の
勤
労
が
衆
僧
す
べ
て

に
依
存
し
、
大
衆
の
普
請
を
要
し
た
」
と
あ
る
。



『
中
天
竺
舍
衛
国
祇
洹
寺
図
経
』
に
み
え
る
「
典
座
」
の
記
述
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

一
四



一
五

一
、
は
じ
め
に

一
―
一
、「
道
元
禅
師
の
総
合
的
研
究
」
と
『
典
座
教
訓
』
に
つ
い
て

　

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
宗
学
研
究
部
門
に
は
「
道
元
禅
師
の
総
合
的
研
究
」
と
題
し
た
研
究
会
が
存
在
し
、
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
名
誉
教
授

で
あ
る
石
井
修
道
博
士
に
ご
指
導
い
た
だ
き
、
当
部
門
の
研
究
員
を
中
心
と
し
て
研
究
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
当
研
究
会
で
は
平
成
二
十
四
年
度
よ

り
九
年
を
か
け
て
「「
典
座
教
訓
」
の
注
釈
的
研
究
」
を
行
い
、
当
部
門
発
行
の
学
術
誌
で
あ
る
『
宗
学
研
究
紀
要
』
に
お
い
て
、（
上
）〔
第
二
十

八
・
二
十
九
合
併
号
、
二
〇
一
六
〕、（
中
）〔
第
三
十
二
号
、
二
〇
一
九
〕、（
下
）〔
第
三
十
三
号
（
本
紀
要
）、
二
〇
二
〇
〕
の
三
回
に
分
け
て
そ
の

成
果
を
発
表
し
た
。

　
『
典
座
教
訓
』
は
、
周
知
の
と
お
り
、
道
元
禅
師
が
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
春
、
深
草
の
観
音
導
利
院
（
興
聖
寺
）
で
撰
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
元

来
一
つ
の
独
立
し
た
著
作
で
あ
り
、
文
亀
二
年
（
一
五
〇
二
）
の
書
写
本
で
は
単
独
の
著
作
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、
寛
本
七
年
（
一
六
六
七
）
に
刊

行
さ
れ
た
『
日
域
曹
洞
初
祖
道
元
禅
師
清
規
』
以
降
は
「
赴
粥
飯
法
」
や
「
知
事
清
規
」
な
ど
の
著
作
と
併
せ
て
開
版
さ
れ
て
い
る
。
文
亀
二
年
の

書
写
本
は
、
従
来
よ
り
光
周
書
写
本
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
高
橋
秀
栄
氏
の
説
を
受
け
、
光
周
の
筆
と
す
る
確
証
は
な
い
と
の
見
解
か
ら
、
当

研
究
会
で
は
本
書
を
文
亀
二
年
書
写
本
（
略
称
、
文
亀
本
）
と
称
し
て
用
い
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

一
―
二
、
問
題
の
所
在

　

説
明
す
る
ま
で
も
な
い
が
、『
典
座
教
訓
』
は
漢
文
で
書
か
れ
た
著
作
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
漢
文
と
は
、
字
句
の
整
っ
た
駢
文
に
よ
り
記
述
さ
れ
る

宗
学
研
究
紀
要　

第
三
十
三
号　

二
〇
二
〇
年
三
月

『
典
座
教
訓
』
の
漢
文
的
読
解
に
つ
い
て

角
　
田
　
隆
　
真



『
典
座
教
訓
』
の
漢
文
的
読
解
に
つ
い
て
（
角
田
）

一
六

の
が
通
常
で
あ
る
。
鈴
木
虎
雄
氏
は
『
駢
文
史
序
説
』
に
て

散
文
は
字
句
に
於
て
何
等
の
制
限
あ
る
こ
と
な
く
、
全
く
自
由
に
如
何
な
る
字
句
を
も
用
う
る
こ
と
を
得
べ
し
。
然
れ
ど
も
文
章
の
発
展
進
化
す
る
や
そ
こ
に
自
然
に
或
種

の
句
法
の
生
ず
る
こ
と
を
免
れ
ず
、
戦
国
末
よ
り
此
の
傾
向
は
著
し
く
な
り
来
れ
り
。（
中
略
）
此
の
趨
勢
は
漢
代
と
な
り
て
賦
の
発
達
に
伴
ひ
て
、
無
制
限
句
は
制
限
句
と

な
り
、
一
句
の
字
数
は
三
四
五
六
七
字
と
な
り
、
中
ん
づ
く
三
字
四
字
は
主
要
な
る
句
と
な
り
、
散
文
的
自
由
句
法
は
殆
ど
文
意
の
展
開
、
連
絡
、
収
束
等
の
必
要
あ
る
場

合
に
於
て
の
み
用
ゐ
ら
る
る
こ
と
と
な
れ
り
。

と
述
べ
て
お
り
、（
中
略
）
の
部
分
で
は
そ
の
具
体
的
な
句
法
の
説
明
が
さ
れ
て
い
る（
1
）。

　

鈴
木
氏
は
右
引
用
箇
所
の
前
節
に
て
駢
文
の
意
義
お
よ
び
範
囲
を
述
べ
て
い
る
。
氏
の
定
義
す
る
駢
文
と
は
韻
の
有
無
を
問
わ
ず
「
対
句
を
其
の

主
要
な
る
部
分
と
な
し
た
る
文
章
」（
九
頁
～
一
〇
頁
）
で
あ
り
、
文
の
主
要
部

4

4

4

に
対
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
駢
文
か
散
文
か
を
区
分
し
て

い
る
。
こ
こ
に
於
い
て
散
文
と
は
駢
文
に
対
す
る
、
要
す
る
に
文
の
主
要
部
に
対
句
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
指
す
の
で
あ
り
、
一
般
に
韻
文

に
対
す
る
散
文
―
即
ち
不
押
韻
の
文
を
指
す
―
と
は
異
な
る
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
氏
の
定
義
に
従
え
ば
、『
典
座
教
訓
』
は
（
平
仄

や
押
韻
を
問
わ
な
け
れ
ば
）
随
処
に
対
句
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
駢
文
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
道
元
禅
師
の
著
作
を
見
て
も
、
例
え
ば
『
普
勧
坐
禅
儀
』
は
「
全
体
が
形
の
整
っ
た
」
四
六
文
で
あ
る
こ
と
が
、
秦
慧
玉
氏
や
熊
谷
忠
興

氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
お
り（
2
）、
道
元
禅
師
が
駢
文
に
造
詣
が
深
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、―
も
ち
ろ
ん
、
文
章
中
に
は
右
記
に
述
べ
る

と
こ
ろ
の
散
文
的
自
由
句
法
が
用
い
ら
れ
る
「
文
意
の
展
開
」
等
に
該
当
す
る
部
分
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
―
意
味
を
考
え
て
明
ら
か
に
無
理
の
あ
る
解

釈
で
な
け
れ
ば
、
全
体
と
し
て
駢
文
の
様
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
文
章
で
あ
る
以
上
、
形
式
を
重
視
し
て
読
む
の
が
漢
文
の
読
み
と
し
て
は
適
切
で

あ
る
と
考
え
る
。

　

本
論
文
で
は
、
先
述
の
通
り
、
従
来
か
ら
そ
の
存
在
は
知
ら
れ
て
は
い
た
が
、
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
著
作
の
多
く
で
底
本
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

て
い
な
い
、
よ
り
書
写
年
代
が
古
い
文
亀
本
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
典
座
教
訓
』
の
訓
読
を
よ
り
自
然
な
漢
文
的
読
解
に
よ
り
再
考
す
る
こ
と

を
試
み
た
。

一
―
三
、
略
号
と
凡
例

　

以
下
に
、
本
論
文
に
お
け
る
略
号
お
よ
び
凡
例
を
掲
げ
る
。



『
典
座
教
訓
』
の
漢
文
的
読
解
に
つ
い
て
（
角
田
）

一
七

文
亀
本
＝
『
永
平
寺
史
料
全
書
』
禅
籍
篇
第
一
巻
（
大
本
山
永
平
寺
、
二
〇
〇
二
年
）

寛
本
＝
『
日
域
曹
洞
初
祖
道
元
禅
師
清
規
』（
京
都
婦
屋
林
伝
左
衛
門
、
寛
文
七
年
〈
一
六
六
七
〉）

冠
註
＝
『
校
訂
冠
註
永
平
清
規
』（
京
都
柳
枝
軒
、
寛
政
六
年
〈
一
七
九
四
〉）

増
註
＝
古
田
梵
仙
増
冠
傍
註
『
増
冠
傍
註　

永
平
元
禅
師
清
規
』（
京
都
出
雲
寺
文
二
郎
、
明
治
一
七
年
〈
一
八
八
四
〉）

青
本
＝
『
道
元
禅
師
全
集
』
第
六
巻
（
春
秋
社
、
一
九
八
九
年
）
二
～
二
五
頁

緑
本
＝
『
原
文
対
照
現
代
語
訳　

道
元
禅
師
全
集
』
一
五
（
春
秋
社
、
二
〇
一
三
年
）

紀
要�

（
上
）・（
中
）・（
下
）
＝
『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
二
十
八
・
二
十
九
合
併
号
所
収
「「
典
座
教
訓
」
の
注
釈
的
研
究
（
上
）」（
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン

タ
ー
、
二
〇
一
六
、
二
八
三
～
三
一
一
頁
）、
同
第
三
十
二
号
所
収
「「
典
座
教
訓
」
の
注
釈
的
研
究
（
中
）」（
同
、
二
〇
一
九
、
九
五
～
一
二
八
頁
）、
本

号
所
収
「「
典
座
教
訓
」
の
注
釈
的
研
究
（
下
）」（
本
紀
要
、
八
三
～
一
一
七
頁
）

聞
解
＝
面
山
瑞
方
（
一
六
八
三
～
一
七
六
九
）『
典
座
教
訓
聞
解
』（
貝
葉
書
院
〈
後
印
〉、
明
和
六
年
〈
一
七
六
九
〉）

講
談
社
本
＝
中
村
璋
八
・
石
川
力
山
・
中
村
信
幸
訳
注
『
典
座
教
訓
・
赴
粥
飯
法
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
一
年
）

　

※
合
略
仮
名
と
繰
り
返
し
仮
名
は
カ
タ
カ
ナ
に
改
め
た
。
冠
註
は
「
佗
」
に
作
る
が
、
本
論
文
で
は
「
他
」
で
統
一
し
た
。

　

※�

【
文
亀
本
】
の
下
に
は
冠
註
と
の
校
異
を
書
く
が
、
こ
の
校
異
は
既
に
紀
要
に
お
い
て
指
摘
済
み
で
あ
り
、
本
論
文
内
で
は
確
認
の
た
め
に
書
く

も
の
で
あ
る
。

　

※
寛
本
お
よ
び
冠
註
に
つ
い
て
は
、
紀
要
で
は
題
簽
の
名
称
を
用
い
て
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
内
題
の
名
称
に
改
め
て
あ
る
。

二
、『
典
座
教
訓
』
の
漢
文
の
読
み
方

　

本
論
文
で
は
、「
従
来
の
訓
読
に
擬
議
を
呈
す
る
」
と
い
う
性
質
上
、
敢
え
て
ま
ず
冠
註
の
文
章
を
掲
げ
て
従
来
の
訓
読
を
示
し
た
上
で
、
文
亀
本

の
そ
れ
ら
と
比
較
し
て
、
私
見
を
述
べ
る
と
い
う
形
式
を
取
り
た
い
と
思
う
。

⑴
打
得
了
護
惜
之
如
眼
睛
保
寧
勇
禅
師
曰
護
惜
眼
睛
常
住
物
敬
重
之
如
御
饌
草
料
生
物
熟
物
倶
存
此
意

　
　

冠
註�

訓
読
：
打
得
シ
了
テ
。
護
二-

惜
ス
ル
コ
ト
之
ヲ一
如
ク
セ
ヨ

二　

眼
睛
ノ一

。
保
寧
ノ
勇
禅
師
曰
ク
。
護
二-
惜
セ
ヨ
ト
眼
睛
ナ
ル
常
住
物
ヲ一

。
敬
二-

重
ス
ル
コ
ト
之
ヲ一
如
ク
セ
ヨ

二　

御



『
典
座
教
訓
』
の
漢
文
的
読
解
に
つ
い
て
（
角
田
）

一
八

饌
草
料
ノ一

。
生
物
熟
物
。
倶
ニ
存
セ
ヨ
二

此
ノ
意
ヲ一

。（
三
オ
）

　
　

青
本�

：
打
得
し
了お
わ
ら
ば
、
こ
れ
を
護
惜
す
る
こ
と
眼
睛
の
ご
と
く
せ
よ
。
保
寧
の
勇
禅
師
曰
く
、
眼
睛
な
る
常
住
物
を
護
惜
せ
よ
と
。
こ
れ
を
敬

重
す
る
こ
と
御
饌
草
料
の
ご
と
く
せ
よ
。
生
物
熟
物
、
倶
に
こ
の
意
を
存
せ
よ
。（
三
～
五
頁
）

　
　

緑
本�
：
打
得
し
了
ら
ば
、
こ
れ
を
護ご
し

惜ゃ
く

す
る
こ
と
眼が
ん

睛ぜ
い

の
如
く
せ
よ
。
保
寧
の
勇
禅
師
曰
く
、
眼
睛
な
る
常
住
物
を
護
惜
せ
よ
と
。
こ
れ
を
敬
重

す
る
こ
と
、
御ぎ
ょ

饌せ
ん

草そ
う

料り
ょ
うの

如
く
せ
よ
。
生
物
、
熟
物
、
倶と
も

に
こ
の
意
を
存
せ
よ
。（
四
頁
）

【
文
亀
本
】
冠
註
の
「
生
物
熟
物
」
を
文
亀
本
は
「
熟
物
」
に
作
る
。

　

打
得
了
護
惜
之
如
眼
睛
保
寧
勇
禅
師
曰
護
惜
眼
睛
常
住
物
敬
重
之
如
御
饌
草
料
熟
物
倶
存
此
意

　
　

紀
要�

（
上
）：
打
得
し
了お

わ
ら
ば
、
こ
れ
を
護
惜
す
る
こ
と
眼
睛
の
如
く
せ
よ
。
保
寧
勇
禅
師
曰
く
、「
眼
睛
な
る
常
住
物
を
護
惜
せ
よ
」
と
。
こ

れ
を
敬
重
す
る
こ
と
御ぎ
ょ

饌せ
ん

草
料
の
ご
と
く
せ
よ
。
熟
じ
ゅ
く

物も
つ

と
と
も
に
こ
の
意
を
存
せ
よ
。（
二
九
一
頁
）

　
「
御
饌
」
と
は
、「（
御
饌
米
の
略
）
饌
米
の
尊
敬
語
」（『
広
辞
苑
第
六
版
』
一
〇
二
〇
頁
）「
高
貴
な
人
の
、
食
べ
物
。
召
し
上
が
り
物
。
み
け
。」（『
日

本
国
語
大
辞
典
』
第
六
巻
二
四
五
頁
、
日
本
大
辞
典
刊
行
会
、
一
九
七
三
）
と
あ
り
、
神
様
に
供
え
る
お
米
、
あ
る
い
は
高
貴
な
人
が
食
べ
る
食
事
の
こ
と
で
あ

る
。「
草
料
」
と
は
「
ま
ぐ
さ
」（
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
巻
九
―
六
五
二
頁
、
大
修
館
書
店
、
一
九
五
八
）
で
あ
り
、
馬
や
牛
の
飼
料
の
こ
と
で
あ
る
。「
熟

物
」
と
は
、「
熟
」
が
う
れ
る
・
成
熟
す
る
の
意
の
他
に
、
火
を
通
し
て
食
べ
る
・
煮
る
の
意
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
煮
物
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ

る
。

　

各
本
の
注
釈
を
見
て
み
る
と
、
聞
解
に
は
「
コ
レ
ハ
供
養
三
寚
ノ
物
子
ナ
レ
ハ
天
子
ノ
供
御
ト
同
前
ニ
敬
重
セ
ヨ
ト
ナ
リ
」（
三
ウ
）
と
あ
り
、「
御

饌
草
料
」
を
「
天
子
ノ
供
御
」
つ
ま
り
天
子
の
御
膳
と
解
釈
し
て
い
る
が
、「
御
饌
」
の
意
味
は
こ
れ
で
良
い
と
し
て
も
、「
草
料
」
の
意
味
は
全
く

無
視
さ
れ
て
い
る
。
冠
註
お
よ
び
増
註
に
は
注
釈
は
な
い
。
青
本
に
は
「
○
御
饌
草
料
―
天
子
に
差
し
上
げ
る
食
膳
の
材
料
」（
四
頁
）
と
あ
る
。「
御

饌
」
を
「
天
子
に
差
し
上
げ
る
食
膳
」、「
草
料
」
を
「
材
料
」
と
解
釈
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
緑
本
に
は
「
御
饌
草
料　
「
御
饌
」
は
天
子
に
差
し
出

さ
れ
る
御
膳
、「
草
料
」
は
食
材
。」（
二
一
〇
頁
）
と
あ
り
、
こ
れ
も
青
本
と
同
じ
解
釈
で
あ
る
。
講
談
社
本
は
「
○
御
饌
草
料
―
饌
は
飲
食
物
。
あ

た
か
も
天
子
が
召
し
あ
が
る
食
べ
物
の
よ
う
に
、
大
切
に
扱
う
こ
と
。
草
料
は
副
食
物
。」（
二
八
頁
）
と
あ
り
、
草
料
を
副
食
物
と
い
う
解
釈
を
し
て

い
る
。

　
「
御
饌
草
料
」
と
い
う
用
例
は
、
管
見
の
限
り
、
こ
の
部
分
以
外
に
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
草
料
」
を
食
材
・
材
料
と
説
明
し
て
い
る
辞
書
も
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一
九

（『
典
座
教
訓
』
の
こ
の
箇
所
を
用
例
と
し
て
い
る
も
の
以
外
に
）
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

文
の
構
造
の
面
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。「
保
寧
勇
禅
師
曰
～
」
の
部
分
は
引
用
箇
所
で
あ
り
、
こ
れ
は
直
前
に
「
護
惜
之
如
眼
睛
」
と
言
っ
て
い

る
こ
と
を
受
け
て
、「
護
惜
」
と
「
眼
睛
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
古
人
の
説
示
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
曰
」
が
ど
こ
ま
で
掛
か
る
か
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
従
来
の
出
典
研
究
に
も
あ
る
通
り
、
典
拠
が
不
明
の
箇
所
で
は
あ
る
が
、「
曰
」
以
下
の
「
護
惜
眼
睛
常
住
物
」
の
平
仄
を
調
べ
る
と
、

「
護●

惜●

眼●

睛〇

常〇

住●

物●

」
と
な
っ
て
お
り
、
七
言
絶
句
の
一
聯
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
部
分
ま
で
で
一
聯
を
引
用
し
て
い
る
と
考
え
て
良

い
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
文
の
構
造
を
考
え
る
上
で
は
括
弧
で
括
っ
て
し
ま
っ
て
構
わ
な
い
。
す
る
と
、「
護
惜
之
如
眼
睛
」
と
「
敬
重
之
如
〇
〇
」

が
、
品
詞
を
見
る
と
対
句
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。（
両
者
の
「
之
」
は
と
も
に
指
示
代
名
詞
で
あ
る
。）
で
は
、「
護
惜
之
如
眼
睛
」
と
「
敬

重
之
如
〇
〇
」
を
対
句
と
見
た
時
、
〇
〇
に
入
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
ど
の
文
字
ま
で
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
単
純
に
文
字
数
だ
け
み
れ
ば
、
二

文
字
で
あ
り
、「
御
饌
」
ま
で
が
「
如
」
の
係
る
部
分
と
し
て
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
冠
註
の
よ
う
に
「
敬
重
之
如
御
饌
草
料
生
物

熟
物
倶
存
此
意
」
と
あ
れ
ば
、「
生
物
熟
物
」
を
「
倶
」
の
示
す
二
つ
の
も
の
と
し
て
見
る
の
も
形
が
良
く
、「
御
饌
草
料
」
と
「
生
物
熟
物
」
が
四

字
四
字
で
あ
り
、「
こ
れ
を
敬
重
す
る
こ
と
御
饌
草
料
の
如
く
せ
よ
。
生
物
熟
物
、
倶
に
こ
の
意
を
存
せ
よ
」
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
が
、
文
亀
本
で

は
「
生
物
」
が
無
く
、「
如
」
が
指
す
の
は
「
眼
睛
」
と
の
対
句
と
し
て
「
御
饌
」
の
み
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、「
草
料
熟
物
」

と
「
倶
存
此
意
」
が
四
字
四
字
と
な
り
、
文
の
形
と
し
て
良
い
も
の
と
な
り
、
そ
の
結
果
、「
倶
」
の
示
し
て
い
る
二
つ
が
「
草
料
」
と
「
熟
物
」
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
、
内
容
と
し
て
も
適
切
な
解
釈
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
図
示
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

打
得
了

　
　
　護
惜
之
如
眼
睛
。
保
寧
勇
禅
師
曰
、
護
惜
眼
睛
常
住
物
。

　
　草
料
熟
物
倶
存
此
意
。

敬
重
之
如
御
饌
。

　

以
上
の
形
式
に
従
っ
て
こ
れ
を
訓
読
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
読
む
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　
　

�

打
得
し
了
わ
ら
ば
、
こ
れ
を
護
惜
す
る
こ
と
眼
睛
の
如
く
せ
よ
。
保
寧
勇
禅
師
曰
く
、「
眼
睛
な
る
常
住
物
を
護
惜
せ
よ
」
と
。
こ
れ
を
敬
重
す

る
こ
と
御
饌
の
如
く
せ
よ
。
草
料
、
熟
物
、
倶
に
こ
の
意
を
存
せ
よ
。

　

こ
の
訓
読
（
即
ち
御
饌
と
草
料
の
間
で
区
切
る
方
法
）
は
、
管
見
の
限
り
、
従
来
の
研
究
に
は
な
い
新
し
い
訓
読
で
あ
る
。
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〇

⑵
然
則
雖
向
麤
全
無
怠
慢
雖
逢
細
彌
有
精
進
切
莫
逐
物
而
変
心
也
逐
物
而
変
心
順
人
而
改
詞
是
非
道
人
也

　
　

冠
註�
訓
読
：
然
ア
レ
ハ
則
雖
レ
向
フ
ト
レ

麤
ニ
全
ク
無
ク二

怠
慢
一
。
雖
レ
逢
トレ

細
彌
く
有
ル
ヘ
シ

二　

精
進
一
。
切
ニ
莫
レ二

逐
テレ

物
ヲ
而
変
ス
ル
コ
ト

一レ　
　

心
ヲ
也
。
逐
テレ

物
ヲ
而
変
シレ

心
。

順
テレ
人
ニ
而
改
ル
ハ
レ

詞
ヲ
。
是
レ
非
二
道
人
ニ一
也
。（
六
オ
）

　
　

青
本�

：
然
あ
れ
ば
則
ち
麤そ

に
向
う
と
雖
も
全
く
怠
慢
な
く
、
細
に
逢
う
と
雖
も
、
い
よ
い
よ
精
進
あ
る
べ
し
。
切
に
物
を
逐
う
て
心
を
変
ず
る
こ

と
な
か
れ
。
物
を
逐
う
て
心
を
変
じ
、
人
に
順
っ
て
詞
を
改
む
る
は
、
こ
れ
道
人
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。（
九
頁
）

　
　

緑
本�

：
然
れ
ば
則
ち
麁そ

に
向
か
う
と
雖
も
全
く
怠
慢
無
く
、
細
に
逢
う
と
雖
も
弥い
よ
いよ
精
進
有
り
。
切
に
物
を
逐お

う
て
心
を
変
ず
る
こ
と
莫
か
れ
。

物
を
逐
う
て
心
を
変
え
、
人
に
順
い
て
詞
を
改
む
る
は
、
是
れ
道
人
に
非
ざ
る
な
り
。（
九
頁
）

【
文
亀
本
】

　

然
則
雖
向
麁
全
無
怠
慢
雖
逢
細
弥
有
精
進
切
莫
逐
物
而
変
心
順
人
而
改
詞
是
非
道
人
也

　
　

紀
要�

（
上
）：
然
れ
ば
則
ち
麁
に
向
う
と
雖
も
全
く
怠
慢
無
く
、
細
に
逢
う
と
雖
も
、
弥い
よ
いよ

精
進
有
る
べ
し
。
切
に
物
に
逐
う
て
心
を
変
ず
る
こ

と
莫
れ
。（
物
に
逐
う
て
心
を
変
じ
、）
人
に
順
じ
て
詞
を
改
む
る
は
、
是
れ
道
人
に
非
ざ
る
な
り
。（
三
〇
一
頁
）

　

紀
要
の
校
異
に
も
指
摘
の
あ
る
通
り
、
寛
本
以
降
に
は
「
逐
物
而
変
心
」
が
二
回
書
か
れ
て
い
る
が
、
文
亀
本
に
は
一
回
し
か
な
い
。「
逐
物
而
変

心
」
と
「
順
人
而
改
詞
」
が
対
句
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
形
を
見
て
も
意
味
を
取
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
り
、
従
来
も
こ
の
よ
う
な
読
み
が
さ
れ
て
い

た
。
従
来
は
「
逐
物
而
変
心
」
が
二
回
書
か
れ
て
い
た
文
で
読
み
が
さ
れ
て
い
た
た
め
、「
切
莫
」
は
一
回
目
の
「
逐
物
而
変
心
」
の
み
に
係
り
、
二

回
目
の
「
逐
物
而
変
心
」
と
「
順
人
而
改
詞
」
が
「
是
非
道
人
也
」
に
係
っ
て
い
た
。
従
来
の
読
み
の
構
図
を
図
示
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

  

　然
則

　
　
　雖
向
麤
全
無
怠
慢

　
　
　切
莫
逐
物
而
変
心
也
。

　
　逐
物
而
変
心

　
　
　是
非
道
人
也
。

雖
逢
細
彌
有
精
進

順
人
而
改
詞

　

だ
が
、
文
亀
本
の
よ
う
に
「
逐
物
而
変
心
」
が
一
回
の
文
に
な
る
と
、
対
句
関
係
が
従
来
の
読
み
と
は
変
化
し
、「
切
莫
」
が
「
逐
物
而
変
心
」
と

「
順
人
而
改
詞
」
ま
で
係
る
構
図
の
方
が
対
句
と
し
て
は
自
然
な
読
み
に
な
る
。
図
示
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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　然
則

　
　
　雖
向
麁
全
無
怠
慢

　
　切
莫

　
　
　逐
物
而
変
心

　
　是
非
道
人
也
。

雖
逢
細
弥
有
精
進

順
人
而
改
詞

　

紀
要
で
は
従
来
の
読
み
が
尊
重
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
一
回
目
の
「
逐
物
而
変
心
」
の
み
が
「
切
莫
」
に
係
る
部
分
と
さ
れ
、
文
亀
本
に
無
か
っ

た
二
回
目
の
「
逐
物
而
変
心
」
が
寛
本
以
降
に
よ
っ
て
補
わ
れ
、「
順
人
而
改
詞
」
が
「
是
非
道
人
也
」
に
係
る
よ
う
に
訓
読
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
よ
り
、
文
亀
本
を
尊
重
す
れ
ば
、
こ
の
箇
所
は
以
下
の
よ
う
に
読
む
の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　

�

然
れ
ば
則
ち
、
麁
に
向
う
と
雖
も
全
く
怠
慢
無
く
、
細
に
逢
う
と
雖
も
弥
よ
精
進
有
る
べ
し
。
切
に
物
を
逐
う
て
心
を
変
じ
、
人
に
順
じ
て
詞

を
改
む
る
こ
と
莫
れ
。
是
れ
道
人
に
非
ざ
る
な
り
。

⑶
然
而
審
細
弁
肯
之
時
下
視
古
先
之
理
定
有
之
也

　
　

冠
註
訓
読
：
然
ア
レ
ド
モ
而
審
細
弁
肯
之
時
ハ
。
下
二-

視
ス
ル
ノ
古
先
ヲ一
之
理
。
定
テ
有
リレ
之
也
。（
六
ウ
）

　
　

青
本
：
然
あ
れ
ど
も
審
細
に
弁
肯
す
る
時
は
、
古
先
を
下
視
す
る
の
理
、
定
ん
で
こ
れ
あ
り
。（
九
頁
）

　
　

緑
本
：
然し
か
れ而

ど
も
審
細
に
之
を
弁
肯
す
る
時
は
、
古
先
を
下
視
す
る
の
理
、
定
め
て
之
れ
有
る
な
り
。（
一
〇
頁
）

【
文
亀
本
】
冠
註
の
「
定
有
之
」
を
文
亀
本
は
「
定
有
之
有
」
に
作
る
。

　

然
而
審
細
弁
肯
之
時
下
視
古
先
之
理
定
有
之
有
也

　
　

紀
要
（
中
）：
然
れ
ど
も
審
細
に
之
を
弁
肯
す
る
時
、
古
先
を
下あ

視し

す
る
の
理
、
定
め
て
之
れ
有
る
な
り
。（
九
九
頁
）

　

紀
要
で
は
、
校
異
で
も
指
摘
し
た
通
り
、
冠
註
等
に
は
無
い
「
有
」
を
衍
字
と
解
釈
し
て
訓
読
し
た
。

　

さ
て
、
こ
の
箇
所
は
対
句
関
係
が
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
文
亀
本
と
冠
註
で
異
な
る
「
有
」
の
有
無
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
対
句
が
異
な
っ
て

く
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
は
冠
註
の
よ
う
に
「
有
」
が
無
い
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、

  

　然
而

　
　
　審
細
弁
肯
之
時

　
　
　定
有
之
也

下
視
古
先
之
理
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の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
文
亀
本
の
よ
う
に
「
定
有
之
有
」
と
見
る
と
、

然
而
審
細
弁
肯
之
時
、
下
視

　
　
　古
先
之
理

　
　
　也

定
有
之
有

と
い
っ
た
対
句
関
係
が
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
場
合
、「
審
細
弁
肯
之
時
」
は
「
審
細
に
弁
肯
の
時
」
と
読
む
か
、
あ
る
い
は
「
審
細
に

之
を
弁
肯
す
る
時
」
と
読
む
か
の
両
方
の
読
み
が
可
能
に
な
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
古
先
之
理
」
と
「
定
有
之
有
」
が
対
句
と
な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。「
下
視
古
先
之
理
」
の
「
之
」
は
諸
本
共
通
し
て
「
古
先
を
下
視
す
る
の
理
」
と
修
飾
の
助
詞
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
た
め
、「
定
有
之

有
」
の
「
之
」
も
修
飾
助
詞
の
「
の
」
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
。
す
る
と
「
定
有
の
有
」
の
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。「
定
有
」
と
は
「
絶

対
的
に
有
る
こ
と
」（
中
村
元
『
佛
教
語
大
辞
典
』
東
京
書
籍
、
一
九
八
一
、
七
四
七
頁
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
定
有
の
有
」
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
存

在
の
有
無
の
「
有
る
」
と
い
う
状
態
を
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
前
段
の
意
味
を
考
え
る
と
、「
今
の
人
は
昔
の
人
に
比
べ
て
劣
っ
て
い
る
た
め
、
同
じ
金
銭
で
よ
り
良
い
も
の
を
作
ろ
う
と
い
う

の
は
大
変
難
し
い
こ
と
で
あ
る
」
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。（
※
「
殊
劣
」
は
文
亀
本
に
従
っ
て
解
釈
）「
し
か
し
、「
理
」（
道
理
）
と
「
有
」（
存
在
）
を
下
視

す
る
の
で
あ
る
。」
と
い
う
の
で
は
、
意
味
が
取
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
後
に
は
「
此
理
必
然
猶
未
明
了
」
と
続
き
、「
理
」
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
が

「
有
」
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
、
当
部
分
に
お
い
て
「
理
」
と
「
有
」
が
対
句
と
な
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
の
は
無
理
が
あ
る

と
考
え
る
。
従
っ
て
、
文
の
形
式
を
重
視
し
た
上
で
意
味
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、「
定
有
之
有
」
の
二
文
字
目
の
「
有
」
は
、
寛
本
以
降
の
よ
う
に
、

衍
字
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、「
審
細
弁
肯
之
時
」
と
「
下
視
古
先
之
理
」
が
対
句
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
読
む
の
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
注
目
す
べ
き
は
二
カ
所
に
あ
る
「
之
」
の
解
釈
で
あ
る
。「
下
視
古
先
之
理
」
の
「
之
」
は
、
先
述
の
通
り
、
修
飾
助
詞
の
「
の
」
で
あ
る
が
、

問
題
は
「
審
細
弁
肯
之
時
」
の
「
之
」
の
解
釈
で
あ
る
。
緑
本
は
「
審
細
に
之
を
弁
肯
す
る
時
」
と
「
之
」
を
代
名
詞
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
青

本
は
「
之
」
を
修
飾
の
助
詞
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
の
」
と
は
書
い
て
い
な
い
た
め
、
や
や
不
明
瞭
で
あ
る
。
緑
本
の
解
釈
に

従
う
と
、「
之
」
は
そ
の
前
部
分
の
「
其
運
心
道
用
為
体
者
～
豈
得
斉
肩
者
哉
」
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
に

「
之
」
を
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、「
之
」
を
代
名
詞
と
し
て
取
る
と
「
審
細
弁
肯
之
時
」
と
「
下
二
視
古
先
一
之
理
」
と
品
詞
上
対
句
で
は
な
く
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な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
こ
は
文
字
の
数
と
並
び
と
ど
ち
ら
を
見
て
も
明
ら
か
に
対
句
で
あ
り
、「
之
」
は
修
飾
の
助
詞
と
解
釈
し
て
内
容
的
に
も
無
理

が
な
い
た
め
、
修
飾
の
助
詞
と
解
釈
す
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。

　

従
っ
て
、
こ
の
箇
所
は
以
下
の
よ
う
に
読
む
の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。（
紀
要
（
中
）
は
筆
者
も
関
与
し
た
が
、
筆
者
の
意
見
は
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。）

　
　

然
れ
ど
も
審
細
に
弁
肯
の
時
、
古
先
を
下
視
す
る
の
理
、
定
め
て
こ
れ
有
る
な
り
。

⑷
神
通
及
変
化
仏
事
及
利
生
者
也

　
　

冠
註
訓
読
：
神
通
及
ヒ
変
化
。
仏
事
及
ヒ
利
生
ス
ル
者
ナ
リ
也
。（
六
ウ
）

　
　

青
本
：
神
通
お
よ
び
変
化
、
仏
事
お
よ
び
利
生
す
る
も
の
な
り
。（
九
頁
）

　
　

緑
本
：
神
通
の
変
化
に
及
び
、
仏
事
の
利
生
に
及
べ
ば
な
り
。（
一
〇
頁
）

【
文
亀
本
】
冠
註
の
「
及
」
を
文
亀
本
は
「
乃
」
に
作
る
。

　

神
通
及
変
化
仏
事
乃
利
生
者
也

　
　

紀
要
（
中
）：
神じ
ん
通づ
う
の
変へ
ん
化げ

に
及
び
、
仏
事
の
利り
し
生ょ
う
に
及
べ
ば
な
り
。（
九
九
頁
）

　

こ
の
前
段
を
見
て
み
る
と
、「
拈
一
茎
菜
作
丈
六
身
、
請
丈
六
身
作
一
茎
菜
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
両
句
は
明
ら
か
に
対
句
で
あ
る
。
ま
た
、

当
該
部
分
を
見
て
も
「
神
通
及
変
化
」
と
「
仏
事
及
利
生
」
が
形
式
的
に
は
対
句
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
「
仏
事
」
と
「
利

生
」
の
間
に
あ
る
文
字
が
、
文
亀
本
の
「
乃
」
が
妥
当
な
の
か
、
あ
る
い
は
寛
本
以
降
の
「
及
」
が
妥
当
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

内
容
か
ら
判
断
す
る
他
に
な
さ
そ
う
で
あ
る
。「
乃
」
も
「
及
」
も
形
は
似
て
お
り
書
写
の
段
階
で
は
誤
写
も
あ
り
得
る
が
、（
と
は
言
っ
て
も
文
亀
本
は

明
ら
か
に
「
乃
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、）「
神
通
及
変
化
」
と
の
対
句
と
考
え
れ
ば
、「
仏
事
及
利
生
」
と
し
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

今
、「
乃
」
に
も
「
及
」
に
も
動
詞
と
接
続
詞
の
両
方
の
用
法
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
品
詞
で
語
の
示
す
方
向
が
若
干
変
わ
っ
て
く
る
。
例

え
ば
動
詞
と
し
た
場
合
、「
乃
」
は
断
定
や
類
似
を
示
す
、
い
わ
ゆ
る
「
＝
（
イ
コ
ー
ル
）」
の
意
で
あ
る
の
に
対
し
、「
及
」
は
「
及
ぶ
」
即
ち
「
→

（
前
語
か
ら
後
語
へ
の
変
化
）」
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
接
続
詞
で
読
む
と
、「
乃
」
は
「
す
な
わ
ち
」
い
わ
ゆ
る
「
→
」
の
意
で
あ
り
、「
及
」

は
「
お
よ
び
」
い
わ
ゆ
る
「
＆
」
の
意
で
あ
る
。
図
示
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
が
通
る
文
章
に
な
る
と
は
考
え
に
く
い

（〔　

〕
内
は
試
訳
）。
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二
四

　

・（
動
詞
）
神
通
→
変
化
、
仏
事
＝
利
生
〔
神
通
力
が
自
由
自
在
な
力
に
な
る
の
は
、
仏
事
が
衆
生
利
益
で
あ
る
か
ら
だ
。〕

　

・（
接
続
詞
）
神
通
＆
変
化
、
仏
事
→
利
生
〔
神
通
力
も
変
化
も
、
仏
事
を
し
て
や
っ
と
衆
生
利
益
に
な
る
者
だ
。〕

　

ま
た
、
品
詞
の
対
応
を
無
視
し
て
読
む
方
法
も
あ
り
得
る
が
、
無
視
し
て
読
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
明
快
に
意
味
が
通
る
文
章
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
内
容
考
察
に
よ
り
、
こ
の
箇
所
は
寛
本
以
降
の
よ
う
に
「
仏
事
及
利
生
」
と
解
釈
し
た
方
が
良
い
と
考
え
る
。

　

聞
解
に
は
、
こ
の
前
段
の
「
如
是
調
和
～
」
以
降
の
部
分
に
つ
い
て
、「
コ
コ
ノ
一
眼
ハ
一
莖
菜
ヲ
見
ル
両
眼
ハ
丈
六
身
ヲ
見
ル
コ
ノ
眼
ヲ
開
ケ

ハ
神
通
モ
変
化
モ
自
在
無
碍
ナ
ル
仏
境
界
ニ
テ
度
衆
生
ノ
力
ラ
具
ル
ナ
リ
」（
一
一
ウ
）
と
あ
る
。
こ
の
解
釈
を
見
る
と
、「
神
通
及
変
化
」
は
神
通
と

変
化
を
す
る
自
由
自
在
な
仏
の
空
間
、
そ
の
場
所
に
お
い
て
「
仏
事
及
利
生
」
す
な
わ
ち
度
衆
生
す
る
力
が
具
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

聞
解
に
は
「
利
生
」
の
下
に
「
ス
ル
」
と
い
う
フ
リ
ガ
ナ
が
振
っ
て
あ
る
た
め
、「
仏
事
及
び
利
生
す
る
者
な
り
」
と
読
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

冠
註
も
青
本
も
こ
れ
と
同
様
の
読
み
方
で
あ
る
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。「
神
通
及
び
変
化
」
を
場
所
と
見
て
い
る
た
め
、
敢
え
て
補
充
し
な
が
ら
読
め

ば
「
神
通
お
よ
び
変
化
に
お
い
て
、
仏
事
お
よ
び
利
生
す
る
も
の
な
り
」
と
い
う
様
に
な
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
訓
読
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
聞
解
の

解
釈
は
考
え
得
る
限
り
の
最
も
妥
当
な
も
の
で
あ
る
が
、
原
文
に
対
し
て
補
っ
て
い
る
部
分
が
多
す
ぎ
、
原
文
を
自
然
に
解
釈
し
た
と
い
う
よ
り
は
、

訓
読
に
合
わ
せ
て
何
と
か
解
釈
し
た
と
い
う
感
が
否
め
な
い
。

　

で
は
、
先
述
の
通
り
、
文
亀
本
の
「
乃
」
は
「
及
」
の
誤
写
で
あ
る
と
考
え
、「
神
通
及
変
化
仏
事
及
利
生
者
也
」
と
考
え
た
場
合
は
ど
の
よ
う
に

読
む
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
部
分
で
重
要
な
の
は
「
及
」
の
読
み
方
、
つ
ま
り
「
及
」
は
「
及
び
」
と
い
う
接
続
詞
と
し
て
見
た
方
が
良
い

の
か
、
そ
れ
と
も
「
及
ぶ
」
と
い
う
動
詞
と
見
た
方
が
良
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
う
と
、
こ
こ
は
「
及
ぶ
」
と
い
う
動
詞
で
見

た
方
が
良
い
と
考
え
る
。

　

冠
註
の
読
み
だ
と
「
及
」
を
接
続
詞
、
す
な
わ
ち
「
＆
」
の
意
味
で
取
っ
て
い
る
。

　

形
式
の
面
か
ら
考
え
る
と
、
前
段
は
「
拈
一
茎
菜
作
丈
六
身
」
と
「
請
丈
六
身
作
一
茎
菜
」
が
対
に
な
り
、
こ
の
部
分
は
「
神
通
及
変
化
」
と

「
仏
事
及
利
生
」
が
対
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
図
示
す
る
と
左
記
の
よ
う
に
な
る
。

拈
一
茎
菜
作
丈
六
身

　
　
　神
通
及
変
化

　
　
　者
也
。

請
丈
六
身
作
一
茎
菜

仏
事
及
利
生



『
典
座
教
訓
』
の
漢
文
的
読
解
に
つ
い
て
（
角
田
）

二
五

　

紀
要
（
中
）
一
〇
一
頁
で
は
、
対
句
の
形
式
上
の
理
由
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
現
代
語
訳
を
考
え
て
も
、〔
神
通
力
が
自
由
自
在
な
力
と
な

り
、
仏
事
が
衆
生
利
益
と
な
る
か
ら
で
あ
る
〕
と
な
り
、
意
味
も
よ
く
通
る
。
そ
の
上
、「
者
」
も
「
神
通
及
変
化
仏
事
及
利
生
」
が
「
拈
一
茎
菜
作

丈
六
身
、
請
丈
六
身
作
一
茎
菜
」
の
条
件
句
で
あ
る
こ
と
を
示
す
語
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
こ
の
箇
所
は
紀
要
（
中
）
の
通
り
に
読
む
の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

⑸
経
一
日
夜
調
弁
斎
粥
無
虚
度
光
陰
有
実
排
備
挙
動
施
為
自
成
聖
胎
長
養
之
業
退
歩
翻
身
便
是
大
衆
安
楽
之
道
也

　
　

冠
註�

訓
読
：
経
二
一
日
夜
ヲ一

。
調
二-

弁
シ
斎
粥
ヲ一

。
無
ク三
虚
ク
度
ル
コ
ト

二　

光
陰
ヲ一

。
有
バ二
実
ノ
排
備
。
挙
動
施
為
。
自オ

成
リ二
聖
胎
長
養
ノ
之
業
ト一

。
退
歩
翻
身
セ
ハ
。

便
是
レ
大
衆
安
楽
ノ
之
道
ナ
リ
也
。（
七
ウ
～
八
オ
）

　
　

青
本�

：
一
日に
ち

夜や

を
経へ

、
斎
粥
を
調
弁
し
、
虚
し
く
光
陰
を
度わ
た

る
こ
と
な
か
れ
。
実
の
排
備
あ
ら
ば
、
挙こ

動ど
う

施せ

為い

、
お
の
ず
か
ら
聖
し
ょ
う

胎た
い

長ち
ょ
う

養よ
う

の
業

と
成
ら
ん
。
退
歩
翻
身
せ
ば
、
便す
な
わち

こ
れ
大
衆
安
楽
の
道
な
り
。（
一
一
頁
）

　
　

緑
本�

：
一
日
夜
を
経
、
斎
粥
を
調
弁
し
、
虚
し
く
光
陰
を
度わ
た
る
こ
と
無
か
れ
。
実
の
排
備
有
ら
ば
、
挙こ

動ど
う

施せ

為い

、
自
ら
聖
胎
長
養
の
業
と
成
り
、

退た
い

歩ほ

翻ほ
ん

身し
ん

、
便
ち
是
れ
大
衆
安
楽
の
道
な
り
。（
一
二
頁
～
一
三
頁
）

【
文
亀
本
】
冠
註
の
「
度
」
は
文
亀
本
に
無
し
。

　

経
一
日
夜
調
弁
斎
粥
無
虚
光
陰
有
実
排
備
挙
動
施
為
自
成
聖
胎
長
養
之
業
退
歩
翻
身
便
是
大
衆
安
楽
之
道
也

　
　

紀
要�

（
中
）：
一
日
夜
を
経
、
斎
粥
を
調
弁
し
、
虚
し
い
光
陰
無
く
、
実
の
排
備
有
ら
ば
、
挙こ

動ど
う

施せ

為い

は
、
自
ら
聖
し
ょ
う

胎た
い

長ち
ょ
う
養よ
う
の
業
と
成
り
、
退た
い
歩ほ

翻ほ
ん

身し
ん

せ
ば
、
便
ち
是
れ
大
衆
安
楽
の
道
な
り
。（
一
〇
六
頁
）

　
「
挙
動
施
為
自
成
聖
胎
長
養
之
業
」
と
「
退
歩
翻
身
便
是
大
衆
安
楽
之
道
」
は
、
①
文
字
数
、
②
品
詞
、
③
意
味
ど
れ
を
取
っ
て
も
対
応
し
て
お

り
、
両
者
が
対
句
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
細
か
く
見
れ
ば
、「
挙
動
施
為
＝
Ｓ
（
主
語
）、
自
成
聖
胎
長
養
之
業
＝
Ｐ
（
述
語
）」「
退

歩
翻
身
＝
Ｓ
、
便
是
大
衆
安
楽
之
道
＝
Ｐ
」
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、「
経
一
日
夜
調
弁
斎
粥
無
虚
度
光
陰
／
有
実
排
備
挙
動
施
為
自
成
聖

胎
長
養
之
業
／
退
歩
翻
身
便
是
大
衆
安
楽
之
道
也
」
と
文
を
区
切
っ
て
い
る
青
本
の
解
釈
は
不
適
切
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

前
半
部
分
を
見
て
み
る
と
、
冠
註
の
「
無
虚
度
光
陰
」
と
「
有
実
排
備
」
は
文
字
数
が
異
な
る
た
め
に
対
句
の
関
係
に
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、

文
亀
本
で
は
「
無
虚
度
光
陰
」
の
「
度
」
の
字
は
な
く
、「
無
虚
光
陰
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
無
虚
光
陰
」
と
「
有
実
排
備
」
に
つ
い
て
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二
六

対
句
の
関
係
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。『
典
座
教
訓
』
に
も
こ
の
後
の
部
分
に
「
虚
度
光
陰
」
の
語
が
あ
り
、
あ
る
い
は
『
参
同
契
』
の
「
光
陰
莫

虚
度
」
に
引
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
寛
本
以
降
の
版
本
で
は
「
無
虚
度
光
陰
」
と
な
っ
て
い
る
。
紀
要
（
中
）
の
当
部
分
は
筆
者
が
担
当
し
た
が
、

そ
の
註
記
で
も
記
し
た
と
お
り
、「
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
無
虚
光
陰
」
と
「
有
実
排
備
」
が
、「
無
」
と
「
有
」
の
対
、「
虚
」
と
「
実
」
の
対
、
構

文
上
の
対
と
い
う
対
句
に
な
っ
て
い
る
た
め
、「
度
」
が
な
い
文
亀
本
に
従
っ
て
読
む
の
が
適
切
と
考
え
ら
れ
る
。」（
一
〇
七
頁
）
と
な
る
。
図
示
す

れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

経
一
日
夜
、
調
弁
斎
粥
、
　
　
　無
虚
光
陰

　
　
　挙
動
施
為
、
自
成
聖
胎
長
養
之
業

　
　
　也

有
実
排
備

退
歩
翻
身
、
便
是
大
衆
安
楽
之
道

　

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
よ
り
古
い
写
本
の
文
亀
本
を
底
本
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
自
然
な
対
句
の
文
体
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
従
来
の

版
本
を
底
本
と
す
る
訓
読
と
は
異
な
る
、
よ
り
良
い
解
釈
が
可
能
と
な
っ
た
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の
箇
所
は
紀
要
（
中
）
の
通
り
に
読
む
の
が

適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

⑹�

不
見
麼
漿
水
一
鉢
也
供
十
号
兮
自
得
老
婆
生
前
之
妙
功
徳
菴
羅
半
果
也
捨
一
寺
兮
能
萌
育
王
最
後
之
大
善
根
授
記
莂
感
大
果
雖
仏
之
縁
多
虚
不
如

少
実
是
人
之
行
也

　
　

冠
註�

訓
読
：
不
ヤレ

見
麼
漿
水
ノ
一
鉢
モ
。
也
タ
供
シ
テ
二

十
号
ニ一

兮
自オ

得
二
老
婆
生
前
ノ
之
妙
功
徳
ヲ一

。
菴
羅
ノ
半
果
モ
。
也
タ
捨
シ
テ
二

一
寺
ニ一

兮
能
ク
萌
シ二

育
王
最

後
ノ
之
大
善
根
ヲ一

。
授
カ
リ
二

記
莂
ヲ一

。
感
セ
リ
二

大
果
ヲ一

。
雖
二
佛
ノ
之
縁
ト一

。
多
虚
不
レ
如
カ二
少
實
一
。
是
レ
人
ノ
之
行
ナ
リ
也
。（
一
一
ウ
～
一
二
オ
）

　
　

青
本�

：
見
ず
や
、
漿
水
の
一
鉢
も
ま
た
十
号
に
供
じ
て
お
の
ず
か
ら
老
婆
生
前
の
妙
功
徳
を
得
、
菴あ
ん
羅ら

の
半
果
も
ま
た
一
寺
に
捨
し
て
、
能
く
育い
く

王お
う

最
後
の
大だ
い

善ぜ
ん

根こ
ん

を
萌き
ざ

し
、
記き

莂べ
つ

を
授
か
り
、
大
果
を
感
ぜ
り
。
仏ほ
と
けの

縁
と
雖
も
、
多
虚
は
少
実
に
如し

か
ず
。
こ
れ
人
の
行ぎ
ょ
うな

り
。（
一
七

頁
）

　
　

緑
本�

：
見
ず
や
、
漿
し
ょ
う

水す
い
の
一
鉢
も
也ま

た
十
号
に
供
し
て
、
老
婆
の
生
前
の
妙
功
徳
を
自
得
し
、
菴あ
ん
羅ら

の
半
果
も
也
た
一
寺
に
捨
し
て
、
能よ

く
育
王

の
最
後
の
大
善
根
を
萌
さ
し
む
る
を
。
記
莂
を
授
か
り
大
果
を
感
ず
る
は
、
仏
の
縁
と
雖
も
、
虚
多
き
は
実
少
な
き
に
如し

か
ざ
る
は
、
是

れ
人
の
行
な
り
。（
一
九
頁
～
二
〇
頁
）
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二
七

【
文
亀
本
】

　

�

不
見
麼
漿
水
一
鉢
也
供
十
号
兮
自
得
老
婆
生
前
之
妙
功
徳
菴
羅
半
果
也
捨
一
寺
兮
能
萌
育
王
最
後
之
大
善
根
授
記
莂
感
大
果
雖
仏
之
縁
多
虚
不
如

少
実
是
人
之
行
也

　
　

紀
要�

（
下
）：
見
ず
や
、
漿
し
ょ
う

水す
い
の
一
鉢
も
也ま

た
十
号
に
供
し
て
、
自
お
の
ず
から
老
婆
生
前
の
妙
功
徳
を
得
、
菴あ
ん
羅ら

の
半
果
も
也
た
一
寺
に
捨
し
て
、
能よ

く

育
王
最
後
の
大
善
根
を
萌き
ざ

し
、
記き

莂べ
つ

を
授
か
り
、
大
果
を
感
ず
。
仏
の
縁
と
雖
も
、
多
き
虚
は
少
な
き
実
に
如
か
ず
。
是
れ
人
の
行
な
り
。

（
八
七
頁
）

　

こ
こ
の
前
半
部
分
は
「
漿
水
一
鉢
也
供
十
号
兮
、
自
得
老
婆
生
前
之
妙
功
徳
」「
菴
羅
半
果
也
捨
一
寺
兮
、
能
萌
育
王
最
後
之
大
善
根
」
が
対
に

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
①
文
字
数
、
②
品
詞
、
③
意
味
ど
れ
を
取
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

後
半
部
分
で
あ
る
が
、
結
論
か
ら
言
う
と
、
こ
の
部
分
は
「
授
記
莂
感
大
果
雖
仏
之
縁
」
と
「
多
虚
不
如
少
実
是
人
之
行
」
を
対
に
し
て
読
む
の

が
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
冠
註
の
読
み
で
は
「
授
記
莂
感
大
果
」
が
前
半
に
係
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
他
の
部
分
は
「
雖
仏
之
縁
多
虚

不
如
少
実
、
是
人
之
行
也
」
と
な
っ
て
い
る
。
寛
本
に
は
訓
点
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
訓
点
だ
け
で
は
「
授
記
莂
感
大
果
」
で
切
る
の
か
、
あ

る
い
は
「
授
記
莂
感
大
果
雖
仏
之
縁
」
ま
で
で
切
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
こ
の
部
分
は
、
聞
解
に
も
「
授
記
莂
感
大
果
」
と
「
雖
仏
之
縁
多
虚

不
如
少
実
是
人
之
行
也
」
が
そ
れ
ぞ
れ
見
出
し
と
な
っ
て
注
釈
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
聞
解
の
解
釈
を
取
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
聞
解
の
「
授

記
莂
感
大
果
」
に
は
「
上
ノ
三
字
ハ
老
婆
ニ
カ
カ
ル
下
ノ
三
字
ハ
育
王
ニ
カ
カ
ル
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
は
「
老
婆
生
前
之
妙
功
徳
―
授
記

莂
」「
育
王
最
後
之
大
善
根
―
感
大
果
」
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
「
授
記
莂
感
大
果
」
の
下
で
区
切
り
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い

た
。

　

筆
者
も
上
記
「
授
記
莂
感
大
果
」
の
対
応
関
係
に
は
全
く
異
議
が
な
い
が
、
文
の
形
式
を
考
え
た
時
に
は
「
授
記
莂
感
大
果
雖
仏
之
縁
」
と
「
多

虚
不
如
少
実
是
人
之
行
」
を
対
句
と
考
え
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
わ
か
り
や
す
い
部
分
と
し
て
、「
雖
仏
之
縁
」
と
「
是
人
之

行
」
の
対
句
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
①
文
字
数
、
②
品
詞
、
③
意
味
の
全
て
に
お
い
て
対
句
と
言
え
る
。
上
の
「
授
記
莂
感
大
果
」
と
「
多
虚

不
如
少
実
」
だ
が
、
こ
れ
は
文
字
数
に
お
い
て
は
同
じ
六
文
字
で
対
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
品
詞
は
対
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
意
味
は
多
少
の
吟
味

が
必
要
で
あ
る
。
従
来
の
出
典
研
究
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
通
り
、「
多
虚
不
如
少
実
」
は
雲
門
の
語
と
し
て
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
一
九
に
出
て
く
る

が
、
同
巻
二
八
や
『
碧
巌
録
』
第
一
九
則
本
則
評
唱
に
所
収
の
汾
陽
無
業
（
七
五
九
～
八
二
〇
）
の
説
示
に
も
同
語
が
登
場
す
る
こ
と
に
は
言
及
し
て
お
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き
た
い
。
雲
門
の
語
は
初
心
の
参
学
者
に
対
し
、
空
し
く
人
の
説
を
記
す
こ
と
な
く
、「
精
神
に
著
く
」
こ
と
を
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
無
業
の

語
は
「
之
（
心
印
）
を
得
る
者
は
、
愚
と
智
と
、
凡
と
聖
と
を
揀
ば
ず
。
且
つ
多
き
虚
は
少
な
き
実
に
如
か
ず
。」（『
碧
巌
録
（
上
）』
二
五
八
頁
）
と
あ
る
。

こ
こ
は
字
義
通
り
に
「
偽
物
に
多
く
接
す
る
よ
り
も
、
わ
ず
か
で
も
本
物
に
接
し
た
方
が
い
い
」
と
解
釈
し
よ
う
。

　

さ
て
、「
雖
仏
之
縁
」
と
「
是
人
之
行
」
だ
が
、
こ
の
「
～
雖
…
、～
是
…
」
は
構
文
と
し
て
前
節
の
内
容
を
反
転
さ
せ
て
後
節
を
述
べ
る
と
い
っ

た
役
割
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
供
養
物
色
を
調
弁
す
る
術
と
し
て
、
物
の
細
や
麁
に
と
ら
わ
れ
ず
に
深
く
真
実
の
心
や
敬
重
の
心
を
持
つ
こ
と
が
重

要
だ
と
し
た
上
で
、「
授
記
莂
感
大
果
＝
仏
の
縁
」
と
い
う
例
え
ど
ん
な
に
小
さ
な
事
で
も
仏
の
縁
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
と
い
う
そ
の
一
方
で
、
そ

れ
で
も
こ
の
人
の
世
に
於
い
て
は
や
は
り
ま
が
い
物
に
は
触
れ
な
い
方
が
良
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
他
に
、『
典
座
教

訓
』
に
お
け
る
「
～
雖
…
、
～
是
…
」
の
例
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
。（
訓
読
は
例
と
し
て
紀
要
（
下
）
の
も
の
を
挙
げ
る
。）

　
　

�

耆
年
晩
進
其
形
雖
異
、
有
智
愚
曚
僧
宗
是
同
。〔
耆
年
と
晩
進
と
、
其
の
形
異
な
る
と
雖
も
、
有
智
も
愚
曚
も
、
僧
宗
是
れ
同
じ
。〕（
九
三
頁
～

九
四
頁
、
波
線
太
字
筆
者
）

　

こ
こ
で
は
「
耆
年
」
と
「
晩
進
」
が
「
其
の
形
」
に
お
い
て
「
異
な
る
」
こ
と
と
、「
有
智
」
も
「
愚
曚
」
も
「
僧
宗
」
と
い
う
点
に
お
い
て
「
同

じ
」
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
両
者
が
「
～
雖
…
、
～
是
…
」
の
構
文
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
こ
と
に
よ
り
、
前
者
が
反
転
さ
れ
て
後
者
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
関
係
性
に
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
よ
り
、
こ
の
部
分
の
構
図
を
図
示
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

菴
羅
半
果
也
捨
一
寺
兮
能
萌
育
王
最
後
之
大
善
根

不
見
麼

　
　
　漿
水
一
鉢
也
供
十
号
兮
自
得
老
婆
生
前
之
妙
功
徳

　
　
　授
記
莂
感
大
果
雖
仏
之
縁

 

多
虚
不
如
少
実
是
人
之
行
也

　

右
図
を
最
も
よ
く
反
映
し
て
い
る
の
は
例
示
し
た
訓
読
の
中
で
は
緑
本
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
箇
所
は
緑
本
に
近
い
が
、
以
下
の
よ
う
に
読
む

の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。（
紀
要
（
下
）
は
筆
者
も
関
与
し
た
が
、
筆
者
の
意
見
は
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。）

　
　

�

見
ず
や
、
漿
水
の
一
鉢
も
也
た
十
号
に
供
し
て
、
自
お
の
ず
から
老
婆
の
生
前
の
妙
功
徳
を
得
、
菴
羅
の
半
果
も
也
た
一
寺
に
捨
し
て
、
能
く
育
王
の
最

後
の
大
善
根
を
萌
さ
し
む
る
を
。
記
莂
を
授
か
り
大
果
を
感
ず
る
は
仏
の
縁
と
雖
も
、
多
き
虚
は
少
な
き
実
に
如
か
ざ
る
は
是
れ
人
の
行
な
り
。
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二
九

⑺
応
知
雖
他
未
曾
発
心
兮
若
見
一
本
分
人
則
行
得
其
道
雖
未
見
一
本
分
人
兮
若
是
深
発
心
者
則
行
膺
其
道

　
　

冠
註�
訓
読
：
応
ニ　シ

レ

知
ル
雖
三
他
未
タ　ト

二

曾
テ
発
心
セ
兮
。
若
シ
見
ハ二

一
ノ
本
分
人
ヲ一

。
則
行
二-

得
セ
ン
其
ノ
道
ヲ
。
雖
レ
未
タ　ト

レ

見
二
一
ノ
本
分
人
ヲ一

兮
。
若
シ
是
レ

深
ク
発
心
セ
ハ
者
。
則
行
二-

膺
セ
ン
其
ノ
道
ヲ
。（
一
四
オ
）

　
　

青
本�

：
応ま
さ
に
知
る
べ
し
、
他
未
だ
曾
つ
て
発ほ
つ
心し
ん
せ
ず
と
雖
も
、
も
し
一ひ
と
り
の
本ほ
ん

分ぶ
ん

人に
ん
に
見ま
み
え
ば
、
則
ち
そ
の
道
を
行
ぎ
ょ
う

得と
く
せ
ん
。
未
だ
一ひ
と
り
の
本
分

人
に
見
え
ず
と
雖
も
、
も
し
こ
れ
深
く
発
心
す
れ
ば
、
則
ち
そ
の
道
を
行
ぎ
ょ
う

膺よ
う

せ
ん
。（
二
一
頁
）

　
　

緑
本�

：
応ま
さ

に
知
る
べ
し
、
他か
れ

、
未
だ
曾
て
発
心
せ
ず
と
雖
も
、
若
し
一
の
本
分
人
に
見ま
み

え
ば
、
則
ち
其
の
道
を
行
得
し
、
未
だ
一
の
本
分
人
に
見ま
み

え
ず
と
雖
も
、
若
し
是
れ
深
く
発
心
す
れ
ば
、
則
ち
其
の
道
を
行
ぎ
ょ
う

膺よ
う

せ
ん
（
二
三
頁
）

【
文
亀
本
】「
未
見
」
と
「
本
分
人
」
の
間
に
後
筆
と
思
わ
れ
る
「
一
」
が
あ
る
。

　

応
知
雖
他
未
曽
発
心
兮
若
見
一
本
分
人
則
行
得
其
道
雖
未
見
本
分
人
兮
若
是
深
発
心
者
則
行
膺
其
道

　
　

紀
要�

（
下
）：
応
に
知
る
べ
し
、
他
未
だ
曽
て
発
心
せ
ず
と
雖
も
、
若
し
一
の
本
分
人
に
見ま
み

え
れ
ば
、
則
ち
其
道
を
行
得
す
。
未
だ
一
の
本
分
人

に
見
え
ず
と
雖
も
、
若
し
是
れ
深
く
発
心
す
れ
ば
、
則
ち
其
道
を
行
ぎ
ょ
う

膺よ
う
せ
ん
こ
と
を
。（
九
八
頁
）

　

こ
こ
で
は
、「
未
見
」
と
「
本
分
人
」
の
間
に
あ
る
「
一
」
に
つ
い
て
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
内
容
と
し
て
は
大
き
な
違
い
で
は
な
い

が
、
文
字
数
が
異
な
っ
て
く
る
た
め
、
対
句
の
関
係
と
し
て
は
決
し
て
小
さ
な
違
い
で
は
な
い
。
ま
ず
始
め
に
、
こ
の
箇
所
を
対
句
の
関
係
で
図
示

す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

応
知

　
　
　雖
他
未
曽
発
心
兮
若
見
一
本
分
人
則
行
得
其
道

  

雖
未
見
本
分
人
兮
若
是
深
発
心
者
則
行
膺
其
道

　
「
雖
」「
兮
」「
若
」「
則
」
な
ど
、
複
数
の
語
が
同
じ
箇
所
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
雖
」
以
下
の
二
節
が
対
句
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

こ
で
後
半
部
分
の
「
若
～
道
」
ま
で
は
諸
本
の
間
で
字
の
異
同
も
な
く
、
①
文
字
数
、
②
品
詞
、
③
意
味
も
対
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
対
句
と
い
う

の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
読
み
の
細
か
い
部
分
に
な
る
が
、「
者
」
は
「
レ
バ
」
と
い
う
条
件
節
を
示
す
意
味
と
「
も
の
」
と
い
う
人
や
モ
ノ

や
コ
ト
を
指
す
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
一
本
分
人
」
と
の
対
句
か
ら
、
人
を
指
す
意
味
を
明
示
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、

聞
解
で
は
「
若
是
深
発
心
セ
ハ
者
」
と
あ
る
た
め
、「
者
」
は
条
件
節
を
示
す
意
味
で
取
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
但
し
、
直
後
で
「
則
」
と
あ
る
こ
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と
か
ら
、「
若
是
深
発
心
者
」
が
条
件
節
で
あ
る
こ
と
は
従
来
の
解
釈
と
変
わ
り
な
い
。

　

そ
し
て
、
前
半
部
分
の
「
雖
～
兮
」
ま
で
の
間
に
、
右
に
示
し
た
よ
う
に
、
文
亀
本
と
寛
本
以
降
の
版
本
と
の
間
に
異
同
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ

で
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
後
筆
と
思
わ
れ
る
「
一
」
が
問
題
と
な
る
が
、
挿
入
語
の
掲
示
方
法
に
つ
い
て
、
改
め
て
確
認
し
て
み
る
と
、
文
亀
本
は

一
行
一
四
文
字
の
構
成
で
あ
る
が
、
そ
の
八
字
目
と
九
字
目
の
間
に
「
一
」
の
字
が
書
き
込
ま
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
文
亀
本
に
は
他
に
も
挿
入

語
の
部
分
が
あ
る
が
、
他
の
部
分
の
挿
入
方
法
は
右
に
斜
線
を
引
き
、
上
ま
た
は
下
に
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
方
法
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
部
分
の

方
法
は
他
の
部
分
の
掲
示
方
法
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　

前
半
の
そ
の
他
の
部
分
を
見
て
い
く
と
、「
雖
～
兮
」
は
文
字
数
は
同
じ
だ
が
、
そ
の
中
の
節
の
構
造
は
や
や
異
な
っ
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
両
者

に
共
通
の
否
定
詞
「
未
」
の
位
置
が
異
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
わ
ざ
わ
ざ
「
兮
」
の
助
字
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

対
句
と
見
て
し
ま
っ
て
問
題
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
「
本
文
人
」
の
前
に
「
一
」
が
入
る
と
、
そ
の
前
の
「
若
見
一
本
分
人
」
の
「
一

本
分
人
」
を
受
け
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
こ
こ
は
「
兮
」
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
文
字
数
を
重
視
し
た
方
が
良
い
と
考
え
る
。

　

そ
し
て
、「
応
知
」
が
そ
の
二
つ
の
節
に
か
か
っ
て
い
る
構
図
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
紀
要
（
下
）
の
読
み
を
そ
の
ま
ま
引
き
つ
つ

も
、「
一
」
は
本
文
に
な
い
も
の
と
し
て
（
即
ち
挿
入
が
な
い
文
亀
本
通
り
に
）
読
ん
だ
方
が
適
切
と
考
え
る
。

　
　

�

応
に
知
る
べ
し
、
他
未
だ
曽
て
発
心
せ
ず
と
雖
も
、
若
し
一
の
本
分
人
に
見ま
み
え
れ
ば
、
則
ち
其
の
道
を
行
得
す
。
未
だ
本
分
人
に
見
え
ず
と
雖

も
、
若
し
是
れ
深
く
発
心
す
る
者
な
れ
ば
、
則
ち
其
の
道
を
行
ぎ
ょ
う

膺よ
う

せ
ん
こ
と
を
。

余
論
そ
の
１
：
形
は
似
て
い
る
が
、
対
句
に
な
っ
て
い
な
い
例

⑻
若
使
彼
猿
馬
一
旦
退
歩
返
照
自
然
打
成
一
片
是
乃
被
物
之
所
転
能
転
其
物
之
手
段
也

　

こ
こ
で
は
、
諸
本
間
の
比
較
対
校
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
紀
要
の
訓
読
の
み
を
載
せ
る
。

　
　

紀
要�

（
中
）：
も
し
彼
の
猿
鳥
を
し
て
一
旦
退た
い

歩ほ
へ

返ん
し

照ょ
う

せ
し
め
ば
、
自じ

然ね
ん

に
打た
じ

成ょ
う

一い
っ

片ぺ
ん

な
ら
ん
。
こ
れ
乃
ち
物
の
所
転
を
被
る
と
も
能
く
そ
の
物

を
転
ず
る
の
手
段
な
り
。（
九
九
頁
）

　

こ
の
箇
所
で
、
文
の
構
造
を
考
え
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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若
使
彼
猿
馬
一
旦
退
歩
返
照
自
然
打
成
一
片
。

　
　是
乃
被
物
之
所
転

　
　也
。

  

能
転
其
物
之
手
段

　

問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
後
半
部
分
で
あ
る
。「
是
乃
被
物
之
所
転
」
と
「
能
転
其
物
之
手
段
」
は
①
文
字
数
は
同
じ
③
意
味
的
に
は
対
句
で
あ

り
、「
転
」
や
「
物
」「
之
」
と
い
っ
た
共
通
の
字
、「
能
転
」
と
「
所
転
」
と
い
っ
た
対
に
な
る
語
が
あ
る
点
に
お
い
て
も
対
句
の
要
素
は
数
多
く
見

ら
れ
る
。
し
か
し
、
②
品
詞
は
二
節
で
一
致
せ
ず
、
従
っ
て
読
み
方
も
対
句
に
は
な
ら
な
い
。

余
論
そ
の
２
：
後
代
の
版
本
で
文
字
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
却
っ
て
違
和
感
の
な
い
訓
読
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
場
合

⑼
被
引
春
声
兮
不
遊
春
沢
雖
見
秋
色
兮
更
無
秋
心

　
　

冠
註
訓
読
：
被
テレ
引
カ二
春
声
ニ一
兮
不
レ
游
二
春
沢
ニ一
雖
レ
見
ル
ト
二

秋
色
ヲ一
兮
更
ニ
無
ク二
秋
心
一
（
一
七
オ
）

　
　

青
本
：
春
声
に
引
か
れ
て
春
し
ゅ
ん

沢た
く
に
游
ば
ず
、
秋
色
を
見
る
と
雖
も
さ
ら
に
秋
心
な
し
。（
二
五
頁
）

　
　

緑
本
：
春
声
に
引
か
る
る
も
、
春
し
ゅ
ん

沢た
く
に
游
ば
ず
、
秋
色
を
見
る
と
雖
も
、
更
に
秋
心
無
し
。（
二
八
頁
）

【
文
亀
本
】
冠
註
の
「
春
沢
」
を
文
亀
本
は
「
春
」
に
作
る
。

　

被
引
春
声
兮
不
遊
春
雖
見
秋
色
兮
更
無
秋
心

　
　

紀
要
（
下
）：
春
声
に
引
か
る
る
も
、
春
沢
に
遊
ば
ず
、
秋
色
を
見
る
と
雖
も
、
更
に
秋
心
無
し
。（
一
〇
九
頁
）

　

紀
要
（
下
）
で
は
従
来
の
解
釈
と
同
様
、
文
亀
本
の
「
春
」
一
字
で
は
不
自
然
と
み
な
し
、
寛
本
以
降
の
解
釈
に
倣
い
「
春
沢
」
と
し
た
。

こ
の
箇
所
は
助
字
「
兮
」
が
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
対
句
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
虚
字
や
字
義
は
対
句
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
が

ら
も
、
平
仄
は
必
ず
し
も
対
句
ま
た
は
律
詩
の
法
則
に
は
一
致
し
て
お
ら
ず
、
こ
ち
ら
の
方
面
か
ら
の
考
察
は
目
下
手
詰
ま
り
で
あ
る
。

「
心
」
に
つ
い
て
は
、
Ⅰ
前
句
の
「
被
引
春
声
兮
不
遊
春
」「
雖
見
秋
色
兮
更
無
秋
」
の
か
か
る
名
詞
の
他
、
Ⅱ
次
の
「
競
四
運
於
一
景
」「
視
銖
両

於
一
目
」
に
よ
り
説
明
さ
れ
る
語
と
い
っ
た
場
合
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
直
前
の
部
分
に
「
無
偏
無
黨
心
也
」
あ
る
い
は
「
所
謂
大
心
者
」
と
い
っ

た
語
の
役
割
を
説
明
す
る
補
助
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
「
也
」
や
「
者
」
と
い
っ
た
語
が
何
も
入
っ
て
い
な
い
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
素

直
に
従
来
の
通
り
「
秋
心
」
と
い
う
語
と
し
て
読
ん
だ
方
が
良
い
だ
ろ
う
。「
秋
心
」
は
熟
語
や
用
例
が
存
在
し
な
い
も
の
で
は
な
い
。
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従
っ
て
、
こ
の
箇
所
は
、「
春
」
一
字
よ
り
も
「
春
●
」
二
字
の
方
が
自
然
な
形
と
な
り
、
●
に
「
沢
」
を
補
っ
た
寛
本
以
降
の
文
の
方
が
漢
文
的

に
は
自
然
な
形
と
な
る
。
但
し
、「
春
沢
」
は
「
秋
心
」
と
同
様
に
、
熟
語
や
用
例
と
し
て
は
存
在
す
る
が
、「
沢
」
の
字
が
ど
こ
か
ら
な
ぜ
来
た
の

か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
、
お
わ
り
に

　

本
論
文
で
は
、『
典
座
教
訓
』
の
漢
文
的
読
解
に
つ
い
て
、
代
表
的
な
テ
キ
ス
ト
を
挙
げ
て
そ
の
相
違
を
指
摘
し
た
上
で
、
私
見
を
述
べ
た
。『
典

座
教
訓
』
が
漢
文
で
書
か
れ
た
説
示
で
あ
る
以
上
、
漢
文
の
形
式
を
踏
ま
え
た
訓
読
が
な
さ
れ
る
の
が
本
筋
で
あ
り
、
そ
の
形
式
を
離
れ
て
の
訓
読

が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
相
応
の
論
証
が
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
道
元
禅
師
の
他
の
和
文
著
作
の
読
ま
れ
方
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は

問
処
の
道
得
と
い
っ
た
、
道
元
禅
師
の
思
想
全
体
を
通
底
す
る
思
考
が
求
め
ら
れ
る
。）

　

本
論
文
で
は
、
よ
り
書
写
年
代
が
古
い
文
亀
本
を
底
本
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
自
然
な
漢
文
的
読
解
が
可
能
な
部
分
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の

読
み
方
を
論
じ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
の
い
く
つ
か
の
部
分
で
は
、
よ
り
漢
文
的
に
自
然
な
読
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
で
、

文
亀
本
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
文
字
が
寛
本
以
降
に
付
加
さ
れ
、
そ
の
付
加
に
よ
っ
て
よ
り
漢
文
的
に
違
和
感
の
な
い
読
み
が
可
能
と
な
っ
て
い
る

部
分
も
あ
る
。
禅
籍
の
中
に
は
、
例
え
ば
『
瑩
山
清
規
』
の
よ
う
に
、
そ
の
書
題
は
そ
の
ま
ま
に
し
つ
つ
も
、
後
世
の
編
集
に
よ
っ
て
、
そ
の
当
時

と
し
て
文
意
や
形
式
を
よ
り
自
然
と
考
え
ら
れ
た
も
の
に
、
し
か
も
そ
れ
以
前
の
形
式
を
書
き
留
め
る
こ
と
な
く
、
文
章
が
変
更
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
例
も
あ
る
。『
典
座
教
訓
』
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
付
加
は
、
そ
の
書
写
者
が
何
ら
か
の
書
籍
か
ら
依
用
し
て
な
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、（
そ
の
場
合

は
何
の
書
籍
か
ら
依
用
し
た
の
か
、）
あ
る
い
は
文
亀
本
に
も
異
本
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
我
々
が
参
照
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
異
本

か
ら
の
引
用
で
あ
る
の
か
、
異
本
の
発
見
も
含
め
て
そ
の
研
究
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

〔
註
〕

（
１
）�

鈴
木
虎
雄
『
駢
文
史
序
説
』（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
七
）
一
三
頁
～
一
四
頁

（
２
）
秦
慧
玉
「
普
勧
坐
禅
儀
の
文
体
に
つ
い
て
」（『
道
元
思
想
大
系
』
８
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
五
、
九
九
頁
～
一
〇
六
頁
）、
熊
谷
忠
興
「
天
福
本
普

勧
坐
禅
儀
提
唱
～
対
句
偈
頌
文
体
の
図
表
化
～
」（
二
）
～
（
九
）（
大
本
山
永
平
寺
「
傘
松
」
二
〇
一
八
年
三
月
号
～
一
一
月
号
）��



三
三

凡
例

一
、
本
稿
は
、
瞎
道
本
光
（
一
七
一
〇
～
一
七
七
三
）
撰
『
拈
評
三
百
則

方
語
解
』
三
巻
一
冊
の
翻
刻
で
あ
り
、
巻
中
・
下
の
全
二
百
則
分
を

収
録
し
た
。
巻
上
に
つ
い
て
は
、
当
紀
要
前
号
所
収
の
拙
稿
「
翻
刻

『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
一
）
―
巻
上
第
一
則
～
百
則
―
」
を
参
照

さ
れ
た
い
。

二
、
翻
刻
の
底
本
と
し
て
使
用
し
た
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』
は
、

松
ヶ
岡
文
庫
（
神
奈
川
県
鎌
倉
市
）
が
現
蔵
す
る
も
の
で
、
石
井
修
道

氏
よ
り
そ
の
写
真
を
借
用
さ
せ
て
頂
い
た
。
こ
の
写
真
は
、
河
村
孝

道
氏
が
、
石
井
氏
を
通
じ
て
、
当
時
松
ヶ
岡
文
庫
長
の
古
田
紹
欽
氏

の
特
別
許
可
を
得
て
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
関
係
各
位
に
は
誌

し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
本
書
の
書
誌
情
報
や
採
録
語
彙
等
に
つ
い
て
は
、
河
村
氏
が

「
松
ヶ
岡
文
庫
蔵
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』
管
見
」（『
松
ヶ
岡
文
庫
研

究
年
報
』
第
三
号
、
一
九
八
九
年
二
月
）
に
お
い
て
詳
細
に
紹
介
・
論
考

し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
略
し
た
。

四
、
本
書
の
内
容
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
瞎
道
本
光
の
依
用
典

籍
と
著
作
間
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
―
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』
を

中
心
と
し
て
―
」（『
印
度
学
仏
教
学
硏
究
』
第
六
十
七
巻
第
二
号
、
二
〇

一
九
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

五
、
改
行
位
置
は
、
原
典
の
通
り
と
し
た
。
一
行
で
収
ま
ら
な
い
場
合

は
、
行
末
に
」を
入
れ
た
。
訓
点
に
つ
い
て
は
、
一
二
点
等
に
お
け

る
、
対
応
す
る
訓
点
が
な
い
場
合
も
そ
の
ま
ま
表
記
し
た
。
但
し
、

写
真
の
都
合
上
、
判
読
が
困
難
な
箇
所
の
内
、
本
文
中
の
も
の
は
□

と
し
、
訓
点
の
場
合
は
省
略
し
た
。

六
、
丁
数
は
、
現
在
の
装
丁
を
尊
重
し
て
一
冊
通
し
と
し
、
各
丁
最
後

の
行
の
末
尾
に
「（
１
オ
）」
の
様
に
表
記
し
た
。

七
、
字
体
は
、
反
切
等
の
不
都
合
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
原
則
と
し
て

新
字
体
に
改
め
、「
シ
テ
」、「
コ
ト
」、「
ナ
リ
」
等
の
合
字
は
開
い

て
示
し
た
。
□
を
除
き
、
本
文
中
の
●
や
◯
等
の
記
号
は
、
全
て
原

典
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

翻
刻
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
二
）

―
巻
中
第
百
一
則
～
巻
下
第
三
百
則

―

秋
　
津
　
秀
　
彰

宗
学
研
究
紀
要
　
第
三
十
三
号
　
二
〇
二
〇
年
三
月



翻
刻
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

三
四

八
、
句
読
点
は
、
原
典
に
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
改
行
位
置
を
原

典
に
合
わ
せ
る
た
め
、
付
さ
な
か
っ
た
。

九
、
文
字
の
挿
入
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
を
反
映
し
て
翻
刻
し
、
修
正

は
見
せ
消
ち
と
そ
の
右
に
正
し
い
字
を
記
し
た
。

十
、
不
明
字
の
読
解
に
当
た
っ
て
は
、
古
田
梵
仙
（
？
～
一
八
八
九
）
編

『
冠
註
拈
評
三
百
則
不
能
語
』（
明
治
十
四
年
〈
一
八
八
一
〉
刊
）
を
適

宜
参
照
し
た
。

十
一
、
則
数
が
補
記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
元
々
の
位
置
を
示
し
た
上

で
、
他
の
部
分
と
同
様
の
文
字
の
大
き
さ
・
位
置
に
改
め
て
配
置
し

た
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
毎
半
葉
十
二
行
、
二
十
字
の
文
字
詰
め
と

は
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

十
二
、
則
数
が
付
さ
れ
て
な
い
場
合
は
、
河
村
氏
の
前
掲
論
文
を
参
照

し
つ
つ
、
筆
者
の
判
断
で
補
っ
た
。
ま
た
、
同
一
語
の
注
釈
が
他
の

則
で
も
行
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
各
注
の
末
尾
に
付
記
し
た
。
そ
の

よ
う
な
、
底
本
に
な
い
文
字
を
挿
入
し
た
り
、
注
記
を
付
し
た
り
し

た
場
合
は
、
全
て
（　

）
内
に
入
れ
る
形
で
表
記
し
た
。

十
三
、
刊
本
『
拈
評
三
百
則
不
能
語
』
と
の
対
照
の
便
を
図
る
た
め
、

「
◯
第
一
則
（
一
丁
表
～
裏
）」
の
様
に
、
則
数
の
下
に
『
永
平
正
法

眼
蔵
蒐
書
大
成
』
十
四
（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
六
年
八
月
）
所
収
、

明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
刊
本
の
該
当
部
分
の
丁
数
を
付
記
し
た
。

こ
の
丁
数
は
、『
拈
評
三
百
則
不
能
語
』
の
上
・
中
・
下
冊
毎
に
改

め
た
。

十
四
、
本
稿
で
付
し
た
注
記
の
中
に
は
、『
方
語
解
』
と
『
大
正
蔵
』

等
と
を
比
較
し
た
場
合
、
文
字
が
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
付
し
た
も

の
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
方
語
解
』
の
参
照
資
料
の
問

題
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
瞎
道
が
参
照
し
た
『
黄
檗

版
大
蔵
経
』
等
の
原
典
や
、
他
の
瞎
道
著
作
中
の
記
載
と
の
比
較
を

行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
で

論
じ
た
の
で
、
合
わ
せ
参
照
さ
れ
た
い
。

十
五
、
翻
刻
文
中
に
は
、
今
日
の
人
権
思
想
か
ら
す
る
と
問
題
の
あ
る

表
現
が
記
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
本
稿
は
、
あ
く
ま

で
純
粋
に
学
術
的
研
究
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
差
別
を
是
認
、
あ

る
い
は
助
長
す
る
意
図
は
一
切
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

●
拈
評
三
百
則
方
語
解

　

◯
第
一
則
（
一
丁
表
～
裏
）

説
似
不
中　

＼
似
ハ
音
近
レ
示
不
中
又
俚
語
ニ
似
二
不
可
ヲ一
為
二
不
中
ト一

蕭
参
希
通
銀
（
録
ヵ
）引

下
在
（
左
ヵ
）伝
成
公
ノ
二
年
無
能
為
役
杜
預
ス
ル
ヲ
中
不

中
為
之
役
便
ト上
余
冬
余
（
録
ヵ
）録

曰
漢
ノ
高
祖
与
ル二
大
子
ニ一
手
敕
内
ニ
已
ニ

有
二
不
中
立
ノ
之
語
一
非
二
自
レ
晋
始
ニ一
也
已上

宗
余
之
中
々
花
本
邦

皆
為
之
仲
切
音
衆
矢
至
レ
的
曰
レ
中
之
義
ト一
二
義
共
ニ
通

昭
霊　

＼
先
尼
カ
之
計
世
之
所
レ
知
ル
堅
周
林
中
如
来
破
竹
ス
爾



翻
刻
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

三
五

後
至
二
中
花
ニ一
教
家
祖
室
往
々
䧂
二
隋
（
隋
ヵ
）此
計
ヲ
是
即
正
宗
ノ

𤽮
人

恁
𢜏
吾
恁
𢜏
曰
東
宗
祖
弁
道
話
即
心
是
仏
巻
ノ
中
等
破

斥
ス
ル
者
也

偏
邪　

＼
仏
陀
破
斥
薩
迦
耶
是
々
其
根
本
今
此
モ
亦
タ
爾
而
ニ�

（
39
オ
）

偏
邪
見
ハ
長
阿
含
経
第
十
三
梵
動
品
ノ
中
云
破
本
却
本
見

未
却
未
見
ノ一
所
謂
本
却
ハ
過
去
時
也
本
却
ハ
未
来
也
未
見
ハ
未

来
断
見
ナ
リ
本
却
十
八
未
見
ニ
四
十
四
合
シ
テ
六
十
二
也
之
ヲ
謂
二
偏

邪
ト一
破
十
四
難
モ
亦
在
二
此
中
一
大
乗
義
章
第
六
中
凡
楮

七

又
法
花
義
林
章
四
之
未
開
一
十
九
号

全
説
破
ス
之
切
ニ
須
二
看
尋
一

無
異
聞　

猶
ホ
言
二
無
異
見
也
所
謂
一
器
水
瀉
一
器
ノ
ミ
已
論

語
季
氏
異
聞
言
同
意
別
莫
二
錯
テ
混
同
ス
ル
一

○
第
二
則
（
一
丁
裏
～
二
丁
裏
）

作
礼
讃
嘆
去　

＼
旧
本
作
ル地
礼
曰
某
甲
已
ニ
脱
二
野
狐
身
一
住
二
在

山
後
ニ一
敢
告
二
和
尚
ニ一
乞
依
ン
コ
ト

二　

亡
僧
事
例
ニ一
師
令
シ
テ
下

維
那
白
椎
シ
テ
告
上レ

衆

云
食
後
ニ
送
二
亡
僧
一
大
衆
言
議
ス
一
衆
皆
安
シ
涅
槃
堂
又
無
シ二
病

人
一
何
故
ソ
如
レ
是
食
後
只
見
師
領
レ
衆
至
二
山
後
巌
下
ニ一
以
レ
杖
指�
（
39
ウ
）

出
ス
一
死
野
狐
ニ一
乃
ニ
依
レ
法
火
葬
ス
ル
ヲ
又
而
今
三
光
為
二
三
学
者
一
単

作
二
讃
歎
ヲ一

○
第
三
則
（
二
丁
裏
～
三
丁
表
）

転
側　

＼
詩
経
関
雎
第
三
章
三
四
曰
悠
哉
悠
哉（
輾
転
ヵ
）

転
輾
反

側
伝
悠
ハ
思
也
箋
曰
思
レ
之
哉
思
之
哉
言
ハ
已
ニ
誠
思
之
臥
而

不
周
日
輾

重
玄
復
妙　

唐
清
涼
澄
観
国
師
花ケ

ゴ
ン
キ
ヤ
ウ

䟽
鈔
玄
談
第
一
ニ

二
十
四
右

曰
顕
二
徳
相
於
重
玄
之
門
ニ一
鈔
二
十
五
右

曰
重
々
玄
者
亦
即
空

空
也
語
借
二
老
子
曰
二
玄
之
又
玄
衆
妙
之
門
ト
云
云
不
位
認

序
云
二
重
玄
復
妙
一
亦
借
二
語
老
子
ニ一
復
重
也

迅
雷　

不
及
六
韜
軍
勢
篇
曰
迅
雷
不
及
掩
耳
迅
雷
不

及
瞑
目
亦
准
目
又
淮
南
子
共
略
訓
ニ
曰
迅
雷
不
レ
及
レ
塞
レ
耳�

（
40
オ
）

疾
雷
不
レ
暇
掩
レ
目

○
第
四
則
（
三
丁
表
～
四
丁
表
）

枢
機　

易
上
繋
辞
伝
曰
言
行
君
子
之
枢
機
謂
弩
牙
ナ
リ
詮

枢
機
ハ
制
動
之
主
孔
子
疏
ニ
曰
枢
ハ
謂
ク
戸
枢
機
謂
弩
牙
ナ
リ
言
ハ
戸

枢
之
転
或
明
或
闇
弩
牙
之
発
或
中
或
不

少
言
大
言　

＼
荘
子
斉
物
論

千
歳
檀
義　

＼
尚
書
説
命
ノ
下
篇
ニ
曰
爾
チ
尚
ク
ハ
明
ニ
保
レ
予
罔
レ
俾
コ
ト
三

問

専
二
美
ヲ
有
商
ニ一
檀
ハ
自
専
也
而
シ
テ
備
二
湛
然
居
士
従
容
序

○
第
五
則
（
四
丁
表
）

夜
間
背
手
摸
枕　

＼
観
音
ノ
巻
曰
摸
枕
手
者
摸
索
也
ト
云
〻

効
カ二
仏
果
ニ一
手
嗚
呼

「
夜
間
ハ
ク
ラ
キ
道
得
也
尚
ヲ
日
裡
看
山
ナ
ク
用
千
手
千�

（
40
ウ
）

眼
ハ
如
人
○
子
也
別
時
ニ
ア
ラ
ズ
只
是
レ
千
眼
ノ
時
節
ナ
ク

如
人
ハ
仏
道
ノ
平
常
心
ナ
レ
バ
千
眼
ヲ
皮
肉
ト
セ
リ
コ
〻

ヲ
以
テ
譬
喩
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ
枕
子
モ
何
形
段
ナ
ク
要

機
ナ
ル
ベ
ク
ハ
背
眼
ス
ル
要
機
ノ
ア
ル
カ
独
手
眼
ノ
ミ



翻
刻
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

三
六

辟
暦
ス
ル
カ

背
手
千
千
摸
枕
万
　々

＼
此
周
二
旬
ハ
不
ト
モ
レ

避
二
摸
索
一
而
摹
枕

子
覿
面
通
徧
背
手
猶
二
曲
肱
ノ一
乎
可
レ
知
摹
レ
枕
現
成
シ
眼
晴
霹

靂仏
手
驢　

羅
胡
野
録
上
ニ
二
十
九
号

南
公
凡
見
ハレ
僧
ヲ
必
首
問
ス
人
也

尽
有
二
生
縁
一
作
麼
生
是
上
座
生
縁
次
問
我
手
何
ソ
似
ル
ハ
二

仏
手
ニ一

我
脚
何
似
タ
ル
二

驢
脚
ニ一
遂
成
ス二
二
偈
ヲ一
四
相
逢
不
免
問
二
生
縁
ヲ一
一
句

当
テレ
鋒
ニ
旨
最
玄
ナ
リ
達
磨
少
林
遺
シ二
隻
履
ヲ一
却
テ
登
テ二
葱
嶺
ニ一
不
二
虗
伝
一
又

�

（
41
オ
）」

曰
云
〻
今
叢
林
先
仏
手
脚
ヲ一
而
シ
テ
後
ニ
ス
二

生
縁
ヲ一
殊
乗
ク二
創
問
ノ
之
旨
ヲ一

可
ン
ヤ
レ

知
ル
弁
明
哉
已上

此
原
二
湖
州
報
本
ノ
元
和
尚
ノ
録
ノ
次
序
ニ一
耳
先

二
偈
者
ハ
元
和
尚
ノ
述
也

○
第
六
則
（
四
丁
表
～
裏
）

得
牛
還
馬　

＼
永
平
広
録

存
師
也
在　

＼
会
元
第
五
夾
山
伝
師
曰
見
性
不
レ
留
レ
仏
ヲ
悟

道
不
レ
存
レ
師
又
第（
十
三
ヵ
）

三
十
巻
青
林
䖍
禅
師
僧
問
正
法
蔵
祖

々
相
伝
未
審
禾
上
伝
二
付
ス
何
人
ヨ
リ
一

師
曰
霊
苗
生
シ
有
レ
地
大
悟

不
存
師

（
第
七
則
、
五
丁
表
～
裏
）

光
不　

＼
無
著
造
ノ
大
荘
厳
経
論
第
四
巻
述
品
第
十
二
之

一
十四
偈
言
説
下
有
テ二
二
種
ノ
光
一
而
無
中
二
光
之
体
上
是
故
説
二
色
等
ノ

有
体
即
無
体
ト一
釈
曰
説
有
二
種
光
而
無
二
光
体
者
此
顕
ス下�

（
41
ウ
）

虚
妄
分
別
有
テ
而
モ
非
ル
コ
ト

上　

有
何
ヲ
以
故
ニ
有
ト
ハ
者
彼
ノ
二
光
顕
ノ
故
非

有
ト
ハ
者
彼
実
体
不
可
得
ノ
故
是
故
ニ
説
色
等
ノ
有
体
即
無
体
ト
ハ
者

由
二
此
義
ニ一
故
ニ
説
色
等
ノ
有
体
無
体
一
偈
ニ
言
無
体
非
無
体
即
体
ナ
リ

是
故
説
ク二
色
等
ノ
無
体
体
無
二
ト一
釈
曰
無
体
非
無
体
即
此
レ
顕
ス二

虚
妄
分
別
ノ
非
シ
テ
レ

有
而
有
コ
ト
ヲ

一　

何
以
故
非
有
ト
ハ
者
彼
ノ
二
光
無
レ
体
由
ル
カ

レ
無
キ
ニ
二

実
体
一
故
而
有
ハ
者
彼
カ
二
光
非
レ
無
レ
体
由
ニレ
光
顕
現
カ
故
是
故

説
二
色
等
無
体
体
無
二
ト一
者
由
ル
カ
二

此
義
ニ一
故
説
ク二
色
等
無
体
ト
与
レ
体

而
無
レ
有
ル
コ
ト

レ　

二
又
曰
偈
言
自
界
及
ヒ
二
光
痴
ト
共
諸
惑
起
釈
曰

自
界
謂
阿
梨
耶
識
ノ
種
子
ナ
リ
二
光
ハ
謂
ク
能
取
光
所
種
光
也

分
別
影
事　

＼
大
仏
頂
経
第
一
巻
○
阿
難
言
如
来
現
今

徴
ス二
心
ノ
所
在
ヲ一
而
我
以
テレ
心
ヲ
推
窮
尋
逐
即
能
推
者
我
将
為
レ
心

仏
言
咄
此
レ
非
二
汝
カ
心
ニ一
阿
難
矍
然
ト
シ
テ
避
レ
座
合
掌
起
立
シ
テ
白
レ
仏
此

�

（
42
オ
）」

非
ス二
我
心
ニ一
当
ニレ
名
ク二
何
等
ト
カ
一

仏
告
二
阿
難
ニ一
此
是
前
塵
虚
忘
（
妄
ヵ
）ノ
相
想
ナ
リ
惑
セ
リ
二

汝
心
性
ヲ
由
下
汝
無
始
ヨ
リ
至
テ二
於
今
生
ニ一
認
レ
賊
為
レ
子
失
中
汝
元
常
ヲ上
故

為
二
輪
轉
一

○
第（
八
ヵ
）

七
則
（
五
丁
裏
～
六
丁
表
〈
八
則
〉）

離
四
純
百　

＼
会
稽
円
瀞
教
乗
法
数
第
十
二
巻
二
十
三
上

問
常

言
離
四
句
純
百
非
ヲ一
四
句
ハ
者
何
ソ
答
但
挙
ス二
或
挙
ス二
一
字
ヲ一
便
成
二

四
句
ト一
且
如
ハ二
有
無
一
対
ヲ
作
カ二
四
句
ト一
者
有
ト
無
ト
亦
有
亦
無
非
有

非
無
便
是
四
句
也
問
如
何
是
而
非
答
凡
作
二
四
句
ヲ一
有
リ二
本

末
一
三
世
已
起
末
記
種
成
二
百
非
ト一
皆
非
レ
得
レ
真
故
曰
フ二
百
非
ト一
也



翻
刻
『
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三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

三
七

請
示
セ
法
トレ
之
答
其
真
実
ノ
理
若
シ
曰
バレ
有
是
増
益
ノ
謗
若
シ
曰
レ
無
是

損
減
謗
若
シ
亦
曰
バ二
有
亦
無
ト一
是
相
違
謗
若
シ
曰
バ二
非
有
非
無
ト一
是

戯
論
謗
此
ハ
是
本
ノ
四
句
ナ
リ
、
復
タ
此
四
句
ニ
、
毎
ニレ

句
有
レ
四
、
且
有
中

ノ
四�

（
42
ウ
）」

句
ハ
者
、
有
ノ
有
、
有
ノ
無
、
有
ノ
亦
有
亦
無
、
有
ノ
非
有
非
無
、「
無
中
四

句
ハ
者
、
無
ノ
有
、
無
ノ
無
、
無
ノ
亦
有
亦
無
、
無
ノ
非
有
非
無
、「
亦
有
亦

無
中
ノ
四
句
ト
ハ
者
、
亦
有
亦
無
ノ
有
、
亦
有
亦
無
ノ
無
、
亦
有
亦
無
ノ
非

有
非
無
ナ
リ
、「
非
有
非
無
中
ノ
四
句
ハ
者
、
非
有
非
無
ノ
有
、
非
有
非

無
無
、
非
有
非
無
ノ
亦
有
亦
無
、
有
非
有
非
無
ノ
非
有
非
無
、
已上

四
句
、
毎
レ
句
成
二
四
句
ヲ一
則
成
二
四
々
十
六
句
ト一
也
三
世
皆
有
二
此

十
六
句
ト一
成
二
四
十
八
ト一
此
四
十
八
句
皆
有
二
已
起
未
起
成
二
九

十
六
句
ト一
搭
ス
レ
バ

二　

上
ノ
本
ノ
四
句
ヲ一
則
成
二
百
句
一
也
余
法
ノ
四
句
皆
倣
レ
此

暗
裡
抽
横
骨　

＼
晋
書
曰
郭
文
入
ル二
大
辟
山
ニ一
而
居
ル
有
リ二
猛
獣
一

張
レ
口
向
レ
文
視
二
其
口
ヲ一
有
二
横
骨
一
以
レ
手
探
テ
去
ツレ
之
猛
獣
明
且
致
二

一
鹿
ヲ
于
室
前
ニ一
●
韻
瑞
屋
ノ
二
鹿
下
又
暗
◎
明
中
生
二
話
頭
ニ一

夾
山
ノ
語�
（
43
オ
）

回
面
是
火　

＼
大
智
度
論
第
十
八
巻
三下
般
若
讃
偈
ノ
言
般

若
波
羅
蜜
ハ
譬
ハ
如
シ二
大
火
焰
四
辺
不
カ一レ

可
レ
取
無
ク
取
ト
亦
不
取
ト一

○
第
十
則
（
六
丁
裏
～
七
丁
表
）

門
人　

＼
儒
聖
之
門
分
ツ
内
外
ノ
塾
ヲ一
左
右
各
二
ツ
塾
ハ
神
六
切
音

塾（
執
ヵ
）説

文
ニ
門
側
堂
也
周
書
顧
命
云
云
礼
学
記
ニ
古
之
教
者

家
有
レ
塾
註
ニ
古
者
仕
焉
而
已
者
帰
教
二
於
閭
里
ヲ一
朝
夕
坐
二
於

門
門
側
之
堂
謂
フ二
之
塾
又
塾
ト一
門
云
〻
正
字
通
丑
集
中

○
第
十
二
則
（
七
丁
裏
）

三
界
唯
心　

＼
新
花
厳
経
第
十
九
巻
夜
摩
天
宮
之
中
偈

賛
品
覚
林
大
師
ノ
偈
曰
心
如
工
画
師
一
能
画
二
諸
世
間
一
五
蘊

悉
ク
従
生
無
シ二
法
ト
シ
テ
而
不
云
コ
ト

一レ

造
如
クレ
心
ノ
仏
モ
亦
爾
如
レ
仏
ノ
衆
生
然
○
若
シ

人
欲
バレ
了
―二
知
三
世
一
切
仏
ヲ一
応
ニレ
観
ス二
法
界
ノ
性
一
切
唯
心
ノ
造
ナ
リ
ト

一　

又　

�

（
43
ウ
）」

三
十
七
ノ
六　地　

偈
ニ
言
了
二
達
レ
バ
三
界
ハ
依
レ
心
有
ナ
リ
ト

一　

十
二
因
縁
モ
亦
復
然

八右

又
五
十
四
十八

離
世
間
品
ニ
云
善
◎
薩
知
ハ二
三
界
モ
唯
心
ナ
リ
均黄

三
世
モ
唯
心
ナ
リ
ト

一　

�

均量

而
了
二
知
其
ノ
心
無
量
無
辺
ナ
リ
ト

一　

�

已上

別
訳
十
地
経

論
ニ
云
三
界
ハ
無
シ二
別
ノ
有
一
唯
心
一
心
之
作
ト
云
〻

凹
凸　

凹
ハ
鳥
高
ノ
切
音
㘬
陥
入
也
凸
之
対
ナ
リ
凸
ハ
吐
骨
ノ
切
音

突
高
起
貌
楊
慎
丹
銘
録
士
窪
曰
レ
凹
ト
土
高
キ
曰
凸
古
象
形

字
ナ
リ
周
伯
温
曰
凹
当
レ
作
レ
㘬
（
坳
ヵ
）凸
当
レ
作
レ （

垤
ヵ
）ニ俗

作
ト二
凹
凸
一
是
以
二
古

字
ト一
也
画
記
曰
張
僧
繇
画
ク二
一
乗
寺
ノ
壁
ニ一
遠
望
如
シ二
凹
凸
一
近
視
バ

則
平
名
ク二
凹
凸
花
ト一
俗
呼
レ
寺
為
凹
二
凸
寺
ト一
云
　〻
　
繇エ
ウ　

苚
員
也　
シ
カ
ヨ
ウ
也

ヨ
ル
ナ
リ　

（
十
三
則
、
七
丁
裏
～
八
丁
表
）

意
下
丹
青　

＼
会
元
第
五
巻
四
十
八
上

夾
山
上
堂
聞
中
ニ
生
シレ
解
意

下
丹
青
シ
目
前
即
美
久
ク
蘊
レ
テ
成
レ
病
青
山
ト
与
二
白
雲
一
従
来
不
二
相
ヒ

到
一
機
糸
○
珠
嘉
祥
ノ
一
路
智
者
知
レ
疏
瑞
草
ノ
無
根
賢
者
不�

（
44
オ
）

貴
又
枯
木
ノ
成
語
如
シ二
春
秋
ノ
巻
ノ一

覿
面　

＼
正
字
通
覿
ハ
他
歴
切
音
廸
説
文
ニ
見
也
易
困
ノ
初
人
（
爻
ヵ
）



翻
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『
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百
則
方
語
解
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二
）（
秋
津
）

三
八

人
ニ
云
〻
凡
ソ
私
見
ヲ
曰
レ
覿
ト
公
所
ヲ
曰
レ
朝
曰
レ
覿
ト
曰
謁
礼
ニ
大
夫
聘
二

于
他
国
一
公
事
畢
テ
以
二
其
私
ヲ一
請
スレ
見
ト
謂
二
之（
私
ヵ
）

四
覿
ト
一
已

上　

類
書
纂
要

第
九
巻
ニ
曰
覿-

面
ハ
猶
ヲ二
親
見
一
也

○
第
十
四
則
（
八
丁
表
～
裏
）

啐
啄　

北
本
涅
槃
経
第
三
十
三
巻
三左

曰
獅
子
吼
菩
薩

偈
ニ
言
○
世
間
皆
処
ナ
リ
二

無
明
殻
（
マ
マ
）ニ一

無
シレ
有
ル
コ
ト

二　

智
觜
ノ
能
破
ル一レ

之
ヲ
如
来
ハ
智

觜
ノ
能
啄
壊
ス
是
故
ニ
名
二
最
大
子
ト一�

已上
楞
厳
経
義
釈
要
鈔
二
廿一

曰
ク
啐
啄
ハ
如
シ二
雞
ノ
抱
テレ
子
內
啐
シ
外
ヵ
啄
一
云
〻
又
禅
門
宝
訓
音
義

下
巻
如
キ二
雞
ノ
抱
ク一レ

卵
ヲ
小
雞
欲
レ
出
ン
ト
以
テレ
嘴
吮
声
ヲ
曰
レ
啐
母
雞
憶
レ
出
ル
ト

以
レ
嘴
嚙
ムレ
之
曰
レ
啄
ト
云
〻�

　
（
44
ウ
）

○
第
十
五
則
（
八
丁
裏
～
九
丁
裏
）

胡
蘆　

＼
本
草
綱
目
壺
盧
時
珍
曰
俗
作
二
葫
蘆
ニ一
者
非
ナ
リ
矣
葫

乃
蒜
ノ
名
蘆
乃
葦
ノ
属
也
其
円
ナ
リ
者
ハ
亦
曰
レ
瓢
周
シ下
其
可
中
以
浮
レ
水

如
レ
泡
如
上レ

漂
也
二
十
八
巻

胡
蘆　

本
草
綱
目
菜
部
第
二
十
八
巻
四
右

　

壺
盧
釈
名
瓜

説文�

匏
瓜
論
語
時
珍
曰
壺
ハ
酒
器
也
蘆
ハ
飲
器
也
此
物
各
象
ル

其
形
ニ一
又
可
レ
為
二
酒
飲
ノ
之
器
ト一
因
以
テ
名
クレ
之
ヲ
俗
作
二
葫
蘆
一
者
非
ナ
リ
矣

葫
則
蒜
ノ
名
蘆
乃
葦
属
也
其
円
ナ
リ
者
ヲ
曰
レ
匏
亦
曰
レ
瓢
因
ナ
リ
下

其
可

以
浮
レ
水
如
クレ
泡
ノ
如
ナ
ル
ニ
レ

漂
ノ上
也
凡
蓏
ノ
属
皆
得
テ
称
スレ
瓜
ト
故
ニ
曰
二
瓠
瓠
瓜
一

云
〻
和
名
曰
二
此
佐
古
ト一
曰
フ二
由
宇
加
保
ト一

○
第
十
八
則
（
原
「
取
舎
」
ノ
上
、
十
丁
表
～
裏
）

取
舎　

＼
信
心
銘
曰
ク
良
由
二
取
捨
所
以
ニ一
不
如
ナ
リ

○
第
廿
則
（
十
一
丁
表
）�

（
45
オ
）

明
知
生
是
不
生　

蔵
経
信
函
仏
説
長
者
女
菴
提
遮
師

子
吼
了
義
経
爾
時
文
殊
師
利
問
二
庵
提
遮
ニ一
曰
汝
今
知
ル
ヤ
二

生

死
義
ヲ一
耶
答
曰
以
テ二
仏
力
ヲ一
故
ニ
知
ル
又
問
曰
若
シ
知
ハ
者
生
ハ
以
レ
何
為

レ
義
答
曰
生
ハ
以
二
不
生
ノ
生
ヲ一
為
レ
義
又
問
曰
何
ソ
不
生
ノ
生
ヲ
為
レ
義
耶

答
曰
若
シ
能
明
ニ
知
下
地
水
火
風
ノ
四
縁
畢
竟
シ
テ
未
タ
曽
テ
自
ラ
得
レ
有
レ
所
二

和
合
ス
ル
一

而
モ
能
随
テ二
其
ノ
宜
所
ニ一
有
ト中
所
説
上
者
以
テ
為
ス二
生
ノ
義
ト一
又
問
曰
若
シ

知
レ
地
水
火
風
畢
竟
シ
テ
不
中
自
ラ
得
上レ

有
コ
ト
レ　

所
二
和
合
受
（
為
ヵ
）二
生
ノ
義
ヲ一
者
即
□応

レ
無
レ
有
コ
ト
一　

生
相
亦
何
ヲ
カ
為
ス二
生
義
一
答
曰
雖
レ
在
ト二
生
処
ニ一
而
モ
無
シ二
生
者
一
是
ヲ

為
ニ二
正
生
ト一
故
説
レ
有
レ
義
文
殊
又
問
云
死
ハ
以
レ
何
為
レ
義
耶
答
曰

死
以
二
不
死
ノ
死
一
為
ス二
死
ノ
義
一
問
云
何
ソ
以
二
不
死
ノ
死
ヲ一
為
二
死
ノ
義
ト一
耶
答

曰
若
シ
能
明
ニ
知
下
地
水
火
風
畢
竟
シ
テ
不
二
自
得
一
有
コ
ト
レ　

所
レ
散
ス
ル
而
モ
能
随
テ二

其
所
ニレ
宜
有
中
所
説
上
者
是
ヲ
為
二
死
義
ト一
又
問
曰
若
シ
知
ル下
地
水
火
風

�

（
45
ウ
）」

畢
竟
不
中
自
得
上レ

有
コ
ト
レ

所
レ
散
者
即
無
シ二
死
相
一
将
タ
何
為
二
死
ノ
義
ト一
答
曰

雖
レ
有
（
在
ヵ
）ト

死
処
ニ一
其
心
不
亡
ノ
者
是
為
二
正
死
一
故
ニ
説
クレ
有
レ
義
云
〻

○
第
廿
一
則
（
十
一
丁
裏
～
十
二
丁
表
）

座
主　

＼
摝
言
曰
有
司
謂
フ二
之
座
主
ト一
今
釈
氏
取
テ二
学
解
優
謄

抜
者
ヲ一
名
ク二
座
主
ト一
謂
ク
一
座
之
主
ナ
リ
古
ノ
高
僧
呼
テ二
講
者
ヲ一
為
二
高
座
ト一
或

是
高
座
ノ
之
主
ナ
リ
已

　
　

上

近
見
二
釈
氏
要
覧
ノ
巻
ニ一

� �　
十
四
号
上

（
巻
上
第
四
則
参
照
）

賺
過　

＼
賺
倉
暗
切
音
暫
重
売
也
錯
也
六
書
故
ニ
買
売
誤
テ

讎
直
多
少
不
当
也
又
俗
謂
テ二
相
欺
誰
ス
ル
ヲ
曰
レ
賺
説
文
本
作
𧸖



翻
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）

三
九

集
韻
作
レ
賺
義
同

○
第
廿
二
則
（
十
二
丁
表
～
裏
）

後
生　

＼
論
語
子
罕
ニ
子
曰
後
生
可
レ
畏
也
焉
知
ン二
来
者
之
不
一

レ
如
レ
今
四
十
五
十
ニ
シ
テ
無
レ
聞
焉
斯
亦
不
レ
足
レ
畏
也
已
矣�

（
46
オ
）

懴
悔　

＼
天
台
光
明
疏
三
ニ
初
　
号

有
二
十
番
釈
此
箇
ノ
二
字
上
ハ
梵

下
花
ス
妙
釈
寒
心
又
応
師
音
十
五
十号

又
寄
帰
伝
二
巻
廿右

懺
摩
ハ
乃
是
西
音
自
当
ル二
忍
義
ニ一
悔
ハ
乃
東
夏
之
字
追
悔
ヲ
為
レ
目

乃
至
広
説
又
慧
琳
音
十文

懴
ハ
策
陥
ノ
反
集
訓
ニ
曰
自
ラ
陳
ルレ
過
ヲ
也

韻
英
ニ
曰
自
陳
レ
悔
也
云
云
往
検

同
火
異
火　

＼
医
家
所
謂
君
火
相
火
争
又
仏
家
作
談
四

大
ノ
随
一
ニ
シ
テ
而
己
身
之
謂
二
同
火
ト一
余
外
之
為
レ
異
ト
又
按
武
備
忘

十
五
四

云
陳
練
制
許
洞
カ
虎
鈴
経
曰
外
塁
一
軍
一
万
二
千
五

百
人
以
テ二
十
人
ヲ一
為
二
一
火
ト一
一
千
二
百
五
十
火
幕
数
亦
如
レ
是

幕
長
一
丈
六
尺
舎
ス二
千
人
ニ一

○
第
廿
三
則
（
十
二
丁
裏
～
十
三
丁
表
）

風
性
常
住
等　

＼
大
仏
頂
経
第
三
巻
曰
阿
難
風
生
無
体�
（
46
ウ
）

動
静
人
常
○
汝
家
不
レ
知
下
如
来
蔵
中
性
風
真
空
性
空
直

風
清
浄
本
然
周
二
徧
シ
法
界
一
随
二
衆
性
心
ニ一
応
ス
ル
コ
ト

中　
　

所
量
上

師
僧　

梵
網
経
戒
品
軽
戒
第
九
ニ
曰
二
若
父
母
師
僧
弟
子

病
ト一
天
台
義
寂
疏
曰
禾
上
阿
闍
梨
云
已〻上

而
今
ハ
単
ニ
指
二
衆

僧
伽
ト一
耳

○
第
二
十
四
則
（
十
三
丁
表
）

有
鯉
魚
透
出　

＼
花
厳
経
疏
五
十
要
問
答
曰
○
乃
至
唯

有
二
因
果
二
位
仏
及
普
賢
二
人
一
開
見
シ
テ
為
ニ二
諸
有
情
可
化
衆

生
ノ一
張
ル二
大
教
網
ヲ一
絙ツ
ク
シ
テ
二

生
死
海
ヲ一�

八
界
入

法
界
品

漉
二
天
人
ノ
龍
カ一
置
ク二
涅
槃
ノ
岸
ニ一
二

句
離
世
間
品
ノ
文
意
五
教
章
上
巻
末
引
レ
之
又
般
若
灯
論

十
一
十八�

又
如
シ二
空
寂
所
問
経
説
カ一
一
切
衆
生
竪
テ二
我
見
ノ
幢
ヲ一
張
リ二

無
明
ノ
帆
ヲ一
処
シ二
煩
悩
風
ニ一
入
ル二
生
死
ノ
海
ニ一
諸
仏
大
悲
張
二
大
教
網
ヲ一
撈
二

�

（
47
オ
）」

漉
天
人
ヲ一
置
二
涅
拌
（
槃
ヵ
）ノ
岸

○
第
二
十
五
則
（
十
三
丁
表
～
裏
）

仏
真
法
身　

＼
旧
金
光
明
経
第
二
巻
四
天
王
品
偈
文

擬
議　

＼
易
経
上
繋
辞
曰
擬
レ
之
而
後
ニ
言
議
レ
之
而
シ
テ
後
ニ
動
ク
擬

議
シ
テ
以
テ
為
二
真
変
化
ヲ一
鳴
鶴
在
レ
陰
等

意
路
言
依　

猶
レ
言
ン
カ
レ

情
度
也

一
箭
遼
空　

明
覚
頌
ニ二
雲
門
体
露
金
風
ノ
話
ヲ一
云
二
三
句
可
レ
弁

一
鏃
遼
空
ト一
評
ニ
曰
二
射
得
甚
遠
ト一
遼
ハ
遠
也

○
第
二
十
六
則
（
十
三
丁
裏
～
十
四
丁
表
）

定
動
智
抜　

＼
涅
槃
経
三
十
一
巻
獅
子
吼
品
曰
善
男
子

菩
○
薩
具
二
足
シ
テ
二
法
能
大
ニ
利
益
ス
一
ニ
定
二
ニ
智
善
男
子
如
シ下
刈
ニ二

菅
草
ヲ一
執
急
ニ
シ
テ
則
断
カ上
菩
○
薩
ノ
修
モ二
是
二
法
ヲ一
亦
復
如
レ
是
善
男
子

�

（
47
ウ
）」

如
下
抜
ニ二
堅
木
ヲ一
先
ツ
以
レ
手
動
後
則
易
上
出
菩
薩
ノ
定
慧
モ
亦
復
如
レ
是

先
以
レ
定
動
シ
テ
後
ニ
以
テレ
智
ヲ
抜
ト
云
〻



翻
刻
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

四
〇

弟
子　

＼
天
台
浄
名
弟
子
品
疏
曰
夫
レ
師
ニ
有
二
匠
成
之
能
一
学

者
有
二
資
禀
ノ
之
徳
一
資
ハ
則
捨
レ
父
従
レ
師
敬
レ
師
如
レ
父
師
ノ
謙
譲
処
コ
ト

レ
資
ニ
如
レ
弟
故
ニ
父
（
夫
ヵ
）子
先遁�

曰
回
也
処
コ
ト
レ

余
テ
如
レ
父
余
也
処
コ
ト
レ

回
如
レ
弟

今
身
子
カ
之
徒
従
レ
仏
受
学
ス
即
是
師
資
也
故
ニ
名
ク二
弟
子
ト一
云
〻

又
南
山
行
事
鈔
有
三
之
巻
三左�

曰
弟
子
ト
ハ
学
在
二
我
後
ニ一
名
レ
之

為
レ
弟
解
従
レ
我
生
名
レ
之
為
子
資
持
記
曰
資
名
中
以
テレ
師
ヲ
望

レ
資
猶
レ
子
以
レ
資
望
レ
師
如
レ
兄
如
レ
父
云
〻
須
検
業
疏
亦
同
シ

習
学
ノ
下�　

＼
宝
蔵
広
照
空
有
品
四下�

曰
夫
学
道
ハ
有
レ
三
其
一

謂
ヒ二
之
真
ト一
二
謂
二
之
隣
ト一
三
ハ
是
曰
レ
聞
習
学
謂
二
之
聞
ト一
絶
学
謂
フ二
之

隣
ト一
過
二
此
二
ヲ一
者
謂
フ二
之
真
ト一

即ノ
ミ�

（
48
オ
）

○
第
（
マ
マ
）

二
十
八
則
（
十
四
丁
裏
～
十
五
丁
表
）

悲（
マ
マ
）請　

勅
修
清
規
大
衆
章
第
七
四
十
五
章

曰
普
請
之
法
蓋
シ
上

下
均
ス
ル
レ

力
ヲ
也
凡
安
レ
衆
処
有
バ乙
必
ズ
合
下
資
二
衆
力
ヲ一
而
弁
ス上
者
ノ甲
庫
司
先

稟
住
持
一
次（
令
ヵ
）
合
下
行
者
伝
中
語
首
座
維
那
ニ一
分
―二
付
シ
テ
堂
司
ノ
行
者
ニ一
報

レ
衆
ニ
掛
ク二
普
請
牌
ヲ一
仍
用
二
小
片
紙
書
シ
テ
貼
ス二
牌
上
ニ一
云
某
時処�
或
ハ
聞
二
魚

木
一
或
聞
二
鼓
声
一
各
持
シ二
絆
膊
一
搭
左
臂
上
ニ一
趨
二
普
請
ノ
処
ニ一
宣
フレ
力
ヲ
除

守
寮
直
堂
老
病
ヲ一
外
並
宜
ク二
斉
ノ
赴
ク一
当
ニレ
思
二
古
人
一
日
不
レ
バ
レ

作
一

日
不
レ
食
之
識
（
誡
ヵ
）ヲ一
大
慧
普
説
今
此
ニ
略
ス
焉

傍
見
当
局　

＼
古（
宏
智
録
）句曰
ク
傍
観
者
哂
当
局
者
迷
又
韻
府
作
二

傍
観
者
迷
審
ニ一
審
下

不
施
紅
粉　

＼
所
謂
燕
脂
白
粉
也
羅
湖
野
録
上
十六�

潙
山

小
秀
章
ニ
偈
言
孰
能
一
日
両
ヒ
梳
レ
頭
繓
二
得
髪
根
一
牢
ン
ニ
便
休
大�

（
48
ウ
）

底
ニ
它
還
肌
骨
ノ
好
ニ一
不
レ
搽
二
紅
粉
一
也
風
流

○
第
二
十
九
則
（
十
五
丁
表
）

非
思
量　

＼
渉
典
録
引
二
文
殊
師
利
所
説
不
―
思
―
議
仏
境
界

経
上
一
曰
世
尊
非
思
量
境
界
者
是
仏
境
界
等
云
〻
嗚
呼

伝
（
博
ヵ
）物

哉
北
海
若
老
嗚
呼
局
哉
北
海
若
老
引
典
相
似
令
ル二

后
生
不　一レ
知
薬
山
大
師
一
者
豈
可
不
悲
勤
乎
嗚
呼
博
―
物
哉

肥
后
ノ
老
人
嗚
呼
局
哉
後
ノ
看
読
ノ
者
錯
認
下
薬
山
大
師
拠
二
此

経
一
以
テ
答
二
此
僧
ノ
問
ニ一
嗚
呼
局
哉
肥
后
老
羅
豈
夫
同
ン二
後
人
ニ一
乎

○
第
三
十
則
（
十
五
丁
表
～
裏
）

師
子
一
滴
乳　

＼
晋
本
花
厳
経
第
五
十
九
巻
入
法
界
品

第
三
十
四
ノ
十
五

廿
左
至
ル二

廿
三
ノ
右
一

曰
譬
バ
如
シ二
大
師
子
ノ
吼
ニ
小
師
子
ハ
聞
テ
皆
悉
ク
勇
健
一

切
禽
獣
ハ
遠
ク
避
テ
竄
伏
ル
カ
一

仏
子
吼
レ
バ
諸
菩
薩
等
若
聞
バ下
讃
二
歎
菩
薩
（
提
カ
）

�

（
49
オ
）」

心
ハ一
声
ヲ二
長
養
ノ
法
身
一
妄
見
ノ
衆
生
ハ
潜
休
（
伏
ヵ
）シ
退
散
ス
譬
バ
如
下
有
レ
人
用
フ二
師

子
筋
ヲ一
以
テ
為
二
琴
絃
ト一�

音絃

音
声
既
奏
レ
バ
余
弦
断
ス
ル
カ

上　

一
切
如
来
波
羅

蜜
身
ヲ
出
バ二
菩
提
心
功
徳
音
声
ヲ一
若
シ
楽
二
五
欲
二
乗
法
ト
ヲ
一

者
聞
テ
悉

断
滅
已
上
二
諭

同
文
故
来

譬
バ
如
牛
馬
羊
乳
合
シ
テ
在
リ二
一
器
一
以
二
師
子
乳
ヲ
投
彼

投
ス二
器
中
余
乳
消
尽
ク
直
過
無
礙
上
如
来
師
子
菩
提
心
ノ
乳
ヲ
著
二

無
量
劫
所
ニ一
積
諸
ノ
業
煩
悩
乳
ノ
中
ニ一
皆
悉
消
尽
不
レ
住
二
声
聞
縁

覚
法
ノ
中
一

一
状
領
過　

＼（
方
ヵ
）

万
語
ニ
云
衆
人
同
罪
（『
無
門
関
万
安
鈔
』
ニ
同
句
ア
リ
）

○
第
三
十
一
則
（
十
五
丁
裏
～
十
六
丁
表
）



翻
刻
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

四
一

眼
華　

＼
円
覚
経
也
楞
厳
ノ
中
諺
二
翳
眼
ノ
花
ヲ一
今
莫
眼
花
雖
レ
制
二

空
華
ヲ
而
モ
僧
堂
ノ
ミ
爾

○
第
三
十
三
則
（
十
六
丁
表
～
裏
）�

（
49
ウ
）

台
山
路
上　

＼
先
師
随
筆
下
之
下
一号
曰
台
山
路
驀
直
ニ
去

是
曰
フ二
勘
破
ト一
弥
生
ス二
人
恠
ヲ一
而
シ
テ
世
ノ
所
謂
勘
破
ハ
以
テ二
州
便
行
見
ハレ
婆
ヲ

之
時
ヲ一
其
惑
深
ン二
乎
前
箭
ヨ
リ
一

何
ソ
不
レ
進
二
歩
ヲ
問
レ
路
婆
便
答
ノ
時
ニ一
是
尚

逐
テレ
物
ヲ
意
移
ル
須
ク下
犀（
展
）二

我
掌
ヲ一
見
中
多
少
文
理
ヲ上
勘
破
令
三レ
汝
ヲ
喪
車
後
ニ

懸
二
薬
袋
ヲ一
且
世
偏
ニ
趨
二
勘
破
之
処
未
レ
看
下
老
婆
不
レ
犯
二
清
波
ヲ一
之

下
コ
ト
ヲ

中　
　

一
鉤
上
彼
カ
好
箇
師
僧
言
二
与
麼
ニ
去
ル
ヤ
ト

一　
　

能
ク
用
ユ二
錐
鉤
ヲ一
殺
活
臨
レ
機

者
也
宜
哉
州
之
言
二
勘
破
ト一
也
又
与
二
老
婆
二
為
レ
十
ト
不
レ
得
二
二
五
ヲ一

云
〻
今
日
ノ
拈
評
一
言
也
タ
無
シ
聞
不
聞
勘
破
了
也
云
已〻上

揚
ハ
顕
也
正
字
通
説
命

対
揚　

＼
大
雅
江
漢
第
六
章
虎
拝
稽
首
シ
テ
対
二
揚
王
ノ
休
一
箋
云

虎
ハ
召
対
答
休
ハ
義
也
云
〻
又
書
託
命
云
〻

○
第
三
十
五
則
（
十
七
丁
表
）�
（
50
オ
）

抛
磚
引
玉　

＼
書
言
故
ニ
事
（
マ
マ
）二
ノ
巻
曰
ク
以
レ
蚓
投
シレ
魚
ニ
抛
甎
引
レ
玉

已上

而
今
趙
州
古
仏
ノ
語
ナ
リ
勿
レ
泥
コ
ト
二

俗
語
ニ
◯
墼
ハ
紀
逆
ノ
切
音
戟
広

韻
ニ
土
墼
未
焼
甎
坯
也

◯
第
三
十
六
則
（
十
七
丁
裏
）

屋
漏　

＼
詩
経
大
雅
抑
第
七
章
三
四
ノ
句
相
ル
ニ
レ

在
ル
ヲ
二

爾
カ
室
ニ一
尚
ヲ
不

レ
愧
二
已上
庸
君
子
ノ
之
所
レ
不
レ
可
レ
及
者
其
レ
唯
人
ノ
之
所
レ
不
レ
見
乎
詩

曰
相
在
◯
屋
漏
狄
生
曰
承
二
上
シ
テ
微
ノ
顕
ヲ一
而
言
二
君
子
ノ
慎
独
之

相
ハ
視
也
爾
カ
室
ハ
者
非
二
他
人
ノ
室
ニ一
也
堂
ハ
前
室
ハ
后
為
二
最
深
奥
一
而

人
不
レ
到
之
処
尚
近
辞
屋
漏
ハ
西
北
隅
蓋
シ
以
祭
ル二
中
霤
之
神

于
此
ニ一
焉
謂
不
レ
愧
二
于
中
霤
之
神
ニ一
則
其
無
人
可
レ
知
也
深
ク
明
二

其
ノ
容
徳
ヲ一
無
レ
所
二
愧
作
一
也
已上

釈
名
五
六下

曰
西
北
ノ
隅
ヲ
曰
二
屋
漏
一

礼
ニ
毎
レ
百
親
死
ス
ル
者
輒
ネ
撤
（
徹
ヵ
）二

屋
ノ
之
西
北
ノ
隅
ヲ一

薪
ニ
シ
テ
以
テ
爨
キレ

竈
ヲ
煮

沐
シ
供
シ二�

（
50
ウ
）」

諸
喪
用
ノ一
時
若
シ
値
レ
雨
則
漏
ル
遂
ニ
以
名
レ
之
也
必
取
二
是
隅
ニ一
者
礼
ニ

既
ニ
祭
レ
バ
改
テ
設
二
饌
ヲ
西
北
隅
ニ一
令
レ
撤
（
徹
ヵ
）二
毁
之
ヲ一
示
レ
不
二
復
用
一
也

◯
第
三
十
八
則
（
十
八
丁
表
）

禍
母　

雑
譬
喩
経
曰
昔
在
二
一
国
一
五
穀
豊
熟
絶
シレ
兵
無
レ
疫

人
民
常
楽
其（
王
ヵ
）
人
忽
問
群
臣
曰
我
聞
二
四
方
有　一レ
禍
何
ニ
カ
似
対

曰
臣
不
レ
識
王
遣
テ
求
覓
シ
テ
要
スレ
見
臣
遂
推
覓
ハ
是
時
天
神
化
二
作
シ
テ

一
物
似　一レ
猪
売
二
於
市
中
ニ一
其
臣
問
レ
名
ヲ
曰
ク
禍
母
ナ
リ
四
方
ノ
禍
皆
由

之
生
ト
也
問
レ
食
日
食
レ
針
一
升
遂
ニ
買
テ
進
レ
王
ニ
勅
シ
テ
令
畜
養
飼
レ
針

国
レ
乏
ノ
乃
チ
率
ン二
於
民
ヲ一
民
レ
輸
コ
ト
不
レ
堪
逃
―二
移
ル
它
土
ニ一
有
二
智
臣
一
請
レ
殺
乃

至
斫
刺
ス
無
二
能
ク
傷
害
一
遂
ニ
焚
レ
之
ヲ
身
亦
同
シ
テ
レ

火
躍
テ
走
テ
入
城
一
切

此
買
ノ
禍
母
ヲ
所
ナ
リ
レ

致
ス
也
諭
フ一
比
丘
ノ
不
レ
護
二
戒
身
ヲ一
欲
火
所
レ
焼
身
名

音名

倶
失
上　

近
見
二
要
覧
中
巻
十
七
八
面
一�

（
51
オ
）

局
破
斧
柯
爛　

＼
列
仙
全
伝
第
四
任
訪
カ
迷
異
記
上
往
検

大
明
一
統
志
衢
州
府
ノ
下
ニ
曰
爛
柯
山
在
二
府
城
ノ
南
二
十
里
ニ一

一
ニ
名
二
石
室
ト一
下
ニ
有
二
石
橋
一
晋
ノ
樵
ノ
者
王
質
入
ヲレ
山
ニ
伐
レ
木
見
二
二
重
ノ

奕
ヲ一
質
運
テ二
斧
ヲ
於
坐
一
而
観
童
子
与
二
質
ニ
一
物
ヲ一
如
二
幟
棱
一
食
レ
之
不



翻
刻
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

四
二

飢
局
終
童
子
指
示
之
曰
汝
カ
斧
柯
爛
ト
矣
質
帰
二
郷
閭
已
ニ
及
二

百
歳
ニ一
無
二
又
時
人
一
矣

◯
第
三
十
九
則
（
十
八
丁
表
～
裏
）

不
断
煩
悩
等　

＼
維
摩
経
巻
第
二
弟
子
品
第
三
舎
利
弗

章
維
摩
詰
曰
不
断
煩
悩
而
入
涅
槃
是
為
宴
坐
已上

大
智

度
論
第
七
巻
九上

曰
煩
悩
者
能
令
二
心
ヲ
シ
テ
煩
シ
能
作　一レ
悩
ヲ
故
ニ
名
テ
為
二

煩
悩
一
◯
若
認
及
以
無
是
語
白
毫
之
染
汚
慎
勿
レ二
閑
看
一

◯
第
四
十
二
則
（
十
九
丁
表
～
裏
）�

（
51
ウ
）

真
応
二
身　

＼
且
挙
ス二
台
家
ノ
説
ヲ一
妙
経
文
句
九
一
之
四
十
四

古本

取
意
シ
テ
引
ニレ
之
曰
二
身
如
来
也
成
実
論
ニ
曰
ク
乗
シ
テ
二

如
実
ノ
道
一
来
テ

成
二
正
覚
一
故
ニ
名
ク二
如
来
一
即
二
身
義
顕
ル
何
ナ
レ
バ
者
実
ハ
是
法
如
々
智

実
是
法
如
々
境
道
ハ
是
因
覚
ハ
是
果
ナ
リ
若
単
ニ
論
ハレ
乗
ヲ
者
如
ニ々
無
二

所
知
一
若
シ
単
ニ
明
レ
実
則
如
ニ々
無
二
能
智
境
智
和
合
則
有
二
因
果
一

照
レ
境
未
レ
窮
名
レ
因
ト
尽
レ
源
為
レ
果
因
円
果
満
ス
即
チ
是
レ
乗
シ
テ
二

如
実
道

来
テ
成
二
止
（
正
ヵ
）覚
ヲ一
此
真
身
ノ
如
来
也
以
テ二
如
実
智
一
乗
シ二
如
実
ノ
道
一
来
生
シ
テ
二

三
有
ニ一�

三界
示
―
成
コ
ト
ヲ

二　

正
覚
ヲ一
即
応
身
ノ
如
来
也
又
記
三
報
智
冥
レ
法

名
テ
為
二
直
身
ト一

従
レ
体
ニ
起
レ
用
ヲ
名
為
二
応
身
ト一

但
曰
二
二
身
ヲ一

摂
コ
ト
レ

法
ヲ
周

シ
テ
足
ナ
リ
」

已上

宗
門
中
ニ
説
ク
真
応
二
身
ハ
則
因
テ二
宏
智
一
而
須
二
知
取
一
豈
ニ
可
二
異

求
ヲ一

◯
第
四
十
六
則
（
二
十
丁
裏
～
二
十
一
丁
表
）�

（
52
オ
）

種
草　

＼
雲
棲
大
建
禅
林
宝
訓
音
義
曰
種
草
者
如
下
農
家
ノ

種
レ
田
相
ノ二
地
ノ
厚
薄
ヲ一
而
投
上
子

◯
第
四
十
七
則
（
二
十
一
丁
表
）

瓦
解
氷
消　

前
漢
書
主
父
偃
カ
伝
天
下
之
患
ハ
在
二
于
土
崩

不
レ
在
二
瓦
解
一
又
淮
南
伝
曰
百
姓
離
心
瓦
解

◯
第
四
十
九
則
（
二
十
二
丁
表
）

王
言
綸
綍　

＼
礼
緇
衣
ニ
子
曰
王
言
如
レ
糸
其
ノ
出
如
レ
綍
玄
註
ニ

言
二
言
出
弥
大
也
綸
ニ
今
有
レ
秩
嗇
夫
所
レ
佩
也
綍
引
棺
索
也

故
ニ
大
人
不
倡
二
游
言
ヲ一
註
游
猶
レ
浮
也
不
レ
可
レ
用
之
言
也

普
天
率
土　

詩
経
小
疋
北
山
第
二
章
溥
天
ノ
下
莫
レ
非
二
王

土
一
率
土
ノ
之
浜
莫
レ
非
二
王
臣

◯
第
五
十
則
（
二
十
二
丁
表
～
裏
）�

（
52
ウ
）

大
方
之
家　

＼
荘
子
秋
水

無
偏
無
頗　

＼
洪
範

天
上
地
下　

＼
南
泉
之
語
誰
為
安
名
雲
居
之
語
須
レ
敬
二
礼

洞
山
銀
（
録
ヵ
）一

◯
第
五
十
三
則
（
二
十
三
丁
表
～
裏
）

老
成　

書
経
等
・
管
子
曰
信
レ
之
者
仁
也
不
レ
可
欺
者
智

也
既
智
ニ
且
仁
是
謂
二
成
人
一
云
　〻

全
書
ノ
第
四
十六

○
第
五
十
四
則
（
二
十
三
丁
裏
～
二
十
四
丁
表
）

入
耶
鄲　

南
花
経
秋
水
篇
曰
往
ケ
矣
且
子
独
不
レ
聞
夫
寿

陵
ノ
余
子
カ
之
学
二
行
ヲ
邯
鄲
ニ
与
未
レ
得
二
国
能
ヲ一
又
失
二
其
ノ
故
行
ヲ一
矣
直
ニ

匍
匐
ン
テ
而
帰
ル
耳ノ
ミ
已上

郭
象
云
〻
英
疏
耶
鄲
ハ
趙
ノ
郡
弱
齢
未
レ
壮



翻
刻
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

四
三

謂
二
之
ヲ
余
子
ト一
趙
郡
ノ
地
其
俗
能
ク
行
ク
故
燕
国
ノ
少
年
遠
未
学
歩�

（
53
オ
）

寿
陵
ハ
燕
ノ
邑
ノ
名
也

◯
第
五
十
五
則
（
二
十
四
丁
表
～
裏
）

尋
剱
客　

＼
周
礼
考
工
記
剣
工
ヲ
曰
二
挑
氏
一
又
典
術
ニ
曰
杭
ハ
五

木
ノ
精
厭
二
伏
邪
気
ヲ一
去
二
不
祥
ヲ一
檀
弓
君
二
臨
臣
喪
ニ一
以
二
巫
祝
桃
茢
ヲ一

執
レ
戈

不
疑
之
地　

六
韜

橋
流　

溥
（
傅
ヵ
）大
士
頌
曰
空
手
把
二
鋤
頭
一
歩
行
騎
二
水
牛
一
人
ハ
従
二

橋
上
一
過
ク
橋
流
テ
水
不
レ
流
已上　

桟
道
陳
庫　

史
漢

◯
第
五
十
六
則
（
二
十
四
丁
裏
～
二
十
五
丁
表
）

問
訊　

＼
清
拙
大
鑑
清
規
曰
両
掌
相
合
但
名
二
合
掌
一
若
シ
低

頭
敬
揖
此
ヲ
名
二
問
訊
一
今
間
ノ
人
但
合
掌
ヲ
名
テ
曰
二
問
訊
一
此
亦
錯

�
（
53
ウ
）」

誤
ノ
伝
習
也
訊
ハ
問
也
告
也

頭
陀　

＼
大
乗
義
章
十
五
二
十
五
号

曰
頭
陀
ハ
胡
語
ノ
此
方
ノ
正
翻
ニ
ハ
名

曰
二
抖
捒
ト一
此
レ
離
著
ノ
行
ナ
リ
従
レ
諭
ニ
名
レ
之
ニ
如
三
衣
ノ
抖
捒
シ
テ
去
カ二
塵
垢
ヲ一

修
―二
習
シ
テ
」

此
行
ニ一�

十
二
品
存

能
捨
ス二
貪
著
ヲ一
故
ニ
曰
二
抖
捒
ト一
又
玄
応
音
義
七
ニ
十六
頭
陀
ハ

此
旧
梵
訛
也
正
ク
言
二
杜
多
一
此
ニ
訳
ス二
洮
汏
ヲ一�

音
大
洒
也

或
曰
二
紛
弾
一
言
ハ

去
ン二
塵
垢
ヲ一
也
或
云
二
抖
擻
ト一
二
十
八
八号

此
ニ
曰
二
修
治
ト一
二
十
四
七号

或
云
二
振
揺
一
亦
云
二
棄
除
ト一
帰
二
一
義
一
耳
皆
謂
レ
去
二
其
衣
服
飲
食

住
処
三
種
ノ
欲
貪
一
也
云
〻
広
説

料
理　

晋
書
第
八
十
ニ
曰
桓
沖
謂
二
王
徽
之
ニ一
曰
在
ノレ
府
ニ
日
久
シ

此
当
二
相
シ
料
理
ス一
又
類
書
纂
要
ニ
曰
料
理
ハ
営
二
理
ス
其
事
ヲ一

摸
吾
腎
腸　

列
子
湯
問
曰
魯
ノ
公
扈
趙
斉
嬰
ノ
二
人
有
レ
疾

同
ク
読
二
扁
鵲
ニ一
求
レ
治
鵲
曰
公
扈
汝
ハ
志
強
シ
テ
而
気
弱
シ
故
足
二
於
謀
ニ一

�

（
54
オ
）」

而
寡
シ二
於
断
ニ一
斉
嬰
汝
ハ
志
弱
シ
テ
而
気
強
シ
故
少
シ
テ
二

於
慮
一
而
傷
二
於
専

若
シ
換
バ二
汝
カ
之
心
ヲ一
則
均
シ二
於
善
ニ一
矣
遂
ニ
飲
ム二
二
人
ノ
毒
酒
ヲ一
迷
死
コ
ト
三
日

剖
リレ
胷
探
テレ
心
ヲ
易
テ
而
置
ク
之
投
ニ
以
二
神
薬
ヲ一
既
ニ
悟
コ
ト
如
シレ
始
ノ
二
人
辞
シ
テ
帰
ル

於
レ
是
公
扈
斉
嬰
ノ
室
ニ
帰
ル
斉
嬰
亦
反
二
公
扈
ノ
室
ニ一
共
ニ
有
二
其
妻
子
一

皆
弗
レ
識
二
室
因
テ
相
ヒ
与
訟
フ
求
二
弁
ヲ
于
扁
鵲
一
扁
鵲
弁
二
其
所
由
ヲ一

訟
へ
乃
已
ル
已上

省
略
記
要
ス
張
湛
註
十
十
七
号

往
検

○
第
五
十
七
則
（
二
十
五
丁
表
～
裏
）

潙
山
遂
属
及
明
招　

＼
不
能
記
（
語
ヵ
）随
筆
下
十六

曰
蓋
言
二
一
隻

眼
ヲ一
也
猶
下
如
宝
寿
謂
二
胡
釘
鉸
一
曰
カ中
已
后
有
二
多
口
ノ
阿
師
一
与
ニレ
汝
カ

点
破
上
而
世
因
二
独
眼
字
一
謂
ヘ
リ
レ

言
ト二
明
招
ト一
今
想
不
レ
然
疎
ム
則
洞
山
ノ

之
子
ナ
リ
明
招
ハ
羅
山
之（
子
脱
ヵ
）

曽
テ
見
ニ二
寿
塔
ノ
縁
ヲ一
与
二
羅
山
一
同
時
而
為
二
先

輩
一
設
有
ト
モ
下

明
招
出
世
ノ
初
与
二
疎
山
ノ
終
末
年
一
相
交
上
是
時
尚
不
ン

�

（
54
ウ
）」

レ
知
大
咲
（
笑
ヵ
）ノ

有
コ
ト
レ

刀
一
哉
雲
曽
（
門
脱
ヵ
）テ見

二
疎
山
ヲ一
又
山
ノ
二
世
元
澄
ハ
嗣
ク二
匡
仁
ノ一

是
ノ
人
已
ニ
見
二
投
子
ノ
大
同
ニ一
問
バレ
剱
指
レ
地
又
匡
仁
カ
曽
在
二
香
厳
ノ
会
ニ一

及
二
肯
諾
不
全
ノ
語
一
彼
此
推
究
為
レ
先
二
輩
乎
明
招
一
也
明
ン
矣
若
シ



翻
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四
四

疑
二
潙
山
ノ
咲
（
笑
ヵ
）ヲ一

見
テ二
明
招
ニ一
初
テ
解
二
其
心
ヲ一
非
ズ二
疎
山
テ一
心
（
必
ヵ
）別

人
疑
レ
笑
（
笑
ヵ
）ヲ

者

定
矮
闍
黎
ナ
ラ
バ
者
其
所
レ
遇
必
非
二
明
招
ハ一
矣
然
レ
ド
モ
而
古
人
有
レ
バ
二

頌
拈
ノ

之
作
一
則
可
ン
ヤ
レ

疑
コ
ト
二

其
然
コ
ト
一

乎
宜
ク
闕
ク二
此
事
ヲ一

笑
裡
有
刀　

＼
唐
ノ
李
義
府
笑
中
有
レ
刀
韻
府
刀
ノ
下
又
見
事

文
類
聚
後
集
第
二
十
一
巻
曰
李
義
府
容
貌
温
茶
与
レ
人

語
レ
バ
必
嬉
怡
微
笑
而
モ
狡
険
忌
克
ス
故
ニ
時
人
謂
二
義
府
笑
中
有
ト一

レ
刀
已上

唐
大
宗
初
名
見
云
〻

逃
連
人
友
夢
叫
刀
刀��

＼
北
本
涅
槃
経
第
八
巻
迦
葉
大

士
白
レ
仏
言
世
尊
非
聖
ノ
凡
夫
ト
有
衆
生
ノ
性
ト
皆
説
有
我
仏
ノ
言�

（
55
オ
）

譬
バ
如
二
二
人
ノ一
共
為
二
親
友
一
一
ハ
是
王
子
一
ハ
是
貧
賤
如
レ
是
二
人

互
ニ
相
ヒ
往
返
ス
是
ノ
時
貧
人
見
三
是
ノ
王
子
ノ
有
ヲ二
一
ノ
好
刀
ノ
浄
妙
第
一
ナ
ル

心
中
ニ
貪
著
セ
リ
王
子
後
時
ニ
捉
―二
持
シ
テ
是
刀
ヲ一
逃
至
ス
它
国
ニ一
於
レ
是
貧
人

後
於
二
它
ノ
家
ニ一
寄
臥
止
宿
ス
即
於
二
眠
中
ニ一
䆿
―二
語
ス
刀
刀
ト一
傍
人
聞
レ
之
ヲ

収
テ
至
ル二
王
所
ニ一
時
ニ
問
言
汝
言
レ
刀
ト
者
何
処
ニ
得
耶
是
人
具
ニ
以
二
上

事
ヲ一
答
王
云
〻

遶
粱
声　

＼
列
子
湯
問
薜
譚
章
秦
青　

顧
テ
謂
テ二
其
友
一
曰
昔
シ

韓
娥
東
方
之
レ
斉
匱
シレ
糧
過
二
雍
門
ヲ一
鬻
テレ
歌
ヲ
仮
ルレ
食
ヲ
既
ニ
去
テ
而
余
音

繞
二
梁
欐
三
日
不
絶
左
右
以
二
其
人
弗
ト一レ

去
云
〻

刀
創　

大
涅
槃
経
第
九
巻
復
次
善
男
子
如
ク下
人
ノ
手
瘡
シ
テ
捉
二

持
毒
薬
ヲ一
毒
則
随
テ
入
ル
若
シ
無
キレ
瘡
者
ハ
毒
則
不
カ上レ

入
一
闡
提
ノ
輩
モ
亦

復
如
レ
是
無
二
菩
提
ノ
因
一
如
ク二
無
レ
瘡
者
ノ
毒
不
カ一レ

得
レ
入
所
謂
瘡
者
即

�

（
55
ウ
）」

是
無
上
菩
提
ノ
因
縁
ナ
リ
也
毒
者
即
是
第
一
ノ
妙
薬
也
完
ノ
無
レ
瘡

者
謂
一
闡
提
ナ
リ
已上

汝
等
有
レ
瘡
不

◯
第
五
十
八
則
（
二
十
五
丁
裏
～
二
十
六
丁
表
）

塵
々
三（
昧
ヵ
）

時
（
記
載
位
置
原
典
マ
マ
）

＼
花
厳
経
第
七
冊
賢
者
品
第
八
中
明
二
十
三
昧
門
ヲ一
其
第
三

因
陀
羅
網
三
昧
門
文
ニ
曰
或
入
ル二
微
塵
ノ
諸
ノ
三
昧
ヲ一
一
三
昧
ニ
生
ス二

塵
等
定
ヲ一
一
塵
ノ
中
ニ
現
ス二
無
量
刹
ヲ一
或
現
ス二
有
レ
刹
浄
不
浄
ヲ一
如
三
一
微

塵
ニ
所
ノ二
示
現
ス
ル
一

一
切
微
塵
モ
亦
如
是
乃
至
第
十
ノ
寂
用
無
涯
三

昧
門
ノ
中
融
ス
ル
二

三
世
間
ヲ一
器
世
間
又
云
下
一
微
塵
ノ
中
ヨ
リ
入
ル二
正
受
ニ一
一

切
微
塵
ヨ
リ
三
昧
起
ト上

◯
第
五
十
九
則
（
二
十
六
丁
表
～
裏
）

十
身
調
御　

＼
十
身
ハ
仏
者
花
厳
般
若
ト
両
経
有
レ
異
謂
ク
大
般

若
経
第
五
百
六
十
八
巻
曰
仏
告
二
最
勝
天
子
ニ一
言
天
王
当�

（
56
オ
）

レ
知
諸
善
◯
多
能
ク
得
如
来
十
身
差
別
云
何
ソ
為
レ
十
一
ハ
平
等

身
二
清
浄
身
三
無
尽
身
四
善
修
身
五
法
性
身
六
離
尋

伺
身
七
不
思
議
身
八
寂
静
身
九
虚
空
身
十
妙
智
身
ナ
リ
已上

花

厳
般
晋
品
二
十
七
巻

曰
衆
生
身
国
土
身
業
報
身
声
聞
身
辟
支
仏

身
菩
薩
身
如
来
身
智
身
法
身
虚
空
身
之
ヲ
謂
解
境
ノ
十
仏
ト一

探
玄
記
十
四
巻
十
七
号
下

調
御　

＼
梵
語
曇
藐
秦
ニ
曰
二
可
レ
化
ト
婆
羅
提
言
調
御
師
仏
以

大
慈
智
故
有
時
耎
美
語
有
時
昔
（
苦
ヵ
）切
語
有
時
雑
語
以
二
此
ノ

調
御
ヲ一
令
レ
不
レ
失
レ
道
云
〻
大
智
度
論
第
二
巻
二
十
三
入
室



翻
刻
『
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三
百
則
方
語
解
』（
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秋
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）

四
五

論
論

◯
第
六
十
一
則
（
二
十
六
丁
裏
～
二
十
七
丁
表
）

行
者　

＼
善
見
律
曰
有
二
善
男
子
一
欲
二
求
シ
テ
出
家
ヲ一
未
レ
得
二
衣
盋
ヲ一
欲
二

�

（
56
ウ
）」

依
レ
寺
中
ニ
住
セ
ン
一

者
名
二
畔
頭
波
羅
沙
ト一
道
誠
云
未
レ
見
二
訳
語
ヲ一
◯
自
二

晋
時
一
已
ニ
有
二
此
行
者
一
東
林
遠
ノ
下
ニ
有
二
辟
蛇
行
者
一
已　
　
上

宗
門
行

者
黄
梅
夜
半
授
二
衣
盋
ヲ一
遁
（
釈
氏
要
覧
カ
禅
林
象
器
箋
ガ
典
拠
ト
思
ワ
レ
ル
）

不
言
化
龍　

＼
雲
門
以
拄
杖
示
レ
衆
拄
杖
子
化
シ
テ
為
レ
龍
呑
―二
却
シ

乾
坤
ヲ
了
レ
リ
也
山
河
大
地
甚
麼
ノ
処
ヨ
リ
得
来
来
云
〻

不
言
枯
柴　

＼
明
覚
頌
二
化
杖
一
第
三
句
ニ
云
焼
レ
尾
者
不
レ
在
二
拏
ヒ

レ
雲
ヲ
攫　一レ
霧
ヲ
仏
果
語
ニ
云
左
之
右
之
老
僧
只
管
看
ナ
リ
也
只
是
一

箇
ノ
乾
柴
片
時下

有上

云
二
爛
枯
柴
一

自
小
出
家　

＼
趙
州
上
巻
二
十
号
下

問
如
何
是
昆
盧
ノ
円
相
師
云

老
僧
自
レ
小
出
家
シ
テ
不
二
曽
テ
眼
花
一
又
中
巻
四上

問
如
何
是
和
尚
ノ

家
風
師
云
老
僧
自
レ
小
出
家
抖
擻
シ
テ
破
二
活
計
ヲ一

◯
第
六
十
三
則
（
二
十
七
丁
表
～
裏
）�
（
57
オ
）

長
生
地　

＼
猶
レ
言
ン
カ
二

不
死
不
生
ト一
也
好
造
無
縫
塔
云
何
見
ン

一
坐
具
地　

＼
四
律
五
論
ノ
中
於
テ二
受
用
坐
具
一
分
明
ニ
指
示
ス
不

レ
遑
レ
挑
レ
斯

支
遺　

＼
支
牾
遣
去
猶
レ
言
ン
カ
二

要
害
ト一
謂
吾
要
ハ
害
ナ
リ
レ

它
也

◯
第
六
十
五
則
（
二
十
七
丁
裏
～
二
十
八
丁
表
）

臨
入
涅
槃　

＼
北
本
大
涅
槃
経
第
四
巻
六
号
右
八
行
至
二

十
一
号
左
八
行
一

文
殊

師
利
白
レ
仏
ニ
言
希
有
ナ
リ
世
尊
如
来
於
今
臨
二
般
涅
槃
ニ一
方
便
シ
テ
転
セ
ヨ
二

無
上
法
輪
ヲ一
於
乃
作
如
レ
是
分
二
別
真
諦
一
仏
告
ク二
文
殊
師
利
ニ一
汝

今
云
何
ン
ソ
故
於
二
如
来
ニ一
生
ヤ二
涅
槃
想
ヲ一
善
男
子
如
来
ハ
実
ニ
是
レ
常
住

不
変
ニ
シ
テ
不
二
般
涅
槃
一
復
次
ニ
善
男
子
譬
ハ
如
ク下
聖
王
所
有
ノ
輪
宝
ノ
下
ヨ
リ

上
ニ
迴-

転
ス
ル
カ
上　
　

如
来
説
法
モ
亦
復
如
レ
是
能
ク
令
三
下
モ
趣
諸
悪
衆
生
ヲ
シ
テ
上
ミ

生
セ二
人
天
乃
至
仏
道
ニ一
善
男
子
是
故
ニ
汝
今
不
レ
応
四
讃
シ
テ
言
如
来�

（
57
ウ
）

於
レ
此
更
転
ス
ト
二

法
輪
ヲ一
爾
時
文
殊
師
利
白
レ
仏
ニ
言
世
尊
我
レ
於
レ
此-

-

義
ニ
非
レ
為
ニレ
不
レ
知
所
二
以
テハ
問一者
為
レ
欲
カレ
利
二
益
セン
ト
諸
ノ
衆
生
ヲ一

故
ナ
リ
世
尊
我

已
ニ
久
ク
知
レ
リ
転
法
輪
ハ
者
実
ニ
是
レ
諸
仏
如
来
ノ
境
界
テ
非
二
是
声
聞
縁

覚
ノ
所
知
ニ一

夏
虫
豈
知
氷
雪　

＼
逍
遥
遊
曰
朝
菌
ハ
不
レ
知
二
晦
朔
ヲ一
蟪
蛄
ハ
不

レ
知
二
春
秋
ヲ一
此
小
年
也
云
〻
管
子
及
文
子
淮
南
子
等
云　
　
〻

第
六
十
六
則
（
原
、
行
間
上
欄
ニ
補
記
、
二
十
八
丁
表
）

洮
之
汰
之
等
◯
世
説
十
八
冊
桃
調
下
六下

王
文
度
◯
范

栄
期
◯
但
為
二
簡
文
一
所
要
范
年
大
而
位
小
ナ
リ
王
年
小
ニ
而
位

大
ニ
将
ニレ

前
ン
ト
更
イ
相
ヒ
推
シ
テ
在
レ
前
ニ
既
ニ
移
スレ

之
ヲ
王
遂
ニ
在
二
范
カ
後
ニ一

王

因
テ
謂
テ
曰
」

簸
レ
之
ヲ
揚
ハレ
之
ヲ
穅
秕
在
ニ一
前
范
カ
曰
洮
レ
之
ヲ
汰
スレ
之
ヲ
沙
礫
在
レ
後
◯
通

鑑
晋
ノ
武
紀
苟
モ
才
不
レ
周
周
ニ
皆
宣
ク二
澄
汰
一
註
ニ
以
レ
用
レ
水
ヲ
為
論
澄

レ
之
便
シ
テ
レ

清
而
汰
シ二
去
ラ
ン
其
ノ
沙
泥
ヲ一
也�

（
58
オ
）

自
尿
自
屙　

＼
僧
問
二
趙
州
ニ一
急
切
ノ
処
請
二
師
ノ
道
シ
コ
ト

一　

師
云
尿
ハ
是
レ
小

事
須
二
是
老
僧
自
去
テ
始
テ
得
中
巻
九
左

（
趙
州
録
）



翻
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◯
第
六
十
七
則
（
二
十
八
丁
表
～
裏
）

無
余
藴　

＼
又
作
レ
蘊
又
説
文
ニ
積
也
左
伝
凡
ソ
我
同
盟
ハ
母
レ
ト
二

蘊

年
コ
ト
一　

言
ハ
無
下
蘊
二
積
シ
テ
年
穀
ヲ一
不
コ
ト上レ
分
レ
災
ニ
也
又
通
シ
テ
作
レ
温
易
ニ
乾
坤
ハ
其
レ
易
ノ

之
温
耶

悤
速　

＼
会
元
第
十
七
巻
大
溈
秀
云
◯
臨
際
（
済
ヵ
）行

計
速
々

三
聖
又
却
テ
悤
々
云
云
近
見
タ
リ
二

于
類
聚
遷
化
門
ニ一

師
子
一
吼
父
子
共
喪　

＼
曹
山
録
十
二
号
左

僧
問
如
何
是
レ
師

子
師
曰
衆
獣
近
不
レ
得
僧
云
如
何
是
レ
師
子
兒
師
曰
能
ク
呑
二

父
母
ヲ一
者
云
既
ニ
是
衆
獣
近
不
レ
得
為
二
甚
麼
ト一
却
テ
被
ル二
兒
ニ
呑
一
豈
レ
不

レ
見
道
子
若
シ
哮
吼
ス
レ
ハ
祖
ニ
尽
ト
僧
云
尽
テ
後
如
何
師
曰
全
シ
テ
レ　

身
ヲ
帰
レ
父
ニ

�

（
58
ウ
）」

僧
云
未
審
シ
祖
尽
シ
時
父
帰
ニ二
何
所
ロ
ニ
一

師
曰
所
モ
亦
尽
ス
僧
云
前
来

為
カレ
甚
ト
道
全
シ
テ
レ

身
ヲ
帰
トレ
父
ニ
師
曰
譬
ハ
如
三
王
子
ノ
能
ク
成
カ二
一
国
之
事
ヲ一
又

曰
闍
黎
此
ノ
事
不
レ
得
二
孤
滞
ス
ル
コ
ト

一　
　

直
ニ
須
ク三
枯
木
上
ニ
更
ニ
擦
ス二
些
子
ノ
花
ヲ一

◯
第
六
十
八
則
（
二
十
八
丁
裏
～
二
十
九
丁
表
）

妙
浄
明
心　

＼
大
仏
頂
経
一
云
常
住
直
心
妙
浄
明
体
等
云　〻

万
派
◯
消　

＼
欲
了
庵
主
語
又
云
中
峰
禾
上
楞
厳
経
微

心
弁
見
或
問
六
条
第
五
ノ
答
ノ
終
曰
列
レ
ハ
二　�

陳　
　
也

群
峰
ヲ
於
五
嶽
ニ一
咸
ク

消
ス二
高
下
ノ
之
形
ヲ一
引
テ二
万
派
ヲ
於
四
溟
ニ一
共
ニ
失
二
浅
深
ノ
之
迹
ヲ一

◯
第
七
十
則
（
二
十
九
丁
裏
）

外
道　

＼
三
論
玄
云
夫
至
妙
虚
通
目
シ
テ
レ

之
ヲ
為
レ
道
ト
心
遊
二
道
外
ニ一

故
ニ
名
二
外
道
ト一� �

已　
　
上

百
論
疏
ニ
云
裁
ニ
起
ス二
一
毫
ノ
人
法
生
死
涅
槃
等
ノ

見
ヲ一
即
是
心
行
二
道
外
ヲ一
名
テ
為
二
外
道
ト一
又
法
蔵
ノ
十
二
門
論
疏
云�

（
59
オ
）

道
不
二
曽
テ
内
外
一
随
二
人
ノ
行
ニ一レ

道
ヲ
自
ラ
成
二
内
外
ヲ一
耳

不
問
有
無　

＼
唐
吉
蔵
法
師
百
論
疏
ノ
云
昔
有
二
梵
王
在
世
ニ一

説
二
七
十
二
字
ヲ一
以
教
二
世
間
ニ一
名
二
法
婁
書
ト一
世
間
ノ
敬
情
漸
ク
薄
シ
梵

王
貧
悋
ノ
心
起
テ
収
シ
テ
取
テ
呑
ムレ
之
ヲ
唯
阿
漚
ノ
両
字
従
二
口
両
辺
一
堕
地
ス

世
人
責
テレ
之
ヲ
以
テ
為
二
字
王
ト一
故
ニ
取
テ下
漚
字
上
置
二
四
韋
陀
首
メ
ニ
一

以
阿
字
ヲ

置
二
広
ク
主
経
ノ
初
ニ一�

上
之
下

六
号
左

噫
因
馬
斃　

＼
斯
語
甚
諦
当
何
ソ
客
擬
議
◯
荘
子
達
生
ニ
云

東
野
稷
以
レ
御
見
二
荘
公
ニ一
進
退
中
レ
縄
ニ
左
右
ノ
旋
中
レ
規
ニ
荘
公
以
テ

為
二
文
ニ
弗　一レ
過
也
使
二
之
ヲ
シ
テ
鉤
ス
ル
コ
ト
百
ニ
シ
テ
而
反
ル
顔
闔
遇
テレ
之
ニ
入
テ
見
ヘ
テ
曰

稷
カ
之
」

馬
将
ニ
敗
ン
ト
公
宻
ニ
シ
テ
而
不
レ
応
少
焉
ニ
シ
テ
果
シ
テ
敗
而
反
ヘ
ル
公
ノ
云
子
何

ヲ
以
カ
知
ル
」

レ
之
ヲ
曰
其
馬
力
竭
シ
テ
矣
而
ニ
猶
ヲ
求
焉
故
ニ
曰
ク
敗
已　
　
上

誤
謬
クレ
之
認

レ
之　

勿
レレ
斃
ル
コ
ト
吁
尚
カ
ナ
矣
斃
コ
ト
也�

　
（
59
ウ
）

（
七
十
一
則
、
二
十
九
丁
裏
～
三
十
丁
表
）

玄
機
一
発　

＼
弩
牙
機
発
如
世
所
知
須
検
釈
名
今
云
玄

機
百
乎
無
乎

邐
迆　

＼
因
循
也
又
連
接
也
又
逶
迆
哀
去
貌
作
隠
曰
委

蛇
ハ
面
掩
レ
地
ヲ
而
進
ム
若
二
蛇
ノ
形
一
云
云

上
器
一
槌　

＼
永
明
心
ノ
賦
ニ
云
如
三
王
ノ
索
二
一
推
（
鎚
ヵ
）ノ
之
器
ヲ一
言
下
全

通
ス
◯
註
曰
王
索
二
宝
器
ヲ一
須
ク二
是
一
椎
（
鎚
ヵ
）ニ

便
チ
成
ス一
第
二
第
三
ハ
鎚
不



翻
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レ
中
レ
進
諭
下
一
言
ノ
之
下
便
チ
契
フ二
無
生
ニ一
不
上レ

須
三
再
ヒ
問
テ
便
チ
落
二
陰
界
ニ一�

已上

不
中
ハ
不
可
ノ
俚
語
予�

也
今
按
ニ
大
般
若
経
第
十
一
分
巻
第

五
百
八
十
布
施
渡
多
分
仏
勅
二
舎
利
弗
ニ一
乃
至
又
満
慈
子

譬
ハ
如
金
師
ニ
有
レ
持
ス
ル
二

百
金
ヲ一
求
テ
授
二
其
金師

手
ニ一
語
曰
此
物
ハ
王
遺遣
シ
テ
付
ス

レ
汝
ニ
令
レ
造
ラ二
種
ノ々
妙
荘
厳
具
ヲ一
宜
ク二
急
ニ
用
意
シ
テ
一
月
ニ
使　一レ
成
如
レ
斯
不

レ
成
或
ハ
復
觕（
麁
）悪
ナ
ラ
ハ
当
ニレ
斬
二
汝
カ
首
ヲ一
定
不
ト二
相
赦
一
金
師
聞
已
テ
身
心
戦

�

（
60
オ
）」

怖
シ
昼
夜
精
勤
シ
テ
竭
二
思
ヲ
営
造
ニ一
未
三
曽
テ
暫
モ
起
サ二
諸
余
ノ
作
意
ヲ一
唯
作
二
是
ノ

念
ヲ一
我
当
ニ下
云
何
カ
如
ク二
王
ノ
所
期
ノ一
厳
具
ヲ
成
弁
ス上
其
人
乃
至
厳
具
未

成
ノ
中
間
雖
レ
有
ト二
飲
食
等
ノ
事
一
而
都
テ
不
レ
作
二
飲
食
等
ノ
想
ヲ一
但
於
二
金

所
ニ一
心
〻
相
続
シ
テ
思
コ
ト
レ

措（
搆
）シ
コ
ト
二　

変
易
シ
テ
作
ン
コ
ト
二　

荘
厳
ノ
具
ヲ
何
以
ノ
故
ニ
満
慈
子
彼
レ

極
愛
二
重
カ
自（
マ
マ
）
ノ
身
命
ヲ一
故
ニ
於
レ
是
ニ
金
師
如
レ
期
ノ
成
二
弁
妙
荘
厳
具
ヲ一
持
シ
テ

至
二
王
ノ
所
ニ一
而
白
シ
テ
レ

王
言
王
所
レ
遣
ルレ
作
妙
荘
厳
具
今
已
ニ
総
成
ス
王

見
テ
歓
喜
ナ
リ
慰
二
諭
彼
ヲ一
言
汝
大
ニ
勤
労
シ
テ
随
二
我
勅
一
応
ス
ト
二

十
二
月
一
営
搆
シ
テ

乃
成
シ
汝
一
月
中
即
能
総
シ
テ
弁
ス
遂
ニ
以
二
多
物
ヲ一
而
当
シ
テ
賜
ウレ
之
ヲ
云　
　
〻

◯
第
七
十
三
則
（
三
十
丁
表
～
裏
）

供
養　

＼
十
地
論
第
三
一　
　
下

一
切
供
養
者
有
二
三
種
供
養
一
一
ニ
ハ

者
利
養
供
養
謂
ク
衣
服
臥
具
等
二
ハ
者
恭
敬
供
養
謂
ク
香
花

旙
蓋
等
三
ハ
者
行
供
養
謂
ク
修
行
信
戒
等
又
功
徳
施
金
剛�

（
60
ウ
）

論
上
ニ�

九右
曰
云
何
復
名
二
有
尸
羅
□
□
義

戒
異
名�

者
ト一
過
去
生
ノ
中
ニ
見
二
無

量
仏
ニ一
咸
ク
供
養
カ
故
ニ
供
養
ニ
有
二
三
種
一
一
ニ
ハ
者
給
侍
左
右
二
ニ
ハ
者
厳
ニ

弁
二
所
須
ヲ一
三
ニハ
者
詢
二
承
シ
テ
法
要
ヲ一

能
ク
守
護
カ
故
ニ
名
テ
曰
二
尸
羅
ト一

謂
ク
善
ク
能
ク

守
カ二
六
情
根
ヲ一
故
ニ
彼
復
有
レ
三
云　
　
云

往
検

陛
下　

＼
漢
書
注
応
劭
曰
陛
ハ
者
升
堂
之
階
ナ
リ
王
ハ
者
必
ス
有
レ
執
二

兵
陳
ヲ
於
階
陛
ノ
之
側
一
群
臣
与ト
二
至
尊
一
言
不
二
敢
テ
指
斥
サ
故
ニ
呼
ブ下
在
二

陛
下
ニ一
者
ヲ上
而
告
レ
之
因
テレ
卑
ニ
達
ノレ
尊
之
意
ナ
リ
也
高
祖
五
年
諸
侯
上

疏
ニ
始
テ
称
ス二
陛
下
ト一�

已上
書
言
故
事
第
一
巻
云
云
又
酉
陽
雑
俎

前
一
秦
漢
以
来
於
二
天
子
ニ一
言
コ
ト
二　

陛
下
ト一
於
二
皇
太
子
ニ一
言
二
殿
下
ト一
将
ニ
ハ

言
フ二
麾
下
ト一
使
者
ニ
ハ
言
二
節
下
轂
下
ト一
二
千
石
ノ
長
吏
ニ
ハ
言
二
閣
下
ト一
父
母
ニ
ハ

言
二
膝
下
ト一
通
類
ニ
ハ
相
ヒ二
言
於
足
下
ヲ一

偶
爾
成
文　

＼
大
涅
槃
経
第
二
末
抄
説
二
新
旧
医
用
乳
分�

（
61
オ
）

別
ヲ一
旧
医
用
乳
ハ
未
レ
知
二
其
法
ヲ一
執
ス二
我
常
住
ヲ一
新
医
知
用
含
乳
ノ
之

時
於
二
冷
病
ニ一
捨
シ
於
二
熱
病
ニ一
用
ユ
仏
モ
亦
如
レ
是
始
鹿
野
苑
ニ
捨
シ二
常
住
ノ

乳
ヲ一
跋
堤
河
辺
ニ
用
ユ二
常
住
ノ
乳
ヲ一
外
道
旧
医
ハ
于
二
常
住
ノ
乳
ニ一
恰
モ
如
シ下
蝕

木
ノ
虫
ノ
作
ト
モ
二

文
字
ヲ一
不
カ上レ

識
二
字
ヲ
不
カ一
云
云

＼
広
説
而
今
韓
愈
仏
光
非
ノ
言
恰
モ
如
シ下
虫
蝕
ノ
偶
爾
ト
シ
テ
成
カ上レ

文
ヲ
彼
終
ニ

不
レ
知
而
モ
珊
瑚
暈
彼
此
共
ニ
徹
ス
莫
錯
莫
錯

◯
第
七
十
四
則
（
三
十
丁
裏
～
三
十
一
丁
表
）

七
仏
儀
式
＼
仏
祖
単
伝
ノ
粥
飯
四
仮
皆
是
七
仏
儀
式
也
所

謂
七
仏
正
法
ノ
本
末
究
竟
円
相
ノ
ミ
耳
而
今
仏
祖
ノ
増
一
阿
含

経
四
十
二
巻

云
阿
難ナ
ン

白
シ
テ
レ

仏
言
ク
如
来
モ
亦
タ
説
キ下
過
去
恒
沙
ノ
諸
仏
ノ
取
ル二
滅

度
ヲ一
者
ヲ上
如
来
モ
亦
知
ル二
当
来
恒
沙
ノ
諸
仏
ノ
方
便
来
者
ヲ一
如
来
何
ノ
故
ソ

不
シ
テ

レ

記
二
爾
許
ノ
仏
ノ
所
造
ヲ一
今
但
説
カ二
七
仏
本
末
ヲ一
仏
告
二
阿
難
カ一
皆
有
カ二

�

（
61
ウ
）」
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因
縁
ノ
本
末
一
故
ニ
如
来
説
キ二
七
仏
ノ
本
末
ヲ一
過
去
恒
沙
ノ
諸
仏
モ
亦
説
キ二

七
仏
ノ
本
末
ヲ一
将
来
弥
勒
ノ
之
徒
モ
当
ニレ
記
ス二
七
仏
本
末
ヲ一
若
モ二
師
子（

応
ヵ
）

如
来
出
世
ノ
時
ノ一
亦
当
ニレ
記
ス二
七
仏
ノ
本
末
ヲ一
若
モ二
柔
順ジ
ュ
ン仏

出
世
ノ
時
ノ一
亦

当
ニレ
記
ス二
七
仏
ノ
本
末
ヲ
若
モ下
光
焔
仏
出
現
ス
ル
世
ニ一
亦
当
ニレ
説
二
七
仏
之
名

号
ヲ一
若
モ下
無
垢
仏
出
―二
現
ス
ル
世
ニ一
時
上
亦
当
ニレ
記
ス二
迦
葉
仏
ノ
之
本
末
ヲ一
若
モ下
宝

光
仏
出
―二
現
ス
ル
世
ニ一
時
上
亦
当
ニレ
記
ス二
釈
迦
文
之
本
末
ヲ一
由
ル二
此
因
縁
ニ一
故
ニ

如
来
ハ
記
ス
ル
ノ
ミ

二　
　

七
仏
ノ
名
号
ヲ一
爾
余
外
ノ
経
疏
如
シ二
別
処
ニ
誌
カ一

弟
子　

＼
浄
名
経
弟
子
品
天
台
疏
夫
レ
師
ニ
有
二
匠
成
之
能
一
学

者
ニ
有
二
資
禀
之
徳
一
資
ハ
則
捨
レ
父
従
ヒレ
師
ヲ
敬モ
ト
ム
ル
コ
ト

レ　
　

師
ヲ
如
シレ
父
ノ
師
之
謙
譲

処
ル
コ
ト
レ　

資
ニ
如
シレ
弟
ノ
故
ニ
夫
子
先進

曰
回
ヤ
也
処
ル
コ
ト
レ　

余
ニ
如
レ
父
余
ヤ
也
処
ル
コ
ト
一　
　

回
ニ
如
シ

レ
弟
ノ
今
身
子
ノ
之
徒
従
ヒレ
仏
受
学
ス
即
是
レ
師
資
ナ
リ
故
ニ
名
二
弟
子
ト一
云
云

又
南
山
行
事
鈔
会本

上
三
之
巻
三下

云
弟
子
学
レ
在
二
我
後
ニ一
名
テ�

（
62
オ
）

レ
之
ヲ
為
レ
弟
ト
解
従
レ
我
生
ス
名
テレ
之
ヲ
為
レ
子
資
持
記
ニ
云
資
名
中
以
レ
師

望
レ
資
ニ
猶
レ
子
以
テレ
資
ヲ
望
ニレ
師
ヲ
如
クレ
兄
ノ
如
シレ
父
ノ
祖
師
ノ
義
釈
独
出
二
今
文
ニ一

諸
宗
ノ
製
撰
率
子
多
ク
承
用
ユ
已上

業
疏
ト
記
ト
同
シ
元
照
比
丘
豈
ニ
不
カレ
見
二

台
疏
一
乎
抑
党
ス
ル
二

南
山
ニ一
乎

正
面
至
緩
歩　

＼
宜
クレ
披
二
検
ス
僧
祇
等
ノ
四
律
善
見
等
ノ
二
論
ヲ一
今

且
ク
引
ハレ
之
大
般
若
◯
多
経
第
三
百
二
十
六
巻
不
退
転
品

第
四
十
九
之
二
初左

曰
復
次
ニ
善
現
告
不
退
転
位
菩
◯
薩
ハ

入
出
往
来
心
不
二
迷
謬
セ一
恒
時
ニ
安
二
住
シ
テ
正
念
正
智
ニ一
進
止
威
儀

行
住
坐
臥
挙
足
下
足
亦
復
如
是
諸
所
遊
履
必
観
其
地

安
祥
ト
シ
テ
繋
ケレ
念
ヲ
直
視
而
運
動
語
言
甞
無
シ二
卒
暴
一
善
現
若
シ
成
二
就

如
レ
是
諸
ノ
行
状
相
ヲ一
当
ニレ
知
是
為
二
不
退
轉
◯
薩
ト一

◯
第
七
十
五
則
（
三
十
一
丁
表
～
裏
）�

（
62
ウ
）

不
審　

＼
問
訊
ノ
略
法
南
海
寄
帰
伝
第
三
巻
十
六
号
右

言
ハ二
和
南
ト一
者

梵
云
二
畔
睇
ト一
或
ハ
云
二
畔
憚
南
ト一
訳
シ
テ
為
二
敬
礼
ト一
◯
合
掌
低
頭
シ
テ
口
ニ
云
ク二

畔
睇
ト一
故
ニ
経
ニ
云
ト二
或
復
但
合
掌
乃
至
小
低
頭
ト一
即
是
致
敬
也

南
人
不
審
依
ト
シ
テ
合
フレ
度
ニ
向
ニ
便
ハ下
改
テ二
不
審
ヲ一

為
中
畔
睇
ト上
斯
レ
ハ
乃
チ
全
ク
同
フ
ス
二　

律
教
ニ一
矣
僧
史
略
云　云

○
第
七
十
七
則
（
三
十
一
丁
裏
～
三
十
二
丁
表
）

閙
市
裏
天
子　

＼
会
元
第
五
夾
山
章
四
十
九
下

云
上
堂
百
草
頭
ニ

薦
二
取
シ
老
僧
ヲ一
閙
市
裡
ニ
識
二
取
ス
天
子
ヲ一
時
虎
頭
上
座
参
云　
　
云

往
検
セ
ヨ

席
帽　

＼
寒
山
曰
聞
道
愁
難
遣
斯
言
謂
フレ
不
トレ
真
昨
朝
曽
趁

却
ス
レ
ハ
今
日
又
纏
レ
身
ニ
月
尽
ト
モ
愁
難
レ
尽
年
新
ハ
愁
更
ニ
新
ナ
リ
誰
カ
知
ン
蓆
帽

下
元
是
昔
愁
ノ
人
王
衍
在
レ
蜀
ニ
好
ム二
私
行
ヲ一
恐
人
ノ
識
ル
コ
ト
ヲ

レ　
　

之
今
三
民
ヲ
載
二

大
帽
ヲ一
則
世
俗
之
ヲ
謂
フレ
戴
ト二
蓆
帽
ヲ一
始
二
敬
王
衍
ヨ
リ
一

也�

（
63
オ
）

◯
第
七
十
八
則
（
三
十
二
丁
表
～
裏
）

掩
黒
豆　

＼
黒
ノ
豆
ハ
所
謂
文
字
也
掩
ハ
覆
シ
也
自
己
覆
二
文
字
一
耳

又
云
掩
ハ

ト
同
礼
ノ
表
記
ニ
云
篤
以
不
レ

註
ニ

猶
レ
困
也
疏
ニ
云

君
子
篤
厚
ニ
シ
テ
不
レ
便
三

逼
シ
テ
被
二
困
追
一
也
已上

困ツ
カ
ル二

文
字
也
一
困
追
困

窮
無
ノ
ミ
二

通
達
一

◯
第
七
十
九
則
（
三
十
二
丁
裏
～
三
十
三
丁
表
）

得
者
不
軽
微　

＼
雲
居
禾
上
章
云
得
者
◯
微
明
者
ハ
不
レ
賤

レ
用
識
者
ハ
不
二
咨
嗟
一
解
者
ハ
無
シ二
厭
悪
一
従
レ
天
降
下
ス
レ
ハ
則
貧
窮
従
リレ
地



翻
刻
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

四
九

湧
出
ス
レ
ハ
則
富
貴
ナ
リ
門
裡
出
レ
身
ヲ
身
裡
出
レ
門
ヲ
難
動
則
埋
二
身
ヲ
千
丈
ニ一

不
動
則
当
処
ニ
生
スレ
苗
ヲ
一
言
廻
脱
独
抜
ス
当
時
言
語
不
レ
要
多

多
レ
ハ
則
無
二
用
処
云　
　
云

広
説
会
元
十
三
◯
行
仏
巻
末
引
二
初
二
語
ヲ一

九
淵　

＼
列
子
黄
帝
云
鯢
旋
之
潘
モ
為
レ
淵
ト
止
水
流
水
濫
水�

（
63
ウ
）

沃
水
雍
水
氿
音軌

水
汧
水
肥
水
之
潘
モ
為
レ
淵
是
ヲ
為
二
九
淵
ト一
焉

疋
云
云
往
検
須
知
（
巻
上
第
四
十
九
則
・『
参
註
』「
唯
仏
与
仏
」
巻
参
照
）

箭
鋒
相
拄　

＼
列
子
湯
問
張氏

註
本
二
十
二
上

（
巻
上
第
五
十
四
則
参
照
）

噛
鏃　

＼
瑯
淈
代
酔
第
十
八
巻
云
督
君
謨
善
レ
射
ヲ
閉
レ
目
ヲ
而

射
ニ
応
シ
テ
レ　

口
ニ
而
中
有
二
王
霊
智
ナ
ル
一　

者
学
二
其
法
ヲ一
曲
ニ
尽
ス
其
妙
ヲ一
欲
レ
射
ン
ト
二　

君

謨
ヲ一
君
謨
時
ニ
無
二
弓
矢
一
執
二
一
短
刀
ヲ一
矢
来
ハ
輒
撃
ス
折
末
後
ノ
一
失
（
矢
ヵ
）ハ

以
レ
口
ヲ
承
レ
之
遂
ニ
囓
二
其
鏃
ヲ一
謂
二
霊
智
一
曰
学
コ
ト
レ　

射
ヲ
三
年
但
末
ノ
ミ
レ　

教
二
汝
ニ

囓
鏃
ノ
法
ヲ一
耳

◯
第
八
十
則
（
原
、
行
間
上
部
ニ
補
記
、
三
十
三
丁
表
～
裏
）

落
草
慈
悲　

＼
雲
門
本
録
中
巻
語
要
ニ
師
一
日
云
古
来
ノ
老

宿
皆
為
ノ二
慈
悲
一
之
故
ニ
有
二
落
草
ノ
之
談
一
随
レ
語
ニ
識
レ
人
ヲ
云
云

◯
第
八
十
（
二
ヵ
）一

則
（
三
三
丁
裏
～
三
十
四
丁
表
〈
八
十
二
則
〉）

阿

阿
　

＼
古
拾
遺
ニ
曰
古
語
ニ
事
之
甚
タ
切
ナ
ル
ヲ
皆
ナ
称
二
阿
ト一�

云　
　
云

�

（
64
オ
）」

◯
第
八
十（
三
ヵ
）

二
則
（
三
十
四
丁
表
～
裏
〈
八
十
三
則
〉）

舀
水　

＼
舀
ハ
伊
皎
ノ
切
音
遥
上
声
説
文
ニ

レ
臼
ニ
也
挹
レ
彼
ヲ
往
ニレ
此
ニ

謂
二
之
ヲ
舀
ト一　

正
字
通
未
集
下
臼
ノ
部

◯
第
八
十
四
則
（
三
十
四
丁
裏
）

一
出
六
出　

＼
伝
灯
録
十
四
巻
二
十
二
下

雲
岩
大
師
章
薬
山
乃

又
問
聞
汝
解
レ
弄
コ
ト
二

師
子
ヲ一
是
ヤ
否
ヤ
師
曰
是
曰
弄
二
得
幾
一
出
ヤ
師
曰

弄
二
得
シ
六
ヲ一
出
ス
曰
我
モ
亦
タ
弄
シ
得
タ
リ
師
曰
和
尚
弄
シ二
得
幾
一
出
ス
ヤ
曰
我
弄
シ二

得
一
ヲ一
出
ス
師
曰
一
即
六
々
即
一
師
後
到
二
潙
山
ニ一

◯
第
八
十
五
則
（
三
十
四
丁
裏
～
三
十
五
丁
表
）

摩
尼
珠　

＼
大
智
度
論
第
五
十
九
巻
云
有
ヵ
言
ク
摩
尼
宝
ハ
者

従
リ二
龍
王
ノ
脳
中
一
出
ス
有
曰
是
レ
帝
釈
所
レ
執
金
剛
ナ
リ
用
テ
与
二
阿
修
羅
ト一

闘
フ
時
砕
テ
落
ツ二
閻
浮
提
ニ一
有
人
曰
諸
ノ
過
去
ノ
久
遠
ノ
仏
ノ
舎
利
ナ
リ
法
既ス
テ
ニ

�

（
64
ウ
）」

滅
尽
ス
也
舎
利
変
シ
テ
成
二
此
珠
一
以
テ
益
ニ二
衆
生
ニ一
有
人
ノ
言
衆
生
福
因

縁
ノ
故
ニ
自
然
ニ
有
二
此
ノ
珠
一
譬
ハ
如
シ下
罪
因
縁
ノ
故
ニ
地
獄
中
ニ
自
然
有
カ中
治
フ
ル
ノ

レ
罪
ヲ
之
器
上
此
ノ
宝
ヲ
名
ク二
如
意
ト一
無
レ
有
コ
ト
二　

定
色
一
清
徹
軽
妙
ナ
リ
四
天
下
ノ
物

皆
悉
ク
照
現
ス
如
意
宝
珠
ノ
形
貌
出
二

第
二
十
二
巻
ニ一

二
十
六
下

云
云
往
検
◯
荘
厳
経イ
ハ
ク曰月

光

摩
尼
宝
◯
如
意
摩
尼
宝
◯
持
海
摩
尼
宝
◯
如
意
摩
尼
宝
持
海

摩
尼
宝
◯
正
ク
末
尼
ト一
珠
ノ
之
総
名
ナ
リ
此
ニ
云
二
離
垢
ト一
此
ノ
宝
不
ハ
ナ
リ

下　

為
二
垢

染
ノ一
処
上レ

染
又
名
二
増
長
ト一
有
ル二
此
宝
一
処
ハ
増
二
長
ス
威
徳
ヲ一
又
大
毘
盧
遮

那
経
第
七
ニ
曰
浄
菩
提
心
如
意
宝
ハ
満
二
世
出
世
勝
希
有
ヲ一
同

疏
第
五
曰
摩
尼
珠
ハ
円
明
ニ
シ
テ
照
徹
シ
能
ク
出
二
生
シ
衆
物
ヲ一
給
二
施
衆
人
ニ一

此
ハ
是
レ
覚
宝
四
摂
利
它
之
像
ナ
リ
又
花
厳
経
第
三
十
四
巻
宝

王
如
来
性
起
品
第
三
十
二
探
玄
記
第
十
六
巻
十六

初
釈

名
者
宝
王
ハ
是
レ
摩
尼
宝
珠
ナ
リ
最
可
シ二
珍
貴
一
也
云
〻
文
甚
広
博�

（
65
オ
）

往
検
須
レ
知



翻
刻
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三
百
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方
語
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』（
二
）（
秋
津
）

五
〇

如
来
蔵　

＼
四
巻
楞
厳
経
曰
大
慧
白
シ
テ
レ

仏
ニ
言
ク
世
尊
修
多
羅
ニ

説
ク下
如
来
蔵
ハ
自
性
清
浄
ナ
リ
転
シ
テ
二

三
十
二
相
ヲ一
入
ル
コ
ト

二　

於
一
切
衆
生
身

中
ニ一
如
シ二
大
価
宝
垢
衣
所
カ一レ

纒
如
来
之
蔵
常
住
不
変
ナ
ル
モ
亦
復
如

レ
是
而
陰
界
入
ノ
垢
衣
ニ
所
纒
貪
欲
瞋
恚
不
実
妄
想
塵
労
ニ
所

レ
汚
一
切
諸
仏
ノ
之
所
ナ
リ
ト
中　

演
説
ス
コ
ト
上　

云
何
ソ
世
尊
同
ク二
外
道
ノ
説
ニ一レ

我
ヲ
言
ヤレ
有
ト二

如
来
蔵
一
耶
世
尊
外
道
モ
亦
説
ク下
有
リ二
常
作
者
一
離
テ二
於
求
那
此
云
徳

周

遍
シ
テ
不
ト上レ

滅
世
尊
彼
モ
説
ナ
リ
レ　

有
レ
我
仏
告
二
大
慧
ニ一
我
説
二
如
来
蔵
ト一
不
レ
同
二

外
道
所
説
ノ
之
我
ニ一
大
慧
自
ラ
明
ヨ二
空
無
相
無
願
如
来
真
際
法

性
法
身
涅
槃
離
自
性
不
生
不
滅
本
来
寂
静
自
性
涅
槃

如
是
等
ノ
句
ヲ一
説
二
如
来
蔵
ヲ一
已
ヌ
如
来
応
供
等
正
覚
為
レ
断
カ三
愚
夫
ノ

畏
ル
ヲ
二

無
我
ノ
句
ヲ一
故
ニ
説
二
離
妄
想
無
所
有
境
界
如
来
蔵
門
ヲ一
大
慧�

（
65
ウ
）

未
来
現
在
菩
◯
薩
亦
不
レ
応
レ
作
ス二
我
見
ノ
計
著
ヲ一
乃
至
如
来
於
二

法
無
我
ニ一
離
二
一
切
ノ
妄
想
ヲ一
以
二
種
ノ々
智
慧
善
巧
方
便
ヲ一
成
（
或
ヵ
）ハ二
説
如

来
蔵
ト一
或
ハ
説
二
無
我
ト一
以
ノ二
是
ノ
因
縁
ヲ一
故
ニ
説
二
如
来
蔵
ト一
不
レ
同
二
外
道
所

説
ノ
之
我
ニ一
是
ヲ
名
レ
説
二
如
来
蔵
ヲ一
開
―二
引
ス
ル
計
ス
ル
レ

我
ヲ
諸
ノ
外
道
ヲ一

故
ニ
説
二
如
来

蔵
ト一
令
ム下
離
レ二
不
実
我
見
妄
想
ヲ一
入
テ二
三
解
脱
門
ノ
境
界
ヲ一
希
望
ノ
疾
コ
ト
得
中

阿
耨
菩
提
ヲ上
是
ノ
故
ニ
如
来
作
三
如
レ
是
ノ
説
コ
ト
ヲ
二　

如
来
蔵
ヲ一
若
ン
不
ン
バ
レ

如
レ
是
則

同
シ二
外
道
ト一
是
ノ
故
ニ
大
慧
為
ニレ
離
ン
カ
二

外
道
ノ
見
ヲ一
当
依
リ二
無
我
如
来
蔵
ニ一�

已　上　

論
家
之
説
往
検
須
レ
知

◯
第
八
十
六
則
（
三
十
五
丁
表
～
裏
）

伎
倆　

＼
書
言
故
事
云
人
智
計
曰
二
伎
倆
ト一�

十二

人
物
志
流
業

篇
曰
法
家
之
流
不
レ
能
二
創
思
遠
図
コ
ト
一

而
能
ク
受
一
官
之
任
ヲ
錯

レ
意
施
レ
巧
是
ヲ一
謂
ク二
伎
倆
ト一�

（
66
オ
）

狸
奴　

＼
韻
ナ
リ
府
ハ
狸
奴
ハ
猫
也
畜
レ
家
故
ニ
曰
レ
奴
ト

◯
第
八
十
七
則
（
三
十
五
丁
裏
～
三
十
六
丁
表
）

金
峯
章　

＼
餅
法
詳
二
于
僧
祇
律
第
二
十
九
巻
ニ一�

十
二
号
上

已
下　

餬
餅　

＼
劉
熙
釈
名
第
四
飲
食
ニ
十一

云
餅
ハ
幷
ナ
リ
也
溲
シ
テ
レ

麫
ヲ
使
二
合

幷
一
也
胡
餅
ハ
作
二
之
ヲ
大
漫
沍
ニ一
也
言
ハ
以
二
胡
麻
ヲ一
著
レ
上
ニ
也
又
祖
庭

事
苑
云
云

◯
第
八
十
八
則
（
三
十
六
丁
表
～
裏
）

飽
学
措
大　

＼
祖
庭
事
苑
云
措
ハ
倉
故
ノ
切
置
也
措
二
置
天
下
ノ

之
大
ヲ一
者
也
一
資
暇
録
ニ
云
措
大
措
多
誤
テ
作
レ
醋
ニ
非
ナ
リ
也
止
タ
当
ニ

レ
作
レ
措
ニ
以
三
其
能
挙
―二
措
ス
ル
ヲ
大
事
ヲ一
也
已　
　
上

今
按
睦
庵
及
ヒ
李
済
翁
之

説
蓋
ナ
リ
不
レ
親
レ
此
ニ
按
ニ
五
雑
爼
第
十
一
八下

曰
今
人
以
二
秀
才
ヲ一
為
二

措
大
ト一
措
ハ
者
醋
ナ
リ
也
蓋
シ
取
ル二
寒
酸
之
味
ヲ一
云
云
已上

相
―二
応
コ
ト
飽
学
ノ
之

�

（
66
ウ
）」

二
字
ニ一
者
須
レ
知

途
中
受
用
世
諦
流
布　

＼
受
用
ハ
本
分
ナ
リ
流
布
ハ
失
レ
分
所
謂
真

苦
二
諦
ノ
ミ
而
已
仏
言
仁
王
経

二
諦
品

無
相
勝
義
諦
体
非
二
自
他
ノ
作
ニ一
因

縁
如
幻
ノ
有
亦
非
二
自
他
ノ
作
ニ一�

上
二
句
真

下
十
字
俗

法
性
本
ト
無
性
勝
義
諦
空

如
真諦

諸
有
幻
有
ノ
法
俗諦

無
無
諦
実
無
寂
滅
勝
義
空
ナ
リ
真諦

諸

法
因
縁
有
有
無
ノ
義
如
シレ
是
俗諦

有
無
本
自ヲ

二
ナ
リ
譬
バ
如
二
牛
ノ
二
角
ノ一

照
解
見
ル二
無
二
ヲ
二
諦
常
ニ
不
即
自
下
更
ニ
有
二
五
行
ノ
廿句

偈
二
有
毎

本
自
二
ナ
リ
四
句
明
二
体
一
二
ヲ一
一
句
ハ
諦
ノ
体
ナ
リ
俗
有
真
無
ナ
リ
故
ニ
云
二
有



翻
刻
『
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三
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語
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二
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秋
津
）

五
一

無
ト一

従
本
已
来
性
相
依
持
シ
テ
体
非
二
即
離
ニ一
故
ニ
云
二
自
二
ト一

譬-

如
シ
句
ハ

者
謂
ク
真
俗
諦
若
ナ
リ
俗
智
縁
ス
故（
マ
マ
）
ス
見
レ
二
ヲ
也
照
解
ノ
句
ハ
者
明
シ
テ
二

其
真

智
離
レ
相
ヲ
絶
コ
ト
ヲ

一レ　
　

待
証
無
二
也
不
即
ノ
句
ハ
者
謂
ク
由
テ二
証
解
ニ
無
ナ
リ
二

二
相

也
若
シ
真
俗
有
ナ
ラ
ハ
二
可
二
相
シ
即
ス一
真
俗
ノ
諦
無
ナ
リ
二
無
レ
所
レ
即
ス
ル
良
賁
註

�

（
67
オ
）」

解
記
要
可
ハレ
知
今
云
ハ二
相
即
ト一
外
計
是
也
更
ニ
見
二
大
乗
義
章
及
ヒ

法
苑
義
章
第
二
末
六
右
至
尾

等
為
ヲ二
休
糧
ノ
方
ト一

不
義
不
防　

＼
天
童
宏
智
拈
香
厳
樹
上
語
曰
虎
頭
上
座

是
レ
箇
ノ
悪
賊
ナ
リ
用
二
無
義
ノ
手
ヲ一
打
ス二
不
防
ノ
家
ヲ一
直
繞
本
色
ノ
作
家
ナ
ル
モ
往
々

做
手
脚
不
弁
云
云

◯
第
八
十
九
則
（
三
十
六
丁
裏
～
三
十
七
丁
表
）

清
波
無
透
路　

＼
雲（
門
ヵ
）
問
録
第
一
巻
一
号
下

対
機
三
百
二

十
則�
有
テレ
官
問

仏
法
ハ
如
シ
ト
二

水
中
ノ
月
ノ一
是
ヤ
否
ヤ
師
云
清
波
無
シ二
透
路
一
進
云
和
尚
従
カ

レ
何
得
タ
ル
師
云
再
問
復
タ
何
ヨ
リ
来
ル
進
云
正
与
麼
ノ
時
如
何
ン
師
云
重

疊
タ
リ
関
山
ノ
路

○
九
十
二
則
（
三
十
七
丁
裏
）

乂
安　

＼
乂
魚
既
切
音
詣
又
爾
疋
乂
治
也
書
康
誥
惟
民�

（
67
ウ
）

其
康
乂
云
云

五
岳　

＼
爾
疋
釈
山
下
云
江
南
ノ
華
花
陰
山

河
曲
ノ
岳
呉岳

河
東
ノ
岱

岱
崇
ハ

泰
山�

河
北
ノ
恒
北
嶽
恒
山

江
南
ノ
衡
衡
山
ハ

南
岳

周
礼
職
方
氏
云
二
山
鎮
ヲ一
鄭
註
ニ

云
鎮
名
山
安
二
地
徳
ヲ一
者
也
大
司
楽
云
五
岳
云
云
又
爾
疋

同
五
号
下

泰
山
ヲ
為
二
東
岳
ト一
華
山
ヲ
為
二
西
岳
ト一
霍
山
ヲ
為
二
南
岳
ト一
恒
山
ヲ
為
二
北

岳
ト一
嵩
高
為
二
中
岳
ト一
註
疏
云
云

九
州　

＼
又
曰
両
河
ノ
間
ヲ
曰
二
冀
州
ト一
河
南
ヲ
曰
二
予
州
ト一
河
西
ヲ
曰
二
雝

州
ト一

漢
南
ヲ
曰
二
荊
州
ト一

江
南
ヲ
曰
二
楊
州
ト一

済
河
ノ
間
ヲ
曰
二
兗
州
ト一

済
東
ヲ
曰
二

徐
州
ト一
燕
ヲ
曰
二
幽
州
ト一
斉
ヲ
曰
二
営
州
ト一
九
州
ナ
リ
註
疏
今
略
ス

八
風　

＼
内
経
霊
枢
云
四
方
四
雅
之
風
謂
二
之
ヲ
八
風
ト一�

已上
天

親
造
ノ
仏
地
論
ニ
云
得
二
可
意
事
一
名
利
ト
失
ス二
可
意
ノ
事
ヲ一
名
レ
衰
ト
不
現

前
ニ
誹
撥
ヲ
名
レ
毀
ト
不
現
前
ニ
讃
美
ヲ
名
レ
誉
ト
現
前
ニ
讃
―
美
ヲ一

名
レ
称
ト
現
―
前
ニ

�

（
68
オ
）」

誹
撥
ヲ
名
レ
譏
ト
逼
二
悩
ヲ
身
心
ヲ一
名
レ
苦
ト
適
二
悦
ヲ
身
心
ヲ一
名
楽
ト
已上

起
信
義

論
下
末
ニ
二
十
一
上

利
ハ
謂
ク
財
栄
潤
シレ
己
ヲ
衰
ハ
謂
ク
損
耗
侵
陵
ス
毀
ハ
謂
ク
越
テレ
過
ヲ

凶
毀
ス
誉
ハ
謂
ク
越
テレ
徳
ヲ
而
難
（
歎
ヵ
）ス
称
ハ
謂
ク
依
テ二
実
徳
ニ一
讃
ス
譏
ハ
謂
ク
依
テ二
実
過
ニ一
論
ミ
ナ

苦
ハ
謂
ク
逼
迫
侵
レ
形
ヲ
楽
ハ
謂
ク
心
神
適
悦
ス

○
第
九
十
三
則
（
三
十
七
丁
裏
～
三
十
八
丁
表
）

菩
提
非
等　

＼
六
祖
及
南
岳
聻

袖
裡
金
椎
暗
動　

＼
林
間
録
上
四
十
七
号

云
逹
観
禅
師
甞
テ
竊
ニ
笑
フ二

禅
者
ノ
不
コ
ト
ヲ
一レ

問
下
義
理
ヲ上
如
ハ三
宗
門
ニ
有
カ二
四
種
ノ
蔵
鋒
一
初
ニ
曰
二
就
理
ト一

次
ニ
曰
二

就
事
ト一
至
ハ二
於
理
事
俱
蔵
ニ一
則
曰
二
入
就
ト一
俱
不
レ
渉
二
理
事
ニ一
則
曰
二
出

就
ト一

彼
レ
不
レ
視
二
字
画
ヲ一

輒
ク
易
テ二
就
理
ヲ一

作
二
袖
裡
ト一

易
テ二
出
就
ヲ一

作
二
出
袖
ト一

易
テ二

入
就
ヲ一
作
二
入
袖
ト一
就
事
ト
不
ハレ
可
レ
易
也
則
令
レ
之
ヲ
今
徳
山
四
家
録
ニ

所
レ
載
具
ニ
存
ス
使
丁
晩
生
末
学
ヲ
シ
テ
疑
ハ丙
長
老
ノ
袖
中
ニ
必
ス
有
カ乙
一
物
ノ
出
入

�

（
68
ウ
）」

往
来
甲
大
ニ
可
笑
也
晦
堂
老
人
見
二
禅
者
ノ
汗
漫
ヲ一
則
笑
曰
彼
出



翻
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津
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五
二

家
シ
テ
便
依
下
誦
八
陽
経
ヲ一
者
ヲ上
為
レ
師
ト
矣
其
見
聞
必
有
二
淵
源
已上

瀑

泉
集
事
苑
亦
爾
引
証
達
観
録
云
云
二
巻
三下

往
検
而
今

不
レ
収
将
錯
就
錯

○
第
九
十
四
則
（
三
十
八
丁
表
～
裏
）

大
海
不
宿　

＼
花
厳
経
初
会
ニ
五
海
ト
一
ニ
ハ
一
切
諸
ノ
世
界
海

二
ニ
ハ
一
切
衆
生
海
三
ニ
ハ
性
界
業
海
四
ニ
ハ
一
切
衆
生
欲
楽
諸
根

海
五
ニ
ハ
一
切
三
世
諸
仏
海
寄
三
乗

教
説
レ
五

観
ノ二
彼
ノ
五
海
ヲ一
以
説
二
十
智
ヲ一�

云　
　
云

孔
目
章
第

一
巻
七
左

又
八右

今
此
世
界
海
上（
下
ヵ
）

千
浅
深
略
シ
テ
有
二
三
種
一

三
ニ
ハ
蓮
華
蔵
世
界
海
等
已
去
尽
ク
仏
境
界
ナ
リ
為
二
第
三
類
ト一
如
キレ
是

等
ノ
類
ノ
世
界
海
有
二
十
種
ノ
事
一
去
来
今
仏
ノ
之
所
二
演
説
ス
ル
一

一
ニ
謂
ク
説

世
界
海
二
ニ
起
具
因
縁
世
世
界
海
三
ニ
住
世
界
海
四
ニ
形
世�

（
69
オ
）

界
海
五
ニ
体
世
界
海
六
ニ
荘
厳
世
界
海
七
ニ
清
浄
世
界
海
八
ニ

如
来
出
世
界
海
九
ニ
劫
世
界
海
十
ニ
壊
方
便
世
界
海
云
云

大
智
度
論
第
一
如
レ
是
ノ
下
ニ
云
仏
法
ノ
大
海
ニ
ハ
以
レ
信
ヲ
為
二
能
入
ト一
以

レ
智
ヲ
為
二
能
度
ト一
又
廿
二
巻
十
五
号
左

云
衆
僧
大
海
ノ
中
ニ
ハ
結
戒
ヲ
為
二
畔
際
ト一

若
シ
有
レ
ハ
二�

破
戒
ノ
者
一
終
ニ
不
レ
在
二
僧
数
ニ一
譬
ハ
如
下
大
海
水
不
カ中
共
ニ二
死
屍
宿
上

海
八
徳
経
及
大
涅
槃
経
三
十
二
巻
華
厳
経
三
十
九
巻

十七

説
二
十
種
徳
ヲ一
其
第
二
徳
ハ
不
宿
死
屍
十
地
論
十
二
巻
云

二
ニ
浄
功
徳
如
シレ
経
ノ
不
受
死
屍
涅
槃
八
ノ
徳
即
在
二
第
七
ニ一
海
八

徳
経
ニ
其
第
三
徳
ニ
云
海
ハ
含
二
衆
宝
ヲ一
靡
シレ
所
レ
不
ルレ
包
死
屍
臭
朽
海

不
レ
容
焉
神
風
吹
漂
シ
テ
上
二
岸
ノ
之
辺
ニ一

包
含
万
有　

＼
如
来
蔵
四
義
ノ
第
二
ナ
リ
也
万
有
者
ハ
大
智
度
論

第
十
三
ニ
一左

云
若
人
求
二
大
善
利
ヲ一
当
ニ下
堅
―二
持
ス
ル
コ
ト
戒
ヲ一
如
シレ
惜
カ二
重
宝
ヲ一
如
ス中

�

（
69
ウ
）」

レ
護
ス
ル
ヲ

二　

身
命
ヲ
何
ヲ
以
ノ
故
ニ
譬
如
シ下
大
地
ノ
一
切
ノ
万
物
有
形
ノ
之
類
皆
依

レ
地
ニ
而
住
カ上
戒
モ
亦
如
レ
是
戒
ヲ
為
二
一
切
善
法
住
処
ト一�

已上

今
但
取
ル
ノ
ミ

二　

万

物
有
形
ノ
文
ヲ一
耳
而
有
人
引
下
娑
婆
論
ニ
云
ヲ中
有
ハ
是
レ
何
ノ
義
ソ
謂
ク
一
切

有
漏
ノ
法
是
ナ
リ
仏
ヲ
言
若
業
能
令
ヲ二
後
生
ヲ
続
生
一
是
ヲ
名
テ
為
ト上
有
ト
尽
シ
不
二

無
当
ナ
ラ
一

○
第
九
十
八
則
（
三
十
九
丁
裏
）

浅
則
掲
等　

＼
詩
経
邶
風
匏
有
苦
葉
ノ
篇
ニ
曰
匏
ニ
有
二
苦
葉
一
済
ニ

有
二
深
渉
一
深
則
厲
浅
則
掲
已上

爾
疋
○
掲
レ
衣
也
註
謂

裳

也
以
レ
衣
渉
ヲレ
水
為
レ
厲
註
ニ
衣
ハ
謂
レ
禅
○
繇
膝
以
下
ヲ
為
掲
繇
レ
膝

以
上
ヲ
為
レ
渉
繇
レ
帯
以
上
ヲ
為
レ
厲
註
ニ
録
ハ
自
ナ
リ
也

酬
酢　

＼
今
取
ル二
相
ヒ
報
合
ス
ル
ノ
之
義
ヲ一
易
経
繋
辞
伝
ニ
云
云
此
ハ
謂
レ
応
コ
ト
二

対
ヲ
万
物
ニ一
也
酢
醋
在
各
切
音
昨
酬
醋
ハレ
主
酌
ヲレ
客
ニ
曰
レ
酬
トレ
賓
酌
ヲ

�

（
70
オ
）」

レ
主
ニ
曰
レ
醋
ト
酬
ハ
醻
ト
同
シ
主
人
進
ヲ二
酒
ヲ
於
客
ニ一
曰
レ
献
ト
客
答
ヲ二
主
人
ニ一
曰
レ

醋主
復
酌
ヲレ
客
ニ
曰
レ
醻
ト

○
第
九
十
九
則
（
三
十
九
丁
裏
～
四
十
丁
表
）

道
豈
遠　

＼
暗
ニ
躡
肇
師
語
ヲ一
乎
○
肇
論
第
一
中
云
道
遠
ン
ヤ
乎

哉
触
テレ
事
ニ
而
真
ナ
リ
聖
遠
ン
ヤ
乎
哉
体
レ
之
ヲ
即
神
ナ
リ

○
第
一
百
則
（
四
十
丁
表
～
裏
）



翻
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五
三

尺
度　

＼
以
テ
量
ル二
天
ノ
之
高
キ
ヲ
一

且
ク
志
シ
乎
晋
書
ノ
天
文
志
ニ
曰
言
二
天
体
ヲ一

者
三
家
一
ニ
曰
周
髀
二
ニ
宣
夜
三
ニ
曰
渾
天
周
髀
ハ
者
即
チ
蓋
天
ノ

之
説
也
其
本
庖
犠
氏
立
二
周
天
歴
度
ヲ一
其
所
ハレ
伝
則
周
公
受
二

於
殷
商
一
周
人
志
スレ
之
ヲ
故
ニ
曰
二
周
髀
ト一
也
髀
ハ
股
也
股
ハ
者
表
也
其

言
天
ハ
似
二
蓋
笠
ニ一
地
ハ
法
二
覆
槃
ニ一
天
地
各〻
中
高
ノ
外
下
シ
北
極
ノ
之
下

為
二
天
地
之
中
ノ一
其
地
最
高
シ
テ
而
滂
沱
四
隤
シ
三
光
隠
映
ス
ル
ヲ
以
テ
為
二

�

（
70
ウ
）」

昼
夜
ト一�

已上

更
ニ
有
レ
説
存
ス
恐
繁
不
レ
志

亀
　

＼
以
斟
ム二
海
之
広
ヲ一
所
謂
大
施
太
子
ノ
縁
ニ
シ
テ
而
婆
沙
論
之

説
也
大
智
度
論
第
四
十八

云
二
大
施
ト一
十
二
二
十
六
号

云
二
能
施
ト一
十
六

三号

云
二
好
施
ト一
第
四
之
中
十
八
号
右

纔
ニ
云
フ二
抒
カ
海
ヲ一
検
―二
討
ス
ル
コ
ト
婆
沙
付
二
在
来

目
ニ一�

（
71
オ
）

（
以
下
71
ウ
ま
で
白
紙
）

●
拈
評
三
百
則
方
語
解

◯
第
一
則
（
一
丁
表
～
裏
）

慶
喜
見
阿
閦
等　

＼
大
品
般
若
経
嘱
累
品
第
六
十
六
爾

時
釈
提
桓
因
越
ユ二

六
号
半

説
二
是
般
◯
密
品
ヲ一
時
仏
在
二
四
衆
中
一
天
人

龍
鬼
神
緊
陀
羅
摩
睺
羅
伽
等
於
二
大
衆
前
一
而
現
二
神
足
変

化
ヲ一
一
切
大
衆
皆
見
二
阿
閦
仏
ノ
比
丘
僧
囲
繞
ニ
シ
テ
説　一レ
法
大
衆
譬
ハ

如
二
大
海
ノ一
皆
阿
羅
漢
漏
尽
テ
無
二
煩
悩
一
皆
得
二
自
在
ヲ一
得
二
好
解
脱

心
解
脱
慧
解
脱
一
其
ノ
心
調
柔
ナ
リ
譬
如
二
大
象
一
所
作
以
弁
シ
逮
タ
ト
二

得

己
利
ヲ一
尽
二
諸
有
結
ヲ一
正
智
得
二
解
脱
ト
一
切
心
心
数
法
ノ
中
ニ
得
二
自

在
ヲ一
及
ヒ
諸
ノ
菩
薩
摩
訶
薩
無
量
ノ
功
徳
成
就
ス
爾
時
仏
摂
二
神
足
ヲ一

一
切
ノ
大
衆
不
下
復
タ
見
中
阿
閦
仏
声
聞
人
菩
薩
及
ヒ
其
ノ
世
界
上
不
二

与
レ
眼
作
一
対
ヲ
何
ヲ
以
テ
故
ニ
仏
摂
二
神
足
ヲ一
故
ニ
爾
時
ニ
仏
告
二
阿
難
一
如
レ
是�
�

（
72
オ
）」

阿
難
一
切
ノ
法
不
二
与
レ
眼
作　
二レ

対
ヲ
法
々
不
二
相
見
一
法
々
不
二
相
知
一

如
レ
是
阿
難
如
ハ二
阿
閦
仏
弟
子
菩
薩
世
界
一
不
二
与
（
興
ヵ
）レ

眼
作　一レ
対
ヲ
如
シ

レ
是
阿
難
一
切
ノ
法
不
二
与
レ
眼
作　一レ
対
法
法
不
二
相
一
知
法
ノ々
不
二
相

見
一
何
ヲ
以
ノ
故
ニ
一
切
法
無
知
無
見
無
作
無
動
ニ
シ
テ
不
レ
可
レ
捉
不
レ
可
二

思
議
一
如
シ三
幻
人
ノ
無
レ
受
無
レ
覚
無
カ二
真
実
一
菩
◯
薩
如
レ
是
行
ヲ
為
レ
行
ス
ル
ト

二　

般
◯
密
ヲ一
亦
不
レ
著
二
諸
法
ニ一
等
云
云
論
本
七
十
七
巻
十八�

経
文
シ

論
ニ
二
十
七
下
曰
爾
時
仏
欲
カレ
明
二
了
ナ
ラ
シ
メ
ン
是
ノ
事
ヲ一

故
ニ
引
証
ス
亦
欲
下
証
シ
テ
二　

一
切
法

空
ヲ一
不
ン上
著
二
是
ノ
空
法
一
但
憐
二
愍
衆
生
ヲ一
故
ニ
嘱
累
如
二
阿
閦
仏
ト
大
衆
ト

荘
厳
シ
不
二
与
レ
眼
作　一レ
対
ヲ
亦
如
レ
是
肉
眼
天
眼
ノ
所
見
ハ
皆
是
作
法
ニ
シ
テ

虚
誑
不
実
慧
眼
法
眼
仏
眼
ハ
皆
是
無
相
無
為
法
ノ
故
ニ
不
可

見
若
シ
不
レ
バ
レ

可
レ
見
亦
不
レ
可
レ
知
無
作
等
如
レ
是
所
見
ノ
阿
閦
仏
会

如
幻
如
夢
能
ク
如
レ
是
観
二
諸
法
ヲ一
是
ヲ
名
ク二
菩
薩
行
ト二
般
若
ヲ一
無�

（
72
ウ
）

＼
仏
所
二
嘱
累
ス
ル
一　

亦
無
ニ二
所
著
一
但
以
二
大
慈
悲
ヲ一
故
ニ
讃
ス二
是
ノ
般
若
ヲ一
一
切
ノ

法
ヲ一
等
云　

已

　

云
上�

大
般
若
経
出
二
一
両
三
処
ニ一

後
人
妄
謂
深
浅　

＼
四
明
智
礼
者
十
不
二
門
ノ
鈔
摘
要
ノ
中
ニ

紛
々
紜
ス々
而
天
童
ノ
凝
然
降
ス
ル

レ

之
ヲ
尚
シ
矣
四
明
ノ
教
行
録
四
冊
ノ

中

声
未
レ
止



翻
刻
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

五
四

禍
胎　

＼
史
記
枚
乗
伝
福
生
コ
ト
有
レ
基
禍
生
コ
ト
有
レ
胎
已上

杜
詩
ニ
結
テ

レ
舌
防
二
讒
柄
ヲ一
探
ル
ニ
レ

腸
ヲ
有
二
禍
胎
已　
　
上

如
浄
禾
上
曰
瞿
曇
ノ
賊
種
叢

林
ノ
禍
胎
原
ニ
出
二
老
子
ニ一
下
篇
曰
禍
ハ
兮
福
ノ
所
レ
倚
ル
福
ハ
兮
禍
ノ
所
レ
伏
ス
ル

孰
カ
知
ン二
其
極
ヲ一
云
云

（
第
二
則
、
一
丁
裏
～
二
丁
表
）

酒
糟　

＼
ハ
与
レ
鐘
同
シ
助
荘
切
音
壮
広
韻
ニ
喫
貌
又
食
無

廉
也
伝
灯
作
レ
喫
ニ

糟
粕　

＼
荘
子
天
道
篇�

（
73
オ
）

◯
第
四
則
（
二
丁
裏
～
三
丁
表
）

風
化　

＼
詩
経
関
雎
ノ
小
序
云
◯
風
ハ
風
也
教
ナ
リ
風
以
テ
動
レ
之

教
以
化
スレ
之
ヲ　

箋
曰
風
ハ
是
レ
諸
侯
ノ
政
教
也
下
ニ
曰
レ
所
三
以
ン
ト
風
ス
ル
二

天

下
ヲ一
論
語
ニ
曰
ク
君
子
之
徳
ハ
風
也
ト
云
云

◯
第
五
則
（
三
丁
表
～
裏
）

処
分　

＼
通
鑑
注
ニ
曰
ク
区
処
ヲ
曰
処
ト
分
別
ヲ
曰
レ
分
ト
又
類
書
纂
要

巻
ノ
十
一
ニ
曰
処
分
ハ
区
処
分
別
也
又
居
家
必
用
辛
集
ニ
又
処

者
至
也
定
也
分
ハ
所
当
然
也
十左

（
巻
上
第
五
十
三
則
参
照
）

◯
第
六
則
（
三
丁
裏
～
四
丁
表
）

本
分　

＼
荀
子
ニ
曰
見
レ
瑞
ヲ
不
レ
如
レ
見
ル
ニ
二

本
分
ヲ一
◯
大
智
度
論
第
三

十
二
巻
九
号
下
面

法
性
ト
ハ
者
法
ヲ
名
二
涅
槃
ニ一
不
レ
可
レ
壊
不
レ
可
レ
戯
論
◯
黄

石
ノ
中
ニ
有
リ二
金
性
二
白
石
ノ
中
ニ
有
カ中
銀
性
上
云　
　
云

法
性
ヲ
名
ク二
本
分
種
ニ一�

（
73
ウ
）

乳
具　

＼
前
漢
書
酈
食
其
伝
ニ
漢
王
撃
テ二
魏
豹
ヲ一
問
二
食
其
一
曰
魏

大
将
誰
ソ
ヤ
也
曰
柏
直
曰
口
尚
ヲ
乳
臭
ナ
リ
安
ソ
能
ク
当
ン二
吾
韓
信
ニ一

◯
第
七
則
（
四
丁
表
～
裏
）

習
禅　

＼
四
禅
初
禅
ハ
離
生

喜
楽
ナ
リ
二
禅
ハ

定
生
喜
楽
ナ
リ
三
禅
ハ
離
喜
如
楽
ナ
リ
四
禅
ハ

捨
念
清
浄
也
八
定
慈
悲
喜
捨
是
ヲ
謂
二

四
等
ト一

多
ハ
属
二
色
界
ニ

無
色
界
ノ
四
ハ
一
ニ
ハ
空
処
二
ニ
ハ

識
処
二
（
三
ヵ
）ニ
ハ
無
所
有
処
四
ニ
ハ
非
想
非
々
想
定
修
禅
シ
テ
後
ニ
得
ス
故
ニ
言
二

習
禅
ト一
吾
祖
仏
ノ
坐
ハ
者
源
流
一
ニ
異
ナ
リ
レ

之
ニ
須
下
参
シ
テ
二

仏
祖
ニ一
究
―中
取
ス
之
ヲ一

補
袞　

＼
袞
古
本
切
又
袞
与
与
レ
巻
同
音
鄭
玄
曰
巻
龍
衣
也

孔
云
袞
之
言
ハ
巻
也
謂
龍
首
巻
詩
幽
風
九
罭
首
章
ニ
云
袞

衣
繍
裳
東
人
美
二
周
公
也
小
雅
ノ
菜
菽
首
章
玄
袞
及
黼
ハ
天

子
錫
二
来
朝
ノ
諸
侯
也

◯
第
十
則
（
五
丁
裏
）�

　
（
74
オ
）

韶
濩　

韶
紹
尭
切
舜
楽
也
書
ノ
益
稷
云
簫
韶
九
成
◯
濩

呼
誤
ノ
切
音
護
又
湯
楽
召
二
大
濩
ト一

靡
靡　

＼
周
書
畢
命
ニ
云
商
ノ
俗
靡
々
利
口
惟
シ
賢
ト〻
ス
孔
伝
紂
以
ノ二

靡
ヲ々一
利
口
惟
レ
賢
ト
ス
〻
有
カ
曰
靡
ハ々
者
相
ヒ
順
従
之
意
又
淮
南

子
原
道
訓
云
云

蒼
天　

＼
詩
黄
鳥
彼
蒼
タ
ル
者
天
ナ
リ
殲
二
我
良
人
一
◯
箋
曰
彼
蒼
タ
ル
者

天
ハ
愬
世
已　
　
上

史
正
義
夫
レ
天
ハ
者
人
ノ
始
也
父
母
ハ
者
人
之
本
也

人
窮
ス
レ
バ
則
反
ヘ
シ
レ

本
故
ニ
労
苦
倦
極
ス
レ
ハ
未　
二レ
嘗
不　一レ
呼
レ
天
也
疾
痛
惨
怚
（
但
ヵ
）ニハ

未
二
嘗
不　一レ
呼
二
父
母
一
也
已　
　
上

小
雅
巷
伯
第
五
章
ニ
云
二
蒼
天
々
ト々一

王
氏
曰
蒼
天
ハ
蓋
シ
以
王
之
不
レ
明
無
シレ
所
二
告
愬
ス
ル
一

而
シ
テ
告
ナ
リ
二

之
ヲ
於
天
ニ一

◯
第
十
一
則
（
五
丁
裏
～
六
丁
表
）

永
錫
爾
類　

＼
詩
大
雅
生
民
之
什
既
酔
第
五
章
三
四
句
ニ�

（
74
ウ
）



翻
刻
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

五
五

云
不
レ
匱
竭
永
ク
錫
二
爾
カ
類
ニ一
◯
伝
ニ
遺
ハ
竭
類
ノ
善
也
箋
ヲ
永
ハ
長
孝
子

之
行
不
レ
有
ラ二
竭
極
之
時
一
長
ク
以
テ
与
ニ二
女
カ
之
族
類
一
謂
下
広
テレ
之
ヲ
教
中
道

天
下
ニ上
也
春
秋
伝
曰
頴
考
叔
純
孝
也
施ヒ
イ
テ及

二
荘
公
ニ一

◯
第
十
二
則
（
六
丁
表
～
裏
）

塼
飯　

＼
一
本
作
レ
慱
徒
桓
切
音
團
古
老
或
為
二
団
食
義
一
又

或
ハ
作
レ
慱
此
ニ
広
慱
ノ
俗
字
天
童
頌
古
ノ
称
提
ニ
以
為
二
広
博
ノ
義
ト一�

已　
　
上

説
雖
二
世
流
布
ナ
リ
ト

一　

而
慱
奕
ノ
義
亦
千
古
義
也
予
取
二
慱
奕
貿
一
也

雖
レ
然
理
長
則
就
ン
耳ノ
ミ

習
気　

＼
一
如
法
師
撰
大
明
三
蔵
法
数
第
六
巻
八左�

省
略
シ
テ
抜
ク二

鼓
函
ノ
阿
毘
曇
論
第
一
ヲ一
云
習
気
果
亦
名
二
所
依
果
ト一
謂
ク
数〱
習
フ

宿
世
ノ
気
分
感
ス二
於
果
報
ヲ一
也
如
シ下
往
ト
世
ニ
修
善
カ
勝
ニ
故
則
今
世
ニ
為

善
ヲ一
心
重
シ
修
悪
勝
カ
故
ニ
則
為
スレ
悪
ヲ
心
重
カ上
是
ヲ
名
ク二
習
気
果
ト一�

已　
　
上

又
大　

�

（
75
オ
）」

智
度
論
二
十
七
ニ
云
譬
ハ
如
下
久
ク
鎖
ルレ
脚
ヲ
人
卒
ニ
得
二
解
脱
一
行
時
雖

レ
無
レ
有
コ
ト
レ

鎖
猶
鎖
習
在
カ上
如
乙
乳
母
ノ
衣
ノ
久
故
ナ
リ
垢
著
雖
下
以
二
淳
灰
ヲ一
浄

浣
シ
テ
無　
上レ

有
コ
ト
レ

垢
垢
気
猶
在
カ　甲
レ
衣
如
二
聖
人
心
垢
ノ々一
如
二
諸
ノ
煩
悩
ノ一
雖
ト
モ
下

智
慧
水
ヲ一
浣
ト上
煩
悩
ノ
気
猶
在
コ
ト
如
是
習
気
ハ
諸
余
賢
聖
雖
二
能
ク
断
ト二

煩
悩
ヲ一
不
レ
能
レ
断
レ
習
ヲ
云　
　
云

唯（
成
唯
識
論
）

識
論
八
十右�

曰
而
重
ス三
本
識
ニ
起
ヘ
キ
二

自
ラ
功

能
ヲ一
即
チ
此
ノ
功
能
ヲ
説
テ
為
二
習
気
ト一
是
業
カ
気
分
ナ
リ
云　
　
云

広
説
又
宗
鏡
録

第
七
十
六
曰
習
気
ト
ハ
者
与
二
種
子
ト一
名
異
ニ
体
同
シ
即
約
二
熏
習
ノ
時
ニ一

而
論
ス
種
子
ハ
即
対
シ
テ

二　

現
行
ニ一
立
ツレ
号
ヲ
都
テ
有
二
三
義
一
一
ニ
種
子
ノ
名
二
習
気

気
ハ
者
気
分
習
ハ
謂
ク
熏
習
由
二
彼
ノ
現
行
カ
熏
習
ニ一
得
カ二
此
気
分
ヲ一
故
ニ
二
ニ

行下
ヲ
現上

亦
名
二
習
気
ト一
謂
都
テ
由
テ二
種
子
ニ一
能
ク
生
二
現
行
ヲ一
是
種
子
カ
家
之

気
分
ナ
リ
三
ニ
習
気
ヲ
名
ク二
習
気
ト一
如
三
裏
レ
香
ヲ
紙
ニ
而
有
カ二
気
分
一
若
身
口
業

不
レ
随
二
智
愚
ニ一
以
下
従
二
煩
悩
一
起
ニ上
不
レ
知
二
它
心
ヲ一
者
見
二
所
起
ヲ一
生
二
不
浄

�

（
75
ウ
）」

心
ヲ一
是
非
二
実
ノ
煩
悩
ニ一
久
ク
習
二
煩
悩
ヲ一
故
ニ
起
ス二
如
ノレ
是
業
ヲ一
大
論
譬
如
◯

習
如
下
難
陀
ノ
婬
欲
習
ノ
故
雖
レ
得
二
阿
羅
漢
道
ヲ一
於
二
男
女
大
衆
ノ
中
ニ一

生
（
坐
ヵ
）ニ

眼
先
（
視
ヵ
）

ニ　

女
家
ヲ一
而
与
ニ
言
語
ヲ
説
ス
ル
カ

上　

◯
涅
槃
北
本
廿
三
十二�

南

本
廿
一
十七�

云
何
カ
名
ヲ
為
二
煩
悩
習
気
ト一
声
縁
覚
有
二
煩
悩
ノ
気
一
謂

所
我
身
我
衣
我
去
我
来
我
説
我
聴

◯
第
十
三
則
（
六
丁
裏
）

禹
門
千
尺
句　

＼
禅
林
類
聚
第
七
冊
円
相
門
全本�

又
僧
伝

第
二
十
八
巻
法
昌
遇
禅
師
章
大
寧
寛
禅
頭
頭
至
ル
遇
画

レ
地
ニ
作
二
此
艹
相
ヲ一
便
曳
レ
钁
ヲ
出
翌
日
未
二
陞
座
一
謂
レ
寛
ニ
曰
昨
日
ノ
公

案
如
何
ン
寛
画
一
此
牛
相
ヲ一
即
抹
―二
撒
ス
之
ヲ一
遇
曰
寛
禅
頭
名
下
ニ
無
シ二

虗
人
一
乃
陞
座
曰
忽
地
暗
シレ
天
靂下
ノ
霹上

声
禹
門
三
級
浪
崢
嶸

幾
多
ノ
頭
角
為
リレ
龍
ト
去
ル
鰕
蟹
依
然
ト
シ
テ
怒
二
眼
睛
ヲ一�

（
76
オ
）

○
第
十
四
則
（
六
丁
裏
～
七
丁
表
）

崢
嶸　

＼
崢
ハ
崝
ノ
俗
字
ナ
リ
崝
ハ
初
耕
ノ
切
説
文
ニ

也
ハ
戸
萌
ノ
切
音

横
山
角
聳
也
又
峻
貌
霊
光
殿
賤

寥

以
崢

亦
作

レ
嶸
ニ
楊
雄
カ
甘
泉
賦
似
二
紫
宮
之
崢
嶸
ニ一

○
第
十
五
則
（
七
丁
表
～
裏
）

約
己　

＼
猶
言
約
我
論
語
子
罕
顔
淵
○
夫
子
循
循
然
喜



翻
刻
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

五
六

誘
レ
人
博
レ
我
以
テレ
文
ヲ
約
ニレ
我
ニ
以
レ
礼
云　
　
云

格
下　

＼
扞
格
ノ
格
也
音
劾
堅
シ
テ
不
レ
可
レ
入
也

見
之
不
取　

＼
二
句
ハ
千
古
所
伝
ノ
語
而
シ
テ
梁
武
見
二
初
祖
ニ一
不
レ
能
二

薦
取
コ
ト
一

後
悔
不
レ
薦
レ
先
ニ
耳
爾
後
宗
師
所
二
取
用
ル一
明
覚
頌
二
桐
峯

虎
声
ノ
話
ヲ一�

○
第
十
六
則
（
七
丁
裏
～
八
丁
表
）�

（
76
ウ
）

糶
黄　

＼
或
作
レ

ニ
徒
弟
ノ
切
売
二
米
殻
ヲ一
受
レ
直
也
或
作
レ

ニ
非
字
ナ
リ

一
本
作
二
糴
又
ニ一
它
歴
切
音
廸
市
レ
米
入
レ
己
ニ
左
伝
ニ
晋
荐
饑
ニ

乞
二
糴
ヲ
于
秦
ニ一

ハ
俗
宗

小
利　

＼
論
語
子
路
篇
ニ
子
夏
為
二
莒
父
ノ
宰
ト一
問
レ
政
ヲ
子
ノ
曰
無
レ
欲
ス
ル

レ
速
ン
ト
無
レ
見
ル
コ
ト

二　

小
利
ヲ一
欲
ト二
連
則
不
レ
達
見
二
小
利
ヲ一
則
大
事
不
レ
成
已　
　
上

斯

語
益
スレ
吾
ヲ

伐
氷
之
家　

＼
至
二
収
斂
出
孟
子
ニ一
大
学
孟
献
子
曰
伐
氷
ノ
之

家
ニ
ハ
不
レ
畜
二
牛
羊
ヲ一
百
乗
之
家
ニ
ハ
不
レ
畜
二
聚
斂
之
臣
ヲ一
与
ヨ
リ
三

其
有
二
聚
斂

之
臣
一
寧
有
二
盗
臣
云　
　
云

狄
生
カ
解
ニ
曰
伐
氷
之
家
ハ
卿
大
夫
已
上

喪
祭
用
レ
氷
ヲ
者
也

○
第
十
七
則
（
八
丁
表
）

一
頓　

＼
野
客
叢
書
云
云
字
彙
又
食
一
次
也
唐
書
打
コ
ト
レ

汝�

（
77
オ
）

一
頓
云
云
今
謂
フ
一
頓
猶
ヲレ
言
二
一
杖
ト一
也

喜
食
悦
食　

＼
大
集
経
月
蔵
分
第
九
分
布
閻
浮
提
品
十

七
曰
爾
時
ニ
世
尊
告
二
彼
ノ
法
食
喜
食
禅
食
ノ
諸
天
ニ一
言
三下�

又
妙

経
第
四
ニ
言
一
者
法
喜
食
二
者
禅
悦
食
文
句
ノ
記
ニ
云
法
食
ハ

聞
法
ナ
リ
也
云　
　
云

喜
食
聞
法
歓
喜
ス
禅
食
ハ
者
謂
ク
以
二
禅
法
ヲ一
自
ラ
資
ク
不

レ
須
二
段
食
ヲ一
或
可
二
法
即
是
食
ナ
ル
一�

已　
　
上

増
一
阿
含
経
二
十
七
七　
　
号

云

禅
悦
食
者
禅
定
資
レ
神
ヲ
軽
安
適
悦
ヲ
即
為
二
食
義
ト一
又
清
涼
云

法
喜
円
充
テ
喜
受
ルレ
楽
故
ニ
名
二
喜
食
一

○
第
十
九
則
（
九
丁
裏
）

将
鏡　

＼
将
ハ
子
方
ノ
切
又
送
也
百
南
百
両
将
之
邶
風
之
子

于
帰
遠
于
将
之

○
第
二
十
則
（
九
丁
裏
～
十
丁
裏
）�

（
77
ウ
）

栢
巌　

＼
請
益
録
上
十一�

曰
鄂
州
北
巌
明
哲
禅
師
或
曰
二
栢

巌
ト一
伝
ニ
為
二
柏
顔
ト一
訛
ナ
リ
也
今
中
山
府
ノ
柏
巌
山
塔
寺
倶
ニ
存
ス
在
二
唐

県
界
ニ一
師
嘗
テ
有
レ
頌
曰
野
寺
絶
ス二
依
念
ヲ一
空
山
曽
テ
遍
行
ス
老
来
披
シ
テ

レ
衲
ヲ
重
シ
病
ヨ
リ
起
テ
読
経
生
シ
乞
テレ
食
ヲ
嫌
ヒ二
村
遠
ヲ一
尋
テレ
渓
ヲ
愛
ス二
路
ノ
平
ヲ一

多
年
柏

巌
ニ
住
シ
テ
不
レ
記
二
柏
巌
ノ
名
ヲ一
閬
仙
賈
島
哭
ルレ
師
詩
ニ
曰
苔
覆
テ
石
牀
新
ナ
リ

吾
師
占
ム二
幾
ク
春
ヲ
カ
一

写
留
ム
行
道
ノ
影
焚
却
ス
坐
禅
ノ
身
塔
院
関
ニ二
松
雪
一

僧
堂
鎖
ス二
隙
塵
一
自ヲ

慚
雙
泪
下
コ
ト
ヲ
不
二
是
解
空
人
ニ一
頌
詩
刻
石
シ
テ
具
ニ

在
高
僧
詩
ニ
謂
前
篇
乃
清
塞
贈
二
柏
巌
一
所
トレ
作
此
方
既
ニ
号
ス二
栢

巌
ト一
鄂
州
宜
レ
号
二
北
巌
ト一
師
居
二
両
処
ニ一
故
ニ
有
二
二
名
一
無
尽
弁
誤
云　
　
云

観
察
使　

＼
事
文
遺
集
第
九
巻
二号�

曰
唐
乾
元
元
年
改
テ
曰
二

観
察
処
置
使
ト一
掌
ル下
察
ミ二
諸
部
ノ
善
悪
ヲ一
挙
コ
ト
中

大
綱
ヲ上
凡
ソ
奉
請
皆
属
二
於

州
一
安
祥
符
年
中
詔
二
観
察
使
一
並
帯
シ
ム
二

剌
史
ヲ一�

（
78
オ
）

廊
幕　

事
文
遺
集
十
四
巻
四号�

云
夫
幕
吏
之
遺
有
レ
バ
レ

事
必
ス

言
ス
知
テ
無
シレ
不
コ
ト
レ

為
軍
府
ノ
之
要
掌
下
在
二
賓
寮
ニ一
予
籌
二
幕
府
ヲ
擢
嘇
兵



翻
刻
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

五
七

謀
上
又
書
言
故
事
幕
職
ノ
注
ニ
曰
出
テ
行
二
於
外
ニ一
謂
二
之
ヲ
幕
ト一
幕
職
親
信

之
在
二
幕
中
ニ一
也
已上�

同
幕
ハ
十
人
一
火
同
食
云　
　
云

開
粥　

＼
丘
哀
ノ
切
又
啓
也
又
戦
国
策
ニ
開
二
罪
ヲ
于
魏
ニ一
注
ニ
開
ハ
謂
二

始
テ
得�一レ
罪
文
由
レ
茲
観
レ
バ
レ�

之
開
粥
ハ
謂
フ
カ
二

今
晨
始
テ
喫
二
粥
ス
ル
ヲ
乎
此
ノ
堂
ニ一
爾

豈
ニ
開
張
ナ
リ
増
二
加
シ
テ
米
水
ヲ一
而
以
テ
適
二
等
ス
ル
ノ
人
数
ニ
之
義
ト
ヲ
ヤ
哉

○
第
廿
一
則
（
十
丁
裏
）

倒
騎
驢　

＼
暗
ニ
用
二
潘
閬
倒
騎
驢
ノ
句
ヲ一
潘
閬
字
ハ
逍
遥
江
都
人

自
ノ
詩
ニ
曰
高
ク
愛
二
三
峯
ノ
挿
ヲ一
大
虚
ヲ一
回
シ
テ
レ�

頭
仰
望
シ
テ
倒
ニ
騎
ルレ
驢
ニ
云
云
彼
レ

シ二
于
大
花
山
ニ
遇
二
大
赦
一
還
レ
京
時
便
有
二
此
句
一
詳
ナ
リ
二

于
夢
雞
筆

談
二
十
五
巻

黒
客

犀
一巻�

尚
友
録
又
瑯

代
酔
三巻�
等�

（
78
ウ
）

廿
二
則
（
原
、
上
欄
外
ニ
補
記
、
十
丁
裏
～
十
一
丁
裏
）

崑
崗
ハ�

＼
崗
ハ
岡
ノ
俗
字
書
胤
征
ニ
曰
火
炎
レ
バ
二

崑
崙
ヲ一
玉
石
倶
ニ
焚
ル
天

吏
逸
徳
ハ
烈
二
千
猛
火
ヨ
リ
一

蓋
シ
崑
崘
山
カ
乎

麗
水　

＼
玉
出

岡
金
生
麗
水　

千
字
文
注
本
検
シ
テ
知
レ

合
殺
＼
殺
ハ
音
薩
散
也　

唐
ノ
崔
令
欽
カ
教
坊
記
ニ
曰
宣
春
院
亦

有
二
工
拙
二
必
択
二
尤
者
ヲ一
為
二
首
尾
ト一
首
既
ニ
引
レ
隊
衆
所
レ
属
レ
目
故
ニ
須
二

能
者
一
楽
将
レ
関
ン
稍
失
テレ
隊
ヲ
余
リ
二
十
許
舞
フ
曲
終
謂
二
之
ヲ
合
殺
ト一
尤

要
ス二
快
健
ヲ一
所
以
ニ
更
ニ
須
ユ二
能
者
ヲ一
也
闋
ハ
丘
月
切
音
缼
止
也
訖
也

楽
終
ニ
日
レ
闋

◯
第
廿
三
則
（
十
一
丁
裏
～
十
二
丁
表
）

無
明
○
死
看　

＼
此
レ
ハ
是
レ
十
二
因
縁
也
花
厳
ノ
十
地
及
妙
法

花
大
小
経
論
総
別
明
レ
之
而
今
此
中
ニ
抜
二
大
涅
槃
獅
子
吼
ノ

文
曰
善
男
子
十
二
因
縁
一
切
衆
生
等
ク
共
ニ
有
スレ
之
ヲ
亦
内
亦�

（
79
オ
）

外
ナ
リ
何
等
ヲ
十
二
ニ
ハ
過
去
ノ
煩
悩
ヲ
名
テ
為
二
無
明
ト一

過
去
ノ
業
ナ
ル
者
ハ
則
名
テ
為

レ
行
ト
現
在
世
ノ
中
初
ニ
始
テ
受
ルレ
胎
ヲ
是
ヲ
名
テ
為
レ
識
ト
入
ルレ
胎
ニ
五
分
二
手
二

足
及
頂�

四

根
眼
耳
鼻
舌

未
レ
具
追
有
身
意

名
テ
為　
二レ

名
此
レ
意
色
ニ上�

身色�

具
―二
足
シ
テ
四
根
ヲ一
未
レ
名
レ
触
ト
時

是
ヲ
名
六
入
ト二
未
タレ
別
一
苦
楽
ヲ
是
ヲ
名
テ
為
レ
触
ト
染
二
習
ス
ル一
愛
ヲ一

是
ヲ
名
テ
為
レ
受
ト

内
外
ニ
貧
求
ヲ
ハ
是
ヲ
名
テ
為
レ
取
ト
為
ニ二
内
外
事
ト一
起
ス二
身
口
意
業
ヲ一
是
ヲ
名
テ
為

レ
有
ト
現
在
世
ニ
如
ヲレ
識
ノ
名
二
未
来
ノ
生
ト一

現
在
ノ
名
色
ト
六
入
ト
触
ト
受
ト
ノ
如
ヲ
名
二

未
来
ヲ
世
ノ
老
病
死
ト
也
是
ヲ
名
十
二
因
縁
ト一
云
云
往
検

○
第
廿
四
則
（
十
二
丁
表
～
裏
）

四
種
法
界　

＼
皆
曰
フ二
無
礙
一
「
理
＼
性
海
円
融　
「
事
＼
縁
起
無

礙
「
事
―
理
＼
相
即
相
入
「
事
―
々
（
主
伴
重
々

依
正
無
尽

＼
是
即
清
涼
寺
之
所
建

四
皆
無
尽　

＼
十
重
無
尽
之
義
須
レ
披
二
検
五
教キ
ヤ
ウ章
中
巻
十九�

及

孔
目
章
等
ヲ一
云
云
云
云�

（
79
ウ
）

○
第
廿
五
則
（
十
二
丁
裏
～
十
三
丁
表
）

寒
殺　

＼
続
揚
州
庵
集
巻
ノ
十
四
云
白
楽
天
半
開
花
詩
ニ
曰

西
日
憑
軽
ク
照
コ
ト
一

東
風
莫
レ二
殺
ク
吹
コ
ト
一

自
ラ
注
ニ
曰
殺
ハ
去
声
音
嗄
俗
語

太
甚
曰
レ
殺
ト
云
云
又
昆
奈
耶
律
巻
ノ
七
有
二
寒
凍
殺
炎
熱
殺
ノ

字
一
今
案
此
語
両（
箇
ヵ
）ノ
殺
ノ
字
去
入
互
ニ
通
ス
莫
二
強
テ
穿
穴
コ
ト
一

今
亦
続
人
語　

＼
明
覚
頌
古
四
十
三
曰
垂
手
還
同
シ二
万
仞

崖
ニ一
正
偏
何
必
在
ン二
安
排
ニ一
瑠
璃
古
殿
照
ス二
明
月
ニ一
忍
俊
タ
ル
韓
攎
空
ク

上
ルレ
階
戦
国
策
十二�

曰
斎
欲
スレ
伐
ン
ト

レ

魏
ヲ
淳
于
髡
説
二
斉
ノ
威
王
ニ一
曰
韓

盧
ハ
者
天
下
ノ
俊
犬
也
東
郭
ノ

ハ
者
海
內
ノ
狡
兔
也
韓
盧
逐
二
東



翻
刻
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

五
八

郭
ノ

ヲ一
騰
ルレ
山
ニ
者
五
ニ
環
レ
山
ヲ
者
三
ナ
リ
兔
極
二
於
前
ニ一
犬
ハ
疲
二
於
後
ニ一
各
死
ス二

其
ノ
処
ニ一
田
父
見
テ
而
獲
レ
之
無
シ
テ
二　

労
苦
一
而
擅
ニ
ス
二

其
ノ
功
ヲ一
今
斉
魏
相
ヒ
持
シ
テ

頓
ラ
ニ
レ

丘
（
兵
ヵ
）ヲ

弊
ハレ
衆
ヲ
恐
ハ
強
秦
大
楚
乗
シ
テ
二

其
後
ニ一
而
有
ナ
リ
二

田
父
ノ―
天
功
一
也

�

（
80
オ
）」

○
第
二
十
八
則
（
十
四
丁
表
～
裏
）

邈
得　

＼
邈
各
切
音
莫
音
貌
入
声
六
薬
ニ
貌
ハ
描
二
画
ス
ル
コ
ト
人
物
ヲ一
読
コ
ト

若
シレ
莫
叶
韻
ナ
リ
描
二
画
ス
ル
ハ
人
物
ヲ一
当
トレ
読
ム二
去
声
ニ一
今
亦
従
テレ
俗
ニ
用
ユ二
貌
音
莫
ヲ一

祖
庭
事
苑
ハ
正
シ
テ
レ

俗
ヲ
以
テ
ヲ
二

雅
音
ヲ一
云
ノ
ミ
二

邈
当
作
邈
ト一
爾
今
拠
テ二
正
字
通
ニ一

加
愚
意
テ一
註
也

撞
得　

＼
玄
々
碁
経
ニ
云
頂
ハ
撞
也
我
レ
ト
彼
ト
ノ
之
子
同
クレ
路
ヲ
直
ニ
撞
シ
テ
レ�

之
ヲ

之
ヲ
謂
レ
頂
ト
而
今
ハ
俗
語
ニ
シ
テ
則
触
犯
ノ
之
義
所
謂
不
遜
也

○
第
三
十
則
（
十
四
丁
裏
～
十
五
丁
表
）

木
魚
之
糸　

＼
仏
祖
三
経
中
巻
鼇
頭
抜
二
婆
娑
論
一
而
シ
テ
不
レ
指
二

巻
数
ヲ一
蓋
シ
偽
抜
乎
文
鄙
野
故
不
レ
志
正
検
討
付
二
在
来
日
ニ一

勅
規
鈔
第
十
五
巻
ニ
五六�

引
二
婆
娑
論
一
文
卑
野
ニ
シ
テ
長
シ
而
ニ
今
所
ハレ
抜
ク

経（
増
修
教
苑
清
規
）

苑
清
規
下
ノ
下
ニ
八
十
八
右�

曰
婆
沙
ニ
曰
有
レ
僧
違
シレ
師
毀
レ
法
ヲ
堕
スレ
魚

�

（
80
ウ
）」

身
ニ一
背
上
一
樹
風
濤
揺
擺
ニ
出
シレ
血
ヲ
苦
痛
ス
本
師
渡
ル二
海
ヲ一
遂
ニ
作
シ
テ
孽

曰
汝
不
レ
教
レ
我
ヲ
致
ス二
堕
ルレ
魚
ニ
報
ニ一
今
欲
レ
報
ン
ト
レ

怨
ヲ
師
曰
汝
カ
名
ハ
甚
ソ
魚
曰
（
マ
マ
）

身
ヲ
可
ン下
将
二
我
樹
ヲ一
於
レ
寺
以
テ
親
シ
ク
中

三
宝
ニ上
師
果
シ
テ
見
ル二
魚
樹
ヲ一
刻
二
魚
形
ヲ一
県（
懸
ヵ
）

挂
シ
テ
警
ムレ
衆
ニ
○
元
ノ
至
正
七
年
丁
亥
撰
レ
之
後
至
二
明
ノ
洪
武
二
十

九
年
丙
子
七
月
ニ一
災
木
ス
焉
本
邦
賈
鋪
既
ニ
彫
二
刻
之
ヲ一

火
抄　

＼
楚
刀
切
鈔
通
ス
以
レ
匕
ヲ
抄
ナ
リ
二

取
ル
粒
物
ヲ一
也
杜
甫
カ
詩
ニ
飯
抄

雲
子
白
シ
ト
韓
愈
カ

ニ
匙
抄
爛
飯
穏
送
レ
之
ヲ
又
案
ニ二
鈔
字
ヲ
註
文
ニ
鈔

又
取
ル二
火
中
ノ
物
ニ一�

已　
　
上

正
字
通
猶
レ
言
カ二
火
杖
ト一

不
是
苦
辛　

＼
類
聚
田
地
門
劈
頭
禾
山
方
拈
ス二
黄
檗
開
田

話
ヲ一
末
句
シ

克
終　

＼
大
雅
蕩
首
章
ニ
云
靡
レ
不
コ
ト
レ

有
レ
初
鮮
シ二

克
ク
有
ル一レ

終
（
巻
下
第
三

十
五
則
参
照
）�

（
81
オ
）」

○
第
卅
二
則
（
十
五
丁
裏
）

米
白
正
簸　

＼
曹
渓
大
師
因
ニ
在
二
黄
梅
ノ
行
者
寮
ニ
持
（
将
ヵ
）五

祖
来

問
米
白
也
未
六
祖
曰
白
也
未
有
リ二
節
ノ
在
シ一
五
祖
以
レ
杖
ヲ
打
レ
臼

三
下
六
祖
ヽ
（
以
ヵ
）レ

箕
米
ヲ
三
簸
ル
是
ノ
時
師
資
道
相
ヒ
投
合
ス
ト
麼
巻
又

広
録
中
ニ
云
米
白
由
来
皮
糠
先
去
ト一

○
第
卅
四
則
（
十
六
丁
表
～
裏
）

光
前
絶
後　

＼
文
選
第
五
十
九
巻
沈
休
文
ヵ
斉
ノ
故
ト
安（
陸
ヵ
）

陵
照

王
碑
ノ
文
ニ
曰
応
シ
テ
レ

期
ニ
誕
シレ
徳
ヲ
絶
シレ
後
ヲ
光
スレ
前
ヲ　

良
曰
謂
応
シ
テ
二

五
百
年

之
期
ニ一
而
誕
二
生
賢
徳
ヲ一
後
世
当
ニ二
更
ニ
無
ル二
如
ノレ
是
賢
者
一
故
ニ
曰
二
絶
後
ト一

其
賢
徳
光
ス二
於
祖
考
故
ニ
曰
二
光
前
ト一
也

◯
第
卅
五
則
（
十
六
丁
裏
～
十
七
丁
表
）

克
有
終　

大
雅
蕩
首
ニ
云
ク
靡
レ
不
レ
有
レ
初
鮮
シ二
克
ク
有
ル
コ
ト

一レ

終
（
巻
下
第
三

十
則
参
照
）�

（
81
ウ
）」

○
第
卅
六
則
（
十
七
丁
表
～
裏
）

節
目　

＼
礼
学
記
ニ
云
善
問
者
如
シ
政
（
攻
ヵ
）ハ二

堅
木
ヲ一
先
ニ
シ
二

其
易
キ
者
ヲ一
後
カ中
其



翻
刻
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

五
九

節
目
ヲ一
◎
注
ニ
方
氏
曰
節
ハ
則
木
理
之
剛
ナ
リ
目
ハ
則
木
理
ノ
之
精
ナ
リ

規
模　

＼
所
謂
規
矩
模
範
ナ
リ
規
ハ
正
ノレ
員
之
器
規
当
レ
从
レ
矢
説
文
ニ

有
二
法
度
一
也
矩
ハ
居
許
切
為
ノレ
方
ヲ
之
器
又
法
也
又
作
ルレ
万
ニ
模
法
ナ
リ

也
揚
子
法
言
ニ
師
者
人
ノ
模
範
也
註
ニ
範
本
作
レ
范
ニ
模
範
ハ
皆
法
ナ
リ

通
俗
文
ニ
規
模
ヲ
曰
レ
范
ト
以
テレ
土
ヲ
曰
レ
型
ト
以
テレ
金
ヲ
曰
フレ
鎔
ト
以
レ
木
曰
レ
模
ト
以

レ
竹
曰
フレ
范
ト
蓋
シ
為
ルレ
師
者
教
ルレ
人
ヲ
事
々
循
フ二
其
規
矩
ニ一
如
二
模
ノ
鋳
テレ
金
成
カ一

レ
器
ト
也
如
ハレ
是
方
ニ
始
テ
是
レ
師
ナ
リ
型
鋳
金
模
ナ
リ
已上

又
曰
模
ニ
不
レ
模
范
ニ
不

レ
范
為
レ
不
レ
少
矣
注
ニ
不
レ
能
レ
為
ル
コ
ト

二　

人
模
范
ト一レ

如
ノレ
此
師
不
レ
少
矣

金
篦　

南
本
涅
槃
第
八
迦
葉
菩
薩
白
シ
テ
レ

仏
ニ
言
世
尊
仏
性

者
曰云

何
ン
カ
甚
深
難
キレ
入
仏
言
善
男
子
如
シ下
百
ノ
盲
人
為
トレ
治
セ
ン
ト

レ　

目
ヲ
故
ニ

�

（
82
オ
）」

造
二
詣
ス
良
医
ニ一
是
ノ
時
良
医
即（
マ
マ
）以

二
一
指
ヲ一
示
シ
テ
問
テ
言
見
ヤ
不
ヤ
盲
人
答

曰
我
猶
未
レ
見
復
以
二
二
指
三
指
ヲ一
示
スレ
之
ニ
乃
言
カ中
少
見
上
善
男
子

是
大
涅
槃
微
妙
経
典
如
来
未
レ
説
亦
復
如
シレ
是
無
量
ノ
菩
薩

雖
三
具
足
シ
テ
行
ト二
諸
波
羅
蜜
ヲ一
乃
至
十
住
猶
未
レ
能
レ
見
所
有
ノ
仏
性
ヲ一

如
来
既
ニ
説
ハ
即
便
少
ク
見

○
第
卅
九
則
（
原
「
下
載
」
ノ
上
、
十
八
丁
裏
～
十
九
丁
表
）

下
載
上
載　

＼
太
平
御
覧
ニ
云
零
瓏
山
一
ニ
名
二
射
的
ト一
有
二
仙
人
一

射
レ
的
便
二
鶴
ヲ
シ
テ
取　一レ
箭
ヲ
有
時
失
二
一
箭
ヲ一
求
コ
ト
レ

之
不
レ
得
傍
ノ
有
二
一
樵
子
一

棹
スレ
舟
ニ
送
迎
難
レ
風
ヲ
仙
人
酬
レ
之
以
二
東
西
南
北
之
風
ヲ一
也
東
南
ノ

之
風
謂
二
之
ヲ
上
載
ト一
西
北
ノ
之
風
謂
二
之
ヲ
下
載
ト一�

已　
　
上

有
カ
曰
載
ハ
昨
代

切
運
也
＼
易
成
難
成
二（
箇
ヵ
）ノ
成
字
本
録
作
レ
識

狂
簡　

＼
論
語
公
冶
吾
党
之
小
子
狂
簡
＼
孔
安
国
ノ
曰
簡
ハ

大
也
小
子
狂
者
進
テ
取
二
於
大
道
ヲ一
妄
ニ
穿
鑿
シ
テ
以
テ
成
シ二
文
章
ヲ一
不
レ
知
二

�

（
82
ウ
）」

所
二
以
フ
制
裁
一
云
云
取
要
記
誌
ナ
リ
○
今
言
禅
笵
之
狂
者
ハ
徒
ニ
穿
―二

穴
シ
テ
於
大
道
ヲ一
終
ニ
無
二
実
参
実
悟
者
ノ
ミ
已

日
失
又
損　

＼
老
子
曰
為
レ
学
ヲ
日
ニ
益
シ
為
レ
道
ヲ
日
ニ
損
ス
損
シ
テ
レ　

之
ヲ
以
テ
至
ル二

于
無
為
ニ一
無
為
ニ
シ
テ
而
又
損
スレ
之
ヲ
無
レ
不
ル
ニ
レ

為
サ
矣

抖
擻　

＼
抖
ハ
当
口
切
音
斗
擻
ハ
蘇
偶
切
音
叟
振
動
也
王
維
カ

詩
ニ
抖
擻
辞
二
貧
里
一
○
梵
語
旧
曰
二
頭
陀
新
ニ
云
二
杜
多
ト一
此
ニ
云
二
抖

擻
謂
ク
三
毒
ハ
如
レ
塵
ノ
能
ク
坌
二
汚
真
心
ヲ一
此
杜
多
ノ
人
抖
二
擻
毒
塵
ヲ
除

之
云
云
孟
郊
詩
ニ
抖
二
擻
シ
テ
塵
埃
ノ
衣
ヲ一
謁
レ
師
見
シ二
真
宗
ヲ一

注
（
マ
マ
）禅
宗
ト一
也

○
第
四
十
二
則
（
十
九
丁
裏
～
二
十
丁
表
）

深
談
等　

＼
八
字
見
二
于
浄
名
経
問
疾
品
ノ
初
ニ一

○
第
四
十
三
則
（
二
十
丁
表
）

克
針　

＼
枯
骨
芙
蓉
五
門
風
偈
第
三
曰
解
レ
針
ヲ
枯
骨
吟
頌
ニ�

（
83
オ
）

曰
死
中
ニ
得
レ
活
ヲ
是
非
レ
常
ニ
密
用
ハ
還
ス二
它
ノ
別
ニ
有
シ一レ

長
半
夜
髑
髏
吟
二

一
曲
ヲ一
氷
河
発
シ
テ
レ

焔
ヲ
却
テ
清
涼
ナ
リ

○
第
四
十
六
則
（
二
十
一
丁
表
～
裏
）

曹
山
玄
沙　

＼
玄
沙
三
我
当
時
若
シ
見
与
拗
二
折
指
頭
ヲ
曹
山

古
仏
指
シ
テ
二

南
園
焼
浴
拍
手
話
ヲ
云
倶
胝
承
当
処
莽
鹵
テ
只
認

レ
得
一
機
一
境
ヲ一
一
種
是
拍
手
拊
掌
是
它
ノ
南
園
奇
怪
ナ
リ
已上

慎

勿
レ二
依
レ
文
解
コ
ト
一レ

義
ヲ
単
肖
得
意
忘
言
ヲ一
万
松
老
人
引
二
数
―
般
ノ
語
ヲ一
了



翻
刻
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百
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語
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二
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秋
津
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六
〇

道
ノ
仮
令
患
状
二
殊
先
ツ
須
シ
テ
レ　

療
ス二
其
ノ
本
ヲ一

参
ニ
承
テ
ハ
レ　

言
ヲ
須
クレ
会
ス
宗
ヲ
自
勿
レレ
立
二

規
矩
可
シレ
謂
ツ
夜
深
テ
認
シ
テ
得
ヲ
来
時
路
不
レ
待
二
天
明
ヲ一
便
出
トレ
関
ヲ
已　
　
上

鳥

呼
万
松
古
今
操
二
雪
中
ニ一

光
明
幢　

＼
観
無
量
寿
経
水
想
観
文
ニ
云
○
有
二
金
剛
七
宝
ノ
金

幢
一
擎
二
琉
璃
地
ヲ一
其
幢
八
方
八
楞
具
足
ス
一
一
ノ
方
面
百
宝
ノ
所�

（
83
ウ
）

成
ナ
リ
一
一
ノ
宝
珠
有
千
光
明
云
云
須
レ
検

○
第
四
十
七
則
（
二
十
一
丁
裏
）

如
蛇
有
足　

＼
長
短
説
第
四
之
上
十八�

閩
王
ノ
下
ニ
曰
𦚔
（
昭
）陽

適
テ

レ
楚
シ
テ
伐
ン
ト
ス
二　

斉
ヲ一

斉
王
使
二
陳
軫
ヲ
シ
テ
見
二
𦚔
陽
ヲ一
曰
臣

譬
バ
楚
王
ニ
有
二
祠
者
一

賜
二
其
ノ
舎
人
ニ
巵
酒
ヲ一
舎
人
相
ヒ
謂
テ
曰
数
人
飲
ハレ
之
ノ
不
レ
足
一
人
飲
ハ

レ
之
ヲ
有
レ
余
諸
画
テレ
地
ニ
為
レ
蛇
先
ツ
成
ノ
者
飲
ンレ
酒
ヲ
引
レ
酒
ヲ
且
ニ
飲
ン
ト
一
人
蛇

先
ツ
成
ハ
牙
左
手
持
コ
ト
レ

巵
右
ノ
手
ニ
画
レ
蛇
曰
吾
能
ク
為
ス
之
カ
足
ヲ
未
レ
成
者

奪
二
其
巵
ヲ
曰
蛇
固
ヨ
リ
無
足
子
安
ソ
能
ク
為
ン
ト
二

之
ノ
足
ヲ一

今
伐
レ
斉
ヲ
乃
ト
為
スレ
蛇
ト

画
ノ
ミ
レ

足
ヲ
耳
拈
評
ノ
所
ハレ
謂
異
ナ
リ
二

戦
国
策
ニ一
猶
レ
言
カレ
有
ル
コ
ト
ヲ

レ　
　

的
々

如
龍
無
角　

＼
雪
竇
頌
二
対
一
話
ヲ一
末
ニ
云
下
閻
浮
樹
下
笑
呵
々

昨
夜
驪
龍
拗
シ
テ
レ

角
ヲ
折
ト上
須
レ
知
ル
全
ク
無
キ
コ
ト
ヲ

二　
　

的
一々

○
第
五
十
則
（
二
十
二
丁
裏
）�
（
84
オ
）

見
機
而
作　

＼
下
繋
辞
伝
曰
子
曰
知
ル
ハ
レ

幾
ヲ
其
レ
神
カ
乎
君
子
ハ
上
テ

交
テ
不
レ
諂
下
ト
交
テ
不
レ
涜
セ
其
知
ル
カ
レ

幾
ヲ
乎
幾
ハ
者
動
ノ
之
微
吉
ノ
之
先
ツ
見
ル

者
也
君
子
ハ
見
テレ
幾
ヲ
而
作
ル
不
レ
候
レ
終
コ
ト
レ

日
ヲ
易
曰
介
ホ
于
石
ヲ
ク
ル
不
レ
終
レ
日
ヲ

貞
吉
介
如
ナ
レ
バ

レ　

石
焉
寧
ソ
用
ンレ
終
コ
ト
ヲ

レ　

日
断
ル
ヲ
可
シレ
識
ス
也
○
易
経
上
雷
地
予

卦
六
二

○
第
○五十

二
則
（
二
十
三
丁
表
～
裏
）

含
胡　

＼
徐
カ
曰
胡
ハ
牛
頷
下
ノ
垂
皮
也
已　
　
上

安
禄
山
断
顔
果
卿
カ

舌
ヲ一
曰
復
タ
能
罵
否
ヤ
果
卿
含
胡
シ
テ
絶
ス
五
車
韻
瑞
胡
字
注

万
里
無
雲　

＼
会
元
第
十
一
巻
宝
寿
延
沼
伝
云
僧
問
万

里
無
雲
如
何
師
云
青
天
也
タ
須
レ
喫
レ
棒

○
第
五
十
四
則
（
二
十
四
丁
表
）

世
尊
一
日　

＼
慎
句
レ
根
―二
拠
ス
ル
コ
ト
一
経
一
論
及
一
録
ヲ一
○
宗
門
雑

�

（
84
ウ
）」

録
中
王
荊
公
告
二
仏
慧
泉
ニ一
之
語
雖
二
最
可
ト一レ

然
ル
凡
ソ
五
宗
乗
於
二

蔵
乗
ノ
語
ニ
有
無
シレ
論
単
伝
ノ
葛
藤
唯
仏
祖
ト
与
二
仏
祖
一
面
授
面
受
シ

来
レ
ハ
而
シ
テ
諸
ノ
教
乗
ハ
仏
祖
ノ
水
草
ナ
リ
所
以
ニ
道
ク
莫
犯
水
草
随
分
納
税

等
ト
誰
是
放
牛
ノ
者
豈
ニ
無
ヤ二
皮
髄
一
乎
吼
呹

匾
㔸　

＼
妙
経
第
六
巻
随
喜
功
徳
品
云
二
鼻
不
匾
㔸
ト一� �

已　
　
上

韻

会
小
補
十
四
二
十
号
右

匾
補
典
切
器
之
薄
者
曰
匾
ト
又
不
レ
円
貌

通
シ
テ
作
レ
扁
ニ
前
東
夷
伝
ニ
三
韓
ハ
児
生
レ
バ
欲
ニ
其
頭
扁
シ
テ
押
ニレ
之
ヲ
以
レ
石
ヲ
上　
　
已

㔸
ハ
点
低
ノ
切
音
梯
方
言
物
之
薄
キ
者
曰
匾
㔸
ト
又
法
華
経
鼻

不
匾
㔸
ハ
謂
不
蹙
額
一
也
正
字
通
西
域
記
十
二
三
十
一
右

音
義
云

必
ス
典
切
湯
兮
切
匾
㔸
薄
也
方
言
物
之
薄
キ
者
ヲ
曰
二
匾
㔸
ト一
俗

用
二
褊
褫
ト一

○
五
十
五
則
（
原
、
行
間
上
欄
ニ
補
記
、
二
十
四
丁
表
～
裏
）

承
教
有
言　

＼
維
摩
経
観
衆
生
品
文�

（
85
オ
）

形
従
未
質　

＼
宝
蔵
論
広
照
空
有
品
文
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六
一

○
第
五
十
六
則
（
二
十
四
丁
裏
）

風
雷
益　

＼
周
易
経
下
風
雷
益
卦
辞
曰
益
ハ
利
クレ
有
ル
ニ
レ

攸
カレ
往
ク
利
シ

レ
渉
ル
ニ
二　

大
川
ヲ一
孔
子
彖
伝
云
益
ハ
損
シ
テ
レ　

上
ヲ
益
スレ
下
ヲ
民
説
無
レ
疆
自
シ
テ
レ　

上
下
ル

レ
下
ニ
其
道
大
ノ
光
ヲ
利
レ
有
レ
攸
レ
往
中
正
ニ
シ
テ
有
レ
慶
利
レ
渉
二
大
川
一
大
道
乃

行
ル
益
ハ
動
而
巽
曰
ニ
進
無
レ
疆
天
施
ミ
地
生
ス
其
益
無
レ
方
凡
ソ
益
ノ
之

道
与
レ
時
偕
行
ル

逐
塊　

＼
当
ニレ
志
ス二
二
十
七
号
右
ニ一

○
第
五
十
八
則
（
二
十
五
丁
裏
）

饅
頭　

三
国
志
演
義
十六�

曰
孔
明
班
シ
テ
レ

師
ヲ
回
ルレ
蜀
ニ
前
テ
至
ル二
瀘
水
ニ一

又
不
レ
能
レ
渡
ル
コ
ト
孔
明
遂
ニ
問
孟
獲
曰
此
水
ノ
原
ニ
有
二
猖
神
一
而
作
スレ
禍（
マ
マ
）
コ
ト

用
テ二
七
々
四
十
九
顆
ノ
人
頭
並
ニ
黒
牛
白
羊
ヲ一
以
テ
祭
レ
バ
二

之
ヲ
一
年
ノ
内
ニ一

�

（
85
ウ
）」

自
然
風
平
ニ
浪
静
シ
テ
連
年
豊
稔
コ
ト
孔
明
曰
事
已
ニ
定
ル
安
ソ
忍
ン三
又
害
ス
ル
ニ

二　

生
霊
ト一

吾
不
レ
為
レ
之
遂
ニ
自
ラ
到
二
瀘
水
ノ
岸
辺
ニ一
果
シ
テ
見
二
風
波
ヲ一
洶
涌
ヲ一
皆

不
レ
能
レ
渡
コ
ト
孔
明
曰
吾
当
ニ二
親
ク
設
レ
祭
ヲ
以
テ
祭　一レ
之
ヲ
遂
ニ
喚
二
行
厨
一
宰
二
殺
シ

牛
馬
ヲ一
和
シ
テ
レ　

麺
ニ
塑
シ
テ
成
二
人
頭
一
内
ニ
以
二
牛
馬
ノ
肉
ヲ一
以
代
レ
之
名
曰
二
饅
頭
ト一

当
テレ
夜
ニ
瀘
水
ノ
岸
辺
ニ
シ
テ
孔
明
親
ク
自
ラ
設
レ
祭
ヲ
令
ム三
董
厥
ヲ
シ
テ
読
二
祭
文
ヲ一

読
畢
レ
バ

雲
収
リ
露
散
シ
風
静
ニ
浪
平
ニ
シ
テ
蜀
兵
尽
ク
渡
二
瀘
水
ヲ一
亦
曰
二
饅
首
ト一�

已　
　
上

光
レ
ハ

也
愚
按
ニ
饅
頭
ハ
者
宰
二
殺
シ
牛
馬
ヲ一
和
シ
テ
レ

麺
塑
二
成
人
頭
ヲ一
以
謾
ス二
猬
神
ヲ一

故
ニ
名
二
謾
頭
ト一

頭
ハ
代
二
人
ノ
頭
ニ一
省
レ
言
ヒ
从
レ
食
ニ
饅
ハ
此
レ
欺
謾
塑
ハ
俗
塐
ハ
蘇

胡
ノ
切
音
素
埏
レ
土
象
ルレ
物
ヲ
今
俗
捏
土
シ
テ
肖
二
鬼
神
ノ
貌
ニ一
曰
塐
通
シ
テ
作

レ
素
ニ
俗
作
レ
塑
ニ
○
正
字
通
○
饅
ハ
从
レ
謾
省
ニ
从
フレ
食
ニ
言
ハ
以
テレ
之
為
レ
頭

欺
二
謾
ス
ル
ノ
猬
神
ヲ一
之
謂
カ
乎

○
第
六
十
則
（
二
十
五
丁
裏
～
二
十
六
丁
表
）�

（
86
オ
）

大
羹　

＼
礼
記
楽
記
大
饗
之
礼
ハ
尚
シ
テ
二

玄
酒
ヲ一
而
俎
二
腥
魚
ヲ一
大
羹

不
レ
和
有
二
遺
味
一
者
矣
鄭
氏
註
ニ
大
饗
ハ
袷
二
祭
ニ
先
王
ヲ一
以
二
腥
魚
ヲ一
為
二

俎
実
ト一
不
レ
臑
二
熟
之
ヲ一
大
羹
肉
湆
不
三
調
ニ
以
二
塩
菜
ヲ一
遺
猶
レ
余
也
已　
　
上

湇
忌
立
切
説
文
幽
湿
也
已　
　
上

又
肉
汁
不
レ
致
二
五
味
ヲ一
曰
二
大
羹
ト一

大
古
ノ
之
羹
也
云　云

○
第
六
十
四
則
（
二
十
七
丁
表
～
裏
）

師
子
咬
レ
人　

＼
大
般
若
経
法
性
品
ニ
曰
邪
見
外
道
為
メ
ニ
レ

求
ン
カ
二

解

脱
ヲ一

但
欲
レ
断
ン
ト
レ

死
ヲ
不
レ
知
レ
断
レ
生
若
シ
法
不
生
ナ
レ
バ
即
チ
無
シレ
有
コ
トレ

滅
譬
バ
如
シ三
有

レ
人
塊
ノ
擲
カ二
師
子
ニ
師
子
逐
レ
人
ヲ
而
塊
自
ラ
息
ム
菩
薩
モ
亦
タ
爾
リ
但
断
シ
テ
二　

其

生
ヲ一
而
死
自
ラ
滅
ス
犬
ハ
唯〱
逐
レ
塊
ヲ
不
レ
知
レ
逐
コ
ト
レ

人
ヲ
塊
終
ニ
不
レ
息
外
道
モ
亦

爾
リ
不
レ
知
レ
断
コ
ト
レ

生
ヲ
終
ニ
不
レ
離
レ
死
ヲ
菩
薩
如
是
行
二
深
般
若
波
羅
蜜

多
ヲ一
善
ク
知
二
因
縁
諸
法
ノ
生
滅
ヲ一
巻
第
五
百
六
十
九
第
六
分
十
号
下
面�

（
86
ウ
）

仏
告
二
最
勝
天
王
ニ一

○
第
六
十
五
則
（
二
十
七
丁
裏
）

赤
肉
団　

＼
所
謂
身
色
也
若
シ
由
レ
バ
二

梵
語
ニ一
則
紇
哩
陀
耶
此
ニ
云
二

赤
肉
団
ト一
医
家
難
経
ニ
所
レ
論
肉
団
即
心
蔵
配
シ
テ
レ

火
而
亦
色
也

密
家
ニ
云
フ
乾
黎
多
紇
哩
多
倶
梵
音
ノ
転
ニ
シ
テ
同
ク
心
色
赤
顆
八
葉
ノ
ミ

耳
色
法
ノ
所
摂
也
今
於
ハ二
話
頭
ニ一
不
レ
巻
セ二
梵
花
ニ一
唯
タ
参
究
ノ
ミ
而
已

為
九
仞
等　

＼
論
語
子
罕
子
曰
譬タ
ト
エハ

如
シレ
為
カレ
山
ヲ
未
レ
成
一
簣
止
ル
ハ

吾
止
ル
也
譬
如
シ二
平
地
ノ一
雖
レ
覆
二
一
簣
ヲ一
進
ハ
吾
往
也
已　上

今
ハ
用
二
明
覚
ノ



翻
刻
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

六
二

話
一
修
スレ
之

封
侯　

封
ハ
敷
㢕
ノ
切
音
風
爵
二
諸
侯
之
土
一
也

○
第
六
十
七
則
（
二
十
八
丁
表
～
裏
）

汝
来
何
為　

＼
曹
山
代
テ二
院
主
一
曰
也
知
和
尚
ノ
不
コ
ト
レ

喚
二
某
甲
ヲ
又

�

（
87
オ
）」

代
テ二
第
一
座
ニ一
曰
若
シ
云
若
令
ハ二
侍
者
ヲ
シ
テ
喚
一
恐
ハ
不
レ
来
（『
知
事
清
規
』
参
照
）

二
人
同
心　

＼
周
易
繋
辞
伝
君
子
之
道
或
ハ
出
或
ハ
処
或
黙

或
ハ
語
二
人
同
心
其
利
断
ツレ
金
ヲ
同
心
之
言
其
臭
如
シレ
蘭
ノ
已上

王

廙
カ
云
金
ハ
至
堅
矣
同
心
ノ
者
其
利
無
シレ
不
コ
ト
レ

入
蘭
ハ
芳
物
也
無
シ下
不
ル

レ
楽
者
上
言
ハ
其
同
心
ノ
者
物
ト
シ
テ
無
シレ
不
ハレ
楽
也
廙
ハ
与
職
切

○
第
六
十
九
則
（
二
十
八
丁
裏
～
二
十
九
丁
表
）

大
義　

左
伝
曰
二
君
臣
大
義
一
又
涅
槃
経
ニ
云
二
秘
要
ノ
大
義
一

半
字
満
字　

南
本
涅
槃
経
第
五
四
相
品
ニ
云
譬
ハ
如
下
長
ノ
者

唯
有
二一子
一
心
常
ニ
憶
念
シ
憐
愛
無
クレ
已
ム
コ
ト
将
テ
詣
二
師
ノ
所
ニ一
欲
レ
ト
モ
レ　

令
ン
ト
レ

受
ケレ
業
ヲ

懼
レレ
不
ン
コ
ト
二　

速
ニ
成
一
尋
テ
便
将
テ
還
ル
以
ノ二
愛
念
ヲ一
故
ニ
昼
夜
殷
（
慇
ヵ
）懃
ニ
教
テ二
其
半
字
ヲ一

而
シ
テ
不
ル
ハ
レ

教
二
誨
セ
毘
羅
論
ヲ一
力
未
レ
堪
故
ノ上
言
二
半
字
ト一

者
謂
二
九
部
ノ
経
ヲ一
毘

伽
羅
論
者
謂
二
方
等
曲
（
典
ヵ
）ヲ一�

已　
　
上

取
意
引ヒ
クレ
文�
（
87
ウ
）

◯
第
七
十
則
（
二
十
九
丁
表
～
裏
）

此
物　

＼
左
伝
昭
公
年
中
字
今
名
竹
篦

十
却
坐
道
場　

妙
経
第
三
化
城
諭
（
喩
ヵ
）品

◯
第
七
十
一
則
（
二
十
九
丁
裏
～
三
十
丁
表
）

陀
羅
尼　

＼
長
沙
古
仏
是
也
妙
経
玄
賛
第
十
云
梵
云
二
陀

羅
尼
ト一
此
ヲ
云
二
総
持
一
念
慧
ヲ
為
レ
体
以
二
少
略
密
無
義
ノ
文
字
ヲ一
神
力

加-

持
威
霊
莫
クレ
匹
ヒ
摧
レ
邪
ヲ
殞
ナ
リ
レ　

悪
ヲ
樹
レ
正
ヲ
揚
レ
善
ヲ
故
ニ
名
二
陀
羅
尼
ト一�

云　
　
云

◯
第
七
十
二
則
（
三
十
丁
表
）

光
昭　

＼
春
秋
経
隠
公
三
年
ノ
伝
宋
ノ
穆
公
ノ
章
ニ
公
曰
不
可
ナ
リ
先

君
以
二
寡
ノ
人
ヲ一

為
レ
賢
ト
使
レ
主
シ
テ
二　

社
穆
ヲ一

若
シ
棄
テレ
徳
ヲ
不
レ
バ
レ　

譲
ニ
是
廃
ナ
リ
二　

先
君
之

挙
ヲ一
也
豈ヤ
ニレ
曰
ン
能
ク
賢
ト一

光
―二
昭
ス
ル
コ
ト
先
君
之
令
徳
ヲ一
可
不
ン
ヤ
レ

務
レ
乎
云
云

祖
称　

己
之
父
ノ
廟
ヲ
称
レ
称
ト
父
ノ
之
父
ノ
廟
ヲ
尊
フレ
祖
ト�

（
88
オ
）

丕
績　

＼
虞
書
大
禹
謨
帝
曰
乃
至
予
懋
ヲ二
乃
ノ
徳
ヲ一
嘉
ノ
乃
丕
績
一

孔
子
伝
ニ
丕
ハ
大
績
ハ
功
ナ
リ
也

◯
第
七
十
三
則
（
三
十
丁
表
～
裏
）

蹉
　

＼
説
文
ニ
蹉
ハ
失
時
也
一
日
跌
也
又（
箇
ヵ
）韻
蹉
ハ
刺
ノ
去

声
足
跌
ナ
リ
也
已　
　
上

猶
レ
言
二
蹉
跌
ト一
也
跌
方
言
ニ
蹶
也
郭
璞
云
偃
也

師
ノ
古
曰
足
失
拠
也
正
字
通

◯
第
七
十
四
則
（
三
十
丁
裏
～
三
十
一
丁
表
）

好
仏
無
先　

＼
先
師
荒
田
随
筆
定
祖
下
之
下

十
三
左

曰
洞
山
之
師
承

大
ニ
有
レ
不
コ
ト
レ

易
ノ
初
ニ
発
シ
テ
二　

迹
（
跡
ヵ
）ヲ

南
泉
ニ一
中
ロ
聞
ク二
無
情
説
法
ヲ一

後
過
テレ
水
ヲ
逢
渠
ニ

不
レ
貴
二一
得
一
解
ノ
速
ニ
至
コ
ト
ヲ
一　
　

特
リ
効
ヘ
ハ
精
金
ノ
歴
ル
ニ
二　

百
煉
ヲ一

故
ニ
不
レ
似
二
鍮
子
ノ

纔
ニ
出
レ
炉
便
熌
爍
ナ
ル
ニ

一　
　

人
以
為
ク
好
仏
ニ
シ
テ
而
無
レ
光
蓋
シ
世
之
為
ルレ
光
ト
者
ハ

洞
山
之
所
ナ
リ
レ

不
ルレ
好
也
世
之
所
ハレ
為
レ
光
如
二
夏
日
ノ
之
可
カ一レ

畏
ル
猛
烈

�

（
88
ウ
）」

可
レ
知
レ
之
洞
山
之
光
ハ
如
二
春
日
ノ
可
カ一レ

愛
ス
氤
氳
ト
シ
テ
人
不
レ
覚
二
其
温
養
ヲ一

也
世
ノ
之
謂
テ
為
ルレ
光
ト
者
ハ
以
二
青
黄
赤
白
黒
ヲ二
歟
カ
以
二
色
心
因
果
ヲ一
歟カ



翻
刻
『
拈
評
三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

六
三

必
ス
非
レ
謂
ニハレ

之
若
シ
夫
レ
以
セ
ハ
二　

真
儀
ヲ一

尚
ヲ
不
レ
見
二
好
仏
ヲ一
况
ヤ
其
ノ
光
ヲ
ヤ
邪
特
ニ
以
二

光
有
無
ヲ一
論
二
肯
不
肯
ヲ一
則
画
レ
ハ
二　

其
ノ
所
ニ一レ

望
ム
非
二
洞
山
ノ
大
体
ニ
ハ
一　

矣
古
ノ
之

言
ハ
不
二
苟
苴
一
必
ス
有
二
其
故
一
深
密
之
旨
鬼
神
モ
不
レ
知
然
シ
テ
後
ノ
学
者

聞
テレ
之
謂
ヘ
リ
レ

如
ハレ
所
ノレ
言
遂
ニ
失
フ二
言
ノ
（
宗
脱
ヵ
）

之
旨
ヲ一
今
二
問
諸
方
ニ一
光
ノ
之
有
無
ハ
且
ク

置
ク
洞
山
有
リ二
何
ノ
形
段
カ一

畢
竟
在
二
何
ノ
処
ニ
カ
一�

噫
蚊
咬
二
鉄
牛
ヲ一
誰
カ
実
ニ
下
ナ
リ

レ
觜◯

第
七
十
七
則
（
三
十
二
丁
表
）

麤
人　

大
仏
頂
経
第
九
巻
曰
世
間
麁
人
ノ
所
レ
不
レ
能
レ
見
コ
ト
◯

律
部
及
論
云
云
略
レ
之

◯
第
七
十
八
則
（
三
十
二
丁
表
）�

（
89
オ
）

鶏
鳴
見
星　

＼
詩
経
斉
風
鶏
鳴
々
鶏
既
ニ
盈
矣
匪
二
東
方
則

明
ニ一
月
出
之
光
ナ
リ
已　
　
上

見
星
ハ
暗
指
ス二
臘
八
之
暁
天
ヲ一
者
ノ
乎

◯
第
八
十
則
（
三
十
二
丁
裏
～
三
十
三
丁
表
）

橙
子　

＼
橙
除
明
ノ
切
正
韻
十
八
敬
橙
ノ
注
几
ノ
属
字
林
作
レ
凳
ニ

◯
第
八
十
二
則
（
三
十
二
丁
裏
）

有
道
如
失　

＼
論
語
衛
霊
公
云
ニ
子
曰
直
哉
史
魚
邦
有
道

如
失
邦
無
レ
道
如
レ
失
云
略
記

◯
第
八
十
四
則
（
三
十
四
丁
表
～
裏
）

蔵
天
下
於
天
下　

＼
南
花
経
大
宗
師
◯
宏
智
録
第
九
五
十
八
左

云
蔵
二
天
下
ヲ
於
天
下
ニ一
兮
一
性
自
然
ト
シ
テ
平
等
出
二
世
間
ヲ
於
世
間
ニ一

兮
万
像
誰
カ
敢
テ
相
ヒ
謾
ン
已　
　
上

◯
唐
訳
華
厳
経
第
四
十
大
疏
鈔

二
十
七
右

経
曰
如
ク風
世
幻
者
ノ
不
下
於
二
処
外
ニ一
而
現
中
其
幻
上
亦
不
カ火
於
幻
ノ
外
ニ一

�

（
89
ウ
）」

而
有
水
其
処
ヲ地
菩
◯
薩
亦
タ
復
シ
テ
如
レ
是
不
下
於
二
虚
空
外
一
入
中
世
間
ニ上
亦

不
下
於
二
世
間
ノ
外
ニ一
入
中
虚
空
ニ上
等
云
云
而
今
此
中
世
間
ノ
句
意
ハ
如
キ二

文
殊
師
利
不
思
議
仏
境
界
経
ノ一
乎カ

曰
文
殊
師
利
告
二
須
菩

提
ニ一
曰
大
徳
世
間
法
ハ
者
所
謂
五
蘊
ノ
法
ハ
者
以
二
有
因
縁
ヲ一
有
因

縁
ノ
故
ニ
則
無
レ
有
コ
ト
レ

力
則
無
シレ
主
無
レ
ハ
レ　

主
無
シ二
我
々
所
一
無
レ
ハ
二　

我
々
所
一
則

無
シ二
受
取
一
無
レ
ハ
二

受
取
一
則
無
シ二
執
競
一
無
ハ二
執
競
一
則
無
シ二
諍
論
一
無
バ二
諍
論
一

者
是（
マ
マ
）沙
門
ノ
法
者
知
ル三
一
切
ノ
法
ハ
如
ト二
空
中
ノ
響
ノ一
即
是
出
二
離
ス
世
間
ノ

法
ヲ一�

已　
　
上

又
雑
花
経
偈
曰
三
世
ノ
五
陰
ノ
法
説
テ
名
テ
為
二
世
間
ト一
斯
レ
由
テ二

虚
妄
ニ一
有
リ
無
レ
ハ
二　

則
出
間
ヲ一
五
陰
ハ
虚
妄
ノ
法
ナ
リ
真
実
ハ
無
所
有
空
寂
ニ
シ
テ
不
二

遷
変
一
究
竟
シ
テ
離
ル二
衆
相
ヲ一
◯
此
レ
ハ
是
レ
晋
訳
巻
第
十
一
三右�

夜
摩
天

宮
菩
薩
説
偈
品
八左�

力
成
就
林
大
士
十
頌
ノ
之
中
第
六
及

八
ノ
頌
唐
訳
花
厳
疏
鈔
十
九
二
十
九
右

云
三
世
五
蘊
ノ
法
説
テ
名
テ
為
二�

（
90
オ
）

世
間
ト一
彼
滅
ハ
非
二
世
間
ニ一
如
ハレ
是
但
仮
名
ナ
リ
◯
分
二
別
ス
ル
此
ノ
諸
蘊
ヲ一
其
ノ
性

本
空
寂
ナ
リ
空
ノ
故
ニ
不
レ
可
レ
滅
此
ハ
是
レ
無
生
ノ
義

◯
第
八
十
五
則
（
三
十
四
丁
裏
～
三
十
五
丁
表
）

瞎
狗
枯
樁　

＼
林
間
録
上
三
十
号
上

云
雪
竇
初
メ
在
二
大
陽
ノ
玄
禅
師
ノ

会
中
ニ一
典
客
ス
与
レ
僧
夜
語
ス
雌
二
黄
ス
古
今
ヲ一
至
二
趙
州
柏
樹
子
ノ
因
縁
ニ一

争
弁
シ
テ
不
レ
已
有
二
行
者
一
立
テ二
其
旁
ニ一
失
笑
シ
テ
而
去
ル
客
退
ク
雪
竇
呼
フ
至
ル

数
レ
之
ヲ
曰
ク
対
シ
テ
二　

賓
客
ニ一
敢
テ
爾
ル
ヤ
耶
対
曰
知
客
有
テ下
定
ル
ノ
二　

古
今
ヲ一
之
弁
上
無
二

定
ノレ
之
ヲ
眼
一
故
ニ
敢
テ
笑
フ
曰
且
ク
趙
州
ノ
意
作
麼
生
カ
会
ス
因
テ
以
レ
偈
ヲ
対
シ
テ
曰
ク

一
兔
横
テレ
身
ヲ
当
ル二
古
路
ニ一
蒼
鷹
纔
ニ
見
テ
便
生
擒
ス
後
来
ノ
猟
犬
無
シ二
霊



翻
刻
『
拈
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三
百
則
方
語
解
』（
二
）（
秋
津
）

六
四

性
ニ一
空
ク
向
テ二
枯
樁
旧
処
ニ一
尋
ス
雪
竇
大
ニ
驚
テ
乃
与
メ
ニ
結
フレ
友
ヲ
或
ハ
云
二
即
承

天
宗
禅
師
一
也
（
マ
マ
）

予　

謂
聞
テレ
此
ヲ
可
シ三
以
テ
想
ヒ二
見
ツ
当
時
法
席
ノ
之
盛
コ
ト
ヲ

一　

也

◯
第
八
十
六
則
（
三
十
五
丁
表
～
裏
）�

（
90
ウ
）

咸
通　

＼
唐
懿
宗
ノ
歴
号
也
已　
　
上

宗
旨
若
何
ン
猶
ヲレ
言
カ二
昨
今
ト一
也
鳥

呼
今
日
一
時
上
云
前
後

 

拈云　

法
身
師
主　

＼
大
涅
槃
経
第
四
ニ
曰
復
次
迦
葉
諸
仏
ノ
所
ハ

師
ト
ス
ル
所
謂
法
ナ
リ
也
是
ノ
故
ニ
如
来
恭
敬
供
養
ス
以
二
法
常
ナ
ル
ヲ

一　
　

故
ニ
諸
仏
モ
亦

常
ナ
リ
九号�

瓔
珞
本
業
経
下
ニ
六号�
曰
仏
ノ
言
仏
子
有
諦
ト
無
諦
ト
中
道

第
一
義
諦
ト
ハ
是
一
切
諸
仏
菩
薩
ノ
母
ナ
リ
所
以
ハ
者
何
ン
諸
仏
菩
薩
ハ

従
レ
法
生
カ
故
ニ
云
云
又
菩
薩
ハ
瓔
珞
経
第
七
ニ
曰
法
造
大
士
白
シ
テ

レ
仏
言
ク
云
何
ン
カ
為
ン二
有
行
ト一

云
何
ン
カ
為
ン二
無
行
ト一

仏
ノ
言
ク
清
浄
法
身
是
ヲ
謂
二

有
行
ト一
離
ル二
清
浄
法
身
ヲ一
是
ヲ
謂
フ二
無
行
ト一

開
蟒　

蟒
ハ
莫
広
ノ
切
音
莽
爾
雅
ニ
蟒
ハ
王
蛇
ナ
リ
註
ニ
蛇
ノ
最
モ
大
ナ
ル
者
疏

云
与
二
螣
蛇
ト一
異
ナ
リ
故
ニ
名
レ
王
ト
正
字
通
申
集
已上

爾
雅
検
討
ス
ル
ニ
未
タレ
見

蓋
シ
別
本
カ
乎
螣
ハ
徒
恒
ノ
切
音
謄
説
文
ニ
神
蛇
ナ
リ
也
爾
雅
螣
ハ
騰
蛇

�
（
91
オ
）」

註
ニ
龍
ノ
類
能
ク
興
二
雲
霧
ヲ一
游
二
其
中
ニ一
陰
陽
変
化
論
ニ
螣
ハ
聴
ヲ
而
有
レ
孕

白
鷺
ハ
視
テ
而
有
レ
胎
已

上

因
テ二
少下

小上

弥
ノ
鞠
問
ニ一
記
志

◯
第
八
十
七
則
（
三
十
五
丁
裏
～
三
十
六
丁
表
）

衆
生
顛
動
等　

＼
大
仏
頂
経
第
二
巻
ニ
曰
一
切
衆
生
従
リ二
無

始
一
来
迷
テ
己
ニ
為
テレ
物
所
レ
転
故
ニ
於
二
是
中
ニ一
観
レ
大
観
レ
小
若
シ
能
ク
転
ハレ
物
ヲ

則
同
二
如
来
ニ一
身
心
円
明
ニ
シ
テ
不
レ
動
二
道

場
ヲ一

入
厠　

教
誡
律
南
山
述
而

上
厠
法
第
十
四
二
十�条

四
至
二
厠
ノ
前
ニ一
弾
指
コ
ト

三
下
シ
或
ハ
謦
欬
ノ
声
シ
知
テレ
無
トレ
人
方
ニ
入
ル
ル
◯
慧（
琳
ヵ
）
淑
講
述
ニ
謦
欬
ハ
謂
二
喉

中
気
通
ヲ一
不
レ
バ
三

作
シテレ

声
便
二
内
ヲ
シ
テ
知
ラ一
則
人
非
人
呵
ス
如
二
雑
譬
諭
ノ
所
説
ノ一

誰
カ
得
ンレ
不
コ
ト
レ

畏
文　

経
云
有
二
比
丘
一
入
テレ
厠
ヲ
比
不
二
弾
指
一
潜
ス
汚
ス二
鬼
面
ヲ一

鬼
怒
テ
随
二
遂
比
丘
ヲ一
常
ニ
伺
フ二
其
便
已上
而
今
不
レ
要
二
上
来
ノ
紛
紜
ヲ一
特
タ

何
ノ
声
ノ
ミ
已
於
今
駆
鳥
忽
扣
レ
予
ニ
云
洎
不
迷
己
ノ
洎
字
如
クレ
字
植
ル二

�

（
91
ウ
）」

須
髯
ヲ一
者
又
且
若
何
ン
曰
後
生
可
レ
畏
于
二
寸
樹
ノ
下
ニ一
下
ス
ル
ハ

二　

先
生
ノ
笠
ヲ一

者
蓋
シ
諺
ス
ル
カ

レ　

汝
ニ
乎
居
シ
吾
告
ンレ
汝
乎
天
童
宏
智
長
老
初
メ
住
ス
ル
二

普
照
ニ

上
堂
一
巻
九
右

古
徳
嘗
云
己
レ
不
トレ
迷
ハ
等
閑
ニ
教
二
壊
人
男
女
ヲ一
云
云
由
テ二

是
ニ
観
ニレ
之
ヲ
洎
ハ
及
也
ノ
ミ
爾
又
洎
通
レ
幾
取
舎
在
レ
人
ニ
雛
子
垂
ヲレ
涕
去
ル

◯
第
九
十
一
則
（
三
十
六
丁
裏
～
三
十
七
丁
表
）

望
列
亭　

＼
本
録
下
巻
選
ス二
四
六
ノ
題
一
其
中
随
一ノ
ミ

云
云

◯
第
九
十
二
則
（
三
十
六
丁
裏
～
三
十
七
丁
表
）

目
前
等　

＼
語
花
亭
江
上
答
ノ二
般
子
一
語
ト
須
クレ
知
レ
不
コ
ト
二

天
（
文
ヵ
）殊
ニ
地
別
一

而
已
ノ
ミ
一

森
羅
万
◯
所
印　

＼
森
羅
ハ
衆
多
貌
文
選
山
賦
注
又
続
高
僧

伝
音
云
列
翠
貌
法
句
経
般
若
度
偈
言
森
羅
印
ナ
リ
云
何
ソ
一

法
ノ
中
而
モ
生
ン二
種
ノ々
見
ヲ一
一
亦
不
レ
為
レ
一
為
ニ
欲
レ
破
ン
ト
二

諸
数
ヲ一
浅
智
ノ
之

�

（
92
オ
）」

所
レ
聞
ク
見
レ
一
以
テ
為
レ
一
ト
云
云

応
無
所
住　

＼
金
剛
経
旧
論
ハ
且
置
新
論
引
レ
之
無
所
住
ト
者



翻
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六
五

不
レ
望
二
報
恩
ヲ一�

六右�

我
作
成
就
ス
ト
如
レ
是
住
心
ハ
不
レ
応
レ
生
故
不
応
住

色
等
生
心
ハ
者
於
二
色
等
果
ニ一
不
カレ
応
求
故
ニ
応
無
◯
心
者
以
レ
智

成
就
シ
テ
而
モ
不
レ
住
彼
ニ
如
クレ
是
心
ハ
応
スレ
生
故
ニ
二
十
九
右

諸
法
無
自
它
性　

＼
四（
中
論
）
観
論
第
一
云
諸
法
不
二
自
ラ
生
一
亦
不
二

従
テレ
他
ニ
生
不
レ
共
ニ
不
二
無
因
ニ一
是
ノ
故
ニ
説
二
無
性
ト一
又
無
著
造
ノ
雑
集
論

四
ノ
巻
自
種
有
故
ニ
不
レ
従
レ
他
待
カ二
衆
縁
ヲ一
故
ニ
非
二
自
作
ニ一
無
二
作
用
一
故
ニ

不
二
共
ニ
生
一
有
二
功
能
一
故
ニ
非
二
無
因
ニ一
功
能
ハ
者
二
法
ノ
因
縁
会
遇
ノ
時
ニ

云
ノ
ミ
耳

◯
第
九
十
四
則
（
三
十
七
丁
裏
）

分
外　

＼
叢
林
盛
事
上
三
十
一

云
尤
延
作一
本
ニレ

哀
之
侍
即
◯
尤
既
ニ�

（
92
ウ
）」

至
リレ
台
ニ
以
二
寛
慈
ヲ一
御
スレ
民
ヲ
民
甚
愛
スレ
之
ヲ
偈
（
但
ヵ
）南
台
旱
澇
易
シレ
得
尤
甞
ニ

作
レ
詩
ヲ
曰
来
雨
一
朝
成
二
汗
漫
ト一
纔
ニ
晴
テ
三
日
人
憂
フレ
乾
向
来
尽
ク
道
フ

天
難
レ
做
天
到
二
台
州
一
分
外
難
シ
詩
格
第
十
四
巻
ニ
註
シ
テ
曰
分
ハ
去

声◯
第
九
十
五
則
（
三
十
八
丁
表
）

猢
猴　

＼
本
草
綱
目
第
五
十
一
下　

猢
孫
李
時
珍
曰
猴
ハ

似
タ
リ
二

胡
人
ニ一
故
ニ
云
フ二
猢
猴

◯
第
九
十
六
則
（
三
十
八
丁
裏
）

乾
坤
之
内　

＼
宝
蔵
論
広
照
空
有
品
云
夫
レ
天
地
之
間
形

山
ノ
識
物
霊
照
内
外
空
然
寂
寞
ト
シ
テ
難
レ
見
其
ヲ
号
ス二
玄
ト々一
勝
天
王

般
若
経
第
三
巻
法
性
品
第
五
曰
仏
告
二
勝
天-

王
ニ一
譬
ハ
如
シ下
無

価
ノ
如
意
宝
珠
ノ
荘
厳
瑩
治
ス
レ
ハ
皎
潔
ニ
シ
テ
可
クレ
愛
体
円
極
浄
ニ
シ
テ
無
モレ
有
コ
ト
レ

垢
ノ

�

（
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）」

堕
シ
テ
在
二
淤
泥
ニ一
已
ニ
経
二
多
時
ヲ一

有
レ
人
拾
ヒ
得
取
テ
而
守
護
シ
不
カ上レ
令
二
堕-

落
一

法
性
モ
亦
爾
リ
雖
レ
在
二
煩
悩
ニ一
不
二
為
ニ
所�一レ
染
後
復
タ
顕
現
ス
天
王
諸
仏

如
来
悉
ク
知
ル下
衆
生
ノ
自
性
ハ
清
浄
レ
ト
モ
客
塵
煩
悩
ニ
之
所
二
覆
蔽
一
不
コ
ト
上
レ

入
二

自
性
ニ一
是
故
ニ
菩
◯
薩
行
二
般
◯
密
ヲ一
云
云
唐
経
五
百
六
十
巻
第

六
分
法
性
品
第
六
ノ
文
言
宗
意
一
斉
如
レ
是
文
字
少
シ
異
ナ
リ
最

勝
天
王
会
ナ
リ
須
クレ
知

宇
宙　

＼
下
シ
覆
ヲ
為
レ
宇
ト
上
セ
奠
ヲ
定
也
又

薦
也　

為
レ
宙
ト
三
蒼
ニ
曰
上
下
四
方
ヲ
曰

レ
宇
ト
往
古
来
今
ヲ
曰
レ
宙
ト

旧
物　

＼
晋
書
王
子
敬
臥
ス二
斉
中
一
盗
二
取
リ
物
ヲ一
都
テ
尽
ス
王
徐
ニ
曰
ク
青

氈
ハ
旧
物
ナ
リ
可
レ
置
レ
之
ヲ
群
盗
驚
キ
走
ル
近
ハ
見
二
于
世
説
ニ一
又
欧
陽
子
カ
曰

予
カ
家
蔵
書
巻
独
昌
黎
先
生
集
ヲ
為
二
旧
物
ト一
也

人
情　

＼
洞
山
云
人
情
不
レ
可
二
断
絶
一
也
◯
礼
運
ニ
何
ヲ
カ
謂
二
人
情
ト一

�

（
93
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）」

喜
怒
哀
懼
愛
欲
ナ
リ
人
情
以
テ
為
レ
田
◯
故
ニ
人
情
ハ
者
聖
王
ノ
之
田
也

修
シ
テ
レ

礼
ヲ
以
テ
耕
ヘ
ス
レ

之
ヲ
已
上
記
要

◯
第
九
十
（
九
ヵ
）八

則
（
原
「
寧
説
」
ノ
上
、
三
十
九
丁
表
〈
九
十
九
則
〉）

寧
説
至
三
毒　

＼
維
摩
経
第
六
巻
不
思
議
品
云
レ
如
シ
ト
二

阿
羅

漢
三
毒
一
言
ハ
無
学
果
何
ソ
有
ン二
麄
惑
一
畢
竟
之
無
仮
説
シ
テ
言
フレ
如
ト

不
説
如
来
乃
至
無
語　

＼
大
智
度
論
第
一
巻
二
十
三
四

釈
二
我
聞
ノ

我
ヲ一
云
阿
羅
漢
比
丘
◯
能
言
レ
有
ト二
吾
我
一
偈言

世
界
法
シ
テ
中
ニ
説
ク
我
ハ

不
二
第
一
義
ニ一
以
ノレ
是
ヲ
故
ニ
諸
法
空
無
我
而
モ
説
ニレ
我
ト
無
レ
咎
復
次
ニ
世



翻
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六
六

界
ノ
語
言
ニ
有
二
三
根
本
一
一
ハ
邪
二
ハ
者
慢
三
ニ
ハ
者
名
字
ナ
リ
是
ノ
中
ニ
二
種
ハ

不
浄
一
種
ハ
浄
一
切
ノ
凡
人
ハ
三
種
ノ
語
邪
ト
慢
ト
名
字
ト
ナ
リ
見
道
学
人
ハ

二
種
ノ
語
慢
ト
名
字
ト
ナ
リ
諸
漏
尽
人
ハ
用
二
一
種
ノ
語
ヲ一
名
字
モ
也
内
心
雖
ト
モ

レ
不
レ
違
二
実
法
ニ一
而
モ
随
二
世
界
人
ニ一
共
ニ
伝
二
是
語
ヲ一

故
ニ
除
二
世
ノ
邪
見
ヲ一
順
シ
テ
レ　

俗

無
レ
諍
コ
ト�

（
94
オ
）

只
思
送
客
処
未
懐
別
家
時　

＼
古
句
ニ
冷
斎
夜
話
五
巻
ニ
三左

曰
唐
詩
有
レ
曰
長
因
二
送
レ
客
ヲ
処
ニ一
憶
二
得
タ
リ
別
ルレ
家
ヲ
時
ヲ一

勧
君
喫
一
盛　

＼
王
維
送
ル三
無
二
カ
便
ス
ル
ヲ

二　

安
西
ニ一
詩
ニ
云
渭
城
ノ
朝
雨

浥
二
軽
塵
ヲ一
客
舎
青
ト々
シ
テ
柳
色
新
ナ
リ
勧
ムレ
君
ニ
尽
セレ

ヲ
一
盃
ノ
酒
西
方
出
レ
ハ
二　

陽
関
ヲ一
無
シ二
故
人
一

◯
第
九（
一
百
ヵ
）

十
九
則
（
三
十
九
丁
裏
〈
一
百
則
〉）

洞
山
道
＼
挙
ニ
了
ル
師
云
当
時
不
ン
ハ
二

是
レ
五
洩
先
師
ニ一
大
ニ
難
シ二
承-

当
一
然
モ

雖
レ
如
レ
是
猶
渉
コ
ト
レ

途
ニ
在
リ�

（
94
ウ
）

△
而
ル
ニ
宗
録
ノ
中
ニ
有
二
難
レ
信
者
一
記
二
誌
乎
此
ニ一
二
三
子
等
看
誦
シ
テ
帰
レ
正
ニ

曰
古
尊
宿
録
第
二
十
九
十
九
号
左

仏
眼
遠
上
堂
如
来
ニ
無
二
種

語
一
諸
人
如
何
ン
カ
会
ン二
如
来
語
ヲ一
作
麼
生
カ
是
レ
二
種
語
サ
ル
須
二
明
取
シ
テ
始
テ

得
一
一
ニ
離
間
語
二
ニ
和
合
語
無
二
此
二
一
是
ヲ
名
二
如
来
語
ト一
能
聴
法

者
雖
レ
願
二
楽
ス
ト
聴
受
セ
ン
一

而
モ
所
説
法
者
不
二
為
開
示
一
是
ヲ
名
二
離
間
語
ト一

能
説
法
者
願
―二
雖
開
示
ヲ一
而
モ
聴
者法

者
不
レ
楽
ハ二
聴
受
ト一
是
ヲ
名
二
離
間

語
ト一

雖
レ
説
無
トレ
有
コ
ト
二

能
説
ノ
可
キ一レ
説
雖
レ
聴
ト
無
レ
有
二
能
聴
ノ
可
キ一レ
聴
得
ルレ
如
レ
是

者
ヲ
方
ニ
名
二
和
合
語
ト一
当
レ
観
二
此
離
間
語
和
合
語
ハ
一
カ
耶
二
カ
耶
同
カ

耶
異
カ
耶
如
レ
此
証
知
シ
テ
捨
テ二
離
間
語
ヲ一
当
得
二
和
合
語
ヲ一
而
シ
テ
如
来
ニ
無
二

此
二
語
一
者
ハ
不
説
不
聴
ノ
ミ
而
已
然
ニ
不
説
不
聴
モ
亦
有
二
二
事
一
一
ハ

凡
夫
二ハ
聖
智
正
ク
如
ハ二
凡
夫
ノ一

無
レ
所（
マ
マ
）

二
聴
受
ス
ル
一　

冥
然
ト
シ
テ
莫
レ
覚
ス
ル
コ
ト
故
ニ
曰
二
無

明
ト一
亦
名
テ
為
二
無
説
無
聴
ト一
亡
ク二
賓
主
一
絶
二
行
解
ヲ一
自
ラ
居
二
究
竟
ノ
実
地
ニ一

�
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亦
名
二
無
説
無
聴
ト一
学
者
当
ニ二
善
ク
分
別
ス一
勿
レ
生
二
異
見
ヲ一
不
レ
可
二
瞞
頇

不
分
ナ
ル
一

�

已上

吁
此
箇
ノ
文
甚
大
ニ
有
レ
害
二
乎
仏
語
心
ニ一
蓋
シ
後
人
ノ
妄
添
ノ
ミ

耳（
何
ヵ
）
□
為
仏
眼
之
所
ナ
ラ
ン

二　

照
破
ス
ル
一

乎
今
謂
ク
誠
諦
無
二
是
レ
如
来
語
ナ
リ

何
ソ
煩
ク
以
二
離
間
和
合
等
ノ
雑
談
ヲ一
而
染
二
参
セ
ン
如
来
ノ
語
ニ一
二
三
子
莫
レ三

錯
テ
認
二
仏
眼
一
斯
ノ
語
北
紫
ナ
リ
似
テ
而
大
ニ
非
ナ
リ
悪
ムレ

奪
ニレ

朱
ヲ
者
参
玄
後

哲莫
レ二
尽
ク
信　一レ
書
須
レ
開
二
択
法
眼
ヲ一�

（
95
ウ
）

キ
ー
ワ
ー
ド
：�

道
元
禅
師
・
瞎
道
本
光
・
指
月
慧
印
・
真
字
『
正
法
眼

蔵
』・『
正
法
眼
蔵
三
百
則
』・『
拈
評
三
百
則
不
能
語
』



六
七

『
正
法
眼
蔵
抄
』「
三
界
唯
心
」
巻

―
テ
キ
ス
ト
、
現
代
語
訳
と
註
（
三
）
第
一
段
第
二
節
へ
の
註

＊
―

新
　
井
　
一
　
光

略
号
及
び
参
考
文
献

『
蒐
書
大
成
』	

『
永
平
正
法
眼
蔵
蒐
書
大
成
』
大
修
館
書
店
、
全
二
六
巻
、
一
九
七
四-

一
九
八
二
年
。

『
大
漢
和
』	

諸
橋
轍
次
著
、
鎌
田
正
、
米
山
寅
太
郎
編
『
大
漢
和
辞
典
』
大
修
館
書
店
、
修
訂
第
一
版
、
一
九
八
四-

一
九
八
五
年
。

大
正	

大
正
新
脩
大
蔵
経
〔
巻
数
・
文
献
番
号
の
順
で
示
す
。〕

『
易
経
』	

高
田
真
治
、
後
藤
基
巳
訳
『
易
経
』（
上
）（
下
）
全
二
冊
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
。

『
参
註
』	

瞎
道
本
光
『
正
法
眼
蔵
却
退
一
字
参
』、『
蒐
書
大
成
』
一
八
所
収
。

『
私
記
』	

安
心
院
（
雑
華
）
蔵
海
『
正
法
眼
蔵
私
記
』、『
蒐
書
大
成
』
一
九
所
収
。

『
弁
註
』	

天
桂
伝
尊
『
正
法
眼
蔵
弁
註
』、『
蒐
書
大
成
』
一
五
所
収
。

『
道
元
全
』	

大
久
保
道
舟
校
訂
『
道
元
禅
師
全
集
』
上
、
下
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九-

一
九
七
〇
年
。

『
眼
蔵
（
河
村
）』	

河
村
孝
道
校
訂
『
道
元
禅
師
全
集
』、
春
秋
社
、
一
九
八
八-

一
九
九
三
年
。

『
眼
蔵
（
玉
城
）』	

玉
城
康
四
郎
『
現
代
語
訳
正
法
眼
蔵
』
全
六
冊
、
大
蔵
出
版
、
一
九
九
三-

一
九
九
四
年
。

『
眼
蔵
（
増
谷
）』	

増
谷
文
雄
『
現
代
語
訳
正
法
眼
蔵
』
全
八
冊
、
角
川
書
店
、
一
九
七
三-

一
九
七
五
年
。

『
聞
解
』	

斧
山
玄
鈯
『
正
法
眼
蔵
聞
解
』、『
蒐
書
大
成
』
一
七
所
収
。

	

＊
本
論
は
、
新
井
［
二
〇
一
八
］［
二
〇
一
九
］
の
続
編
で
あ
る
。

宗
学
研
究
紀
要　

第
三
十
三
号　

二
〇
二
〇
年
三
月
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巻
（
新
井
）

新
井
一
光
「『
正
法
眼
蔵
』「
三
界
唯
心
」
巻
に
引
用
さ
れ
る
『
法
華
経
』「
如
来
寿
量
品
」
の
経
文
を
め
ぐ
っ
て
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
六
六-

一
、
二
〇
一
七
年
、
一
四
〇-

一
四
四
頁
。

新
井
一
光
「『
正
法
眼
蔵
抄
』「
三
界
唯
心
」
巻
―
テ
キ
ス
ト
、
現
代
語
訳
と
註
（
一
）」『
宗
学
研
究
紀
要
』
三
一
、
二
〇
一
八
年
、
一
一
九-

一
九

一
頁
。

新
井
一
光
「『
正
法
眼
蔵
抄
』「
三
界
唯
心
」
巻
―
テ
キ
ス
ト
、
現
代
語
訳
と
註
（
二
）
第
一
段
第
一
節
へ
の
註
―
」『
宗
学
研
究
紀
要
』
三
二
、
二

〇
一
九
年
、
五
七-

六
一
頁
。

松
本
史
朗
『
道
元
思
想
論
』
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
。

山
内
舜
雄
『
第
五　

正
法
眼
蔵
聞
書
抄
の
研
究
』
大
蔵
出
版
、
一
九
九
五
年
。

　
第
一
段

２
　
云
為　
『
正
法
眼
蔵
』
本
文
に
、「
タ
ト
ヒ
強
為
ノ
為
ナ
リ
ト
モ
云
為
ノ
為
ナ
ル
ベ
シ
」
と
あ
る
。
こ
の
一
節
に
つ
い
て
、
山
内
舜
雄
博
士
は

「
大
げ
さ
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
道
元
禅
の
基
本
的
性
格
に
、
微
妙
に
ひ
び
く
内
容
を
持
っ
て
い
る
」（
山
内
［
一
九
九
五
］
四
四
五
頁
）
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
。

　
　

し
か
る
に
、
こ
の
一
節
に
お
い
て
重
要
な
概
念
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
「
云
為
」
の
語
に
つ
い
て
、
増
谷
文
雄
博
士
は
「
お
の
ず
か
ら
に
し
て
そ

う
な
る
」（『
眼
蔵
（
増
谷
）』
五
、
八
頁
）、
玉
城
康
四
郎
博
士
は
「
お
の
ず
か
ら
に
し
て
な
さ
れ
た
も
の
」（『
眼
蔵
（
玉
城
）』
四
、
二
九
頁
）、

水
野
弥
穂
子
氏
は
「
な
す
べ
く
し
て
な
し
た
わ
ざ
」（『
眼
蔵
（
水
野
訳
註
）』
二
一
五
頁
）
と
い
う
現
代
語
訳
に
よ
る
解
釈
を
示
し
、
ま
た
、
河
村

孝
道
博
士
は
「
お
の
ず
か
ら
な
る
は
た
ら
き
」（『
眼
蔵
（
河
村
）』
四
四
三
頁
）
と
い
う
註
を
付
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
お
の
ず

か
ら
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
た
だ
、
微
細
な
解
釈
の
相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
相
違
は
、
こ

の
『
正
法
眼
蔵
』
本
文
に
つ
い
て
、
近
代
の
諸
研
究
に
お
い
て
未
だ
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。

　
　

私
は
、「
云
為
」
の
「
云
」
が
「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
若
干
の
疑
問
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。「
云
」
の
語

義
は
、『
大
漢
和
』（
四
五
七-

四
五
八
頁
）
に
よ
れ
ば
、
①
い
ふ
、
②
こ
れ
、
こ
こ
に
、
③
も
し
、
④
め
ぐ
る
、
⑤
親
し
む
、
⑥
遠
い
、
⑦
有
る
、
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⑧
為
す
、
⑨
句
末
の
辞
、
⑩
物
の
さ
ま
、
⑪
く
も
、
雲
、
⑭
姓
と
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
に
は
、「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
意
味
は
出
て
い
な
い
。
た

だ
し
、「
云
為
」
と
い
う
語
の
第
一
の
語
義
と
し
て
「
言
ふ
こ
と
と
為
す
こ
と
。
言
動
」
が
挙
げ
ら
れ
て
、『
易
経
』
の
次
の
よ
う
な
用
例
が
示
さ

れ
て
い
る
。

是
故
変
化
云
為
、
吉
事
有
祥
。
象
事
知
器
、
占
事
知
来
。（「
周
易
繋
辞
下
伝
」『
易
経
』（
下
）、
二
八
三-

二
八
四
頁
）

　
　

高
田
真
治
、
後
藤
基
巳
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

従
っ
て
人
は
ま
た
陰
陽
変
化
の
法
則
に
の
っ
と
っ
て
物
を
言
い
事
を
行
え
ば
、
吉
事
に
は
か
な
ら
ず
瑞
祥
が
も
た
ら
さ
れ
る
し
、
卦
爻
に
示

さ
れ
た
事
象
に
か
た
ど
っ
て
器
物
の
形
態
を
知
り
得
る
し
、
物
事
を
占
っ
て
未
来
の
吉
凶
を
予
知
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。（
同
右
）

　
　

こ
の
『
易
経
』「
周
易
繋
辞
下
伝
」
の
例
に
基
づ
く
な
ら
ば
、「
云
為
」
は
、
普
通
、「
言
う
こ
と
と
為
す
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
近
代
の
研
究
者
は
こ
の
「
三
界
唯
心
」
巻
の
第
一
段
の
「
云
為
」
を
「
言
う
こ
と
と
為
す
こ
と
」
と

い
う
意
味
で
理
解
し
て
い
な
い
。

　
　

で
は
、
近
代
の
諸
研
究
に
お
け
る
「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
解
釈
は
い
か
な
る
典
拠
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。『
正
法
眼
蔵
』
の
諸
註
釈
を
検

討
し
て
み
よ
う
。
詮
慧
は
『
聞
書
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

云
為
ト
云
ハ
、
タ
ト
ヒ
強
為
ノ
為
也
ト
モ
、
云
為
ノ
為
ナ
ル
ベ
シ
ト
云
フ
。
強
為
ノ
法
ト
テ
仏
道
ニ
ハ
モ
チ
ヰ
ザ
ル
コ
ト
ナ
ル
ヲ
強
為
ノ
為

也
ト
モ
ユ
ル
ス
事
ハ
、
三
界
ヲ
唯
一
心
ト
強
為
セ
ム
モ
、
所
詮
云
為
ノ
義
ニ
落
居
ス
ベ
キ
ユ
ヘ
ニ
、
如
此
ト
ク
云
為
ト
ハ
、
ヤ
ガ
テ
ア
ル
ベ

キ
ヲ
ア
リ
ト
云
フ
、
コ
レ
云
為
也
。（『
蒐
書
大
成
』
二
二
四
頁
）

　
　

詮
慧
は
、「
ヤ
ガ
テ
ア
ル
ベ
キ
ヲ
ア
リ
」（「
結
局
あ
る
べ
き
こ
と
を
あ
る
」）、
つ
ま
り
、
結
果
的
に
そ
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
解

釈
し
て
い
る
と
一
応
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
詮
慧
は
こ
こ
で
「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
解
釈
を
説
い
て
は
い
な
い
。
な
お
、

経
豪
は
「
云
為
」
に
つ
い
て
註
釈
し
て
い
な
い
。

　
　

天
桂
は
『
正
法
眼
蔵
弁
註
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

云
為ハ字
彙ニ与
レ
営
同
、
又
事ノ字
注ニ動
作
云
為ヲ曰
レ
事ト、
易
蒙
引ニ、
云ハ言
也
、
為ハ動
也
。
所
説
広シ
ト矣

、
然
則
日
用
タ
ト
ヒ
所
為
之
視
聴
言
動
ナ

ル
モ
不
レ
以
二
別
念
一
、
人
々
本
然
娘
生
ノ
動
作
云
為
、
他
ヨ
リ
習
ヒ
伝
フ
ニ
ア
ラ
ズ
、
教
外
別
伝
自
心
ノ
全
機
現
ナ
リ
ト
云ノ義
ナ
リ
。（『
弁

註
』
三
七
六
頁
）
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こ
こ
で
、
天
桂
は
「
云
為
」
の
語
義
に
つ
い
て
「
営
」
及
び
「
動
作
」、「
云
」
に
つ
い
て
「
言
」、「
為
」
に
つ
い
て
「
動
」
と
い
う
意
味
が
あ

る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
天
桂
の
解
釈
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
人
々
に
元
々
我
が
身
に
備
わ
り
母
か
ら
生
じ
た
「
云
為
」、

即
ち
動
作
は
、
他
か
ら
習
い
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
経
論
や
文
字
の
外
に
伝
わ
る
、
自
己
自
身
の
心
の
全
き
現
れ
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

天
桂
の
解
釈
は
、「
云
為
」
を
動
作
と
規
定
し
、
そ
れ
が
、
自
己
の
心
か
ら
生
じ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
詮
慧
の
解
釈
が
簡
潔
に
過

ぎ
、
ま
た
幾
分
曖
昧
な
面
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
動
作
の
因
を
自
己
の
心
と
規
定
し
た
点
で
、
天
桂
の
解
釈
は
詮
慧
と
異
な
る
。
父
幼
老
卵
は

『
正
法
眼
蔵
那
一
宝
』
に
お
い
て
天
桂
に
準
じ
て
解
釈
し
て
い
る
が
、
天
桂
も
父
幼
老
卵
も
、
自
己
の
心
か
ら
動
作
が
生
じ
る
と
説
い
て
い
る
の
で

あ
り
、「
お
の
ず
か
ら
」
生
じ
る
と
は
解
釈
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　

斧
山
玄
鈯
（
一
七
一
一-
一
七
八
九
）
は
『
正
法
眼
蔵
聞
解
』
に
お
い
て
、

ヤ
ハ
リ
、
法
ノ
上
ノ
云
動
施
為
デ
唯
心
ノ
所
造
（『
聞
解
』
一
七
一
頁
）

　

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、「
云
為
」
が
唯
心
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
「
お
の
ず
か
ら
」
と
い

う
解
釈
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　

瞎
道
本
光
（
一
七
一
〇-

一
七
七
三
）
は
『
正
法
眼
蔵
却
退
一
字
参
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

信ニ
シ
テ
而
非
スレ
妄
ニ
、
今
ノ
汝
今
ノ
吾
、
久ク効ハ二
強
為
為
一
、
自ラ得ン二
云
為ノ為ヲ一
。（『
参
註
』
一
二
八
頁
）

　
　

こ
の
記
述
で
は
、「
久
く
強
為
の
為
を
効
く
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、「
自
ら
云
為
の
為
を
得
ん
」
と
対
比
的
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
が
、
こ
れ
は
「
云
為
」
の
解
釈
に
「
自
ら･･････
得
ん
」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
た
点
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
瞎
道
は
こ
の
趣
旨
を
、
直
後
に

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

須ク下
休テ二
狐
疑
心
一
、
以テ強メ
テ為

ス中
仏
祖ノ公
案ヲ上
自
云
二
為
唯セ
ン心
現
成ヲ一
。（『
参
註
』
一
二
八
頁
）

　
　
「
狐
疑
心
を
休
て
、
以
て
仏
祖
公
案
を
強
て
為
す
べ
し
」
の
一
節
は
、
先
の
「
信
に
し
て
妄
に
非
ず
、･･････

久
く
強
為
の
為
を
効
く
」
を
言

い
換
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
次
の
「
自
ら
唯
心
の
現
成
を
云
為
せ
ん
」
と
は
、「
自
ら
云
為
の
為
を
得
ん
」
を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
ろ
う

が
、「
云
為
せ
ん
」
と
す
る
対
象
は
「
唯
心
の
現
成
」
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　

問
題
は
、
瞎
道
の
「
自
ら
」
の
解
釈
で
あ
る
が
、
瞎
道
は
「
仏
祖
公
案
を
強
て
為
」
し
た
な
ら
ば
、「
自
お
の
ず
から
」「
云
為
の
為
を
得
ん
」、
つ
ま
り
「
唯

心
の
現
成
を
云
為
せ
ん
」
と
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、「
狐
疑
心
を
休
て
、
以
て
仏
祖
公
案
を
強
て
為
」
す
こ
と
を
前
提
す
る
よ
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う
な
一
節
と
し
て
読
む
こ
と
が
果
た
し
て
で
き
る
か
ど
う
か
。

　
　

し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
に
読
解
せ
ず
、「
狐
疑
心
を
休
て
、
以
て
仏
祖
公
案
を
強
て
為
」
し
た
な
ら
ば
、
正
に
「
自み
ず
から

」
努
め
て
、「
唯
心
の
現

成
を
云
為
せ
ん
」
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
る
と
、
瞎
道
の
註
釈
も
曖
昧
さ
を
残
し
て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
が
、
こ
こ
に
、
後
代
に
お
い
て
、「
云
為
」
が
「
お
の
ず
か
ら
」
と
解
釈
さ
れ
る
余
地
が
で
き
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　

次
に
、
安
心
院
（
雑
華
）
蔵
海
（
一
七
三
〇-

一
七
八
八
）
の
『
正
法
眼
蔵
私
記
』
を
検
討
し
よ
う
。

一
切
法
ノ
作
為
、
ミ
ナ
三
界
ノ
云
為
ナ
ル
ヲ
モ
テ
、
タ
ト
ヒ
強
為
ノ
為
ナ
リ
ト
モ
、
云
為
ノ
為
ナ
ル
ベ
シ
ト
結
セ
ラ
ル
ル
ナ
リ
。
云
為
ハ
、

任
運
ニ
ソ
ノ
コ
ト
ト
ナ
ル
ヲ
イ
フ
。（『
私
記
』
七
〇
二
頁
上
）

　
　

こ
こ
に
は
、
一
切
法
の
作
用
が
す
べ
て
三
界
の
云
為
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
云
為
と
は
、「
任
運
に
」、
即
ち
、
自
然
の
ま
ま
に
、
自
己
の
働
き
か

け
を
加
え
ず
に
、
と
註
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
註
釈
が
、
お
そ
ら
く
近
代
の
解
釈
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
増
谷
博
士
が
「
古

註
」
と
し
て
言
及
し
て
い
る
の
は
（『
眼
蔵
（
増
谷
）』
一
一
頁
）、
こ
の
『
私
記
』
の
記
述
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
切
法
の
作
用
が
す
べ
て
三
界
の

云
為
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
「
お
の
ず
か
ら
」
と
解
釈
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
『
正
法
眼
蔵
』
に
立
ち
戻
っ
て
、
そ
の
諸
巻
に
こ
の
語
を
探
っ
て
み
よ
う
。「
三
界
唯
心
」
巻
の
例
と
同
様
に
、「
云
為
」
が
「
強
為
」
と
対
比
的

な
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
、『
正
法
眼
蔵
』「
洗
浄
」
巻
（
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
十
月
二
三
日
示
衆
）
に
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ

る
。

こ
れ
自
己
の
強
為
に
あ
ら
ず
、
威
儀
の
云
為
な
り
。
諸
佛
の
常
儀
な
り
、
諸
祖
の
家
常
な
り
。（「
洗
浄
」『
道
元
全
』
上
、
四
七
三
頁
）

　
　

即
ち
、
仏
祖
の
道
場
に
お
け
る
「
洗
浄
」
の
仕
方
は
、「
強
為
」、
つ
ま
り
自
分
自
身
か
ら
強
い
て
為
す
こ
と
で
は
な
く
、
正
し
い
振
る
舞
い
の

「
云
為
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
云
為
」
は
、「
強
為
」
と
対
比
的
、
も
し
く
は
対
立
的
な
概
念
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

こ
の
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
「
お
の
ず
か
ら
」
と
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、「
威
儀
」
と
呼
ば
れ
る
正
し
い
振
る
舞
い
に
し
て
、「
諸
仏
の
常
儀
」

「
諸
祖
の
家
常
」
と
さ
れ
る
も
の
が
、
そ
の
人
に
、「
説
き
（
云
）、
為
す
こ
と
（
為
）」
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。「
正
し

い
振
る
舞
い
」
が
「
説
き
、
為
す
こ
と
」
と
い
う
の
は
一
見
奇
妙
な
表
現
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
、「
威
儀
」
と
い
う
無
情
な
る
法
が
法
を
説
く
こ

と
、
即
ち
「
無
情
説
法
」
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
道
元
禅
師
の
「
無
情
説
法
」
の
理
解
に
つ
い
て
、
松
本
［
二
〇
〇
〇
］
一
四
二-

一
五
二
頁
参

照
。
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『
正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る
「
云
為
」
と
い
う
語
の
用
例
は
、
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
た
め
、『
正
法
眼
蔵
』
に
見
出
さ
れ
る
す
べ
て
の
用
例
を
考

察
し
よ
う
。
ま
ず
「
行
持　

上
」
巻
（
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
四
月
五
日
書
）
の
記
述
を
検
討
し
よ
う
。

佛
祖
も
恩
愛
な
き
に
あ
ら
ず
、
し
か
あ
れ
ど
も
な
げ
す
て
き
た
る
。
佛
祖
も
諸
縁
な
き
に
あ
ら
ず
、
し
か
あ
れ
ど
も
な
げ
す
て
き
た
る
。
た

と
ひ
を
し
む
と
も
、
自
他
の
因
縁
を
し
ま
る
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
わ
れ
も
し
恩
愛
を
な
げ
す
て
ず
ば
、
恩
愛
か
へ
り
て
わ
れ
を
な

げ
す
つ
べ
き
云
爲
あ
る
な
り
。（「
行
持　

上
」『
道
元
全
』
上
、
一
三
五
頁
）

　
　

こ
の
一
節
の
趣
旨
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
仏
祖
も
「
恩
愛
」
や
「
諸
縁
」
を
捨
て
て
き
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
ら
を
惜
し
ん
で

も
、「
自
他
の
因
縁
」
は
惜
し
む
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
も
し
恩
愛
を
捨
て
な
け
れ
ば
、
恩
愛
が
逆
に
私
を
捨
て
る
と
い
う
「
云
為
」
が
あ

る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、「
云
為
」
は
、「
恩
愛
」
と
い
う
無
情
な
る
法
が
、
ま
さ
に
私
を
捨
て
る
こ
と
を
「
説
き
（
云
）、

為
す
こ
と
（
為
）」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　

次
に
、「
授
記
」
巻
（
仁
治
三
年
四
月
二
五
日
示
衆
）
の
所
説
を
検
討
し
よ
う
。

お
ほ
よ
そ
授
記
は
、
一
手
を
挙
し
て
授
記
し
、
両
手
を
挙
し
て
授
記
し
、
千
手
眼
を
挙
し
て
授
記
し
、
授
記
せ
ら
る
。
あ
る
ひ
は
優
曇
華
を

挙
し
て
授
記
す
。
あ
る
ひ
は
金
襴
衣
を
拈
じ
て
授
記
す
る
、
と
も
に
こ
れ
強
為
に
あ
ら
ず
、
授
記
の
云
為
な
り
。
内
よ
り
う
る
授
記
あ
る
べ

し
、
外
よ
り
う
る
授
記
あ
る
べ
し
。（「
授
記
」『
道
元
全
』
上
、
一
九
八
頁
）

　
　

こ
こ
で
は
、
鮮
明
に
「
強
為
」
を
否
定
し
、「
授
記
の
云
為
」
を
肯
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
授
記
」
と
い
う
無
情
な
る
法
が
「
説
き
（
云
）、

為
す
こ
と
（
為
）」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　

次
に
、「
梅
花
」
巻
（
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
一
一
月
六
日
示
衆
）
の
所
説
を
検
討
し
よ
う
。

先
師
古
仏
云
。
明
歴
歴
。
梅
華
影
裏
休
相
覓
、
為
雨
為
雲
自
古
今
、
古
今
寥
寥
有
何
極
。

し
か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
、
く
も
を
な
し
あ
め
を
な
す
は
、
梅
華
の
云
為
な
り
。
行
雲
行
雨
は
梅
華
の
千
曲
万
重
色
な
り
、
千
功
万
徳
な
り
。

自
古
今
は
梅
華
な
り
、
梅
華
を
古
今
と
称
す
る
な
り
。（「
梅
花
」『
道
元
全
』
上
、
四
六
四
頁
）

　
　

こ
こ
で
、「
先
師
古
仏
」
は
如
浄
禅
師
で
あ
る
が
、「
く
も
を
な
し
、
あ
め
を
な
す
」
の
は
「
梅
花
の
云
為
」、
即
ち
「
為
す
こ
と
」
で
あ
る
と
理

解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、「
云
」
は
、
先
の
『
大
漢
和
』
⑧
の
意
味
で
、「
為
」
の
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
、
必
ず
し
も
「
説
く
」

と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、「
梅
花
」
と
い
う
無
情
な
る
現
象
的
事
物
が
「
く
も
を
な
し
、
あ
め
を
な
す
」
と
さ
れ
て
、
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「
万
徳
」（
あ
ら
ゆ
る
功
徳
）
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

次
に
、「
見
仏
」
巻
（
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
一
一
月
一
九
日
示
衆
）
の
一
節
を
考
察
し
よ
う
。

諸
相
は
如
来
相
な
り
、
非
相
に
あ
ら
ず
と
参
究
見
仏
し
、
決
定
証
信
し
て
、
受
持
す
べ
し
。
諷
誦
通
利
す
べ
し
。
か
く
の
ご
と
く
し
て
、
自

己
の
耳
目
に
見
聞
ひ
ま
な
か
ら
し
む
べ
し
、
自
己
の
身
心
骨
髄
に
脱
落
な
ら
し
む
べ
し
、
自
己
の
山
河
尽
界
に
透
脱
な
ら
し
む
べ
し
。
こ
れ

参
学
仏
祖
の
行
履
な
り
。
自
己
の
云
為
に
あ
れ
ば
、
自
己
の
眼
睛
を
発
明
せ
し
む
べ
か
ら
ず
と
お
も
ふ
こ
と
な
か
れ
。（「
見
仏
」『
道
元
全
』

上
、
四
八
一
頁
）

　
　

こ
こ
で
は
、「
諸
相
」
が
「
如
来
相
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
こ
の
「
如
来
相
」
と
は
、
如
来
の
姿
、
則
ち

如
来
の
顕
現
に
し
て
真
実
な
る
も
の
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
道
元
禅
師
は
、
そ
の
よ
う
な
「
諸
相
」
が
「
如
来
の
顕
現
」
で
あ
り
、「
非
相
」
で

は
な
い
と
参
究
見
仏
し
、
決
定
し
て
悟
り
信
じ
て
、
受
け
取
っ
て
、
持
し
て
、
朗
誦
、
通
暁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
は
、

「
諸
相
」
＝
「
如
来
の
顕
現
」
を
、
常
に
、
自
己
の
耳
目
に
お
い
て
見
聞
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
元
禅
師
の
実
践
論

の
基
本
主
張
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

こ
の
趣
旨
を
道
元
禅
師
は
繰
り
返
し
て
、「
諸
相
」
＝
「
如
来
の
顕
現
」
を
、「
自
己
の
身
心
骨
髄
」
に
脱
落
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
さ
せ
、

ま
た
「
自
己
の
山
河
尽
界
」
に
透
脱
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
さ
せ
る
と
説
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　

こ
の
一
節
の
中
、「
自
己
の
」
身
心
骨
髄
、
な
い
し
山
河
尽
界
と
い
う
表
現
を
理
解
す
る
の
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
こ
の

「
自
己
の
」
と
は
、
参
究
見
仏
を
為
す
そ
の
人
の
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
参
究
見
仏
を
為
す
人
の
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
が
こ
こ
で

「
参
学
仏
祖
の
行
履
」
で
あ
る
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
際
、
道
元
禅
師
は
、「
身
心
骨
髄
」
と
「
山
河
尽
界
」
の
二
つ
を
と
も
に

真
実
と
し
て
説
い
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
、「
山
河
尽
界
」
は
、
例
え
ば
『
正
法
眼
蔵
』「
仏
性
」
巻
に
「
山
河
を
み
る
は
仏
性
を

み
る
な
り
。」（『
道
元
全
』
上
、
一
七
頁
）
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
無
情
な
る
現
象
的
事
物
を
真
実
と
し
て
の
仏
性
の
顕
れ
と
見
な
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
に
対
し
、「
身
心
骨
髄
」
は
、
無
情
な
る
現
象
的
事
物
で
は
な
く
、
参
究
見
仏
を
為
す
そ
の
人
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か

ら
、
曖
昧
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

し
か
し
我
々
の
問
題
意
識
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
一
節
で
何
よ
り
重
要
な
の
は
、「
自
己
の
云
為
」
を
含
む
一
文
で
あ
る
。
則
ち
、「
参
究
見
仏
を

為
す
人
が
説
き
（
云
）、
為
す
こ
と
（
為
）
に
お
い
て
、「
諸
相
」
＝
「
如
来
の
顕
現
」
は
す
で
に
顕
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
「
自
己
の
眼
睛
」、
即
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ち
、
自
己
の
仏
性
を
顕
現
さ
せ
な
い
と
は
思
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、「
云
為
」
の
内
容
は
、
直
前

に
述
べ
ら
れ
た
「
参
究
見
仏
し
、
決
定
証
信
し
て
受
持
す
べ
し
。
諷
誦
通
利
す
べ
し
」
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
は
指
す
と
理
解
さ
れ
る
と
思
わ

れ
る
。

　
　

以
上
の
考
察
か
ら
、
道
元
禅
師
は
、「
三
界
唯
心
」
巻
に
お
い
て
、「
云
為
」
の
語
を
、「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
意
味
で
は
用
い
て
い
な
い
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
従
来
の
研
究
で
は
、「
云
為
」
に
「
お
の
ず
か
ら
」
為
す
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て

い
た
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
曖
昧
で
不
正
確
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
の
考
え
で
は
、
道
元
禅
師
は
、「
云
為
」
を
「〔
或
る
も
の
が
〕

説
き
（
云
）、
為
す
こ
と
（
為
）」
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
真
の
意
図
は
、
無
情
な
る
諸
法
が
説
法
を
為
す
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
故
、「
タ
ト
ヒ
強
為
ノ
為
ナ
リ
ト
モ
云
為
ノ
為
ナ
ル
ベ
シ
」
と
い
う
『
正
法
眼
蔵
』
の
一
節
の
趣
旨
は
、「
三
界
唯
一
心
、
心
外
無
別
法
、
心

仏
及
衆
生
、
是
三
無
差
別
」
と
い
う
句
を
釈
尊
が
強
い
て
為
し
て
説
い
た
と
し
て
も
、
無
情
な
る
諸
法
が
為
す
、
即
ち
「
三
界
唯
心
」
巻
の
第
二

段
に
説
か
れ
る
「
見
成
公
案
」
と
い
う
見
え
て
い
る
ま
ま
に
成
立
し
て
い
る
真
理
が
、
こ
の
句
を
説
き
、
為
し
た
こ
と
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
と

い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
第
二
段
で
は
、「
見
成
公
案
」
が
「
よ
く
三
界
を
し
て
発
心
、
修
行
、
菩
提
、
涅
槃
な
ら
し
む
」
と
説

か
れ
、
見
え
て
い
る
ま
ま
に
成
立
し
て
い
る
真
理
が
三
界
を
発
心
、
修
行
、
菩
提
、
涅
槃
さ
せ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。（
続
）
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隆

【
は
じ
め
に
】

　

周
知
の
と
お
り
入
宋
か
ら
帰
朝
し
た
道
元
禅
師
（
一
二
〇
〇
～
一
二
五

三
）
は
、
建
仁
寺
に
掛
錫
し
た
後
、
深
草
の
観
音
導
利
院
（
興
聖
寺
）

を
再
興
（
一
二
三
六
）
す
る
。
そ
し
て
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
七
月
に
越

前
に
移
る
ま
で
、
お
よ
そ
一
一
年
間
こ
の
地
に
お
い
て
教
線
を
展
開
す

る
。

　

本
稿
で
は
、
鎌
倉
期
の
社
会
情
勢
、
特
に
寛
喜
三
～
四
年
（
一
二
三

一
～
一
二
三
二
）
を
頂
点
に
発
生
し
た
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
最
大
規
模
の

飢
饉
で
あ
る
「
寛
喜
の
飢
饉
」
に
注
目
し
、
教
線
の
展
開
を
は
じ
め
た

当
初
の
道
元
禅
師
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
論
考
し
た
い
。

【
寛
喜
の
飢
饉
に
つ
い
て
】

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
寛
喜
の
飢
饉
は
寛
喜
三
～
四
年
を
頂
点
に
発
生

し
た
大
規
模
な
飢
饉
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
は
そ
れ
以
前
の
嘉
禄
（
一

二
二
五
～
一
二
二
六
）
の
頃
よ
り
天
変
や
天
然
痘
（
痘
瘡
）
の
流
行
な
ど

に
度
々
見
舞
わ
れ
、
国
内
は
疲
弊
し
て
い
た
。
朝
廷
は
嘉
禄
か
ら
安

貞
、
さ
ら
に
寛
喜
へ
と
立
て
続
け
に
災
異
改
元
を
行
う
が
、
そ
の
願
い

空
し
く
大
規
模
な
飢
饉
が
発
生
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。
ま
ず
は
諸

史
料
か
ら
そ
の
流
れ
を
概
観
し
た
い
。

　
『
吾
妻
鏡
』
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
の
七
月
十
六
日
の
条
に
は
、

七
月
一
六
日
乙
巳
。
霜
降
る
。
殆
ど
冬
天
の
如
し

（
原
漢
文
）（
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
吾
妻
鏡
』
第
三
巻
、
九
八
頁
、
吉
川
弘

文
館
、
一
九
七
九
年
、
以
下
、
訓
読
を
掲
載
し
頁
数
の
み
記
す
）

と
真
夏
に
霜
が
降
る
よ
う
な
極
端
な
冷
夏
に
見
舞
わ
れ
て
し
ま
う（
１
）。

ま
た
公
家
の
日
記
な
ど
の
諸
記
録
を
抜
粋
・
編
集
し
た
歴
史
書
で
あ
る

『
百
錬
抄
』
の
寛
喜
二
年
六
月
八
日
の
条
で
は
、

美
濃
国
生
津
庄
内
雪
降
。
委
地
二
寸
許
云
々
。（
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
百
錬

抄
』
一
六
六
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）

と
美
濃
国
（
現
在
の
岐
阜
県
南
部
）
で
六
㎝
近
い
積
雪
が
あ
っ
た
こ
と

が
記
さ
れ
る
。
更
に
八
月
八
日
に
は
、

甚
雨
大
風
、
夜
半
に
及
び
休
止
す
。
草
木
の
葉
枯
れ
、
偏
に
冬
気
の
如
し
。
稼

穀
損
亡
す
（『
吾
妻
鏡
』、
九
八
頁
）

と
あ
り
、
冷
夏
に
く
わ
え
台
風
に
よ
り
農
作
物
に
深
刻
な
被
害
が
発
生

宗
学
研
究
紀
要　

第
三
十
三
号　

二
〇
二
〇
年
三
月
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六

し
て
い
る
。『
百
錬
抄
』
の
十
月
四
日
の
条
（
一
六
七
頁
）
に
は
、

諸
国
異
損
の
事
。
普
く
其
事
有
り
。
久
く
雨
止
ま
ず
。
風
災
法
を
過
ぐ
、

云
々
。�

（
原
漢
文
）

と
あ
り
、
全
国
の
耕
作
地
の
一
〇
分
の
三
以
上
が
大
き
な
被
害
を
受
け

た
こ
と
を
伝
え
る
。
こ
の
よ
う
に
極
端
な
冷
夏
に
加
え
、
台
風
の
被
害

に
よ
り
収
穫
が
著
し
く
減
少
す
る
こ
と
と
な
り
、
大
規
模
な
飢
饉
が
発

生
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
『
吾
妻
鏡
』
の
寛
喜
三
年
三
月
一
九
日
の
条
に
は
、
飢
饉
が
実
態
化

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

今
年
世
上
飢
饉
。
百
姓
多
く
以
て
餓
死
せ
ん
と
欲
す
。
仍
っ
て
武
州
伊
豆
・
駿

河
両
国
の
間
、
出
挙
米
を
施
し
そ
の
飢
え
を
救
う
べ
き
の
由
、
倉
庫
を
有
す
る

輩
に
仰
せ
聞
か
さ
る
。
豊
前
中
務
の
丞
こ
れ
を
奉
行
す
。
件
の
奉
書
御
判
を
載

せ
ら
る
る
と
。
今
年
、
世
間
飢
饉
の
間
、
人
民
餓
死
の
由
、
風
聞
す
。
尤
も
以

て
不
便
な
り
。
爰
に
伊
豆
・
駿
河
の
両
国
、
出
挙
せ
し
む
の
輩
、
施
し
を
始
め

ざ
る
に
依
っ
て
、
い
よ
い
よ
計
略
を
失
う
と
。
早
く
出
挙
を
施
行
せ
し
む
べ
き

の
由
仰
せ
下
さ
る
る
所
な
り
。
兼
ね
て
ま
た
後
日
も
し
対
捍
有
ら
ば
、
注
し
申

す
に
随
い
御
沙
汰
有
る
べ
き
の
由
候
な
り
。�

（
一
〇
五
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
飢
饉
が
本
格
化
し
餓
死
者
が
多
く
出
た
事
の
、
対
応
と

し
て
出
挙
米
（
備
蓄
米
）
を
貸
し
出
す
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
貸
し

倒
れ
を
お
そ
れ
、
貸
し
渋
る
も
の
に
は
国（
２
）が
そ
の
責
任
を
担
保
す
る

と
ま
で
述
べ
て
い
る
。

　

飢
饉
の
惨
状
に
つ
い
て
、
高
倉
～
後
堀
河
天
皇
ま
で
の
年
代
記
で
あ

る
『
皇
帝
紀
抄
』
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

五
月
二
一
日
。
風
聞
、
近
日
飢
饉
甚
だ
し
き
の
間
、
京
中
在
地
の
人
等
、
力
を

合
わ
せ
富
家
に
推
し
入
り
飲
食
の
後
、
銭
米
等
を
推
し
借
る
。
数
多
分
配
取
る

の
事
、
所
々
に
多
く
聞
く
。（
中
略
）
祇
園
内
常
行
堂
の
上
に
、
餓
死
者
出
来

す
る
の
間
、
築
地
の
上
を
破
ら
し
め
取
り
棄
つ
。

（
原
漢
文
）（『
群
書
類
従
』
第
三
輯
「
帝
王
部
」
所
収
、
四
〇
〇
頁
、
続
群
書

類
従
完
成
会
、
一
九
六
〇
年
）

　

飢
饉
に
よ
り
強
盗
な
ど
が
頻
発
し
、
そ
れ
で
も
餓
死
者
が
絶
え
な
い

こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。
ま
た
同
様
に
『
百
錬
抄
』
の
六
月
一
七
日
の
条

に
も
、去

る
春
よ
り
天
下
飢
饉
。
こ
の
夏
、
死
骸
道
に
満
つ
。
治
承
以
後
未
だ
此
の
如

き
の
飢
饉
有
ら
ず
。�

（
原
漢
文
）

と
、
流
民
や
餓
死
者
が
溢
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
藤
原

定
家
の
日
記
で
あ
る
『
明
月
記
』
の
七
月
二
日
の
条
で
も
、

東
方
明
而
帰
処
、
飢
人
且
顛
仆
、
死
骸
満
道
、
逐
日
加
増
、
東
北
院
之
内
不

知
其
数
云
々
。�

（
三
〇
〇
頁
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
〇
年
）

と
、
多
く
の
人
が
飢
え
か
ら
行
き
倒
れ
、
そ
の
死
者
は
数
え
る
こ
と
が

出
来
な
い
と
ま
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
『
吾
妻
鏡
』
七
月
一
六
日
の
条
で
は
、

今
月
天
下
大
飢
饉
、
ま
た
二
月
以
来
洛
中
・
城
外
疾
疫
流
布
し
、
貴
賤
多
く

以
て
亡
卒
す
と
。

と
あ
り
、
飢
饉
以
外
に
も
疫
病
の
流
行
に
よ
り
更
に
死
者
は
増
加
し
た
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と
す
る
。
八
月
一
日
に
は
よ
う
や
く
、

天
晴
風
静
ま
る
。
世
上
漸
く
豊
饒
。
死
骸
徐
に
散
失
す
と
。�

（
一
〇
九
頁
）

と
記
録
さ
れ
る
が
、
実
態
は
定
か
で
は
な
い
。
史
料
の
性
質
上
、
街
中

で
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
あ

れ
飢
饉
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
借
り
た
出
挙
米
は
利
子
を
つ
け
て
返
却

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
二
三
二
年�

（
寛
喜
四
年
、
四
月
二
日
改
元
、
貞
永

元
年
）
の
三
月
九
日
の
条
で
は
、

伊
豆
の
国
仁
科
庄
の
土
民
等
、
飢
饉
に
依
っ
て
餓
死
に
及
ぶ
の
間
、
意
な
ら
ず

農
業
の
計
を
抛
つ
の
由
、
武
州
の
御
方
に
愁
い
申
す
。
仍
っ
て
出
挙
三
十
石
を

下
し
行
う
べ
し
。
も
し
彼
等
弁
償
せ
ざ
れ
ば
、
御
沙
汰
と
し
て
糺
返
せ
ら
る
べ

き
の
由
、
ま
た
矢
田
六
郎
兵
衛
の
尉
に
仰
せ
ら
る
。
こ
の
事
す
で
に
数
度
に
及

ぶ
と
。�

（
一
一
五
頁
）

と
、
農
業
を
行
え
な
く
な
っ
た
農
民
に
更
に
出
挙
米
を
出
す
こ
と
が
命

じ
ら
れ
、
弁
償
で
き
な
け
れ
ば
国
が
責
任
を
持
つ
と
ま
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
京
都
市
内
ま
で
も
が
流
民
や
餓
死
者
で
溢
れ
る
大
規
模

な
飢
饉
で
あ
り
、
そ
の
爪
痕
は
飢
饉
が
収
束
し
た
と
さ
れ
る
寛
喜
四
年

以
降
も
残
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
民
衆
の
中
に
は
富
豪
の
家

に
仕
え
た
り
、
妻
子
や
時
に
は
自
分
自
身
ま
で
も
売
却
・
質
入
し
た
り

す
る
ケ
ー
ス
も
相
次
ぎ
、
社
会
問
題
化
し
た
と
さ
れ
る（
３
）。

【
飢
饉
に
際
し
て
の
仏
教
界
の
動
静
】

　

次
に
当
時
の
仏
教
界
が
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
い
た
か
を
確
認

し
た
い
。
当
時
の
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、
為
政
者
の
不
徳
な
ど
に

よ
っ
て
災
害
等
が
お
こ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
天
災
な
ど

が
起
こ
っ
た
時
、
為
政
者
は
そ
れ
に
対
す
る
仏
事
や
徳
政
な
ど
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た（
４
）。
こ
の
飢
饉
が
起
こ
っ
た

際
も
同
様
に
、
多
く
の
仏
事
（
法
要
等
）
が
行
わ
れ
て
い
る（
５
）。

　
『
吾
妻
鏡
』
寛
喜
三
年
四
月
一
一
日
の
条
に
は
、

天
変
御
祈
り
の
御
修
法
こ
れ
を
始
行
す
。（
一
〇
五
頁
）

と
あ
り
、
飢
饉
が
実
態
化
し
た
後
、
す
ぐ
さ
ま
法
要
が
修
さ
れ
て
い
る
。

次
い
で
四
月
一
九
日
の
条
に
も

風
雨
水
旱
の
災
難
を
祈
ら
ん
が
為
、
諸
国
国
分
寺
に
於
い
て
最
勝
王
経
を
転
読

す
べ
き
の
旨
、
宣
旨
状
去
る
夜
到
着
す
。�

　
（
一
〇
六
頁
）

と
続
け
ざ
ま
に
修
さ
れ
て
い
る
。
更
に
五
月
四
日
の
条
に
は
、

　

去
る
月
の
比
、
或
る
僧
、
祇
園
の
示
現
と
称
し
、
夢
記
を
注
し
洛
中
に
披
露

す
。
仍
っ
て
殿
下
よ
り
将
軍
家
に
送
り
進
せ
ら
る
。
仮
令
、
人
別
銭
五
文
若
く

は
三
文
を
充
て
、
心
経
を
読
誦
す
べ
し
。
即
ち
巽
方
に
於
い
て
鬼
気
祭
を
修
す

べ
し
。
然
れ
ば
今
年
は
世
上
疾
疫
と
云
い
餓
死
と
云
い
除
か
る
べ
き
な
り
。
疫

癘
の
事
、
五
月
以
後
六
月
十
八
日
以
前
蜂
起
す
べ
き
な
り
と
。
仍
っ
て
こ
の
封

を
懸
く
べ
し
。

医
王
源

急
々
如
律
令
。

山
柘
急
々
如
律
令
。
こ

の
事
を
信
ぜ
し
め
ば
、
人
民
安
穏
・
天
下
太
平
た
る
べ
き
の
由
な
り
。
今
夜
御

所
の
四
角
四
堺
の
鬼
気
御
祭
等
こ
れ
を
行
わ
る
。�

（
一
〇
六
頁
）

　

と
記
さ
れ
る
。
祇
園
の
八
坂
神
社
の
御
託
宣（
６
）に
よ
っ
て
『
夢
記
』
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八

（
明
恵
（
一
一
七
三
～
一
二
三
二
）
の
『
夢
記
』
か
）
の
註
釈
を
し
た
僧
（
伝
不

詳
）
が
、
般
若
心
経
の
読
誦
と
巽
方
（
南
東
）
で
の
鬼
気
祭
、
す
な
わ
ち

仏
教
儀
礼
と
陰
陽
師
の
祭
事
を
行
う
よ
う
進
言
し
、
ま
た
呪
符
を
貼
る

こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
実
際
に
修
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
五
月
五
日
の
条
に
は
、

綸
旨
に
任
せ
、
国
分
寺
に
於
い
て
最
勝
王
経
を
転
読
す
べ
き
の
由
、
関
東
御
分

の
国
々
に
仰
せ
下
さ
る
。�

（
一
〇
七
頁
）

と
、
再
度
関
東
一
帯
の
国
分
寺
に
お
い
て
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
の
転

読
が
、
五
月
一
七
日
の
条
に
は
、

申
の
刻
。
武
州
御
不
例
と
。
ま
た
こ
の
間
炎
旱
旬
を
渉
り
、
疾
疫
国
に
満
つ
。

仍
っ
て
天
下
泰
平
・
国
土
豊
稔
の
為
、
今
日
鶴
岡
八
幡
宮
に
於
い
て
、
供
僧

已
下
三
十
口
の
僧
を
し
て
、
大
般
若
経
を
読
誦
せ
し
む
。
ま
た
十
箇
日
の
程
、

問
答
講
を
修
す
べ
き
の
由
定
め
仰
せ
ら
る
。�

　
（
一
〇
七
頁
）

と
、
鎌
倉
の
鶴
岡
八
幡
宮
に
お
い
て
『
大
般
若
経
』
の
読
誦
と
問
答
講

が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
多
く
の
仏
事
が
短
期
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明

ら
か
な
よ
う
に
、
国
家
が
仏
教
に
求
め
る
と
こ
ろ
は
、
祈
祷
を
主
と
し

た
仏
事
の
功
徳
に
よ
る
国
家
鎮
護
で
あ
り
、
飢
饉
に
対
し
て
仏
教
寺
院

が
す
べ
き
事
は
、
読
誦
を
中
心
と
し
た
仏
事
功
徳
に
よ
る
除
災
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

【
当
時
の
道
元
禅
師
の
動
静
】

　

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
道
元
禅
師
は
入
宋
か
ら
帰
朝
し
た
後
、
建

仁
寺
に
掛
錫
す
る
が
、
寛
喜
二
年
よ
り
深
草
に
閑
居
し
て
い
る（
７
）。
寛

喜
三
年
（
一
二
三
一
）
八
月
に
は
、『
普
勧
坐
禅
儀
』
に
続
き
二
番
目
の

著
述
で
あ
る
、『
弁
道
話
』
が
著
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
弁
道
話
』

は
飢
饉
の
真
っ
只
中
に
著
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
諸
史
料
が
伝

え
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
道
元
禅
師
が
飢
饉
に
よ
る
惨
状
を
目
に
し

て
い
た
の
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
飢
饉
に
対
す
る
直

接
の
行
動
や
言
及
な
ど
は
管
見
の
限
り
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も

惨
状
を
目
の
前
に
し
、
何
ら
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か（
８
）。

　

具
体
的
な
言
及
が
無
い
以
上
、
あ
く
ま
で
推
論
の
域
を
出
な
い
が
、

『
弁
道
話
』
や
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』（
以
下
『
随
聞
記
』）
と
い
っ
た
飢

饉
直
後
の
著
述
を
中
心
に
、
試
論
を
呈
示
し
た
い
。

　

ま
ず
先
に
見
た
仏
教
諸
宗
の
飢
饉
に
対
す
る
対
応
、
す
な
わ
ち
読
誦

を
中
心
と
し
た
仏
事
功
徳
に
つ
い
て
論
考
し
た
い
。
道
元
禅
師
は
『
弁

道
話
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

又
、
読
経
・
念
仏
等
の
つ
と
め
に
う
る
と
こ
ろ
の
功
徳
を
、
な
ん
ぢ
、
し
る
や

い
な
や
。
た
だ
、
し
た
を
う
ご
か
し
、
こ
え
を
あ
ぐ
る
を
、
仏
事
功
徳
と
お
も

へ
る
、
い
と
は
か
な
し
。
仏
法
に
擬
す
る
に
、
う
た
た
と
ほ
く
、
い
よ
い
よ
は

る
か
な
り
。
又
、
経
書
を
ひ
ら
く
こ
と
は
、
ほ
と
け
、
頓
・
漸
修
行
の
儀
則
を

を
し
へ
お
け
る
を
、
あ
き
ら
め
し
り
、
教
の
ご
と
く
修
行
す
れ
ば
、
か
な
ら
ず

証
を
と
ら
し
め
む
、
と
な
り
。
い
た
づ
ら
に
思
量
念
度
を
つ
ひ
や
し
て
、
菩
提



寛
喜
の
飢
饉
と
道
元
禅
師
（
永
井
）

七
九

を
う
る
功
徳
に
擬
せ
ん
、
と
に
は
あ
ら
ぬ
な
り
。
お
ろ
か
に
千
万
誦
の
口
業
を

し
き
り
に
し
て
、
仏
道
に
い
た
ら
む
と
す
る
は
、
な
ほ
こ
れ
、
な
が
え
を
き
た

に
し
て
、
越
に
む
か
は
む
、
と
お
も
は
ん
が
ご
と
し
。
又
、
円
孔
に
方
木
を
い

れ
ん
と
せ
ん
、
と
お
な
じ
。
文
を
み
な
が
ら
、
修
す
る
み
ち
に
く
ら
き
、
そ
れ
、

医
方
を
み
る
人
の
、
合
薬
を
わ
す
れ
ん
、
な
に
の
益
か
あ
ら
ん
。
口
声
を
ひ
ま

な
く
せ
る
、
春
の
田
の
か
へ
る
の
、
昼
夜
に
な
く
が
ご
と
し
、
つ
ひ
に
又
、
益

な
し
。
い
は
む
や
ふ
か
く
名
利
に
ま
ど
は
さ
る
る
や
か
ら
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を

す
て
が
た
し
。
そ
れ
利
貧
の
こ
こ
ろ
、
は
な
は
だ
ふ
か
き
ゆ
え
に
。

�

（
第
三
問
答
）
傍
線
部
筆
者
（『
全
集
』
二
、
四
六
六
頁
）

　

従
来
、
こ
の
一
段
は
口
声
念
仏
思
想
批
判
と
理
解
さ
れ
る
が（
９
）、
念

仏
の
み
に
限
定
し
て
い
な
い
事
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ

力
点
は
「
名
利
に
ま
ど
は
さ
る
る
や
か
ら
」
に
あ
り
は
す
ま
い
か
。
そ
も
そ

も
当
時
の
京
都
で
は
浄
土
教
弾
圧
が
続
い
て
お
り
、
ま
た
基
本
的
に
侍

や
一
般
民
衆
に
支
持
さ
れ
た
浄
土
教
は
、
名
聞
利
養
に
合
致
し
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
こ
こ
で
批
判
す
る
対
象
は
、
先
に
見

た
よ
う
な
国
家
祭
事
と
し
て
の
仏
事
と
、
そ
れ
を
中
心
に
執
り
行
う
寺

院
・
僧
侶
で
は
無
か
ろ
う
か
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、『
弁
道
話
』
が
著

さ
れ
る
の
は
、
国
家
が
飢
饉
に
際
し
、「
読
経
・
念
仏
等
の
つ
と
め
に
う
る
と

こ
ろ
の
功
徳
」
を
期
待
し
、
多
く
の
仏
事
を
修
し
た
直
後
の
こ
と
で
あ

る
。
筆
者
は
こ
こ
に
読
経
・
念
仏
と
名
利
を
結
び
つ
け
た
批
判
を
お
こ

な
う
蓋
然
性
が
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
弁
道
話
』

の
後
半
部
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

お
ほ
よ
そ
我
朝
は
、
龍
海
の
以
東
に
と
こ
ろ
し
て
、
雲
煙
は
る
か
な
れ
ど
も
、

欽
明
・
用
明
の
前
後
よ
り
、
秋
方
の
仏
法
東
漸
す
る
、
こ
れ
す
な
は
ち
人
の
さ

い
は
ひ
な
り
。
し
か
あ
る
を
、
名
相
事
縁
、
し
げ
く
み
だ
れ
て
、
修
行
の
と
こ

ろ
に
わ
づ
ら
ふ
。
い
ま
は
、
破
衣
綴
盂
を
生
涯
と
し
て
、
青
巌
白
石
の
ほ
と
り

に
茅
を
む
す
む
で
、
端
坐
修
練
す
る
に
、
仏
向
上
の
事
た
ち
ま
ち
に
あ
ら
は
れ

て
、
一
生
参
学
の
大
事
す
み
や
か
に
究
竟
す
る
も
の
な
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
龍

牙
の
誡
勅
な
り
、
鶏
足
の
遺
風
な
り
。
そ
の
坐
禅
の
儀
則
は
、
す
ぎ
ぬ
る
嘉
禄

の
こ
ろ
撰
集
せ
し
普
勧
坐
禅
儀
に
依
行
す
べ
し
。
そ
れ
、
仏
法
を
国
中
に
弘
通

す
る
こ
と
、
王
勅
を
ま
つ
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
ふ
た
た
び
霊
山
の
遺
嘱
を
お
も

へ
ば
、
い
ま
百
万
億
刹
に
現
出
せ
る
王
公
相
将
、
み
な
も
と
に
か
た
じ
け
な
く

仏
勅
を
う
け
て
、
夙
生
に
仏
法
を
護
持
す
る
素
懐
を
わ
す
れ
ず
、
生
来
せ
る
も

の
な
り
。
そ
の
化
を
し
く
さ
か
ひ
、
い
づ
れ
の
と
こ
ろ
か
仏
国
土
に
あ
ら
ざ
ら

む
。
こ
の
ゆ
え
に
、
仏
祖
の
道
を
流
通
せ
む
、
か
な
ら
ず
し
も
と
こ
ろ
を
え
ら

び
、
縁
を
ま
つ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
た
だ
、
け
ふ
を
は
じ
め
と
お
も
は
む
や
。
し

か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
、
こ
れ
を
あ
つ
め
て
、
仏
法
を
ね
が
は
む
哲
匠
、
あ
は
せ

て
道
を
と
ぶ
ら
ひ
雲
遊
萍
寄
せ
む
参
学
の
真
流
に
、
の
こ
す
。

�

　
（
傍
線
部
筆
者
）（『
全
集
』
二
、
四
八
〇
～
四
八
一
頁
）

　

禅
師
は
こ
の
よ
う
に
国
家
の
庇
護
と
許
可
を
う
け
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
事
は
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
全
て
が
仏
国
土
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
待
つ
必
要
は
な
い
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
封
建
社
会
で
あ
る
当
時

の
日
本
に
お
い
て
は
か
な
り
強
い
言
葉
で
あ
ろ
う
。
特
に
「
禅
宗
」
は
、
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建
久
五
年
（
一
一
九
四
年
）
七
月
五
日
、
臨
済
宗
と
日
本
達
磨
宗
が
布
教

禁
止
の
処
分
を
受
け
た
際
に
、
栄
西
が
「
禅
」
は
天
台
宗
の
教
え
に
違

背
す
る
も
の
で
は
な
く
、
対
立
・
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て

『
興
禅
護
国
論
』
を
著
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
様
に
、
国
家
の
采

配
一
つ
で
布
教
の
道
を
簡
単
に
潰
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る（
10
）。
そ

れ
で
も
猶
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
が
仏
教

に
求
め
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
読
誦
を
中
心
と
し
た
仏
事
功
徳

中
心
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
強
い
認
識
と
、
そ
れ
が
仏
教
の
本
義
か
ら

乖
離
し
て
い
る
と
道
元
禅
師
は
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

続
い
て
『
弁
道
話
』
に
お
け
る
次
の
一
文
に
注
目
し
た
い
。

然
る
に
、
弘
通
の
心
を
放
下
せ
む
激
揚
の
時
を
待
つ
故
に
、
暫
く
雲
遊
萍
寄
な

り
。�
（『
全
集
』
二
、
四
六
一
頁
）

　

こ
こ
で
禅
師
は
な
ぜ
「
待
つ
」
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中

世
古
氏
は
こ
の
「
激
揚
の
と
き
」
は
、「
正
法
開
演
の
場
を
確
立
し
、
一
処
に
安

住
し
て
の
『
正
法
眼
蔵
』
宣
揚
の
時
」
と
解
釈
し
て
お
り
、
興
聖
寺
を
開
堂

す
る
ま
で
の
間
で
あ
る
と
す
る
が（
11
）、『
随
聞
記
』
巻
六
で
、

衲
子
は
雲
の
如
く
定
れ
る
住
所
も
な
く
、
水
の
如
く
に
流
れ
ゆ
き
て
、
よ
る
処

も
な
き
を
こ
そ
僧
と
は
云
ふ
な
り
。�

（『
全
集
』
七
、
一
四
七
頁
）

と
述
べ
て
い
る
こ
と
や
、
先
に
提
示
し
た
『
弁
道
話
』
の
後
半
で
「
仏

祖
の
道
を
流
通
せ
む
、
か
な
ら
ず
し
も
と
こ
ろ
を
え
ら
び
、
縁
を
ま
つ
べ
き
に
あ
ら

ず
」
と
述
べ
て
い
る
事
か
ら
す
る
と
矛
盾
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
筆
者
は
寧
ろ
飢
饉
と
い
う
切
迫
し
た
社
会
情
勢
と
、
国

家
の
仏
教
に
対
す
る
向
き
合
い
方
こ
そ
、
こ
の
一
文
の
背
景
に
あ
る
と

考
え
る（
12
）。

　

ま
た
『
随
聞
記
』
で
は
一
貫
し
て
「
貧
」
が
強
調
さ
れ
る
が（
13
）、
中

で
も
「
食
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
例
え
飢
え
た
と
し
て
も
一
心
に
弁
道

修
行
す
る
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る（
14
）。
さ
ら
に
一
二
三
七

年
春
に
撰
述
さ
れ
る
『
典
座
教
訓
』
で
は
、
僧
侶
の
「
食
」
に
纏
わ
る

「
あ
る
べ
き
」
意
識
を
鮮
明
に
述
べ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
頃
の
禅
師
の
意

識
の
中
に
「
食
」
が
強
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
無
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
強
調
す
る
大
き
な
要
因
と
し
て
「
寛
喜
の
飢
饉
」

を
指
摘
し
、
擱
筆
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
『
永
平
広
録
』
を
は
じ
め
と
し
た
他
の
著
述
を
含
め
た
考
察
は
別
稿
を

期
し
た
い
。

　
　
【
註
記
】

（
１
）　

ま
た
一
一
月
一
八
日
の
記
録
で
は
「
朝
晴
。
午
の
刻
俄
に
風

雨
、
申
の
刻
雷
鳴
。
夜
に
入
り
暴
風
雷
雨
甚
だ
し
。
冬
至
の
雷
殊

に
変
異
な
り
。
御
慎
み
有
る
べ
し
と
」（
一
〇
〇
頁
）
と
あ
り
、

年
間
を
通
じ
て
天
候
不
順
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
２
）　

国
と
い
う
よ
り
は
、
執
権
で
あ
っ
た
北
条
泰
時
の
個
人
と

い
っ
た
方
が
正
し
い
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
国
と
表
記
す
る
。

（
３
）　

こ
れ
ら
当
時
の
飢
饉
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
長
又
高
夫
「
寛
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喜
飢
饅
時
の
北
条
泰
時
の
撫
民
政
策
」（『
身
延
山
大
学
仏
教
学
部

紀
要
』
一
四
、
二
〇
一
三
年
）
に
詳
し
い
。

（
４
）　

下
村
周
太
郎
「
鎌
倉
幕
府
と
天
人
相
関
説
―
中
世
国
家
論
の

観
点
か
ら
―
」（『
史
観
』
第
一
六
四
冊
、
二
○
一
一
年
）、「
中
世

前
期
京
都
朝
廷
と
天
人
相
関
説
―
日
本
中
世
（
国
家
）
試
論
―
」

（『
史
学
雑
誌
』
二
二
―
六
、
二
○
一
二
年
）
等

（
５
）　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
あ
く
ま
で
国
家
主
導
の
仏
事
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
者
が
積
極
的
に
こ
れ
ら
仏
事
を
執

り
行
っ
た
か
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
、『
皇
帝
紀
抄
』
や

『
百
練
抄
』
で
は
、
飢
饉
の
前
後
に
お
い
て
も
寺
領
の
境
界
紛
争

な
ど
で
紛
争
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）　
『
撰
集
抄
』
巻
一
ノ
二
「
祗
園
の
御
託
に
依
り
、
あ
る
男
発

心
す
る
事
」
に
よ
る
。（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
九
一
「
芸
文
部

四
」
一
〇
二
頁
、
一
九
七
二
年
）

（
７
）　

中
世
古
祥
道
『
道
元
禅
師
伝
研
究
』（
二
八
〇
頁
、
国
書
刊

行
会
、
一
九
七
九
年
）

（
８
）　

網
野
善
彦
『
日
本
社
会
の
歴
史�

（
中
）』（
一
三
七
頁
、
岩
波

書
店
、
一
九
九
七
年
）
で
は
、
親
鸞
の
「
絶
対
他
力
」
の
提
唱
に

つ
い
て
こ
の
飢
饉
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

少
な
く
と
も
救
生
の
思
い
を
強
く
も
つ
道
元
禅
師
が
、
市
中
に
餓

死
者
が
い
る
よ
う
な
状
況
で
何
一
つ
感
じ
入
る
も
の
が
な
い
と
は

考
え
難
い
。

（
９
）　

東
隆
眞
「
道
元
の
浄
土
教
批
判
を
め
ぐ
っ
て
」（『
道
元
思
想

大
系
』
一
六
所
収
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
五
年
）
参
照

（
10
）　

道
元
禅
師
の
護
国
思
想
に
関
し
て
は
、
西
澤
ま
ゆ
み
「
道
元

禅
師
に
お
け
る
祈
り
の
一
解
釈
」（『
総
研
大
会
紀
要
』
一
五
、
二

〇
一
四
年
）
参
照
。
同
氏
に
よ
る
と
先
行
業
績
を
含
め
通
底
し
た

結
論
と
し
て
、
道
元
禅
師
の
護
国
思
想
は
「
坐
禅
の
と
こ
ろ
に
護

国
が
現
成
し
て
い
る
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
11
）　

こ
の
一
段
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
中
世
古
祥
道
「「
弁
道
話
」

の
「
激
揚
の
と
き
」
に
つ
い
て
」（『
新
・
道
元
禅
師
伝
研
究
』
所

収
、
一
二
三
～
一
三
一
頁
、
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
二
年
）
に
詳

し
い
。

（
12
）　

鏡
島
元
隆
氏
は
『
道
元
禅
師
』（
春
秋
社
、
一
九
九
七
年
）

に
お
い
て
、「
社
会
情
勢
が
熟
す
る
の
を
待
つ
と
い
う
よ
う
な
日
和

見
的
な
意
味
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
中
世
古
氏
も
こ
れ
に
同
調
す

る
。
飢
饉
に
よ
る
餓
死
者
が
道
に
溢
れ
る
状
況
が
「
日
和
見
」
で

あ
る
の
か
筆
者
と
の
見
解
の
相
違
で
あ
ろ
う
。

（
13
）　

道
元
禅
師
の
「
貧
」
に
関
し
て
は
、
秋
央
文
「
学
道
に
お
け

る
道
元
禅
師
の
「
貧
」
に
つ
い
て
」（
一
～
六
）（『
宗
学
研
究
』

等
、
二
〇
〇
三
～
二
〇
〇
五
年
）
参
照

（
14
）　
『
随
聞
記
』
に
は
「
飢
え
」
に
纏
わ
る
説
示
が
管
見
し
た
限

り
一
一
例
記
さ
れ
て
い
る
。
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
こ
こ
に
提
示
す

る
こ
と
は
避
け
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

　
　
【
付
記
】



寛
喜
の
飢
饉
と
道
元
禅
師
（
永
井
）

八
二

飢
饉
に
際
し
た
仏
教
界
の
動
静
に
つ
い
て
史
料
の
中
か
ら
は
主
体

的
に
行
動
し
た
よ
う
な
事
実
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
大
規
模
な
飢
饉
が
生
じ
る
以
前
よ
り
小
規
模
な
飢

饉
は
発
生
し
て
い
た
。『
随
聞
記
』
で
は
、
そ
の
よ
う
な
際
に
栄
西

が
飢
え
た
親
子
に
仏
像
の
光
背
用
の
銅
を
施
す
逸
話
が
掲
載
さ
れ

る
（『
随
聞
記
』
三
（『
全
集
』
七
、
八
四
頁
））。
こ
の
逸
話
は
道

元
禅
師
独
自
の
記
事
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
栄
西
と
の
相
見
に
関
し

て
は
未
だ
不
明
瞭
な
点
も
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
逸
話
は
仏
教
者

と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
財
産
を

執
着
す
る
こ
と
に
つ
い
て
道
元
禅
師
は
元
よ
り
否
定
的
で
あ
る
が
、

『
随
聞
記
』
巻
四
で
「
我
身
も
田
園
等
を
持
た
る
時
も
あ
り
き
、

亦
財
宝
を
領
ぜ
し
時
も
あ
り
き
。
彼
の
時
の
身
心
と
此
の
こ
ろ
貧

ふ
し
て
衣
孟
に
と
も
し
き
時
と
を
比
す
る
に
、
当
時
の
心
す
ぐ
れ

た
り
と
覚
ゆ
る
、
是
れ
現
証
な
り
」（『
全
集
』
七
、
一
〇
九
頁
）

と
述
べ
る
。
い
つ
頃
こ
の
私
財
を
放
棄
し
た
の
か
定
か
で
な
く
、

入
宋
費
用
に
充
て
ら
れ
た
、
と
い
う
意
見
が
有
力
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
当
時
の
身
心
を
入
宋
前
で
あ
る
と
す
る
と
、
如
浄
に

相
見
す
る
以
前
の
そ
れ
と
現
在
の
そ
れ
を
私
財
の
有
無
で
比
較
す

る
の
は
違
和
感
が
残
る
。
栄
西
の
逸
話
を
加
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

私
財
を
な
げ
う
っ
た
の
は
こ
の
飢
饉
か
ら
興
聖
寺
再
興
の
頃
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。



共
同
研
究
「
道
元
禅
師
の
総
合
的
研
究
」

「
典
座
教
訓
」
の
註
釈
的
研
究
（
下
）

石
井
修
道　

監
修

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
宗
学
研
究
部
門　

編



八
四

　

略　

号

底
本
お
よ
び
校
本

　
　

文
亀
本
＝
『
永
平
寺
史
料
全
書
』
禅
籍
篇
第
一
巻
（
大
本
山
永
平
寺
、
二
〇
〇
二
年
）

　
　

寛
本　

＝
『
永
平
寺
元
禅
師
清
規
』（
京
都
婦
屋
林
伝
左
衛
門
、
寛
文
七
年
〈
一
六
六
七
〉）

　
　

冠
註　

＝
『
冠
註　

永
平
元
禅
師
清
規
』（
京
都
柳
枝
軒
、
寛
政
六
年
〈
一
七
九
四
〉）

　
　

増
註　

＝
古
田
梵
仙
増
冠
傍
註
『
増
冠
傍
註　

永
平
元
禅
師
清
規
』（
京
都
出
雲
寺
文
二
郎
、
明
治
一
七
年
〈
一
八
八
四
〉）

参
考
資
料

　
　
（
上
）　　
　
　
　
　
　

＝
「「
典
座
教
訓
」
の
註
釈
的
研
究
（
上
）」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
二
八
・
二
九
合
併
号
所
収
、
二
〇
一
六
年
）

　
　
（
中
）　　
　
　
　
　
　

＝
「「
典
座
教
訓
」
の
註
釈
的
研
究
（
中
）」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
二
号
所
収
、
二
〇
一
九
年
）

　
　

講
談
社
本　
　
　
　
　

＝
中
村
璋
八
・
石
川
力
山
・
中
村
信
幸
訳
注
『
典
座
教
訓
・
赴
粥
飯
法
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
一
年
）

　
　

春
秋
社
本　
　
　
　
　

＝
『
道
元
禅
師
全
集
』
一
～
七
（
春
秋
社
、
一
九
八
八
～
一
九
九
三
年
）

　
　

春
秋
社
訳
註
本　
　
　

＝
『
原
文
対
照
現
代
語
訳　

道
元
禅
師
全
集
』
一
～
一
七
（
春
秋
社
、
一
九
九
九
～
二
〇
一
三
年
）

　
　

秋
月
本　
　
　
　
　
　

＝
秋
月
龍
珉
『
道
元
禅
師
の
『
典
座
教
訓
』
を
読
む
』（
大
法
輪
閣
、
一
九
八
五
年
）

　
　

教
育
社
本　
　
　
　
　

＝
佐
藤
達
全
訳
『
典
座
教
訓
』（
教
育
社
、
一
九
八
八
年
）

　
　

駒
沢
学
園
本　
　
　
　

＝
『
口
語
訳　

道
元
禅
師
の
典
座
教
訓
』（
菅
原
昭
英
監
修
、
駒
沢
学
園
、
二
〇
〇
九
年
）

　
　
『
禅
苑
清
規
』　　
　
　

＝
『
訳
註
禅
苑
清
規
』（
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
一
九
七
二
年
）

　
　

大
正　
　
　
　
　
　
　

＝
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（
大
正
巻
数
・
頁
数
ａ
等
と
表
記
）

　
　
『
典
座
教
訓
の
参
究
』　

＝
『
典
座
教
訓
の
参
究
』（『
高
祖
道
元
禅
師
録
参
究
叢
書
』
五
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
七
年
）

　
　
『
典
座
教
訓
聞
解
』　　

＝
面
山
瑞
方
（
一
六
八
三
～
一
七
六
九
）『
典
座
教
訓
聞
解
』（
貝
葉
書
院
〈
後
印
〉、
明
和
六
年
〈
一
七
六
九
〉）

　
　

石
井
本
上　
　
　
　
　

＝
石
井
修
道
編
『
禅
籍
善
本
古
注
集
成　

宏
智
録
上
』（
宋
版
）（
名
著
普
及
会
、
一
九
八
四
年
）

　
　
『
宗
門
統
要
集
』　　
　

＝
柳
田
聖
山
・
椎
名
宏
雄
編
『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
一
巻
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）

　
　

禅
文
研
本　
　
　
　
　

＝
『
景
徳
伝
灯
録
』（
東
禅
寺
版
）（
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
九
〇
年
）

　
　
『
祖
英
集
』　　
　
　
　

＝
柳
田
聖
山
・
椎
名
宏
雄
編
『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
二
巻
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）



八
五

　
　

大
慧
『
正
法
眼
蔵
』　

＝
柳
田
聖
山
・
椎
名
宏
雄
編
『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
四
巻
（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）

　
　

中
文
出
版
社
本　
　
　

＝
柳
田
聖
山
編
『
無
著
校
写　

宋
本
古
尊
宿
語
要
』（
中
文
出
版
社
、
一
九
七
三
年
）

　
　
『
碧
巌
破
関
撃
節
』　　

＝
永
平
正
法
眼
蔵
蒐
書
大
成
刊
行
会
編
『
道
元
禅
師
真
蹟
関
係
資
料
集
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
〇
年
）

　
　
『
聯
灯
会
要
』　　
　
　

＝
椎
名
宏
雄
編
『
五
山
版
中
国
禅
籍
叢
刊
』
第
二
巻
上
（
臨
川
書
店
、
二
〇
一
四
年
）

　
　
『
禅
学
大
辞
典
』　　
　

＝
『
新
版
禅
学
大
辞
典
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
五
年
）

　
　
『
禅
語
辞
典
』　　
　
　

＝
入
矢
義
高
・
古
賀
英
彦
編
『
禅
語
辞
典
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
）

　

凡　

例

一
、
本
稿
は
、
道
元
禅
師
著
『
典
座
教
訓
』
の
註
釈
的
研
究
で
（
上
）
お
よ
び
（
中
）
の
続
編
で
あ
り
、
凡
例
・
原
文
・
訓
読
・
語
註
・
出
典

一
覧
表
・
出
典
対
照
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
研
究
の
趣
旨
は
（
上
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
、
本
稿
に
お
け
る
文
字
は
、
通
用
の
新
字
体
に
統
一
し
た
。

一
、
本
稿
で
は
、
全
体
を
適
当
な
段
落
に
区
切
り
、
各
段
落
に
内
容
を
示
す
タ
イ
ト
ル
を
新
た
に
付
し
た
。

一
、『
典
座
教
訓
』
原
文
の
底
本
に
は
、
文
亀
本
を
用
い
、
寛
本
・
冠
註
・
増
註
の
三
本
と
対
校
し
た
。
底
本
と
の
間
に
異
同
が
あ
る
場
合
は
、

原
文
右
に
「
※
」
を
付
け
、
原
文
末
に
一
字
下
げ
で
示
し
た
。

一
、
原
文
は
、
文
亀
本
に
基
づ
き
、
明
ら
か
に
誤
字
・
脱
字
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
他
本
で
改
め
、
校
異
・
語
註
に
て
指
摘
し
た
。

一
、
原
文
の
頁
数
は
、『
永
平
寺
史
料
全
書
』
禅
籍
篇
第
一
巻
に
し
た
が
い
、
複
数
頁
に
わ
た
る
場
合
は
（
○
○
頁
左
～
○
○
頁
右
）
の
よ
う
に
記

載
し
た
。



八
六

一
、
句
読
点
・
語
註
は
、
略
号
で
列
挙
し
た
文
献
を
参
照
し
て
作
成
し
た
。
訓
読
は
、
寛
本
を
参
照
し
な
が
ら
文
意
に
応
じ
て
改
め
た
。

一
、
出
典
一
覧
表
は
、
目
次
と
索
引
を
兼
ね
た
も
の
で
、
事
項
名
・
出
典
・
備
考
・
頁
数
よ
り
な
る
。
頁
数
は
本
稿
の
も
の
を
記
し
た
。

一
、
出
典
対
照
表
は
、
上
段
に
『
典
座
教
訓
』
の
引
用
箇
所
及
び
『
永
平
寺
史
料
全
書
』
禅
籍
篇
第
一
巻
の
頁
数
、
下
段
に
引
用
典
籍
の
相
当

箇
所
を
示
し
た
。
道
元
禅
師
の
他
の
著
述
に
お
け
る
関
連
箇
所
は
、
上
段
に
一
字
下
げ
で
示
し
た
。

一
、
引
用
典
籍
は
、
冒
頭
に
略
号
を
設
け
た
。
略
号
の
内
容
は
次
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

　
　
ａ
＝
道
元
禅
師
が
引
用
し
た
と
思
わ
れ
る
出
典
（
第
一
出
典
）

　
　

ｂ
＝
第
一
出
典
と
は
断
定
で
き
な
い
が
同
内
容
と
思
わ
れ
る
出
典
（
第
二
出
典
）

　
　
ｃ
＝
参
考
資
料

一
、
本
論
文
に
は
、
現
在
の
人
権
的
観
点
か
ら
は
不
適
当
と
考
え
ら
れ
る
表
現
が
存
在
し
ま
す
が
、
純
粋
に
学
術
研
究
を
目
的
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
決
し
て
差
別
の
肯
定
・
再
生
産
を
意
図
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
研
究
会
参
加
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

講
師
…
…
…
…
…
…
石
井
修
道
（
駒
澤
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

研
究
員
…
…
…
…
…
澤
城
邦
生
、
角
田
隆
真
、
秋
津
秀
彰
、
新
井
一
光
、
永
井
賢
隆



八
七

原
文

　

誠
夫
当
職
、
先①

聞
・
現
証
、
在②

眼
、
在
耳
、
有
文
字
、
有
道

理
。
可
謂
正③

的
歟
。
縦
忝
粥④

飯
頭
之
名
、
心⑤

術
亦
可
同
之
也
。

禅⑥

苑
清
規
云
、
二⑦

時
粥
飯
、
理
合
精
豊
。
四⑧

事
供
須
、
無
令
闕

少
。
世⑨

尊
二
十※

年
遺
恩
、
蓋⑩

覆
児
孫
、
白⑪

毫
光
一
分
功
徳
、
受

用
不
尽
。
然
則
、
但
知
奉
衆
、
不⑫

可
憂
貧※

。
若
無
有⑬

限
之
心
、

自
有
無⑭

窮
之
福
。
蓋
是
供
衆
住
持
之
心
術
也
。

　

調⑮

弁
供
養
物
色
之
術
、
不
論
物
細
、
不
論
物
麁⑯

、
深
生
真
実

心
・
敬
重
心
為
詮
要
。
不⑰

見
麼
、
漿⑱

水
一
鉢
也
供
十
号
兮
、
自

得
老
婆
生
前
之
妙
功
徳
、
菴⑲

羅
半
果
也
捨
一
寺
兮
、
能
萌
育
王

最
後
之
大
善
根
、
授⑳

記
莂
、
感㉑

大
果
。
雖
仏
之
縁
、
多㉒

虚
不
如

少
実
。
是㉓
※

人
之
行
也
。

�

（
四
八
五
頁
右
～
四
八
六
頁
右
）

※
十
…
…
寛
本
・
冠
註
・
増
註
ハ
「
千
」
ニ
作
ル
。

訓
読

　

誠
に
夫
れ
当
職
は
、
先
聞
・
現
証
、
眼
に
在
り
、
耳
に
在
り
、
文
字
有
り
、

道
理
有
り
。
謂い
い

つ
可
し
、
正
的
と
。
縦た
と

い
粥し
ゅ
く

飯は
ん

頭じ
ゅ
う

の
名
を
忝
か
た
じ
け
の

う
せ
ば
、

心
術
も
亦
た
之
に
同
ず
べ
し
。
禅
苑
清
規
に
云
く
、「
二
時
の
粥
飯
、
理り

す
る

こ
と
合ま
さ
に
精せ
い
豊ほ
う
な
る
べ
し
。
四
事
の
供く

須し
ゅ

、
闕け
つ

少し
よ
う
せ
し
む
る
こ
と
無
か
れ
。
世

尊
二
十
年
の
遺
恩
、
児
孫
を
蓋が
い

覆ふ
く

し
、
白び
ゃ
く

毫ご
う

光
一
分
の
功
徳
、
受
用
し
て
尽

き
ず
」。
然
れ
ば
則
ち
、「
但
だ
衆
に
奉
る
こ
と
を
知
り
て
、
貧
を
憂
う
べ
か
ら

ず
」。「
若
し
有う

限げ
ん

の
心
無
く
ば
、
自
ら
無
窮
の
福
有
り
」。
蓋
し
是
れ
、
衆
に

供
す
る
は
住
持
の
心
術
な
り
。

　

供
養
の
物
色
を
調
弁
す
る
の
術
は
、
物
の
細
を
論
ぜ
ず
、
物
の
麁そ

を
論
ぜ
ず
、

深
く
真
実
の
心
・
敬
重
の
心
を
生
ず
る
を
詮
要
と
為
す
。
見
ず
や
、
漿し
ょ
う

水す
い

の

一
鉢
も
也ま

た
十
号
に
供
し
て
、
自
お
の
ず
か

ら
老
婆
生
前
の
妙
功
徳
を
得
、
菴あ
ん

羅ら

の
半

果
も
也
た
一
寺
に
捨
し
て
、
能よ

く
育
王
最
後
の
大
善
根
を
萌き
ざ
し
、
記き

莂べ
つ
を
授
か

り
、
大
果
を
感
ず
。
仏
の
縁
と
雖
も
、
多
き
虚
は
少
な
き
実
に
如
か
ず
。
是
れ

人
の
行
な
り
。

５
　
典
座
の
現
状
と
誡
め

⑴
　
食
事
供
養
の
心
術
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※
貧
…
…
文
亀
本
ニ
ナ
シ
。

※
是
…
…
文
亀
本
ハ
「
是
是
」
ニ
作
ル
。�

語
註①先

聞
・
現
証
…
…「
先
聞
」
は
、
灯
史
等
に
残
さ
れ
て
い
る
、
優
れ
た
典
座
の
姿
を
示
し
た
先
人
の
実
例
の
こ
と
で
、「
現
証
」
は
、
前
段

で
道
元
禅
師
が
示
し
た
よ
う
な
、
在
宋
中
に
出
会
っ
た
優
れ
た
典
座
と
、
そ
こ
か
ら
得
た
教
訓
の
こ
と
。

②
在
眼
、
在
耳
、
有
文
字
、
有
道
理
…
…
こ
の
文
と
「
先
聞
」・「
現
証
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
⑴
『
典
座
教
訓
聞
解
』（
二
二
丁
表
）
以

来
の
、「
先
聞
」
が
「
在
耳
」・「
有
文
字
」
に
、「
現
証
」
が
「
在
眼
」・「
有
道
理
」
に
呼
応
す
る
と
い
う
解
釈
の
他
に
、
⑵
「
先
聞
」
が

「
在
眼
在
耳
」
に
、「
現
証
」
が
「
有
文
字
有
道
理
」
に
呼
応
す
る
と
い
う
解
釈
、
⑶
「
先
聞
」・「
現
証
」
が
そ
れ
ぞ
れ
「
在
眼
」「
在
耳
」

「
有
文
字
」「
有
道
理
」
の
全
て
と
呼
応
し
て
お
り
、
特
定
の
関
係
を
定
め
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
三
通
り
の
解
釈
が
考
え
ら
れ
る
。
本

稿
で
は
⑶
の
解
釈
が
妥
当
と
判
断
し
、
そ
の
よ
う
に
句
読
点
を
付
し
た
。

③
正
的
歟
…
…
「
正
的
」
は
、
間
違
い
な
く
正
し
い
こ
と
。
仏
法
に
適
っ
て
い
る
こ
と
。「
歟
」
は
、
疑
問
で
は
な
く
、
感
嘆
を
示
す
。

④
粥
飯
頭
…
…
住
持
の
こ
と
。『
知
事
清
規
』
に
「
雲
衆
水
衆
不
レ
能
二
自
治
一
。
為
レ
之
立
二
粥
飯
頭
一
、
以
統
二
理
之
一
」（
春
秋
社
本
六
・
一
四
六

頁
）
と
あ
り
、
ま
た
『
正
法
眼
蔵
』「
行
持
」（
下
）
巻
に
「
某そ
れ

甲が
し

、
そ
の
か
み
径
山
に
掛
錫
す
る
に
、
光
仏
照
、
そ
の
と
き
粥
飯
頭
な
り
き
」

（
春
秋
社
本
一
・
一
九
七
頁
）
と
あ
る
。

⑤
心
術
…
…
心
構
え
、
用
心
す
る
こ
と
。『
正
法
眼
蔵
』「
渓
声
山
色
」
巻
に
「
学
道
の
と
き
、
見
聞
す
る
こ
と
か
た
き
は
、
正
法
の
心
術
な

り
。
そ
の
心
術
は
、
仏
仏
相
伝
し
き
た
れ
る
も
の
な
り
。
こ
れ
を
仏
光
明
と
も
、
仏
心
と
も
相
伝
す
る
な
り
」（
春
秋
社
本
一
・
二
八
〇
頁
）
と

あ
る
。

⑥
禅
苑
清
規
云
～
自
有
無
窮
之
福
…
…
出
典
は
、『
禅
苑
清
規
』
巻
八
「
亀
鏡
文
」。
出
典
対
照
１
参
照
。
但
し
一
部
中
略
あ
り
。

⑦
二
時
粥
飯
…
…
朝
・
昼
の
食
事
（
小
食
・
中
食
）
の
こ
と
。

⑧
四
事
供
須
…
…
四
事
供
養
の
こ
と
で
、
在
家
者
が
飲
食
・
衣
服
・
臥
具
（
寝
具
）・
医
薬
を
出
家
者
に
提
供
す
る
こ
と
。「
供
須
」
は
、
供
養

（
巴
・
梵�pūjā

、（
上
）
二
九
〇
頁
語
註
⑤
、（
中
）
一
一
五
頁
語
註
③
参
照
）
に
同
じ
。『
禅
苑
清
規
』
や
講
談
社
本
等
は
、「
須
」
を
再
読
文
字
と
解



八
九

釈
し
、「
四
事
の
供
は
、
須
ら
く
闕
少
せ
し
む
る
こ
と
無
か
る
べ
し
」（
講
談
社
本
九
三
～
九
四
頁
）
の
よ
う
に
訓
読
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は

対
句
関
係
を
重
ん
じ
、
寛
本
や
春
秋
社
本
等
の
よ
う
に
訓
読
し
た
。

⑨
世
尊
二
十
年
遺
恩
、
蓋
覆
児
孫
…
…
所
謂
「
捨
多
寿
行
」
の
こ
と
を
指
し
、「
百
年
の
寿
命
を
八
十
年
に
、
あ
る
い
は
五
十
年
に
縮
め
、
い

わ
ば
其
の
代
償
と
し
て
富
の
異
熟
果
を
求
む
る
」（『
国
訳
一
切
経
』
毘
曇
部
十
三
、
大
東
出
版
社
、
一
九
三
二
年
、
二
一
八
頁
）
こ
と
。
こ
の
逆
に
、

一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
阿
羅
漢
が
、
衣
鉢
等
を
捨
て
、
寿
命
を
延
ば
す
「
留
多
寿
行
」
と
合
わ
せ
て
「
二
寿
行
」
と
も
称
さ
れ
る
。『
阿

毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻
一
二
六
で
は
、「
二
寿
行
」
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
、「
捨
多
寿
行
」
に
つ
い
て
は
、「
云
何
苾
芻
捨
多
寿
行
。
答

謂
、
阿
羅
漢
成
就
神
通
、
得
心
自
在
、
如
前
布
施
。
施
已
発
願
、
即
入
辺
際
第
四
静
慮
、
従
定
起
已
心
念
口
言
、
諸
我
能
感
寿
異
熟
業
、

願
此
転
招
富
異
熟
果
。
時
彼
能
招
寿
異
熟
業
、
則
転
能
招
富
異
熟
果
（
云
何
ん
が
苾
芻
の
捨
多
寿
行
な
る
や
。
答
へ
て
謂
く
、
阿
羅
漢
に
し
て
神
通
を

成
就
し
、
心
の
自
在
を
得
、
前
の
如
く
布
施
す
。
施
し
已
り
て
発
願
し
、
即
ち
辺
際
第
四
静
慮
に
入
り
、
定
従
り
起
ち
已
り
て
心
に
念
じ
て
口
に
言
く
、
諸
の
我
れ

能
く
寿
の
異
熟
業
を
感
ず
、
願
く
は
此
れ
転
じ
て
富
の
異
熟
果
を
招
か
ん
と
。
時
に
彼
の
能
く
寿
の
異
熟
業
を
招
く
は
、
則
ち
転
じ
て
能
く
富
の
異
熟
果
を
招
く
）」

（
大
正
二
七
・
六
五
六
頁
ｃ
）
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
釈
尊
の
捨
多
寿
行
に
つ
い
て
、「
若
説
諸
仏
捨
第
三
分
寿
者
、
彼
説
世
尊
釈
迦
牟
尼

寿
量
応
住
百
二
十
歳
、
捨
後
四
十
但
受
八
十
（
若
し
諸
仏
の
第
三
分
の
寿
を
捨
す
と
説
か
ば
、
彼
は
世
尊
釈
迦
牟
尼
の
寿
量
は
応
に
百
二
十
歳
を
住と

ど

む
べ
き

に
、
後
の
四
十
を
捨
し
て
但
だ
八
十
を
受
く
と
説
く
）」
と
し
て
、
一
二
〇
歳
の
寿
命
の
内
、
そ
の
三
分
の
一
の
四
〇
歳
を
捨
て
た
と
す
る
説
と
、

「
彼
説
世
尊
釈
迦
牟
尼
所
感
寿
量
応
住
百
歳
、
捨
後
二
十
但
受
八
十
（
若
し
諸
仏
の
第
五
分
の
寿
を
捨
つ
と
説
か
ば
、
彼
は
世
尊
釈
迦
牟
尼
の
所
感
の
寿

量
は
応
に
百
歳
を
住と
ど

む
べ
き
に
、
後
の
二
十
を
捨
し
て
但
だ
八
十
を
受
く
と
説
く
）」
と
し
て
、
一
〇
〇
歳
の
寿
命
の
内
、
そ
の
五
分
の
一
の
二
〇
年
分

を
捨
て
た
と
す
る
説
が
紹
介
さ
れ
、
そ
の
た
め
八
〇
歳
で
入
滅
し
た
と
さ
れ
て
い
る
（
同
前
六
五
七
頁
ｂ
）。『
典
座
教
訓
』
の
後
段
に
あ
る

「
大
師
釈
尊
、
於
分
二
十
年
之
仏
寿
、
而
蔭
末
世
之
吾
等
」（
本
稿
一
〇
八
頁
）
や
、『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
巻
一
（
長
円
寺
本
）
に
「
白
毫
の

一
相
、
二
十
年
の
遺
思
（
恩
ヵ
）、
歴
劫
に
受
容
す
と
も
、
尽
く
べ
き
に
非
ず
」（
春
秋
社
本
七
・
五
三
頁
）、『
永
平
広
録
』
七
、
四
七
三
上
堂
に
、「
我

仏
如
来
道
、
為
蔭
滅
後
遺
法
弟
子
故
、
留
在
白
毫
一
相
功
徳
。
又
云
、
為
利
益
遺
法
弟
子
故
、
留
与
二
十
年
仏
寿
蔭
覆
弟
子
」（
春
秋
社
本

四
・
五
八
頁
）
の
記
載
も
参
照
。
寛
本
等
は
「
二
千
年
」
と
し
て
い
る
が
、『
典
座
教
訓
聞
解
』（
二
二
丁
裏
）
及
び
冠
註
は
、
澄
観
（
七
三
八
～

八
三
九
）『
華
厳
演
義
鈔
』
巻
三
五
（
大
正
三
六
・
二
六
五
頁
ａ
）
等
を
引
用
し
て
、
こ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
寛
本
等
が

「
二
千
年
」
と
し
て
い
る
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、『
禅
苑
清
規
』
の
校
異
（
二
七
七
頁
）
に
も
あ
る
通
り
、
そ
の
古
版
本
・
写
本
中
に
「
二
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千
年
」
と
す
る
も
の
が
あ
り
、『
勅
修
百
丈
清
規
』
巻
下
（『
永
平
寺
史
料
全
書
』
禅
籍
編
第
四
巻
、
大
本
山
永
平
寺
、
二
〇
〇
七
年
、
八
一
二
頁
）
等

も
「
二
千
年
」
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
寛
本
の
開
版
時
に
改
め
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
瑩
山
禅

師
（
一
二
六
四
～
一
三
二
五
）『
洞
谷
記
』「
元
応
二
年
庚
申
除
夜
小
参
」
に
、「
欲
伝
通
芙
蓉
家
訓
、
知
事
運
大
心
、
供
十
方
僧
。
典
座
調
三

徳
、
修
二
福
田
。
釈
尊
二
千
年
之
遺
恩

0

0

0

0

0

0

0

0

、、

尽
大
地
受
用
之
無
窮

0

0

0

0

0

0

0

0

。
且
問
大
衆
、
無
窮
福
業
、
又
如
何
。
良
久
云
、
幽
洞
谷
不
拘
関
鏁
意
、

往
来
那
渉
両
頭
人
（
芙
蓉
の
家
訓
を
伝
通
せ
ん
と
欲
は
ば
、
知
事
大
心
を
運
び
、
十
方
の
僧
に
供
せ
よ
。
典
座
三
徳
を
調
へ
、
二
福
田
を
修
せ
よ
。
釈
尊
二
千

年
の
遺
恩
、
尽
大
地
之
を
受
用
す
る
に
窮
無
し
。
且
く
大
衆
に
問
ふ
、
無
窮
の
福
業
、
又
如
何
。
良
久
し
て
云
く
、
幽
洞
関
鏁
の
意
に
拘
ら
ず
、
往
来
那
ぞ
両
頭
に

渉
る
人
な
ら
ん
）」（『
諸
本
対
校
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』、
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
、
翻
刻
一
四
頁
、〈　

〉
内
は
割
註
、
傍
点
筆
者
）
と
あ
り
、
こ
の
語
の
前

に
見
え
る
「
白
毫
覆
育
之
恩
恵
、
遺
弟
受
用
之
喫
飯
人
喫
飯
（
白
毫
覆
育
の
恩
恵
、
遺
弟
受
用
の
喫
飯
人
喫
飯
な
り
）」（
同
前
翻
刻
一
三
頁
）
の
語
等

も
考
慮
す
る
と
、
瑩
山
禅
師
は
『
典
座
教
訓
』
の
こ
の
一
節
を
踏
ま
え
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
瑩
山
禅
師
が
参
照
し
た
『
典

座
教
訓
』
に
は
「
世
尊
二
千
年
遺
恩
」
と
あ
り
、
寛
本
も
こ
れ
と
同
一
の
本
文
が
記
さ
れ
て
い
る
『
典
座
教
訓
』
に
基
づ
い
た
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
。
但
し
、『
洞
谷
記
』
内
に
お
い
て
も
、「
洞
谷
十
境
」
で
は
、
大
乗
寺
流
布
本
以
外
は
「
埋
死
谷
（
中
略
）
二
十
年
遺
恩
是

厚
、
白
毫
相
覆
養
雲
孫
（
二
十
年
の
遺
恩
是
れ
厚
く
、
白
毫
の
相
雲
孫
を
覆
養
す
）」（
同
前
翻
刻
二
一
頁
）
と
し
て
お
り
、
一
定
し
て
い
な
い
。

⑩
蓋
覆
…
…
覆お
お

い
尽
く
す
こ
と
。

⑪
白
毫
光
一
分
功
徳
…
…
「
白
毫
」
は
、
仏
が
持
っ
て
い
る
優
れ
た
身
体
的
特
徴
を
示
す
三
十
二
相
の
一
つ
で
、
眉
間
に
右
巻
き
の
白
い
一

本
の
毛
が
生
え
て
お
り
、
常
に
光
を
放
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。『
随
聞
記
』
巻
一
（
前
註
⑨
）
参
照
。『
典
座
教
訓
聞
解
』
は
、『
仏
蔵
経
』
巻

四
に
「
舎
利
弗
、
如
来
滅
後
、
白
毫
相
中
百
千
億
分
、
其
中
一
分
供
養
舎
利
及
（
弗
脱
ヵ
）諸

弟
子
」（
大
正
一
五
・
八
〇
二
頁
ａ
）
と
あ
る
の
を
指
摘
し

て
い
る
（
二
三
丁
表
）。

⑫
不
可
憂
貧
…
…
文
亀
本
に
は
「
貧
」
字
が
な
い
が
、
脱
字
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、『
禅
苑
清
規
』
及
び
寛
本
等
に
よ
り
補
っ
た
。

⑬
有
限
之
心
…
…
小
さ
な
心
の
こ
と
。

⑭
無
窮
…
…
「
有
限
」
に
対
応
し
、
そ
の
逆
の
意
味
で
、
限
り
が
な
い
こ
と
。

⑮
調
弁
…
…
前
出
。（
上
）
二
九
九
頁
語
註
④
参
照
。
準
備
す
る
こ
と
。

⑯
麁
…
…
前
文
の
「
細
」
に
対
応
し
、
そ
の
逆
の
意
味
で
、
あ
ら
い
こ
と
、
粗
末
な
こ
と
。



九
一

⑰
不
見
麼
…
…
「
不
見
道
」（『
禅
語
辞
典
』
一
〇
六
頁
）
と
同
義
で
、
下
に
成
語
を
伴
い
、「
…
と
い
う
で
は
な
い
か
」
の
意
。「
コ
ノ
三
字
ハ
諸

人
ニ
対
シ
テ
挙
ス
ル
詞
」（『
典
座
教
訓
聞
解
』
二
三
丁
裏
）。

⑱
漿
水
一
鉢
～
妙
功
徳
…
…
釈
尊
と
阿
難
が
婆
羅
門
城
に
入
っ
た
際
に
、
城
主
が
釈
尊
ら
と
関
わ
る
こ
と
を
禁
じ
た
が
、
あ
る
老
婆
が
米
の

と
ぎ
汁
を
外
に
捨
て
よ
う
と
し
た
際
に
信
心
が
起
こ
り
、
そ
れ
を
釈
尊
の
鉢
に
入
れ
て
供
養
し
た
と
こ
ろ
、
釈
尊
か
ら
来
世
で
は
必
ず
仏

と
な
る
で
あ
ろ
う
と
予
言
さ
れ
た
、
と
い
う
故
事
に
基
づ
く
。『
大
智
度
論
』
巻
八
（
大
正
二
五
・
一
一
五
頁
ａ
～
ｂ
）、『
大
蔵
一
覧
集
』
巻
二

（『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
六
、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
二
一
四
～
二
一
五
頁
）、『
典
座
教
訓
聞
解
』（
二
三
丁
裏
～
二
四
丁
表
）
等
参
照
。「
漿
水
」
は
、

米
の
と
ぎ
汁
の
こ
と
。「
十
号
」
は
、
如
来
、
応お
う

供ぐ

、
正し
ょ
う

遍へ
ん

知ち

、
明み
ょ
う

行ぎ
ょ
う

足そ
く

、
善ぜ
ん

逝ぜ
い

、
世せ

間け
ん

解げ

、
無む

上じ
ょ
う

士し

、
調ち
ょ
う

御ご

丈じ
ょ
う

夫ぶ

、
天
人
師
、

仏
世
尊
と
い
う
仏
の
十
種
の
徳
相
の
こ
と
で
、
仏
の
異
名
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。

⑲
菴
羅
半
果
～
大
善
根
…
…
晩
年
の
阿
育
王
（
ア
シ
ョ
ー
カ
王
、
イ
ン
ド
マ
ウ
リ
ヤ
朝
三
代
、
在
位
紀
元
前
二
六
八
～
二
三
二
頃
）
が
、
大
臣
ら
の
反
対

を
押
し
切
っ
て
、
自
身
の
使
っ
て
い
た
金
や
銀
の
食
器
等
を
僧
団
に
布
施
し
、
遂
に
最
後
に
残
っ
た
半
分
の
ア
ン
マ
ロ
ク
の
実
も
僧
団
に

供
養
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
将
来
に
成
仏
す
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
た
、
と
い
う
故
事
に
基
づ
く
。『
雑
阿
含
経
』
巻
二
五
（
大
正
二
・
一
八

〇
頁
ａ
～
一
八
二
頁
ａ
）、『
阿
育
王
経
』
巻
五
（
大
正
五
〇
・
一
四
七
頁
ｃ
～
一
四
九
頁
ｂ
）、『
大
蔵
一
覧
集
』
巻
二
（『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
六
・
二
〇

九
頁
上
～
下
）、『
典
座
教
訓
聞
解
』（
二
四
丁
表
～
裏
）
等
参
照
。
ま
た
『
正
法
眼
蔵
』「
菩
提
薩
埵
四
摂
法
」
巻
に
も
、「
阿
育
大
王
の
半
菴

羅
果
、
よ
く
数
百
の
僧
衆
に
供
養
せ
し
、
広
大
の
供
養
な
り
と
証
明
す
る
道
理
、
よ
く
よ
く
能
受
の
人
も
学
す
べ
し
」（
春
秋
社
本
二
・
五

一
一
頁
）
と
あ
る
。「
菴
羅
」
は
、
菴あ
ん

摩ま

羅ら

果か

（
阿
摩
落
伽
、
ア
ー
マ
ラ
カ
、
梵ām

alaka

）
の
略
で
、
ア
ン
マ
ロ
ク
（
ユ
カ
ン
）
の
こ
と
。
イ
ン

ド
に
お
い
て
は
食
用
・
薬
用
共
に
用
い
ら
れ
る
。
マ
ン
ゴ
ー（
ア
ー
ム
ラ
、
梵ām

ra

）
の
こ
と
で
は
な
い
。
中
村
元
編
著
『
仏
教
植
物
散
策
』

（
東
京
書
籍
、
一
九
八
六
年
、
一
五
七
～
一
六
二
頁
）
参
照
。

⑳
授
記
莂
…
…
釈
尊
が
、
そ
の
人
の
来
世
が
仏
で
あ
る
と
い
う
予
言
を
与
え
る
こ
と
で
、
前
註
⑱
に
呼
応
す
る
。

㉑
感
大
果
…
…
大
い
な
る
果
報
を
感
じ
る
こ
と
で
、
前
註
⑲
に
呼
応
す
る
。

㉒
多
虚
不
如
少
実
…
…
雲
門
文
偃
（
八
六
四
～
九
四
九
）
の
語
。
出
典
対
照
２
参
照
。
多
く
の
嘘
偽
り
よ
り
も
、
少
し
の
真
実
の
ほ
う
が
良
い
と

い
う
こ
と
。『
建
撕
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
、
如
浄
の
五
箇
条
の
垂
誡
の
四
番
目
に
、「
不
レ
要
二
雲
集
閑
人
一
。
多
レ
虚
不
レ
如
レ
少
レ
実
。
撰
二

取
真
箇
道
人
一
、
以
為
レ
伴
」（
瑞
長
本
、
河
村
孝
道
『
諸
本
対
校
永
平
開
山
道
元
禅
師
行
状
建
撕
記
』、
大
修
館
書
店
、
一
九
七
五
年
、
三
一
頁
）
と
あ
る
。



九
二

㉓
是
人
之
行
也
…
…
文
亀
本
に
は
、「
是
」
字
が
一
三
丁
表
の
最
後
と
同
丁
裏
の
最
初
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
誤
っ
て
二
度
書
写
し
て

し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
た
め
、
寛
本
・
冠
註
・
増
註
に
よ
り
改
め
た
。

５
　
典
座
の
現
状
と
誡
め

⑵
　
醍
醐
味
と
莆
菜
味

原
文

　

所
謂
調
醍①

醐
味
、
未
必
為
上
。
調
莆②

菜
羮
、
未
必
為
下
。
捧

莆
菜
択
莆
菜
之
時
、
真
心
、
誠
心
、
浄
潔
心
、
可
準
醍
醐
味
。

所
以
者
何
。
朝③

宗
于
仏④

法
清
浄
大
海
衆
之
時
、
不
見
醍
醐
味
、

不
存
莆
菜
味
、
唯
一
大
海
味
而
已
。
況
復
長⑤

道
芽
養
聖
胎
之

事
、
醍
醐
与
莆
菜
、
一
如
無
二
如
也
。
有
比⑥

丘
口
如
竈
之
先

言
。
不
可
不
知
。
可
想
、
莆
菜
能
養
聖
胎
、
能
長
道
芽
。
不
可

為
賤
、
不
可
為
軽
。
人⑦

天
之
導
師
、
可
為
莆
菜
之
化
益
者
也
。

�

（
四
八
六
頁
右
～
左
）

訓
読

　

所い
わ
ゆ
る謂

、
醍
醐
味
を
調
う
る
も
、
未
だ
必
ず
し
も
上
と
為
さ
ず
。
莆ふ

菜さ
い

羮こ
う

を
調

う
る
も
、
未
だ
必
ず
し
も
下
と
為
さ
ず
。
莆
菜
を
捧
げ
莆
菜
を
択
ぶ
の
時
、
真

心
、
誠
心
、
浄
潔
心
も
て
、
醍
醐
味
に
準
ず
べ
し
。
所ゆ

以え

は
何い
か
ん
。
仏
法
清
浄

大
海
衆
に
朝ち
ょ
う

宗そ
う

す
る
の
時
は
、
醍
醐
味
を
見
ず
、
莆
菜
味
を
存
せ
ず
、
唯
だ

一
大
海
の
味
の
み
な
り
。
況
ん
や
復
た
、
道ど
う

芽げ

を
長
じ
、
聖し
ょ
う

胎た
い

を
養
う
の
事

は
、
醍
醐
と
莆
菜
と
は
、
一
如
に
し
て
二
如
無
き
を
や
。
比
丘
の
口
は
竈
の
如

し
の
先
言
有
り
。
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
想
う
べ
し
、
莆
菜
も
能
く
聖
胎
を
養

い
、
能
く
道
芽
を
長
ず
る
こ
と
を
。
賤
し
と
為
す
べ
か
ら
ず
、
軽
し
と
為
す
べ

か
ら
ず
。
人
天
の
導
師
は
莆
菜
の
化け

益や
く

を
為
す
べ
き
も
の
な
り
。

語
註①醍

醐
味
…
…
醍
醐
は
、
牛
乳
か
ら
精
製
さ
れ
る
最
上
の
製
品
。
乳
→
酪
→
生し
ょ
う

酥そ

→
熟じ
ゅ
く

酥そ

→
醍
醐
の
順
に
上
等
と
さ
れ
る
。
最
上
の
味
を

意
味
し
、
仏
性
や
涅
槃
の
喩
え
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。

②
莆
菜
羹
…
…
前
出
。（
上
）
三
〇
三
頁
語
註
㉕
参
照
。
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
野
菜
で
作
っ
た
粗
末
な
汁
物
の
こ
と
。



九
三

③
朝
宗
…
…
諸
侯
が
宮
中
に
参
内
す
る
こ
と
。
河
水
が
海
に
集
ま
り
注
ぐ
こ
と
。

④
仏
法
清
浄
大
海
衆
…
…
仏
弟
子
の
総
称
。
大
海
に
入
っ
た
よ
う
に
多
く
の
川
も
海
に
入
れ
ば
平
等
と
な
り
清
浄
で
あ
る
こ
と
に
出
家
者
を

喩
え
る
。
衆
生
が
大
海
に
入
っ
た
と
き
は
、
の
意
。

⑤
長
道
芽
養
聖
胎
之
事
…
…「
道
」
は
、
菩
提
、
悟
り
の
意
。
従
っ
て
、「
道
芽
」
と
は
、「
聖
胎
」、
即
ち
無
漏
種
子
か
ら
生
じ
た
無
漏
果
を

意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
、「
聖
胎
」
と
は
、
無
漏
の
種
子
を
宿
す
容
れ
物
と
し
て
、
肉
体
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、

大
乗
で
は
、「
聖
胎
」
と
は
菩
薩
の
位
で
あ
る
十
住
、
十
行
、
十
回
向
の
三
賢
位
を
指
す
。

⑥
比
丘
口
如
竈
之
先
言
…
…
竈
が
い
か
な
る
も
の
で
も
受
け
入
れ
、
燃
や
す
よ
う
に
、
修
行
僧
も
選
り
好
み
な
く
食
べ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

『
雑
宝
蔵
経
』
第
九
に
は
「
夫
れ
身
口
は
、
譬
え
ば
竈
の
如
し
。
栴
檀
も
亦
た
焼
き
、
糞
穢
も
亦
た
焼
く
。
身
口
も
亦
た
爾
り
。
食
に
麁
細

無
く
、
飽
足
す
る
を
限
り
と
為
す
」
と
あ
る
。
出
典
対
照
３
参
照
。

⑦
人
天
之
導
師
、
可
為
莆
菜
之
化
益
者
也
…
…
人
間
界
と
天
上
界
の
導
師
は
、
莆
菜
が
修
行
僧
を
教
化
し
て
、
利
益
す
る
も
の
と
な
す
べ
き

で
あ
る
、
の
意
。「
莆
菜
之
化
益
」
と
は
、
直
前
の
文
「
莆
菜
も
能
く
聖
胎
を
養
い
、
能
く
道
芽
を
長
ず
る
こ
と
」
の
言
い
換
え
で
あ
ろ

う
。

原
文

　

又
不
可
見
衆
僧
之
得
失
、
不
可
顧
衆
僧
之
老
少
。
自
猶
不
知

自
之
落
処
、
他※

争
得
識
他※

之
落
処
。
以
自
之
非
為
他※

之
非
、
豈

不
誤
乎
。
耆①

年
晩
進
、
其
形
雖
異
、
有②

智
愚
曚※

、
僧③

宗
是
同
。

訓
読

　

ま
た
、
衆
僧
の
得
失
を
見
る
べ
か
ら
ず
、
衆
僧
の
老
少
を
顧
み
る
べ
か
ら
ず
。

自
す
ら
猶
お
自
の
落
処
を
知
ら
ず
、
他
も
争
で
か
他
の
落
処
を
識
る
こ
と
を
得

ん
や
。
自
の
非
を
以
て
他
の
非
と
為
す
こ
と
、
豈
に
誤
ら
ざ
ら
ん
や
。
耆
年
と

５
　
典
座
の
現
状
と
誡
め

⑶
　
人
を
差
別
の
目
で
見
な
い



九
四

随※

亦
昨
非
今
是
、
聖
凡
誰
知
。
禅④

苑
清
規
云
、
僧
無
凡
聖
通
会

十
方
。
若⑤

有
一
切
是
非
莫
管
之
志
気
、
那
非
直
趣
無
上
菩
提
之

道
業
耶
。
如
錯
向⑥

来
一
歩
、
便
乃
対
面
蹉
過
。
古
人
之
骨
髄
、

全
在
作
恁
功
夫
之
処
也
。
後
代
掌
当
職
之
兄
弟
、
亦
作
恁
功
夫

始
得
。
百⑦

丈
高※

祖
曩※

聖
之
規
縄
、
豈
虚
然
乎
。

�

（
四
八
六
頁
左
～
四
八
七
頁
右
）

※
他
…
…
冠
註
・
増
註
ハ
「
佗
」
ニ
作
ル
。
以
下
コ
ノ
異
同
ハ

校
異
セ
ズ
。

※
曚
…
…
寛
本
・
冠
註
・
増
註
ハ
「
朦
」
ニ
作
ル
。

※
随
…
…
寛
本
・
冠
註
・
増
註
ニ
ナ
シ
。

※
高
…
…
コ
ノ
右
下
ニ
「
古
仏
イ
」
ア
リ
。

※
曩
聖
…
…
寛
本
・
冠
註
・
増
註
ニ
ナ
シ
。

晩
進
と
、
其
の
形
異
な
る
と
雖
も
、
有
智
も
愚
曚
も
、
僧
宗
是
れ
同
じ
。
随
い

て
亦
た
昨
は
非
な
る
も
今
は
是
、
聖
凡
誰
か
知
ら
ん
。
禅
苑
清
規
に
云
く
、
僧

は
凡
聖
と
無
く
十
方
に
通
会
す
と
。
若
し
一
切
の
是
非
管
す
る
こ
と
莫
し
の
志

気
有
ら
ば
、
那
ん
ぞ
直
に
無
上
菩
提
に
趣
く
の
道
業
に
非
ざ
ら
ん
や
。
如
し
向

来
の
一
歩
を
錯
ら
ば
、
便す
な
わ乃

ち
対
面
す
る
も
蹉
過
せ
ん
。
古
人
の
骨
髄
、
全
く

恁か
く

の
ご
と
き
功
夫
を
作
す
の
処
に
在
る
な
り
。
後
代
当
職
を
掌
る
の
兄
弟
も
、

亦
た
恁
の
ご
と
き
功
夫
を
作
し
て
始
め
て
得よ

し
。
百
丈
高
祖
曩
聖
の
規
縄
、
豈

に
虚
然
な
ら
ん
や
。

語
註①耆

年
晩
進
…
…
「
耆
年
」
は
年
老
い
た
者
の
こ
と
。（
中
）
一
一
五
頁
語
註
④
参
照
。「
晩
進
」
は
、
年
を
と
っ
て
か
ら
学
問
を
始
め
た
者

と
後
輩
の
学
者
の
二
つ
の
意
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
其
の
形
異
な
る
と
雖
も
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
長
者
に
対
し
て
、
後
輩
の
学
者

の
意
に
取
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

②
有
智
愚
曚
…
…「
有
智
」
は
智
慧
が
備
わ
っ
て
い
る
さ
ま
。「
愚
曚
」
は
道
理
に
暗
い
さ
ま
。
こ
こ
で
は
、
前
文
の
見
た
目
が
異
な
っ
て
い

る
さ
ま
を
反
転
さ
せ
て
、
智
慧
の
あ
る
者
も
無
い
者
も
僧
は
み
な
同
じ
で
あ
る
と
い
う
意
で
あ
る
。

③
僧
宗
…
…
「
僧
宗
」
は
、
一
般
の
修
行
僧
の
意
。『
典
座
教
訓
聞
解
』
で
は
、「
宗
」
は
古
写
本
に
あ
る
「
宝
」
の
方
が
よ
い
と
指
摘
し
て

い
る
（
二
六
丁
表
）。



九
五

④
禅
苑
清
規
云
～
十
方
…
…
出
典
は
『
禅
苑
清
規
』
巻
八
「
亀
鏡
文
」。
出
典
対
照
１
参
照
。

⑤
若
有
一
切
～
道
業
耶
…
…
寛
本
は
「
若
有
二
一
切
是
非
莫
レ
管
コ
ト

下　

之
志
気
那
非
中
直
ニ

　

趣
二
無
上
菩
提
ニ一
之
道
業
ニ上
耶
」、
冠
註
は
「
若
有
ル
モ

二　

一

切
是
非
一
莫
レ
管
ス
ル
コ
ト

レ　
　
　

之
ヲ

　

志
気
那
ソ

　

非
ン
ヤ

下　

直
趣
無
上
菩
提
ノ

　

之
道
業
ニ上
耶
」
と
訓
読
し
、
増
註
も
冠
註
に
な
ら
っ
て
訓
読
し
て
い
る
。
こ
の

部
分
は
、
冠
註
や
『
典
座
教
訓
聞
解
』
等
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
李
遵
勗
の
頌
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
（
出
典
対
照
４
参

照
）、
冠
註
で
は
こ
の
指
摘
が
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
典
座
教
訓
聞
解
』
で
は
「
若
有
二
一
切
ノ

　

是
非
莫
レ
管
之
志
気
那
非
二
直
趣
無
上
菩
提
ノ

　

之
道
業
一
耶
」（
二
六
丁
裏
）
と
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
訓
読
が
さ
れ
て
い
る
。
文
章
の
構
造
も
「
若
有
一
切
是
非
莫
管
之
志
気
」
と
「
那
非

直
趣
無
上
菩
提
之
道
業
」
が
対
句
と
な
っ
て
お
り
、
冠
註
等
よ
り
も
『
典
座
教
訓
聞
解
』
の
読
み
を
参
照
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

⑥
向
来
一
歩
…
…「
向
来
」
は
、「
過
去
の
」
あ
る
い
は
「
今
ま
で
の
」
の
意
。（
中
）
一
一
八
頁
語
註
④
参
照
。「
対
面
」
は
、「
目
の
前
で
」

あ
る
い
は
「
そ
の
場
で
」
の
意
。
こ
こ
で
は
、
今
ま
で
の
仏
祖
が
歩
ん
で
き
た
道
の
考
え
を
誤
れ
ば
、
そ
の
場
で
真
実
と
す
れ
違
っ
て
し

ま
う
こ
と
で
あ
る
。

⑦
百
丈
高
祖
曩
聖
之
規
縄
…
…
「
百
丈
」
は
百
丈
懐
海
（
七
四
九
～
八
一
四
）
の
こ
と
。「
高
祖
」「
曩
聖
」
は
尊
敬
す
べ
き
祖
師
の
こ
と
。「
規

縄
」
は
、「
規
矩
準
縄
」
で
、「
て
ほ
ん
」「
き
ま
り
」
の
意
。

　
　

本
稿
と
同
じ
く
「
曩
聖
」
を
記
載
す
る
文
亀
本
を
底
本
と
し
て
い
る
諸
本
の
う
ち
、
講
談
社
本
と
秋
月
本
は
、
百
丈
懐
海
の
み
を
指
す

と
解
釈
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
典
座
教
訓
の
参
究
』
は
「
百
丈
禅
師
な
ど

4

4

の
清
規
」（
一
八
八
頁
、
傍
点
筆
者
）
と
他
の
仏
祖
も
含
め
る
と
い

う
解
釈
を
し
て
い
る
。
但
し
、
こ
の
「
曩
聖
」
と
い
う
語
は
道
元
禅
師
の
他
の
著
作
に
は
見
ら
れ
ず
、
他
の
著
作
で
は
「
曩
祖
」
と
い
う

語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
「
曩
祖
」
と
い
う
語
は
、
達
磨
・
石
頭
・
薬
山
・
雲
巌
と
い
っ
た
達
磨
か
ら
石
頭
系
の
禅
者
の
称
号
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
馬
祖
系
の
百
丈
に
対
し
て
「
曩
聖
」
と
い
う
語
が
敬
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
―
す
な
わ
ち
「
規

縄
」
が
百
丈
懐
海
の
清
規
の
み
を
指
す
―
と
考
え
る
よ
り
は
、「
百
丈
」
と
「
高
祖
」「
曩
聖
」
は
別
の
も
の
を
指
し
て
い
る
と
考
え
、「
規

縄
」
に
つ
い
て
は
百
丈
懐
海
が
定
め
た
清
規
以
外
の
規
則
も
指
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
寛
文
本
以
降
で
「
曩
聖
」
の
語
が
見

ら
れ
な
い
の
は
、「
高
祖
曩
聖
」
を
「
百
丈
」
の
敬
称
と
し
て
解
釈
し
、
二
重
に
用
い
ら
れ
た
敬
称
を
削
除
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。



九
六

５
　
典
座
の
現
状
と
誡
め

⑷
　
建
仁
寺
の
典
座
の
現
状

原
文

　

山
僧
帰
国
以
降
、
駐
錫
於
建①

仁
一
両
三
年
。
彼
寺
愗②

置
此

職
、
唯
有
名③

字
、
全
無
人
実
。
未
識
是
仏
事
。
豈
敢
弁④

肯
道
。

真
可
憐⑤

憫
、
不
遇
其⑥

人
、
虚
度
光
陰
、
浪
破
道⑦

業
。
曽
看
彼
寺

此
職
僧
、
二
時
斎
粥
、
都
不
管
事
。
帯
一
無⑧

頭
脳
無
人
情
奴⑨

子
、
一
切
大
小
事
、
惣※

説
向⑩

他
。
作
得⑪

正
、
作
得
不
正
、
未
曽

去
看
。
如
隣
家
有
婦
女
相
似
。
若
去
得
見
他
、
乃
恥
乃
瑕
。
結⑫

搆
一
局※

、
或
偃
臥
、
或
談
笑
、
或
看
経
、
或
念
誦
、
日
久
月

深
、
不
到
鍋⑬

辺
。
況
乎
買
索
什⑭

物
、
諦
観
味⑮

数
。
豈
存
其
事

乎
。
何
況
両⑯

節
九
拝
、
未
夢
見
在
。
時
至
教※

童⑰

行
也
未
曽
知
。

�

（
四
八
七
頁
右
～
四
八
八
頁
左
）

※
惣
…
…
寛
文
・
冠
註
・
増
註
ハ
「
総
」
ニ
作
ル
。

※
局
…
…
寛
文
ハ
「
扄
」
ニ
作
ル
。

※
教
…
…
文
亀
本
ハ
「
散
」
ニ
作
リ
、
註
ニ
「
教
歟
」
ト
ア
ル
。

訓
読

　

山
僧
帰
国
し
て
よ
り
以こ
の
か
た降

、
錫
を
建
仁
に
駐
す
る
こ
と
一
両
三
年
。
彼
の
寺
、

愗お
ろ

か
に
も
此
の
職
置
け
ど
も
、
唯
だ
名
字
の
み
有
っ
て
、
全
く
人
の
実
無
し
。

未
だ
是
れ
仏
事
な
る
こ
と
を
識
ら
ず
。
豈
に
敢
え
て
道
を
弁
肯
せ
ん
や
。
真
に

憐れ
ん

憫び
ん

す
べ
し
、
其
の
人
に
遇
わ
ず
し
て
、
虚
し
く
光
陰
を
度
り
、
浪
り
に
道
業

を
破
る
こ
と
を
。
曽
て
彼
の
寺
の
此
の
職
僧
を
看
る
に
、
二
時
の
斎
粥
に
、
都

て
事
を
管
せ
ず
。
一
人
の
無
頭
脳
無
人
情
の
奴
子
を
帯
し
て
、
一
切
の
大
小
の

事
、
惣
て
他
に
説
く
。
正
を
作
し
得
る
も
、
不
正
を
作
し
得
る
も
、
い
ま
だ
曽

て
去
っ
て
看
ず
。
隣
家
に
婦
女
が
有
る
が
如
く
に
相
似
た
り
。
若
し
去
っ
て
他

を
見
る
こ
と
を
得
ば
、
乃
ち
恥
と
し
、
乃
ち
瑕
と
す
。
一
局
を
結
搆
し
て
、
或

い
は
偃え
ん
臥が

し
、
或
い
は
談
笑
し
、
或
い
は
看
経
し
、
或
い
は
念
誦
し
て
、
日
久

し
く
月
深
け
れ
ど
も
、
鍋か

辺へ
ん

に
至
ら
ず
。
況
や
什
物
を
買
索
し
、
味
数
を
諦
観

せ
ん
や
。
豈
に
其
の
事
を
存
せ
ん
や
。
何
を
況
や
両
節
九
拝
、
未
だ
夢
に
も
見

ざ
る
在
り
。
時
至
っ
て
童ず
ん
行な
ん
を
教
う
る
も
、
ま
た
未
だ
曽
て
知
ら
ず
。



九
七

語
註①建

仁
…
…
東
山
建
仁
寺
の
こ
と
。
京
都
五
山
の
一
つ
で
、
明
庵
栄
西
（
一
一
四
一
～
一
二
一
五
）
が
開
山
。
道
元
禅
師
は
嘉
禄
三
年
（
一
二
二

七
）
の
帰
国
後
、
当
寺
に
と
ど
ま
っ
た
。

②
愗
…
…
『
典
座
教
訓
聞
解
』
で
は
「
愗
ハ
憖ギ
ン

ノ
写
誤
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
二
七
丁
裏
）。「
憖
」
は
、「
な
ま
じ
い
に
」「
強
い
て
」
の
意
。

③
名
字
…
…
前
出
。（
中
）
一
〇
八
頁
語
註
①
参
照
。
こ
こ
で
は
「
実
」
に
対
す
る
名
目
・
名
称
の
意
。

④
弁
肯
…
…
前
出
。（
中
）
一
〇
〇
頁
語
註
⑤
参
照
。「
弁
」
は
わ
き
ま
え
る
こ
と
、「
肯
」
は
う
け
が
う
こ
と
。
こ
こ
で
は
体
得
の
意
。

⑤
憐
憫
…
…
あ
わ
れ
む
こ
と
。

⑥
其
人
…
…
こ
こ
で
は
真
の
禅
僧
を
意
味
し
て
い
る
。

⑦
道
業
…
…
「
道
」
は
仏
道
、「
業
」
は
い
と
な
み
の
意
。
つ
ま
り
仏
道
修
行
の
こ
と
。

⑧
無
頭
脳
無
人
情
…
…
「
頭
脳
」
は
能
力
、「
人
情
」
は
思
慮
分
別
の
意
。
つ
ま
り
知
覚
才
覚
も
な
く
気
も
き
か
な
い
こ
と
。

⑨
奴
子
…
…
前
出
。（
上
）
三
〇
二
頁
語
註
⑭
参
照
。
食
事
を
作
る
た
め
に
雇
わ
れ
た
人
。

⑩
説
向
…
…
「
向
」
は
、
一
字
の
動
詞
の
あ
と
に
つ
い
て
一
定
の
方
向
を
表
す
。

⑪
作
得
…
…
「
得
」
は
、
動
詞
の
あ
と
に
つ
い
て
、
可
能
・
完
成
を
あ
ら
わ
す
。

⑫
結
搆
一
局
…
…「
結
搆
」
は
組
み
立
て
る
こ
と
、「
局
」
は
区
画
や
間
切
り
し
た
部
分
な
ど
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
典
座
寮
の
部
屋
を
構

え
る
と
い
う
意
。

⑬
鍋
辺
…
…
鍋
の
あ
た
り
、
つ
ま
り
典
座
が
食
事
を
作
る
現
場
を
指
す
。

⑭
什
物
…
…
前
出
。（
上
）
二
九
七
頁
語
註
⑥
参
照
。
こ
こ
で
は
食
事
の
材
料
等
を
指
す
。

⑮
味
数
…
…
味
や
数
量
の
こ
と
。（
上
）
二
九
二
頁
に
用
例
あ
り
。

⑯
両
節
九
拝
…
…
前
出
。（
中
）
一
〇
七
頁
語
註
④
参
照
。
朝
・
昼
二
時
の
粥
・
飯
に
お
け
る
僧
食
九
拝
の
こ
と
。

⑰
童
行
…
…
童ど
う

子じ

行あ
ん

者じ
や

。
出
家
を
志
し
て
寺
に
入
っ
て
い
る
が
、
ま
だ
得
度
を
し
て
い
な
い
少
年
の
こ
と
。



九
八

５
　
典
座
の
現
状
と
誡
め

⑸
　
無
道
心
の
人

原
文

　

可
憐
可
悲
。
無
道
心
之
人
、
未
曽
遇
見
有
道
徳
之
輩
。
雖
入

宝
山
兮
空
手
而
帰
、
雖
到※

宝
海
兮
空
身
而
還
。
応
知
、
雖
他
未

曽
発
心
兮
、
若
見
一
本
分
人
、
則
行
得
其
道
。
雖
未
見
一※

本
分

人
兮
、
若
是
深
発
心
者
、
則
行
膺
其
道
。
既
以
両
闕
、
何
以
一

益
。

�
（
四
八
八
頁
右
～
左
）

※
到
…
…
文
亀
本
デ
ハ
「
雖
」
ト
「
宝
」
ノ
間
ニ
右
側
ヨ
リ
斜

線
ヲ
付
シ
頭
註
ノ
「
到
」
字
ノ
挿
入
ア
リ
。

※
一
…
…
「
後
筆
」
ト
思
ワ
レ
ル
。

訓
読

　

憐
れ
む
べ
し
悲
し
む
べ
し
。
無
道
心
の
人
、
未
だ
曽
て
有
道
徳
の
輩
に
遇
見

せ
ざ
る
こ
と
を
。
宝
山
に
入
る
と
雖
も
空
手
に
し
て
帰
り
、
宝
海
に
到
る
と
雖

も
空
身
に
し
て
還
る
こ
と
を
。
応
に
知
る
べ
し
、
他
未
だ
曽
て
発
心
せ
ず
と
雖

も
、
若
し
一
の
本
分
人
に
見ま
み
え
れ
ば
、
則
ち
其
道
を
行
得
す
。
未
だ
一
の
本
分

人
に
見
え
ず
と
雖
も
、
若
し
是
れ
深
く
発
心
す
れ
ば
、
則
ち
其
道
を
行ぎ
よ
う

膺よ
う

せ

ん
こ
と
を
。
既
に
両
闕
を
以
て
せ
ば
、
何
を
以
て
か
一
益
あ
ら
ん
。

語
註①遇

見
…
…
偶
然
出
会
う
こ
と
。
巡
り
会
う
こ
と
。

②
入
宝
山
兮
空
手
而
帰
～
到
宝
海
兮
空
身
而
還
…
…
宝
山
・
宝
海
は
無
量
の
功
徳
を
有
す
る
世
界
の
喩
え
。
冠
註
・
増
註
等
で
は
前
半
部
の

出
典
を
『
大
智
度
論
』
巻
一
と
し
て
い
る
が
、『
摩
訶
止
観
』
巻
四
が
第
一
出
典
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
出
典
対
照
５
参
照
。
後
半
部
の
出

典
に
つ
い
て
、
増
註
で
は
『
大
悲
経
』
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
が
不
詳
で
あ
る
。
た
だ
し
前
半
部
と
同
様
の
内
容
を
示
し
て
お
り
、
智
顗



九
九

の
説
を
う
け
た
上
で
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

③
本
分
人
…
…
本
来
人
と
も
。
優
れ
た
指
導
者
。『
正
法
眼
蔵
』「
梅
華
」
巻
に
は
「
先
師
古
仏
、
た
や
す
く
僧
家
の
討
掛
搭
を
ゆ
る
さ
ず
。

よ
の
つ
ね
に
い
は
く
、
無
道
心
慣
頭
、
我
箇
裏
不
可
也
、
す
な
は
ち
お
い
い
だ
す
。
出
了
い
は
く
、
不
一
本
分
人
、
要
作
甚
麼
。
か
く
の

ご
と
き
の
狗
子
は
騒
人
な
り
、
掛
搭
不
得
と
い
ふ
」（
春
秋
社
本
二
、
七
一
頁
）
と
あ
る
。

④
行
膺
…
…
「
膺
」
は
あ
た
る
、
う
け
る
。
典
座
の
職
の
重
要
さ
を
理
解
し
行
じ
る
こ
と
。

⑤
両
闕
…
…
「
両
」
は
「
本
分
人
」
と
「
深
発
心
」
を
指
し
、
二
つ
の
要
素
の
ど
ち
ら
か
一
つ
で
も
失
え
ば
、
何
の
利
益
も
得
る
事
が
出
来

な
い
、
と
い
っ
た
意
味
。

原
文

　

如
見
大
宋
国
諸
山
諸
寺
、
知①

事
・
頭②

首
居
職
之
族
、
雖
為
一③

年
之
精
勤
、
各④

存
三
般
之
住
持
、
与⑤

時
営
之
、
競
縁
励
之
。
已

如
利
他
、
兼
豊
自
利
。
一
興
叢
席
、
一
新
高⑥

格
。
斉⑦

肩
競
頭
、

継
踵
重
蹤
。

　

於
是
応
詳
、
有⑧

見※

自
如
他
之
痴
人
、
有
顧
他
如
自
之
君
子
。

古⑨

人
云
、
三
分
光
陰
二
早
過
、
霊⑩

台
一
点
不
揩⑪

磨
、
貪
生
逐
日

区⑫

々※

去
、
喚
不
回
頭
争
奈
何
。
須
知
、
未
見
知⑬

識
、
被
人⑭

情

奪
。
可
憐
、
愚⑮

子
運
出
長
者
所
伝
之
家
財
、
徒
作
他
人
面
前
之

訓
読

　

大
宋
国
の
諸
山
諸
寺
の
、
知
事
・
頭
首
の
職
に
居
る
の
族や
か
らを

見
る
が
如
き

は
、
一
年
の
精
勤
を
為
す
と
雖
も
、
各
お
の
お
の

三
般
の
住
持
を
存
し
、
時
に
与あ
ず
かり

て

之
を
営
み
、
縁
を
競
い
て
之
に
励
む
。
已す
で
に
如も

し
利
他
す
れ
ば
、
兼
て
自
利
を

豊
か
に
す
。
叢
席
を
一
興
し
、
高
格
を
一
新
す
。
肩
を
斉な
ら
べ
頭
を
競
い
、
踵
を

継
ぎ
蹤あ
と

を
重
ぬ
。

　

是
に
於
て
応
に
詳
つ
ま
び
ら
か

に
す
べ
し
、
自
を
見
る
こ
と
他
の
如
く
す
る
の
痴
人

有
り
、
他
を
顧か
え
りみ
る
こ
と
自
の
如
く
す
る
の
君
子
有
る
こ
と
を
。
古
人
の
云
く
、

「
三
分
の
光
陰
、
二
は
早
や
過す
ぎ

し
に
、
霊
台
の
一
点
も
揩か
い

磨ま

せ
ず
、
生
を
貪
り

日
を
逐
て
、
区
々
と
し
て
去
り
、
喚よ

べ
ど
も
頭
を
回
ら
さ
ざ
る
は
争い

奈か

何ん

せ
ん
」

５
　
典
座
の
現
状
と
誡
め

⑹
　
三
般
の
住
持



一
〇
〇

塵
糞
。
今
乃
不
可
然
耶
。

�

（
四
八
八
頁
左
～
四
八
九
頁
右
）

※
見
…
…
文
亀
本
ニ
ナ
シ
。

※
々
…
…
寛
本
・
冠
註
・
増
註
文
ハ
「
区
」
ニ
作
ル
。

と
。
須
く
知
る
べ
し
、
未
だ
知
識
に
見
え
ざ
れ
ば
、
人
情
に
奪
は
る
る
こ
と
を
。

憐
れ
む
べ
し
、
愚
子
、
長
者
の
伝
え
し
所
の
家
財
を
運
出
し
て
、
徒い
た
ずら
に
他
人

面
前
の
塵
糞
と
作
す
こ
と
を
。
今
は
乃
ち
然
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
か
。

語
註①知

事
…
…
前
出
。（
上
）
二
九
〇
頁
語
註
③
参
照
。
六
知
事
に
代
表
さ
れ
る
、
禅
林
で
役
職
に
つ
い
た
者
を
指
す
呼
称
の
こ
と
。

②
頭
首
…
…
前
出
。（
中
）
一
〇
六
頁
語
註
⑪
参
照
。
六
頭
首
等
の
、
六
知
事
と
共
に
禅
林
を
管
理
す
る
役
職
の
こ
と
。

③
一
年
之
精
勤
…
…
一
年
の
勤
め
を
果
た
す
こ
と
。『
禅
苑
清
規
』
巻
三
「
下
知
事
」
に
「
執
事
一
年
」（
一
二
〇
頁
）
と
あ
り
、
一
年
で
知
事

の
役
職
を
退
い
て
交
代
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

④
各
存
三
般
之
住
持
…
…「
住
持
」
は
、
こ
こ
で
は
「
仏
に
代
わ
っ
て
法
を
伝
え
、
仏
の
慧
命
を
相
続
さ
せ
る
こ
と
」（『
禅
学
大
辞
典
』
四
八
五

頁
）。
中
国
の
知
事
が
、
仏
法
を
持た
も

つ
た
め
に
行
っ
て
い
る
こ
と
を
三
つ
挙
げ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
各
自
が
意
識
し
て
仕
事
に
励
む
べ
き
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
従
来
は
「
住
持
」
を
「
一
寺
の
住
職
」
の
意
味
と
し
、「
三
通
り
の
住
持
と
同
じ
心
構
え
」（
講
談
社
本
一
一
七
頁
）

の
よ
う
に
解
釈
し
て
き
た
が
、
意
味
の
上
か
ら
改
め
た
。
ま
た
「
三
般
」
に
つ
い
て
、
冠
註
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
瞎
道
本
光
（
一
七

一
〇
～
一
七
七
三
）
は
、
本
段
落
の
「
⑴
已
如
利
他
、
兼
豊
自
利
。
⑵
一
興
叢
席
、
一
新
高
格
。
⑶
斉
肩
競
頭
、
継
踵
重
蹤
」
を
指
し
て
い

る
と
す
る
が
、
面
山
は
『
典
座
教
訓
聞
解
』
で
、
後
出
の
「
喜
心
・
老
心
・
大
心
」
を
指
し
て
い
る
と
し
て
い
る
（
三
〇
丁
表
）。
本
稿
で

は
、
三
心
で
あ
る
と
す
る
に
は
文
脈
上
無
理
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
瞎
道
の
説
の
方
が
妥
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

⑤
与
時
営
之
、
競
縁
励
之
…
…
「
与
」
は
、
こ
こ
で
は
役
職
に
就
く
こ
と
で
、
役
職
に
就
い
た
際
は
そ
れ
に
従
事
す
る
こ
と
。
後
半
の
「
競

縁
励
之
」
は
、
役
職
に
お
け
る
仕
事
の
機
会
を
探
し
て
そ
れ
に
励
む
こ
と
。

⑥
高
格
…
…
高
い
風
格
の
こ
と
。

⑦
斉
肩
競
頭
…
…
優
れ
た
先
人
た
ち
と
肩
を
並
べ
、
そ
れ
を
追
い
越
す
よ
う
務
め
る
こ
と
。



一
〇
一

⑧
有
見
自
如
他
之
痴
人
…
…
文
亀
本
に
は
「
見
」
字
が
無
い
が
、
次
句
の
「
有
顧
他
」
と
の
関
係
を
考
慮
し
、
寛
本
等
に
よ
り
補
っ
た
。

⑨
古
人
云
～
争
奈
何
…
…
出
典
は
、
雪
竇
重
顕
（
九
八
〇
～
一
〇
五
二
）『
祖
英
集
』
巻
下
「
道
を
為
せ
ば
日
に
損
す
」（
九
九
頁
）。
ま
た
本
語
は

『
如
浄
語
録
』「
清
涼
寺
語
録
」
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
共
に
出
典
対
照
６
参
照
。
但
し
『
如
浄
語
録
』
の
到
来
は
、『
典
座
教
訓
』
撰
述

か
ら
五
年
後
の
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
で
あ
る
た
め
（『
永
平
広
録
』
一
・
一
〇
五
上
堂
）、『
祖
英
集
』
か
ら
の
直
接
引
用
で
あ
る
。『
祖
英
集
』

に
つ
い
て
は
、（
中
）
一
一
九
頁
参
照
。

⑩
霊
台
…
…
「
荘
子
注
ニ
、
霊
台
ハ

　

心
也
」（『
典
座
教
訓
聞
解
』
三
〇
丁
裏
）。

⑪
揩
磨
…
…
磨
き
あ
げ
る
こ
と
。「
揩
」
は
、
こ
す
る
こ
と
、
拭
う
意
。

⑫
区
々
…
…
小
さ
い
こ
と
、
つ
ま
ら
な
い
こ
と
の
意
で
、
こ
こ
で
は
、
あ
く
せ
く
す
る
こ
と
。

⑬
知
識
…
…
こ
こ
で
は
、
善
知
識
（
優
れ
た
指
導
者
）
の
こ
と
。

⑭
人
情
…
…
こ
こ
で
は
、
世
間
的
な
迷
い
の
情
の
こ
と
。

⑮
愚
子
～
塵
糞
…
…
法
華
七
喩
の
一
つ
で
、『
妙
法
蓮
華
経
』「
信
解
品
」
に
見
え
る
「
長
者
窮
子
」
喩
の
こ
と
（
大
正
九
・
一
六
頁
ｂ
～
一
七
頁

ｂ
）。
あ
る
長
者
の
息
子
が
、
自
ら
の
迷
い
か
ら
、
全
て
を
擲
っ
て
家
出
し
た
も
の
の
、
後
に
浮
浪
者
と
な
り
、
出
自
等
も
忘
れ
た
状
態
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
状
態
の
息
子
を
発
見
し
た
長
者
は
、
使
用
人
と
し
て
雇
い
、
最
期
に
自
分
の
息
子
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
自

身
の
全
財
産
を
譲
り
渡
し
た
、
と
い
う
故
事
。『
正
法
眼
蔵
』「
行
持
」
上
巻
（
春
秋
社
本
一
・
一
四
六
、
一
六
九
頁
）、「
礼
拝
得
髄
」
巻
（
同
前

三
〇
五
頁
）、「
三
界
唯
心
」
巻
（
同
前
四
四
五
頁
）、「
見
仏
」
巻
（
春
秋
社
本
二
・
九
九
頁
）、「
三
十
七
品
菩
提
分
法
」
巻
（
同
前
一
四
九
頁
）
等

に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。『
典
座
教
訓
聞
解
』
で
は
、「
コ
ヽ
マ
デ
ハ
建
仁
ノ
典
座
ノ
コ
ト
ヲ
呵
責
シ
テ
今
日
ノ
遠
孫
等
ヲ
誡
メ
ラ
」
れ
、

次
句
の
「
今
乃
不
可
然
耶
」
で
、
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
と
し
て
い
る
（
三
〇
丁
裏
）。



一
〇
二

原
文

　

嘗①

観
、
当
職
前
来
有
道
、
其②
※

掌
其
徳
自
符
。
大③

潙
悟
道
典
座

之
時
也
。
洞
山
麻
三
斤
亦
典
座
之
時
也
。
若
可
貴
事
者
、
可
貴

悟
道
之
事
。
若
可
貴
時
者
、
可
貴
悟
道
之
時
者
歟
。
慕④

事
耽
道

之
跡
、
握⑤

沙
而
為
宝
、
猶
有
其
験
、
摸⑥

形
而
作
礼
、
屢
見
其⑦

感
。
何
況
、
其
職
是
同
、
其
称
是
一
。
其⑧

情
其
業
、
若
可
伝

者
、
其
美
其
道
、
豈
不
来
乎
。

�

（
四
八
九
頁
左
～
四
九
〇
頁
右
）

※
其
…
…
文
亀
本
ニ
ナ
シ
。

訓
読

　

嘗
観
す
べ
し
、
職
に
当
る
前
来
の
有
道
、
其
の
掌
、
其
の
徳
、
自
お
の
ず
か

ら
符か
な

う

こ
と
を
。
大
潙
の
悟
道
は
典
座
の
時
な
り
。
洞
山
の
麻
三
斤
も
亦
た
典
座
の
時

な
り
。
若
し
事
を
貴
ぶ
べ
き
者
な
ら
は
、
悟
道
の
事
を
貴
ぶ
べ
し
、
若
し
時
を

貴
ぶ
べ
き
者
な
ら
は
、
悟
道
の
時
を
貴
ぶ
べ
き
者
か
。
慕
事
耽た
ん

道ど
う

の
跡
は
、
沙
い
さ
ご

を
握
り
て
宝
と
為
す
も
、
猶
お
其
の
験
有
り
、
形
を
模
し
て
礼
を
作
す
も
、

屢し
ば
し
ば
其
の
感
を
見
る
。
何い
か
に
況
ん
や
、
其
の
職
と
是
れ
同
じ
く
、
其
の
称
是
れ

一
な
る
を
や
。
其
の
情
、
其
の
業
、
若
し
伝
う
べ
き
者
な
ら
ば
、
其
の
美
、
其

の
道
、
豈
に
来
ら
ざ
ら
ん
や
。

５
　
典
座
の
現
状
と
誡
め

⑺
　
慕
事
耽
道
の
足
跡

語
註①

嘗
観
…
…
「
嘗
」
は
「
常
」
の
意
で
、
常
に
観
じ
て
お
く
こ
と
、
肝
に
銘
じ
て
お
く
こ
と
。
道
元
禅
師
著
作
中
の
用
例
と
し
て
、『
弁
道

話
』
の
「
嘗
観
す
べ
し
、
身
心
一
如
の
む
ね
は
、
仏
法
の
つ
ね
の
談
ず
る
と
こ
ろ
な
り
」（
春
秋
社
本
二
・
四
七
四
頁
）、『
普
勧
坐
禅
儀
』（
流

布
本
）
の
「
嘗
観
超
凡
越
聖
、
坐
脱
立
亡
、
一
二
任
此
力
一
矣
」（
春
秋
社
本
五
・
六
頁
）、『
知
事
清
規
』
の
「
嘗
観
二
演
古
仏
之
操
行
一
、
古
今

之
無
二
比
倫
一
也
」（
春
秋
社
本
六
・
一
二
二
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

②
其
掌
…
…
こ
こ
で
は
、
典
座
の
仕
事
の
こ
と
。
文
亀
本
に
は
「
其
」
字
が
無
い
が
、
次
句
の
「
其
徳
」
と
の
関
係
を
考
慮
し
、
寛
本
等
に



一
〇
三

よ
り
補
っ
た
。

③
大
潙
悟
道
典
座
之
時
也
、
洞
山
麻
三
斤
亦
典
座
之
時
也
…
…
『
典
座
教
訓
』
冒
頭
の
、「
昔
日
潙
山
・
洞
山
等
勤
之
」（（
上
）
二
八
九
頁
）
を

具
体
的
に
示
し
た
語
。「
大
潙
悟
道
～
」
は
、『
知
事
清
規
』
の
「
典
座
時
発
二
明
大
事
一
例
」
の
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
潙
山
霊
祐

（
七
七
一
～
八
五
三
）
が
百
丈
懐
海
（
七
四
九
～
八
四
一
）
よ
り
認
め
ら
れ
て
嗣
法
す
る
こ
と
を
得
、
さ
ら
に
大
潙
山
同
慶
寺
の
開
山
と
な
る
こ

と
を
認
め
ら
れ
た
際
に
、
典
座
を
勤
め
て
い
た
と
い
う
話
の
こ
と
（
春
秋
社
本
六
・
一
〇
七
～
一
一
〇
頁
、「『
永
平
元
禅
師
清
規
』「
知
事
清
規
」
の
出

典
研
究
〈
上
〉」、『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
二
三
号
、
二
〇
一
〇
年
、
一
二
四
～
一
二
五
頁
参
照
）。「
洞
山
麻
三
斤
～
」
は
、
洞
山
守
初
（
九
一
〇
～
九
九

〇
）
の
、「
僧
問
洞
山
、
如
何
是
仏
。
山
去
、
麻
三
斤
」
と
い
う
問
答
を
踏
ま
え
る
。「
麻
三
斤
」
は
、「
衣
一
着
分
が
作
れ
る
麻
糸
」（『
禅

語
辞
典
』
四
三
三
頁
、
入
矢
義
高
「
麻
三
斤
」、『
増
補
自
己
と
超
越
―
禅
・
人
・
こ
と
ば
―
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
参
照
）。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、『
碧

巌
録
』
一
二
則
の
本
則
評
唱
に
解
釈
の
一
つ
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
、「
洞
山
是
時
庫
下
秤
麻
」（『
碧
巌
破
関
撃
節
』
八
一
八
頁
）
の
語
に
基
づ

い
て
、「
麻
三
斤
」
の
問
答
が
「
典
座
之
時
」
に
行
わ
れ
た
と
し
て
い
る
。

④
慕
事
耽
道
之
跡
…
…
潙
山
・
洞
山
の
よ
う
な
、
悟
道
の
事
実
を
慕
い
、
仏
道
を
深
く
信
じ
、
い
そ
し
ん
だ
例
の
こ
と
。「
耽
道
」
は
、「
行

持
」
上
巻
に
、「
し
か
あ
れ
ど
も
、
四
海
五
湖
の
雲
衲
霞
袂
、
こ
の
会
に
掛
錫
す
る
を
ね
が
ふ
と
こ
ろ
と
せ
り
。
耽
道
の
人
お
ほ
き
こ
と
を

よ
ろ
こ
ぶ
べ
し
」（
春
秋
社
本
一
・
一
五
九
頁
）
と
あ
る
。

⑤
握
沙
而
為
宝
…
…
二
人
の
小
児
が
釈
尊
と
阿
難
に
出
会
っ
た
際
に
、
釈
尊
の
三
十
二
相
を
見
て
、
そ
の
一
人
が
、
仏
鉢
に
糗ほ
し
い（

干
し
飯
）
の

代
わ
り
に
砂
を
捧
げ
て
供
養
し
た
と
こ
ろ
、
釈
尊
が
こ
の
子
供
は
後
に
阿
育
王
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
で
あ
ろ
う
と
予
言
さ
れ
た
と
い
う

逸
話
を
指
す
。『
阿
育
王
経
』
巻
一
（
大
正
五
〇
・
一
三
一
頁
ｃ
～
一
三
二
頁
ａ
）、『
経
律
異
相
』
巻
二
四
（
大
正
五
三
・
一
三
五
頁
ａ
）、『
典
座
教

訓
聞
解
』（
三
一
丁
表
～
裏
）
参
照
。

⑥
摸
形
而
作
礼
…
…
『
典
座
教
訓
聞
解
』（
三
一
丁
裏
）
で
は
『
仏
説
作
仏
形
像
経
』（
大
正
一
六
・
七
八
八
頁
ａ
～
ｃ
）
を
挙
げ
て
い
る
が
、
本
稿

で
は
、『
増
一
阿
含
経
』
巻
二
八
（
大
正
二
・
七
〇
五
頁
ｃ
）
に
見
ら
れ
る
、
仏
が
説
法
の
た
め
に
天
に
登
り
、
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
波

斯
匿
王
（
梵Prasenajit

）
と
優
填
王
（
梵U

dayana

）
が
釈
尊
の
こ
と
を
慕
っ
て
牛
頭
栴
檀
で
仏
像
を
作
ら
せ
、
後
に
世
尊
が
天
か
ら
戻
っ
た

時
に
、
こ
の
像
に
末
世
の
教
化
を
嘱
し
た
と
い
う
話
が
あ
り
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
し
た
。
両
者
共
に
『
経
律
異
相
』

巻
六
（
大
正
五
三
・
二
九
頁
ｃ
）
も
参
照
。



一
〇
四

⑦
其
感
…
仏
と
衆
生
の
感
応
道
交
の
働
き
の
こ
と
。

⑧
其
情
其
業
…
…
典
座
の
心
得
、
用
心
と
、
そ
の
仕
事
内
容
の
こ
と
。

原
文

　

凡
諸
知
事
頭
首
、
及
当
職
作※

事
作
務
之
時
節
、
可
保
持
喜①

心

老
心
大
心
者
也
。

�

（
四
八
九
頁
左
）

※
作
事
…
…
文
亀
本
ハ
「
作
事
作
事
」
ニ
作
ル
。

訓
読

　

凡
そ
諸
の
知
事
、
頭
首
の
、
職
に
当
た
る
に
及
び
て
、
作
事
作
務
の
時
節
、

喜
心
、
老
心
、
大
心
を
保
持
す
べ
き
も
の
な
り
。

６
　
三
種
の
心

⑴
　
喜
心
、
老
心
、
大
心
を
保
持
す
べ
し

語
註①喜

心
老
心
大
心
…
…
こ
れ
以
下
、
喜
心
、
老
心
、
大
心
が
説
明
さ
れ
る
。
後
代
、『
典
座
教
訓
聞
解
』（
三
二
丁
右
）
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
三

つ
は
「
三
心
」
と
呼
ば
れ
る
が
、『
典
座
教
訓
』
に
典
拠
が
あ
る
呼
び
方
で
は
な
い
。
道
元
禅
師
は
「
三
種
心
」
と
表
さ
れ
た
。

６
　
三
種
の
心

⑵
　
喜
心



一
〇
五

原
文

　

所
謂
喜
心
者
、
喜
悦
心
也
。
可
想
、
我
若
生
天
上
、
著
楽
無

間
。
不
可
発
心
。
修
行
未①

便
。
何
況
可
作
三②

宝
供
養
之
食
耶
。

万
法
之
中
、
最
尊
貴
者
、
三
宝
也
。
最
上
勝
者
、
三
宝
也
。
天③

帝
非
喩
。
輪④

王
弗
比
。
清
規
云
、
世
間
尊
貴
、
物⑤

外
優
閑※

、
清

浄
無
為
、
衆
僧
為
最
。
今
吾
幸
生
人
間
、
而
作
此
三
宝
受
用
之

食
、
豈
非
大
因
縁
耶
。
尤
以
可
悦
喜
者
也
。

　

又
可
想
、
我
若
生
地⑥

獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
等
之
趣
、
又

生
自
余
之
八⑦

難
処
、
雖
有
求
僧
力
之
覆
身
、
手
自
不
可
作
供
養

三
宝
之
浄
食
。
依
其
苦⑧

器
而
受
苦
、
縛
身
心
也
。
今
生
既
作

之
、
可
悦
之
生
也
、
可
悦
之
身
也
、
曠⑨

大
劫
之
良
縁
也
、
不
可

朽
之
功
徳
也
。
願
以
万
生
千
生
而
摂
一
日
一
時
、
可
弁
之
、
可

作
之
。
為
能
使
千
万
生
之
身
結
於
良
縁
也
、
如
此
観
達
之
心
、

乃
喜
心
也ナ
リ

。
誠
夫
縦
作
転⑩

輪
聖
王
之
身
、
非
作
供
養
三
宝
之
食

者
、
終
其
無
益
。
唯
是
水⑪

沫
泡
燄
之
質
也
。

�

（
四
八
九
頁
左
～
四
九
〇
頁
右
）

※
閑
…
…
冠
註
、
増
註
ハ
「
間
」
ニ
作
ル
。

訓
読

　

い
わ
ゆ
る
喜
心
と
は
、
喜
悦
の
心
な
り
。
想
う
べ
し
、
我
れ
若
し
天
上
に
生

ぜ
ば
、
楽
に
著
し
て
間ひ
ま

無
し
。
発
心
す
べ
か
ら
ず
。
修
行
未
だ
便べ
ん

な
ら
ず
。
何

に
況
ん
や
三
宝
供
養
の
食
を
作
る
べ
け
ん
や
と
。
万
法
の
中
、
最
尊
貴
な
る
は

三
宝
な
り
。
最
上
勝
な
る
は
三
宝
な
り
。
天
帝
も
喩
う
る
に
非
ず
。
輪
王
も
比

す
る
な
し
。
清
規
に
云
く
、「
世
間
の
尊
貴
、
物も
つ
げ外

の
優ゆ
う

閑か
ん

、
清
浄
無
為
な
る

は
、
衆
僧
を
最
と
な
す
」
と
。
今
、
吾
れ
、
幸
い
に
人
間
に
生
ま
れ
て
、
此
の

三
宝
受
用
の
食
を
作
る
、
豈
に
大
因
縁
に
非
ず
や
。
尤
も
以
っ
て
悦
喜
す
べ
き

も
の
な
り
。

　

又
想
う
べ
し
、
我
れ
若
し
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
等
の
趣
に
生
じ
、
又

自
余
の
八
難
処
に
生
ず
れ
ば
、
僧
力
の
覆
身
を
求
む
る
こ
と
有
り
と
雖
も
、

手て
ず
か自
ら
三
宝
に
供
養
す
る
の
浄
食
を
作
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
。
其
の
苦
器
に

依
り
て
苦
を
受
け
、
身
心
を
縛
す
れ
ば
な
り
。
今
生
既
に
之
を
作
る
、
悦
ぶ
べ

き
の
生
な
り
、
悦
ぶ
べ
き
の
身
な
り
、
曠
大
劫
の
良
縁
な
り
、
朽
つ
べ
か
ら
ざ

る
の
功
徳
な
り
。
願
わ
く
は
万
生
千
生
を
以
て
一
日
一
時
に
摂
し
、
之
を
弁
ず

べ
く
、
之
を
作
る
べ
し
。
能
く
千
万
生
の
身
を
し
て
良
縁
を
結
ば
し
め
ん
が
為

な
り
。
此
の
如
き
観
達
の
心
、
乃
ち
喜
心
な
り
。
誠
に
夫
れ
縦
い
転
輪
聖
王
の

身
と
作
る
も
、
三
宝
に
供
養
す
る
の
食
を
作
る
に
非
ざ
る
は
、
終
に
其
れ
益
無

し
。
唯
だ
是
れ
水す
い

沫ま
つ

泡ほ
う

燄え
ん

の
質
な
る
の
み
な
り
。



一
〇
六

語
註①未

便
…
…
『
永
平
広
録
』
巻
八
・
法
語
一
四
参
照
。「
誰
謂
功
夫
未
便
」（
春
秋
社
訳
註
本
一
二
・
一
三
七
頁
）。「
便
」
と
は
「
都
合
が
良
い
機

会
」
と
い
う
意
味
。

②
三
宝
…
…
仏
教
徒
が
敬
い
従
う
べ
き
三
種
の
宝
、
即
ち
仏
宝
、
法
宝
、
僧
宝
。
仏
陀
、
そ
の
教
え
、
僧そ
う

伽ぎ
ゃ

（
仏
教
修
行
者
の
集
団
）
を
宝
に
例

え
た
呼
び
方
。『
正
法
眼
蔵
』「
帰
依
仏
法
僧
宝
」
巻
参
照
。

③
天
帝
…
…（
梵Śakro�devānām

�indrah

・

）
帝
釈
天
。
ヴ
ェ
ー
ダ
神
話
に
お
け
る
最
も
有
力
な
神
で
あ
っ
た
が
、
後
に
仏
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
、

梵
天
と
と
も
に
仏
教
の
守
護
神
と
さ
れ
た
。
忉と
う

利り

天て
ん

（
三
十
三
天
）
を
統
治
す
る
。
天
帝
釈
。

④
輪
王
…
…
（
梵Cakravartirājan

）
転
輪
聖
王
の
こ
と
。
イ
ン
ド
神
話
で
、
正
義
に
よ
っ
て
世
界
を
治
め
る
理
想
的
帝
王
。

⑤
物
外
優
閑
…
…
世
俗
を
離
れ
て
、
ゆ
っ
た
り
と
静
か
に
過
ご
す
こ
と
。

⑥
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
等
…
…
六
道
の
う
ち
、
と
く
に
苦
し
み
ば
か
り
の
四
つ
の
世
界
。
総
じ
て
「
四
悪
趣
」
と
も
言
う
。
前
節
で

「
我
れ
若
し
天
上
に
生
ぜ
ば
」「
今
、
吾
れ
、
幸
い
に
人
間
に
生
ま
れ
て
」
と
天
上
界
と
人
間
界
の
様
子
を
説
き
、
こ
こ
で
は
六
道
の
う
ち

残
り
の
四
つ
に
言
及
し
て
い
る
。

⑦
自
余
之
八
難
処
…
…
「
八
難
処
」
は
、
仏
を
見
、
法
を
聞
き
、
仏
道
を
修
行
す
る
こ
と
が
困
難
な
八
種
の
難
処
の
意
。『
律
宗
新
学
名
句
』

巻
中
は
、
⑴
「
地
獄
」、
⑵
「
餓
鬼
」、
⑶
「
畜
生
」、
⑷
「
長
寿
天
」、
⑸
「
北
州
」、
⑹
「
仏
前
後
」、
⑺
「
世
智
弁
聡
」、
⑻
「
諸
根
不

具
」
の
八
つ
を
挙
げ
る
。（
続
蔵
五
九
・
六
八
九
頁
ｂ
）「
八
難
処
」
に
つ
い
て
は
『
正
法
眼
蔵
』「
発
菩
提
心
」
巻
（
春
秋
社
本
二
・
三
三
三
頁
）

も
参
照
さ
れ
た
い
。「
自
余
」
は
、
そ
の
他
、
そ
れ
以
外
の
意
で
あ
り
、「
自
余
之
八
難
処
」
で
、
①
以
外
の
八
難
処
―
す
な
わ
ち
⑷
か
ら

⑻
ま
で
―
を
い
う
。

⑧
苦
器
…
…
四
悪
趣
の
世
界
に
お
い
て
苦
し
み
を
受
け
る
器
、
肉
体
の
こ
と
。

⑨
曠
大
劫
…
…
「
曠
」
は
広
い
、
大
き
い
の
意
。「
劫
」
は
非
常
に
長
い
時
間
の
意
。「
劫
」
を
喩
え
た
主
な
も
の
と
し
て
、「
芥
子
劫
」
と

「
盤
石
劫
」
の
二
種
が
あ
る
。「
芥
子
劫
」
と
は
、
一
由
旬
（
長
さ
一
四
・
四
キ
ロ
）
立
方
の
城
に
芥
子
粒
を
満
た
し
、
百
年
に
一
度
そ
の
中
の

一
粒
を
取
り
去
り
、
そ
の
全
部
を
取
り
尽
く
し
て
も
な
お
終
わ
ら
な
い
と
い
う
時
間
で
あ
り
、「
盤
石
劫
」
と
は
、
一
由
旬
平
方
の
石
を
百

年
に
一
度
ず
つ
白び
や
く

氈せ
ん

で
払
っ
て
、
そ
の
石
が
磨
滅
し
て
も
な
お
終
わ
ら
な
い
と
い
う
時
間
で
あ
る
（
中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典
』
三
九
二
頁
参



一
〇
七

照
）。『
雑
阿
含
経
』
巻
三
四
（
大
正
二
・
二
四
二
頁
ｂ
）
に
は
「
一
由
旬
」
と
あ
る
が
、『
大
智
度
論
』
巻
三
八
（
大
正
二
五
・
三
三
九
頁
ｂ
）
お

よ
び
そ
れ
を
引
用
し
て
い
る
『
祖
庭
事
苑
』
巻
五
（
続
蔵
六
四
・
三
八
一
頁
ａ
）
に
は
「
百
由
旬
」
と
あ
り
、
同
様
の
喩
え
に
も
諸
説
あ
る
こ

と
が
伺
え
る
。

⑩
転
輪
聖
王
…
…
一
〇
六
頁
語
註
④
参
照
。こ
こ
で
は
文
亀
本
に
残
さ
れ
て
い
る
書
き
込
み
か
ら「
転
輪
」を
誤
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。

⑪
水
沫
泡
燄
之
質
…
…『
妙
法
蓮
華
経
』「
随
喜
功
徳
品
」（
大
正
九
・
四
七
頁
ｂ
）
に
「
世
皆
不
牢
固
、
如
水
沫
泡
焰
、
汝
等
咸
応
当
、
疾
生
厭

離
心
（
世
は
皆
、
牢
固
な
ら
ざ
る
こ
と　

水
の
沫し

ぶ
き・

泡あ
わ

・
焰

か
げ
ろ
う

の
如
し
。
汝
等
よ
、
咸

こ
と
ご
と

く
応ま

当さ

に　

疾
く
厭
離
の
心
を
生お

こ

す
べ
し
）」（
坂
本
幸
男
、
岩
本
裕

『
法
華
経
（
下
）』（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
七
、
八
四
頁
））
と
あ
る
。「
質
」
は
形
の
意
で
あ
り
、「
水
沫
泡
燄
之
質
」
で
、
は
か
な
い
形
の
意
で
あ

る
。

原
文

　

所
謂
老①

心
者
、
父
母
心
也
。
譬
若
父
母
念②

於
一
子
。
存
念
三

宝
如
念
一
子
也
。
貧
者
窮
者
強
愛
育
一
子
。
其
志
如
何
。
外
人

不
識
。
作
父
作
母
方
識
之
也
。
不
顧
自
身
之
貧
富
、
偏
念
吾
子

之
長③

大
也
。
不
顧
自
寒
、
不
顧
自
熱④

、
蔭
子
覆
子
。
以
為
親⑤

念

切
切
之
至
。
発
其
心
之
人
能
識
之
。
慣
其
心
之
人
方
覚⑥

之
者

也
。
然
乃
看
水
看
穀
、
皆
可
存
養
子
之
慈
懇
者
歟
。
大⑦

師
釈
尊

於※

分
二
十※

年
之
仏
寿
、
而
蔭
末⑧

世
之
吾
等
。
其
意
如
何
。
唯
垂

父
母
心
而
已
。
如
来
全
不
可
求
果
、
亦
不
可
求
富
。

訓
読

　

い
わ
ゆ
る
老
心
と
は
、
父ぶ

母も

の
心
な
り
。
た
と
え
ば
、
父
母
の
一
子
を
念お
も
う

が
ご
と
く
す
る
な
り
。
三
宝
を
存
念
す
る
こ
と
、
一
子
を
念
う
が
ご
と
く
せ
よ
。

貧
し
い
者
、
窮
し
て
い
る
者
、
あ
な
が
ち
に
一
子
を
愛
育
す
。
そ
の
志
如
何
。

ほ
か
の
人
識
ら
ず
。
父
と
な
り
、
母
と
な
り
、
方ま
さ

に
こ
れ
を
識
る
な
り
。
自
身

の
貧
富
を
顧
み
ず
、
ひ
と
え
に
吾
が
子
の
長
大
な
ら
ん
こ
と
を
念
う
な
り
。
自

ら
の
寒
き
を
顧
み
ず
、
自
ら
の
熱
き
を
顧
み
ず
、
子
を
蔭お
お

い
、
子
を
覆
う
。

も
っ
て
、
親
念
切
切
の
至
り
と
な
す
。
そ
の
心
を
発お
こ

す
の
人
、
能
く
こ
れ
を
識

る
。
そ
の
心
に
慣な
ら

う
の
人
、
方
に
こ
れ
を
覚
る
者
な
り
。
然
ら
ば
す
な
わ
ち
、

６
　
三
種
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⑶
　
老
心



一
〇
八

語
註①老

心
…
…
三
種
心
の
一
つ
。
父
母
の
心
の
こ
と
。
自
己
を
忘
れ
て
他
を
愛
す
る
切
実
な
心
。
親
心
。

②
念
…
…
記
憶
し
て
忘
れ
な
い
心
の
は
た
ら
き
。
常
に
思
い
出
し
て
心
の
中
に
保
っ
て
い
る
こ
と
。

③
長
大
…
…
大
き
く
な
る
こ
と
。
成
長
す
る
こ
と
。

④
蔭
子
覆
子
…
…「
蔭
」
も
「
覆
」
も
、
お
お
う
の
意
。
前
者
は
木
陰
の
よ
う
に
な
っ
て
、
熱
さ
か
ら
子
を
守
り
、
後
者
は
外
套
よ
う
に
な
っ

て
、
寒
さ
か
ら
子
を
ま
も
る
こ
と
意
味
す
る
。

⑤
親
念
切
切
…
…
「
切
切
」
は
、
は
げ
ま
し
あ
う
さ
ま
、
差
し
迫
っ
た
さ
ま
、
深
く
憂
う
さ
ま
、
心
を
こ
め
た
さ
ま
の
意
。
親
が
子
を
念　

う
気
持
ち
が
非
常
に
強
い
さ
ま
を
意
味
す
る
。
な
お
冠
註
・
増
註
で
は
「
論
語
註
ニ
切
々
ハ
懇
到
也
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑥
覚
…
…
は
っ
き
り
と
わ
か
る
こ
と
。

⑦
大
師
釈
尊
於
分
二
十
年
之
仏
寿
…
…
前
出
。
八
九
頁
語
註
⑨
参
照
。
釈
尊
が
、
自
分
の
寿
命
で
あ
っ
た
一
〇
〇
歳
か
ら
、
二
〇
年
分
を
後

世
の
人
々
の
福
徳
の
た
め
に
提
供
し
た
た
め
、
八
〇
歳
で
入
滅
し
た
と
い
う
伝
承
の
こ
と
。

⑧
末
世
…
…
正
・
像
・
末
の
三
時
の
一
つ
。
末
法
の
時
代
。
仏
法
の
衰
え
た
時
代
。
教
の
み
が
あ
り
、
行
も
証
も
な
い
時
代
と
さ
れ
る
。
な

お
仏
滅
後
の
千
年
間
は
正
法
の
時
代
で
、
教
・
行
・
証
が
あ
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
千
年
間
は
像
法
の
時
代
で
、
教
・
行
の
み
と

な
っ
て
、
も
は
や
証
を
得
る
修
行
者
が
い
な
く
な
る
と
さ
れ
る
。
仏
滅
に
関
し
て
は
、『
景
徳
伝
灯
録
』
で
は
「
穆
王
五
十
二
年
壬
辰
歳

（
紀
元
前
九
四
九
年
）」（
禅
文
研
本
三
頁
）
と
さ
れ
、
当
時
の
日
本
で
は
、『
扶
桑
略
記
』
に
「
永
承
七
年
（
中
略
）
今
年
始
入
二
末
法
一
」（『
新
訂

増
補　

国
史
大
系
一
二
「
扶
桑
略
記
」』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
、
二
九
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
よ
り
末
法
に
入
っ
た

と
い
う
説
が
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
道
元
禅
師
も
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
に
示
衆
さ
れ
た
『
安
居
』
巻
に
お
い
て
「
す
で
に
二
千
一

　
　
　
　

�����

（
四
九
一
頁
右
～
左
）���������������

※
於
…
…
寛
本
・
冠
註
・
増
註
ハ
「
猶
」
ニ
作
ル
。

※
十
…
…
寛
本
・
冠
註
・
増
註
ハ
「
千
」
ニ
作
ル
。

水
を
看
る
も
、
穀
を
看
る
も
、
皆
、
子
を
養
う
の
慈
懇
を
存
す
べ
き
者
か
。
大

師
釈
尊
、
二
十
年
の
仏
寿
を
分
か
つ
に
於よ

り
て
、
末
世
の
吾
ら
を
蔭
う
。
そ
の

意
如
何
。
た
だ
父
母
の
心
を
垂
る
る
の
み
。
如
来
は
全
く
果
を
求
む
べ
か
ら
ず
、

ま
た
富
を
求
む
べ
か
ら
ず
。



一
〇
九

百
九
十
四
年
〈
当
日
本
寛
元
三
年
乙
巳
歳
〉
な
り
」（
春
秋
社
本
二
・
二
二
〇
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
が
末
法
の
時
代
で
あ
る
と
の
認
識

を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
道
元
禅
師
は
末
法
に
関
し
て
、『
弁
道
話
』
で
は
「
な
ほ
大
乗
実
教
に
は
、
正
・
像
・
末
法
を
わ
く
こ

と
な
し
、
修
す
れ
ば
、
み
な
得
道
す
と
い
ふ
」（
春
秋
社
本
二
・
四
七
六
頁
）、
あ
る
い
は
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
で
は
「
仏
教
に
正
像
末
を
立

事
、
し
ば
ら
く
一
途
の
方
便
也
。
真
実
の
教
道
は
、
し
か
あ
ら
ず
。
依
行
せ
ん
。
皆
、
う
べ
き
也
」（
春
秋
社
本
七
・
一
二
六
頁
）
等
の
見
解

を
示
し
て
い
る
。

原
文

　

所
謂
大
心
者
、
大
山
于
其
心
、
大
海
于
其
心
、
無
偏
無
儻※

心

也
。
提
※

而①

不
為
軽
、
扛
鈞②

而
不
可
重
。
被
引
春
声
兮
不
遊
春※

沢
、
雖
見
秋
色
兮
更
無
秋
心
。
競
四
運③

於
一
景
、
視※

銖④

於
一

目
。
於
是
一
節
、
可
書
大
之
字
也
、
可
知
大
之
字
也
、
可
学
大

之
字
也
。
夾
山
之
典
座⑤

若
不
学
大
字
者
、
不
覚
之
一
笑
莫
度※

大

原
。
大
潙
禅
師⑥

不
書
大
字
、
取
一
茎
柴
不
可
三
吹
。
洞
山
和
尚

不
知
大
字
、
拈
三
斤
麻⑦

莫
示
一
僧
。

　

応
知
、
向
来
大
善
知
識
、
倶
是
百
草
頭⑧

上
学
大
字
来
、
今
乃

自
在
作
大
声
、
説
大
義
、
了
大
事
、
接
大
人
、
成
就
者
箇
一
段

訓
読

　

所い
わ
ゆ
る謂
、
大
心
と
は
、
其
の
心
を
大
山
に
し
、
其
の
心
を
大
海
に
し
て
、
偏
無

く
儻と
う

無
き
心
な
り
。

を
提
げ
て
軽
し
と
為
さ
ず
、
鈞
を
扛か
か

げ
て
重
し
と
す
べ

か
ら
ず
。
春
声
に
引
か
る
る
も
、
春
沢
に
遊
ば
ず
、
秋
色
を
見
る
と
雖
も
、
更

に
秋
心
無
し
。
四
運
を
一
景
に
競
わ
し
め
、
銖

を
一
目
に
視
る
。
是
の
一
節

に
於
い
て
、
大
の
字
を
書
く
べ
く
、
大
の
字
を
知
る
べ
く
、
大
の
字
を
学
ぶ
べ

き
な
り
。
夾か
つ

山さ
ん

の
典
座
、
若
し
大
の
字
を
学
ば
ず
ん
ば
、
不
覚
の
一
笑
も
て
、

大
原
を
度
す
る
こ
と
莫
か
ら
ん
。
大
潙
禅
師
、
大
の
字
を
書
か
ず
ん
ば
、
一
茎

柴
を
取
り
て
、
三
た
び
吹
く
べ
か
ら
ざ
ら
ん
。
洞
山
和
尚
、
大
の
字
を
知
ら
ず

ば
、
三
斤
の
麻
を
拈と

り
て
、
一
僧
に
示
す
こ
と
莫
か
ら
ん
。

　

応
に
知
る
べ
し
、
向こ
う

来ら
い

の
大
善
知
識
は
、
俱と
も

に
是
れ
百
草
頭
上
に
大
の
字
を

学
び
来
り
て
、
今
乃
ち
自
在
に
大
声
を
作
し
、
大
義
を
説
き
、
大
事
を
了
じ
、

６
　
三
種
の
心

⑷
　
大
心



一
一
〇

大
事
因
縁⑨

者
也
。

　

住
持
・
知
事
・
頭
首⑩

・
雲
衲⑪

、
阿
誰⑫

忘
却
此
三
種
心
者
哉
。

　

于
旹
嘉
禎
三
年⑬

王※

春⑭

、
記
示
後
来
学
道
之
君
子
云
爾※

。⑮

　

観
音
導
利
院※

住⑯

持
、
伝
法
沙
門⑰

道
元
記
。

　

文
亀
二
年⑱

三
月
廿
六
日
、
書
之
。

�

（
四
九
一
頁
左
～
四
九
二
頁
左
）

※
儻
…
…
寛
本
・
冠
註
・
増
註
ハ
「
黨
」
ニ
作
ル
。

※

…
…
寛
本
・
冠
註
・
増
註
ハ
「
兩
」
ニ
作
ル
。

※
春
沢
…
…
文
亀
本
ハ
「
春
」
ニ
作
ル
。

※
視

銖
…
…
視
ノ
下
ニ
「
○
」、

ノ
下
ニ
レ
点
ア
リ
。
寛

本
・
冠
註
・
増
註
ハ
「
視
銖
両
」
ニ
作
ル
。

※
度
…
…
文
亀
本
ハ
「
慶
」
ニ
作
リ
、
ソ
ノ
右
側
ニ
「
度
欤
」

ノ
書
キ
込
ミ
有
リ
。

※
王
…
…
寛
本
・
冠
註
・
増
註
ハ
「
丁
酉
」
ニ
作
ル
。

※
爾
…
…
寛
本
・
冠
註
・
増
註
ハ
「
爾
」
ナ
シ
。

※
院
…
…
寛
本
・
冠
註
・
増
註
ハ
「
興
聖
宝
林
禅
寺
」
ニ
作
ル
。

大
人
を
接
し
、
者
箇
一
段
の
大
事
因
縁
を
成
就
す
る
者
な
る
こ
と
を
。

　

住
持
・
知
事
・
頭ち
よ
う

首し
ゆ

・
雲
衲
、
阿た

誰れ

か
此
の
三
種
の
心
を
忘
却
す
る
者
な

ら
ん
や
。

　

旹と
き

に
嘉
禎
三
年
王
春
、
記
し
て
後
来
学
道
の
君
子
に
示
す
と
し
か
云
う
。

　

観
音
導
利
院
住
持
、
伝
法
沙
門
道
元
記
す
。

　

文
亀
二
年
三
月
廿
六
日
、
之
を
書
す
。

語
註①

…
…
重
さ
の
単
位
。
時
代
に
よ
っ
て
異
な
り
、
宋
代
に
お
け
る
一
両
も
約
三
七
・
三
～
四
〇
グ
ラ
ム
と
諸
説
あ
る
。
こ
こ
で
は
比
較
的

軽
い
物
の
喩
え
。『
翻
訳
名
義
集
』（
大
正
五
四
・
一
一
〇
六
頁
ｂ
）
に
よ
る
と
「
二
十
四
銖
為
両
」
と
あ
る
。



一
一
一

②
鈞
…
…
重
さ
の
単
位
。
宋
代
の
一
鈞
は
四
八
〇
両
の
重
さ
。
こ
こ
で
は
比
較
的
重
い
物
の
喩
え
。『
翻
訳
名
義
集
』（
大
正
五
四
・
一
一
〇
六
頁

ｂ
）
に
よ
る
と
「
十
六
両
為
斤
。
三
十
斤
為
鈞
」
と
あ
る
。

③
四
運
…
…
春
夏
秋
冬
の
四
季
の
こ
と
。

④
銖
…
…
重
さ
の
単
位
。
宋
代
の
一
銖
は
一
両
の
二
四
分
の
一
の
重
さ
。
こ
こ
で
は
特
に
軽
い
物
の
喩
え
。

⑤
夾
山
之
典
座
…
…『
碧
巌
録
』
九
九
則
（『
碧
巌
破
関
撃
節
』
九
〇
七
頁
）
に
、
大
原
が
『
涅
槃
経
』
を
講
義
し
た
と
こ
ろ
、
夾
山
の
典
座
に
失

笑
さ
れ
た
た
め
、
後
で
理
由
を
尋
ね
、
典
座
の
導
き
に
よ
っ
て
大
悟
し
た
話
が
み
え
る
。
夾
山
は
、
湖
南
省
漫
州
石
門
の
東
南
に
あ
る
、

霊
泉
禅
院
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
典
座
の
詳
細
は
不
明
。
あ
る
い
は
夾
山
善
会
（
八
〇
八
～
九
〇
八
）
の
下
で
典
座
で
あ
っ
た
人
物
か
。
ま

た
「
大
原
」
は
、
雪
峯
義
存
（
八
二
二
～
九
〇
六
）
の
法
嗣
、
大
原
（
太
原
）
孚
上
座
（
生
没
年
不
詳
）
の
こ
と
。
寺
院
の
住
持
に
な
る
こ
と
が

な
か
っ
た
の
で
上
座
と
呼
ば
れ
る
。

⑥
大
潙
禅
師
…
…
前
出
。
一
〇
三
頁
語
註
③
参
照
。『
聯
灯
会
要
』
巻
七
に
、
自
分
の
師
で
あ
る
百
丈
懐
海
よ
り
火
を
持
っ
て
来
い
と
言
わ
れ

た
潙
山
霊
祐
が
、
一
本
の
柴ま
き

を
三
度
吹
い
て
渡
し
、
百
丈
に
力
量
を
認
め
ら
れ
た
話
が
見
え
る
（『
五
山
版
中
国
典
籍
叢
刊
』
二
上
・
二
七
八
頁
）。

⑦
洞
山
和
尚
～
三
斤
麻
…
…
前
出
。
一
〇
三
頁
語
註
③
参
照
。
洞
山
守
初
（
九
一
〇
～
九
九
〇
）
が
、「
仏
と
は
な
に
か
」
と
の
問
い
に
、「
麻

三
斤
」
と
答
え
た
こ
と
に
よ
る
。「
麻
三
斤
」
は
袈
裟
一
着
分
の
糸
の
量
で
あ
る
。

⑧
百
草
頭
…
…
あ
ら
ゆ
る
物
事
、
す
べ
て
の
事
象
の
意
。�

⑨
大
事
因
縁
…
…
仏
道
修
行
を
す
る
上
で
の
一
大
眼
目
。
仏
が
こ
の
世
に
出
現
さ
れ
た
目
的
、
仏
道
の
真
実
の
こ
と
。

⑩
頭
首
…
…
前
出
。（
中
）
一
〇
三
頁
語
註
⑪
参
照
。
首
座
・
書
記
・
蔵
主
・
知
客
・
浴
主
・
庫
頭
の
六
つ
を
六
頭
首
と
い
う
。

⑪
雲
衲
…
…
叢
林
で
修
行
中
の
僧
侶
の
こ
と
。
雲
は
雲
水
を
意
味
す
る
。「
行
雲
流
水
」
の
略
で
あ
り
執
着
の
な
い
自
由
な
禅
の
境
地
を
い

う
。
衲
は
衲
衣
の
こ
と
で
粗
末
な
衣
（
繕
わ
れ
た
着
物
）
で
禅
僧
の
着
る
も
の
の
こ
と
。

⑫
阿
誰
…
…
「
阿
」
は
接
頭
語
。
だ
れ
の
意
。

⑬
嘉
禎
三
年
…
…
一
二
三
七
年
。
深
草
の
興
聖
寺
が
完
成
し
た
の
が
、
前
年
の
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
秋
で
あ
り
、『
典
座
教
訓
』
は
年
明

け
早
々
に
撰
述
さ
れ
た
。

⑭
王
春
…
…
一
月
の
こ
と
。
古
代
中
国
で
は
、
王
朝
ご
と
に
暦
法
を
異
に
し
て
い
た
の
で
、
孔
子
が
そ
の
天
下
一
統
を
「
春
秋
」
に
示
す
に



一
一
二

あ
た
っ
て
、
周
王
朝
の
暦
を
用
い
、
こ
れ
を
「
春
、
王
の
正
月
」
と
表
現
し
た
こ
と
に
よ
る
。「
正
月
」
の
異
名
。
王
春
月
。
王
正
月
と

も
。

⑮
云
爾
…
…
「
し
か
云
う
」
と
訓
読
し
、
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
、
と
い
っ
た
意
味
。

⑯
観
音
導
利
院
…
…
道
元
禅
師
が
帰
国
後
最
初
に
建
立
し
た
寺
院
。
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
開
堂
。
極
楽
寺
の
旧
趾
。
寺
史
で
は
万
安
英
種

（
一
五
九
一
～
一
六
五
四
）
を
中
興
と
す
る
が
、
禅
師
在
世
当
時
に
お
け
る
場
所
と
は
異
な
る
。
山
号
は
仏
徳
山
。
道
元
禅
師
は
約
一
一
年
間

こ
こ
で
教
線
を
展
開
し
た
。『
永
平
広
録
』
巻
一
、
一
一
八
上
堂
（
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
四
月
一
五
日
）
に
よ
る
と
、「
当
寺
、
後
、
興
聖
宝

林
と
号
す
」（
春
秋
社
本
三
・
六
四
頁
）
と
割
注
（
詮
慧
の
筆
と
目
さ
れ
る
）
に
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
後
に
「
観
音
導
利
興

聖
宝
林
寺
」
と
改
称
さ
れ
た
。

⑰
伝
法
沙
門
…
…
仏
祖
の
大
法
を
伝
え
て
き
た
と
い
う
自
負
か
ら
の
言
葉
。『
普
勧
坐
禅
儀
』（
天
福
本
）
や
『
弁
道
話
』、『
正
法
眼
蔵
』「
伝

衣
」
巻
、「
嗣
書
」
巻
な
ど
で
も
用
い
ら
れ
る
。

⑱
文
亀
二
年
…
…
一
五
〇
二
年
。
道
元
禅
師
二
五
〇
回
大
遠
忌
の
年
。
永
平
寺
一
五
世
光
周
（
一
四
三
四
～
一
五
一
二
頃
）
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
目
さ
れ
る
。
光
周
の
没
年
に
関
し
て
は
不
詳
で
あ
る
が
、「
義
雲
木
像
胎
内
銘
」
に
「
永
正
九
壬
申
年
～
当
山
前
住
二
十

二
世
光
周
記
之
」（『
永
平
寺
史
料
全
書
』
文
書
編
第
三
巻
、
大
本
山
永
平
寺
、
二
〇
一
九
年
、
一
九
六
頁
）
と
あ
り
、
こ
の
頃
ま
で
は
存
命
で
あ
っ
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。�



一
一
三

出
典
一
覧
表

事　

項　

名

出　
　
　

典

備　
　

考

頁　

数

１

若
無
有
限
之
心
、
自
有
無
窮
之
福

ａ
『
禅
苑
清
規
』
巻
八
「
亀
鏡
文
」　

上
記
事
項
二
つ
は
同

一
箇
所
か
ら
の
出
典

一
一
四
頁

僧
無
凡
聖
、
通
会
十
方

一
一
四
頁

２

多
虚
不
如
少
実

ａ
『
雲
門
匡
真
禅
師
語
録
』
巻
上

ａ
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
一
九
「
雲
門
文
偃
章
」

一
一
四
頁

３

比
丘
口
如
竈

ｃ
『
雑
宝
蔵
経
』
第
九

一
一
四
頁

４

一
切
是
非
莫
管
・
直
趣
無
上
菩
提

ｂ
『
聯
灯
会
要
』
巻
一
三
「
李
遵
勗
章
」

ｂ
『
嘉
泰
普
灯
録
』
巻
二
二
「
李
遵
勗
章
」

一
一
五
頁

５

入
宝
山
兮
空
手
而
帰

ａ
『
摩
訶
止
観
』
巻
四

ｂ
『
大
智
度
論
』
巻
一

一
一
五
頁

６

三
分
光
陰
二
早
過

ａ
『
雪
竇
明
覚
大
師
語
録
』
第
二
冊
「
祖
英
集
」
巻
下

ｃ
『
如
浄
語
録
』「
清
涼
寺
語
録
」

一
一
六
頁

７

世
間
尊
貴

ａ
『
禅
苑
清
規
』
巻
八
「
亀
鏡
文
」

一
一
六
頁



一
一
四

　
ａ
二
時
粥
飰
、
理
合
精
豊
。
四
事
供
須
、
無
令
闕
少
。
世
尊
二
十
年
遺

蔭
、
蓋
覆
児
孫
。
白
毫
光
一
分
功
徳
、
受
用
不
尽
。
但
知
奉
衆
、

不
可
憂
貧
。
僧
無
凡
聖
、
通
会
十
方
。
既
曰
招
提
。
悉
皆
有
分
。

豈
可
妄
生
分
別
軽
厭
。
客
僧
旦
過
寮
三
朝
権
住
。
尽
礼
供
承
。
僧

堂
前
暫
爾
求
斎
。
等
心
供
養
。
俗
客
尚
猶
照
管
、
僧
家
忍
不
逢
迎
。

若
無
有
限
之
心
、
自
有
無
窮
之
福
。（『
禅
苑
清
規
』
巻
八
「
亀
鏡
文
」、

二
七
六
～
二
七
七
頁
）

　
　ａ

若
是
初
心
後
学
、
直
須
擺
動
精
神
、
莫
空
記
説
。
多
虚
不
如
少
実
。

（『
雲
門
匡
真
禅
師
広
録
』
巻
上
、『
五
山
版
中
国
禅
籍
叢
刊
』
六
・
一
六
六
頁
）

ａ
若
是
初
心
後
学
、
直
須
著
精
神
、
莫
空
記
人
説
。
多
虚
不
如
少
実
。

（『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
一
九
「
雲
門
文
偃
章
」、
禅
文
研
本
三
八
三
頁
）

　
　
　

「
典
座
教
訓
」
出
典
対
照
表
（
下
）

１
、
若
無
有
限
之
心
、
自
有
無
窮
之
福
・
僧
無
凡
聖
、
通
会
十
方

禅
苑
清
規
云
、
二
時
粥
飯
、
理
合
精
豊
。
四
事
供
須
、
無
令
闕
少
。
世

尊
二
十
年
遺
恩
、
蓋
覆
児
孫
、
白
毫
光
一
分
功
徳
、
受
用
不
尽
。
然

則
、
但
知
奉
衆
、
不
可
憂
貧
。
若
無
有
限
之
心
、
自
有
無
窮
之
福
。

�

（
四
八
五
頁
右
）

禅
苑
清
規
云
、
僧
無
凡
聖
、
通
会
十
方
。

�
（
四
八
六
頁
左
～
四
八
七
頁
右
）

２
、
多
虚
不
如
少
実

雖
仏
之
縁
、
多
虚
不
如
少
実
、
是
人
之
行
也
。

�

（
四
八
五
頁
左
～
四
八
六
頁
右
）

３
、
比
丘
口
如
竈



一
一
五

有
比
丘
口
如
竈
之
先
言
。

�

（
四
八
六
頁
右
）

４
、
一
切
是
非
莫
管
・
直
趣
無
上
菩
提

若
有
一
切
是
非
莫
管
之
志
気
、
那
非
直
趣
無
上
菩
提
之
道
業
耶
。

�

（
四
八
七
頁
右
）

５
、
入
宝
山
兮
空
手
而
帰

雖
入
宝
山
兮
空
手
而
帰
、
雖
到
宝
海
兮
空
身
而
還
。

�

（
四
八
八
頁
右
）

ｃ
後
王
問
尊
者
言
、
我
所
施
食
、
不
問
麁
細
、
皆
言
充
足
。
此
事
何
謂

也
。
尊
者
迦
栴
延
即
答
王
言
、
夫
身
口
者
、
譬
如
於
竈
。
栴
檀
亦

焼
、
糞
穢
亦
焼
、
身
口
亦
爾
。
食
無
麁
細
、
飽
足
為
限
。（『
雑
宝
蔵

経
』
第
九
、
大
正
四
・
四
八
九
頁
ｃ
）

　
　
　
　

ｂ
公
、
謁
石
門
聡
禅
師
問
出
家
事
。
聡
云
、
昔
崔
趙
公
、
参
国
一
禅
師

問
曰
、
弟
子
欲
出
家
得
否
。
一
云
、
出
家
是
大
丈
夫
事
。
非
将
相

之
所
能
為
。
公
於
言
下
大
悟
。
作
頌
云
、
学
道
須
是
鉄
漢
、
著
手

心
頭
便
判
、
直
趣
無
上
菩
提
、
一
切
是
非
莫
管
。（『
聯
灯
会
要
』
巻
一

三
「
李
遵
勗
章
」、『
五
山
版
中
国
禅
籍
叢
刊
』
二
上
・
三
七
五
頁
）

ｂ
都
尉
李
遵
勗
居
士
、
字
用
和
。
探
索
宗
要
有
年
。
聞
慈
照
所
挙
因

縁
、
頓
明
大
法
。
述
偈
曰
、
参
禅
須
是
鉄
漢
、
著
手
心
頭
便
判
、

直
趣
無
上
菩
提
、
一
切
是
非
莫
管
。
照
詰
而
印
之
。（『
嘉
泰
普
灯
録
』

巻
二
二
「
李
遵
勗
章
」、『
五
山
版
中
国
禅
籍
叢
刊
』
一
・
六
四
七
頁
）

　
　
　
　
　

ａ
莫
以
睡
眠
因
縁
失
二
世
楽
。
徒
生
徒
死
無
一
可
獲
。
如
入
宝
山
空
手

而
帰
。（『
摩
訶
止
観
』
巻
四
、
大
正
四
六
・
四
五
頁
ｂ
）



一
一
六

ｂ
経
中
説
信
為
手
、
如
人
有
手
、
入
宝
山
中
、
自
在
能
取
。
若
無
手
、

不
能
有
所
取
。
有
信
人
亦
如
是
、
入
仏
法
無
漏
根
、
力
、
覚
、
道
、

禅
定
宝
山
中
、
自
在
所
取
。
無
信
如
無
手
、
無
手
人
入
宝
山
中
、

則
不
能
有
所
取
。
無
信
亦
如
是
、
入
仏
法
宝
山
、
都
無
所
得
。（『
大

智
度
論
』
巻
一
、
大
正
二
五
・
六
三
頁
ａ
）

　
　
　
　
　
　

ａ
三
分
光
陰
二
早
過
。
霊
台
一
点
不
揩
磨
。
貪
生
逐
日
区
区
去
。
喚
不

迴
頭
争
奈
何
。（『
雪
竇
明
覚
大
師
語
録
』
第
二
冊
「
祖
英
集
」
巻
下
、『
禅
学

典
籍
叢
刊
』
二
・
九
九
頁
上
）

ｃ
上
堂
。
三
分
光
陰
二
早
過
。
遅
日
江
山
麗
。
霊
台
一
点
不
揩
磨
。
春

風
花
草
香
。
貪
生
逐
日
区
区
去
。
泥
融
飛
燕
子
。
喚
不
回
頭
争
奈

何
。
沙
暖
睡
鴛
鴦
。
大
衆
、
清
涼
夾
頌
念
詩
。
還
有
綱
宗
眼
目
麼
。

唖
。
杜
鵑
啼
不
徹
。
血
流
山
竹
裂
。（『
如
浄
語
録
』「
清
涼
寺
語
録
」、
鏡

島
元
隆
『
天
童
如
浄
禅
師
の
研
究
』
一
六
二
頁
）

　
　
　
　
　
　
　

ａ
世
間
尊
貴
、
物
外
優
閑
、
清
浄
無
為
、
衆
僧
為
最
。（『
禅
苑
清
規
』
巻

６
、
三
分
光
陰
二
早
過

古
人
云
、
三
分
光
陰
二
早
過
、
霊
台
一
点
不
揩
磨
、
貪
生
逐
日
区
々

去
、
喚
不
回
頭
争
奈
何
。

�
（
四
八
八
頁
左
～
四
八
九
頁
右
）

７
、
世
間
尊
貴

世
間
尊
貴
、
物
外
優
閑
、
清
浄
無
為
、
衆
僧
為
最
。



一
一
七

�

（
四
八
九
頁
左
～
四
九
〇
頁
右
）

八
「
亀
鏡
文
」、
二
七
〇
頁
）

付
記

「『
典
座
教
訓
』
の
註
釈
的
研
究
」
の
完
了
に
際
し
て
、
当
研
究
会
参
加
者
を
中
心
に
、
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
第
二
一
回
学
術
大
会
の
、

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
発
足
二
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
食
～
禅
に
学
ぶ
～
」
に
お
い
て
、「
曹
洞
宗
と
食
：
禅
に
学
ぶ
」
と
題
し
て

発
表
を
行
っ
た
。
発
表
内
容
は
、『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第
二
一
回
（
二
〇
二
〇
年
刊
行
予
定
）
に
掲
載
さ
れ
る
。
な
お
、

発
表
者
及
び
論
題
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

小
早
川
浩
大
「
中
国
に
お
け
る
典
座
の
成
立
に
つ
い
て
」

角
田
隆
真
「
文
亀
本
『
典
座
教
訓
』
に
つ
い
て
」

新
井
一
光
「『
典
座
教
訓
』
の
出
典
註
釈
研
究
に
お
け
る
成
果
」

永
井
賢
隆
「
道
元
禅
師
在
世
当
時
に
お
け
る
食
の
諸
相
」

秋
津
秀
彰
「
道
元
禅
師
以
降
の
『
典
座
教
訓
』
の
伝
播
と
受
容
―
中
世
・
瑩
山
禅
師
よ
り
近
代
・
戦
前
期
に
か
け
て
―
」

澤
城
邦
生
「
戦
後
か
ら
現
代
に
お
け
る
『
典
座
教
訓
』
の
展
開
―
特
に
宗
門
外
で
の
動
向
に
つ
い
て
―
」



一
一
八



共
同
研
究
「
瑩
山
禅
師
の
総
合
的
研
究
」

『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
一
）
―
「
日
中
行
事
」
の
翻
刻
―

志
部
憲
一　

監
修

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
宗
学
研
究
部
門　

編



一
二
〇

　
　
一
、
本
研
究
の
趣
旨
と
目
的

　

共
同
研
究
「
瑩
山
禅
師
の
総
合
的
研
究
」
は
、
当
セ
ン
タ
ー
志
部
憲
一
所
長
の
指
導
の
下
、
瑩
山
禅
師
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
踏
ま

え
つ
つ
、
伝
記
や
著
作
、
思
想
な
ど
の
総
合
的
な
考
察
を
通
じ
て
、
瑩
山
禅
師
研
究
の
進
展
を
目
標
に
定
め
て
い
る
。

　

平
成
二
九
年
度
ま
で
は
、
瑩
山
禅
師
に
関
係
す
る
論
文
を
蒐
集
し
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
内
の
刊
行
物
と
し
て
過
去
に
発
表
さ
れ
た
論
文
を
整
理
し
、

論
文
集
と
す
る
こ
と
で
一
つ
の
成
果
と
し
た
。
平
成
三
〇
年
度
か
ら
は
、
そ
れ
ら
の
作
業
を
継
続
し
つ
つ
、
新
た
に
、「『
瑩
山
清
規
』
の
総
合
的
研

究
」
と
い
う
副
題
を
付
し
、
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

　
『
瑩
山
清
規
』
は
『
永
平
清
規
』
と
並
ん
で
、
曹
洞
宗
の
行
持
・
儀
礼
を
体
系
的
に
規
定
し
た
、
宗
門
に
お
け
る
最
重
要
典
籍
の
一
つ
で
あ
る
。
一

般
に
清
規
に
は
、
各
時
代
の
実
情
に
合
わ
せ
る
形
で
、
内
容
が
徐
々
に
変
遷
し
て
い
く
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、『
瑩
山
清
規
』
も
そ
の
例
に
漏
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
底
本
と
し
た
本
に
よ
っ
て
は
研
究
の
結
論
が
異
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
近
年
、『
瑩
山
清
規
』
の
現
存
最
古
の
写
本

で
あ
る
禅
林
寺
所
蔵
本
（
以
下
、
禅
林
寺
本
）
の
影
印
が
、
翻
刻
と
と
も
に
公
刊
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
外
の
古
写
本
を
参
照
し
、
研
究

に
利
用
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
特
徴
と
状
況
を
踏
ま
え
、
本
研
究
で
は
、
知
ら
れ
て
い
る
限
り
の
『
瑩
山
清
規
』
の
諸
本
を
蒐
集
し
、
系
統
別
・
時
代
別
の
定
本
を

作
成
し
、
発
表
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
古
写
本
を
、
多
く
の
方
が
容
易
に
参
照
・
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
宗
門

内
外
に
お
け
る
『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
の
進
展
を
図
る
こ
と
を
現
時
点
で
の
目
的
と
し
た
い
。
ま
た
、
瑩
山
禅
師
の
教
え
が
、
各
時
代
に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
令
和
六
年
に
迫
っ
た
瑩
山
禅
師
七
〇
〇
回
大
遠
忌
に
向
け
て
の
報
恩
行
に
も
な
る

と
考
え
る
。

　

そ
の
た
め
に
、
所
蔵
者
各
位
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
得
て
、『
瑩
山
清
規
』
の
写
本
・
刊
本
を
調
査
さ
せ
て
頂
き
、
蒐
集
し
た
史
料
を
翻
刻
し
、
随

時
発
表
・
紹
介
す
る
予
定
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
翻
刻
が
完
了
し
た
後
に
は
、『
瑩
山
清
規
』
の
註
釈
的
研
究
を
行
う
こ
と
も
検
討
し
た
い
。

共
同
研
究
「
瑩
山
禅
師
の
総
合
的
研
究
」
―
『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
―
　
解
題
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二
、
清
規
史
上
に
お
け
る
『
瑩
山
清
規
』
の
意
義
と
位
置
づ
け

　

今
、
瑩
山
紹
瑾
禅
師
（
一（

一
二
六
八
）

二
六
四
～
一
三
二
五
）
が
著
し
た
、『
瑩
山
清
規
』
の
前
後
に
成
立
し
た
日
中
の
諸
清
規
を
年
代
順
に
列
挙
す
れ
ば
以
下
の

よ
う
に
な
る
（
鏡
島
元
隆
「
清
規
史
上
に
お
け
る
『
瑩
山
清
規
』
の
意
義
」〈
以
下
、「
鏡
島
論
文
」〉
六
六
六
～
六
六
七
頁
）。

一　
『
禅
苑
清
規
』（
中
国
、
崇
寧
二
年
〈
一
一
〇
三
〉、
長
蘆
宗
賾
）

二　
『
入
衆
日
用
』（
中
国
、
嘉
定
二
年
〈
一
二
〇
九
〉、
無
量
宗
寿
）

三　
『
永
平
清
規
』（
日
本
、
道
元
禅
師
）

四　
『
入
衆
須
知
』（
中
国
、
景
定
四
年
〈
一
二
六
三
〉
頃
、
撰
者
不
詳
）

五　
『
叢
林
校
定
清
規
総
要
』（
中
国
、
咸
淳
一
〇
年
〈
一
二
七
四
〉、
后
湖
惟
勉
）

六　
『
禅
林
備
用
清
規
』（
中
国
、
至
大
四
年
〈
一
三
一
一
〉、
沢
山
弌
咸
）

七　
『
幻
住
庵
清
規
』（
中
国
、
延
祐
四
年
〈
一
三
一
七
〉、
中
峰
明
本
）

八　
『
慧
日
山
古
清
規
』（
日
本
、
文
保
二
年
〈
一
三
一
八
〉、
円
爾
）

九
　『
瑩
山
清
規
』（
日
本
、
元
亨
四
年
〈
一
三
二
四
〉、
瑩
山
紹
瑾
禅
師
）

一
〇
『
大
鑑
清
規
』（
日
本
、
嘉
暦
二
年
〈
一
三
二
七
〉、
清
拙
正
澄
）

一
一
『
勅
修
百
丈
清
規
』（
中
国
、
至
元
四
年
〈
一
三
三
八
〉、
東
陽
徳
輝
）

　

最
古
の
清
規
は
、
百
丈
懐
海
（
七
四
九
～
八
一
四
）
が
制
定
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
現
在
そ
れ
が
成
文
化
さ
れ
た
も
の
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、

僅
か
に
百
丈
撰
と
さ
れ
る
『
禅
門
規
式
』（『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
六
、『
禅
苑
清
規
』
巻
一
〇
所
収
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
現
在
我
々
が
見
る
こ
と

が
で
き
る
最
古
の
清
規
は
、
長
蘆
宗
賾
（
一
〇
四
〇
頃
～
一
一
〇
九
頃
）
が
制
定
し
た
一
『
禅
苑
清
規
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

三
『
永
平
清
規
』
に
つ
い
て
は
、
道
元
禅
師
（
一
二
〇
〇
～
一
二
五
三
）
の
撰
述
し
た
、『
典
座
教
訓
』・『
弁
道
法
』・『
赴
粥
飯
法
』・『
衆
寮
箴
規
』・

『
対
大
己
五
夏
闍
梨
法
』・『
知
事
清
規
』
の
六
書
を
、
江
戸
時
代
の
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に
、
永
平
寺
（
福
井
県
吉
田
郡
永
平
寺
町
）
三
〇
世
光
紹
智



一
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堂
（
一
六
一
〇
～
一
六
七
〇
）
が
、『
日
域
曹
洞
初
祖
道
元
禅
師
清
規
』
と
し
て
二
冊
に
ま
と
め
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
列
挙
し
た
中

に
は
編
集
年
代
は
記
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
六
書
は
、
す
べ
て
二
『
入
衆
日
用
』
と
四
『
入
衆
須
知
』
の
間
に
著
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
に

列
次
し
た
。

　
「
鏡
島
論
文
」
で
は
、『
瑩
山
清
規
』
所
依
の
清
規
と
し
て
、『
禅
苑
清
規
』
に
よ
る
も
の
、『
永
平
清
規
』
に
よ
る
も
の
、『
慧
日
山
古
清
規
』
に
よ

る
も
の
、『
勅
修
清
規
』
に
よ
る
も
の
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
（
六
六
八
～
六
七
七
頁
）。「
鏡
島
論
文
」
は
昭
和
四
九
年
（
一
九
七
四
）
に
書
か
れ
た
も
の

で
、
従
来
の
研
究
で
は
、
四
『
勅
修
清
規
』
に
よ
る
も
の
に
基
づ
く
偽
撰
説
が
存
在
し
た
が
、
こ
れ
が
明
確
に
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
昭
和
六
三
年

の
禅
林
寺
本
発
見
の
大
き
な
意
義
で
あ
っ
た
。

　

研
究
史
を
『
曹
洞
宗
関
係
文
献
目
録
』
Ⅰ
～
Ⅲ
に
よ
っ
て
た
ど
る
と
、
昭
和
一
五
年
の
榑
林
皓
堂
氏
の
論
文
な
ど
、
古
く
か
ら
の
研
究
が
あ
る
が
、

平
成
一
九
年
ま
で
の
論
文
数
を
見
て
も
、
四
五
件
し
か
な
い
。
昭
和
四
九
年
は
、
瑩
山
禅
師
の
六
五
〇
回
大
遠
忌
正
当
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ

の
年
は
論
文
数
が
七
件
と
多
く
、
ま
た
昭
和
六
三
年
の
禅
林
寺
本
の
発
見
で
、
平
成
の
初
め
は
翻
刻
や
考
察
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
総
じ
て
研
究
論

文
数
は
、
そ
の
文
献
の
重
要
度
に
鑑
み
る
と
、
必
ず
し
も
十
分
な
量
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
、『
瑩
山
清
規
』
の
成
立
と
全
体
の
概
要

  

『
瑩
山
清
規
』
の
原
型
は
、
瑩
山
禅
師
が
永
光
寺
（
石
川
県
羽
咋
市
）
に
住
持
し
て
い
た
、
元
亨
四
年
頃
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
頃

の
瑩
山
禅
師
の
行
状
に
つ
い
て
、
尾
崎
正
善
氏
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

瑩
山
禅
師
が
海
野
三
郎
夫
婦
よ
り
永
光
寺
の
寺
域
を
寄
進
さ
れ
た
の
は
、
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
で
あ
り
、
翌
年
の
八
月
に
仮
の
庫
裡
を
建
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
文

保
元
年
（
一
三
一
七
）
八
月
に
方
丈
建
立
、
十
月
二
日
に
入
院
の
儀
式
を
行
い
、
永
光
寺
最
初
の
結
制
安
居
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
実
質
的
な
永
光
寺
運
営
が
始
ま
っ

た
と
言
え
る
。

さ
ら
に
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
十
二
月
八
日
、『
洞
谷
山
尽
未
来
際
置
文
』
を
撰
述
し
、
永
光
寺
に
お
け
る
掟
を
定
め
た
。
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
四
月
三
日
に
仏
殿

の
建
設
に
取
り
か
か
り
、
八
月
八
日
に
は
上
棟
を
行
い
、
六
月
十
八
日
に
は
勝
蓮
峰
に
円
通
院
を
建
立
し
た
。
翌
三
年
（
一
三
二
三
）
四
月
八
日
に
五
老
峰
、
そ
し
て
九

月
二
十
八
日
、
伝
灯
院
が
完
成
し
た
。

元
亨
四
年
（
一
三
二
四
）
の
二
月
九
日
に
は
、
永
光
寺
法
堂
の
地
引
を
始
め
、
い
よ
い
よ
伽
藍
整
備
も
大
詰
め
を
迎
え
た
。
四
月
八
日
、
開
堂
法
儀
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
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こ
れ
に
よ
り
、
永
光
寺
の
整
備
も
完
成
を
迎
え
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
諸
行
事
の
次
第
も
整
備
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
『
瑩
山
清
規
』
の
原
形
と
考

え
ら
れ
、
こ
の
年
号
が
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
に
も
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。（『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
六
・
七
八
一
頁
）。

  

こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
瑩
山
清
規
』
は
、
永
光
寺
の
伽
藍
が
整
い
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
行
わ
れ
て
い
た
行
持
の
記
録
で
あ
る
。
そ
し
て
、
尾
崎
氏
も
続

け
て
指
摘
す
る
通
り
（
同
前
七
八
一
頁
）、
瑩
山
禅
師
は
、
行
持
の
記
録
を
『
瑩
山
清
規
』
だ
け
で
な
く
『
洞
谷
記
』
に
も
記
し
て
お
り
、
特
に
「
年
中

行
持
」
に
つ
い
て
は
、
両
者
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
ほ
ぼ
完
全
な
記
録
を
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
『
瑩
山
清
規
』
は
、
元
々
は
行
持
の
備

忘
録
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
後
に
規
則
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

詳
細
は
後
述
す
る
通
り
、『
瑩
山
清
規
』
に
は
諸
本
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
そ
の
順
序
は
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
「
日
中
行
事
」・「
月
中
行

事
」・「
年
中
行
事
」・「
回
向
」（
書
誌
に
よ
っ
て
は
そ
の
一
部
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
鏡
島
論
文
」
で
は
『
瑩
山
清
規
』
の
特
質
と
し
て
、「
日
分
・
月
分
・
年
分
の
三
分
法
に
よ
る
清
規
の
組
織
的
体
系
が
打
ち
立
て
ら
れ
た
こ
と
」

（
六
七
七
頁
）、「
三
時
の
諷
経
を
取
り
入
れ
た
こ
と
」（
六
七
九
頁
）、「
そ
の
中
に
神
祇
思
想
と
五
行
思
想
が
濃
厚
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
」（
六
八
一
頁
）、

「
叢
林
に
お
け
る
儀
式
の
も
つ
形
式
的
意
味
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
」（
六
八
二
頁
）
と
い
う
四
点
を
挙
げ
て
い
る
。

　

一
点
目
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
の
三
分
法
に
よ
り
行
持
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
従
来
の
清
規
に
な
か
っ
た
、『
瑩
山
清
規
』
の
特
質
と

言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
日
・
月
・
年
の
三
分
法
が
登
場
す
る
の
は
、『
瑩
山
清
規
』
以
前
で
言
え
ば
、
例
え
ば
七
『
幻
住
庵
清
規
』
に

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
幻
住
庵
清
規
』
の
「
日
資
」・「
月
進
」・「
年
規
」
は
、「
日
資
」
こ
そ
『
瑩
山
清
規
』
の
「
日
中
行
事
」
と
同
質
の
も
の

で
あ
れ
、「
月
進
」
は
一
年
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
月
に
行
わ
れ
る
行
持
が
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
瑩
山
清
規
』
の
「
日
中
行
事
」・「
月
中
行
事
」・

「
年
中
行
事
」
は
、
例
え
ば
「
月
中
行
事
」
で
あ
れ
ば
、
一
ヶ
月
の
内
で
何
が
行
わ
れ
る
か
を
具
体
的
に
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
日
か
ら
晦
日
ま
で

の
一
日
単
位
で
、
毎
月
行
わ
れ
る
行
持
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
日
中
行
事
」
は
、
一
日
の
行
持
が
時
刻
単
位
で
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
年
中
行

事
」
は
、『
幻
住
庵
清
規
』
の
「
月
進
」
に
相
当
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
撰
述
の
清
規
と
『
瑩
山
清
規
』
で
は
三
分
法
（
日
・
月
・
年
）
の
意
味
が

違
う
の
で
あ
る
。

　

二
点
目
に
関
し
て
は
、
三
時
諷
経
の
導
入
は
、
四
時
坐
禅
等
の
修
行
を
疎
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
夢
窓
疎
石
（
一
二
七
五
～
一
三
五
一
）
や

塩
山
抜
隊
（
抜
隊
得
勝
、
一
三
二
七
～
一
三
八
七
）
の
憂
い
も
あ
れ
ば
（「
鏡
島
論
文
」
六
八
〇
頁
）、「
こ
の
清
規
は
、
日
中
三
時
の
諷
経
や
祈
祷
回
向
な
ど
が

多
く
と
り
い
れ
ら
れ
た
結
果
と
し
て
、
あ
た
か
も
坐
禅
、
修
行
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
評
価
が
、
一
部
に
行
わ
れ
て



一
二
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い
る
の
は
、
ま
さ
に
い
わ
れ
の
な
い
誤
解
で
あ
る
」（
鏡
島
元
隆
監
修
、
東
隆
眞
訓
註
解
『
瑩
山
禅
師
清
規
』
二
四
九
～
二
五
〇
頁
）
と
い
う
主
張
も
あ
る
。

　

三
点
目
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
「
回
向
」
の
部
分
を
中
心
に
し
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
が
、
尾
崎
正
善
「『
慧
日
山
東
福
禅
寺
行
令
規
法
』
に
つ
い

て
」
に
も
、
八
『
慧
日
山
古
清
規
』
と
の
比
較
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
（
六
八
～
七
五
頁
）。「
回
向
」
に
関
し
て
は
、『
瑩
山
清
規
』
諸
本
間
で
異

同
が
多
い
部
分
で
あ
り
、
ま
た
尾
崎
氏
前
掲
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
各
清
規
間
で
も
内
容
が
大
き
く
異
な
り
、
典
拠
も
目
下
未
詳
の
部
分

が
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
思
想
方
面
か
ら
の
研
究
が
今
後
期
待
さ
れ
る
。

　

四
点
目
に
つ
い
て
は
、「
儀
式
作
法
の
内
面
的
意
義
と
い
う
よ
り
も
、
外
面
的
意
義
を
尊
重
し
て
い
る
」、「
法
要
儀
式
の
形
式
的
既
定
が
ま
す
ま
す

詳
細
と
な
り
、
図
解
図
示
の
方
法
が
多
く
示
さ
れ
て
い
る
」（「
鏡
島
論
文
」
六
八
二
頁
）
と
あ
る
。
図
解
図
示
に
つ
い
て
は
、『
校
定
清
規
』
以
降
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
形
式
で
あ
る
が
、『
校
定
清
規
』
は
そ
の
冒
頭
に
ま
と
め
て
図
示
が
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
個
別
に
図
示
さ
れ
て
い
る
『
瑩

山
清
規
』
の
形
式
は
、『
校
定
清
規
』
よ
り
も
『
備
用
清
規
』
に
近
い
も
の
が
あ
る
。

　
　
四
、『
永
平
清
規
』
と
『
瑩
山
清
規
』
の
関
係

　

曹
洞
宗
を
代
表
す
る
清
規
と
し
て
、『
瑩
山
清
規
』
の
他
に
、
道
元
禅
師
が
著
し
た
『
永
平
清
規
』
が
あ
る
。
そ
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
諸
種
の
捉

え
方
が
あ
る
が
、
最
も
一
般
的
な
も
の
は
、
両
者
は
補
完
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
本
稿
で
は
、
ま
ず
「
清
規
」
と
い

う
も
の
の
定
義
に
つ
い
て
、
鏡
島
元
隆
氏
の
考
え
方
を
示
し
て
み
た
い
。
鏡
島
氏
は
、
近
世
後
期
に
お
い
て
、
黄
檗
宗
の
影
響
を
受
け
て
行
わ
れ
た
、

卍
山
道
白
（
一
六
三
六
～
一
七
一
五
）
ら
の
初
期
古
規
復
古
の
規
矩
を
誇
っ
て
い
た
大
乘
寺
（
石
川
県
金
沢
市
）
を
、
黄
檗
宗
の
影
響
の
排
除
を
主
張
す
る

永
平
寺
五
〇
世
玄
透
即
中
（
一
七
二
九
～
一
八
〇
七
）
が
批
判
し
て
争
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
古
規
事
件
」
の
論
点
を
総
括
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

宗
義
の
恒
常
性
に
対
し
、
清
規
の
時
代
的
可
変
性
が
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
清
規
は
宗
義
の
実
践
と
言
わ
れ
る
が
、
宗
義
は
恒
常
不
変
で
あ
る
の

に
対
し
、
清
規
は
時
代
と
と
も
に
絶
え
ず
変
転
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
た
だ
古
清
規
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
を
墨
守
す
れ
ば
、
宗
義
は
時
代
に
と
り
残
さ
れ
て
形

骸
化
す
る
こ
と
を
免
れ
な
い
が
、
単
に
時
代
に
迎
合
し
て
改
変
し
て
い
け
ば
宗
義
は
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
の
辺
の
か
ね
合
い
を
ど
う
す
る
か
と
い
う

こ
と
が
い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
古
く
て
新
し
い
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。（『
道
元
思
想
の
あ
ゆ
み
』
三
・
一
三
頁
）

　

こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、「
清
規
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
状
況
に
合
わ
せ
て
あ
る
程
度
の
改
変
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
「
宗
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義
」
は
恒
常
不
変
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
行
持
の
改
訂
の
際
な
ど
、
現
代
的
な
課
題
と
し
て
常
に
問
わ
れ
続
け
る
問
題
で
あ
り
、
こ
の

両
者
の
バ
ラ
ン
ス
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
鏡
島
氏
が
例
に
挙
げ
て
い
る
古
規
事
件
も
、
そ
れ
が
問
題
に
な
っ
た
一
例
で
あ
り
、
野
乃
花
香
蔵
（
関
口
道

潤
）
氏
は
、
こ
れ
を
評
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
っ
と
も
「
時
代
的
適
応
性
に
お
け
る
感
覚
」
と
い
う
の
が
、
月
舟
時
代
と
玄
透
時
代
で
は
、
曹
洞
一
宗
に
お
い
て
、
か
な
り
変
容
を
と
げ
て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ

り
、
そ
れ
が
曹
洞
僧
団
史
上
に
け
る
歴
史
的
事
情
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
月
舟
・
卍
山
に
お
け
る
古
規
復
古
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
無
学
・
萬
圭
・
仏
山
等
が
、
月
卍

時
代
の
古
規
復
興
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
墨
守
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
か
え
っ
て
、
大
乘
寺
側
の
時
代
適
応
性
が
に
ぶ
く
、
寛
政
・
享
和
期
に
お
い
て
は
矛
盾
が
生
じ
て
い

た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（『
玄
透
即
中
の
思
想
と
そ
の
誓
願
』
続
篇
・
五
二
～
五
三
頁
）。

　

そ
し
て
鏡
島
氏
の
定
義
に
従
え
ば
、『
永
平
清
規
』
は
、
宗
義
と
清
規
の
い
ず
れ
を
説
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ま
れ
る
。

　

つ
ま
り
『
瑩
山
清
規
』
は
、
元
々
永
光
寺
内
で
行
わ
れ
て
い
た
行
持
の
備
忘
録
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
後
に
規
則
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。
や
が
て
、『
瑩
山
清
規
』
が
總
持
寺
（
現
在
神
奈
川
県
横
浜
市
、
当
時
石
川
県
輪
島
市
）
や
正
法
寺
（
岩
手
県
奥
州
市
）、
龍
泰
寺
（
岐
阜
県
関

市
）
等
に
伝
来
す
る
と
、
瑩
山
禅
師
の
頃
と
の
時
代
的
差
異
や
、
寺
院
所
在
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
改
変
が
施
さ
れ
、
そ
の
改
訂
版
『
瑩
山
清
規
』

が
、
や
が
て
各
寺
の
清
規
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
後
述
す
る
、
①
禅
林
寺
本
の
内
題
は
、
こ
れ
を
意
図
し
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。『
正
法
清
規
』
や
『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』（
共
に
『
続
曹
洞
宗
全
書
』
所
収
）
が
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
『
瑩
山
清
規
』
は
、

時
代
的
・
地
域
的
可
変
性
を
許
容
し
て
い
る
の
で
、
先
の
鏡
島
氏
の
定
義
に
従
え
ば
、「
清
規
」
に
分
類
さ
れ
る
。
し
か
し
『
永
平
清
規
』
の
場
合
、

例
え
ば
中
世
の
文
亀
二
年
（
一
五
〇
二
）
に
書
写
さ
れ
た
『
典
座
教
訓
』・『
知
事
清
規
』
は
、
後
に
刊
行
さ
れ
た
寛
文
本
と
比
較
し
て
も
、
九
割
以
上

が
一
致
し
て
お
り
、
そ
れ
は
同
じ
く
中
世
期
に
書
写
さ
れ
た
『
衆
寮
箴
規
』・『
対
大
己
五
夏
闍
梨
法
』
に
お
い
て
も
大
差
は
な
い
。「
清
規
は
宗
義
の

実
践
」
で
あ
る
以
上
、
時
と
し
て
行
持
を
通
じ
て
宗
義
を
説
い
て
い
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、『
永
平
清
規
』
は
、
清
規
で
は
な
く
、
恒

常
性
を
求
め
ら
れ
る
宗
義
を
説
い
た
書
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

道
元
禅
師
著
作
の
内
、
例
え
ば
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
に
も
、
宗
義
を
説
く
巻
も
あ
れ
ば
、「
洗
浄
」・「
洗
面
」・「
安
居
」
巻
な
ど
、
清
規
に
分
類
す

る
こ
と
も
で
き
る
巻
も
存
す
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
を
鑑
み
る
と
、『
永
平
清
規
』
は
、
清
規
で
も
あ
り
、
宗
義
を
説
く
書
で
も
あ
る
、
単
純
に
割
り

切
っ
て
分
類
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
多
面
性
を
持
っ
た
著
作
で
あ
る
と
言
え
る
。
道
元
禅
師
は
、「
清
規
云
」
と
し
て
典
籍
を
引
用
す
る
場
合
、
そ

の
典
拠
の
ほ
ぼ
全
て
が
『
禅
苑
清
規
』
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
修
行
生
活
の
基
本
は
『
禅
苑
清
規
』
に
依
拠
す
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
実
際
に
道
元
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禅
師
の
清
規
系
の
著
作
は
、
そ
れ
を
補
足
・
解
説
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
そ
し
て
後
代
に
お
い
て
、
道
元
禅
師
が
様
々
な
著

作
に
お
い
て
説
く
宗
義
・
清
規
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
よ
り
時
勢
に
合
わ
せ
た
形
で
具
体
的
に
実
践
す
る
清
規
・
規
則
が
別
途
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
『
瑩
山
清
規
』
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、『
永
平
清
規
』
と
『
瑩
山
清
規
』
は
補
完
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
。

　

以
上
か
ら
、『
瑩
山
清
規
』
は
、
道
元
禅
師
の
説
く
宗
義
を
実
際
の
修
行
生
活
に
お
い
て
実
現
し
た
記
録
で
も
あ
り
、
実
現
す
る
た
め
の
書
で
も
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
見
る
と
、
中
世
に
お
け
る
『
瑩
山
清
規
』
と
、
古
規
事
件
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
、
卍
山
が
定
め
た
『
椙
樹
林
清
規
』、

玄
透
が
定
め
た
『
永
平
小
清
規
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
、
基
礎
的
な
修
行
法
の
基
準
書
と
し
て
の
位
置
付
け
で
考
え
る
と
、
同
列
の
流

れ
の
著
作
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　
五
、
翻
刻
底
本
の
書
誌
情
報
概
説

　
『
瑩
山
清
規
』
の
諸
本
に
つ
い
て
、
尾
崎
氏
の
紹
介
（『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
六
・
七
八
二
頁
）
に
基
づ
き
つ
つ
、
現
状
に
合
わ
せ
て
一
部
改
変
の
上
で
列
挙

す
る
と
、
①
か
ら
⑨
ま
で
の
資
料
が
あ
る
。
ま
た
、
関
連
資
料
と
し
て
⑩
⑪
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』（
永
和
二
年
・
一
三
七
六
）
書
写
本
―
年
中
・
日
中
・
月
中
・
回
向

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
本
（
永
享
六
年
・
一
四
三
四
）
書
写
本
―
年
中
ノ
ミ

③
大
乘
寺
蔵
愚
休
書
写
本
（
文
明
八
年
・
一
四
七
六
）
書
写
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
ノ
ミ

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
（
明
応
一
〇
年
・
一
五
〇
一
）
書
写
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
ノ
ミ

⑤
山
上
氏
旧
蔵
『
瑩
山
清
規
』（「
麟
広
本
」
と
元
来
一
本
）
―
年
中
ノ
ミ

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
（
文
亀
三
年
・
一
五
〇
三
）
書
写
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
・
年
中

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
五
年
・
一
六
七
七
）
刊
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
・
年
中

⑧
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
八
年
・
一
六
八
〇
）
刊
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
・
年
中

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
九
年
・
一
六
八
一
）
刊
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
・
年
中
（
⑧
に
『
坐
禅
用
心
記
』
等
を
加
え
る
）

⑩
『
洞
谷
記
』（
永
享
四
年
・
一
四
三
二
）
書
写
本
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⑪
『
正
法
清
規
』（
永
正
六
年
・
一
五
〇
九
）
書
写
本
―
年
中
・
日
中
・
月
中
・
回
向

　

先
に
関
連
資
料
に
つ
い
て
見
る
と
、
⑩
『
洞
谷
記
』
は
、
大
乘
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
も
の
で
、
瑩
山
禅
師
が
記
録
し
た
永
光
寺
の
日
記
で
あ
る
。
先

述
の
通
り
、『
瑩
山
清
規
』
と
は
相
互
補
完
関
係
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
研
究
に
お
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
該
当
箇
所
を
示
す
よ

う
に
し
た
い
。
ま
た
⑪
『
正
法
清
規
』
は
、
正
法
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
後
述
す
る
通
り
、
禅
林
寺
本
発
見
以
前
は
、
本
書
が
『
瑩
山
清

規
』
の
最
も
古
い
内
容
を
残
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
本
研
究
で
は
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
翻
刻
は
行
わ
な
か
っ
た
が
、
近
年
『
続
曹
洞
宗
全
書
』

所
収
本
の
翻
刻
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
後
機
会
が
あ
れ
ば
、
調
査
や
よ
り
正
確
な
翻
刻
研
究
を
行
う
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

　

そ
の
他
の
異
本
を
示
唆
す
る
記
載
と
し
て
、
面
山
瑞
方
（
一
六
八
三
～
一
七
六
九
）『
僧
堂
清
規
行
法
鈔
』
凡
例
に
、「
瑩
山
祖
師
行
事
次
第
、
世
ニ
刊

行
三
本
ア
リ
。
能
州
洞
谷
山
永
光
寺
行
事
之
次
第
ト
題
シ
テ
、
開
闢
瑩
山
紹
瑾
記
ト
ア
ル
本
一
冊
、
六
十
幅
ア
リ
」（『
曹
洞
宗
全
書
』
清
規
三
〇
頁
）
と

あ
り
、
⑦
⑨
以
外
に
、「
能
州
洞
谷
山
永
光
寺
行
事
之
次
第
」
と
い
う
題
で
刊
行
さ
れ
た
一
本
が
存
在
し
て
い
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、「
現
ニ
永
平
寺

ノ
蔵
ニ
古
来
ノ
写
本
一
冊
七
十
紙
ア
ル
ハ
、
曹
洞
宗
年
中
行
規
并
毎
月
勤
行
之
次
第
ト
題
シ
テ
、
開
闢
瑩
山
紹
瑾
編
集
ト
ア
リ
。
先
ノ
題
号
ヲ
少
改

セ
リ
」（
同
前
三
〇
～
三
一
頁
）
と
し
て
、
永
平
寺
に
も
『
瑩
山
清
規
』
の
写
本
が
存
在
し
、「
マ
タ
写
本
ニ
越
前
慈
眼
寺
ノ
清
規
一
冊
ア
リ
、
コ
レ
ハ

洞
谷
ノ
行
事
ヲ
題
ヲ
カ
ヘ
シ
ノ
ミ
」（
同
前
三
一
頁
）
と
い
う
も
の
も
存
在
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
本
稿
で
は
、
①
か
ら
⑨
ま
で
の
諸
本
に
つ
い
て
、
書
誌
的
な
問
題
を
中
心
に
解
題
を
行
う
。
内
容
の
相
違
や
比
較
に
つ
い
て
は
、
翻
刻
研

究
の
終
了
後
に
再
度
論
じ
る
か
、
あ
る
い
は
注
釈
的
研
究
を
行
う
際
に
譲
り
た
い
。

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』（
永
和
二
年
・
一
三
七
六
）
書
写
本
―
年
中
・
日
中
・
月
中
・
回
向

所
蔵
者
：
禅
林
寺
（
福
井
県
福
井
市
）、
数
量
：
二
冊
、
丁
数
：
二
六
丁
（
天
冊
）、
二
六
丁
（
地
冊
）、
装
丁
：
袋
綴
（
総
裏
打
済
）、
法
量
：
縦
24
・
5
㎝

×
横
16
・
5
㎝
、
外
題
・
題
簽
：「
禅
林
開
山
普
済
大
和
尚
真
筆　

天
」（
天
冊
）、「
禅
林
開
山
普
済
大
和
尚
真
筆　

地
」（
地
冊
）、
内
題
：「　
　

州

　
　

山　
　

寺
行
事
次
序
」（
天
冊
、
地
冊
一
〇
丁
表
）、
文
字
数
・
行
数
：
毎
半
葉
一
一
行
、
二
〇
～
二
六
文
字
、
書
写
者
：
普
済
善
救
（
一
三
四
七
～

一
四
〇
七
、
禅
林
寺
開
山
、
總
持
寺
一
二
世
）、
書
写
年
：
永
和
二
年
（
一
三
七
六
）、
書
写
地
：
浄
住
寺
（
石
川
県
金
沢
市
）。



一
二
八

　

禅
林
寺
本
は
、
昭
和
六
三
年
三
月
に
、
禅
林
寺
が
火
災
に
遭
っ
た
際
に
灰
燼
の
中
よ
り
奇
跡
的
に
発
見
さ
れ
、
紹
介
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ

る
。
書
写
者
の
普
済
善
救
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
秀
孝
『
普
済
善
救
禅
師
の
生
涯
』
に
詳
し
く
、
そ
の
発
見
の
経
緯
に
つ
い
て
も
「
あ
と
が
き
」
に
記

載
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
の
歴
史
的
意
義
は
、
既
に
先
学
の
論
考
が
あ
る
の
で
、
詳
細
は
本
稿
所
収
の
参
考
文
献
一
覧
を
参
照
願
う
と
し
つ
つ
、
本
稿
に
お
い
て
も
そ

れ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
概
要
の
み
を
略
述
し
て
お
き
た
い
。

　

本
書
発
見
以
前
、
最
も
古
形
を
残
し
て
い
る
『
瑩
山
清
規
』
の
写
本
は
、
⑪
『
正
法
清
規
』（
永
正
六
年
、
寿
雲
良
椿
〈
？
～
一
五
一
六
、
正
法
寺
九
世
〉

写
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
山
端
昭
道
「『
瑩
山
清
規
』
と
『
正
法
清
規
』」）。
し
か
し
、
そ
れ
以
降
の
、
本
稿
の
番
号
で
示
す
と
、
②
か
ら
⑥
ま
で

の
『
瑩
山
清
規
』
の
写
本
は
、
全
て
太
容
梵
清
（
一
三
七
八
～
一
四
三
九
頃
、
玉
雲
寺
〈
京
都
府
船
井
郡
京
丹
波
町
〉
開
山
、
總
持
寺
四
五
世
）
に
よ
る
改
訂
を
経

た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
⑦
は
、
③
を
底
本
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
⑧
⑨
は
、
梵
清
に
加
え
て
卍
山
の
改
訂
を
経
て
い
る
。
そ
し
て
⑪
『
正
法
清
規
』

も
、
正
法
寺
に
て
行
わ
れ
て
い
た
儀
礼
が
多
数
追
加
さ
れ
て
お
り
、
厳
密
な
古
形
を
有
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
禅
林
寺
本
は
、
瑩
山

禅
師
没
後
わ
ず
か
五
一
年
で
書
写
さ
れ
た
写
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
存
最
古
の
写
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
内
容
も
、
山
端
氏

が
前
掲
論
文
で
推
定
し
た
古
形
が
正
し
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、「
年
中
・
日
中
・
月
中
・
回
向
」
と
い
う
排
列
は
、
禅
林
寺

本
と
『
正
法
清
規
』
の
み
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
『
瑩
山
清
規
』
の
元
々
の
排
列
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
禅
林

寺
本
は
瑩
山
禅
師
の
時
代
の
行
持
に
最
も
近
い
内
容
を
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
重
大
な
意
義
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
普

済
と
梵
清
は
交
流
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
普
済
が
「
同
門
梵
清
知
蔵
、
夏
末
欲
帰
関
西
」
に
際
し
て
、
求
め
に
応
じ
て
「
偈
三
首
」
を
贈
っ
て
い

る
（『
普
済
和
尚
語
録
』
巻
下
、『
大
正
蔵
』
八
二
・
五
一
九
頁
上
段
）。

　

な
お
、
本
書
の
書
誌
情
報
は
、
影
印
・
翻
刻
が
収
録
さ
れ
て
い
る
『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
六
の
も
の
を
原
則
転
載
し
た
が
、
装
丁
及
び
地
冊
の
内
題

に
つ
い
て
は
筆
者
の
判
断
で
訂
正
し
、
写
真
で
判
断
で
き
る
も
の
は
補
っ
た
。
内
題
に
つ
い
て
補
足
す
る
と
、
地
冊
の
冒
頭
部
は
、
天
冊
に
引
き
続

い
て
年
中
行
事
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
装
丁
に
つ
い
て
は
、
火
災
前
後
で
、
修
補
の
関
係
で
変
化
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
日
中
行
事

の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
内
題
と
し
た
。
実
際
に
、
地
冊
で
は
錯
簡
が
生
じ
て
お
り
、『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
六
で
は
写
真
掲
載
に
際
し
て
こ
れ

を
訂
正
し
て
い
る
。



一
二
九

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
本
（
永
享
六
年
・
一
四
三
四
）
書
写
本

所
蔵
者
：
大
乘
寺
、
石
川
県
立
美
術
館
寄
託
保
管
（
共
に
石
川
県
金
沢
市
）、
旧
蔵
者
：
徳
巌
養
存
（
？
～
一
七
〇
三
）
→
徳
巌
法
孫
某
和
尚
（
常
陸
積
善
寺

住
持
）
→
大
乘
寺
、
数
量
：
一
冊
、
丁
数
：
六
二
丁
（
冒
頭
の
白
紙
四
丁
、
跋
文
後
の
白
紙
五
丁
含
む
）、
装
丁
：
袋
綴
（
総
裏
打
済
）、
紙
質
：
楮
紙
、
法

量
：
縦
24
・
9
㎝
×
横
15
・
7
㎝
、
外
題
・
題
簽
：「
洞
谷
清
規　

全
」（
題
簽
）、「
瑩
山
和
尚
清
規
〈
大
□

（
祖
ヵ
）／

親
筆
〉」（
帙
題
簽
）、
内
題
：「
能
州
洞

谷
山
永
光
禅
寺
行
事
次
序
」、
文
字
数
・
行
数
：
毎
半
葉
一
〇
行
、
一
九
文
字
、
書
写
者
：
不
明
、
本
文
冒
頭
三
丁
は
徳
巌
養
存
が
補
写
、
書
写

年
：
永
享
六
年
（
一
四
三
四
）、
補
写
年
不
詳
、
書
写
地
：
共
に
不
詳
。

　

本
書
以
降
の
『
瑩
山
清
規
』
の
写
本
は
、
先
述
の
通
り
、
梵
清
本
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
。
梵
清
は
、
応
永
二
九
年
（
一
四
二
二
）
に
總
持
寺

に
四
五
世
と
し
て
住
持
し
、
応
永
三
〇
年
一
月
に
『
瑩
山
清
規
』
を
書
写
し
、
總
持
寺
紀
綱
寮
（
維
那
寮
）
に
納
め
て
い
る
。
参
考
に
、
⑤
永
光
寺
蔵

光
椿
書
写
本
末
の
梵
清
の
識
語
を
挙
げ
て
お
く
。

洞
谷
第
一
祖
瑩
山
大
和
尚
、
為
後
昆
所
設
也
。
然
当
山
紀
綱
寮
常
住
之
旧
本
、
字
画
漫
滅
、
編
次
不
正
、
愚
慨
念
之
久
矣
。　

粤
応
永
寅
冬
十
一
月
、
愚
蒙
同
門
諸
老
之

尊
命
、
領
当
山
之
主
盟
焉
。
仍
拝
謄
此
行
記
、
而
以
備
紀
綱
寮
之
公
用
者
也
。
愚
喜
償
素
志
矣
。
雖
然
、
刁
刀
・
柬
東
・
手
丰
・
毫
亳
之
謬
、
只
恐
家
醜
外
揚
、
貽
誚
傍

人
焉
。
不
勝
惶
懼
戦
栗
之
臻
。
伏
覬
、
後
覧
君
子
、
穿
鑒
改
正
、
而
為
予
雪
屈
矣
。
勿
袖
慈
愍
之
手
幸
甚
。
峕
応
永
三
十
年
歳
次
癸
卯
春
正
月
吉
日
、
当
山
開
闢
瑩
山
祖

師
五
世
玄
孫
比
丘
梵
清
謹
誌
。

　

そ
し
て
、
梵
清
本
系
『
瑩
山
清
規
』
の
最
古
写
本
が
本
書
で
あ
り
、
永
享
六
年
二
月
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
書
写
者
は
不
明
で
あ
る
。

梵
清
は
、
永
享
六
年
四
月
に
『
丹
霞
子
淳
禅
師
語
録
』
を
書
写
し
て
い
る
た
め
、
本
書
は
梵
清
の
生
前
に
書
写
さ
れ
た
写
本
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か

ら
、
梵
清
が
改
定
し
た
時
点
の
内
容
を
忠
実
に
残
し
た
写
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
書
が
大
乘
寺
に
至
っ
た
縁
由
に
つ
い
て
は
、
大
乘
寺
三
七
世
慈
麟
玄
趾
（
一
六
九
〇
～
一
七
六
四
）
の
跋
文
に
詳
し
い
。
概
要
は
「
旧
蔵
者
」
項
に

記
載
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
徳
巌
が
冒
頭
三
丁
の
欠
損
部
分
を
補
写
し
た
こ
と
、
そ
の
法
孫
が
本
書
を
大
乘
寺
に
寄
進
し
た
こ
と
、
慈
麟
が
帙
を
作

成
し
て
納
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
徳
巌
以
前
の
伝
来
は
一
切
不
明
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
既
に
『
曹
洞
宗
全
書
』
宗
源
下
の
「
補
遺
」
と
し
て
翻
刻
が
な
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
に
お
い
て
も
適
宜
参
照
し
な
が
ら
進
め
た
。



一
三
〇

③
大
乘
寺
蔵
愚
休
書
写
本
（
文
明
八
年
・
一
四
七
六
）
書
写
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
ノ
ミ

所
蔵
者
：
大
乘
寺
、
石
川
県
立
美
術
館
寄
託
保
管
、
数
量
：
一
冊
、
丁
数
：
四
四
丁
（
冒
頭
の
白
紙
一
丁
含
む
）、
装
丁
：
袋
綴
、
紙
質
：
楮
紙
、
法

量
：
縦
23
・
9
㎝
×
横
18
・
5
㎝
、
外
題
・
題
簽
：「
瑩
山
清
規
」（
題
簽
・
箱
書
）、
内
題
：「
能
州
洞
谷
山
永
□光

□禅

□寺

行
事
次
序
」、
文
字
数
・
行

数
：
毎
半
葉
一
〇
行
、
一
九
文
字
、
書
写
者
：
愚
休
（
伝
不
詳
）、
書
写
年
：
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）、
書
写
地
：
總
持
寺
。

　

本
書
は
、
大
乘
寺
に
旧
来
よ
り
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
目
さ
れ
る
本
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
尾
崎
氏
が
「『
瑩
山
清
規
』
の
変
遷
に
つ
い
て
―

徳
泉
寺
蔵
「
延
宝
五
年
本
」
に
つ
い
て
―
」
に
お
い
て
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
書
が
延
宝
五
年
刊
本
の
底
本
と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た

め
大
乘
寺
に
は
、
延
宝
五
年
以
前
よ
り
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
今
回
の
写
真
撮
影
に
よ
っ
て
、
月
中
行
持
の
尾
題
「
能
州
洞
谷
山
永
光
寺
月
中
行
事
終
」（
一
六
丁
裏
）
の
「
能
州
洞
谷
山
永
光
寺
」
の
上

に
、「
加
州
椙
樹
林
大
乗
護
国
禅
寺
」
と
い
う
付
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
付
箋
の
通
り
読
む
と
、
延
宝
五
年
刊
本
の
月
中
行

持
の
尾
題
と
一
致
す
る
。
ま
た
、
一
六
丁
表
の
本
文
に
も
そ
れ
と
同
様
の
付
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
た
め
、
本
書
が
延
宝
五
年
刊
本
の
底
本
で
あ
る
こ

と
が
補
強
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
延
宝
五
年
刊
本
は
、
そ
の
開
版
に
際
し
て
、
本
書
が
原
稿
と
し
て
書
肆
の
中
野
小
左
衛
門
に
預
け
ら
れ
、
そ
の
際
に

年
中
行
持
に
相
当
す
る
下
冊
が
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
本
書
の
内
容
は
、
延
宝
五
年
本
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
が
、
訓
点
等
に
一
部

相
違
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
比
較
の
便
を
図
る
た
め
、
敢
え
て
本
書
の
翻
刻
を
延
宝
五
年
本
と
同
頁
に
掲
載
し
た
の
で
、
具
体
的
な
相

違
点
に
つ
い
て
は
翻
刻
を
参
照
さ
れ
た
い
。

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
（
明
応
一
〇
年
・
一
五
〇
一
）

所
蔵
者
：
永
光
寺
、
旧
蔵
者
：
能
州
太
岳
山
祥
園
寺
→
西
明
寺
（
平
等
心
王
院
、
京
都
府
京
都
市
）
→
（
中
間
未
詳
）
→
永
光
寺
、
数
量
：
一
冊
、
装

丁
：
袋
綴
、
法
量
：
縦
27
・
1
㎝
×
横
20
・
2
㎝
、
外
題
・
題
簽
：
ナ
シ
、
内
題
：「
能
州
洞
谷
山
永
光
禅
寺
行
事
次
序
」、
丁
数
：
五
一
丁
（
末
尾

の
白
紙
一
紙
含
む
）、
文
字
数
・
行
数
：
毎
半
葉
一
〇
行
、
一
七
～
二
二
文
字
、
書
写
者
：
巨
岳
麟
広
（
伝
不
詳
）、
書
写
年
：
明
応
一
〇
年
（
文
亀
元
年
、

一
五
〇
一
）、
書
写
地
：
祥
園
寺
。

⑤
山
上
氏
旧
蔵
『
瑩
山
清
規
』



一
三
一

所
蔵
者
：
現
在
不
詳
、
旧
蔵
者
：
太
岳
山
祥
園
寺
→
西
明
寺
→
（
中
間
未
詳
）
→
山
上
嘉
久
氏
、
数
量
：
一
冊
、
装
丁
：
袋
綴
、
法
量
：
縦
27
・
0

㎝
×
横
20
・
3
㎝
、
外
題
・
題
簽
：「
能
州
洞
谷
山
永
光
禅
寺
行
事
次
序
」（
外
題
）、
内
題
：
外
題
に
同
じ
、
丁
数
：
五
九
丁
、
文
字
数
・
行
数
：
毎

半
葉
一
〇
行
、
一
七
～
二
二
文
字
。（
以
下
同
前
）

　

⑤
山
上
氏
旧
蔵
本
の
書
誌
情
報
に
つ
い
て
は
、
田
島
柏
堂
氏
の
一
連
の
資
料
紹
介
に
詳
し
く
、
本
稿
に
お
い
て
は
そ
こ
か
ら
転
載
し
た
。
ま
た
、

④
と
⑤
は
、
元
来
一
本
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
た
め
、
田
島
氏
の
論
考
は
④
⑤
で
共
通
す
る
部
分
が
多
い
。

　

太
岳
山
祥
園
寺
は
、
能
登
に
所
在
し
、
無
端
祖
環
（
？
～
一
三
八
七
）
の
開
山
地
の
一
つ
で
あ
る
が
、
現
在
は
廃
寺
で
あ
る
。
本
書
も
梵
清
本
系
の

一
本
で
あ
る
た
め
、
梵
清
が
總
持
寺
で
書
写
し
た
後
、
無
端
―
瑞
巌
韶
麟
（
一
三
四
三
～
？
、
總
持
寺
一
三
世
、
永
光
寺
三
〇
世
）
下
の
い
ず
れ
か
の
人
物
が

總
持
寺
に
て
書
写
し
て
祥
園
寺
に
持
ち
込
み
、
そ
れ
を
麟
広
が
書
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

本
研
究
に
際
し
て
、
⑤
山
上
氏
旧
蔵
本
を
底
本
の
一
つ
と
す
べ
く
、
大
本
山
總
持
寺
祖
院
監
院
鈴
木
永
一
老
師
の
ご
協
力
を
得
て
、
平
成
三
〇
年

四
月
に
、
門
前
の
山
上
家
に
伺
っ
て
史
料
調
査
を
さ
せ
て
頂
い
た
。
そ
の
結
果
、
田
島
氏
が
山
上
氏
所
蔵
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
、
能
登
總
持
寺
版

『
碧
巌
録
』
や
『
瑩
山
帝
尊
問
答
』
等
は
確
認
で
き
た
も
の
の
、『
瑩
山
清
規
』
に
つ
い
て
は
所
在
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
田
島
氏
の
住
職

地
の
桂
芳
院
（
愛
知
県
名
古
屋
市
）
に
、
本
書
の
写
真
が
残
さ
れ
て
い
る
か
を
問
い
合
わ
せ
た
所
、
現
住
職
田
島
毓
堂
老
師
よ
り
、
所
蔵
し
て
い
な
い

と
の
ご
回
答
を
頂
い
た
。
本
書
の
記
載
内
容
は
年
中
行
事
で
あ
る
た
め
、
翻
刻
は
次
年
度
以
降
に
行
う
事
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
今
後
も
そ
の
捜
索

を
継
続
し
、
何
ら
か
の
発
見
が
あ
り
次
第
、
追
記
を
行
い
た
い
。

　

④
に
つ
い
て
は
、
や
や
写
誤
が
多
く
、
そ
れ
を
書
写
者
と
は
別
の
人
物
が
、
異
本
と
校
正
の
上
、
注
記
を
記
入
し
て
い
る
場
合
が
散
見
さ
れ
る
。

参
照
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
点
を
留
意
さ
れ
た
い
。

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
（
文
亀
三
年
・
一
五
〇
三
）
書
写
本

所
蔵
者
：
永
光
寺
（
石
川
県
羽
咋
市
）、
数
量
：
一
冊
、
装
丁
：
袋
綴
、
法
量
：
縦
25
・
8
㎝
×
横
17
・
8
㎝
、
外
題
・
題
簽
：
ナ
シ
、
内
題
：「
能
州

洞
谷
山
永
光
禅
寺
行
事
次
序
上
」（
上
冊
部
分
）、「
能
州
洞
谷
山
永
光
禅
寺
行
事
次
序
下
」（
下
冊
部
分
）、
丁
数
：
四
五
丁
（
上
巻
部
分
）・
五
五
丁
（
下
巻

部
分
、
年
中
行
事
は
五
二
丁
）、
文
字
数
・
行
数
：
毎
半
葉
一
〇
行
、
一
九
文
字
、
書
写
者
：
大
仲
光
椿
（
生
没
年
不
詳
、
永
光
寺
二
三
七
世
）、
書
写
年
：
文



一
三
二

亀
三
年
（
一
五
〇
三
）、
書
写
地
：
永
光
寺
ヵ
。

　

本
書
は
、
書
写
よ
り
現
在
ま
で
永
光
寺
に
所
蔵
さ
れ
、
か
つ
元
来
は
二
冊
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
巻
上
の
冒
頭
に
「
本

書
四
十
五
丁
」、
巻
下
の
冒
頭
に
「
本
書
五
十
二
丁
」
と
そ
れ
ぞ
れ
記
載
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
そ
の
墨
書
が
、「
日
本
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
甲
子
已

得
二
千
五
百
十
八
年
載
」（
一
八
丁
表
）
と
い
う
墨
書
と
同
筆
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
二
月
に
加
賀
藩
に
提
出
さ
れ
た

『
寺
社
由
来
』
に
、「
一
、
洞
谷
清
規　

二
冊
」（『
加
越
能
寺
社
由
来
』
上
・
一
六
四
頁
）
と
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　

書
写
者
の
大
仲
光
椿
に
つ
い
て
は
、
下
冊
末
の
光
椿
の
識
語
部
分
に
、
永
光
寺
四
八
五
世
雪
渓
安
宅
（
？
～
一
七
一
六
）
が
記
し
た
と
思
わ
れ
る
、

以
下
の
墨
書
が
参
考
に
な
る
。

大
仲
光
椿
和
尚
者
、
洞
谷
二
百
三
十
七
世
、
受
業
於
總
持
南
窗
和
尚
、
嗣
法
於
澄
江
和
尚
。
長
享
二

戌
申
歳
四
月
四
日
入
院
、
三
日
住
也
。
能
州
大
津
人
事
也
。
従
長
享
二

年
、
到
宝
暦
七
年
、
二
百
二
十
五
年
也
。

　

こ
れ
は
『
永
光
寺
住
山
記
』
に
基
づ
い
た
記
載
で
（『
加
能
史
料
』
戦
国
五
・
二
一
五
頁
）、
光
椿
は
永
光
寺
二
三
七
世
で
、
受
業
師
は
總
持
寺
一
七
一

世
南
窓
奇
薫
、
嗣
法
師
は
永
光
寺
一
二
九
世
澄
江
徳
清
で
あ
る
。
永
光
寺
に
は
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
四
月
四
日
に
入
り
（『
永
光
寺
住
山
記
』
で
は
二

月
四
日
）、
三
日
住
で
あ
っ
た
。
出
身
は
現
在
の
石
川
県
七
尾
市
大
津
町
で
あ
る
。

　

本
書
に
は
訓
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
本
文
や
、
先
に
挙
げ
た
「
本
書
四
十
五
丁
」
等
と
は
墨
の
濃
さ
が
異
な
り
、
明
ら
か
に
こ
れ
ら
よ
り

も
後
の
時
代
に
加
筆
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
五
年
・
一
六
七
七
）
刊
本

上
冊
…
所
蔵
者
：
駒
澤
大
学
図
書
館
（
東
京
都
世
田
谷
区
、
請
求
記
号
：H

162/143

）、
数
量
：
一
冊
、
装
丁
：
袋
綴
（
総
裏
打
済
）、
法
量
：
縦
27
・
０
㎝

×
横
18
・
１
㎝
、
外
題
・
題
簽
：
ナ
シ
、
内
題
：「
加
州
椙
樹
林
大
乗
護
国
禅
寺
行
事
次
序
」（
一
丁
表
）、「
瑩
山
清
規
巻
上
」（
版
心
）、
丁
数
：
四
六

丁
、
文
字
数
・
行
数
：
毎
半
葉
一
〇
行
、
一
九
文
字
、
開
版
者
：
月
舟
宗
胡
（
一
六
一
八
～
一
六
九
六
、
大
乘
寺
二
六
世
）、
開
版
年
：
延
宝
五
年
（
一
六

七
七
）、
版
元
：
寺
町
通
五
条
橋
上
ル
町
中
野
小
左
衛
門
。

下
冊
…
所
蔵
者
：
石
川
県
立
図
書
館
森
田
文
庫
（
石
川
県
金
沢
市
、
請
求
記
号
：K

185/23
）、
旧
蔵
者
：
徳
翁
寺
（
石
川
県
七
尾
市
）
→
森
田
平
次
（
号
柿



一
三
三

園
、
一
八
二
三
～
一
九
〇
八
）、
数
量
：
一
冊
、
装
丁
：
袋
綴
、
法
量
：
縦
27
・
3
㎝
×
横
18
・
2
㎝
、
外
題
・
題
簽
：「
加
州
椙
樹
林
大
乗
護
国
禅
寺

行
事
次
序
」（
題
簽
）、
内
題
：「
加
州
椙
樹
林
大
乗
護
国
禅
寺
行
事
次
序
」（
一
丁
表
）、「
瑩
山
清
規
巻
下
」（
版
心
）、
丁
数
：
五
九
丁
。（
以
下
同
前
）

　

本
資
料
の
存
在
は
田
島
氏
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
、
ま
た
卍
山
も
⑨
の
序
文
で
、「
方
丈
老
人
」
が
開
版
し
た
本
の
存
在
を
述
べ
、
自
身
の
開
版
本
は

「
重
刻
」
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
（
本
稿
末
【
附
載
】
参
照
）。
し
か
し
、
そ
の
現
物
は
、『
曹
洞
宗
報
』
五
八
五
号
（
一
九
八
四
年
六
月
）
に
お
い
て
、
徳
泉

寺
（
新
潟
県
上
越
市
）
所
蔵
本
が
曹
洞
宗
文
化
財
調
査
委
員
会
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
る
ま
で
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
尾
崎
氏
が

詳
細
に
論
考
し
、
③
大
乘
寺
蔵
愚
休
書
写
本
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
、
尾
崎
氏
は
駒
澤
大
学
図
書
館
に
上

冊
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
紹
介
し
て
い
る
が
、
近
年
、
石
川
県
立
図
書
館
に
下
冊
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

本
研
究
に
お
け
る
翻
刻
底
本
は
、
当
セ
ン
タ
ー
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
徳
泉
寺
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
複
写
本
を
用
い
、
駒
澤
大
学
図
書
館
本
、

石
川
県
立
図
書
館
本
は
必
要
に
応
じ
て
参
照
す
る
形
と
し
た
。
但
し
、
巻
頭
・
巻
末
写
真
に
つ
い
て
は
、
石
川
県
立
図
書
館
本
を
収
録
し
た
。
な
お
、

書
誌
情
報
に
つ
い
て
は
、
駒
澤
大
学
図
書
館
本
、
石
川
県
立
図
書
館
本
の
現
物
を
、
そ
れ
ぞ
れ
直
接
調
査
し
た
上
で
記
載
し
た
。
そ
の
た
め
、
共
通

部
分
を
除
い
て
、
書
誌
情
報
は
上
下
冊
で
個
別
に
立
項
し
た
。

　

石
川
県
立
図
書
館
森
田
文
庫
本
の
「
徳
翁
寺
」
に
つ
い
て
は
、
底
本
の
末
に
あ
る
「
徳
翁
寺
什
勿
」
と
い
う
墨
書
が
、
鶴
見
大
学
図
書
館
に
所
蔵

さ
れ
る
、
延
宝
九
年
本
『
瑩
山
清
規
』（
請
求
記
号
：188. 86/K
）
上
巻
末
に
も
同
一
・
同
筆
の
墨
書
が
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
鶴
見
大
学
図
書
館
本
上
冊

見
返
し
に
は
「
天
満
山
徳
翁
寺
常
什
物　

三
巻
之
内
」
と
い
う
墨
書
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
石
川
県
七
尾
市
に
所
在
す
る
徳
翁
寺
で
あ
る
と
特
定

で
き
た
。

⑧
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
八
年
・
一
六
八
〇
）
刊
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
・
年
中

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
九
年
・
一
六
八
一
）
刊
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
・
年
中

所
蔵
者
：
永
光
寺
、
数
量
：
一
冊
（
三
冊
を
合
本
）、
装
丁
：
袋
綴
、
法
量
：
縦
35
・
8
㎝
×
横
18
・
1
㎝
、
外
題
・
題
簽
：「
改
正
瑩
山
和
尚
清
規
」

（
題
簽
）、
内
題
：「
瑩
山
和
尚
清
規
巻
之
上
」（
上
冊
部
分
）、「
瑩
山
和
尚
清
規
巻
之
下
」（
下
冊
部
分
）、「
坐
禅
用
心
記
」（
下
之
二
冊
部
分
）、「
瑩
山
清

規
巻
上
（
下
）」・「
坐
禅
記
」（
版
心
）、
丁
数
：
五
〇
丁
（
上
冊
部
分
、
序
三
丁
含
む
）・
五
七
丁
（
下
冊
部
分
）、
一
二
丁
（
下
之
二
冊
部
分
、
序
二
丁
含
む
）、
文



一
三
四

字
数
・
行
数
：
毎
半
葉
一
〇
行
、
二
一
文
字
、
開
版
者
：
卍
山
道
白 

（
一
六
三
六
～
一
七
一
五
、
大
乘
寺
二
七
世
）、
開
版
年
：
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
ま

た
は
延
宝
九
年
、
版
元
：
風
月
荘
左
衛
門
（
下
之
二
冊
末
に
記
載
）。

　

本
書
が
、
所
謂
『
瑩
山
清
規
』
の
流
布
本
に
位
置
付
け
ら
れ
、
全
国
各
地
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
他
、『
曹
洞
宗
全
書
』
宗
源
下
や
『
大
正
新
脩
大
蔵

経
』
第
八
二
巻
、『
常
済
大
師
全
集
』
所
収
本
等
の
底
本
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
永
光
寺
本
を
底
本
と
し
た
の
は
、
印
刷
の
状
態
が
比
較
的
良
い
た

め
で
、
⑥
光
椿
書
写
本
と
の
校
異
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
永
光
寺
本
は
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
永
光
寺
五
〇
五
世
葆
巌
本
光
（
？
～
一
八
五

〇
）
が
施
入
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
に
よ
っ
て
は
「
風
月
荘
左
衛
門
」
の
刊
記
が
無
い
も
の
も
あ
る
（
前
掲
鶴
見
大
学
図
書
館
本
等
）。
ま
た
、
昭
和
四

九
年
（
一
九
七
四
）
に
大
法
界
閣
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
複
製
本
は
、「
風
月
荘
左
衛
門
」
の
刊
記
が
無
く
、
出
雲
寺
松
栢
堂
の
奥
付
が
付
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
江
戸
末
期
に
刷
ら
れ
た
、
比
較
的
後
印
の
本
と
考
え
ら
れ
、
後
に
出
雲
寺
文
次
郎
と
改
名
後
、
明
治
期
に
も
刷
ら
れ
て
い
る
の
で
、

永
光
寺
が
購
入
し
た
後
頃
に
、
出
雲
寺
松
栢
堂
に
版
木
が
移
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

卍
山
は
、
そ
の
開
版
の
経
緯
に
つ
い
て
、
先
に
も
挙
げ
た
「
瑩
山
和
尚
清
規
序
」
に
お
い
て
、
⑦
延
宝
五
年
本
に
文
字
や
順
序
の
誤
り
が
多
い
こ

と
を
問
題
視
し
、
そ
れ
を
修
訂
し
て
改
め
て
開
版
し
直
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
に
見
ら
れ
る
、「
昔
、
瑩
山
没
而
此
書
隠
。
此
書
隠
而
叢
林

廃
。
今
、
和
尚
出
而
此
書
顕
、
此
書
顕
而
叢
林
興
」（
三
丁
表
）
と
い
う
一
節
は
著
名
で
あ
る
。

　

本
稿
で
確
認
し
て
き
た
と
お
り
、『
瑩
山
清
規
』
諸
写
本
は
、
そ
の
書
名
を
「
能
州
洞
谷
山
永
光
禅
寺
行
事
次
序
」
等
と
題
し
、
ま
た
延
宝
五
年
刊

本
は
「
加
州
椙
樹
林
大
乗
護
国
禅
寺
行
事
次
序
」
と
題
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
「
瑩
山
和
尚
清
規
」
と
改
め
て
名
付
け
て
刊
行
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
瑩
山
禅
師
の
名
を
世
に
広
く
知
ら
し
め
た
の
が
、
本
書
の
功
績
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、『
諸
嶽
開
山
二
祖
禅
師
行
録
』（
元
禄
四
年
刊
）

で
は
、「
師
、
一
生
垂
語
・
拈
提
不
許
編
録
、
清
規
・
坐
禅
用
心
記
等
僅
存
」（『
曹
洞
宗
全
書
』
史
伝
上
・
二
二
頁
）
と
あ
り
、
瑩
山
禅
師
の
ほ
ぼ
唯
一
の

著
作
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
こ
の
改
名
は
、
寛
文
七
年
に
光
紹
が
開
版
し
た
『
日
域
曹
洞
初
祖
道
元
禅
師
清
規
（
永
平
清
規
）』
を
多
分
に
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
改
名
は
、
本
書
が
曹
洞
宗
両
本
山
の
一
角
の
開
山
が
著
し
た
清
規
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
打
ち
出
す
た
め
の
も
の
で
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
永
光
寺
や
大
乘
寺
内
の
規
則
と
い
う
性
格
か
ら
、
曹
洞
宗
門
一
般
の
規
則
と
い
う
性
格
へ
の
転
換
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
本
書
の
も
う
一
つ
の
重
大
な
功
績
で
あ
る
、
当
時
、
一
世
を
風
靡
し
た
黄
檗
宗
の
清
規
で
あ
る
『
黄
檗
清
規
』
等
に
対
し
て
、
曹
洞
宗
の
独



一
三
五

自
性
を
見
出
す
古
規
復
古
運
動
に
お
い
て
、『
永
平
清
規
』
と
共
に
、
そ
の
理
論
的
基
盤
を
提
供
し
た
と
い
う
功
績
に
も
直
結
す
る
。
但
し
、
卍
山
は

瑩
山
禅
師
没
後
に
撰
述
さ
れ
た
『
勅
修
百
丈
清
規
』
に
よ
っ
て
、「
仏
事
次
序
」
に
念
誦
を
追
加
す
る
な
ど
、
一
部
の
規
則
を
改
め
て
い
る
が
、
こ
の

点
は
後
に
大
き
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
『
瑩
山
清
規
』
の
親
撰
・
偽
撰
問
題
を
生
む
こ
と
と
な
っ
た
。

　

本
書
に
つ
い
て
は
、『
瑩
山
清
規
』
上
下
冊
以
外
に
も
、「
下
之
二
」
と
し
て
、『
坐
禅
用
心
記
』・『
三
根
坐
禅
説
』
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

序
跋
に
つ
い
て
見
る
と
、
上
冊
に
延
宝
六
年
の
卍
山
の
序
、
下
冊
に
延
宝
六
年
の
月
舟
の
跋
文
と
「
延
宝
九
年
歳
在
辛
酉
仲
春
穀
旦
」
の
記
載
、
下

之
二
冊
に
延
宝
八
年
の
卍
山
の
序
文
・
跋
文
が
あ
る
。
下
之
二
冊
の
跋
文
が
一
二
月
に
著
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
延
宝
九
年
に
、
上
冊
・

下
冊
・
下
之
二
冊
を
合
わ
せ
た
三
冊
本
で
刊
行
さ
れ
た
の
が
初
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
⑧
延
宝
八
年
本
は
存
在
し

な
か
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

　
　
六
、『
瑩
山
清
規
』
関
係
主
要
著
作
・
論
文
目
録

※ 

総
論
的
な
も
の
を
中
心
に
、
解
題
で
引
用
し
た
文
献
を
合
わ
せ
て
列
挙
し
た
。
そ
の
他
の
文
献
に
関
し
て
は
、
当
セ
ン
タ
ー
刊
『
曹
洞
宗
関
係
文

献
目
録
』
Ⅰ
～
Ⅲ
、『
宗
学
研
究
紀
要
』
各
号
所
収
「
曹
洞
宗
関
係
文
献
目
録
」、
曹
洞
禅
ネ
ッ
ト
内
「
曹
洞
宗
関
係
文
献
目
録
オ
ン
ラ
イ
ン
検

索
」
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

原
文
・
訓
註

『
曹
洞
宗
全
書
』
宗
源
下
（
曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
、
一
九
三
〇
年
初
版
、
一
九
七
一
年
再
版
）

孤
峰
智
璨
編
『
常
済
大
師
全
集
』（
代
々
木
書
院
、
一
九
三
七
年
初
版
、
一
九
六
七
年
再
版
）

鏡
島
元
隆
・
佐
藤
達
玄
・
小
坂
機
融
『
訳
註
禅
苑
清
規
』（
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
一
九
七
二
年
）

鏡
島
元
隆
監
修
、
東
隆
眞
訓
註
解
『
瑩
山
禅
師
清
規
』（
大
法
界
閣
、
一
九
七
四
年
）

光
地
英
学
・
松
田
文
雄
・
新
井
勝
龍
・
佐
藤
達
玄
編
著
『
瑩
山
禅
』
第
六
・
七
巻 
瑩
山
清
規
講
解
（
上
）（
下
）（
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
八
八
年
）

『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
六　

禅
宗
清
規
集
（
臨
川
書
店
、
二
〇
一
四
年
）

Shohei ICH
IM

U
RA

, Zen M
aster K

eizanʼs M
onastic R

egulations 

瑩
山
禅
師
（
和
尚
）
清
規, translated and edited, D

aihonzan 
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Sōjiji, T
surum

i, Japan / N
orth A

m
erican Institute of Zen and Buddhist Studies, U

.S.A
., 1994

研
究
論
文
・
関
係
書
籍

田
島
柏
堂
「
山
上
氏
所
蔵
写
本
の
『
瑩
山
清
規
』
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
七
巻
第
一
号
、
一
九
五
八
年
）

小
坂
機
融
「
清
規
変
遷
の
底
流
（
一
）・（
二
）」（『
宗
学
研
究
』
五
・
六
号
、
一
九
六
三
・
一
九
六
四
年
、『
日
本
名
僧
論
集
』
八 

道
元
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年

再
録
）

山
端
昭
道
「「
瑩
山
清
規
」
の
写
本
に
つ
い
て
」（『
宗
学
研
究
』
第
一
五
号
、
一
九
七
三
年
）

『
加
越
能
寺
社
由
来
』
上
（
石
川
県
図
書
館
協
会
、
一
九
七
四
年
）

鏡
島
元
隆
「
清
規
史
上
に
お
け
る
『
瑩
山
清
規
』
の
意
義
」（『
瑩
山
禅
師
研
究
』、
瑩
山
禅
師
奉
讃
刊
行
会
、
一
九
七
四
年
、『
道
元
禅
師
と
そ
の
周
辺
』、
大
東
出
版

社
、
一
九
八
五
年
再
録
、
引
用
前
者
）

田
島
柏
堂
「
山
上
氏
蔵
『
瑩
山
清
規
』
と
愛
知
学
院
大
学
図
書
館
「
瑩
山
示
寂
祭
文
」
に
つ
い
て
」（『
瑩
山
禅
師
研
究
』
所
収
）

野
乃
花
香
蔵
（
関
口
道
潤
）『
玄
透
即
中
の
思
想
と
そ
の
誓
願
』
続
篇
（
玄
透
禅
師
顕
彰
会
、
一
九
七
六
年
）

山
端
昭
道
「『
瑩
山
清
規
』
と
『
正
法
清
規
』」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
七
巻
第
二
号
、
一
九
七
九
年
）

佐
藤
達
玄
「
瑩
山
清
規
考
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
四
三
号
、
一
九
八
五
年
）

佐
藤
達
玄
『
中
国
仏
教
に
お
け
る
戒
律
の
研
究
』（
木
耳
社
、
一
九
八
七
年
）

佐
藤
秀
孝
『
普
済
善
救
禅
師
の
生
涯
―
通
幻
派
拠
点
の
維
持
に
努
め
た
禅
匠
―
』（
私
家
版
、
一
九
八
九
年
）

竹
内
弘
道
「
新
出
の
禅
林
寺
本
「
瑩
山
清
規
」
に
つ
い
て
」（『
宗
学
研
究
』
第
三
二
号
、
一
九
九
〇
年
）

尾
崎
正
善
「「
椙
樹
林
清
規
」
に
つ
い
て
―
瑩
山
清
規
と
の
比
較
に
お
い
て
―
」（『
宗
学
研
究
』
第
三
四
号
、
一
九
九
二
年
）

小
坂
機
融
「
清
規
の
変
遷
」（『
道
元
思
想
の
あ
ゆ
み
』
二　

南
北
朝
・
室
町
時
代
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）

鏡
島
元
隆
「
総
説
」（『
道
元
思
想
の
あ
ゆ
み
』
三　

江
戸
時
代
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
、『
道
元
禅
師
と
そ
の
宗
風
』、
春
秋
社
、
一
九
九
四
年
再
録
）

小
坂
機
融
「
清
規
論
の
展
開
」（『
道
元
思
想
の
あ
ゆ
み
』
三　

江
戸
時
代
）

尾
崎
正
善
「『
瑩
山
清
規
』
の
変
遷
に
つ
い
て
―
徳
泉
寺
蔵
「
延
宝
五
年
本
」
に
つ
い
て
―
」（『
宗
学
研
究
』
第
三
五
号
、
一
九
九
三
年
）
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尾
崎
正
善
「『
瑩
山
清
規
』
の
変
遷
に
つ
い
て
（
二
）
―
諸
本
の
系
統
に
関
す
る
覚
書 

―
」（『
宗
学
研
究
所
紀
要
』
第
六
号
、
一
九
九
三
年
）

尾
崎
正
善
「
翻
刻
・
禅
林
寺
本
「
瑩
山
清
規
」」（『
宗
学
研
究
所
紀
要
』
第
七
号
、
一
九
九
四
年
）

尾
崎
正
善
「『
慧
日
山
東
福
禅
寺
行
令
規
法
』
に
つ
い
て
」（『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
六
号
、
一
九
九
九
年
）

竹
内
弘
道
「
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
の
考
察
―
発
見
の
意
義
と
そ
の
後
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
―
」（『
宗
学
研
究
』
第
四
六
号
、
二
〇
〇
四
年
）

『
加
能
史
料
』
戦
国
五
（
石
川
史
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
六
年
）

『
曹
洞
宗
文
化
財
調
査
目
録
解
題
集
』
七　

北
信
越
管
区
編
（
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
二
〇
〇
七
年
）

東
隆
眞
監
修
、『
洞
谷
記
』
研
究
会
編
『
諸
本
対
校
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』（
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
）

秋
津
秀
彰
「
太
容
梵
清
に
関
す
る
研
究
の
現
況
と
課
題
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
六
六
巻
第
一
号
、
二
〇
一
七
年
）

尾
崎
正
善
「『
正
法
清
規
』
再
考
（
一
）
―
『
続
曹
全
』
翻
刻
の
問
題
点
と
諸
本
と
の
関
係
―
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第
一
九
回
、

二
〇
一
八
年
）

尾
崎
正
善
「『
正
法
清
規
』
再
考
（
二
）
―
回
向
文
・
偈
文
の
特
徴
―
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第
二
〇
回
、
二
〇
一
九
年
）

「
曹
洞
宗
と
食
：『
典
座
教
訓
』
を
中
心
と
し
て
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第
二
一
回
所
収
、「
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
発
足
二
〇
周
年

記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
食
―
禅
に
学
ぶ
―
」」、
二
〇
二
〇
年
刊
行
予
定
）

　
　
七
、『
瑩
山
清
規
』
主
要
写
本
・
刊
本
巻
頭
・
巻
末
写
真

※ 

本
稿
に
お
い
て
底
本
と
し
た
諸
本
の
内
、
②
③
④
⑥
⑦
⑨
の
巻
頭
部
分
、
及
び
書
写
・
開
版
年
時
の
記
さ
れ
る
巻
末
部
分
の
写
真
を
掲
載
し
た
。

①
に
つ
い
て
は
『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
六
を
、
⑤
に
つ
い
て
は
田
島
柏
堂
「
山
上
氏
蔵
『
瑩
山
清
規
』
と
愛
知
学
院
大
学
図
書
館
「
瑩
山
示
寂
祭
文
」

に
つ
い
て
」
の
口
絵
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。

付
記　

写
真
掲
載
に
際
し
て
、
所
蔵
史
料
の
使
用
を
ご
許
可
頂
き
ま
し
た
、
大
乘
寺
東
隆
眞
老
師
、
永
光
寺
屋
敷
智
乗
老
師
、
石
川
県
立
図
書
館
様

に
は
誌
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。



一
三
八

②大乘寺蔵永享六年本

③大乘寺蔵愚休書写本
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④永光寺蔵麟広書写本

⑥永光寺蔵光椿書写本



一
四
〇

⑦月舟開版『瑩山清規』下冊（石川県立図書館所蔵本）

⑨卍山開版『瑩山清規』（永光寺所蔵本）
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一
、
本
稿
は
、『
瑩
山
清
規
』
諸
本
の
「
日
中
行
持
」
の
全
文
を
翻
刻
掲
載
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
翻
刻
に
際
し
て
は
、
以
下
に
掲
げ
る
底
本
七
本
の
内
、「
日
中
行
持
」
が
収
録
さ
れ
る
六
本
を
、
三
段
組
み
の
対
照
表
を
二
点
作
成
し
て
示
し

た
。
冒
頭
の
数
字
は
、
各
本
の
書
写
・
開
版
年
時
順
に
付
し
た
も
の
で
、「
解
題
」
に
付
し
た
番
号
と
一
致
す
る
。

　

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』（
永
和
二
年
・
一
三
七
六
）
書
写
本
―
年
中
・
日
中
・
月
中
・
回
向

　

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
本
（
永
享
六
年
・
一
四
三
四
）
書
写
本
―
年
中
ノ
ミ

　

③
大
乘
寺
蔵
愚
休
書
写
本
（
文
明
八
年
・
一
四
七
六
）
書
写
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
ノ
ミ

　

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
（
明
応
一
〇
年
・
一
五
〇
一
）
書
写
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
ノ
ミ

　

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
（
文
亀
三
年
・
一
五
〇
三
）
書
写
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
・
年
中

　

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
五
年
・
一
六
七
七
）
刊
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
・
年
中

　

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
九
年
・
一
六
八
一
）
刊
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
・
年
中

一
、
底
本
は
、
①
は
『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
六　

禅
宗
清
規
集
（
臨
川
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
し
、
②
③
は
大
乘
寺
（
石
川
県
金
沢
市
）
所
蔵
本
（
石

川
県
立
美
術
館
寄
託
保
管
）、
④
⑥
⑨
は
永
光
寺
（
石
川
県
羽
咋
市
）
所
蔵
本
を
、
所
蔵
者
の
許
可
を
得
て
撮
影
し
た
写
真
を
、
⑦
は
当
セ
ン
タ
ー
が

所
蔵
す
る
、
徳
泉
寺
（
新
潟
県
上
越
市
）
所
蔵
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
複
写
本
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
た
。

一
、
対
照
表
は
、
①
④
⑤
の
表
を
先
に
、
③
⑦
⑨
の
表
を
後
に
掲
載
し
た
。
こ
の
排
列
の
理
由
は
、
③
と
⑦
の
比
較
の
便
を
図
る
た
め
で
あ
る
。

一
、『
瑩
山
清
規
』
に
関
す
る
概
説
や
、
底
本
の
書
誌
情
報
、
対
照
表
の
排
列
の
理
由
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、「
解
題
」
に
ま
と
め
て
記
し
た
の
で
、

合
わ
せ
参
照
さ
れ
た
い
。

一
、
本
文
は
比
較
対
照
の
便
宜
上
、
内
容
を
考
慮
し
た
上
で
段
分
け
し
た
が
、
原
典
の
も
の
と
は
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

一
、
丁
数
は
各
段
の
末
に
「（
一
オ
～
ウ
）」
と
表
記
し
、
二
冊
以
上
の
場
合
は
「（
■
冊
一
オ
～
二
ウ
）」
と
表
記
し
た
。
な
お
、
①
禅
林
寺
本
は
、

地
冊
に
錯
簡
が
見
ら
れ
る
が
、
底
本
は
そ
れ
を
訂
正
し
た
上
で
掲
載
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
は
修
正
後
の
丁
数
を
記
載
し
た
。

一
、
原
典
の
改
行
位
置
に
は
」
を
入
れ
、
丁
数
変
更
を
伴
う
改
行
位
置
に
は
』
を
入
れ
て
示
し
た
。

共
同
研
究
「
瑩
山
禅
師
の
総
合
的
研
究
」
―
『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
―
　
凡
例



一
四
二

一
、
句
読
点
は
全
て
、
写
本
毎
に
訓
点
等
に
応
じ
て
、
本
研
究
会
に
お
け
る
検
討
の
上
で
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
、
旧
字
・
異
体
字
は
、
原
則
と
し
て
全
て
新
字
に
改
め
た
。

一
、
原
典
の
訓
点
・
ル
ビ
・
繰
り
返
し
符
号
（「
〱
」
等
）
は
原
典
に
従
っ
て
表
記
し
た
が
、
連
続
符
・
音
合
符
・
訓
合
符
は
省
略
し
、「
シ
テ
」・「
コ

ト
」
等
の
合
字
は
開
い
て
示
し
た
。

一
、
割
注
は
〈　

〉
に
入
れ
て
示
し
、
割
注
内
の
折
返
し
は
／
で
示
し
た
。

一
、
文
字
が
判
読
不
能
の
場
合
は
□
で
示
し
、
欠
字
が
他
本
で
補
え
る
場
合
は

●□
と
し
、
推
定
し
て
補
っ
た
場
合
は（

●
ヵ
）

□
と
表
記
し
た
。

一
、
原
典
が
明
ら
か
に
誤
字
で
、
正
し
い
字
が
分
か
る
場
合
は（

■
ヵ
）

●
と
し
、
衍
字
等
の
訂
正
出
来
な
い
場
合
は（

マ
マ
）

●
と
表
記
し
た
。

一
、
注
記
や
文
字
の
修
正
等
が
あ
る
場
合
は
、
該
当
字
の
右
に
「
※
」
を
付
し
、
事
項
を
各
段
の
丁
数
の
後
に
「
※
」
を
付
し
て
記
し
た
。

付
記　

本
研
究
に
際
し
て
、
所
蔵
史
料
の
使
用
を
ご
許
可
頂
き
ま
し
た
、
大
乘
寺
東
隆
眞
老
師
、
永
光
寺
屋
敷
智
乗
老
師
、
調
査
に
ご
協
力
頂
き
ま

し
た
、
大
本
山
總
持
寺
祖
院
監
院
鈴
木
永
一
老
師
、
桂
芳
院
田
島
毓
堂
老
師
、
石
川
県
立
美
術
館
村
瀬
博
春
様
、
当
セ
ン
タ
ー
講
師
尾
崎
正
善
老

師
、
山
上
家
様
に
誌
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
（
所
属
・
肩
書
は
二
〇
二
〇
年
当
時
）。

　
　
　
　

本
研
究
会
参
加
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　

講
師
…
…
…
…
…
…
志
部
憲
一
（
当
セ
ン
タ
ー
所
長
・
宗
学
研
究
部
門
主
任
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

専
任
研
究
員
…
…
…
小
早
川
浩
大
（
宗
学
研
究
部
門
副
主
任
研
究
員
）、
石
原
成
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　

研
究
員
…
…
…
…
…
澤
城
邦
生
、
角
田
隆
真
、
秋
津
秀
彰
、
新
井
一
光
、
永
井
賢
隆

　
　
　
　

※ 

講
師
・
専
任
研
究
員
の
指
導
の
下
、
翻
刻
は
研
究
員
五
人
が
行
い
、「
解
題
」
は
一
・
四
・
五
・
六
を
秋
津
が
、
二
・
三
を
角
田
が
そ

れ
ぞ
れ
分
担
執
筆
し
、
参
加
者
全
員
で
検
討
し
た
。
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一
四
四

　

州　
　

山　
　

寺
行
事
次
序

 
洞
谷
開
山　

瑩
山　
　

紹
瑾　

記

　
　

日
中
行
事

辰
時
。　

早
晨
喫
粥
之
法
、
開
静
以
後
、
大

衆
搭
袈
裟
、
且
待
魚
」
鼓
。
如
当
山
者
、
打

庫
前
雲
板
三
十
六
〈
且
慕
永
平
行
儀
、
／
是

建
仁
僧
正
行
儀
〉。
鈑
鳴
際
、」
庫
下
備
浄
粥

等
於
台
板
上
、
望
僧
堂
、
典
座
焼
香
九
拝

後
、
行
」
者
奉
送
浄
粥
。
魚
鼓
三
会
。
第
三

会
初
、
童
行
等
、
堂
前
門
」
限
外
立
列
、
望

聖
僧
深
問
訊
叉
手
。
参
頭
喝
云
、
不
審
。
衆

行
同
音
」
喝
云
、
不
審
〈
引
声
／
喝
〉。
又

問
訊
散
。
魚
鼓
響
罷
、
大
衆
不
許
入
堂
、

鈑
」
鳴
一
会
、
大
衆
下
鉢
。
聖
僧
侍
者
、
合

掌
入
堂
、
供
聖
僧
粥
〈
行
者
捧
／
盤
、
侍
者

焼
香
／
」
薫
香
〉。
供
了
、
行
者
、
経
聖
僧

龕
後
、
到
南
頬
板
頭
。
聖
僧
侍
者
、』
再
問

訊
合
掌
、
寄
槌
辺
去
複

子
、
而
問
訊
合

掌
、
当
面
問
訊
」
出
堂
、
就
侍
者
下
位
。
厨

能※

州
洞
谷
山
永
光
寺
行
事
次
序

　
　

日
中
行
事　

開
闢　

瑩
山　

紹
瑾　

記

辰
時
。
早
晨
喫
粥
之
法
、
開
静
以
後
、
大
衆

搭
袈
裟
、
且
」
待
魚
鼓
。
如
当
山
者
、
打
庫

前
雲
鈑
三
十
六
下
〈
且
慕
永
平
／
行
儀
、
是

建
」
仁
僧
正
／
行
儀
也
〉。
鈑
鳴
際
、
庫
下

備
浄
粥
等
於
台
板
上
、
望
僧
堂
」、
典
座
焼

香
九
拝
後
、
行
者
奉
送
浄
粥
。
魚
鼓
三
会
。

第
三
」
会
初
、
童
行
等
、
堂
前
門
限
外
立

列
、
望
聖
僧
深
問
訊
」
叉
手
。
参
頭
喝
云
、

不
審
。
衆
行
同
音
喝
云
、
不
審
。
引
声
喝
。」

又
問
訊
散
。
魚
鼓
響
罷
、
大
衆
不
許
入
堂
、

鈑
鳴
一
会
、
大
衆
下
」
鉢
。
聖
僧
侍
者
、
合

掌
入
堂
、
供
聖
僧
粥
〈
行
者
捧
盤
、
侍
／
者

焼
香
薫
香
〉』。
供
了
、
行
者
、
経
聖
僧
龕

後
、
到
南
頬
板
頭
。
聖
僧
侍
者
、」
再
問
訊

合
掌
、
寄
槌
辺
去
複

子
、
而
問
訊
合
掌
、

当
」
面
問
訊
出
堂
、
就
侍
者
下
位
。
厨
前
雲

能本
書
四
十
五
丁

州
洞
谷
山
永
光
寺
行
事
次
序
上
※

　

 

主洞
谷
二
百
三
十
世

光
椿
」

 

開
闢　

瑩
山　

紹
瑾　

記　

　
　

日
中
行
事

辰
ノ

時
。
早
辰

ニ
喫
粥

ノ
之
法

ハ
、
開
静
以
後
、

大
衆
搭

テ二

袈
裟

ヲ一

、
且

ク
待

テ二

」
魚
鼓

ヲ一

、
如

ン
ハ

二

当
山

ノ一

者
、
打

ル
コ
ト

二　

庫
前

ノ
雲
鈑

ヲ一

三
十
六
下

〈
且

ツ
慕

フ二

永
平

ノ
／
行
儀

ヲ一

。
是

レ
建
」
仁
僧

正
ノ

／
行
儀
也

リ
〉。
鈑

ノ
鳴
際

タ
、
庫
下

ニ
備

ヘ
テ

二

浄
粥
等
於

ヲ
台
板
上

ニ一

、
望

テレ

僧
堂

ニ
、」
典

座
焼
香
九
拝

シ
テ

後
ニ

、
行
者
奉

ルレ

送
二
浄
粥

ヲ一

。

魚
鼓

ハ
三
会

ナ
リ

。
第
三
」
会

ノ
初メ

ニ
、
童
行

等
、
堂
前

ノ
門
限

ノ
外

ニ
立
列

シ
テ

、
望

テ二

聖
僧

ニ一

深
問
訊
叉
」
手
。
参
頭
喝※

シ
テ

云
ク

、
不
審
。

衆
行ア

ン

同
音

ニ
喝※

シ
テ

云
ク

、
不
審
。
引

テレ

声
ヲ

喝ト
ナ

フ
。
又
」
問
訊

シ
テ

散
※ス

。
魚
鼓
響

キ

罷ヲ
ハ
リ

テ
、

大
衆
不
レ
許
二
入
堂

ス
ル
コ
ト
ヲ

一　
　
　

、
鈑
鳴

コ
ト

一
会

ニ
、

大
衆
』
下ヲ

ロ
スレ

鉢
ヲ

。
聖
僧
侍
者
、
合
掌

シ
テ

入

堂
シ
テ

、
供

ス二

聖
僧

ニ
粥

ヲ一〈
行
者
捧
レ
盤
、
侍
／

者
焼
香
薫
香
〉。」
供
了

テ
、
行
者
、
経ヘ

テ二

聖

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』（
永
和
二
年
書
写
）

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
（
明
応
一
〇
年
書
写
）

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
（
文
亀
三
年
書
写
）



一
四
五

前
雲
鼓
、
三
会
。
第
三
会
、
堂
前
小
鐘
子
」

鳴
、
住
持
入
堂
。
大
衆
下
床
問
訊
接
揖
。
主

人
不
赴
堂
時
、
大
衆
不
」
下
床
。
侍
者
入
主

人
棹
。
維
那
入
堂
、
白
槌
如
常
。
聞
展
鉢

槌
、
喝
食
」
童
行
入
堂
。
聖
僧
主
人
、
首
座

前
問
訊
罷
、
経
聖
僧
後
、
到
南
頬
」
板
頭
問

訊
、
待
首
座
施
食
呪
願
了
、
喝
食
如
常
。
遍

槌
後
、
童
行
」
入
堂
、
当
面
問
訊
叉
手
、
両

三
人
同
音
読
僧
堂
記
等
〈
或
諸
祖
／
法
語

等
〉。
読
」
了
、
問
訊
出
堂
。
粥
了
、
下
堂

槌
後
、
維
那
引
後
唄
、
処
世
界
梵
〈
是
永
平

儀
、
／
僧
正
旧
儀
也
〉」。
後
唄
後
、
鳴
放
参

鐘
三
下
、
主
人
出
、
浄
人
等
問
訊
。
侍
者
随

従
出
。」
知
事
者
、
待
首
座
等
出
、
問
訊
散
。

首
座
出
堂
時
、
浄
人
同
問
訊
。」
如
上
堂
牌

掛
者
、
不
放
参
。
如
施
主
斎
時
所
請
陞
堂

者
、
放
参
。』
如
粥
次
大
殿
及
諸
堂
諷
経
者
、

三
下
鐘
次
打
鐘
。
一
会
三
会
、
随
時
。」
如

遇
祝
聖
諷
経
者
、
雖
不
打
三
下
鐘
、
必
打
鐘

三
会
、
就
大
殿
諷
経
。」
粥
罷
、
大
衆
随
意

諸
堂
焼
香
。 

（
地
冊
五
一
〇
オ
～
一
一
オ
）

鼓
、
三
会
。
第
三
会
、
堂
」
前
小
鐘
子
鳴
、

住
持
入
堂
。
大
衆
下
牀
問
訊
接
揖
。
主
人
不

赴
堂
」
時
、
大
衆
不
下
牀
。
侍
者
入
主
人

卓
。
維
那
入
堂
、
白
槌
如
常
。」
聞
展
鉢
槌
、

喝
食
童
行
入
堂
。
聖
僧
主
人
、
首
座
前
」
問

訊
罷
、
経
聖
僧
後
、
到
南
頬
板
頭
問
訊
、
待

首
座
施
」
食
呪
願
了
、
喝
食
如
常
。
遍
槌

後
、
童
行
入
堂
、
当
面
問
訊
」
叉
手
、
両
三

人
同
音
読
僧
堂
記
等
〈
或
法
語
／
祖
訓
等
〉。

読
了
、
問
訊
出
」
堂
。
粥
了
、
下
堂
槌
後
、

維
那
引
後
唄
、
処
世
界
梵
〈
是
永
平
／
儀

也
、』
僧
正
旧
／
儀
云
々
〉。
後
唄
後
、
鳴
下

堂
鐘
三
下
、
主
人
出
、
浄
人
等
問
訊
。
侍
」

者
随
出
。
知
事
行
者
、
待
首
座
等
出
、
問
訊

散
。
首
座
出
」
堂
時
、
浄
人
同
問
訊
。
如
上

堂
牌
掛
者
、
不
放
参
。
如
施
主
」
斎
時
所
請

陞
堂
者
、
放
参
。
如
粥
次
大
殿
及
諸
堂

経
」
者
、
三
下
鐘
必※

鐘
。
一
会
三
会
、
随

時
。
如
遇
祝
聖
諷
経
者
、
雖
」
不
打
鐘
、
必

打
鐘
三
会
、
就
大
殿
諷
経
。
粥
罷
、
大
衆
随

意
」
諸
堂
焼
香
。」 

（
一
オ
～
二
オ
）

僧
ノ

龕
ノ

後
ヲ一

、
到
二
南
頬

ノ
板
頭

ニ一

。
聖
僧
侍

者
、
再

ヒ
」
問
訊
合
掌

シ
テ

、
寄
ニ
槌
辺

ニ一

、
去

ケ
テ

二

複

子
ヲ一

、
而
問
訊
合
掌

シ
テ

、
当
面

ニ
問
」

訊
シ
テ

出
堂

ス
。
就
二
侍
者

ノ
下
位

ニ一

。
厨
前

ノ
雲

鼓
、
三
会

ナ
リ

。
第
三
会

※ニ
、
堂
前

ノ
」
小
鍾

子
ヲ

鳴
シ
テ

、
住
持
入
堂

ス
。
大
衆
下

テレ

牀
ヲ

問

訊
シ
テ

接
二
揖
主
人

ヲ一

。
不
」
レ
赴
レ
堂
時
、
大

衆
不
レ
下
レ
牀
。
侍
者

ハ
入
主
人
棹

ス
。
維
那

ハ

入
堂

シ
テ

、
白
」
槌

シ
テ

如
レ
常
。
聞

テ二
展
鉢

ノ
槌

ヲ一

、
喝
食
童
行
入
堂

ス
。
聖
僧
主
人
、
首
座

ノ
」
前

ニ
問
訊

シ

罷ヲ
ハ
ツ

テ
、
経

テ二

聖
僧

ノ
後

ヲ一

到
テ二

南
頬

ノ
板
頭

ニ一

問
訊

シ
テ

、
待

テ二

首
座

※ノ
施
」
食

呪
願
了

テ
、
喝
食
如
レ
常
。
遍

テ二

槌
ノ

後
ヲ一

、
童

行
入
堂

シ
テ

、
当
面

ニ
問
訊
」
叉
手

シ
テ

、
両
三

人
同
音

ニ
読

ム二

僧
堂
記
等（

一
ヵ
）

ヲ〈
或

ハ
諸
祖

ノ
／
法

語
等

ナ
リ

〉。
読
了

テ
、
問
訊
』
出
堂
。
粥
了

テ
、
下
堂

ノ
槌

ノ
後

ニ
、
維
那
引

※ク二

後
唄

ヲ一

、
処

世
界
梵
〈
是

レ
永
／
平
儀
、」
僧
正
旧
／
儀

也
リ

〉。
後
唄
後

テ
、
鳴

コ
ト

二

放
参

ノ
鐘

ヲ一

三
下

ス
レ

ハ
、
主
人
出

ツ
。
浄
人
等
問
」
訊

ス
。
侍
者
随

出
ス

。
知
事
行
者
、
待

テ二

首
座
等

※ノ
出

ヲ一

、
問

訊
シ
テ

散
ス

。
首
座
」
出
堂

ノ
時
、
浄
人
同

ク
問



一
四
六

已
時
。　

早
辰
坐
禅
。
粥
罷
有
少
頃
、
維
那

※ 

能
州
洞
谷
山
永
光
寺
行
事
次
序
…
一
オ
上
欄
外
ニ

朱
印
「（
印
文
不
詳
）」
ア
リ
、「
行
事
次
序
」
ノ

下
ニ
朱
印
「
平
等
心
王
院
」
ア
リ
。

※ 

必
…
右
、「
ヒ
」（
抹
消
符
）、
上
欄
外
ニ
「
打
」

ア
リ
。

已
時
。
早
晨
坐
禅
。
粥
罷
有
少
頃
、
維
那
掛

訊
ス

。
如（

マ
マ
）

ハ二

上
堂

ノ
牌
掛

ル
カ

一

者
ハ

、
不
レ
放
参

セ
。

如
二
施
」
主
斎
時
所
レ
請
二
陞
堂

ヲ一

者
ハ

、
放
参

ス
。
如

（
マ
マ
）

下
レ
粥

ノ
次

ニ
大
殿
及

ヒ
諸
堂
諷
」
経

ス
ル
カ

上　

者
ハ

、
三
下

ノ
鐘

ノ
次

ニ
打

コ
ト

レ

鐘
ヲ

一
会
三
会
、

随
レ
時

ニ
。
如
レ
遇

カ二

祝
聖
諷
」
経

ニ一

者
、
雖
レ

不
レ
打
二
三
下
鐘

ヲ一

、
必

ス
打

コ
ト

レ

鐘
三
会
。
就
二

大
殿（

一
ヵ
）

ニ
諷
経
。
粥
」
罷

テ
、
大
衆
随
意
諸
堂

※ノ

焼
香

セ
ヨ

。」 

（
一
オ
～
二
オ
）

※
主
光
椿
…
文
字
上
ニ
朱
印
「
光
椿
」
ア
リ
。

※ 

喝
シ
テ

（
二
箇
所
）
…
右
上
ニ
○
ヲ
付
シ
、
上
欄
外

ニ
「
唱ト

ナ
ヘ
テ

云
ク

」
イ
ニ
」
ト
ア
リ
。

※
ス
…
「
ル
」
ノ
上
ニ
記
シ
テ
訂
正
ス
。

※
ニ
…
「
ス
」
ノ
上
ニ
記
シ
テ
訂
正
ス
。

※
ノ
…
「
ヲ
」
ノ
上
ニ
記
シ
テ
訂
正
ス
。

※
ク
…
「
テ
」
ノ
上
ニ
記
シ
テ
訂
正
ス
。

※
ノ
…
「
ヲ
」
ノ
上
ニ
記
シ
テ
訂
正
ス
。

※
ノ
…
「
ニ
」
ノ
上
ニ
記
シ
テ
訂
正
ス
。

已
ノ

時
。
早
辰

ニ
坐
禅
。
粥
罷

ヲ
ハ
ツ
テ

有
テ二

少
頃
一
、

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
四
七

掛
坐
禅
牌
於
堂
」
前
。
已
始
、
堂
司
供
司
童

行
等
、
先
報
首
座
、
寮
前
打
板
長
打
三
」
下

〈
大
悲
呪
三
遍
／
諷
誦
程
間
也
〉。
三
下
間
、

大
衆
皆
入
堂
、
面
壁
打
坐
。
三
下
後
、
又

稟
」
首
座
、
而
打
首
座
寮
前
板
三
下
、
首
座

入
堂
焼
香
、
巡
堂
一
匝
、
検
」
点
諸
衆
入
堂

也
。
打
庫
前
板
者
、
寮
前
長
打
板
三
下
後

也
。
東
」
廊
山
門
西
廊
諸
寮
前
板
者
、
衆
寮

前
板
鳴
之
前
也
。
方
丈
前
」
板
者
、
首
座
寮

前
板
鳴
之
後
也
。
坐
禅
中
、
香
長
短
及
始
終

者
、」
聖
僧
侍
者
之
所
管
也
。
凡
坐
禅
者
、

首
座
之
管
領
也
。
已
香
欲
』
了
時
、
聖
僧
侍

者
、
問
訊
首
座
。
是
稟
放
禅
也
。
即
庫
前
雲

板
」
三
下
鳴
、
是
称
火
板
。
是
坐
禅
罷
也
。

主
人
首
座
大
衆
、
同
時
合
」
掌
、
着
襪
下

床
、
而
待
斎
時
也
。
火
板
鳴
、
従
庫
下
諸
寮

前
、
遶
寺
」
振
火
鈴
也
。」 （
地
冊
一
一
オ
～
ウ
）

坐
禅
牌
於
」
堂
前
。
已
始
、
堂
司
供
司
童
行

等
、
先
報
首
座
、
寮
前
打
鈑
」
長
打
三
下

〈
一
打
間
、
大
悲
呪
三
反
／
諷
誦
裡
也
。
如

此
三
下
〉。
三
下
間
、
大
衆
皆
入
堂
、
面
壁

打
坐
。』
三
下
後
、
又
稟
首
座
而
打
首
座
寮

前
鈑
三
下
、
首
座
」
入
堂
焼
香
、
巡
堂
一

匝
、
𢮦
点
諸
衆
入
堂
也
。
打
庫
前
鈑
者
、」

寮
前
長
打
鈑
三
下
後
也
。
東
廊
山
門
西
廊
諸

寮
前
鈑
」
者
、
衆
寮
前
鈑
鳴
之
前
。
方
丈
前

鈑
者
、
首
座
寮
前
鈑
」
之
後
也
。
坐
禅
中
、

香
長
短
及
始
終
者
、
聖
僧
侍
者
之
所
管
」

也
。
凡
坐
禅
者
、
首
座
管
領
也
。
已
香
欲
了

時
、
聖
僧
侍
者
、」
問
訊
首
座
。
是
稟
放
禅

也
。
即
庫
禅ヒ

前
雲
鈑
三
下
、
聖
僧
」
侍
者
鳴

之
、
是
称
火
鈑
。
是
坐
禅
罷
也
。
主
人
首
座

大
衆
、
同
」
時
合
掌
、
著
襪
下
床
、
而
待
斎

時
也
。
火
鈑
鳴
、
従
庫
下
諸
」
寮
前
、
遶
寺

振
火
鈴
也
』 

（
ニ
オ
～
ウ
）

維
那
掛
二
坐
禅

ノ
牌

ヲ
於
堂
」
前

ニ一

。
已ミ

始
メ
ニ

、

堂
司
供
司
童
行
等
、
先

ツ
報

シ
テ

二

首
座

ニ一

寮
前

ノ

打
コ
ト

レ

鈑
長
』
打
三
下

ス
〈
一
打

ノ
間
、
大
悲

呪
三
遍
／
諷
誦
程
也
。
始※

此
三
下
〉。
三
下

ノ
間
、
大
衆
皆
入
堂

シ
テ

、」
面
壁
打
坐

ス
。
三

下
ノ

後
、
又
禀ウ

ケ
テ

二
首
座

ヲ一

而
打

コ
ト

二

首
座
寮

ノ
前

ノ
版

ヲ一
三
」
下

ス
レ
ハ

、
首
座
入
堂
焼
香

シ
テ

、
巡

堂
一
匝

シ
テ

、
検
二
点

ス
諸
衆

ノ
入
堂
也

リ
。
打

二
」
庫
前

ノ
版

ヲ一

者
ハ

、
寮
前
長
打

ノ
版
三
下

ノ

後
也

リ
。
東
廊
山
門
西
廊
」
諸
寮

ノ
前

ノ
版
者

ハ
、
衆
寮

ノ
前

ノ
版（

マ
マ
）

ヲ
鳴

スレ
之
前へ

也
リ

。
方
丈

ノ
前

ノ

版
ハ

者
首
」
庫※

寮
ノ

前
ノ

版
鳴

ス
ノ

レ

之
ヲ

後
也

リ
。

坐
禅
中
、
香

ノ
長
短
及

ヒ
始
終
者
、
聖
」
僧

侍
者

ノ
之
所
管
也

リ
。
凡

ソ
坐
禅
者

ハ
、
首
座

ノ

之
管
領
也

リ
。
已ミ

ノ
香
」
欲

※ルレ

了
ン
ト

※

時
、
聖
僧

侍
者
、
問
二
訊

ス
首
座

ニ一
。
是

レ
稟ウ

ク
ル

二

放
禅

ヲ一
也
。

即
庫
前

ノ
」
雲
版
三
下
鳴

ス
、
是

レ
ヲ

称
二
火コ

版ハ
ン

ト一

。
※

是
レ

坐
禅

ノ
罷

リ
也
。
主
人
首
座
大
」
衆
、

同
時

ニ
合
掌

シ
テ

、
著
襪

シ
テ

下
テレ

牀
ヲ

而
待

ツ二

斎

時
ヲ一

也
。
火
版
鳴

テ
、
従

ヨ
リ

二

庫
』
下
一
諸
寮
前

ヘ
、
遶

テレ
寺

ヲ
振

ルレ
火
鈴

ヲ
也
」 

（
二
オ
～
三
オ
）



一
四
八

午
時
。　

斎
時
也
。
火
鈑
鳴
後
、
火
鈴
遶
寺

之
後
、
庫
前
鼓
三
下
、
報
」
斎
時
也
。
次
鳴

大
鐘
十
八
声
、
是
称
斎
鐘
。
此
際
就
大
殿
、

誦
尊
勝
」
陀
羅
尼
七
遍
、
是
曰
日
中
。
諷
誦

了
後
、
大
衆
入
堂
。
庫
前
板
長
打
」
三
十

六
、
庫
前
台
盤（

弁
ヵ
）

幷
供
物
、
望
僧
堂
、
典
座
焼

香
九
拝
。
〻
間
、」
諸
行
両
行
立
列
。
拝
了

後
、
奉
送
供
物
於
僧
堂
前
。
仏
聖
供
物
、

同
」
供
諸
尊
也
。
殿
主
供
仏
供
。
薫
香
供

養
、
各
礼
三
拝
。
土
地
前
唯
焼
」
香
而
已
。

三
十
六
及
魚
鼓
間
、
堂
内
堂
外
諸
衆
、
集
来

堂
外
、
両
班
』
各
望
聖
僧
、
問
訊
着
座
。
魚

鼓
第
三
会
初
、
首
座
入
堂
、
問
訊
」
聖
僧
着

座
。
従
前
門
南
頬
入
也
。
魚
鼓
後
、
雲
板
長

午
時
。
斎
時
也
。
火
鈴鈑

鳴
後
、
火
鈴
遶
寺

後
、
庫
前
鼓
三
下
、」
報
斎
時
也
。
次
鳴
大

鐘
十
八
声
、
是
称
斎
鐘
。
此
間
就
」
大
殿
、

誦
尊
勝
陀
羅（

マ
マ
）七

反
、
是
云
日
中
。
諷
誦
了

後
、
大
衆
」
入
堂
。
庫
前
鈑
長
打
三
十
六
、

庫
前
台
盤
弁
供
物
、
望
」
僧
堂
、
典
座
焼
香

九
拝
間
、
諸
行
両
行
立
列
。
拝
了
後
、
奉

送
」
供
物
於
僧
堂
前
。
仏
餉
供
物
、
同
供
諸

尊
也
。
殿
主
供
仏
供
。」
物
於○

僧○

堂○

前○

、

仏○

餉○

供○

物○

薫
香
供
養
、
各
礼
三
拝
。
土
地

前
」
唯
焼
香
而
已
。
三
十
六
及
魚
鼓
間
、
堂

内
堂
外
諸
衆
、
集
来
堂
外
、」
諸
衆
両
班
各

望
聖
僧
、
問
訊
著
座
。
魚
鼓
第
三
会
初
、
首

座
」
入
堂
、
問
訊
聖
僧
著
座
。
従
前
門
南
頬

※
始
…
右
、「（

抹
消
符
）

ヒ
」、
上
欄
外
ニ
「
如
」
ア
リ
。

※
庫
…
右
、「（

抹
消
符
）

ヒ
」、
上
欄
外
ニ
「
座
」
ア
リ
。

※
ル
…
「
ン
ト
」
ノ
上
ニ
記
シ
テ
訂
正
ス
。

※
ン
ト
…
「
ル
」
ノ
上
ニ
記
シ
テ
訂
正
ス
。

※
ト
…
「
ヲ
」
ヲ
抹
消
シ
テ
訂
正
ス
。

午
ノ

時
。
斎
時
也

リ
。
火
版
鳴

テ
後

チ
、
火
鈴

遶
テレ

寺
ヲ

後
、
庫
前

ノ
鼓
三
下
、」
報

ス
斎
時

ヲ一

也
。
次

ニ
鳴

ス
コ
ト

二

大
鐘

ヲ一

十
八
声
、
是

レ
ヲ

称
ス二

斎
鐘

ト一

。
此

ノ
間
就

テ二

大
」
殿（

ニ
ヵ
）

テ
、
誦

コ
ト

二

尊
勝

陀
羅
尼

ヲ一

七
遍

セ
ヨ

、
是

レ
ヲ

云
フ二

日
中

ト一

。
諷
誦

シ
了
後
、
大
衆
」
入
堂
。
庫
前

ノ
版
長
打
三

十
六
、
庫
前

ノ
台
盤

ニ
弁

※ヘ
テ

二

供
物

ヲ一

、
望

テ二

僧
」

堂
ニ一

、
典
座
焼
香
九
拝

ノ
間

ニ
、
諸
行ア

ン

両
行
立

列
ス

。
拝
了

テ
後
、
奉
レ
送
二
」
供
物

ヲ
於
僧
堂

前
ニ一

。
仏
聖

ノ
供
物
、
同

ク
供

ル二

諸
尊

ニ一

也
。
殿

主
供

シ
テ

二

仏
」
供

ヲ一

、
薫

シ
テ

レ

香
ニ

供
養

ス
。
各〱

礼
コ
ト

三
拝
。
土
地

ノ
前

ハ
唯タ

ヽ

焼
香
而ノ

ミ已
ナ
リ

。

三
十
」
六
及

フ二

魚
鼓

ノ一

間
、
堂
内
堂
外

ノ
諸

衆
、
集
二
来

シ
テ

堂
外

ニ一

、
諸
衆
両
班
」
各〱
望

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
四
九

打
一
会
、
大
衆
」
下
鉢
。
次
庫
前
雲
鼓
三

会
。
第
三
会
、
堂
前
小
鐘
合
鳴
。
報
主
人
」

入
堂
也
。
堂
内
堂
外
大
衆
、
一
時
下
床
、
接

揖
主
人
問
訊
。
主
人
当
面
」
問
訊
、
向
椅
問

訊
、
順
転
而
与
首
座
揖
、
問
訊
而
着
椅
。
首

座
、
与
」
大
衆
揖
問
訊
、
各
上
床
収
鞋
坐

定
。
維
那
入
堂
、
白
槌
等
如
例
。」
已
下
、

如
粥
時
儀
。
凡
粥
罷
斎
罷
、
寮
中
衆
帰
寮
、

問
訊
喫
茶
。」 

（
地
冊
一
一
ウ
～
一
二
オ
）

未
時
。　

若
方
丈
前
板
鳴
三
会
、
知
有
法
益
、

或
随
意
赴
参
、
或
一
衆
」
赴
参
。
或
衩
衣
、

或
掛
子
、
随
人
意
。
随
意
不
審
、
虚
心
聴

入
也
。
魚
鼓
後
、
雲（

鈑
ヵ
）

飯
長
』
打
一
会
、
大
衆

下
鉢
。
次
庫
前
雲
鼓
三
会
。
第
三
会
、
堂

前
」
小
鐘
合
鳴
。
報
主
人
入
堂
也
。
堂
内
堂

外
大
衆
、
一
時
下
座
、」
接
揖
主
人
問
訊
。

主
人
当
面
問
訊
、
向
椅
問
訊
、
順
転
而
」
与

首
座
揖
、
問
訊
而
着
椅
。
首
座
、
与
大
衆
揖

問
訊
、
各
上
」
牀
収
鞵
坐
定
。
維
那
入
堂
、

白
槌
如
例
。
已
下
、
如
粥
時
儀
。
凡
」
粥
罷

斎
罷
、
寮
中
衆
帰
寮
、
問
訊
喫
茶
。」

 

（
三
オ
～
ウ
）

未
時
。
若
丈
前
版
鳴
三
会
、
知
有
法
益
、
或

随
意
赴
参
、」
或
一
衆
趣
参
。
或
衩
衣
、
或

掛
裸
、
随
意
不
審
、
虚
心
聴
法
。」
諸
経
諸

テ二

聖
僧

ニ一

、
問
訊

シ
テ

著
座

ス
。
魚
鼓
第
三
会

ノ

初
メ
ニ

、
首
座
入
堂

シ
テ

、
問
』
訊
聖
僧
著
座

ス
。
従（

二
ヵ
）
レ
前
門

ノ
南
頬
一
入

ル
也

リ
。
魚
鼓

ノ
後
、

雲
版
長
打
」
一
会
、
大
衆
下
レ
鉢

ヲ
。
次

ニ
庫

前
ノ

雲
鼓
三
会

ナ
リ

。
第
三
会

ニ
、
堂
前

ノ
小
」

鐘
合

セ
鳴

ス
。
報

ス
ル

二

主
人

ノ
入
堂

ヲ一

也
。
堂
内

堂
外

ノ
大
衆
、
一
時

ニ
下

ヲレ

床
ヲ

、」
接
二
揖

シ
テ

主
人

ヲ一

問
訊

ス
。
主
人
当
面

ニ
問
訊

シ
テ

、
向

テレ

椅
ニ

問
訊

シ
テ

、
順
転

シ
テ

而
」
与

トレ
首
座
揖

シ
テ

、

問
訊

シ
テ

而
著
椅
。
首
座
与
レ
大
衆
揖

シ
テ

問
訊

シ
テ

、
各〱
上

ル
」
レ
牀

ニ
収

メ
テ

レ

鞵ア
イ

ヲ
坐
定

ス
。
維

那
入
堂
、
白
槌
等
如
レ
例

ノ
。ク

ツ已
下

ハ
如

ン
ハ

二

粥

ノ
時

ノ
」
儀
几

ノ一

、
粥
罷
斎
罷
、
寮
中
衆
帰

テレ

寮
ニ

問
訊

シ
テ

喫
茶
。」 

（
三
オ
～
ウ
）

※
ヘ
テ
―
「
ス
」
ヲ
抹
消
シ
テ
訂
正
ス
。

未
ノ

時
。
若

ハ
丈
前

ノ
版
鳴

コ
ト

三
会

セ
ハ

、
知

ヌレ

有
コ
ト
ヲ

二

法
益
一
、
或

ハ
随
レ
意
赴

クレ

参（
マ
マ
）

ニシ

。
或

ハ
」

一
衆
赴
レ
参
。
或

ハ
衩
衣
、
或

ハ
掛
子
、
随
レ



一
五
〇

法
。
諸
経
諸
」
録
、
随
衆
望
。
集
時
、
各
問

訊
、
散
時
、
普
同
問
訊
。
如
無
急
要
者
、
輒

勿
」
起
座
。
不
可
雑
談
。』 （
地
冊
一
二
オ
～
ウ
）

申
時
。　

晡
時
。
従
申
香
半
、
至
酉
香
半
、

諸
寮
打
板
三
下
、
衩
衣
着
」
韈
入
堂
、
面
壁

打
坐
。
是
時
出
蒲
団
後
、
至
□明

 
日□

斎
罷
不イ

収

之
、
是
」
常
儀
也
。　

禅
林
公
用
」

 

（
地
冊
一
二
ウ
）

酉
時
。　

放
参
。
時
至
、
聖
僧
侍
者
、
問
訊

而
報
首
座
、
〻
〻
出
堂
。
或
首
」
座
寮
前
、

或
衆
寮
前
、
打
板
三
下
。
若
堂
外
諸
衆
、
及

打
坐
諸
衆
、」
着
韈
、
打
袈
裟
出
摺
単
、
向

床
縁
坐
。
童
行
上
方
丈
、
稟
云
、
掛
放
」
参

牌
。
主
人
報
云
、
放
参
。
童
行
問
訊
、
而
下

録
、
随
衆
望
。
集
時
、
各
問
訊
、
散
時
、
普

同
問
訊
。」
如
無
急
要
者
、
輒
勿
起
座
。
不

可
雑
談
。』　 

（
三
ウ
～
四
オ
）

申
時
。
晡
時
。
従
申
香
半
、
至
酉
香
半
、
諸

寮
打
鈑
三
下
、
衩
」
衣
着
襪
入
堂
、
面
壁
打

坐
。
是
時
出
蒲
団
後
、
至
明
日
斎
」
罷
収

之
、
是
常
儀
也
。」 

（
四
オ
）

酉
時
。
放
参
。
時
至
、
聖
僧
侍
者
、
問
訊
而

報
首
座
、
首
座
出
」
堂
。
或
首
座
寮
前
、
或

⃝
寮
衆上

前
、
版
打
三
下
。
若
堂
外
諸
衆
、」

及
打
坐
諸
衆
、
著
襪
、
打
袈
裟
出
摺
単
、
向

牀
縁
坐
。
童
行
上
」
方
丈
、
稟
云
、
掛
放
参

牌
⃝
。
主※

人
報
云
、
放
参
。
童
行
問
訊
、
而

人
ノ

意
ニ

。
随
意

ニ
不
審

シ
テ

、
虚
心
」
聴
法

ス
。

諸
経
諸
録
、
随

テ二

衆
ノ

望
ニ一

。
集

ル
時
、
各〱
問

訊
シ
テ

、
散

ル
時

キ
、
普
同
問
』
訊
。
如

ン
ハ

レ

無
カ二

急
要
一
者
、
輒*

ニ
勿
レ
起

クレ
座

ニ
。
不
レ
可
二
雑
談

ス一

。」 

（
三
ウ
～
四
オ
）

※
輒
…
右
、「
ス
ミ
ヤ
カ
ニ
」
後
筆
ア
リ
。

申
ノ

時
。
晡
時
。
従

リ二

申ル
ノ

香
ノ

半
ハ一

、
至

マ
テ

二

酉

ノ
香

ノ
半

ニ一

、
諸
寮

ノ
打

コ
ト

レ

版
三
下
、
衩
」
衣 

ニ
シ
テ

著
レ
襪
入
堂
、
面
壁
打
坐
。
是

ノ
時
出

シ
テ

二

蒲
団

ヲ一

後
、
至

テ二

明
日

ノ
斎
」
罷

ニ一

収
ムレ

之
、
是

レ
常

ノ
儀
也

ナ
リ

。」 

（
四
オ
）

酉
ノ

時
。
放
参
。
時
至

レ
ハ

、
聖
僧
侍
者
、
問

訊
シ
テ

而
報
レ
首
座

ニ
、
首
座
出
」
堂
。
或

ハ
首

座
寮

ノ
前
、
或

ハ
衆
寮

ノ
前
、
打
レ
版
三
下
。

著※
ン
ハ

二

堂
外

ノ
諸
衆
、」
及

ヒ
打
坐

ノ
諸
衆
、
著
レ

襪
、
打
袈
裟
出
レ

摺
単

ヲ
、
向

テレ

牀
縁

ニ
坐

ス
ル
カ

上　

。
童
行
」
上

テ二

方
丈

二一

、
稟

テ
云

※

ク
、
掛

ン
ト

二

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
五
一

堂
前
、
掛
放
参
牌
、
上
暖
」
簾
等
。
首
座
入

堂
、
焼
香
巡
堂
、
而
同
向
床
縁
坐
。
童
行
入

堂
、
当
面
」
問
訊
了
、
又
問
訊
首
座
。
叉
手

云
、
和
尚
放
参
。
首
座
黙
許
。
童
行
問
」

訊
、
経
過
龕
後
、
到
当
面
、
深
問
訊
叉
手
、

引
声
喝
云
、
放
参
。
又
問
訊
」
出
堂
前
、
鳴

小
鐘
三
下
、
是
云
放
参
。
大
衆
同
時
下
床

揖
、
問
訊
』
云
、
珍
重
。
粥
罷
、
衆
寮
問
訊

次
云
、
和
尚
放
参
。
次
大
殿
諷
経
在
者
、」

打
鐘
一
会
、
或
三
会
。
随
主
人
意
。
□或

楞
厳

呪
〈
長
日
〉、
或
大
悲
呪
、
消
災
」
呪
。
夏

中
、
其
後
帰
寮
問
訊
。
参
後
参
前
、
詣
諸

寮
、
必
搭
袈
裟
。」
是
常
儀
也
。
或
為
請
暇

参
禅
白
事
、
方
丈
及
諸
寮
首
座
、
幷
首
」
座

等
寮
者
、
不
拘
時
候
、
必
搭
袈
裟
也
。」

 

（
地
冊
一
二
ウ
～
一
三
オ
）

下
堂
前
、
掛
放
参
牌
、
上
暖
簾
等
。
首
座
入

堂
、
焼
香
巡
堂
、」
巡
堂
而
同
向
床
縁
坐
。

童
行
入
堂
、
当
面
問
訊
了
、
又
問
訊
首
」

座
。
叉
手
云
、
和
尚
放
参
。
首
座
黙
許
。
童

行
問
訊
、
経
過
龕
後
、」
到
当
面
、
深
問
訊

叉
手
、
引
声
唱
云
、
放
参
。
又
問
訊
出
堂
』

堂
前
、
鳴
小
鐘
三
下
、
是
云
放
参
。
大
衆
同

時
下
床
揖
、
問
訊
」
云
、
珍
重
。
粥
罷
、
衆

寮
問
訊
次
云
、
和
尚
放
参
。
次
大
殿
諷
」
経

在
者
、
打
鐘
一
会
、
或
三
会
。
随
主
人
意
。

或
楞
厳
呪
、
長
」
日
、
或
大
悲
呪
、
消
災

呪
。
夏
中
、
其
後
帰
寮
問
訊
。
参
後
参
」

前
、
詣
諸
寮
、
必
搭
袈
裟
。
是
常
儀
也
。
或

為
請
暇
参
暇
参
禅
白
」
事
、
方
丈
及
諸
寮
首

座
等
寮
者
、
不
拘
時
候
、
必
搭
袈
裟
也
。」

 

（
四
オ
～
四
ウ
）

※ 

主
人
報
云
～
掛
放
参
牌
…
別
筆
ニ
テ
行
間
ニ
補
筆

ス
、「
牌
」
ノ
下
、「
イ
」
ア
リ
。

放
参

ノ
牌

ヲ一

。
主
人

ニ
報

シ
テ

云
ク

、
放
参

ト
。
童

行
問
訊

シ
テ

、」
而
下
レ
堂
前

ニ一

、
掛

ケ二

放
参

ノ
牌

ヲ一

、
上ア

ク二

暖
簾
等

ヲ一

。
首
座
入
堂
、
焼
香
巡
」

堂
シ
テ

、
而
同
向

テレ

牀
縁

ニ
坐

ス
。
童
行
入
堂
、

当
面

ニ
問
訊

シ
了

テ
、
又
問
訊

シ
テ

』
首
座

ニ一

、

叉
手

シ
テ

云
ク

、
和
尚
放
参

ト
。
首
座
黙
許

ス
。

童
行
問
訊

シ
テ

、
経ヘ
二
過ス

キ
テ

」
龕

ノ
後

ヲ一

、
到
二
当

面
ニ一

、
深
問
訊
叉
手

シ
テ

、
引

テレ

声
ヲ

唱
テ

云
ク

、

放
参

ト
。
又
問
訊

シ
テ

」
出

テ二

当※

前
ヲ一

、
鳴

コ
ト

二

小

鐘
ヲ一

三
下
、
是

レ
ヲ

云
二
放
参

ト一

。
大
衆
同
時

ニ

下
レ
床

ヲ
揖

シ
テ

、」
問
訊

シ
テ

云
ク

、
珍
重

ト
。

粥
罷
、
衆
寮

ニ
問
訊

シ
テ

次
テ
ニ

云
ク

、
和
南
放

参
ト

。
次

ニ
大
」
殿
諷
経
在ア

レ

者
ハ

、
打
鐘
一

会
、
或

ハ
三
会
。
随

フ二

主
人

ノ
意

ニ一

。
或

ハ
楞

厳
」
呪
、
長
日

ナ
ラ
ハ

、
或

ハ
大
悲
呪
、
消
災

呪
。
夏
中

ハ
、
其

ノ
後
帰
寮
問
訊

シ
テ

、
参
」

後
参
前

ハ
、
詣

セ
ハ

二

諸
寮

ニ一

、
必

ス
搭
レ
袈
裟

ヲ
。

是
レ

常
ノ

儀
也ナ

リ

。
或

ハ
為

ニ二

請
暇
参
」
暇

ノ
参
禅

白
事

ノ一

、
方
丈
及

ヒ
諸
寮
首
座
等
寮

ハ
者
、
不

レ
拘

ハ二
時
候

ニ一
、」必

ス
搭

クレ
袈
娑※

ヲ
也
。（
四
オ
～
ウ
）

※
著
…
右
、「（

抹
消
符
）

ヒ
」、
上
欄
外
ニ
「
若
」
ア
リ
。



一
五
二

戌
時
。　

蟻
腰
尚
見
時
。
衆
寮
前
板
、
鳴
者

〈
三
下
〉、
衆
僧
搭
袈
裟
、」
入
堂
各
着
被
位
、

面
壁
打
坐
、
如
早
辰
。
聞
板
鳴
、
寮
主
打

併
、
衆
僧
行
」
履
、
而
待
明
且
。
打
鐘
行
者

〈
古
多
者
／
沙
弥
主
之
〉、
浄
口
手
、
而
到
鐘

楼
、
焼
香
合
掌
」
鳴
曰
、
三
塗
八
難
、
息
苦

停
酸
、
十
方
法
界
、
聞
声
悟
道
。
然
後
打
」

鐘
。
緩
十
八
声
、
緊
十
八
声
、
為
一
会
。
又

緩
十
八
声
、
緊
十
八
声
、
為
二
」
会
。
初
会

間
、
大
衆
入
堂
。
二
会
終
、
首
座
入
堂
、
焼

香
巡
堂
。
三
会
』
如
前
。
三
会
終
、
主
人
入

堂
、
焼
香
巡
堂
、
如
早
辰
。
三
会
終
後
、
庫

前
」
打
鼓
三
会
。
先
以
鼓
槌
擬
鼓
唇
三
下
、

□後

以
左
□槌

小
打
、
以
右
槌
」
大
打
。
緩
声
三

打
、
又
以
左
槌
小
打
、
以
右
槌
連
打
、
如
此

戌
時
。
蟻
腰
尚
見
時
。
衆
寮
前
版
、
鳴
者
三

下
、
衆
僧
搭
袈
」
裟
、
入
堂
各
著
被
位
、
面

壁
打
坐
、
如
早
晨
。
聞
版
鳴
、
寮
主
」
打

併
、
衆
僧
行
履
、
而
待
明
且
。
打
鐘
行
者

〈
古
多
者
沙
／
弥
主
之
也
〉、
浄
口
手
、」
而

到
鐘
楼
、
焼
香
合
掌
唱
之
、
三
塗
八
難
、
息

口
停
酸
、
十
方
』
世
界
、
聞
声
悟
道
。
然
後

打
鐘
。
緩
十
八
声
、
緊
十
八
声
、
為
」
一

会
。
又
緩
十
八
声
、
緊
十
八
声
、
為
二
会
。

初
会
間
、
大
衆
」
入
堂
。
二
会
終
、
首
座
入

堂
、
焼
香
巡
堂
。
三
会
如
前
。
三
会
」
終
、

主
人
入
堂
、
焼
香
巡
堂
、
如
早
晨
。
三
会
終

後
、
庫
前
打
鼓
」
三
会
。
先
以
鼓
槌
擬
鼓
唇

三
下
、
後
以
左
槌
小
打
、
以
右
槌
大
」
打
、

緩
声
三
打
、
又
以
左
槌
小
打
、
以
右
槌
連

※
テ
…
「
ヲ
」
ヲ
抹
消
シ
テ
訂
正
ス
。

※ 

当
…
右
ニ
「
○
」
ヲ
付
シ
、
上
欄
外
ニ
「
堂
左
」

ア
リ
。

※
娑
…
右
、「（

抹
消
符
）

ヒ
」、
上
欄
外
ニ
「
裟
」
ア
リ
。

戌
ノ

時
。
蟻
腰
尚
見

ユ
ル

時
ナ
リ

。
衆
寮

ノ
前

ノ

版
、
鳴

ル
コ
ト

者
ハ

三
下
、
衆
僧
搭

ケ二

袈
』
娑※

ヲ一

、

入
堂
各〱
著

テ二

被
位

ニ一

、
面
壁
打
坐

ス
。
如

シ
ハ

三

早
辰

ノ
聞

ク
カ

二レ

版
ノ

鳴
ヲ一

、
寮
主
」
打
併ヒ

ン
シ

、
衆

僧
行
履

シ
テ

、
而
待

ツ二

明
且

ノ
打
鐘

ヲ一

。
行
者

〈
古ヘ

多
ク
ハ

者
ハ

沙
／
弥
主

ルレ

之
也
〉、
浄キ

ヨ
メ
テ

二

」

口
手

ヲ一

、
而
到

テ二

鐘
楼

ニ一

、
焼
香
合
掌

シ
テ

唱
テ

云
ク

、
三
塗
八
難
、
息
苦
停
」
酸
、
十
方
世

界
、
聞
鐘
悟
道

ト
。
然

シ
テ

後
チ

打
鐘
。
緩ユ

ル
ク

十

八
声
、
緊

ク
十
」
八
声

ヲ
為
レ
一
会

ト
、
又
緩

ク

十
八
声
、
緊

ク
十
八
声

ヲ
為
二
二
会

ト一

。
初
会

ノ
」
間
、
大
衆
入
堂
。
二
会

ノ
終

ニ
、
首
座
入

堂
、
焼
香
巡
堂
。
三
会（

モ
ヵ
）

ニ
如
」
レ
前
。
三
会

ノ

終
ニ

、
主
人
入
堂
、
焼
香
巡
堂
、
如

シレ

早
辰

ノ
。
三
会
終

テ
後
、」
庫
前

ノ
打

コ
ト

レ

鼓
三
会
。

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
五
三

三
打
後
、」
自
緩
至
緊
為
一
会
。
三
会
如
前
、

又
擬
鼓
唇
三
下
一
打
、
名
為
一
更
、」
打
板

為
一
点
。
初
更
、
必
三
打
。
次
、
戌
半
時
計

欲
過
時
、
先
打
一
更
」
三
点
。
三
遍
後
、
鳴

大
鐘
十
八
声
、
是
称
定
鐘
。
是
時
、
主
人
出

堂
。
首
」
座
面
壁
、
畳
袈
裟
、
曩
被
巾
、
安

函
櫃
上
。
披
被
、
着
用
随
意
。
聖
僧
」
侍

者
、
下
聖
前
等
灯
籠
。
大
衆
随
意
出
堂
、
或

打
坐
任
意
。
戌
終
、」
一
更
四
点
、
一
更
五

点
打
之
。 

（
地
冊
一
三
オ
～
ウ
）

打
。
如
此
三
打
後
、」
自
緩
至
緊
為
一
会
。

三
会
如
前
、
又
擬
鼓
唇
三
下
打
鼓
」
一
打
、

為
一
更
、
打
鈑
一
打
為
一
点
。
初
更
、
必
三

打
。
次
戌
半
」
時
計
欲
過
時
、
先
打
一
更
三

点
。
三
遍
後
、
鳴
大
鐘
十
」
八
声
、
是
称
定

鐘
。
是
時
、
主
人
出
堂
。
首
座
面
壁
、
畳
』

袈
裟
、
裹
被
巾
、
安
函
櫃
上
。
披
被
、
着
用

随
意
。
聖
僧
侍
」
者
、
下
聖
前
等
灯
籠
。
大

衆
随
意
出
堂
、
或
打
坐
任
意
。」
戌
終
、
一

更
四
点
、
一
更
五
点
打
之
。」 

（
四
ウ
～
五
ウ
）

先
ツ

以
レ
鼓
槌

ヲ
擬
レ
鼓
唇
三
下

ノ
後
、
以
レ
左

槌
」
小
打

シ
、
以
レ
右
槌

ヲ
大
打

ス
ル
コ
ト

緩
声

ニ

三
打
、
又
以
レ
左
槌

ヲ
小
打

シ
、
以
レ
右
」
槌

ヲ

連
打
。
如
レ
此
三
打

シ
テ

後
、
自
レ
緩
至

ル
ヲ

レ

緊

為
レ
一
会

ト
。
三
会
如
レ
前
、』
又
擬
二
鼓
唇
一

三
下

シ
テ

一
打

ス
ル
ヲ

、
名

ケ
テ

為
スレ

一
更

ト
、
打

コ
ト
ヲ

レ

版
ヲ

為
二
一
点

ト一

。
初
更
、」
必

ス
三
打
。

■（
マ
マ
）次

ニ
戌

ノ
半
時
計（

マ
マ
）

ニ
欲

ルレ

過
ン
ト

時
キ

、
先

ツ
打

二
一
更

ノ
三
点

ヲ一

。
三
」
遍

シ
テ

後
ニ

、
鳴

コ
ト

二

大

鐘
一
十
八
声
、
是

レ
ヲ

称
ス二

定
鐘

ト一

。
是

ノ
時
、

主
人
出
堂

ス
。
首
」
座
面
壁
、
畳

テ二

袈
裟

ヲ一

裹

テレ

被
巾

ニ一

、
安
二
函ア

ン

櫃キ
ノ

上
ニ一

。
披

テレ

被
ヲ

、
著
用

ス
ル
コ
ト

随
意

ナ
リ

。」
聖
僧
侍
者
、
下※

ス二
聖
前
等

ノ

灯
籠

ヲ一

。
大
衆
随
意

ニ
出
堂
、
或

ハ
打
坐
」
任

スレ

意
ニ一

。
戌

ノ
終

ノ
一
更

ノ
四
点
、
一
更

ノ
五
点

打
レ
之
。 

（
四
ウ
～
五
ウ
）

※
娑
…
右
、「
ヒ

（
抹
消
符
）」、

右
ニ
「
裟
」
ア
リ
。

※ 

下
…
「
テ
」
ヲ
抹
消
シ
テ
右
ニ
「
ヲ
ロ
ス
」
ト
傍

記
ス
。



一
五
四

　

亥
（
マ
マ
）

初
、
打
二
更
一
点
如
前
。
二
更
二
」
点

後
、
振
火
鈴
、
呼
照
顧
火
燭
、
遶
寺
自
三
門

至
方
丈
、
還
庫
下
、
打
」
二
更
三
点
。
首
座

披
枕
子
打
眠
、
大
衆
一
時
打
眠
。
留
坐
無

礼
。
恣
勿
』
往
非
処
、
須
堂
裏
打
眠
。
即
亥

半
計
也
。
亥
半
計
臥
、
而
寅
半
」
起
也
。
打

眠
儀
者
、
一
衆
必
右
脇
臥
、
勿
左
脇
幷
仰
臥

覆
臥
。
或
」
両
手
作
外
縛
、
安
頷
下
、
両
脚

少
曲
眠
。
或
右
手
少
曲
、
安
頷
下
、
左
手
」

直
舒
、
安
左

上
。
或
左
脚
大
拇
指
、
安
右

内
腂
上
眠
。
右
袖
左
袖
、」
倶
直
舒
而
眠
也
。

 

（
地
冊
一
三
ウ
～
一
四
オ
）

亥
初
、
打
二
更
一
点
、
三
打
。
二
更
二
点

後
、
振
火
鈴
、
呼（

照
ヵ
）

昭
顧
」
火
燭
、
遶
寺
自
三

門
至
方
丈
、
還
庫
下
、
打
二
更
三
点
。
首ヒ

」

首
座
披
枕
子
打
眠
、
大
衆
一
時
打
眠
。
留
坐

無
礼
。
恣
勿
往
非
」
処
、
須
堂
裏
打
眠
。
即

亥
半
計
也
。
亥
半
臥
、
而
寅
半
起
」
也
。
打

眠
儀
者
、
一
衆
必
右
脇
臥
、
勿
左
脇
并
仰
臥

覆
臥
。」
或
両
手
作
外
縛
、
安
頷
下
、
両
脚

少
曲
眠
。
或
右
手
少
曲
、
安
」
頷
下
、
左
手

直
舒
、
安
左
膝
上
。
或
左
脚
右
拇
指
、
安
右

内
』
腂
上
眠
。
右
袖
左
袖
、
倶
直
舒
而
眠

也
。」 

（
五
ウ
～
六
オ
）

亥
ノ

初
メ

、
打

コ
ト

二

二
更

ノ
」
一
点
如
レ
前
。
二

更
ノ

二
点

ノ
後
、
振

テ二

火
鈴

ヲ一

、
呼

フ二

照
顧
火
燭

ト一

。
遶
レ
寺
」
自
レ
三
門
至

リ二

方
丈

ニ一

、
還

テ二

庫

下
ニ一

、
打

ス二

二
更

ノ
三
点

ヲ一

。
首
座
披

テ二

枕
子

ヲ一

」

打
眠

ス
レ
ハ

、
大
衆
一
時

ニ
打
眠

ス
。
留

※ル
ハ

レ

坐
ヲ

無
礼

ナ
リ

。
恣

※ニ
勿

レレ

往
コ
ト

非
処

ニ一

。
須

ク二

堂
」

裏
ニ

打
眠

ス一

。
即

チ
亥

ノ
半

ハ
計

リ
也
。
亥

ノ
半
計

ニ
臥

シ
テ

、
而
寅

ノ
半

ニ
起

ル
也

ナ
リ

。
打
眠

ノ
』

儀
ハ

者
、
一
衆
必

ス
右
脇

ニ
臥

シ
テ

、
勿

レ二
左
脇

※ニ

シ
テ

并
ニ

仰
臥
覆
臥

ス
ル
コ
ト

一

。
或

ハ
両
手
」
作

シレ

外

縛
ヲ

、
安

※シ
テ

二

頷
ヲ
ト
カ
ヒ

ノ
下

ニ一

、
両
脚
少
曲

メ
テ

眠
レ

。

或
ハ

右
手
少
曲

テ
、
安
二
頷
下
一
、」
左
手
直

ニ

舒
テ

、
安

ス二

左
ノ

膝
ノ

上
ニ一

。
或

ハ
左

ノ
脚
右

ノ
拇

指
ヲ

安
シ
テ

二

右
ノ

内
腂

ノ
上

ニ一

」
眠

レ
。
右
袖
左

袖
、
倶

ニ
直
舒

シ
テ

而
眠

ル
也

ナ
リ

。」 
 

（
五
ウ
～
六
オ
）

①
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林
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一
五
五

子　

丑　

者
、
睡
眠
時
也
。
或
主
人
、
半
夜

巡
堂
、
検
点
衆
有
無
。」 
（
地
冊
一
四
オ
）

寅
時　

半
、
庫
前
鼓
、
打
四
更
三
点
。
是

時
、
振
火
鈴
遶
寺
。
諸
寮
」
前
打
板
四
更
。

榜
子
三
点
。
首
座
寮
前
板
鳴
、
大
衆
一
時
起

且
坐
、」
而
首
座
巡
堂
過
後
、
各
々
抽
身
而

趣
後
架
。（

嚼
ヵ
）

爵
楊
枝
、
洗
面
。
首
座
者
、」
先

起
畳
枕
子
、
而
鳴
之
。
大
衆
聞
之
、
一
時
起

打
坐
。
首
座
先
洗
面
、
搭
」
袈
裟
、
焼
香
巡

堂
、
検
点
大
衆
起
不
起
。
四
更
四
点
五
点
間

也
。
大
衆
』
等
坐
、
而
待
主
人
巡
堂
。
五
更

一
点
鳴
者
、
主
人
入
堂
、
焼
香
巡
堂
、
呵
嘖

大
衆
坐
睡
。
五
更
三
点
後
、
鳴
大
鐘
如

□黄

□昏

□鐘

。
□後

夜
鐘
罷
、
庫
」
前
五
更
四
点

子
丑
者
、
睡
眠
時
也
。
或
主
人
半
夜
巡
堂
、

検
点
衆
有
無
。」 

（
六
オ
）

寅
時
半
、
庫
前
鼓
、
打
四
更
三
点
。
是
時
、

振
火
鈴
遶
寺
。」
諸
寮
前
打
鈑
四
更
。
榜
子

三
点
。
首
座
寮
前
版
鳴
、」
大
衆
一
時
起
且

坐
、
而
首
座
⃝
堂
巡上

過
後
、
各
々
抽
身
而

趣
」
後
架
。
嚼
楊
枝
、
洗
面
。
首
座
者
、
先

起
畳
枕
子
、
而
鳴
之
。」
大
衆
聞
之
、
一
時

起
打
坐
。
首
座
先
洗
面
、
搭
袈
裟
、
巡
堂
、」

検
点
大
衆
起
不
起
。
四
更
四
点
五
点
間
也
。

大
衆
等
坐
、」
而
待
主
人
巡
堂
。
五
更
一
点

鳴
者
、
主
人
入
堂
、
焼
香
巡
堂
、」
呵（

責
ヵ
）

貴
大

衆
坐
睡
。
五
更
三
点
後
、
鳴
大
鐘
如
黄
昏
』

鐘
。
後
夜
鐘
罷
、
庫
前
五
更
四
点
後
、
庫
前

※
ル
ハ
…
「
テ
」
ヲ
抹
消
シ
テ
訂
正
ス
。

※
ニ
…
下
、「
ス
」
ア
ル
モ
抹
消
ス
。

※
ニ
シ
テ
…
右
、「
ス
ル
コ
ト
」
ア
ル
モ
抹
消
ス
。

※
シ
テ
…
「
ス
」
ヲ
抹
消
シ
テ
訂
正
ス
。

子
丑
者
、
睡
眠

ノ
時

ナ
リ

也
。
或

ハ
主
人
半
夜

ニ

巡
堂
、
𢮦
二
点

ス
衆

ノ
有
無

ヲ一

。」 

（
六
オ
）

寅
ノ

時
ノ

半
ハ
ニ

、
庫
前

ノ
鼓
打
二
四
更

ノ
三
点

ヲ一

。

是
ノ

時
、
振

テレ

火
鈴

ヲ
遶

ルレ

寺
ヲ

。
諸
」
寮

ノ
前

ノ

打
レ
版

ヲ
四
更

ナ
リ

。
榜
子

ハ
三
点

ナ
リ

。
首
座
寮

ノ
前

ノ
版
鳴

サ
ハ

、
大
衆
一
」
時

ニ
起

テ
且

ク
坐

シ

テ
、
而
首
座

ノ
巡
堂
過

テ
後
、
各〱
各
抽
レ
身

シ
テ

而
赴
二
後
架

ニ一

。」
嚼

テレ

楊
枝

ヲ
、
洗
面

ス
。
首

座
ハ

者
、
先

ツ
起

テ
畳

テ二

枕
子

ヲ一

、
而
鳴

スレ

之
。

大
衆
聞

テ
」
レ
之

ヲ
、
一
時

ニ
起

テ
打
坐

ス
。
首

座
先

ツ
洗
面

シ
テ

、
搭

テ二

袈
裟

ヲ一

、
巡
堂

シ
テ

、
𢮦

二
点

ス
大
』
衆

ノ
起
不
起

ヲ一

。
四
更

ノ
四
点※

五
点

ノ
間
也
。
大
衆
等
坐

シ
テ

、
而
待
二
主
」
人

ノ
巡

堂
ヲ一

。
五
更

ノ
一
点
鳴

レ
ハ

者
、
主
人
入
堂
、



一
五
六

後
、
庫
前
板
鳴
三
会
、
名
小
開
静
。
行
者
斉

起
也
。」 

（
地
冊
一
四
オ
～
一
四
ウ
）

卯
時
、
将
終
、
五
更
五
点
後
、
鼓
板
撃
動
。

寺
中
諸
寮
板
、
同
撃
」
動
、
長
打
三
会
也
、

名
大
開
静
。
大
衆
摺
被
摺
単
、
着
韈
取
袈

裟
、」
包
被
巾
安
被
上
、
覆
被
後
着
韈
了
、

頂
戴
袈
裟
、
誦
偈
合
掌
曰
、」
大
哉
解
脱
服
、

無
相
福
田
衣
、
披
奉
如
来
教
、
広
度
諸
衆

生
。
三
遍
誦
」
後
、
搭
袈
裟
、
向
床
縁
坐
、

而
待
粥
時
。
往
後
架
洗
面
、
往
東
司
屙
屎
。」

各
待
大
衆
隙
、
勿
競
諍
。
是
常
儀
也
。
十
二

時
中
行
履
、
如
弁
道
法
、
赴
粥
」
飯
、
洗
面

法
、
洗
浄
法
、
幷
寮
中
清
規
、
参
大
已

（
己
ヵ
）事

師

等
委
曲
也
。
悉
」
可
暗
之
。 

（
地
冊
一
四
ウ
）

版
鳴
三
会
、
名
」
小
開
静
。
行
者（

斉
ヵ
）

斎
起
也
。」 

 

（
六
オ
～
ウ
）

卯
時
、
将
終
、
五
更
五
点
後
庫ヒ

前ヒ

版ヒ

鳴ヒ

、
鼓

版
一
同
撃
動
。」
寺
中
諸
寮
版
、
同
撃
動
、

長
打
三
会
也
、
名
大
開
静
。
大
衆
」
摺
被
摺

単
、
著
襪
取
袈
裟
、
包
被
巾
安
被
上
、
覆
被

後
」
著
襪
了
、
頂
戴
袈
裟
、
誦
偈
合
掌
曰
、

大
哉
解
脱
服
、
無
相
」
福
田
衣
、
披
奉
如
来

教
、
広
度
諸
衆
生※

。
三
遍
誦
後
、
搭
袈
裟
、」

向
床
縁
坐
、
待
粥
時
。
徃
後
架
洗
面
、
徃
来

司
屙
屎
。
各
待
大
」
衆
隙
、
勿
競
諍
。
是
常

儀
也
。
十
二
時
中
行
履
、
如
弁
道
法
、
赴
」

粥
飯
、
洗
面
法
、
洗
浄
法
、
并
寮
中
清
規
、

参
大
己
事
師
』
法
等
委
曲
也
。
悉
可
諳
之
。」

焼
香
巡
堂

シ
テ

、
呵
二
責

ス
」
大
衆

ノ
坐
睡

ヲ一

。

五
更

ノ
三
点

ノ
後
、
鳴

コ
ト

二

大
鐘

ヲ一

如
二
黄
昏

ノ一

鐘
。
後
夜

ノ
鐘
」
罷

テ
、
庫
前

ノ
五
更

ノ
四
点

ノ

後
、
庫
前

ノ
版
鳴

コ
ト

三
会
、
名ナ

ツ
ク二

小
開
静

ト一

。

行
」
者

モ
斉

ク
起

ル
也
。」 

（
六
オ
～
ウ
）

※
点
…
右
下
、
訓
点
「
ノ
」
ア
ル
モ
抹
消
ス
。

卯
ノ

時
、
将
終

リ
テ

、
五
更

ノ
五
点

ノ
後
、
鼓
版

撃
動

ス
。
寺
中
諸
寮

ノ
版
、
同

ク
」
撃
動

シ
テ

、

長
打
三
会
也
、
名

ク二

大
開
静

ト一

。
大
衆
摺タ

ヽ
ミレ

被

ヲ
摺

テレ

単
ヲ

、
著
襪
」
取
二
袈
裟

ヲ一

、
包

テ二

被
巾

ヲ一

安
シ二

被
ノ

上
ニ一

、
覆
レ
被

ヲ
後
著
韈
了

テ
、
頂
二
戴

シ
テ

袈
裟

ヲ一

」
誦

シ
テ

レ

偈
ヲ

、
合
掌

シ
テ

曰
ク

、
■

（
マ
マ
）大

哉
解
脱
服
、
無
相
福
田
衣
、
披
奉
如
」
来

教
、広
度
諸
衆
生
。■

（
マ
マ
）三

遍
誦

シ
テ

後
、搭
二
袈

裟
ヲ一

、
向

テ二

牀
縁

ニ一

坐
シ
テ

』
而
待
二
粥

ノ
時
一
。

徃
二
後
架

ニ一

洗
面

シ
、
徃

テ二

東
司

ニ一

屙
屎

ス
。
各〱

待
テ二

大
衆

ノ
隙

ヲ一

」
勿

レ二

競
イ

諍
コ
ト

一

。
是

ノ
常

ノ
儀

也
ナ
リ

。
十
二
時
中

ノ
行
裏
、
如
二
弁
道
法

ノ一

、

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
五
七

日
中
行
事
終 

（
六
ウ
～
七
オ
）

※ 

生
…
「
衆
」
ノ
下
ニ
「
○
」
ヲ
付
シ
、
右
ニ
傍
記

シ
テ
補
ウ
。

赴
ハ二

粥
」
飯

ニ一

、
洗
面

ノ
法
、
洗
浄

ノ
法
、
并

ニ

寮
中

ノ
清
規
、
参
大
己
事
師
法
等

ノ
」
委
曲

也
リ

。
悉

ク
可
レ
諳
レ
之

ヲ
。」

日
中
行
事　

終 

（
六
ウ
～
七
オ
）



一
五
八

能
州
洞
谷
山
永（
□光

□禅

□寺
ヵ
）行

事
次
序

 

開
闢　

瑩
山　

紹
瑾　

記

　
　

日
中
行
事

辰
ノ

時
。
早
辰
喫
粥

ノ
之
法ハ

ウ
ハ

、
開
静
以
後
、

大
衆
搭

テ二

袈
裟

ヲ一

、
且

ク
待

ツ二

」
魚
鼓

ヲ一

。
如

ン
ハ

二

当
山

ノ一

者
、
打

コ
ト

二

庫
前

ノ
雲
鈑

ヲ一

三
十
六
下

ス

〈
且カ

ハ
慕シ

タ
フ二

永
平

ノ
／
行
儀

ヲ一

。
是

ハ
建
／
」
仁

僧
正

ノ
／
行
儀

ナ
リ

也
〉。
鈑
鳴ナ

ル
際ア

イ
タ

、
庫※

□
（
下
ヵ
）ニ

備

テ二

浄
粥
等

ヲ一

於
二
台
板

ノ
上

ニ一

、
望

テ二

僧
堂

ヲ一

、」

典
座
焼
香
九
拝

シ
テ

後
ニ

、
行
者
奉

ルレ

送
テ二

浄
粥

ヲ一

。
魚
鼓

ハ
三
会

ナ
リ

。
第
三
」
会

ノ
初

メ
ニ

、
童ツ

ウ
ン

行ア
ン

等
、
堂
前

ノ
門
限

ノ
外

ニ
立
列

テ
、
望

テ二

聖

僧
ヲ一

深
ク

問
訊
叉
」
手

ス
。

※

参
頭チ

ウ

喝ト
ナ

エ
テ

云
ク

、

不
審シ

ン
ト

。
衆
行ア

ン

同
音

ニ
喝ト

ナ
エ
テ

云
ク

、
不
審
。
引

テレ

声
ヲ

喝
ナ
リ

。
又
」
問
訊

シ
テ

散チ
ル

。
魚
鼓
響

キ

罷
テ

、
大
衆
不
レ
許

サ二

入
堂

ス
ル
コ
ト
ヲ

一　
　
　

、
鈑
鳴

コ
ト

一
会

ス
レ
ハ

、
大
衆
』
下ヲ

ロ
スレ

鉢
ヲ

。
聖
僧
侍
者
、

合
掌
入
堂

シ
テ

、
供

ス二

聖
僧

ノ
粥

ヲ一
〈
行
者

ハ
捧サ

ゝ
ケレ

盤
、
侍
／
者

ハ
焼
香

シ
テ

薫
スレ

香
〉。」
供

シ
了

テ
、

加
州
椙
樹
林
大
乗
護
国
禅
寺
行
事
次
序

　
　
　

第
二
世　

瑩
山　
　

紹
瑾　
　

編

　
　

日
中
行
事

辰
ノ

時
。
早
辰
喫
粥

ノ
之
法

ハ
、
開
静
以
後
、

大
衆
搭

テ二

袈
裟

ヲ一

、
且

ク
待

ツ二

」
魚
鼓

ヲ一

。
如

ン
ハ

二

当
山

ノ一

者
、
打

コ
ト

二

庫
前

ノ
雲
鈑

ヲ一

三
十
六
下

ス

〈
且

ハ
慕

フ二

永
平

ノ
／
行
儀

ヲ一

。
是

ハ
建
／
」
仁

僧
正

ノ
／
行
儀

ナ
リ

也
〉。
鈑
鳴

ル
際ア

イ
タ

、
庫
下

ニ

備
テ二

浄
粥
等

ヲ一

於
二
台
板

ノ
上

ニ一

、
望

テ二

僧
堂

ヲ一

、」

典
座
焼
香
九
拝

ノ
後

ニ
、
行
者
奉

ルレ

送
二
浄
粥

ヲ一

。
魚
鼓

ハ
三
会

ナ
リ

。
第
三
」
会

ノ
初

メ
ニ

、

童ツ
ウ
ン

行ア
ン

等
、
堂
前

ノ
門
限

ノ
外

ニ
立
列

テ
、
望

テ二

聖
僧

ヲ一

深
ク

問
訊
叉
」
手

ス
。
参
頭チ

ウ

喝ト
ナ

ヘ
テ

云
ク

、

不
審シ

ン
ト

。
衆
行ア

ン

同
音

ニ
喝ト

ナ
ヘ
テ

云
ク

、
不
審
。
引

テレ

声
ヲ

喝
ナ
リ

。
又
』
問
訊

シ
テ

散
ル

。
魚
鼓
響

キ

罷
テ

、
大
衆
不
レ
許

サ二

入
堂

ス
ル
コ
ト
ヲ

一　
　
　

、
鈑
鳴

コ
ト

一
会

ス
レ
ハ

、
大
衆
」
下ヲ

ロ
スレ

鉢
ヲ

。
聖
僧
侍
者
、

合
掌
入
堂

シ
テ

、
供

ス二

聖
僧

ノ
粥

ヲ一
〈
行
者

ハ
捧

テレ

盤
、
侍
／
者

ハ
焼
香

シ
テ

薫
スレ

香
〉。」
供

シ
了

テ
、

瑩
山
和
尚
清
規
巻
之
上

　
　

行
事
次
第

日
中
行
事
第
一

辰
ノ

時
。
早
晨
喫
粥

ノ
之
法

ハ
、
開
静
以
後
、

大
衆
搭

ケ二

袈
裟

ヲ一

、
且

ク
待

ツ二

魚
鼓

ヲ一

。」
如

ン
ハ

二

当
山

ノ一

者
、
打

ツ
コ
ト

二　

庫
前

ノ
雲
版

ヲ一

三
十
六
下

〈
且
慕
二
永
平

ノ
行
儀

ヲ一

、
是

レ
／
建
仁
僧
正

ノ

行
儀
也
〉。
版
」
鳴

ル
際

タ
、
庫
下

ニ
備

ヘ二

浄
粥

等
ヲ

於
台
盤
上

ニ一

、
望

テ二

僧
堂

ヲ一

、
典
座
焼
香

九
拝

シ
テ

」
後

チ
、
行
者
、
奉

ルレ

送
リ二

浄
粥

ヲ一

。

魚
鼓
三
会

ナ
リ

。
第
三
会

ノ
初

ニ
、

童ツ
ワ
ン

行ア
ン

等
、

堂
前

ノ
門
」
限

ノ
外

ニ
立
列

シ
テ

、
望

テ二

聖
僧

ヲ一

深

ク
問
訊

シ
テ

叉
手

ス
。
参
頭
喝ト

ナ
ヘ
テ

云
ク

、
不
審
。

衆
行
同
」
音

ニ
喝

テ
云

ク
、
不
審
。
引

テレ

声
ヲ

喝

ナ
リ

。
又

タ
問
訊

シ
テ

散
ス

。
魚
鼓
響

キ
罷

ム
ト
キ
ハ

、

不
レ
許

サ二

大
衆
入
」
堂

ス
ル
コ
ト
ヲ

一　
　
　

、
版
鳴

コ
ト

一
会

ス
レ
ハ

、
大
衆
下

スレ

鉢
ヲ

。
聖
僧
侍
者
、
合
掌
入

堂
シ
テ

、
供

ス二

聖
僧

ニ
粥

ヲ一

』〈
行
者
捧

ケレ

盤
ヲ

、

侍
／
者
焼
香
薫
レ
香

ニ
〉。
供

シ
了

テ
、
行
者
、

③
大
乗
寺
蔵
愚
休
書
写
本
（
文
明
八
年
書
写
）

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
五
年
開
版
）

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
九
年
開
版
）



一
五
九

行
者
、
経

テ二

聖
僧

ノ
龕

ノ
後

ロ
ヲ

一

、
到

ル二

南
頬

ノ
板

頭チ
ウ

ニ一

。
聖
僧
侍
者
、
再

タ
ヒ

」
問
訊
合
掌

シ
テ

、

寄
テ二

槌
辺

ニ一

、
去サ

テ二

複

子
ヲ一

、
而
問
訊
合
掌

シ

テ
、
当
面

ニ
問
」
訊
出
堂

シ
テ

、
就ツ

ク二

侍
者

ノ
下

位
ニ一

。
厨
前

ノ
雲
鼓
、
三
会

ナ
リ

。
第
三
会

ニ
、

堂
前

ノ
」
小
鐘
子ス

鳴ナ
レ
ハ

、
住
持
入
堂

ス
。
大

衆
下

テレ

牀
ヲ

問
訊

シ
テ

接
シ

揖※
ス

。
主
人※

不
サ
ル

」

レ
赴ヲ

カレ

堂
ニ

時
キ
ハ

、
大
衆
不
レ
下
レ
牀

ヲ
。
侍
者

ハ
入

ル二

主
人

ノ
卓

ヲ一

。
維
那

ハ
入
堂

シ
テ

、
白
」
槌

如
シレ

常
ノ

。
聞

テ二

展
鉢

ノ
槌

ヲ一

、
喝
食
童
行
入
堂

シ
テ

、
聖
僧
主
人
、
首
座

ノ
」
前

ニ
シ
テ

問
訊
罷

テ
、
経

テ二

聖
僧

ノ
後

ヲ一

、
到

テ二

南
頬

ノ
板
頭

ニ一

問
訊

シ
テ

、
待

テ二

首
座

ノ
施
」
食
呪
願

ノ
了

ル
ヲ

一

、
喝ト

ナ

フ
ル
コ
ト

レ　

食
ヲ

如
シレ

常
ノ

。
遍
槌

ノ
後
、
童ツ

ウ
ン

行ア
ン

入
堂

シ

テ
、
当
面

ニ
問
訊
」
叉
手

シ
テ

、
両
三
人
同
□音

□読

□僧

堂
記
等

ヲ一
〈
或

ハ
諸
祖

ノ
／
法
語
等

ナ
リ

〉。

読
ミ

了
テ

問
訊

シ
テ

』
出
堂

ス
。
粥
了

テ
下
堂
□槌

後※

、
維
那
引

ク二

後
唄

ヲ一

、
処シ

世シ

界
ノ

梵
ナ
リ

〈
是

ハ
永
／
平

ノ
儀
、」
僧
正

ノ
旧
／
儀
也
〉。
後
唄

ノ
後
、
鳴

コ
ト

二

放
参

ノ
鐘

ヲ一

三
下

ス
レ
ハ

、
主
人
出イ

ツ
。
浄
人
等
問
」
訊

ス
。
侍
者

ハ
随※

テ
出

ツ
。
知

事
行
者

ハ
、
待

テ二

首
座
等

ノ
出

ル
ヲ

一

、
問
訊

シ
テ

散チ

行
者
、
経

テ二

聖
僧

ノ
龕

ノ
後

ロ
ヲ

一

、
到

ル二

南
頬

ノ
板

頭チ
ウ

ニ一

。
聖
僧
侍
者
、
再

タ
ヒ

」
問
訊
合
掌

シ
テ

、

寄
テ二

槌
辺

ニ一

、
去サ

テ二

複

子
ヲ一

、
而
問
訊
合
掌

シ

テ
、
当
面

ニ
問
」
訊
出
堂

シ
テ

、
就ツ

ク二

侍
者

ノ
下

位
ニ一

。
厨
前

ノ
雲
鼓
、
三
会

ナ
リ

。
第
三
会

ニ
、

堂
前

ノ
」
小
鐘
子ス

鳴ナ
レ
ハ

、
住
持
入
堂
。
大
衆

下
テレ

牀
ヲ

問
訊

シ
テ

接
シ

揖
ス

。
主
人
不

サ
ル

」
レ

趣
カレ

堂
ニ

時
キ
ハ

、
大
衆
不
レ
下
レ
牀

ヲ
。
侍
者

ハ

入
ル二

主
人

ノ
卓

ヲ一

。
維
那

ハ
入
堂

シ
テ

、
白
」
槌

如
シレ

常
ノ

。
聞

テ二

展
鉢

ノ
槌

ヲ一

。
喝
食
童
行
入
堂

シ
テ

、
聖
僧
主
人
、
首
座

ノ
」
前

ニ
シ
テ

問
訊
罷

テ
、
経

テ二

聖
僧

ノ
後

ヲ一

、
到

テ二

南
頬

ノ
板
頭

ニ一

問
訊

シ
テ

、
待

テ二

首
座

ノ
施
』
食
呪
願

ノ
了

ル
ヲ

一

、
喝ト

ナ

フ
ル
コ
ト

レ　

食
ヲ

如
シレ

常
ノ

。
遍
槌

ノ
後
、
童ツ

ウ
ン
ア
ン行

入
堂

シ
テ

、
当
面

ニ
問
訊
」
叉
手

シ
テ

、
両
三
人
同
音

ニ
読
二
僧
堂
記
等ヲ一

〈
或

ハ
諸
祖

ノ
／
法
語
等

ナ

リ
〉。
読

ミ
了

テ
問
訊

シ
テ

」
出
堂

ス
。
粥
了

テ
下

堂
ノ

槌
ノ

後
、
維
那
引

ク二

後
唄

ヲ一

、
処シ

世シ

界カ
イ

ノ
梵

ナ
リ

〈
是

ハ
永
／
平

ノ
儀
、」
僧
正

ノ
旧
／
儀

也
〉。
後
唄

ノ
後
、
鳴

コ
ト

二

放
参

ノ
鐘

ヲ一

三
下

ス
レ

ハ
、
主
人
出

ツ
。
浄
人
等
問
」
訊

ス
。
侍
者

ハレ

〈
随

テ
／
後

ニ
〉
出

ツ
。
知
事
行
者

ハ
、
待

テ二

首

経
テ二

聖
僧

ノ
龕

ノ
後

ヲ一

、
到

ル二

南
頬

ノ
版
頭

ニ一

。
聖

僧
」
侍
者
、
再

ヒ
問
訊
合
掌

シ
テ

、
倚

テ二

槌
ノ

辺

ニ一

、
去

テ二

袱

子
ヲ一

、
而
問
訊
合
掌

シ
テ

、
当
面

ニ
」
問
訊
出
堂
、
就

ク二

侍
者
下
位

ニ一

。
厨
前

ノ

雲
鼓
、
三
会

ナ
リ

。
第
三
会

ニ
、
堂
前

ノ
小
」

鐘
子
鳴

ハ
、
住
持
入
堂
。
大
衆
下

テレ

牀
ヲ

問
訊

シ
テ

接
揖

ス
。
主
人
不

ルレ

赴
カレ

堂
ニ

時
ハ

、」
大
衆

不
レ
下

フレ

牀
ヲ

。
侍
者

ハ
入

ル二

主
人

ノ
卓

ヲ
。
維
那

入
堂

シ
テ

、
白
槌
如

シレ

常
ノ

。
聞

テ二

展
」
鉢

ノ
槌

ヲ
、
喝
食
童
行
入
堂

シ
テ

、
聖
僧
主
人
、
首
座

前
ニ
シ
テ

問
訊

シ
罷

テ
、
経

テ二
聖
僧

ノ
」
後

ヲ一
到

テ二
南

頬
ノ

版
頭

ニ一

問
訊

シ
テ

、
待

テ二

首
座

ノ
施
食
呪
願

了
ル
ヲ

一

、
喝

ル
コ
ト

レ　

食
如

シレ

常
ノ

。
遍
」
槌

ノ
後
、

童
行
入
堂
、
当
面
問
訊
叉
手

シ
テ

、
両
三
人

同
音

ニ
読
二
僧
堂

ノ
記
」
等

ヲ一

〈
或
諸
祖

ノ
／
法

語
等

ナ
リ

〉。
読

ミ
了

テ
問
訊

シ
テ

出
堂

ス
。
粥
了

テ
下ア

堂
ノ

槌
ノ

後
チ

、
維
那
引

ク二

後
唄

ヲ一

。」
処
世

界
ノ

梵
ナ
リ

〈
是
永
平

ノ
儀

ニ
シ
テ

、
而
／
僧
正

ノ

旧
儀

ナ
リ

也
〉。
後
唄

ノ
後
、
鳴

コ
ト

二

放
参
鐘

ヲ一

三

下
、
主
人
出

ッ
。』
浄
人
等
問
訊

ス
。
侍
者
随

テレ

後
ニ

出
ツ

。
知
事
行
者

ハ
、
待

テ二

首
座
等

ノ
出

ル
ヲ

一

、
問
訊

シ
テ

」
散

ス
。
首
座
出
堂

ノ
時

キ
、
浄



一
六
〇

ル
。
首
座
」
出
堂

ノ
時
、
浄
人
同

ク
問
訊

ス
。

如
※

キ
ン

二

上
堂

ノ
牌
掛カ

カ一

者
ハ

、
不
二
放
参

セ一

。
如

キ
ン

三

施
」
主
斎
時

ニ
所

ノレ

請
ス
ル

二

陞シ
ン

堂
ヲ一

者
ハ

、
放
参

ス
。
如

ン二

粥
ノ

次
大
殿
及

ヒ
諸
堂
諷
」
経

ス
ル
カ

一

者

ハ
、
三
下

ノ
鐘

ノ
次

テ
打

コ
ト

レ

鐘
ヲ

一
会
三
会
、
随

レ
時
。
如（

マ
マ
）

キ
ン

ニレ

遇
カ二

祝
聖
諷
」
経

ニ一

者
ハ

、
雖

モレ

不

ス
ト

レ

打
二
三
下

ノ
鐘

ヲ一

、
必

ス
打

コ
ト

レ

鐘
三
会

シ
テ

、

就
テ二

大
殿

ニ一
諷
経
。粥
」罷

テ
、
大
衆
随
意
諸
堂

ノ
焼
香

ス
ヘ
シ

。 

（
一
オ
～
二
オ
）

※
庫
□
…
「
□
」
部
分
ハ
切
リ
抜
カ
レ
テ
イ
ル
。

※
ス
―
下
、「
シ
テ
」
ヲ
抹
消
ス
。

※
揖
―
左
下
、「
二
」（
訓
点
）
ヲ
抹
消
ス
。

※
人
―
左
下
、「
一
」（
訓
点
）
ヲ
抹
消
ス
。

※
後
維
―
破
損
部
分
ノ
裏
打
紙
ニ
補
写
ス
。

※ 

随
―
下
ニ
「
○
」
ヲ
付
シ
、
上
欄
外
ニ
「

レ
後シ

ニ

イ
」
ト
ア
リ
。

※
ン
―
後
筆
ト
考
エ
ラ
レ
ル
。

巳ミ
ノ

時
キ

。
早
辰

ノ
坐
禅

ハ
、
粥
罷

テ
有

テ二

少
頃

座
等

ノ
出

ル
ヲ

一

、
問
訊

シ
テ

散チ
ル

。
首
座
」
出
堂

ノ

時
キ

、
浄
人
同

ク
問
訊

ス
。
如

ン
ハ

二

上
堂

ノ
牌
掛

ル
カ

一

者
、
不
二
放
参

セ一

。
如

キ
ン
ハ

三

施
」
主
斎
時

ニ

所
ノレ

請
ス
ル

二

陞
堂

ヲ一

者
、
放
参

ス
。
如

ン
ハ

二

粥
ノ

次

大
殿
及

ヒ
諸
堂
諷
」
経

ス
ル
カ

一　

者
、
三
下

ノ
鐘

ノ

次
テ

打
コ
ト

レ

鐘
ヲ

一
会
三
会
、
随
レ
時
。
如

キ
ン
ハ

レ　

遇
カ二

祝
聖
諷
」
経

ニ一

者
、
雖

ト
モ

レ

不
ス
ト

レ

打
二
三
下

ノ
鐘

ヲ一

、
必

ス
打

コ
ト

レ

鐘
三
会

シ
テ

、
就

テ二

大
殿

ニ一

諷

経
。
粥
』
罷

テ
、
大
衆
随
意

ニ
諸
堂

ノ
焼
香

ス
ヘ

シ
。」 

（
上
冊
一
オ
～
二
オ
）

巳ミ
ノ

時
キ

。
早
辰

ノ
坐
禅

ハ
、
粥
罷

テ
有

テ二

少
頃

人
同

ク
問
訊

ス
。
如

ク
ハ

二

上
堂

ノ
牌
掛

カ一

者
、
不
二

放
参
一
。
如

ン
ハ

四

」
施
主
斎
時

ニ
所

ノ三レ

請
ス
ル

二

陞

堂
ヲ一

者
、
放
参

ス
。
如

ン
ハ

二

粥
ノ

次
テ

大
殿
及

ヒ
諸

堂
ノ

諷
経

ス
ル
カ

一　

」
者
、
三
下

ノ
鐘

ノ
次
又

タ
打

スレ

鐘
ヲ

。
一
会
或

ハ
三
会
、
随
レ
時

ニ
。
如

ン
ハ

レ

遇
カ二

祝
聖
諷
経

ニ一

」
者
、
雖
レ
不

トレ

打
二
三
下

ノ
鐘

ヲ一

、

必
ス

打
コ
ト

レ

鐘
ヲ

三
会
。
就

テ二

大
殿

ニ一

諷
経
。
粥

罷
、
大
衆
」
随
意

ニ
諸
堂

ニ
焼
香

ス
。」

 

（
上
冊
一
オ
～
二
オ
）

巳
ノ

時
キ

。
早
晨

ノ
坐
禅

ハ
、
粥
罷
有

テ二

少シ
ハ
ラ
ク頃

一
、

③
大
乗
寺
蔵
愚
休
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
六
一

一
、
維
那
掛

ク二

坐
禅

ノ
牌

ヲ
於
堂
」
前

ニ一

。
巳ミ

ノ

始ハ
シ

メ
ニ

、
堂
司ス

供
司
童ツ

ウ
ン

行ア
ン

等
、
先

ツ
報

シ
テ

二

首

座
ニ一

、
寮
前

ノ
打

コ
ト

レ

鈑
ヲ

長
』
打
三
下

ス
〈
一

打
ノ

間
、
大
悲
呪
三
遍
／
諷
誦

ス
ル

程ホ
ト

也
。
如

ク
ナ
ル
コ
ト

レ　
　
　

此
ノ

三
下
〉。
三
下

ノ
間

タ
、
大
衆
皆ミ

ナ

入

堂
シ
テ

、」
面
壁
打
坐

ス
。
三
下

ノ
後

チ
、
又

タ
稟ウ

ケ
テ

二

首
座

ニ一

、
而
打

コ
ト

二

首
座
寮

ノ
前

ノ
版

ヲ一

三
」

下
ス
レ
ハ

、
首
座
入
堂
焼
香
、
巡
堂
一
匝

シ
テ

、

検
二
点

ス
ル

諸
衆

ノ
入
堂

ヲ一

也
。
打

コ
ト
ハ

二　

」
庫
前

ノ

版
ヲ

者
ハ

、
寮
前
長
打
版

ノ
三
下

ノ
後ノ

チ
也
。
東

廊
山
門
西
廊
」
諸
寮

ノ
前

ノ
版

ヲ
ハ

者
、
衆
寮

ノ

前
ノ

版
鳴ナ

ラ
スレ

之
ヲ

前マ
ヘ

ナ
リ

也
。
方
丈

ノ
前

ノ
版

ハ
者
、

首
」
座
寮

ノ
前

ノ
版
鳴ナ

リ
テ

之
後
也

ナ
リ

。
坐
禅

中
、
香

ノ
長
短
及

ヒ
始
終

ハ
者
、
聖
」
僧
侍
者

ノ
之
所
管

ナ
リ

也
。
凡

ソ
坐
禅

ハ
者
、
首
座

ノ
之

管
領
也ナ

リ

。
巳ミ

ノ
香
」
欲

ス
ル

レ

了
ン
ト

時
キ

、
聖
僧

侍
者
、
問
二
訊

ス
首
座

ニ一

。
是

レ
稟ウ

ク
ル

二

放
禅

ヲ一

也
。
即

チ
庫
前

ノ
」
雲
版
三
下
鳴ナ

ラ
ス

、
是

ヲ
称イ

ウ
火コ

版ハ
ン

ト一

。
是

レ
坐
禅

ノ
罷ヤ

ム

也
。
主
人
首
座
大
」

衆
、
同
時

ニ
合
掌

シ
テ

、
著

ケレ

襪
下
□牀

ヲ
、
而
待

二
斎
時

ヲ一

也
。
火コ

版
鳴

テ
、
従
二
庫
』
下
一
諸
寮

ノ
前
、
遶

テレ
寺

ヲ
振フ

ル二
火
□鈴

ヲ一

。」 

（
二
オ
～
三
オ
）

一
、
維
那
掛

ク二

坐
禅

ノ
牌

ヲ
於
堂
」
前

ニ一

。
巳ミ

ノ

始ハ
シ

メ
ニ

、
堂
司

ノ
供
司
童ツ

ウ
ン

行ア
ン

等
、
先

ツ
報

シ
テ

二

首

座
ニ一

、
寮
前

ノ
打

コ
ト

レ

鈑
ヲ

長
」
打
三
下

ス
〈
一

打
ノ

間
、
大
悲
呪
三
遍
／
諷
誦

ス
ル

程ホ
ト

也
。 

如
ク
ナ
ル
コ
ト

レ　
　
　

此
ノ

三
下
〉。
三
下

ノ
間

タ
、
大
衆
皆

ナ
入
堂

シ
テ

、」
面
壁
打
坐

ス
。
三
下

ノ
後

チ
、
又

タ

稟ウ
ケ
テ

二

首
座

ニ一

、
而
打

コ
ト

二

首
座
寮

ノ
前

ノ
版

ヲ一

三
」
下

ス
レ
ハ

、
首
座
入
堂
焼
香
、
巡
堂
一
匝

シ
テ

、
検
二
点

ス
ル

諸
衆

ノ
入
堂

ヲ一

也
。
打

コ
ト
ハ

二　

」

庫
前

ノ
版

ヲ一

者
、
寮
前
長
打
版

ノ
三
下

ノ
後

チ

也
。
東
廊
山
門
西
廊
」
諸
寮

ノ
前

ノ
版

ヲ
ハ

者
、

衆
寮

ノ
前

ノ
版
鳴ナ

ラ
ス

レ

之
前マ

ヘ
ナ
リ

也
。
方
丈

ノ
前

ノ

版
ハ

者
、
首
」
座
寮

ノ
前

ノ
版
鳴

ツ
テ
ノ

之
後

チ

也
。
坐
禅
中

チ
、
香

ノ
長
短
及

ヒ
始
終

ハ
者
、

聖
』
僧
侍
者

ノ
之
所
管
也
。
凡

ソ
坐
禅

ハ
者
、

首
座

ノ
之
管
領
也

ナ
リ

。
巳ミ

ノ
香
」
欲

ス
ル

レ

了
ン
ト

時
キ

、
聖
僧
侍
者
、
問
二
訊

ス
首
座

ニ一

。
是

レ
稟ウ

ク
ル

二

放
禅
一
也
。
即

チ
庫
前

ノ
」
雲
版
三
下
鳴ナ

ラ

ス
、
是

ヲ
称イ

フ二

火コ

版ハ
ン

ト一

。
是

レ
坐
禅

ノ
罷ヤ

ム

也
。
主

人
首
座
大
」
衆
、
同
時

ニ
合
掌

シ
テ

、
著

ケレ

襪
ヲ

下
レ
牀

ヲ
、
而
待
二
斎
時

ヲ一

也
。
火コ

版
鳴

テ
、
従

二
庫
」
下
一
諸
寮

ノ
前
、
遶

テレ
寺

ヲ
振フ

ル二
火
鈴

ヲ一

。」

維
那
掛

ク二

坐
禅

ノ
牌

ヲ
於
堂
前

ニ一

。
巳

ノ
」
始

ニ
、

堂
司
供
司
童
行
等
、
先

ツ
報

シ
テ

二

首
座

ニ一

、
寮

前
ニ

打
コ
ト

レ

版
ヲ

長
打
三
下
〈
一
／
打

ノ
」
間
、

大
悲
呪
三
反
諷
／
誦

ス
ル

程
ナ
リ

也
。
如

ク
ス
ル
コ
ト

レ　
　
　

此
ノ

三
下
〉。
三
下

ノ
間
、
大
衆
皆

ナ
入
堂
、

面
壁
打
坐
。
三
下

ノ
」
後
、
又

タ
稟マ

フ
シ
テ

二

首
座

ニ一

、
而
打

コ
ト

二

首
座
寮

ノ
前

ノ
版

ヲ一

三
下

ス
ル
ハ

、
首

座
入
堂
焼
香
、
巡
』
堂
一
匝

シ
テ

、
検
二
点

ス
ル

ナ
リ

諸
衆

ノ
入
堂

ヲ一

也
。
打

コ
ト
ハ

二　

庫
前

ノ
版

ヲ一

者
、

寮
前
長
打
版
三
」
下

ノ
後

ナ
リ

也
。
東
廊
山
門

西
廊
諸
寮

ノ
前

ノ
版

ハ
者
、
衆
寮
前

ノ
版
鳴

ノ
之

前
ナ
リ

」
也
。
方
丈
前

ノ
版

ハ
者
、
首
座
前

ノ
版

鳴
ル
ノ

之
後

ナ
リ

也
。
坐
禅

ノ
中

チ
、
香

ノ
長
短
及

ヒ
」
始
終

ハ
者
、
聖
僧
侍
者

ノ
之
所
管

ナ
リ

也
。

凡
ソ

坐
禅

ハ
者
、
首
座

ノ
之
管
領

ナ
リ

也
。」
巳

ノ

香
欲

ス
ル

レ

了
ン
ト

時
キ

、
聖
僧
侍
者
、
問
二
訊

ス
首

座
ニ一

。
是

レ
稟

ス
ナ
リ

二　

放
禅

ヲ一

也
。
即

チ
庫
前

ノ
」

雲
版
三
下
鳴ナ

ラ
ス

、
是

レ
ヲ

称
フ二

火コ

版ハ
ン

ト一

。
是

レ
坐

禅
ノ

罷
ナ
リ

也
。
主
人
首
座
大
衆
、
同
」
時
合

掌
シ
テ

、
著

ケレ

襪
ヲ

下
テレ

牀
ヲ

、
而
待

ツ二

斎
時

ヲ一

也
。

火
版
鳴

テ
、
従

リ二

庫
下
一
諸
寮

ノ
前
、」
遶
寺

シ
テ

振
ル二

火
鈴

ヲ一

。」 

（
上
冊
二
オ
～
二
ウ
）



一
六
二

午ム
マ

ノ
時
。
斎
時
也ナ

リ

。
火
版
鳴ナ

リ
テ

後
、
火
鈴
遶ネ

ウ

寺
ノ

後
チ

、
庫
前

ノ
鼓
三
下

シ
テ

、」
報

ス
ル

斎
時

ヲ一

也
。
次
鳴

コ
ト

二

大
鐘

ヲ一

十
八
声
、
是

ヲ
称イ

ウ二

斎
鐘

ト一

。
此

ノ
間
就

テ二

大
」
殿

ニ一

、
誦

コ
ト

二

尊
勝
陀
羅

尼
ヲ一

七
遍
、
是

ヲ
云
二
日
中

ト一

。
諷
誦
了

テ
後

チ
、

大
衆
」
入
堂

ス
。
庫
前

ノ
版
長
打
三
十
六

ス
レ

ハ
、
庫
前

ノ
台
盤

ニ
弁

シ二

供
物

ヲ一

、
望

テ二

僧
」
堂

ヲ一

、
典
座
焼
香
九
拝※

ス
ル

ス

間

（
マ
マ
）

タ
、
諸
行ア

ン

両
行カ

ウ
ニ

立

列（
マ
マ
）

スル

。
拝
了

テ
後
、
奉

ルレ

送
リ二

」
供
物

ヲ一

於
二
僧

堂
前

ニ一

。
仏
聖

ノ
供
物
、
同

ク
供

ス
ル

二

諸
尊

ニ一

也ナ
リ

。

殿
主
供

ス二

仏
」
供

ヲ一

。
薫

シ
テ

レ

香
ニ

供
養

シ
テ

、
各

礼
三
拝

ス
。
土
地
前

ハ
唯

タ
焼
香

ス
ル

而ノ
ミ已

。
三

十
」
六
及

ヒ
魚
鼓

ノ
間
、
堂
内
堂
外

ノ
諸
衆
、

集
二
来

シ
テ

堂
外

ニ一

、
諸
衆
両
班
」
各
望

テ二

聖
僧

 

（
上
冊
二
ウ
～
三
オ
）

午ム
マ

ノ
時
。
斎
時

ナ
リ

也
。
火
版
鳴

テ
後
、
火
鈴

遶ネ
ウ

寺
ノ

後
チ

、
庫
前

ノ
鼓
三
下

シ
テ

、」
報

ス
ル

二

斎

時
ヲ一

也
。
次
鳴

コ
ト

二

大
鐘

ヲ一

十
八
声
、
是

ヲ
称イ

フ二

斎
鐘

ト一

。
此

ノ
間
就

テ二

大
」
殿

ニ一

、
誦

コ
ト

二

尊
勝

陀
羅
尼

ヲ
七
遍
、
是

ヲ
云
二
日
中

ト一

。
諷
誦
了

テ

後
チ

、
大
衆
」
入
堂

ス
。
庫
前

ノ
版
長
打
三
十

六
ス
レ
ハ

、
庫
前

ノ
台
盤

ニ
弁

シ二

供
物

ヲ一

。
望

テ二

僧
』

堂
ヲ一

、典
座
焼
香
九
拝

ス
。拝

ノ
間

タ
、諸
行（

マ
マ
）

ア
ン

両
行カ

ウ
ニ

立
列

ス
。
拝
了

テ
後
、
奉

ルレ

送
リ二

」
供
物

ヲ一

於
二
僧
堂
前

ニ一

。
仏
聖

ノ
供
物
、
同

ク
供

ス
ル

二

諸

尊
ニ一

也
。
殿
主
供

ス二

仏
」
供

ヲ一

。
薫

シ
テ

レ

香
ニ

供

養
シ
テ

、
各
礼
三
拝
。
土
地
前

ハ
唯

タ
焼
香

ス
ル

而ノ
ミ已

。
三
十
」
六
及

ヒ
魚
鼓

ノ
間
、
堂
内
堂

外
ノ

諸
衆
、
集
二
来

シ
テ

堂
外

ニ一

、
諸
衆
両
班
」

午
ノ

時
。
斎
時

ナ
リ

也
。
火
鈴
遶
寺

ノ
後
、
庫

前
ノ

鼓
三
下
、
報

ス
ル

二

斎
時

ヲ一

也
。
次

ニ
鳴

ス
コ
ト

二　

」

大
鐘

ヲ
十
八
声
、
是（

マ
マ
）

ル
ヲ

称
ス二

斎
鐘

ト一

。
此

ノ
間

就
テ

大
殿

ニ
、
誦

ス
ル
コ
ト

二　
　

尊
勝
陀
羅
尼

ヲ一

七
』

遍
、
是

ヲ
云

フ二

日
中

ト
。
諷
誦
了

テ
後

チ
、
大
衆

入
堂

ス
。
庫
前

ノ
版
長
打
三
十
六

ス
レ
ハ

、」
庫

前
ノ

台
盤

ニ
弁

シ二

供
物

ヲ一

、
望

テ二

僧
堂

ヲ一

、
典
座

焼
香
九
拝

ス
。
拝

ノ
間

タ
、
諸
行
両
」
行

ニ
立

列
ス

。
拝
了

テ
後
、
奉

ルレ

送
リ二

供
物

ヲ
於
僧
堂
前

ニ一

。
仏
聖

ノ
供
物
、
同

ク
供

ス
ル

二

諸
」
尊

ニ一

也
。

殿
主
供

ス二

仏
供

ヲ一

。
薫
香
供
養
、
各
礼
三
拝
。

土
地
前

ニ
唯

タ
焼
香

ス
ル

」
而ノ

ミ已
。
三
十
六
版

及
ヒ

魚
鼓

ノ
間
、
堂
内
堂
外
諸
衆
、
集
二
来

シ
テ

堂
外

ニ一

、
諸
」
衆
両
班
各
望

テ二

聖
僧

ヲ一

、
問
訊

③
大
乗
寺
蔵
愚
休
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
六
三

ヲ一

、
問
訊

シ
テ

著
座

ス
。
魚
鼓

ノ
第
三
会

ノ
初

メ
、

首
座
入
堂

シ
テ

、
問
二
』
訊
聖
僧

ヲ一

著
座

ス
。
従

二
前
門

ノ
南
頬
一
入

ル
也
。
魚
鼓

ノ
後
、
雲
版
長

打
」
一
会

ス
レ
ハ

、
大
衆
下ヲ

ロ
スレ

鉢
ヲ

。
次

ニ
庫
前

ノ

雲
鼓
三
会

ス
ル
ナ
リ

。
第
三
会

ニ
、
堂
前

ノ
小
」

鐘
合ア

ワ
セ

鳴ナ
ラ
ス

。
報

ス
ル

二

主
人

ノ
入
堂

ヲ一

也
。
堂
内

堂
外

ノ
大
衆
、
一
時

ニ
下

テレ

床
ヲ

、」
接

シ二

揖
シ
テ

主
人

ヲ一

問
訊

ス
。
主
人
当
面

ニ
問
訊

シ
テ

、
向

テレ

椅
ニ

問
訊

シ
テ

、
順

ニ
転

シ
テ

而
」
与
二
首
座
一
揖

シ
テ

、
問
訊

シ
テ

而
著ツ

クレ

椅
ニ

。
首
座
、
与ト
二
大
衆

一
揖

シ
テ

問
訊

シ
テ

、
各

ノ
上

テ
」
レ
牀

ニ
収

テレ

鞵ク
ツ

ヲ

〈
与
鞋
／
同
〉
坐
定

ス
レ
ハ

、
維
那
入
堂
、
白

槌
等
如

シレ

例
ノ

。
已
下

ハ
如

シ二

粥
ノ

」
時

ノ
儀

ノ一

。

凡
ソ

粥
罷
斎
罷
、
寮
中

ノ
衆
帰
寮
、
問
訊

シ
テ

喫
茶

ス
。」 

（
三
オ
～
ウ
）

※ 

拝
―
下
ニ
「
○
」
ヲ
付
シ
、
上
欄
外
ニ
「
拝ハ

イ
ノ

イ
」

ト
ア
リ
。

未ヒ
ノ

時
。
若

ン
ハ

二

丈
前

ノ
版
鳴ナ

ル
コ
ト

三
会

ス
ル
カ

一　

、

知
テレ

有
コ
ト
ヲ

二

法
益
一
、
或

ハ
随
意
赴
参

シ
、
或

ハ
」

一
衆
赴
参

ス
。
或

ハ
衩
衣
、
或

ハ
掛ク

ワ

子ス

、
随

テ二

各
望

テ二

聖
僧

ヲ一

、
問
訊

シ
テ

著
座

ス
。
魚
鼓

ノ
第

三
会

ノ
初

メ
、
首
座
入
堂

シ
テ

、
問
」
二
訊
聖
僧

ニ一

著
座

ス
。
従
二
前
門

ノ
南
頬
一
入

ル
也
。
魚
鼓

ノ

後
、
雲
版
長
打
」
一
会

ス
レ
ハ

、
大
衆
下ヲ

ロ
ス

レ

鉢

ヲ
。
次

ニ
庫
前

ノ
雲
鼓
三
会

ス
ル
ナ
リ

。
第
三
会

ニ
、
堂
前

ノ
小
」
鐘
合ア

ハ
セ

鳴ナ
ラ
ス

。
報

ス
ル

二

主
人

ノ

入
堂

ヲ一

也
。
堂
内
堂
外

ノ
大
衆
、
一
時

ニ
下

テレ

床
ヲ

、」
接

シ二

揖
シ
テ

主
人

ヲ一

問
訊

ス
。
主
人
当
面

ニ
問
訊

シ
テ

、
向

テレ

椅
ニ

問
訊

シ
テ

、
順

ニ
転

シ
テ

而
』
与
二
首
座
一
揖

シ
テ

、
問
訊

シ
テ

而
著ツ

クレ
椅

ニ
。

首
座
、
与
二
大
衆
一
揖

シ
テ

問
訊

シ
テ

、
各

ノ
上

テ
」
レ
牀

ニ
収

テレ
鞵ク

ツ
ヲ

〈
与
鞋
／
同
〉
坐
定

ス
レ
ハ

、

維
那
入
堂
、
白
槌
等
如

シレ

例
。
已
下

ハ
如

シ二

」

粥
ノ

時
ノ

儀
ノ一

。
凡

ソ
粥
罷
斎
罷
、
寮
中

ノ
衆
帰

寮
、
問
訊

シ
テ

喫
茶

ス
。」 

（
上
冊
三
オ
～
四
オ
）

未ヒ
ノ

時
。
若

ン
ハ

二

丈
前

ノ
版
鳴ナ

ル
コ
ト

三
会

ス
ル
カ

一　

、

知
テレ

有
コ
ト
ヲ

二

法
益
一
、
或

ハ
随
意
趣
参

シ
、
或

ハ
」

一
衆
趣
参

ス
。
或

ハ
衩
衣
、
或

ハ
掛ク

ワ

子ス

、
随

テ二

著
座
。
魚
鼓
第
三
会

ノ
初
、
首
座
入
堂
、」

問
二
訊

シ
テ

聖
僧

ヲ一

著
座

ス
。
従
二
前
門

ノ
南
頬
一

入
ル
ナ
リ

也
。
魚
鼓

ノ
後

チ
、
雲
版
長
打
一
」
会

ス
レ
ハ

、
大
衆
下ヲ

ロ
ス

レ

鉢
ヲ

。
次

ニ
庫
前

ノ
雲
鼓
三

会
ス

。
第
三
会

ニ
、
堂
前

ノ
小
鐘
合

セ
鳴

ス
。」

報
ス
ル
ナ
リ

二　
　

主
人

ノ
入
堂

ヲ一

也
。
堂
内
堂
外
大
衆
、

一
時

ニ
下

テレ

床
ヲ

、
接
二
揖

シ
テ

主
人

ヲ一

問
」
訊

ス
。

主
人
当
面

ニ
問
訊

シ
、
向

テレ
椅

ニ
問
訊

シ
テ

、
順

ニ

転
シ
テ

而
与ト

首
座
一
揖

シ
テ

、
問
訊

シ
テ

而
』
著
レ

椅
ニ

。
首
座
与ト
二
大
衆
一
、
揖

シ
テ

問
訊

シ
、
各

上
テレ

牀
ニ

収
テレ

鞵
ヲ

〈
与
鞋
／
同
〉
坐
定

レ
ハ

、

維
那
」
入
堂
、
白
槌
等
如

シレ

例
ノ

。
已
下

ハ
如

二
粥

ノ
時

ノ
儀

ノ一

。
凡

ソ
粥
罷
斎
罷
、
寮
中

ノ
衆
」

帰
寮
、
問
訊

シ
テ

喫
茶

ス
。」 （
上
冊
二
ウ
～
三
ウ
）

未
ノ

時
。
若

シ
方
丈
前

ノ
版
鳴

コ
ト

三
会

ス
レ
ハ

、

知
テレ

有
ト二

法
益
一
、
或

ハ
随
意

ニ
趣
参

シ
、
或

ハ

一
」
衆
趣
参

ス
。
或

ハ
衩
衣
、
或

ハ
掛
子
、
随



一
六
四

人
ノ

意
ニ一

、
随
意

ニ
不
審

シ
テ

、
虚
心
」
聴
法

ス
。

諸
経
諸
録
、
随

フ二

衆
望

ニ一

。
集ア

ル
時

キ
、
各

ノ
問

訊
シ

、
散チ

ル
時
、
普
同
問
』
訊

ス
。
如

ン
ハ

レ

無
カ二

急
要
一
者
、
輒

タ
ヤ
ス
ク

勿
起
レ
座

ヲ
不
レ
可
二
雑
談

ス一

。」 
 

（
三
ウ
～
四
オ
）

申サ
ル

ノ
時
。
晡ホ

時
。
従

リ二

申
ノ

香
半
一
、
至

テ二

酉ト

ノ

香
ノ

半
ニ一

、
諸
寮

ノ
打
版
三
下

ス
レ
ハ

、
衩
」
衣

ニ

シ
テ

著ツ
ケレ

襪
ヲ

入
堂
、
面
壁
打
坐

ス
。
是
時
出

シ
テ

二

蒲
団

ヲ一

後
、
至

テ二

明
日

ノ
斎
」
罷

ニ一

収
ムレ

之
、
是

レ
常

ノ
儀
也

ナ
リ

。」 

（
四
オ
）

酉ト

ノ
時
。
放
参
。
時
至

レ
ハ

、
聖
僧
侍
者
、
問

訊
シ
テ

而
報

ス
レ
ハ

二

首
座

ニ一

、
首
座
出
」
寮リ

ャ
ウス

。
或

ハ
首
座
寮

ノ
前
、
或

ハ
衆
寮

ノ
前
、
打
版
三
下

ス
。
若コ

ン
ハ

下

堂
外

ノ
諸
衆
、」
及

ヒ
打
坐

シ
テ

、
諸

衆
著
レ
襪
、
打タ

シレ

袈
裟

ヲ
出

テ二

摺シ
ツ

単
ヲ一

、
向

フ二

牀

縁
ニ一

坐
ス
ル
カ

上　

。
童ツ

ウ
ン

行ア
ン

」上
テ二

方
丈

二一

、稟ウ
ケ
テ

云
ク

、

人
ノ

意
ニ一

、
随
意

ニ
不
審

シ
テ

、
虚
心
」
聴
法

ス
。

諸
経
諸
録
、
随

フ二

衆
望

ニ一

。
集

ル
時

キ
、
各

ノ
問

訊
シ

、
散

ル
時
、
普
同
問
」
訊

ス
。
如

ン
ハ

レ

無
カ二

急
要
一
者
、
輒

タ
ヤ
ス
ク

勿
レ
起

コ
ト

レ

座
ヲ

。
不
レ
可
二
雑

談
ス一

。」 

（
上
冊
四
オ
～
ウ
）

申
ノ

時
。
晡ホ

時
。
従

リ二

申
ノ

香
半
一
、
至

テ二

酉
ノ

香
ノ

半
ニ一

、
諸
寮

ノ
打
版
三
下

ス
レ
ハ

、
衩
」
衣

ニ

シ
テ

著ツ
ケレ

襪
ヲ

入
堂
、
面
壁
打
坐

ス
。
是
時
出

シ
テ

二

蒲
団

ヲ一

後
、
至

テ二

明
日

ノ
斎
』
罷

ニ一

収
ムレ

之
、
是

レ
常

ノ
儀
也

ナ
リ

。」 

（
上
冊
四
ウ
）

酉
ノ

時
。
放
参
。
時
至

レ
ハ

、
聖
僧
侍
者
、
問

訊
シ
テ

而
報

ス
レ
ハ

二　

首
座

ニ一

、
首
座
出
」
寮

ス
。
或

ハ
首
座
寮

ノ
前
、
或

ハ
衆
寮

ノ
前
、
打
版
三
下

ス
。
若

ン
ハ

下

堂
外

ノ
諸
衆
、」
及

ヒ
打
坐

シ
テ

、
諸

衆
著
レ
襪
、
打タ

シ二

袈
裟

ヲ一

出
テ二

摺シ
ツ

単
ヲ一

、
向

フ二

牀

縁
ニ一

坐
ス
ル
カ

上　

、
童

ツ
ウ
ン

行ア
ン

」
上

テ二

方
丈

ニ一

、
稟ウ

ケ
テ

云

二
人

ノ
意

ニ一

。
随
意

ニ
不
審

シ
テ

、
虚
心
聴
法

ス
。

諸
」
経
諸
録
、
随
二
衆
望

ニ
。
集

ル
時
、
各
問

訊
シ

、
散

ス
ル

時
キ

、
普
同
問
訊

ス
。
如

ン
ハ

レ

無
カ二

急
要
一
」
者
、
輒

タ
ヤ
ス
ク

勿
レレ

起
コ
ト

レ

座
ヲ

。
不
レ
可
二

雑
談

ス一

。」 

（
上
冊
三
ウ
）

申
ノ

時
。
晡
時
。
従

リ二

申
ノ

香
ノ

半
一
、
至

テ二

酉
ノ

香
ノ

半
ニ

、
諸
寮
打

コ
ト

レ

版
ヲ

三
下

ス
レ
ハ

、
大
衆

衩
」
衣

ニ
シ
テ

著
レ
襪

ヲ
入
堂

シ
テ

、
面
壁
打
坐

ス
。
是
時
出

シ
テ

二

蒲
団

ヲ一

、
後
至

テ二

明
日

ノ
斎
罷

ニ一

収
ム

」レ
之

ヲ
、是

レ
常

ノ
儀
也

ナ
リ

。』 （
上
冊
三
ウ
）

酉
ノ

時
キ

。
放
参
。
時

キ
至

テ
、
聖
僧
侍
者
、

問
訊

シ
テ

而
報

ス
レ
ハ

二　

首
座
一
、
首
座
出
寮

ス
。
或

ハ
」
首
座
寮

ノ
前
、
或

ハ
衆
寮

ノ
前
、
打
版
三

下
ス

。
若

ン
ハ

下

堂
外

ノ
諸
衆
、
及

ヒ
打
坐

ノ
諸
」

衆
、
著

ケレ

襪
ヲ

、
打

シ
テ

二

袈
裟

ヲ一

出
テ

摺タ
ゝ

ミレ

単
ヲ

、

向
テ二

牀
縁

ニ一

坐
ス
ル
カ

上　

。
童
行
上

テ二

方
丈

ニ一

、
稟

シ
テ

③
大
乗
寺
蔵
愚
休
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
六
五

掛
ケ
ン
ト

二　

放
参

ノ
牌

ヲ一

。
主
人

ニ
報

シ
テ

云
ク

、
放
参

ト
。
童
行
問
訊

シ
テ

、」
而
下

テ二

堂
前

ニ一

、
掛

ケ二

放

参
ノ

牌
ヲ一

、
上ア

ク二

暖ノ

簾
等

ヲ一

。
首
座
入
堂
、
焼

香
巡
」
堂

シ
テ

、
而
同

ク
向

テ二

牀
縁

ニ一

坐
ス

。
童

行
入
堂
、
当
面
問
訊

シ
了

テ
、
又

タ
問
二
訊

シ
テ

』

首
座

ニ一

、
叉
手

シ
テ

云
ク

、
和
尚
放
参

ト
。
首
座

黙モ
ツ

許コ
ス

。
童
行
問
訊

シ
テ

、
経
二
過

シ
テ

」
龕

ノ
後

ヲ一

、
到

テ二

当
面

ニ一

、
深

ク
問
訊
叉
手

シ
テ

、
引

テレ

声

ヲ
喝ト

ナ
ヘ
テ

云
ク

、
放
参

ト
。
又
問
訊

シ
テ

」
出

テ二

堂

前
ニ一

、
鳴

コ
ト

二

小
鐘

ヲ一

三
下

ス
、
是
云イ

フ二

放
参

ト一

。

大
衆
同
時

ニ
下

テレ

牀
ヲ

揖
シ
テ

、」
問
訊

シ
テ

云
ク

、

珍シ
ン
シ

重エ
ウ
ン

ト
。
粥
罷

テ
、
衆
寮

ノ
問
訊

ノ
次

テ
ニ

云

ク
、
和
南
放
参

ト
。
次

ニ
大
」
殿
諷
経
在ア

レ
ハ

者
、
打

コ
ト

レ

鐘
一
会
、
或

ハ
三
会
。
随

フ二

主
人

ノ

意
ニ一

。
或

ハ
楞
厳
」
呪
、
長
日

ハ
、
或

ハ
大
悲

呪
、
消
災
呪
。
夏
中

ハ
、
其

ノ
後

チ
帰
寮
問

訊
。
参
」
後
参
前
、
詣

セ
ハ

二

諸
寮

ニ一

、
必

ス
搭

ケ
ヨ

二

袈
裟

ヲ一

。
是

レ
常

ノ
儀
也ナ

リ

。
或

ハ
為

メ二

請シ
ン

暇カ

参
」
暇
参
禅
白
事

ノ一

、
方
丈
及

ヒ
諸
寮

ノ
首
座

等
ノ

寮
ナ
ラ
ハ

者
、
不
レ
拘カ

ヽ
ハ
ラ

二

時
候

ニ一

、」
必

ス
搭

ル二

袈
裟

ヲ一
也

ナ
リ

。」 

（
四
オ
～
ウ
）

ク
、
掛

ケ
ン
ト

二　

放
参

ノ
牌

ヲ一

。
主
人

ニ
報

シ
テ

云
ク

、

放
参

ト
。
童
行
問
訊

シ
テ

、」
而
下

テ二

堂
前

ニ一

、

掛
ケ二

放
参

ノ
牌

ヲ一

、
上ア

ク二

暖ノ

簾
等

ノ一

。
首
座
入

堂
、
焼
香
巡
」
堂

シ
テ

、
而
同

ク
向

テ二

牀
縁

ニ一

坐

ス
。
童
行
入
堂
、
当
面
問
訊

シ
了

テ
、
又

タ
問
二

訊
シ
テ

」
首
座

ニ一

、
叉
手

シ
テ

云
ク

、
和
尚
放
参

ト
。
首
座
黙モ

ク

許コ
ス

。
童
行
問
訊

シ
テ

、
経
二
過

シ

テ
」
龕

ノ
後

ヲ一

、
到

テ二

当
面

ニ一

、
深

ク
問
訊
叉
手

シ

テ
、
引

テレ

声
ヲ

喝ト
―

ヘ
テ

云
ク

、
放
参

ト
。
又
問
訊

シ

テ
』
出

テ
ヽ

二

堂
前

ニ一

、
鳴

コ
ト

二

小
鐘
一
三
下

ス
、
是

云
二
放
参

ト一

。
大
衆
同
時

ニ
下

テレ

牀
ヲ

揖
シ
テ

、」

問
訊

シ
テ

云
ク

、
珍シ

ン
シ

重コ
ウ
ン

ト
。
粥
罷

テ
、
衆
寮

ノ

問
訊

ノ
次

テ
ニ

云
ク

、
和
南
放
参

ト
。
次

ニ
大
」

殿
諷
経
在ア

レ
ハ

者
、
打

コ
ト

レ

鐘
一
会
、
或

ハ
三

会
。
随

フ二

主
人

ノ
意

ニ一

。
或

ハ
楞
厳
」
呪
、
長

日
ハ

、
或

ハ
大
悲
呪
、
消
災
呪
。
夏
中

ハ
、
其

ノ
後

チ
帰
寮
問
訊
。
参
」
後
参
前
、
詣

セ
ハ

二

諸

寮
ニ一

、
必

ス
搭

ケ
ヨ

二

袈
裟

ヲ一

。
是

レ
常

ノ
儀

ナ
リ

也
。

或
ハ

為
メ二

請シ
ン

暇カ

参
」
暇
参
禅
白
事

ノ一

、
方
丈
及

ヒ
諸
寮

ノ
首
座
等

ノ
寮

ナ
ラ
ハ

者
、
不
レ
拘カ

ヽ
ハ
ラ

二

時
候

ニ一

、」
必

ス
搭

ル二
袈
裟

ヲ一
也
。」 

（
上
冊
四
ウ
～
五
オ
）

云
、
掛

ン
ト

二

」
放
参

ノ
牌

ヲ一

。
主
人
報

シ
テ

云
ク

、

放
参

ト
。
童
行
問
訊

シ
テ

、
而
下

テ二

堂
前

ニ一

、
掛

ケ二

放
参

ノ
牌

ヲ一

、」
上

ク二

暖
簾
等

ヲ一

。
首
座
入
堂
、

焼
香
巡
堂
、
而
同

ク
向

テ二

牀
縁

ニ一

坐
ス

。
童
行

入
」
堂
、
当
面
問
訊

シ
了

テ
、
又
問
二
訊

シ
テ

首

座
ニ一

、
叉
手

シ
テ

云
ク

、
和
尚
放
参

ト
。
首
座

黙
」
許

ス
。
童
行
問
訊

シ
テ

、
経
二
過

シ
テ

龕
ノ

後

ヲ一

、
到

テ二

当
面

ニ一

、
深

ク
問
訊
叉
手

シ
テ

、
引

テレ

声

ヲ
喝ト

ナ
ヘ
テ

云
ク

、」
放
参

ト
。
又
問
訊
出

ツ二

堂
前

ニ一

。

鳴
コ
ト

二

小
鐘

ヲ一

三
下

ス
、
是

ヲ
云

フ二

放
参

ト
。
大
衆

同
時

ニ
」
下

リレ

牀
ヲ

揖
シ
テ

、
問
訊

シ
テ

云
ク

、
珍

重
ト

。
粥
罷

テ
、
衆
寮

ノ
問
訊

ノ
次

ニ
云
、
和
尚

放
参

ト
。
次

ニ
」
大
殿
諷
経
、
打

コ
ト

レ

鐘
ヲ

一

会
、
或

ハ
三
会
。
随

フ二

主
人

ノ
意

ニ一

。
或

ハ
楞
厳

呪
、
長
日

ハ
、』
或

ハ
大
悲
呪
、
消
災
呪
。
夏

中
ハ

、
其

ノ
後

チ
帰
寮
問
訊
。
参
後
参
前
、
詣

セ
ハ

二

諸
」
寮

ニ一

、
必

ス
搭

ケ
ヨ

二

袈
裟

ヲ一

。
是

レ
常

ノ
儀

ナ
リ

也
。
或

ハ
為（

メ
ヵ
）

シ
テ

二

請
暇
参
暇
参
禅
白
事
一
、

詣
セ
ハ

二

方
」
丈
及

ヒ
諸
寮

ノ
首
座
等

ノ
寮

ニ一

、
不
レ

拘
ラ二

時
候

ニ一

、
必

ス
搭

ル二
袈
裟

ヲ一
也
。」

 

（
上
冊
三
ウ
～
四
ウ
）



一
六
六

戌イ
ヌ

ノ
時
。
蟻ア

リ
ノ

腰コ
シ

尚
見ミ

ユ
ル

時
ナ
リ

。
衆
寮

ノ
前

ノ

版
、
鳴

コ
ト

者
三
下

ス
レ
ハ

、
衆
僧
搭

ケ二

袈
』
裟

ヲ一

、
入
堂

シ
テ

各
著

テ二

被
位

ニ一

、
面
壁
打
坐

ス
。

如
ン
ハ

三

早
晨
聞

カ二

版
ノ

鳴ナ
ル
ヲ

一

寮
主
、」
打タ

併ヒ
ン

シ
、

衆
僧
行ア

ン

履リ
シ
テ

、
而
待マ

ツ二

明
旦

ヲ一

。
打
鐘

ノ
行
者

〈
古

ヘ
多ヲ

ク
ハ

者
沙
／
弥
主

ツ
カ
サ
ト

ルレ

之
ヲ

也
〉、
浄キ

ヨ

メ
テ

二

」
口
手

ヲ一

、
而
到

テ二

鐘
楼

ニ一

、
焼
香
合
掌

シ
テ

唱
テ

云
ク

、
三
塗
八
難
、
息
苦
停
」
酸サ

ン

、
十

方
世
界
、
聞
鐘
悟
道

ト
。
然

テ
後

チ
打

ツレ

鐘
ヲ

。

緩ユ
ル

ク
十
八
声
、
緊キ

ヒ
シ

ク
十
」
八
声

ヲ
、
為

シ二

一
会

ト一

、
又
緩

ク
十
八
声
、
緊

ク
十
八
声

ヲ
、
為

ス二

二

会
ト一

。
初
会

ノ
」
間

タ
ニ

、
大
衆
入
堂

ス
。
二
会

ノ
終

ニ
、
首
座
入
堂

シ
テ

、
焼
香
巡
堂

ス
。
三

会（
マ
マ
）

シ
如
」
レ
前

ノ
。
三
会

ノ
終

ニ
、
主
人
入
堂

シ

テ
、
焼
香
巡
堂

ス
ル
コ
ト

、
如

シ二

早
辰

ノ一

。
三
会
終

戌
ノ

時
。
蟻ア

リ
ノ

腰コ
シ

尚
見ミ

ユ
ル

時
ナ
リ

。
衆
寮

ノ
前

ノ

版
、
鳴

コ
ト

者
三
下

ス
レ
ハ

、
衆
僧
搭

ケ二

袈
」
裟

ヲ一

、
入
堂

シ
テ

各
著

テ二

被
位

ニ一

、
面
壁
打
坐

ス
。

如
ン
ハ

三

早
晨
聞

カ二

版
ノ

鳴ナ
ル
ヲ

一

寮
主
、』
打タ

併ヒ
ン

シ
、

衆
僧
行ア

ン

履リ
シ
テ

、
而
待マ

ツ二

明
且

ヲ一

。
打
鐘

ノ
行
者

〈
古

ヘ
多

ク
者
沙
／
弥
主

ツ
カ
サ
ト

ルレ

之
也
〉、
浄キ

ヨ
メ
テ

二

」

口
手

ヲ一

、
而
到

テ二

鐘
楼

ニ一

、
焼
香
合
掌

シ
テ

唱
テ

云
ク

、
三
塗
八
難
、
息
苦
停
」
酸サ

ン

、
十
方
世

界
、
聞
鐘
悟
道

ト
。
然

シ
テ

後
チ

打
ツレ

鐘
ヲ

。
緩ユ

ル
ク

十
八
声
、
緊キ

ヒ
シ

ク
十
」
八
声

ヲ
、
為

シ二

一
会

ト一

、

又
緩

ク
十
八
声
、
緊

ク
十
八
声

ヲ
、
為

ス二

二
会

ト一

。
初
会

ノ
」
間

メ
ニ

、
大
衆
入
堂

ス
。
二
会

ノ

終
ニ

、
首
座
入
堂

シ
テ

、
焼
香
巡
堂

ス
。
三
会

モ

如
」
レ
前

ノ
。
三
会

ノ
終

ニ
、
主
人
入
堂

シ
テ

、

焼
香
巡
堂

ス
ル
コ
ト

如
シ二

早
辰

ノ一

。
三
会
終

テ
後
、」

戌
ノ

時
。
蟻

ノ
腰
尚
見

ユ
ル

時
ナ
リ

。
衆
寮

ノ
前

ノ

版
、
鳴

コ
ト

三
下

ス
レ
ハ

、
衆
僧
搭

ク二

袈
裟

ヲ一

。
入

堂
シ
テ

」
各
著

テ二

被
位

ニ一

、
面
壁
打
坐

ス
。
如

シ二

早
晨

ノ一

。
聞

テ二

版
ノ

鳴
一
、
寮
主
、
打
二
併

シ
テ

衆

僧
ノ

行
」
履

ヲ一

、
而
待

ツ二

明
旦

ヲ一

。
打
鐘
行
者

〈
古

ハ
者
多

ク
沙
／
弥
司

ルレ

之
ヲ

也
〉、
浄

シ
テ

二

口

手
ヲ一

、
而
到

テ二

鐘
楼

ニ一

、
焼
」
香
合
掌

シ
テ

唱
テ

云
、
三
塗
八
難
、
息
苦
停
酸
、
十
方
世
界
、

聞
鐘
悟
道
。」
然

シ
テ

後
チ

打
ツレ

鐘
ヲ

。
緩

ク
十
八

声
、
緊

ク
十
八
声

ヲ
、
為

シ二

一
会

ト一

、
又
緩

ク
十

八
声
、
緊

ク
」
十
八
声

テ
為
二
二
会

ト一

、
初
会

ノ

間
ニ

、
大
衆
入
堂

ス
。
二
会

ノ
終

ニ
、
首
座
入

堂
シ
テ

、
焼
」
香
巡
堂
。
第
三
会

モ
如
レ
前

ノ
。

三
会

ノ
終

ニ
、
主
人
入
堂

シ
テ

、
焼
香
巡
堂

ス
ル
コ

ト
如

シ二

早
』
晨
一
。
三
会
終

テ
後

チ
、
庫
前

ニ
打

③
大
乗
寺
蔵
愚
休
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
六
七

テ
後
、」
庫
前

ニ
打

コ
ト

レ

鼓
ヲ

三
会

ス
。
先

ツ
以

テ二

鼓

槌
ヲ一

擬
ス
ル
コ
ト

二　
　

鼓
唇

ヲ一

三
下

シ
テ

後
チ

、
以
二
左
槌

ヲ一

」
小
打

シ
、
以

テ二

右
槌

ヲ一

大
打

ス
。
緩
声

ニ
三

打
シ
テ

、
又
以
二
左
槌

ヲ一

小
打
、
以

テ二

右
」
槌

ヲ一

連
打

ス
。
如
レ
此
三
打

シ
テ

後
、
自
レ
緩

キ
至

ル
ヲ

レ

緊
キ
ニ

為
ス二

一
会

ト一

。
三
会
如

シ
テ

レ

前
、』
又
擬

ル
コ
ト

二　

鼓
唇

ヲ一

三
下

シ
テ

一
打

ス
ル
ヲ

、
名※

テ
為※

シ二
一
更カ

フ

ト一

、
打

コ
ト
ヲ

レ　

版
ヲ

為
ス二

一
点

ト一

。
初
更
、」
必

ス
三

打
ス

。
■

（
マ
マ
）次

ニ
、
戌イ

ヌ
半

ノ
時

キ
許ハ

カ
リ

欲
ス
ル

レ

過
ン
ト

時

キ
、
先

ツ
打

ツ二

一
更

ノ
三
点

ヲ一

。
三
」
遍

ノ
後

チ
、

鳴
ス
コ
ト

二

大
鐘

ヲ一

十※

八
声
、
是

ヲ
称イ

フ二

定
鐘

ト一

。
是

ノ
時

キ
、
主
人
出
堂

ス
。
首※

」
座

ハ
面
壁

シ
テ

、

畳タ
ヽ

ミ二

袈
裟

ヲ一

、
裹ツ

ヽ
ン
テ

レ

被ヒ

巾
ニ一

、
安

シ二

函ア
ン

櫃キ
ノ

上
ニ一

、

披ヒ
ラ

イ
テ

レ

被フ
ス
マ

ヲ
、
著
用（

マ
マ
）

コ
ト　

ル
コ
ト

随
意

ナ
リ

。」
聖
僧
侍

者
、
下ヲ

ロ
ス二

聖
前
等

ノ
灯
籠

ヲ一

。
大
衆
随
意

ニ
出

堂
。
或

ハ
打
坐
」
任

スレ

意
ニ

。
戌イ

ノ
終

リ
ニ

、
一

更
ノ

四
点
、一
更
五
点
打

ツレ
之

ヲ
。  （
四
ウ
～
五
ウ
）

※ 

名
…
下
ニ
「
○
」
ヲ
付
シ
、
右
ニ
「
為

ス
」
ト
ア

ル
モ
、「
為

ス
」
ヲ
抹
消
ス
。

※ 

為
…
同
行
末
「
更
」
ノ
下
ニ
「
為上

シ二
」
ト
ア
ル
指

示
ヲ
反
映
シ
テ
移
ス
。

庫
前

ニ
打

コ
ト

レ

鼓
ヲ

三
会

ス
。
先

ツ
以
二
鼓
槌

ヲ一

擬

ス
ル
コ
ト

二

鼓
唇

ヲ一

三
下

シ
テ

後
チ

、
以
二
左
槌

ヲ一

」
小

打
シ

、
以

テ二

右
槌

ヲ一

大
打

ス
。
緩
声

ニ
三
打

シ
テ

、

又
以
二
左
槌

ヲ一

小
打
、
以
二
右
」
槌

ヲ一

連
打

ス
。

如
レ
此
三
打

シ
テ

後
、
自
レ
緩
至

ル
ヲ

レ

緊
ニ

為
ス二

一

会（
マ
マ
）

ス一

。
三
会
如

シ
テ

レ

前
、』
又
擬

ル
コ
ト

二

鼓
唇

ヲ一

三

下
シ
テ

一
打

ス
ル
ヲ

、
名

テ
為
二
一
更カ

ウ
ト一

、
打

コ
ト
ヲ

レ　

版

ヲ
為

ス二

一
点

ト一

。
初
更
、」
必

ス
三
打

ス
。
■

（
マ
マ
）次

ニ
、
戌

ノ
半

ノ
時

キ
許ハ

カ
リ

欲
ス
ル

レ

過
ン
ト

時
キ

、
先

ツ

打
ツ二

一
更

ノ
三
点

ヲ一

。
三
」
遍

ノ
後

チ
、
鳴

ス
コ
ト

二　

大
鐘

ヲ一

十
八
声
、
是

ヲ
称イ

フ二

定
鐘

ト一

。
是

ノ
時

キ
、

主
人
出
堂

ス
。
首
」
座

ハ
面
壁

シ
テ

、
畳タ

ヽ
ミ二

袈
裟

ヲ一

、
裹ツ

ヽ
ン
テ

レ

被
巾

ヲ一

、
安

シ二

函ア
ン

櫃キ
ノ

上
ニ一

、
披ヒ

ラ
イレ

被

ヲ
、
著
用

ル
コ
ト

随
意

ナ
リ

。」
聖
僧
侍
者
、
下ヲ

ロ
ス二

聖
前
等

ノ
灯
籠

ヲ一

。
大
衆
随
意

ニ
出
堂
。
或

ハ

打
坐
」
任

スレ

意
ニ

。
戌

ノ
終

リ
ニ

、
一
更

ノ
四
点
、

一
更
五
点
打

ツレ
之

ヲ
。 

（
上
冊
五
オ
～
六
オ
）

コ
ト

レ

鼓
ヲ

三
会

ス
。
先

ツ
以

テ二

鼓
槌

ヲ一

擬
ス
ル
コ
ト

二　
　

鼓
唇

ヲ一

三
下

シ
テ

後
、」
以

テ二

左
槌

ヲ一

小
打

シ
、
以

テ二

右

槌
ヲ一

大
打

ス
。
緩
声

ニ
三
打

シ
テ

、
又

タ
以

テ二

左
槌

ヲ一

小
打

シ
、
以
二
」
右
槌

ヲ一

連
打

ス
。
如

クレ

此
ノ

三

打
シ
テ

後
チ

、
自

リレ

緩
至

ル
ヲ

レ

緊
ニ

為ナ
ス二

一
会

ト一

。
如

レ
前

ノ
三
会

シ
終

テ
、」
又

タ
擬

ル
コ
ト

二　

鼓
唇

ヲ一
三
下

シ

テ
一
打

ス
ル
ヲ

、
名

テ
為
二
一
更

ト一

、
打

ツ
ヲ

レ

版
ヲ

為
ス二

一
点

ト一

。
初
更
、
必

ス
三
」
打

ス
。■

（
マ
マ
）次

ニ
戌

ノ

半
時
許

リ
欲

ルレ

過
ン
ト

時
キ

、先
ツ

打
ツ二

一
更

ノ
三

点
ヲ一

。
三
遍

ノ
後
、
鳴

ス
コ
ト

二　

大
」
鐘

ヲ一

十
八
声
、

是
ヲ

称
二
定
鐘

ト一

。
是

ノ
時
、
主
人
出
堂

ス
。
首

座
ハ

面
壁

シ
テ

、
畳

ミ二

袈
裟

ヲ一

」
裹ツ

ヽ
ムレ

被
ヲ

。
巾

ヲ

安
シ二

函
櫃

ノ
上

ニ一

。
披

テレ
被

ヲ
、
著
用

ス
ル
コ
ト

随
意

ナ
リ

。
聖
僧
侍
者
、
下

ス二

聖
前
等

ノ
」
灯
籠

ヲ一

。

大
衆
出
堂
、
或

ハ
打
坐
任
レ
意

ニ
。
戌

ノ
終

ニ
、

一
更

ノ
四
点
、
一
更

ノ
五
点
」
打
レ
之

ヲ
。 

（
上

冊
四
ウ
～
五
オ
）



一
六
八

※
十
八
…
「
十
」
ヲ
抹
消
シ
テ
訂
正
ス
。

※
首
…
下
、「
入上

」
ト
ア
ル
ヲ
抹
消
ス
。

亥イ
ノ

初
メ
ニ

、
打

コ
ト

二

二
更

ノ
」
一
点

ヲ一

如
シレ

前
。

二
更

ノ
二
点

ノ
後

チ
、
振

テ二

火
鈴

ヲ一

、
呼ヨ

フ二

照
顧

火
燭

ト一

。
遶
寺

シ
テ

」
自
二
三
門
一
至

テ二

方
丈

ニ一

、

還
テ二

庫
下

ニ一

、
打ウ

ツ二

二
更

ノ
三
点

ヲ一

。
首
座
披ヒ

ラ
イ
テ

二

枕
子フ

ヲ一

」
打
眠

レ
ハ

、
大
衆
一
時

ニ
打
眠

ス
。留ト

ヽ
マ

リ
坐

ス
ル
ハ

無
礼

ナ
リ

。
恣
勿

レレ

往
コ
ト

二

非
処

ニ一

、
須

ク二

堂
」
裏

ニ
打
眠

ス一

。
即
亥イ

ノ
半
計ハ

カ
リ

ナ
リ

也
。
亥

ノ

半
計

ニ
臥

シ
テ

、
而
寅

ノ
半

ニ
起

ル
ナ
リ

也
。
打
眠

ノ
』
儀
者

ハ
、
一
衆
必

ス
右
脇

ニ
臥フ

セ
、
勿

レ下

左

脇
并

ニ

仰
ア
ヲ
ノ
ケ

ニ
臥

シ

覆
ウ
ツ
フ
シ

ニ
臥

コ
ト

上

。
或

ハ
両
手

ニ
」

作ナ
シ
テ

二

外
縛

ヲ一

、
安

シ二

頷
ヲ
ト
カ
イ

ノ
下

ニ一

、
両
脚
少

キ
曲

テ
眠

ル
。
或

ハ
右
手
少

シ
曲

テ
、
安
二
頷

ノ
下

ニ一

、」

左
手
直

ニ
舒

テ
、
安

シ二

左※
ノ

膝モ
ヽ

ノ
上

ニ一

、
或

ハ
左

ノ

脚
ノ

右
ノ

拇ヲ

指
ヲ

安
シ
テ

二

右
ノ

内
ノ

腂
ツ
フ
シ

ノ
上※

ニ一

」
眠

ル
。
右

ノ
袖
左

ノ
袖
、
倶

ニ
直

ニ
舒

ヘ
テ

而
眠

ル
ナ
リ

也
。」 

（
五
ウ
～
六
オ
）

亥
ノ

初
メ
ニ

、
打

コ
ト

二

二
更

ノ
」
一
点

ヲ一

如
シレ

前
。

二
更

ノ
二
点

ノ
後

チ
、
振

テ二

火
鈴

ヲ一

、
呼ヨ

フ二

照
顧

火
燭

ト一

。
遶
寺

シ
テ

」
自
二
山
門
一
至

テ二

方
丈

ニ一

、

還
テ二

庫
下

ニ一

。
打ウ

ツ二

二
更

ノ
三
点

ヲ一

。
首
座
披ヒ

ラ
イ
テ

二

枕
子ス

ヲ一

」
打
眠

レ
ハ

、
大
衆
一
時

ニ
打
眠

ス
。
留ト

ヽ
マ

リ
坐

ス
ル
ハ

無
礼

ナ
リ

。
恣

ニ
勿
レ
往

コ
ト

二

非
処

ニ一

。

須
ク二

堂
』
裏

ニ
打
眠

ス一

。
即
亥

ノ
半
計ハ

カ
リ

ニ
ナ
リ

也
。

亥
ノ

半
計

ニ
臥

シ
テ

、
而
寅

ノ
半

ニ
起

ル
ナ
リ

也
。

打
眠

ノ
」
儀

ハ
者
、
一
衆
必

ス
右
脇

ニ
臥フ

セ
、
勿

レ下

左
脇
并

ニ

仰
ア
ヲ
ノ
ケ

ニ
臥

シ

覆
ウ
ツ
フ
シ

ニ
臥

コ
ト

上

。
或

ハ
両

手
ニ

」
作

シ
テ

二

外
縛

ヲ一

、
安

シ二

頷
ヲ
ト
カ
イ

ノ
下

ニ一

、
両
脚

少
キ

曲
テ

眠
ル

。
或

ハ
右
手
少

シ
曲

テ
、
安
二
頷

ノ

下
ニ一

、」
左
手
直

ニ
舒

テ
、
安

シ二

膝モ
ヽ

ノ
上

ニ一

、
或

ハ

左
ノ

脚
ノ

右
ノ

拇
指

ヲ
安

シ
テ

二

右
ノ

内
ノ

腂
ツ
フ
シ

ノ
上

ニ一
眠

ル
。」
右

ノ
袖
左

ノ
袖
、
倶

ニ
直

ニ
舒

ヘ
テ

而
眠

ル
ナ

リ
也
。」　 
（
上
冊
六
オ
～
ウ
）

亥
ノ

初
ニ

、
打

コ
ト

二

二
更

ノ
一
点

ヲ一

如
シレ

前
。
二
更

二
点

ノ
後
、
振

テ二

火
鈴

ヲ一

、
呼
二
照
」
顧
火
燭

ヲ一

。
遶
寺

シ
テ

自
リ二

三
門
一
至

リ二

方
丈

ニ一

、
還

テ二

庫

下
ニ一

、
打

ツ二

二
更

ノ
三
点

ヲ一

。
首
座
』
披

テ二

枕
子

ヲ一

打
眠

ス
レ
ハ

、
大
衆
一
時

ニ
打
眠
。
留
坐

ス
ル
ハ

無
礼

ナ
リ

。
恣

ニ
勿

レレ

往
コ
ト

二

非
処

ニ一

。
須

ク二

」
堂

裏
ニ

打
眠

ス一

。
即

チ
亥

ノ
半
許ハ

カ
リ

也
。
亥
半
許ハ

カ
リ

ニ
臥

シ
テ

、
而
寅

ノ
半

ニ
起

ル
ナ
リ

也
。
打
眠

ノ
儀

ハ
」
者
、
一
衆
必

ス
右
脇

ニ
臥

ス
。
勿

レ二

左
脇
并

ニ
仰

キ
ニ

臥
シ

覆
臥

コ
ト

一

。
或

ハ
両
手

ニ
作

シ
テ

二

外
縛

一
、」
安

シ二
頷

ノ
下

ニ一

、
両
脚
少

キ
曲

テ
眠

ル
。
或

ハ

右
手
少

シ
曲

テ
、
安

シ二

頷
ノ

下
ニ一

、
左
手
直

ニ
舒

テ
、
安

シ二

」
左

ノ
股

ノ
上

ニ一

、
或

ハ
左
脚

ノ
大
拇
指

ヲ
安

シ
テ

二

右
ノ

内
ノ

腂
ツ
フ
シ

ノ
上

ニ
眠

ル
。
右

ノ
袖
左

ノ

袖
、
倶

ニ
直

ニ
」
舒

ヘ
テ

而
眠

ル
ナ
リ

也
。」

 

（
上
冊
五
オ
～
ウ
）

③
大
乗
寺
蔵
愚
休
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
六
九

※ 
左

ノ
…
「
安
」
ノ
下
ニ
「
○
」
ヲ
付
シ
、
同
行
末

「
上
」ノ
次
ニ「
左

ノ
」ト
ア
リ
、「
左

ノ
」ノ
字
ノ
上

ニ「
○
」ガ
付
サ
レ
テ
イ
ル
指
示
ヲ
反
映
シ
テ
移
ス
。

※ 

上
…
本
文
ハ
虫
食
イ
デ
損
傷
シ
テ
オ
リ
、
右
下
ニ

「
上
」
ト
記
シ
テ
補
ウ
。

子
丑
者ハ

、
睡
眠

ノ
時

ナ
リ

也
。
或

ハ
主
人
、
半

夜
ニ

巡
堂

シ
テ

、
検
二
点

ス
衆

ノ
有
無

ヲ一

。」 （
六
オ
）

寅
ノ

時
ノ

半
ニ

、
庫
前

ノ
鼓
、
打

テ二

四
更

ノ
三
点

ヲ一

、
是

ノ
時

キ
、
振

テ二

火
鈴

ヲ一

遶
寺

シ
テ

、
諸
」
寮

ノ
前

ニ
シ
テ

打
ハレ

版
ヲ

四
更

ナ
リ

。
榜ハ

ウ

子
ハ

三
点

ナ
リ

。

首
座
寮

ノ
前

ノ
版
鳴

レ
ハ

、
大
衆
一
」
時

ニ
起

テ

且
ク

坐
シ
テ

、
而
首
座

ノ
巡
堂
過

テ
後

チ
、
各
各

抽チ
ウ

身
シ
テ

而
趣

テ二

後
架

ニ一

、」
嚼カ

ミ二

楊
枝

ヲ一

、
洗
面

ス
。
首
座

ハ
者
、
先

ツ
起ヲ

キ
テ

畳
テ二

枕
子

ヲ一

、
而
鳴ナ

ラ
ス

レ

之
ヲ

。
大
衆
聞

テ
」
レ
之

ヲ
、
一
時

ニ
起

テ
打

坐
ス

。
首
座
先
洗
面

シ
テ

、
搭カ

ケ二

袈
裟

ヲ一

、
巡
堂

シ
テ

、
検
二
点

ス
大
』
衆

ノ
起
不
起

ヲ一

。
四
更

ノ
四

点
五
点

ノ
間

タ
也
。
大
衆
等

ハ
、
坐

シ
テ

而
待

ツ二

主
」
人

ノ
巡
堂

ヲ一

。
五
更
一
点
鳴ナ

レ
ハ

者
、
主

子
丑

ハ
者
、
睡
眠

ノ
時

ナ
リ

也
。
或

ハ
主
人
、
半

夜
ニ

巡
堂

シ
テ

、
検
二
点

ス
衆

ノ
有
無

ヲ一

。」

 

（
上
冊
六
ウ
）

寅
ノ

時
ノ

半
ニ

、
庫
前

ノ
鼓
、
打

テ二

四
更

ノ
三
点

ヲ一

、
是

ノ
時

キ
、
振

テ二

火
鈴

ヲ一

遶
寺

シ
テ

、
諸
」
寮

ノ
前

ニ
シ
テ

打
ハレ

版
ヲ

四
更

ナ
リ

。
榜ハ

ウ

子
ハ

三
点

ナ
リ

。

首
座
寮

ノ
前

ノ
版
鳴

レ
ハ

、
大
衆
一
」
時

ニ
起

テ

且
ク

坐
シ
テ

、
而
首
座

ノ
巡
堂
過

テ
後

チ
、
各
各

抽チ
ウ

身
シ
テ

而
趣

キ二

後
架

ニ一

、』
嚼カ

ミ二

楊
枝

ヲ一

、
洗
面

ス
。
首
座

ハ
者
、
先

ツ
起ヲ

キ
テ

畳
テ二

枕
子

ヲ一

、
而
鳴ナ

ラ
ス

レ

之
ヲ

。
大
衆
聞

テ
」
レ
之

ヲ
、
一
時

ニ
起

テ
打

坐
ス

。
首
座
先
洗
面

シ
テ

、
搭カ

ケ二

袈
裟

ヲ一

、
巡
堂

シ
テ

、
検
二
点

ス
大
」
衆

ノ
起
不
起

ヲ一

。
四
更

ノ
四

点
五
点

ノ
間

タ
也
。
大
衆
等

ハ
、
坐

シ
テ

而
待

ツ二

主
」
人

ノ
巡
堂

ヲ一

。
五
更
一
点
鳴ナ

レ
ハ

者
、
主

子
丑

ハ
者
、
睡
眠

ノ
時

ナ
リ

也
。
或

ハ
主
人
、
半

夜
ニ

巡
堂

シ
テ

検
二
点

ス
衆

ノ
有
無

ヲ一

。（
上
冊
五
ウ
）

寅
ノ

時
ノ

」
半

ニ
、
庫
前

ノ
鼓
打

ス二

四
更

ノ
三
点

ヲ一

、
是

ノ
時

キ
、
振

テ二

火
鈴

ヲ一

遶
寺

ス
。
諸
寮
前

ニ

シ
テ

打
ハレ

版
ヲ

」
四
更

ナ
リ

。
榜
子

ハ
三
点

ナ
リ

。

首
座
寮

ノ
前

ノ
版
鳴

レ
ハ

、
大
衆
一
時

ニ
起

テ
、

且
ク

坐
シ
テ

、
而
首
」
座

ノ
巡
堂
過

テ
後

チ
、
各

各
抽
身

シ
テ

而
趣
二
後
架

ニ一

、
嚼

ミ二

楊
枝

ヲ一

、
洗

面
ス

。
首
座

ハ
者
、』
先

ツ
起

テ
畳

テ二

枕
子

ヲ一

、
而

鳴
スレ

之
ヲ

。
大
衆
聞

テレ

之
ヲ

、
一
時

ニ
起

テ
打
坐

ス
。
首
座
先

ツ
洗
」
面

シ
テ

、
搭

ケ二

袈
裟

ヲ一

、
巡

堂
シ
テ

、
検
二
点

ス
大
衆

ノ
起
不
起

ヲ一

。
四
更

ノ
四

点
五
点

ノ
間

タ
ナ
リ

也
。」
大
衆
等

ク
坐

シ
テ

、
而

待
ツ二

主
人

ノ
巡
堂

ヲ一

。
五
更

ノ
一
点
鳴

レ
ハ

、
主



一
七
〇

人
入
堂
、
焼
香
巡
堂

シ
テ

、
呵
二

責シ
ヤ
ク

ス
」
大
衆

ノ
坐
睡

ス
ル
ヲ

一　

。
五
更
三
点

ノ
後

チ
、
鳴

ス
コ
ト

二　

大
鐘

ヲ一

如
シ二

黄
昏

ノ
鐘

ノ一

。
後
夜

ノ
鐘
」
罷

テ
、
庫
前

ノ

五
更

ノ
四
点

ノ
後
、
庫
前

ノ
版
鳴ナ

ル
コ
ト

三
会

ス
レ

ハ
、
名

ク二
小
開
静

ト一

。
行ア

ン

」
者
斉ヒ

ト
シ
ク

起ヲ

ル
也
。」 

 

（
六
オ
～
ウ
）

卯ウ
ノ

時
、
将ス

レ
ハ ニレ

終
ン
ト

、
五
更

ノ
五
点

ノ
後
、
鼓ク

版ハ
ン

撃
動

ス
。
寺
中
諸
寮

ノ
版
、
同

ク
」
撃
動

シ

テ
、
長
打
三
会

ス
ル

也
、
名

ク二

大
開
静

ト一

。
大
衆

摺タ
ヽ

ミレ

被
摺
レ
単

ヲ
、
著

ケレ

襪
ヲ

」
取

リ二

袈
裟
包ツ

ヽ
ミ

ヲ一

、

被
巾

ヲ
安

シ二

被
ノ

上
ニ一

、
覆ヲ

ヽ
テレ

被
ニ

後
チ

、
著ツ

ケレ

韈
ヲ

了
テ

、
頂
二
戴

シ
テ

袈
裟

ヲ一

、」
誦

スレ

偈
ヲ

。
合
掌

シ

テ
曰
、　

大
哉
解
脱
服
、
無
相
福
田
衣
、
披

奉
如
」
来
教
、
広
度
諸
衆
生
。　

三
遍
誦

シ
テ

後
チ

、
搭カ

ケ二

袈
裟

ヲ一

、
向

テ二

牀
縁

ニ一

坐
シ
テ

、』
而

待
ツ二

粥
ノ

時
キ
ヲ

一

。
往

テ二

後
架

ニ一

洗
面

シ
テ

、
往

テ二

東

司
ニ一

屙ア

屎シ
ス

。
各
待

テ二

大
衆

ノ
隙ヒ

マ
ヲ一

」
勿

レ二

競キ
ソ

イ 

諍ア
ラ
ソ

ウ
コ
ト

一

。
是

レ
常

ノ
儀
也
。
十
二
時
中

ノ
行ア

ン

人
入
堂
、
焼
香
巡
堂

シ
テ

呵
二

責シ
ヤ
ク

ス
」
大
衆

ノ

坐
睡

ス
ル
ヲ

一　

。
五
更
三
点

ノ
後

チ
、
鳴

ス
コ
ト

二　

大
鐘

ヲ一

如
シ二

黄
昏

ノ
鐘

ノ一

。
後
夜

ノ
鐘
」
罷

テ
、
庫
前

ノ

五
更

ノ
四
点

ノ
後
、
庫
前

ノ
版
鳴ナ

ル
コ
ト

三
会

ス
レ

ハ
、
名

ク二
小
開
静

ト一

。
行ア

ン

」
者
斉ヒ

ト
シ
ク

起
ル

也
。」

 

（
上
冊
六
ウ
～
七
オ
）

卯
ノ

時
、
将ス

レ
ハ ニレ

終
ン
ト

、
五
更

ノ
五
点

ノ
後
、
鼓ク

版ハ
ン

撃
動

ス
。
寺
中
諸
寮

ノ
版
同

ク
」
撃
動

シ
テ

、

長
打
三
会

ス
ル

也
、
名

ク二

大
開
静

ト一

。
大
衆
摺タ

ヽ
ミレ

被
ヲ

摺
レ
単

ヲ
、
著

ケレ

襪
ヲ

』
取

リ二

袈
裟

ノ

包ツ
ヽ
ミ

ヲ一レ

被
巾

ヲ
、
安

シ二

被
ノ

上
ニ一

、
覆ヲ

ヽ
テレ

被
ニ

後
チ

、
著ツ

ケレ

韈
ヲ

了
テ

、
頂
二
戴

シ
テ

袈
裟

ヲ一

」
誦

スレ

偈
ヲ

。
合

掌
シ
テ

曰
、　

大
哉
解
脱
服
、
無
相
福
田
衣
、

披
奉
如
」
来
教
、
広
度
諸
衆
生
。　

三
遍
誦

シ
テ

後
、
搭カ

ケ二

袈
裟

ヲ一

、
向

テ二

牀
縁

ニ一

坐
シ
テ

」
而

待
ツ二

粥
ノ

時
ヲ一

。
徃（

マ
マ
）

ヲ二

後
架

ニ一

洗
面

シ
、
往

テ二

東
司

ニ一

屙ア

屎シ
ス

。
各
待

テ二

大
衆

ノ
隙ヒ

マ
ヲ一

、」
勿

レ二

競キ
ソ

イ 

諍ア
ラ
ソ

フ
コ
ト

一　

。
是

レ
常

ノ
儀
也
。
十
二
時
中
行ア

ン

履リ

、

人
入
堂
、
焼
香
」
巡
堂

シ
テ

、
呵
二
責

ス
大
衆

ノ

坐
睡

ス
ル
ヲ

一　

。
五
更
三
点

ノ
後

チ
、
鳴

ス
コ
ト

二　

大
鐘

ヲ一

如
シ二

黄
昏

ノ
鐘

ノ一

。
後
」
夜

ノ
鐘
罷

テ
、
庫
前

ノ

五
更

ノ
四
点

ノ
後
、
庫
前

ノ
版
鳴ナ

ル
コ
ト

三
ス
ル
ヲ

、

名
ク二

小
開
静

ト一

。
行
」
者
斉

ク
起

ル
也
」。

 

（
上
冊
五
ウ
～
六
オ
）

卯
ノ

時
、
将ス

レ
ハ ニレ

終
ン
ト

、
五
更

ノ
五
点

ノ
後
、
鼓

版
撃
動

ス
。
長
打
三
会
也
、
名

ク二

大
開
」
静

ト一

。
大
衆
摺

ミレ

被
ヲ

摺
テレ

単
ヲ

、
包

ムレ

被
ヲ

。
巾

ヲ

安
シ二

被
ノ

上
ニ一

、
覆

テレ

被
ニ

後
チ

、
著
レ
韈

ヲ
了

テ
、

頂
二
戴

シ
テ

」
袈
裟

ヲ一

、
合
掌
誦

シ
テ

レ

偈
ヲ

曰
ク

、　

大
哉
解
脱
服
、
無
相
福
田
衣
、
披
奉
如
」
来

教
、
広
度
諸
衆
生
。　

三
遍
誦

シ
テ

後
、
搭

ケ二

袈
裟

ヲ一

、
向

テ二

牀
縁

ニ一

坐
シ
テ

而
待

ツ二

』
粥
時

ヲ一

。

往
テ二

後
架

ニ一

洗
面

シ
、
往

キ二

東
司

ニ一

屙
屎

ス
ル
コ
ト

、

各
待

テ二

大
衆

ノ
隙

ヲ一

、」
勿
レ
競

フ
。
是

レ
常

ノ
」

儀
也

ナ
リ

。
十
二
時
中

ノ
行
履
、
如

キ二

弁
道

ノ

法
、
赴
粥
飯

ノ

法
、
洗
面

ノ

法
、
洗
浄

ノ

」

③
大
乗
寺
蔵
愚
休
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
七
一

履リ

、
如

シ二

弁
道

ノ
法ハ

ウ
一
、
赴フ

粥
」
飯
、
洗
面

ノ

法ハ
ウ

、
洗
浄

ノ
法
、
并

ニ
寮
中

ノ
清シ

ン

規キ

、
参
大
己コ

事
師
法ハ

ウ

等
」委イ

曲キ
ヨ
ク

也
。悉ツ

マ
カ
ニ

可
シレ

諳ソ
ラ

スレ
之

ヲ
。」

日
中
行
事
終 

（
六
ウ
～
七
オ
）

如
シ二

弁
道

ノ
法

ノ一

、
趣
粥
」
飯
、
洗
面

ノ
法
、

洗
浄

ノ
法
、
并

ニ
寮
中

ノ
清シ

ン

規キ

、
参
大
己

ノ
事

師
ノ

法
等
」委イ

曲キ
ヨ
ク

也
。悉

ニ
可

シレ
諳ソ

スレ
之

ヲ
。」

日
中
行
事
終 

（
上
冊
七
オ
～
ウ
）

法
、
并

ニ
寮
中

ノ
清
規
、
参
大
已

（
己
ヵ
）事

師
ノ

法
等

ノ一
委
曲

ナ
リ

也
。
悉

ニ
可
レ
諳

スレ
之

ヲ
。」

日
中
行
事
終 

（
上
冊
六
オ
～
ウ
）

【
附
載
】
⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
九
年
開
版
）
所
収
「
瑩
山
和
尚
清
規
序
」

瑩
山
和
尚
清
規
序

古
ニ

云
ク

、
人
心

ハ
如

クレ

鉄
ノ

、
官
法

ハ
似

タ
リ

レ

炉
ニ

。
善
哉

ヤ
言

コ
ト

也
。
夫

レ
、」
鉄

ノ
之
経

ル
モ
ノ
ハ

二　
　

紅
炉

ヲ一

者
、
能

ク
成

テ二

種
種

ノ
器

ト一

、
其

ノ
用
不
レ
窮
。」
若

シ
不

レ
ハ

レ

爾
者
、
頑
然
鈍
然

ト
シ
テ

与
二
瓦
礫
一
不
レ
殊
。
人
心

モ
」
亦
爾

ナ
リ

。
以
二
官
法

ヲ一

正
ス
ト
キ
ハ

レ　
　

之
ヲ

、
則
無

シレ

有
ル
コ
ト

二　

偏
私
一
。
否

ナ
ル
ト
キ
ハ

則
、
多

ク
」
堕

ス二

一
曲

ニ一

。
一
曲

ノ
之
士

ト
与
二
頑
鈍

ノ
之
鉄

ト一

、
共

ニ
不
レ
足
」
レ
用

ル
ニ

也
。
官
法
者
、
不
三
但

タ
言

ノ
ミ
ニ

二　

王
制

ヲ一

。
三
千

ノ
威
儀
、
八
」
万

ノ
細
行

ハ
、
是

レ
仏
門

ノ
之

官
法

ナ
リ

也
。
大
雄

ノ
礼
楽
、
永
』
平

ノ
規
縄

ハ
、
是

レ
祖
門

ノ
之
官
法
也

ナ
リ

。
法

ノ
之
正

スレ

人
心

ヲ
、」
王

ヤ
也
仏

ヤ
也
祖

ヤ
也
。
異
名
同
体
、
不
レ
可
二
須
臾

モ

離
ル一

」
也
。
可

キ
ハ

レ

離
非
レ
法

ニ
也
。
今コ

ト
シ茲

ノ
之
冬
、
北
遊
千
里
、
登

テ二

」
加
陽
之
椙※

樹
林

ニ一

、
拝

ス二

堂
頭
和
尚

ヲ一

。
幸

ニ
許

サ
ル

二

安
居

ノ
」
列

ヲ一

。
堂
中

ノ
清
規
、

与
二
古
仏
曩
祖

ト一

相
ヒ

表
裏

シ
テ

、
而
井
」
井

ト
シ
テ

可
シレ

観
ツ

也
。
所
謂

ル
仏
祖

ノ
之
官
法
、
無
レ
可
二
以

テ
加
一
。」
宜

ナ
ル
カ
ナ

哉
、
海
衆

ノ
之
能

ク
調

テ二

其
ノ

心
ヲ一

、

而
成

ル
コ
ト
ヲ

二　
　

大
器

ヲ一

矣
。
衆
」
執
事
、
告

テレ

予
ニ

云
ク

、
今

マ
此

ノ
清
規

ハ
、
是

レ
我

ヵ
』
瑩
山
大
師
、
於

テ二

当
山
洞
谷

ノ
両
処

ニ一

所
ニ
シ
テ

レ　

行
、
而
其

ノ
」
書
両
巻
、

条
条
悉

ク
折
二
中

シ
テ

於
仏
祖

ニ一

、
毫

モ
無

シ二

過
不
」
及

ノ
之
差

ヒ一

。
方※

丈
老
人
、
一
時
得

テ二

之
ヲ

於
古
篋※

ノ
中

ニ一

、」
行
二
之

ヲ
於
一
堂

ノ
中

ニ一

、
中※
二
興

ス
ル
コ
ト

叢
林

ヲ一

、
数
二
年

ア
リ

於
茲

ニ一

。
我

ヵ
」
輩

ラ
、
竊

ニ
謄
二
写

シ
テ

之
ヲ一

、
倉
卒

ニ
梓
行

ス
。
字
纔

ニ
経

テ二

一
写

ヲ一

、
烏
」
焉
成

リレ

馬
ト

、
編
次
雑
乱

シ
テ

、
前
後
易

ル
モ
ノ

レ　

位
者
、

往
往

ニ
有

リ
」
焉
。偶タ

マ
く

得
テ二

好
本

ヲ一

、
点
対
校
照

シ
テ

、
粗ホ

ヽ

帰
ス二

至
当

ニ一

。
但

タ
文
」
字

ノ
間
、
質
勝

テ
而
野

ナ
リ

。
若

シ
不
二
潤
色

セ一

、
見

ン
者
、
或

ハ
忽

ニ
シ
テ

レ　

之
ヲ

』

不
ラ
ン

レ

信
セ

。
請

フ
、
従

ヘ二

事
ニ

於
東
里

ノ
子
産

ニ一

。
予
云

ク
、
文

ハ
雖
レ
似

タ
リ
ト

」
レ
野

ニ
、
義※

自ヲ

分
明
、
渾
金
璞
玉
、
識

ル
モ
ノ
ハ

者
知

ルレ

宝
ナ
ル
コ
ト
ヲ

。
豈

ニ
謾

ニ
」

施
シ
テ

レ

功
ヲ

、
而
傷

リレ
真

ヲ
彫

テレ
文

ヲ
、
而
喪

ン
ヤ

レ

徳
ヲ

哉
。
如

シ
用

ハレ
之

ヲ
、
則
」
吾

レ
ハ

従
ンレ

野
ニ

也
。
衆
執
事
皆

ナ
云
、
善

シ
矣
。
当

ニ二
重

テ
刻

テ
以

テ
」
流
通

ス一

。
願

ハ
公
、
作

テレ

序
ヲ

弁
シ
メ
ヨ

二　

巻
首

ニ一

矣
。
嗚
呼
、
斗
筲

ノ
之
」
才
、
安

ソ
足

ンレ

当
ル
ニ

二

其
ノ

需
ニ一

。
然

モ
、
黄
四
娘

ヵ
之
托

シ
テ

二

杜
カ

詩
ニ一

、
而
」
不

ル
コ
ト

レ　

朽
古
今

ノ
之
所

ロレ



一
七
二

羨
、
是

レ
、
予

ヵ
之
所
下
以

ナ
リ

忘
テ二

僣
越

ヲ一

、」
而
三
緘
総

テ
破
綻

ス
ル

上

也
。
謹

テ
按

ス
ル
ニ

、
昔

シ
、　

瑩
山
没

シ
テ

而
』
此

ノ
書
隠

ル
。
此

ノ
書
隠

レ
テ

而
叢
林
廃

ス
。

今
マ

、
和
尚
出

テ
而
」
此

ノ
書
顕

ル
。
此
書
顕

テ
而
叢
林
興

ル
。
人

ノ
之
出
没
、
書

ノ
」
之
隠
顕
、
実

ニ
叢
林
興
廃

ノ
之
所

ロ
ニ
シ
テ

レ　
　

係
、
而
施

ス
ト
キ
ハ

二　
　

之
棗
」
梓

ニ一

、

則
書

ノ
之
慧
命
、
不
レ
泯
、
人

ノ
之
法
身
、
常

ニ
存

ス
。
凡

ソ
」
有

ル
モ
ノ

レ　

志
二
宗
門

ニ一

者
、
誰

ヵ
不

ン
ヤ

二

歓
喜
踊
躍

セ一

哉
。
我

レ
今

マ
作

テ
」
レ
序
、
首
先

ニ
随
喜

ス
。

以
テ

誦
シ

以
テ

行
シ

、
当

ニレ

告
ク二

同
志

ニ一

。
同
志
」
随
喜

シ
テ

、
又
告

ン二

其
ノ

同
志

ニ一

、
五
十
展
転
、
豈

ニ
独

リ
法
華

ノ
ミ
ナ
ラ
ン
ヤ

。」
抑

モ
、
是

レ
モ

亦
タ

禅
苑
一
部

ノ
之

法
華

ヵ
歟
。
如

ノレ
是
之
法
、』
諦
聴
諦
聴
。

延※

宝
第
六
龍※

次
戊
午
臘
月
穀※

旦

　
　
　

白
卍
山
和
南
撰

□

（
黒
印
文「
道
白
之
印
」）

□

（
黒
印
文「
釈
氏
卍
山
」）

※
以
下
ニ
『
卍
山
広
録
』
巻
二
九
所
収
本
（
元
文
元
年
〈
一
七
三
六
〉
刊
、
四
ウ
～
六
オ
）
ト
ノ
校
異
ヲ
記
ス
。
訓
点
ノ
異
同
ハ
略
シ
タ
。

　

椙
樹
…
松
寿
、
方
丈
…
堂
頭
、
篋
…
筐
、
中
…
重
、
義
…
理
、
延
宝
…
旹
延
宝
、
龍
次
…
年
、
穀
旦
～
和
南
撰
…
仏
成
道

ノ
日
某
序



一
七
三

〈
編
集
後
記
〉

◆
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
宗
学
研
究
部
門
の
研
究
報
告
誌
『
宗
学

研
究
紀
要
』
第
三
十
三
号
を
お
届
け
致
し
ま
す
。
本
号
に
は
、
当
部
門

に
在
籍
す
る
研
究
員
等
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
個
人
研
究
論
文
六
篇
と

共
同
研
究
論
文
三
篇
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

　
《
共
同
研
究
》「
典
座
教
訓
の
註
釈
的
研
究
（
下
）」
は
、
二
〇
一
二

年
度
か
ら
文
亀
本
『
典
座
教
訓
』
を
底
本
と
し
て
研
究
を
重
ね
て
い
る

も
の
で
、
従
来
の
出
典
研
究
に
翻
刻
・
語
義
研
究
を
加
味
し
た
も
の
で

あ
り
、
当
紀
要
第
二
十
八
・
二
十
九
合
併
号
所
収
「
典
座
教
訓
の
註
釈

的
研
究
（
上
）」（
二
〇
一
六
年
）
お
よ
び
同
第
三
十
二
号
所
収
「
典
座

教
訓
の
註
釈
的
研
究
（
中
）」（
二
〇
一
九
年
）
の
続
編
と
な
り
ま
す
。

本
年
度
で
『
典
座
教
訓
』
の
註
釈
的
研
究
は
完
結
し
、
来
年
度
か
ら
は

『
弁
道
法
』
に
着
手
す
る
予
定
で
す
。

　
《
共
同
研
究
》「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
一
）―「
日
中
行
事
」
の
翻

刻
―
」
は
、
前
年
度
よ
り
研
究
を
開
始
し
た
も
の
で
、『
瑩
山
清
規
』

の
諸
本
を
翻
刻
し
、
比
較
対
照
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
時
代
別

底
本
を
策
定
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
標
に
定
め
て
お
り
ま
す
。
本
年
度

は
、
研
究
の
序
論
と
し
て
の
『
瑩
山
清
規
』
の
解
題
と
、
翻
刻
が
完
了

し
た
日
中
行
事
の
全
文
を
掲
載
し
ま
し
た
。
来
年
度
は
、
月
中
行
事
の

翻
刻
を
掲
載
す
る
予
定
で
す
。

　
「
曹
洞
宗
関
係
文
献
目
録
（
25
）」
は
二
〇
一
七
年
度
に
発
行
さ
れ
た

曹
洞
宗
関
係
の
書
籍
・
論
文
・
文
献
を
中
心
に
書
誌
情
報
を
収
集
・
掲

載
し
た
も
の
で
す
。
な
お
、
曹
洞
宗
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
曹
洞
禅

ネ
ッ
ト
」（http://w

w
w
.sotozen-net.or.jp/

）
に
お
い
て
目
録
情

報
は
オ
ン
ラ
イ
ン
検
索
可
能
で
す
の
で
、
併
せ
て
ご
活
用
頂
け
れ
ば
幸

い
で
す
。

◆
当
部
門
の
研
究
活
動
に
つ
き
ま
し
て
は
、「
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン

タ
ー
報
」
に
詳
細
を
報
告
し
て
お
り
ま
す
が
、
研
究
員
一
同
は
共
同
研

究
や
個
人
研
究
に
加
え
、『
正
法
眼
蔵
』『
伝
光
録
』
等
の
宗
典
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
化
な
ど
、
当
セ
ン
タ
ー
が
設
置
す
る
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参

画
し
つ
つ
、
宗
務
庁
の
委
託
業
務
に
も
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

◆
本
号
の
掲
載
論
文
に
は
、
現
在
の
人
権
的
観
点
か
ら
は
不
適
当
と
考

え
ら
れ
る
表
現
が
存
在
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
純
粋
に
学
術
研
究

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
差
別
の
肯
定
・
再
生
産
を
意
図

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
本
紀
要
は
研
究
員
そ
れ
ぞ
れ
が
日
々
研
鑽
を
重
ね
た
成
果
の
一
部
で

す
。
当
セ
ン
タ
ー
の
研
究
環
境
を
お
整
え
下
さ
っ
て
お
り
ま
す
全
国
の
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四

御
寺
院
様
、
学
恩
を
賜
っ
て
お
り
ま
す
諸
先
生
方
を
は
じ
め
、
関
係
者

の
皆
様
方
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
今
後
も
精
進
に
励
ん
で
参
る

所
存
で
す
の
で
、
変
わ
ら
ぬ
御
指
導
・
御
鞭
撻
の
程
、
重
ね
て
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

◆
本
紀
要
を
企
画
・
編
集
す
る
な
か
で
、
中
西
道
瞻
先
生
、
小
坂
機
融

先
生
の
御
遷
化
の
報
に
接
し
ま
し
た
。
心
よ
り
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。
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（
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集
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拝
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数は12,542ヶ寺である。

19	『宗勢 2005』曹洞宗宗務庁。2018年。99頁。

20	『宗勢 2015』曹洞宗宗務庁。2017年。16頁。

21	 浄土宗総合研究所編（2016）『研究成果報告書　過疎地域における寺院に関する研究』

など。

22	 相澤秀生（2019）「過疎地域における曹洞宗寺院の現況」『岐路』相澤秀生・川又俊則

編著。法蔵館。47頁。

23	 例えば『宗勢1985』（60頁）『宗勢1995』（77頁）では、「法人収入」と「後継者の有

無」とのクロス集計を行っているが、法人収入が多いほど、「後継者あり」とする回答

が多くなる傾向となっている。

24	『宗勢 2015』曹洞宗宗務庁。2017年。120～ 121頁。

25	 相澤秀生（2019）「過疎地域における曹洞宗寺院の現況」『岐路』相澤秀生・川又俊則

編著。法蔵館。60～ 61頁。

26	『宗勢 2015』曹洞宗宗務庁。2017年。7頁。
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項目の記載は『宗勢1965』では「住職後継者」、『宗勢1975』では「住職後継予定

者」、『宗勢1985』『宗勢1995』『宗勢2005』では「住職後任候補者」となっているが、

本稿では「後任候補者」と表記する。また『宗勢1965』『宗勢1975』には年齢が一桁

代の「後任候補者」が存在しているが、得度が可能な年齢は10歳以上であり、「僧侶」

とはみなせないため人数からは差し引いた。なお『宗勢1985』では同様の処理が不可

能なため、同年の集計は対象外とした。」

6	 註 2論文 141頁。

7	 註 2論文 140頁。例えば『宗勢2015』では、寺院後継の可能性を有する宗侶（5,016

人）のうち「曹洞宗寺院出身者」の割合は88.9%（4,507人）であった。

8	 註 2論文 140頁。

9	 註 2論文 139～ 137頁。

10	 例えば『宗勢1975』『宗勢1985』『宗勢1995』では、後継者人数が宗務所別に集計さ

れている。

11	 日本の地方区分は種々存在するが、本稿では「北海道」「東北」「関東」「甲信越」「北

陸」「東海」「近畿」「中国」「四国」「九州沖縄」の区分を用い、これらを「地方」と称

する。

12	 寺院データには、寺院名・所在地・寺格・住職区分や各種登録年月日等の寺院の基礎

情報とともにその寺院の寺族代表者・後任候補者・副住職等の登録情報も記載されて

いる。このように当該データには個人情報も含まれているが、本稿では個人が特定さ

れることのないように統計的処理を行った。なお当該データの使用に当たっては、曹

洞宗の後継者問題を考察する上で必要であると判断し、曹洞宗宗務庁総務部へ使用並

びに掲載許可申請を行い、その承諾を頂いた。ここに、所管部署である曹洞宗宗務庁

総務部に対して、深謝の意を表する。

13　表２・表３における後任候補者登録寺院はあくまで「寺院（数）」であり、後任候補者

の人数ではないことは注意を要する。副住職を例にとれば、A寺院の住職である者が

B寺院の副住職を兼ねている場合も存在する。

14	 本稿でいう「本務（寺院）」とは、2019年 12月 5日時点において登記上、住職が存在

している寺院を指す。「兼務（寺院）」も同様に兼務住職が存在している寺院を指す。

15	「住職不在（寺院）」とは、2019年 12月 5日時点において登記上、代務・特定代務を除

いて、住職や兼務住職が存在していない寺院を指す。

16	 特別寺院（海外寺院）を除く、日本国内における曹洞宗寺院数。

17	 梶龍輔（2019）「宗勢調査からみえてくる曹洞宗寺院の経済事情―地域別分析を中心に

―」『岐路』相澤秀生・川又俊則編著。法蔵館。206頁。

18	『岐路』では、法人収入が「0円～ 500万円」を「低収入寺院」、「500万 1円～ 1,000

万円」を「中収入寺院」、「1,000万円 1円以上」を「高収入寺院」としている。なお基
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に差異はほとんどみられなかったという。これらのことからも、後任候補者
登録寺院の割合に大きな影響をあたえるのは、過疎化という要因よりも先の
寺院規模といえるではなかろか。
　以上、本稿では「後任候補者登録寺院」を指標として、その地域間比較を
試みた。過去の『宗勢』の報告に基づけば、寺院後継者は減少しているとい
えよう。しかし、それは一概にいえるわけではない。本稿で検討したように、
後任候補者登録寺院に限っていえば、地域間格差が厳然と存在するわけであ
る。それは「西低東高」という図式であったが、これは曹洞宗の教線に沿っ
ているともいえる。曹洞宗は他の伝統仏教教団と比較した場合、北海道・東
北・関東・甲信越・東海地方で強い教線を張っている26。つまり後任候補者
登録寺院の割合が低い地域とは、曹洞宗の教線が弱い地域ともいえるのだ。
曹洞宗では、2019年 4月より伝道部内に「過疎地域等における宗門寺院の問
題に関する対策準備室」を設置し、過疎地域寺院の現地視察や情報収集を
行っている。宗門として過疎対策に本腰を入れ始めたわけだが、こと後任候
補者問題に焦点を当てるならば、過疎地域という視点のみならず、寺院規模
や地域差を考慮した施策が求められるであろう。

註

1	「法人収入」「檀戸数」「過疎地域」の数値に関しては、「『岐路に立つ仏教寺院―曹洞宗

宗勢総合調査2015年を中心に―』（以下『岐路』）相澤秀生・川又俊則編著。法蔵館。

2019年」のデータを用いる。本書は「宗勢調査2015」のデータを基に過疎地域・非過

疎地域や都道府県別の集計を行っており、『宗勢2015』を補完・発展させたものといえ

る。なお本稿で使用する表２・３のデータとは性質が異なることを予めお断りしてお

く。

2	 詳細なデータに関しては、『澤城邦生（2019）「曹洞宗における後継者問題－得度年齢

の分析を通して－」宗学研究紀要32号』を参照のこと。

3	 註 2論文 143頁。

4	「後継者がいる」との回答は、「後任候補者として登録している」と同義では無いこと

には注意を要する。つまり「後継者がいる」と回答している場合であっても、それが

「徒弟」「副住職」などの僧籍を有する存在を指していないことも当然、想定される。

5	 註 2論文 134頁では以下の註が付される「『宗勢』では「在籍区分（住職・副住職・徒

弟等）」に関する設問が設けられているが、『宗勢1965』から『宗勢2005』までは「後

任候補者」の選択項目が存在する。「後任候補者」は宗制上、住職の後任候補として登

録されているものを指すが、その申請資格には得度以上の法階が必要とされている。そ

のため本稿では、「後任候補者」を「寺院後継の可能性を有する僧侶」とみなす。選択
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くなっている。特に四国においては過疎地寺院の割合が全国で最も高いこと
がわかる。そして中国・四国・九州沖縄地方の自治体LVに着目すると、岡
山県と大分県という極めて過疎地寺院の割合が高い地域を有しているのであ
る。この過疎地寺院の割合の高さは、北海道・東北地方のそれと共通してい
るが、寺院規模や後任候補者登録寺院において両者には大きな開きがあると
指摘できる。

７．地域間比較にみる後継者問題

　本稿では後任候補者登録寺院を検討対象として、その地域間比較を行っ
た。まず曹洞宗においては、後任候補者登録寺院の割合は東日本に立地する
寺院で高く、西日本に立地する寺院で低い傾向が認められたのである。そこ
で兼務寺院・法人収入・檀戸数と後任候補者登録寺院との関連を検討した。
まず後任候補者登録寺院の割合が高い地方においては、兼務の割合が低い傾
向が認められた。兼務寺院に後任候補者が存在していることが稀であるなら
ば、この結果は当然といえよう。
　それでは寺院規模との関連はどうであったか。まず法人収入との関連では、
後任候補者登録寺院の割合が低い自治体の多くは、低収入寺院の割合も高い
という結果が得られた。このことは、これまで『宗勢』で語られてきたこと
の傍証といえよう23。『宗勢 2015』では寺院護持継承の意識に関して検討を
加えているが、法人収入が少なくなるのにしたがって、護持運営に消極的あ
るいは判断を保留する住職の割合が上昇するという結果が報告されている24。
さらに法人収入の多寡に影響を与える大きな要因となる檀戸数と後任候補者
登録寺院との関連をみると、やはり法人収入と同様、後任候補者登録寺院の
割合が低い自治体の多くは、一ヶ寺あたりの檀戸数も平均より少ない傾向で
あることが判明した。換言するならば、経済的な規模が大きい寺院ほど後継
者を擁立しやすいわけである。
　一方、過疎地との関連はどうであったか。寺院後継者問題は過疎化との流
れで語られることが多いのは上述の通りである。しかし5章で検討したよう
に、過疎地と後任候補者登録寺院の割合との関連は、寺院規模との関連に比
してより薄いといえる。過疎地域に立地する寺院の割合が高い上位3県（大
分県84.5%・岡山県84.3%・秋田県81.1%）を例にとれば、大分・岡山県では後任
候補者登録寺院の割合が前者10.2％、後者 7.3%と両者とも1割前後にとど
まっているに対し、秋田県は28.4%と3割にせまる数値を示しているのであ
る。相澤（2019）25	は「寺院継承に対する住職の意識」「寺院護持の後継予定
者の有無」に関して、過疎地域と非過疎地域の二者を比較しているが、両者
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は、東と西で好対照の結果をなしているわけである。

６．地方別の考察

　これまでは後任候補者登録寺院と兼務寺院・寺院規模・過疎地域寺院との
関連の全体的傾向をみてきた。そこで本章では地方ごとにその関連をみてみ
よう。まず北海道・東北・関東地方は後任候補者登録寺院の割合が高いこと
は既にのべた通りであるが、北海道・東北地方では過疎地寺院の割合が高い
が、総じて法人収入が高く、また檀戸数も多いことがわかる。過疎地に立地
する寺院といえども、その寺院規模は大きく、結果として後任候補者を擁立
しやすいと推測できるのである。一方で関東地方に目を移すと、この地方を
構成する全ての自治体において過疎地寺院の割合が低くなっている。また千
葉県を除いて、法人収入が高く檀戸数も多い傾向であることがわかる。つま
り当該地域の曹洞宗寺院においては、現在のところ過疎化も進展しておらず、
また寺院規模も大きいため、後任候補者登録寺院の割合が高いという推測が
成り立つのである。
　次に後任候補者登録寺院の割合が低い地方をみていこう。まず兼務寺院の
割合が高い甲信越・北陸・東海・近畿地方に注目すると、北陸地方のみ後任
候補者登録寺院の割合が一桁台となっている。北陸地方では、総じて過疎地
寺院の割合は低いのであるが、法人収入や檀戸数はいずれの自治体において
も低いことがわかる。特に一ケ寺あたりの檀戸数に関しては北陸に含まれる
どの自治体も50戸を下回っているのだ。たとえ過疎地に立地していなくと
も、その寺院規模は小さく、結果として後任候補者の擁立が困難であると考
えられるのである。また抱える寺院数が全国で最も多い東海地方においては、
静岡・愛知県では高収入寺院の割合が高いが、岐阜・三重県では低収入寺院
の割合が高いことがわかる。
　この様な同一地方内における地域間格差は近畿地方にも認められる。当該
地方では、過疎地寺院の割合・法人収入・檀徒数のいずれもが低い傾向であ
るが、唯一大阪府のみ高収入寺院の割合が高く、後任候補者登録寺院の割合
も3割に迫る数値を示している。また大阪府は、神奈川・香川県と並んで過
疎地域に立地する寺院が存在していない。近畿を構成するいずれの自治体も
一ヶ寺あたりの檀戸数は二桁台であるが、その中で大阪府のみは法人収入が
高いことは興味深い結果といえる。大阪府という日本有数の大都市であるこ
とが、法人収入や後任者登録寺院の割合の高さに繋がっているのであろうか。
　さらに目を西に移して中国・四国・九州沖縄地方をみてみると、これらの
地方はいずれも過疎地寺院の割合が高くかつ後任候補者登録寺院の割合が低



（43）

曹洞宗における後継者問題（２）（澤城）

の割合と照らし合わせると、
まず過疎地寺院の割合が低い
地方（関東・甲信越・北陸・東
海・近畿地方）では、関東を除
く全ての地方で後任候補者登
録寺院の割合が低くなってい
る。つまり、非過疎地域で
あっても後任候補者登録寺院
の割合が高いとはいえないの
である。一方で、過疎地寺院
の割合が高い地方のうち、北
海道・東北地方では、後任候
補者登録寺院の割合が高い
が、中国・四国・九州沖縄地
方ではその割合が低いことが
わかる。このように過疎地寺
院の割合が高い地域において

一
八
二

表６　都道府県別にみた過疎地寺院の分布

都道府県 寺院数（ヶ寺）
過疎地
寺院

（ヶ寺）
割合
（％） 都道府県 寺院数（ヶ寺）

過疎地
寺院
（ヶ寺）

割合
（％） 都道府県 寺院数（ヶ寺）

過疎地
寺院

（ヶ寺）
割合
（％）

北海道 458 321 70.1	 新潟県 732 257 35.1	 岡山県 140 118 84.3	
青森県 166 60 36.1	 富山県 210 12 5.7	 広島県 176 91 51.7	
岩手県 294 180 61.2	 石川県 127 50 39.4	 山口県 261 90 34.5	
宮城県 450 159 35.3	 福井県 274 25 9.1	 徳島県 19 14 73.7	
秋田県 333 270 81.1	 岐阜県 239 41 17.2	 香川県 4 0 0.0	
山形県 703 391 55.6	 静岡県 1113 66 5.9	 愛媛県 167 125 74.9	
福島県 452 170 37.6	 愛知県 1128 65 5.8	 高知県 21 16 76.2	
茨城県 186 8 4.3	 三重県 411 145 35.3	 福岡県 158 34 21.5	
栃木県 177 12 6.8	 滋賀県 191 39 20.4	 佐賀県 225 64 28.4	
群馬県 332 59 17.8	 京都府 354 174 49.2	 長崎県 121 85 70.2	
埼玉県 512 7 1.4	 大阪府 129 0 0.0	 熊本県 88 51 58.0	
千葉県 306 37 12.1	 兵庫県 396 36 9.1	 大分県 174 147 84.5	
東京都 340 13 3.8	 奈良県 70 43 61.4	 宮崎県 63 27 42.9	
神奈川県 353 0 0.0	 和歌山県 62 45 72.6	 鹿児島・

沖縄県 13 5 38.5	山梨県 487 114 23.4	 鳥取県 195 71 36.4	
長野県 528 143 27.1	 島根県 307 203 66.1	 合計 13,645 4,083

平均 29.9
※	『相澤秀生（2019）「過疎地域における曹洞宗寺院の現状」『岐路』相澤秀生・川又俊則編著。
法蔵館』47 頁より一部抜粋

※全国平均より高い都道県には網掛けが施されている

表７　地方別にみた過疎地寺院の割合

地方 寺院数
（ヶ寺）

過疎地寺
院数

（ヶ寺）
過疎地寺
院の割合

後任候補者
登録寺院の
割合

北海道 458 321 70.1% 25.6%
東北 2,398 1,230 51.3% 24.2%
関東 2,206 136 6.2% 27.7%
甲信越 1,747 514 29.4% 16.8%
北陸 611 87 14.2% 8.2%
東海 2,891 317 11.0% 14.0%
近畿 1,202 337 28.0% 13.1%
中国 1,079 573 53.1% 12.8%
四国 211 155 73.5% 11.3%

九州・沖縄 842 413 49.0% 15.9%
合計 13,645 4,083 29.9% 18.4%

※	『相澤秀生（2019）「過疎地域における曹洞宗寺院
の現状」『岐路』相澤秀生・川又俊則編著。法蔵
館』47 頁を地方単位で再集計
※「後任候補者登録寺院の割合」は表２より抜粋
※	「過疎地寺院の割合」に関して全国平均を上回る地
方には網掛けを施した
※	「後任候補者登録寺院の割合」に関して全国平均
を下回る地方には網掛けを施した
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一ヶ寺あたりの檀戸数が全国平均より高いのは11都道県であり、６割強に相
当する。
　これらのことから、後任候補者登録寺院の割合が低い自治体の多く（約8
割）は、一ヶ寺あたりの檀戸数も全国平均より少ない傾向にあると指摘でき
るのである。

５．過疎地域との関連

　さて曹洞宗のみならず、過疎問題は伝統仏教教団が直面している課題であ
るが、寺院後継者問題に関しても当該問題の中で語られることが多い21。で
は曹洞宗においては、過疎地域ほど後継者不足がより深刻といえるのであろ
うか。そこで本章では、過疎地域と後任候補者登録寺院の割合を照らし合わ
せ、そのことを確認していく。そのためにはまず、曹洞宗において過疎地に
立地する寺院の割合を都道府県別にみる必要がある。
　相澤（2019）22 は「宗勢調査2015」のデータを基にして、都道府県別に過
疎地に立地する曹洞宗寺院の割合を算出している（表６）。それによれば、曹
洞宗において過疎地に立地する寺院の割合は29.9％（4,083ヶ寺）となり、約3
割の寺院が当該地域に存在していることがわかる。過疎地に立地する寺院の
割合が最も高いのは大分県84.5％（147ヶ寺）、次いで岡山県84.3％（118ヶ寺）・
秋田県81.1％（270ヶ寺）となっている。一方、最も割合が低いのは神奈川・
大阪・香川県となり、いずれも０%（０ヶ寺）であった。
　ではこれまでと同様に、後任候補者登録寺院の割合と過疎地に立地する寺
院の割合を照らし合わせてみよう。まず後任候補者登録寺院の割合が全国平
均（18.4%）より低い29府県のうち、過疎地に立地する寺院の割合が全国平均
（29.9％）より高いのは18府県となり、６割強に相当する。一方で後任候補者
登録寺院の割合が全国平均より高い17都道府県のうち、過疎地域に立地す
る寺院の割合が平均より高いのは８道県であり、約５割に相当する。つまり、
後任候補者登録寺院の割合が高い自治体であっても、その半数以上で過疎地
寺院の割合が高いということになる。「法人収入」「一ケ寺あたりの檀戸数」
という寺院規模と後任候補者登録寺院の照合結果と比較すると、過疎地と後
任候補者登録寺院の割合の関連性はより薄いと指摘できるのである。
　より俯瞰的にみるためにここで地方に注目してみよう。表７は、都道府県
別の過疎地寺院数を、地方別に再集計したものである。これによると、過疎
地域に立地する寺院の割合が全国平均より高いのは北海道・東北・中国・四
国・九州沖縄地方となる。曹洞宗おいては、関東より北と近畿より西の地方
で過疎地寺院の割合が高いことがわかる。ここで表３の後任候補者登録寺院

一
八
三
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する。一方で、後任候補者登録寺院の割合が平均より高いのは17都道府県
であるが、それらのうち低収入寺院の割合が平均を超えるのは僅か３県（福
島・千葉・佐賀県）である。逆に、後任候補者登録の割合が平均より低い29府
県のうち、高収入寺院の割合が平均より高い自治体は僅か5県（長野・静岡・
愛知・福岡・長崎県）であるが、一方、後任登録の割合が高い17都道府県のう
ち、高収入寺院の割合が平均より高いのは12都道府県と約７割に達する。こ
のことから、後任候補者登録寺院の割合が低い自治体の多く（約8割）は、低
収入寺院の割合も高いと指摘することができるのである。
　さて曹洞宗寺院における法人収入の多くは寺務・檀務に依っているといわ
れる19。そのため寺院の抱える檀戸数は法人収入に大きな影響を与えるとい
えるであろう。そこで、後任候補者登録寺院の割合と檀戸数の関連を検討し
いこう。まず自治体ごとの檀戸数であるが、『宗勢2015』では、都道府県別
の一ヶ寺あたりの檀戸数 20 を算出している（表5）。
　それによれば、曹洞宗においては一ヶ寺あたりが抱える檀戸数の全国平均
は147.2 戸（標準偏差215.2 戸）となる。都道府県別にみると、平均より高いの
は19都道県、一方で平均より低いのは27府県となる。法人収入と同様に、
後任候補者登録寺院と一ヶ寺あたりの檀戸数を照らし合わせてみよう。後任
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表５　都道府県別にみた1ヶ寺あたりの檀徒数

都道府県
１ヶ寺あたり
の檀徒数
（戸）

都道府県
１ヶ寺あたり
の檀徒数
（戸）

都道府県
１ヶ寺あたり
の檀徒数
（戸）

北海道 314.8	 石川県 31.7	 岡山県 82.6	
青森県 461.5	 福井県 41.5	 広島県 104.9	
岩手県 346.5	 山梨県 74.2	 山口県 111.3	
宮城県 260.5	 長野県 227.8	 徳島県 70.2	
秋田県 296.3	 岐阜県 90.8	 香川県 81.0	
山形県 132.0	 静岡県 145.5	 愛媛県 157.4	
福島県 165.1	 愛知県 74.0	 高知県 197.2	
茨城県 203.5	 三重県 84.2	 福岡県 119.5	
栃木県 184.5	 滋賀県 26.7	 佐賀県 88.5	
群馬県 194.7	 京都府 76.5	 長崎県 222.7	
埼玉県 175.0	 大阪府 61.4	 熊本県 135.7	
千葉県 98.3	 兵庫県 92.8	 大分県 50.3	
東京都 164.8	 奈良県 56.5	 宮崎県 127.6	
神奈川県 185.1	 和歌山県 85.8	 鹿児島・

沖縄県 168.5	新潟県 128.3	 鳥取県 201.2	
富山県 30.7	 島根県 104.6	 平均 147.2	

標準偏差 215.2	
※『宗勢 2015』16 頁より一部抜粋
※全国平均より高い都道県には筆者が網掛けを施した

候補者登録寺院の割合が全
国平均より低い29府県の
うち、一ヶ寺あたりの檀戸
数が全国平均（147.2戸）よ
り低いのは22府県となり、
約８割に相当する。一方、
後任候補者登録寺院の割合
が平均より高い17都道府
県の内、一ヶ寺あたり檀戸
数が平均より低いのは6府
県となる。他方、後任候補
者登録寺院の割合が平均よ
り低 い29府 県 のうち、
一ヶ寺あたりの檀戸数が平
均より高いのは僅か７県に
過ぎない。一方、後任候補
者登録寺院の割合が平均よ
り高い17都道府県の内、
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章では、法人収入や檀戸数という、いわゆる寺院規模に関連する先行研究と
の比較を試みる。まず曹洞宗における都道府県別の法人収入の諸相を追って
いこう。梶（2019）17 は「宗勢調査2015」のデータを基にして曹洞宗寺院に
おける法人収入 18 の地域間比較を行っている（表４）。
　それによれば曹洞宗においては、「低収入寺院」の割合が59.9％（7,059ヶ寺）、
「中収入寺院」の割合が21.0％（2,635 ヶ寺）、「高収入寺院」の割合が19.1％
（2,398ヶ寺）となっている。つまり約6割の寺院が低収入寺院となるわけだ。
　ではここで表２のデータを用いて、法人収入と後任候補者登録寺院を照ら
し合わせてみよう。2章で述べたように後任候補者登録寺院の割合が全国平
均（18.4%）より低いのは29府県であるが、それら29の自治体のうち、低収
入寺院の割合が全国平均（59.9%）を超えるのは23府県であり、約８割に相当
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表４　都道府県別にみた寺院の収入区分� %（ヶ寺）

都道府県
低収入寺院
（0円～
500 万円）

中収入寺院
（500 万 1 円～
1,000 万円）

高収入寺院
（1,000 万円 1
円以上）

都道府県
低収入寺院
（0円～
500 万円）

中収入寺院
（500 万 1 円～
1,000 万円）

高収入寺院
（1,000 万円 1
円以上）

北海道 26.0	%（112）34.6	%（149）39.4	%（170）三重県 77.9	%（282） 16.0	%（58） 6.1	%（22）
青森県 32.7	%（49） 27.3	%（41） 40.0	%（60） 滋賀県 92.9	%（156） 5.4	%（9） 1.8	%（3）
岩手県 37.9	%（106）27.9	%（78） 34.3	%（96） 京都府 79.0	%（256） 13.9	%（45） 7.1	%（23）
宮城県 35.1	%（149）30.2	%（128）34.7	%（147）大阪府 39.5	%（47） 26.1	%（31） 34.5	%（41）
秋田県 38.4	%（121）39.0	%（123）22.5	%（71） 兵庫県 67.3	%（249） 21.4	%（79） 11.4	%（42）
山形県 72.0	%（467）18.5	%（120） 9.6	%（62） 奈良県 84.6	%（55） 6.2	%（4） 9.2	%（6）
福島県 63.4	%（275）20.7	%（90） 15.9	%（69） 和歌山県 77.0	%（47） 21.3	%（13） 1.6	%（1）
茨城県 46.9	%（82） 28.6	%（50） 24.6	%（43） 鳥取県 49.7	%（94） 33.9	%（64） 16.4	%（31）
栃木県 48.5	%（79） 31.3	%（51） 20.2	%（33） 島根県 80.5	%（219） 13.2	%（36） 6.3	%（17）
群馬県 44.8	%（137）26.8	%（82） 28.4	%（87） 岡山県 81.7	%（107） 14.5	%（19） 3.8	%（5）
埼玉県 51.7	%（247）18.6	%（89） 29.7	%（142）広島県 71.3	%（117） 17.7	%（29） 11.0	%（18）
千葉県 66.7	%（188）17.4	%（49） 16.0	%（45） 山口県 63.7	%（158） 23.8	%（59） 12.5	%（31）
東京都 24.0	%（68） 24.0	%（68） 51.9	%（147）徳島県 82.4	%（14） 5.9	%（1） 11.8	%（2）
神奈川県 30.2	%（101）21.9	%（73） 47.9	%（160）香川県 75.0	%（3） 25.0	%（1） 0.0	%（0）
山梨県 86.5	%（390）10.4	%（47） 3.1	%（14） 愛媛県 73.2	%（115） 19.1	%（30） 7.6	%（12）
長野県 55.8	%（259）19.6	%（91） 24.6	%（114）高知県 55.0	%（11） 40.0	%（8） 5.0	%（1）
新潟県 68.0	%（451）21.3	%（141）10.7	%（71） 福岡県 53.1	%（76） 23.1	%（33） 23.8	%（34）
富山県 88.5	%（139） 5.7	%（9） 5.7	%（9） 佐賀県 77.9	%（169） 16.6	%（36） 5.5	%（12）
石川県 86.6	%（103）10.1	%（12） 3.4	%（4） 長崎県 53.5	%（61） 18.4	%（21） 28.1	%（32）
福井県 90.5	%（229） 7.5	%（19） 2.0	%（5） 熊本県 63.3	%（50） 21.5	%（17） 15.2	%（12）
岐阜県 65.9	%（147）17.9	%（40） 16.1	%（36） 大分県 93.3	%（126） 4.4	%（6） 2.2	%（3）
静岡県 51.2	%（537）23.8	%（249）25.0	%（262）宮崎県 78.3	%（47） 16.7	%（10） 5.0	%（3）
愛知県 58.9	%（606）21.9	%（225）19.2	%（198）鹿児島県 66.7	%（8） 16.7	%（2） 16.7	%（2）

合計 59.9	%（7,509）21.0	%（2,635）19.1	%（2,398）
※	『梶龍輔（2019）「宗勢調査からみえてくる曹洞宗寺院の経済状況」『岐路』相澤秀生・川又俊
則編著。法蔵館』206 頁より一部抜粋

※全国平均より高い都道県には網掛けが施されている
※沖縄県に関しては回答がないため除外されている
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れる。そこで本章では、後任候補者登録寺院割合と兼務寺院割合の比較を行
う。
　表2によれば、曹洞宗における兼務寺院の割合は22.9%で全国に3,322 ヶ
寺存在することになる。都道府県別にみると、最も割合が高いのは和歌山県
の44.8%（30ヶ寺）となり、次いで滋賀県41.9%（83ヶ寺）、岡山県41.8%（69ヶ
寺）と続く。一方、最も割合が低いのは香川県0％（0ヶ寺）、次いで青森県
6.3％（11ヶ寺）、鹿児島・沖縄県5.9％（1ヶ寺）となる。北陸では富山・石川・
福井県のいずれもが、兼務寺院割合が全国平均より高いことがわかる。逆に
北海道地方、そして福島県を除く東北地方の全県で兼務寺院の割合が低く
なっているのである。次に地方別にみていこう。表３によれば、最も兼務寺
院の割合が高いのは近畿32.4％（409ヶ寺）であり、最も低いのが北海道の
9.5％（46ヶ寺）であった。そして、全国平均（22.9%）を上回るのは甲信越・北
陸・東海・近畿・中国地方、平均を下回るのが北海道・東北・関東・四国・
九州沖縄地方となる。
　ではここで、後任候補者登録寺院と兼務寺院を照らし合わせてみよう。ま
ず後任候補者登録寺院の割合が平均より高い地方（北海道・東北・関東地方）
は、兼務寺院の割合は全国平均より低いことがわかる。一方、後任候補者登
録寺院の割合が平均より低い地方に目を向けると、四国・九州沖縄地方では
兼務寺院の割合は平均より低いが、甲信越・北陸・東海・近畿・中国地方で
はその割合が高いのである。つまり後任候補者登録寺院の割合が高い地方は、
兼務寺院の割合が低いといえる。一方で、後任候補者登録寺院の割合が低い
地方では、必ずしも兼務寺院の割合が高いというわけではない。
　さて冒頭で述べたように、一般的には「兼務寺院には後任候補者の登録は
できない」と認識されがちではなかろうか。しかし曹洞宗宗制では「後任候
補者が当該寺院住職としての資格を得る見込みがあるときは、その資格を得
るまで兼務住職を置き、その資格を得ると同時に、直ちに住職任命の申請を
しなければならない（曹洞宗寺院住職任免規程32条 1項）」と定められている。つ
まり限定的ではあるが、兼務寺院の中にも後任候補者が登録されている場合
があるわけだ。本稿で検討対象とした「寺院データ」においても、兼務寺院
かつ後任候補者登録寺院は21ヶ寺存在している。しかしその数は僅かなもの
であり、やはり「兼務寺院では後任候補者登録がされていない」というのが
大勢といえよう。

４．寺院規模との関連

　前章では兼務寺院の割合と後任候補者登録寺院の割合の照合を行った。本
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　さらに地方ごとに寺院数と後任候補者登録寺院数を算出したのが表３であ
る。これによると後任候補者登録寺院の割合が最も高いのは、関東地方
27.7％（651ヶ寺）であり、最も割合が低いのが北陸地方8.2％（53ヶ寺）であっ
た。特に北陸地方に関しては、他の地方が二桁台の割合を示しているのに対
し、その割合が一桁台にとどまっている。また北海道・東北・関東地方では
後任候補者登録寺院の割合が全国平均より高いが、それ以外の地方ではその
割合が全国平均を下回っているのである。これらの結果から、大まかにいう
と、曹洞宗において後任候補者登録寺院の割合は、東日本に立地する寺院で
高く、西日本に立地する寺院で低いのである。つまり「西低東高」の傾向を
示しているのだ。
　本章では、都道府県・地方別に後任候補者登録寺院の割合を算出し、その
地域間比較を試みた。その結果、東日本ではその割合が高く、逆に西日本で
低いことが明らかになった。では後任候補者登録寺院の割合に影響を及ぼす
要因と何か。次章以降で検討してみたい。

３．兼務寺院との関連

　「兼務寺院には後任候補者として登録されている僧侶はいない」というのが
一般的な認識ではなかろうか。その認識に基づくならば、兼務寺院の割合が
高まれば、当然ながら、後任候補者登録寺院の割合は低くなることが予想さ
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表３　�地方別にみた寺院数（本務・兼務・代務、特定代務、住職不在）と後任候
補者登録寺院数

地方 寺院数
（ヶ寺）

本務寺院
（ヶ寺）

兼務寺院
（ヶ寺）

代務・特定
代務寺院
（ヶ寺）

住職・兼務
住職不在寺院
（ヶ寺）

兼務寺院
割合

後任候補者
登録寺院
（ヶ寺）

後任候補者
登録寺
院割合

北海道 485	 436	 46	 2	 8	 9.5% 124	 25.6%
東北 2,511	 2,019	 476 11	 28	 19.0% 608	 24.2%
関東 2,354	 1,916	 421 10	 26	 17.9% 651	 27.7%
甲信越 1,897	 1,332	 455	 8	 102	 24.0% 319	 16.8%
北陸 648	 397	 194	 3	 54	 29.9% 53	 8.2%
東海 3,002	 2,103	 829	 7	 63	 27.6% 420	 14.0%
近畿 1,263	 811	 409	 4	 39	 32.4% 165	 13.1%
中国 1,143	 823	 289	 2	 29	 25.3% 146	 12.8%
四国 231	 179	 51	 0	 1	 22.1% 26	 11.3%

九州・沖縄 955	 737	 152	 6	 60	 15.9% 152	 15.9%
合計 14,489	 10,704	 3,322	 53	 410	 22.9% 2,664	 18.4%

	 ※ 2019 年 12 月 5 日時点
※表 2・3「兼務寺院割合」関して、全国平均を上回る地方には網掛けを施した。
※表 2・3「後任候補者登録寺院割合」に関して全国平均を下回る地方には網掛けを施した。
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表２�　�都道府県別にみた寺院数（本務・兼務・代務、特定代務・住職不在）と後任
候補者登録寺院数

地方 都道府県 寺院数
（ヶ寺）

本務寺院
（ヶ寺）

兼務寺院
（ヶ寺）

代務・特定
代務寺院
（ヶ寺）

住職・兼務
住職不在寺院
（ヶ寺）

兼務寺院
割合

後任候補者
登録寺院
（ヶ寺）

後任候補者
登録寺院
割合

北海道 北海道 485	 429	 46	 2	 8	 9.5% 124	 25.6%

東北

青森県 176	 159	 11	 0	 6	 6.3% 54	 30.7%
岩手県 317	 277	 35	 1	 4	 11.0% 74	 23.3%
宮城県 465	 390	 73	 1	 1	 15.7% 137	 29.5%
秋田県 348	 317	 28	 2	 1	 8.0% 99	 28.4%
山形県 735	 555	 163	 6	 11	 22.2% 172	 23.4%
福島県 470	 298	 166	 1	 5	 35.3% 72	 15.3%

関東

茨城県 200	 172	 24	 0	 4	 12.0% 65	 32.5%
栃木県 188	 157	 27	 0	 4	 14.4% 57	 30.3%
群馬県 353	 295	 52	 2	 4	 14.7% 97	 27.5%
埼玉県 528	 393	 130	 1	 4	 24.6% 123	 23.3%
千葉県 329	 227	 96	 0	 6	 29.2% 64	 19.5%
東京都 370	 319	 46	 3	 2	 12.4% 118	 31.9%
神奈川県 386	 334	 46	 4	 2	 11.9% 127	 32.9%

甲信越
山梨県 513	 310	 177	 4	 22	 34.5% 70	 13.6%
長野県 596	 440	 114	 2	 40	 19.1% 109	 18.3%
新潟県 788	 582	 164	 2	 40	 20.8% 140	 17.8%

北陸
富山県 227	 132	 58	 1	 36	 25.6% 20	 8.8%
石川県 136	 92	 34	 1	 9	 25.0% 12	 8.8%
福井県 285	 173	 102	 1	 9	 35.8% 21	 7.4%

東海

岐阜県 248	 171	 68	 1	 8	 27.4% 26	 10.5%
静岡県 1,134	 776	 345	 4	 9	 30.4% 172	 15.2%
愛知県 1,181	 898	 246	 1	 36	 20.8% 172	 14.6%
三重県 439	 258	 170	 1	 10	 38.7% 50	 11.4%

近畿

滋賀県 198	 99	 83	 1	 15	 41.9% 16	 8.1%
京都府 370	 215	 142	 0	 13	 38.4% 36	 9.7%
大阪府 139	 118	 17	 1	 3	 12.2% 39	 28.1%
兵庫県 417	 297	 113	 1	 6	 27.1% 59	 14.1%
奈良県 72	 47	 24	 0	 1	 33.3% 7	 9.7%
和歌山県 67	 35	 30	 1	 1	 44.8% 8	 11.9%

中国

鳥取県 203	 175	 27	 0	 1	 13.3% 31	 15.3%
島根県 323	 214	 90	 2	 17	 27.9% 49	 15.2%
岡山県 165	 92	 69	 0	 4	 41.8% 12	 7.3%
広島県 185	 139	 42	 0	 4	 22.7% 28	 15.1%
山口県 267	 203	 61	 0	 3	 22.8% 26	 9.7%

四国

徳島県 25	 16	 9	 0	 0	 36.0% 2	 8.0%
香川県 6	 6	 0	 0	 0	 0.0% 0	 0.0%
愛媛県 176	 137	 39	 0	 0	 22.2% 19	 10.8%
高知県 24	 20	 3	 0	 1	 12.5% 5	 20.8%

九州・
沖縄

福岡県 163	 144	 14	 3	 2	 8.6% 21	 12.9%
佐賀県 235	 192	 37	 0	 6	 15.7% 47	 20.0%
長崎県 162	 122	 28	 1	 11	 17.3% 27	 16.7%
熊本県 123	 83	 33	 0	 7	 26.8% 16	 13.0%
大分県 186	 120	 32	 2	 32	 17.2% 19	 10.2%
宮崎県 69	 61	 7	 0	 1	 10.1% 20	 29.0%
鹿児島沖縄県 17	 15	 1	 0	 1	 5.9% 2	 12.5%
合計 14,489	 10,704	 3,322	 53	 410	 22.9% 2,664	 18.4%

	 ※ 2019 年 12 月 5 日時点
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のは曹洞宗宗務庁が保有する「寺院データ 12」（2019年 12月５日時点）である。
当該データには、曹洞宗寺院の情報が登録されており、そこには後任候補者
に関する情報も含まれている。1章で触れたが、後任候補者の申請には「後
任候補者となる者は、本宗の僧侶でなければならない（曹洞宗寺院住職任免規程
第26条）」との条項が定められており、得度し僧籍を有していることが必須条
件となっている。なお「副住職」も「当該寺院の後任候補者として登録され
た者（曹洞宗寺院住職任免規程第35条第１項）」と規定されている。つまり後任候
補者には「副住職」と「徒弟」が含まれるのである。
　これら後任候補者登録寺院数を都道府県別にみたのが表２である13。なお
後任候補者登録寺院の割合を算出する際の基数となる寺院数も都道府県別に
算出し、併せて本務 14、兼務、代務・特定代務、住職不在 15 の分類も表に組
み込んだ。
　まず「寺院データ」における、曹洞宗の寺院数 16 は14,489ヶ寺である。そ
の内、本務寺院は10,704 ヶ寺（73.9%）、兼務寺院は3,322 ヶ寺（22.9%）、代
務・特定代務寺院は53ヶ寺（0.4%）、住職不在寺院は410ヶ寺（2.8％）であっ
た。そして曹洞宗において後任候補者登録寺院は全国で2,664 ヶ寺となり、
割合にすると全寺院の18.4%となった。つまり約5ヶ寺に1ヶ寺が後任候補
者登録寺院となっているのである。
　さて後任候補者登録寺院を都道府県別にみると、全国平均の18.4%を上
回っているのは17都道府県、逆に平均を下回っているのが29府県であった。
最も割合が高いのが神奈川県32.9％（127ヶ寺）、次いで茨城県32.5％（65ヶ
寺）、東京都31.9％（118ヶ寺）となり、上位３つ全てが関東の都県であった。
一方、最も割合が低いのが香川県0％（0ヶ寺）、次いで岡山県7.3％（12ヶ寺）、
福井県7.4％（21ヶ寺）と続いていく。日本を大きく東・西に分けるならば、
下位3県はいずれも西日本の県であった。
　また後任候補者登録寺院数が最も多いのは、上から愛知県（172ヶ寺）、静岡
県（172ヶ寺）、山形県（172ヶ寺）となり、いずれも同数であった。これらの3
県は、全国でも抱える寺院が多い県の為、当然ながら任候補者登録寺院も多
くなるわけであるが、愛知・静岡県を割合でみるならば、前者は14.6%、後
者は15.2％といずれも全国平均を下回っていることがわかる。また大まかに
後任候補者登録寺院割合をみるならば、北海道・東北・関東地方においては
福島県を除くすべての道府県で全国平均を上回っている。一方で、北陸・甲
信越・東海・近畿・中国・四国・九州沖縄地方においては、大阪府・高知・
佐賀・宮崎県の1府・3県を除くすべての府県で全国平均を下回っているの
である。
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曹洞宗宗侶数が先細りしてくことを予見
させる結果なのである。
　上述のことをまとめると、まず後継者
がいるとする回答は、過去一貫して減少
し、またそれと同様に寺院後継の可能性
を有する宗侶人数もこの50年間で大幅
に減少している。そして寺院後継の可能
性を有する宗侶の出身は、そのほとんど
が曹洞宗寺院で占められ、さらにこれら
宗侶の多くが住職の「子」なのである。
このように寺院後継の可能性を有する宗
侶の出身・続柄に焦点をあてると、後継者の多くが寺院に在籍する家族内で
再生産されている、という実態が浮き彫りになるのである。しかし、そのよ
うな「肉系相続」も10代宗侶数の激減という結果から、その先行きは不透明
と言わざるを得ないのである。
　以上が曹洞宗における後継者問題に関するこれまでの報告・分析である。
このように曹洞宗における寺院後継者は減少しているとされる。しかしなが
ら、その詳細な考察はこれまでになされているかといえば、疑問符が付けら
れる。周知の通り、曹洞宗は日本の伝統仏教教団において最大の寺院数を擁
し、その教線は全国に行き渡っている。そのため、地域ごとに様々な特色が
有していると思われるが、後継者問題も例外ではないであろう。確かに過疎
地域や宗務所別に後継者人数を集計している『宗勢』10 もあるが	、都道府県
や地方 11 に着目して後継者問題を論じられることは、これまでほとんどなさ
れていないと思われる。そこで本研究では、曹洞宗宗務庁が管理するデータ
を用いて寺院後継者に関する地域間比較を行い、そこから浮かび上がる問題
を考察していく。

２．後任候補者を有する寺院の地域間比較

　前章において『宗勢』を基に後継者問題を振り返ったが、「後継者がいる」
「後継者がいない」というのはあくまで住職の意識である点は注意を要する。
また「寺院後継の可能性を有する宗侶」についても、実際に「後任候補者」
として登録されていることを確認できるのは「副住職」のみでそれ以外は不
明である。そこで本稿では、「後任候補者の登録がされている寺院」（以下「後
任候補者登録寺院」）を取り上げていく。　　
　後任候補者登録寺院の地域間比較を行っていくにあたり、検討対象となる
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表 1　10 代宗侶の人数��

1965 年 2,841 人

1975 年 1,971 人

1995 年 1,867 人

2005 年 1,473 人

2015 年 		850 人

※『澤城邦生（2019）「曹洞宗にお
ける後継者問題―得度年齢の分析を
通して―」宗学研究紀要 32 号』143
頁より一部抜粋
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　これによると、「後継者がいる4」割合は1975年では73.9%（8,695人）であ
るが、2005年では63.4%（6,839人）となっており、「後継者がいる」と回答し
た住職は1,856人減少している。一方で「後継者がいない」割合は1975年で
は26.1%（3,067人）だが、2005年では35.4%（3,819人）と上昇している。この
ように、『宗勢』を基にすれば、後継者は過去一貫して減少しており、曹洞宗
において後継者不足は進展していることになる。
　また後継者となり得る存在としては、「副住職」「徒弟」をあげることがで
きる。副住職は、「後任候補者」登録が必須要件であり、また徒弟は「後任
候補者」に登録される権利を有している。つまり両者はその時点において、
寺院後継の可能性を有する存在と位置付けられるのである。それら「副住職」
「徒弟」「後任候補者 5」人数を合算し、その変遷を確認すると、1965年が
8,477人であったのに対し、2015年は5,315人にまで減少しているのである6。
このように寺院後継の可能性を有する曹洞宗僧侶（以下「宗侶」）の人数は減少
していることがわかる。最も人数の多い1975年（8,828人）と2015年（5,315
人）を比較すると、2015年の人数は1975年時の約 6割にしか満たないのであ
る。
　そして、それら寺院後継の可能性を有する宗侶の出身（曹洞宗寺院、在家・そ
の他、他宗寺院）を確認してみると、そのほとんどが曹洞宗寺院出身であり7、
1965年から2015年までの50年間をみても、その割合に大きな変化は認めら
れないのである。さらに寺院後継の可能性を有する宗侶と住職との続柄を検
討すると、1965年から2015年まで「子（養子を含む）」の割合は8割以上と
なっている。一方で、「その他（子以外）」の割合は、2割を下回っていること
がわかる8。このように寺院後継の可能性を有する宗侶は、そのほとんどが住
職の子であると指摘できるのである。
　これらいわゆる「肉系相続」の実態は、宗侶の得度年齢からも推測するこ
とができる。曹洞宗の僧籍簿（2018年 12月 12日時点）をデータとし得度年齢
を算出してみると、宗侶の多くが10代のうちに得度しており、特に10代前
半に集中していることが判明している9。当該年代は、小学校高学年・中学校
に該当するが、その時期に得度した宗侶のほとんどが寺院に在籍する子ども
と推測される。つまり得度が可能な年齢である10歳に達したならば、なるべ
く早く得度するよう子弟に勧めているのではなかろうか。宗侶の7割以上が
10代で得度しているということは、当該年代は曹洞宗の宗侶人数を押し上げ
ていく年代といえるのである。そしてそのような宗侶人数の源泉たる10代宗
侶数の変遷を表1に示したが、その人数が激減していることがわかる。10代
以外の年代で得度することが稀であるとするならば、この落ち込みは、今後、
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　本稿では曹洞宗における寺院後継者問題に関して、曹洞宗宗務庁が有する
寺院データから後任候補者が登録されている寺院を抽出し、その地域間比較
を試みる。またそれらと兼務寺院・法人収入・檀戸数・過疎地域 1の関連も
検討する。

１．『宗勢調査報告書』にみる後継者問題

　まずこれまでに検討された曹洞宗における後継者問題の先行研究を振り
返ってみよう2。継続的に当該問題を取り上げてきたのは『宗勢調査報告書』
（以下『宗勢○○』）である。曹洞宗宗勢総合調査（以下「宗勢調査○○」）は1965
年から10年おきに継続して行われきたが、当該問題に関しては『宗勢1965』
から『宗勢2015』まで論じられている。「宗勢調査1975」からは在籍区分と
は別項目を設け、住職に対して「後継者の有無」「いない理由」「現状認識」
についての問いを立てている。それら1975～2005年までの「後継者の有無」
に関する回答結果をまとめたものが図１3である。
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曹洞宗における後継者問題（２）
―地域間比較を通して―

澤　城　邦　生

図１　後継者有無の推移

※	『澤城邦生（2019）「曹洞宗における後継者問題―得度年齢の分析を通して―」
宗学研究紀要 32 号』143 頁より
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龍樹の教えのキーワード
	 大法輪	 pp75 ～ 78	 H30.2	 奥　野　光　賢
過疎問題現地報告③　能登地域寺院調査に参加して③
	 曹洞宗報 990	 pp27 ～ 29	 H30.3	 平　子　泰　弘
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治安維持法と闘った斎藤秀一
	 仏教タイムス 2724	 p1	 H29.7	 佐　藤　玄　祐
ブッダ　無明と欲望を調える
	 大法輪	 pp54 ～ 59	 H29.8	 奈　良　康　明
新・禅語を読む99　我逢人
	 跳龍 783	 pp18 ～ 19	 H29.7	 木　村　尚　徳
共謀罪を憂う⑥　
	 仏教タイムス 2724	 p1	 H29.7	 佐　藤　玄　裕
新・禅語を読む100　寂静無漏妙術
	 跳龍 784	 pp10 ～ 11	 H29.8	 木　村　尚　徳
『宋会要』道釈部訓注（一二）資料編
	 駒澤大学仏教学部論集 48
	 	 pp45 ～ 95	 H29.10	 永井　政之　他
新・禅語を読む101　唵剣婆耶剣婆耶吽婆多莎訶
	 跳龍 785（九・一〇月号）
	 	 pp20 ～ 21	 H29.10	 木　村　尚　徳
新・禅語を読む102　唵阿嚕力迦娑婆訶
	 跳龍 786	 pp36 ～ 37	 H29.11	 木　村　尚　徳
新・禅語を読む103　唵訶訶訶尾娑摩曳娑婆訶
	 跳龍 787	 pp17 ～ 18	 H29.12	 木　村　尚　徳
過疎問題現地報告　能登地域寺院調査に参加して①
	 曹洞宗報 988	 pp42 ～ 44	 H30.1	 平　子　泰　弘
新・禅語を読む104　唵尸羅婆陀尼黎吽娑婆訶
	 跳龍 788	 pp34 ～ 35	 H30.1	 木　村　尚　徳
新・禅語を読む105　唵摩訶迦羅耶娑婆訶
	 跳龍 789	 pp36 ～ 37	 H30.2	 木　村　尚　徳
新・禅語を読む106　唵俱嚕駄曩吽惹婆嚩訶
	 跳龍 790	 pp36 ～ 37	 H30.3	 木　村　尚　徳
藤原伊織の青春
	 駒沢大学仏教学部研究紀要 76
	 	 pp160 ～ 200	 H30.3	 金　沢　　　篤
過疎問題現地報告②　能登地域寺院調査に参加して②
	 曹洞宗報 989	 pp18 ～ 21	 H30.2	 平　子　泰　弘
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現代日本における中国三論宗の研究について
	 駒沢大学仏教学部研究紀要 76
	 	 pp84 ～ 98	 H30.3	 奥　野　光　賢
チャンキャ『宗義書』における部派仏教に関する記述（１）
	 駒沢大学仏教学部研究紀要 76
	 	 pp130 ～ 158	 H30.3	 木　村　誠　司
唐代禅の思想展開　空に回帰する黄檗の禅から既に空なる臨済の禅へ
	 禪學研究 96	 pp1 ～ 31	 H30.3	 小　川　太　龍

XII．その他

１．宗教学・キリスト教・哲学・人間学

『保元物語』各伝本における崇徳院の怨霊・天狗像の考察
	 駒澤大学大学院仏教学研究会年報 50
	 	 pp91 ～ 108	 H29.5	 大　橋　早　帆
Japanese	Philosophy	and	Buddhism
	 駒沢大学仏教学部研究紀要 76
	 	 pp202 ～ 228	 H30.3	 松　本　史　朗

８．その他

新・禅語を読む96　閑眠高臥對青山
	 跳龍 780	 pp36 ～ 37	 H29.4	 木　村　尚　徳
仏教・禅と祈り
	 駒澤大学大学院仏教学研究会年報 50
	 	 pp1 ～ 28	 H29.5	 奈　良　康　明
新・禅語を読む97　懺悔即安楽
	 跳龍 781	 pp28 ～ 29	 H29.5	 木　村　尚　徳
新・禅語を読む98　一
	 跳龍 782	 pp32 ～ 33	 H29.6	 木　村　尚　徳
『南国順礼記』を読む
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp（7）～（12）	 H29.6	 古　山　健　一
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「異類中行」私考　禅僧の民衆教化
	 駒澤大学仏教学部論集 48
	 	 pp1 ～ 27	 H29.10	 永　井　政　之
中国の文献に見られる瑜伽行派と中観派の論争
	 駒澤大学仏教学部論集 48
	 	 pp191 ～ 212	 H29.10	 吉　村　　　誠
英蔵敦煌文献から発見された禅籍について　S6980 以降を中心に（１）
	 駒澤大学仏教学部論集 48
	 	 pp273 ～ 288	 H29.10	 程　　　　　正
南北朝隋唐仏教と『菩薩地持経』
	 駒澤大学仏教学部論集 48
	 	 pp289 ～ 310	 H29.10	 李　　　子　捷
Jinakalamali について　特に１つの難句をめぐって	
	 駒澤大学仏教学部論集 48
	 	 pp311 ～ 332	 H29.10	 古　山　健　一
アビダルマ文献の六因仏説論について
	 駒澤大学仏教学部論集 48
	 	 pp350 ～ 384	 H29.10	 木　村　誠　司
Mona　The	Path	of	the	Sage
	 駒澤大学仏教学部論集 48
	 	 pp385 ～ 400	 H29.10	 矢　島　道　彦
ダマヤンティーの愛　bhakti の意味を尋ねて
	 駒澤大学仏教学部論集 48
	 	 pp401 ～ 432	 H29.10	 金　沢　　　篤
二十種有身見考
	 駒沢大学禅研究所年報 29
	 	 pp81 ～ 109	 H29.12	 袴　谷　憲　昭
温陵戒環禅師『楞厳経要解』初探　特に泉州開元寺に着目して
	 駒沢大学仏教学部研究紀要 76
	 	 pp39 ～ 61	 H30.3	 大　澤　邦　由
英藏敦煌文獻から發見された禪籍について　S6980 以降を中心に（２）
	 駒沢大学仏教学部研究紀要 76
	 	 pp65 ～ 82	 H30.3	 程　　　　　正
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現場における仏教保育　子どもたちの幸せを願って
	 鶴見大学仏教文化研究所紀要 23 号
	 	 pp17 ～ 26	 H30.3	 山　崎　和　子
幼児期における道徳教育及び宗教教育　「利他」の心を育てる
	 鶴見大学仏教文化研究所紀要 23 号
	 	 pp27 ～ 44	 H30.3	 山　室　吉　孝
保育者論としての仏教保育　仏教保育の理念と授業実践
	 鶴見大学仏教文化研究所紀要 23 号
	 	 pp45 ～ 54	 H30.3	 橋　本　弘　道
仏教・保育・子どもの環境　保育における環境とは、仏教・保育・栽培の関わり
	 鶴見大学仏教文化研究所紀要 23 号
	 	 pp55 ～ 63	 H30.3	 仙　田　　　考

XI．禅と諸宗（禅以外の仏教各宗）

三階教における如来蔵説の一考察　『仏性観修善法』・『仏性観』と『宝性論』を中心に
	 駒澤大学大学院仏教学研究会年報 50
	 	 pp137 ～ 158	 H29.5	 李　　　子　捷
北一輝と法華思想	（１）　その著作に見る『法華経』と日蓮の影響について
	 仏教経済研究 46	 pp179 ～ 208	 H29.5	 若　林　孝　彦
中国江南における民間信仰と地域社会　清代後期から民国期にかけての江蘇省無
錫県の事例から
	 仏教経済研究 46	 pp338 ～ 366	 H29.5	 都　通　憲三朗
『弘戒法儀』と『弘戒指南』との比較考　黄檗戒壇の曹洞宗への影響
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp（1）～（6）		 H29.6	 吉　田　道　興
『大日経疏』における初期禅宗思想について
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp141 ～ 146	 H29.6	 千　葉　　　正
鎌倉期における禅宗の多様性と独自性　称名寺蔵『覚性論』について
	 印度学仏教学研究 66-1
	 	 pp128 ～ 133	 H29.12	 古　瀬　珠　水
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実践仏教について考える（２）　戦後曹洞宗における死者供養言説について
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp207 ～ 212	 H29.6	 松　葉　裕　全
坐禅と数息観　生理心理学実験を通して
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp（13）～（18）	H29.6	 田　中　仁　秀
坐禅体験を共有する場の必要性について
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp（19）～（24）	H29.6	 佐　田　陸　道
「性的マイノリティ」と宗教者について　教化活動の視点から
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp（25）～（30）	H29.6	 本　多　清　寛
仏教講座受講者の供養に対する意識調査
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp（37）～（42）	H29.6	 田　代　浩　潤
禅と煩悩
	 駒沢大学禅研究所年報 29
	 	 pp210 ～ 226	 H29.12	 石　井　清　純
禅とことば
	 駒沢大学禅研究所年報 29
	 	 pp228 ～ 242	 H29.12	 小　川　　　隆
坐禅（zazen）	
	 駒沢大学禅研究所年報 29
	 	 pp244 ～ 246	 H29.12	 角　田　泰　隆
禅研究の国際交流と現代的展開
	 駒沢大学禅研究所年報 29
	 	 pp261 ～ 264	 H29.12	 石　井　清　純
伝統仏教教団における恒例法要の実施状況　各宗勢調査報告書を通して
	 宗学研究紀要 31	 pp（1）～（16）	 H30.3	 澤　城　邦　生
仏教に学ぶ保育の原点
	 鶴見大学仏教文化研究所紀要 23 号
	 	 pp ５～ 15	 H30.3	 佐　藤　達　全
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随想	日本禅の海外伝道について、その一端として　鈴木大拙博士の禅思想と弟子
丸泰仙老師の実践禅に見る
	 仏教経済研究 46	 pp267 ～ 285	 H29.5	 荒　木　稔　恵
第八回公開シンポジウム	癒しと宗教
	 仏教経済研究 46	 pp287 ～ 327	 H29.5	 長谷部八朗　他
一般初心者に対する坐禅指導法の考察　具体的な説明について
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp147 ～ 152	 H29.6	 小　杉　瑞　穂
坐禅会・坐禅研修会で活用できる効果的なワークショップの提案
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp153 ～ 158	 H29.6	 宇　野　全　智
坐禅会の現状と運営方法について　運営側の声から見えたこと
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp159 ～ 164	 H29.6	 坂　田　祐　真
短大生の学習態度と仏教教育　教育に及ぼす作務の意味
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp171 ～ 176	 H29.6	 佐　藤　達　全
子どもの居場所づくりと教化　博物館における居場所事業を手掛かりに
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp177 ～ 182	 H29.6	 浅　川　範　之
匂い袋づくりを通じた新しい「場作り」の提案
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp183 ～ 188	 H29.6	 久保田　永　俊
「終活ブーム」を通して考える現代教化のありかた
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp189 ～ 194	 H29.6	 関　水　博　道
ネット動画による教化活動について
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp195 ～ 200	 H29.6	 中　野　孝　海
戦後の曹洞宗の教化方針について
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp201 ～ 206	 H29.6	 平　子　泰　弘
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仏さまと日本人 20　遙かなる八月十五日
	 禅の友 816	 pp8 ～ 9	 H29.8	 佐々木　宏　幹
仏さまと日本人 21　九月（陰暦八月）に憶うこと
	 禅の友 817	 pp10 ～ 11	 H29.9	 佐々木　宏　幹
「喝」のフィロロジー（下）
	 禅文化 246	 pp81 ～ 90	 H29.10	 衣　川　賢　次
仏さまと日本人 22　達磨さんのこと
	 禅の友 818	 pp10 ～ 11	 H29.10	 佐々木　宏　幹
仏さまと日本人 23　「文化」の日について
	 禅の友 819	 pp10 ～ 11	 H29.11	 佐々木　宏　幹
仏さまと日本人 24　「十二月八日」の思い出
	 禅の友 820	 pp10 ～ 11	 H29.12	 佐々木　宏　幹
仏さまと日本人 25　「お正月」について
	 禅の友 821	 pp8 ～ 9	 H30.1	 佐々木　宏　幹
仏さまと日本人 26　「霊魂」とは何か（１）
	 禅の友 822	 pp14 ～ 15	 H30.2	 佐々木　宏　幹
仏さまと日本人 27　「霊魂」とは何か（２）
	 禅の友 823	 pp14 ～ 15	 H30.3	 佐々木　宏　幹

３．実践

明治の仏教者と仏前結婚式
	 駒澤大学大学院仏教学研究会年報 50
	 	 pp159 ～ 200	 H29.5	 武　井　謙　悟
新潟県における教導職制度について　特に曹洞宗を中心として
	 駒澤大学仏教学部論集 48
	 	 pp213 ～ 237	 H29.10	 永　井　俊　道
新旧教育基本法文言「宗教に関する寛容の態度」の用語「寛容」管窺
	 仏教経済研究 46
	 	 pp1 ～ 37	 H29.5	 小　山　一　乘
中等教育課程の生徒に対する宗教科坐禅指導の実践	　私立世田谷学園中学校の
実践を中心として
	 仏教経済研究 46	 pp209 ～ 232	 H29.5	 磯　邉　浩　道
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12．建築

禅寺に庭を作る　特集　禅寺と庭
	 禅文化 246	 pp10 ～ 24	 43033	 木宮一邦・北山安夫
夢窓疎石の禅と庭園　特集　禅寺と庭
	 禅文化 246	 pp25 ～ 34	 43033	 仲　　　隆　裕
大徳寺大仙院庭園	～枯山水～　室町時代の禅庭　特集　禅寺と庭
	 禅文化 246	 pp35 ～ 48	 43033	 重　森　千　靑
真珠庵の庭と私～人々の残像　特集　禅寺と庭
	 禅文化 246	 pp49 ～ 58	 43033	 山　田　宗　正

Ⅹ．教化

１．叢書・教化学

亜種概念「宗派教育」と類概念「宗教的情操教育」との教授概念の教育論理管窺
	 駒澤大学仏教学部論集 48
	 	 pp334 ～ 348	 H29.10	 小　山　一　乘

２．法話

仏さまと日本人 16　四月八日とは？
	 禅の友 812	 pp12 ～ 13	 H29.4	 佐々木　宏　幹
仏さまと日本人 17　お節句のこと
	 禅の友 813	 pp10 ～ 11	 H29.5	 佐々木　宏　幹
仏さまと日本人 18　「合掌」　その意味について（１）
	 禅の友 814	 pp10 ～ 11	 H29.6	 佐々木　宏　幹
今、道元禅師に学ぶこと
	 大法輪	 pp54 ～ 59	 H29.7	 幣　　　道　紀
「喝」のフィロロジー（中）
	 禅文化 245	 pp57 ～ 65	 H29.7	 衣　川　賢　次
仏さまと日本人 19　「合掌」　その意味について（２）
	 禅の友 815	 pp10 ～ 11	 H29.7	 佐々木　宏　幹
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Ⅸ．清規・禅戒

２．禅戒

「禅苑清規」における維那の職掌
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp117 ～ 122	 H29.6	 角　田　隆　真
瞎道本光『禅戒口訣或問』の研究　
	 禅研究所紀要 46	 pp39 ～ 58	 H30.3	 菅　原　研　州
「禅苑清規」と「校定清規」の比較　維那の職掌を通じて
	 宗学研究紀要 31	 pp69 ～ 87	 H30.3	 角　田　隆　真
北宋の晋山式と住持の職能
	 禪學研究 96	 pp55 ～ 78	 H30.3	 千　田　たくま

５．禅林生活・食事法

近世料理書から見た仏教と食　「青物」の料理から「精進料理」へ
	 宗教学論集 37	 pp3 ～ 27	 H30.1	 徳　野　崇　行

９．法式

「大乗寺系回向帳」二冊　解題と翻刻
	 鶴見大学仏教文化研究所紀要 23 号
	 	 pp265 ～ 312	 43190	 尾　﨑　正　善

11．回向文・香語

中世曹洞宗における偈頌運用　	逆翁宗順を中心として
	 禅研究所紀要 46	 pp59 ～ 69	 43190	 大　橋　崇　弘
漢詩から和歌へ（三）　良岑安世・僧正遍昭・素性法師
	 駒澤大学仏教学部論集 48
	 	 pp97 ～ 111	 H29.10	 石　井　公　成二
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禅の概要
	 駒沢大学禅研究所年報 29
	 	 pp247 ～ 260	 H29.12	 石　井　修　道
曹洞宗教団史における梅花流　第７回　第２章　梅花流以前のご詠歌活動　梅花
流年表に見る密厳流の影響
	 曹洞宗報 988	 pp63 ～ 74	 H30.1	
	 曹洞宗総合研究センター
曹洞宗教団史における梅花流　第８回　第２章　梅花流以前のご詠歌活動　金剛
流・密厳流の教えと梅花流
	 曹洞宗報 990	 pp51 ～ 65	 H30.3	
	 曹洞宗総合研究センター

２．経典・祖録など

（９）諸経典
『江湖風月集略註』研究（10）
	 駒沢大学禅研究所年報 29
	 	 pp1 ～ 37	 H29.12	 飯塚　大展　他
禅籍研究（２）翻刻	駒澤大学図書館藏『禪宗雜毒海』（下）
	 駒沢大学禅研究所年報 29
	 	 pp161 ～ 183	 H29.12	 飯塚　大展　他
『禅宗綱目』の思想的考察
	 禪學研究 96	 pp33 ～ 54	 H30.3	 高　柳　さつき

５．その他

大慧宗杲の看話禅の成立について
	 駒沢大学禅研究所年報 29
	 	 pp39 ～ 79	 H29.12	 石　井　修　道
空見について
	 駒沢大学仏教学部研究紀要 76
	 	 pp100 ～ 128	 H30.3	 四津谷　孝　道 二

〇
四



（20）

書評	大竹晋『大乗起信論成立問題の研究』　『大乗起信論』は漢文仏教文献から
のパッチワーク』
	 駒沢大学仏教学部研究紀要 76
	 	 pp1 ～ 9	 H30.3	 石　井　公　成

Ⅷ．宗義

１．大綱

曹洞宗教団史における梅花流　第３回　第１章　戦後社会と梅花流正法教会
（２）～道元禅師七百回大遠忌と正法日本建設運動～
	 曹洞宗報 980	 pp355 ～ 366	 H29.5
	 曹洞宗総合研究センター
赤松月船老師の生涯と梅花流詠讃歌
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp165 ～ 170	 H29.6	 柴　口　成　浩
正信論争考（13）　榑林博士の信について（５）
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp129 ～ 134	 H29.6	 竹　林　史　博
曹洞宗教団史における梅花流　第４回　第１章　戦後社会と梅花流正法教会
（３）～尼僧師範活躍の背景～
	 曹洞宗報 982	 pp55 ～ 67	 H29.7	
	 曹洞宗総合研究センター
曹洞宗教団史における梅花流　第５回　第１章　戦後社会と梅花流正法教会
（４）　梅花流正法教会の誕生まで
	 曹洞宗報 984	 pp57 ～ 74	 H29.9	
	 曹洞宗総合研究センター
曹洞宗教団史における梅花流　第６回　第２章　梅花流以前のご詠歌活動　ご詠
歌と他流の活動の歴史
	 曹洞宗報 986	 pp71 ～ 85	 H29.11	
	 曹洞宗総合研究センター

二
〇
五



（19）

≪最乗寺≫
大雄山誌論考 25
	 大雄 146	 pp32 － 35	 H29.4	 関野惣平　足柄史談会編
大雄山誌論考 26 ～ 28
	 大雄 147 ～ 149	 	 H29.7 ～ H30.1	 	 足柄史談会編
大雄山の歴史メモ 12 ～ 15
	 大雄 146 ～ 149	 	 H29.7 ～ H30.1	 小早川　浩　大
≪種月寺≫
宝永年間種月寺支配下寺院本末帳について
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp99 ～ 104	 H29.6	 深　井　一　成
≪普蔵院≫≪大洞禅院≫
「普蔵院住番牒」と「大洞禅院住山帳」
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp93 ～ 98	 H29.6	 尾　崎　正　善
≪法持寺≫
続『熱田	白鳥山法持寺史』補遺考
	 禅研究所紀要 46	 pp97 ～ 132	 43190	 川　口　高　風

Ⅶ．書誌・国語学

１．解題・書評

福澤諭吉の「脱亜論」を読む
	 仏教経済研究 46	 pp233 ～ 245	 H29.5	 工　藤　　　豊
書評	大澤広嗣著	『戦時下の日本仏教と南方地域』（法藏館、二〇一五年）
	 仏教経済研究 46	 pp247 ～ 266	 H29.5	 袴　谷　憲　昭
〈書評と紹介〉清水邦彦著『中世曹洞宗における地蔵信仰の受容』
	 宗教研究 91-3	 pp73 ～ 77	 H29.12	 徳　野　崇　行
書評『如圭詩偈稿』
	 跳龍 789	 pp38	 H30.2	 前　川　睦　生

二
〇
六



（18）

７．寺史

（２）永平寺
永平寺と梅花流（上）（下）
	 傘松 883 ～ 894	 	 H29.4 ～ H29.5	 佐　藤　俊　晃
永平寺再発見（一）　史料全書の編纂から
	 傘松 884	 pp40 ～ 46	 H29.5	 永平寺史料編纂
委員会
永平寺再発見（二）　「普勧坐禅儀撰述由来」のこと
	 傘松 885	 pp34 ～ 38	 H29.6	 岩　永　正　晴
永平寺再発見（三）　永平寺大工の祖「玄之家」
	 傘松 886	 pp25 ～ 32	 H29.7	 熊　谷　忠　興
永平寺再発見（四）　若狭小浜藩主と「若狭国紫石硯」について
	 傘松 887	 pp34 ～ 40	 H29.8	 吉　田　道　興
永平寺再発見（五）　近世初期の江湖会と永平寺壁書
	 傘松 888	 pp27 ～ 34	 H29.9	 遠　藤　廣　昭
永平寺再発見（六）　円月江寂禅師が書写した『御遺言』
	 傘松 889	 pp34 ～ 38	 H29.10	 駒ヶ嶺　法　子
永平寺再発見（七）　三代相論管窺
	 傘松 890	 pp31 ～ 39	 H29.11	 横　山　龍　顯
永平寺再発見（八）　版橈晃全の活動と晃全本『正法眼蔵』
	 傘松 891	 pp25 ～ 36	 H29.12	 秋　津　秀　彰
永平寺再発見（九）　石碑が語る永平寺の経蔵誕生秘話
	 傘松 893	 pp33 ～ 39	 H30.2	 皆　川　義　孝
（３）總持寺
新修總持寺史
	 鶴見大学仏教文化研究所紀要 23 号
	 	 pp83 ～ 145	 43190	 納　冨　常　天
（４）その他（寺院名の五十音順）
≪吉祥寺≫
諏訪山吉祥寺史に関する一考察　開創記に注目して
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp123 ～ 128	 H29.6		 澤　城　邦　生

二
〇
七



（17）

遠江国石雲院の輪住制について
	 駒沢史学 90	 pp141 ～ 164	 H30.3	 遠　藤　廣　昭
鎌倉善宝寺寺地図小考　戦国期鎌倉の寺院と門前の町
	 愛知学院大学文学部紀要 47
	 	 pp173 ～ 184	 H30.3	 福　島　金　治

３．近世

関西の双盤念仏（鉦講）と双盤鉦
	 仏教経済研究 46	 pp39 ～ 70	 H29.5	 坂　本　　　要
信仰から見た「寺内町」構築とその経済的意義
	 仏教経済研究 46	 pp71 ～ 101	 H29.5	 辻　井　清　吾
江戸時代の曹洞宗僧録制度における「相僧録」について
	 仏教経済研究 46	 pp131 ～ 152	 H29.5	 永　井　俊　道
元禄高野騒動と『高野春秋編年輯録』　近世高野山組織の形成
	 仏教経済研究 46	 pp153 ～ 178	 H29.5	 村　上　弘　子
海外亮天師ゆかりの洞門寺院の今昔
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp（31）～（36）	H29.6	 別　府　良　孝
近世曹洞宗教団における総寧寺の移転と宿寺の成立
	 駒沢史学 90	 pp282 ～ 299	 H30.3	 菅　野　洋　介
幕末期の遊行上人と地域社会に関する一考察	　忍藩領持田村名主福田家文書の
検討を中心に
	 駒沢史学 90	 pp347 ～ 365	 H30.3	 皆　川　義　孝

４．近代

仏教界の覚醒と禅	（上）　要説・中国禅思想史 50
	 禅文化 245	 pp49 ～ 56	 42941	 伊　吹　　　敦
仏教界の覚醒と禅	（中之上）　要説・中国禅思想史 51
	 禅文化 246	 pp136 ～ 145	 43033	 伊　吹　　　敦

二
〇
八



（16）

Ⅵ．史伝

２．中世

三代相論の諸問題
	 駒澤大学大学院仏教学研究会年報 50
	 	 pp109 ～ 136	 H29.5	 横　山　龍　顯
中世初頭の仏教界に見る学問と修行
	 駒澤大学仏教学部論集 48
	 	 pp29 ～ 44	 H29.10	 蓑　輪　顕　量
林下曹洞宗における相伝史料研究序説（一二）　雙林寺所蔵史料（其四）
	 駒澤大学仏教学部論集 48
	 	 pp169 ～ 190	 H29.10	 飯　塚　大　展
龍門寺所蔵『正法眼蔵仏祖悟則』の資料的価値（一）　『伝光録』・『仏祖正伝記』
との関係を中心に
	 駒澤大学仏教学部論集 48
	 	 pp239 ～ 258	 H29.10	 横　山　龍　顯
『宝慶由緒記』における三代相論の成立
	 印度学仏教学研究 66-1
	 	 pp155 ～ 158	 H29.12	 横　山　龍　顯
龍門寺所蔵『正法眼蔵仏祖悟則』の資料的価値（二）　道元禅師・瑩山禅師の悟
則を中心として
	 駒沢大学禅研究所年報 29
	 	 pp185 ～ 202	 H29.12	 横　山　龍　顯
長年寺所蔵「戒法傳受之作法」切紙の紹介
	 駒沢史学 90	 pp30 ～ 57	 H30.3	 飯　塚　大　展
中世における禅宗と女人　宗峰妙超と会下の女人達
	 駒沢史学 90	 pp58 ～ 77	 H30.3	 海老澤　早　苗
上杉房定期の禅僧　雲照寺妙瑚について
	 駒沢史学 90	 pp78 ～ 104	 H30.3	 中　村　亮　佑
大泉寺二世吸江英心と武田信虎
	 駒沢史学 90	 pp123 ～ 140	 H30.3	 長谷川　幸　一

二
〇
九



（15）

≪臨済義玄≫
臨済義玄の禅思想再考
	 禪學研究 96	 pp49 ～ 70	 43190	 呉　　　進　幹
≪宏智正覚≫
北宋末南宋初期における曹洞宗祖師の実証的研究	（３）　大洪山第六代目慧照慶
預、明州天童山中興宏智正覚について
	 仏教経済研究 46	 pp103 ～ 130	 H29.5	 胡　　　建　明
『宏智録』にみえる浮山法遠の宗風に関する一考察　『禅門諸祖師偈頌』を手がかりに
	 宗学研究紀要 31	 pp1 ～ 12	 H30.3	 小早川　浩　大

Ⅴ．総記

文化財調査委員会調査目録及び解題（334）　島根 315　永明寺（続）
	 曹洞宗報 979	 pp141 ～ 150	 H29.4	 曹洞宗文化財調査委員会
文化財調査委員会調査目録及び解題（335）　島根 315　永明寺（続）
	 曹洞宗報 981	 pp46 ～ 54	 H29.6	 曹洞宗文化財調査委員会
文化財調査委員会調査目録及び解題（336）　山口 134　洞泉寺　153　善住寺　
155　龍松寺
	 曹洞宗報 982	 pp77 ～ 84	 H29.7	 曹洞宗文化財調査委員会
文化財調査委員会調査目録及び解題（337）　山口 153　善住寺
	 曹洞宗報 983	 pp116 ～ 128	 H29.8	 曹洞宗文化財調査委員会
文化財調査委員会調査目録及び解題（338）　山口 134　洞泉寺
	 曹洞宗報 984	 pp76 ～ 86	 H29.9	 曹洞宗文化財調査委員会
文化財調査委員会調査目録及び解題（339）　千葉 160　東長寺　185　勢國寺　
	 曹洞宗報 986	 pp86 ～ 92	 H29.11	 曹洞宗文化財調査委員会
文化財調査委員会調査目録及び解題（340）　千葉 185　勢國寺　
	 曹洞宗報 987	 pp64 ～ 75	 H29.12	 曹洞宗文化財調査委員会
「表紙解説・洞門の祖師」11 年の軌跡
	 曹洞宗報 987	 pp55 ～ 62	 H29.12	 曹洞宗文化財調査委員会

二
一
〇



（14）

≪智門光祚≫
智門光祚の頌古についての研究（二）
	 駒澤大学大学院仏教学研究会年報 50
	 	 pp29 ～ 40	 H29.5	 角　田　隆　真
≪徳厳慶隆≫
徳厳慶隆の寺院整備事業について
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp105 ～ 110	 H29.6	 伊　藤　秀　真
≪西有穆山≫
明治禅の巨峰　西有穆山〈昭和 36 年２月号より〉
	 大法輪	 pp205 ～ 209	 H29.9	 榑　林　皓　堂
≪白隠慧鶴≫
白隠さんが号泣した話
	 禅文化 246	 pp91 ～ 98	 43033	 西　村　惠　信
白隠前後無白隠　特集	白隠禅師シンポジウム―京都―
	 禅文化 245	 pp10 ～ 25	 42941	 後　藤　榮　山
白隠研究・回顧と展望　特集	白隠禅師シンポジウム―京都―
	 禅文化 245	 pp26 ～ 32	 42941	 芳　澤　勝　弘
白隠慧鶴と愚堂東寔　特集	白隠禅師シンポジウム―京都―
	 禅文化 245	 pp33 ～ 48	 42941	 瀧　瀬　尚　純
≪富楼那≫
富楼那の布教への意志
	 大法輪	 pp63 ～ 65	 H29.12	 千　葉　公　慈
≪無門慧開≫
無門慧開の生涯と『無門関』（一）　杭州天龍寺から月林師観のもとへ
	 駒澤大学仏教学部論集 48
	 	 pp113 ～ 167	 H29.10	 佐　藤　秀　孝
≪面山≫
『見聞宝永記』を読む〈１〉～７
	 大法輪	 	 H29.9 ～ H30.3	 池　上　光　洋
≪良寛≫
良寛　山は自ずから高く　水は自ずから白し
	 大法輪	 pp116 ～ 120	 H29.8	 千　葉　公　慈

二
一
一



（13）

≪源翁心昭≫
『金龍山退休禅寺由来記』に見る源翁心昭
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp111 ～ 116	 H29.6	 上　野　徳　親
≪虚堂智愚≫
虚堂智愚の住持期の動静（３）
	 駒沢大学禅研究所年報 29
	 	 pp111 ～ 159	 H29.12	 佐　藤　秀　孝
≪周梨槃特≫
愚鈍だが掃除で悟った周梨槃特
	 大法輪	 pp69 ～ 71	 H29.12	 千　葉　公　慈
≪鈴木大拙≫
鈴木大拙と『新宗教論』
	 印度学仏教学研究 66-1
	 	 pp101 ～ 107	 H29.12	 石　井　修　道
久松真一と鈴木大拙における茶道観の比較
	 比較思想研究 44	 pp84 ～ 92	 H30.3	 大　持　ほのか
鈴木大拙による神道と「霊性」の比較
	 比較思想研究 44	 pp120 ～ 128	 H30.3	 大　熊　　　玄
≪太容梵清≫
太容梵清に関する研究の現況と課題
	 印度学仏教学研究 66-1
	 	 pp150 ～ 154	 H29.12	 秋　津　秀　彰
太容梵清関係資料　總持寺門徒連署契状・当山一派記・梵清請益録・玉宝山龍隠
寺略記
	 宗学研究紀要 31	 pp89 ～ 118	 H30.3	 秋　津　秀　彰
≪竹居正猷≫
竹居正猷『幻寄集』にみる室町期曹洞宗の公案禅受容
	 印度学仏教学研究 66-1
	 	 pp134 ～ 139	 H29.12	 龍　谷　孝　道 二

一
二



（12）

金毛獅子吼 19　總持寺瑞世そして上洛
	 跳龍 788	 pp14 ～ 15	 H29.1	 桂　川　道　雄
金毛獅子吼 20　遊戯三昧を領ず
	 跳龍 789	 pp34 ～ 35	 H30.2	 桂　川　道　雄
金毛獅子吼 21　法幢を建てる
	 跳龍 790	 pp34 ～ 35	 H30.3	 桂　川　道　雄
石川素童禅師の「勧戒」11 ～ 21
	 跳龍 780-790	 	 H29.4 ～ H30.3	 菅　原　研　州
≪栄西≫
栄西の入滅地について　『吾妻鏡』の栄西入滅記事を踏まえ
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp135 ～ 140	 H29.6	 舘　　　隆　志
≪乙堂喚丑≫
乙堂喚丑『正法眼蔵続絃講議』における『正法眼蔵』の引用について
	 印度学仏教学研究 66-1
	 	 pp115 ～ 121	 H29.12	 菅　原　研　州
≪覚範慧洪≫
北宋における禅僧の動向　覚範の政治的立場について
	 駒澤大学大学院仏教学研究会年報 50
	 	 pp201 ～ 216	 H29.5	 徳　　　　　護
≪峨山韶碩≫
『峨山和尚法語』の引用典籍の研究（二）
	 禅研究所紀要 46	 pp71 ～ 90	 43190
	 禅研究所『峨山和尚法語』研究班
『峨山和尚法語』の引用典籍について（二）
	 禅研究所紀要 46	 pp91 ～ 95	 43190	 菅　原　研　州
≪玄沙師備≫
禅宗語録入門読本 31　玄沙	（上）　達磨不来東土　二祖不往西天
	 禅文化 245	 pp123 ～ 130	 42941	 小　川　　　隆
禅宗語録入門読本	32　最終回　玄沙	（下）・法眼
	 禅文化 246	 pp59 ～ 66	 43033	 小　川　　　隆
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４．思想

瑩山紹瑾と浄土思想（二）　曇鸞『浄土論註』との比較
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp51 ～ 56	 H29.6	 宮　地　清　彦

Ⅲ．両祖に同時に論及したもの

建綱と建撕の関係（10）　『建撕記』に登場の義準
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp87 ～ 92	 H29.6	 熊　谷　忠　興

Ⅳ．その他の祖師

≪石川素童≫
金毛獅子吼 11　雲水修行③印可
	 跳龍 780	 pp14 ～ 15	 H29.4	 桂　川　道　雄
金毛獅子吼 12　雲水修行④悟了の修行
	 跳龍 781	 pp38 ～ 39	 H29.5	 桂　川　道　雄
金毛獅子吼 13　手甲脚絆に網代笠
	 跳龍 782	 pp24 ～ 25	 H29.6	 桂　川　道　雄
金毛獅子吼 14　素童長老
	 跳龍 783	 pp16 ～ 17	 H29.7	 桂　川　道　雄
金毛獅子吼 15　面授嗣法
	 跳龍 784	 pp22 ～ 23	 H29.8	 桂　川　道　雄
金毛獅子吼 16　人法と伽藍法
	 跳龍 785（九・一〇月号）
	 	 pp18 ～ 19	 H29.10	 桂　川　道　雄
金毛獅子吼 17　三度の出世
	 跳龍 786	 pp38 ～ 39	 H29.11	 桂　川　道　雄
金毛獅子吼 18　首先住職
	 跳龍 787	 pp38 ～ 39	 H29.12	 桂　川　道　雄
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『伝光録』の区切り方に関するに関する一考察　「機縁」「拈堤」間を中心に
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp63 ～ 68	 H29.6	 加　藤　龍　興
瑩山禅師の説示法に関する一視座　仙英本『伝光録』に散見される「乃至」の批
判的研究
	 宗学研究紀要 31	 pp25 ～ 68		 H30.3	 加　藤　龍　興
愛知県乾坤院・長円寺所蔵の『伝光録』　平成二十九年度研究調査報告
	 鶴見大学仏教文化研究所紀要 23 号
	 	 pp313 ～ 316	 43190	 尾　﨑　正　善
（３）洞谷記
『洞谷記』における看経について
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp69 ～ 74	 H29.6	 石　原　成　明
『洞谷記』記載「講戒略式回向文」について
	 宗学研究紀要 31	 pp13 ～ 24	 H30.3	 石　原　成　明
（５）坐禅用心記
『坐禅用心記』の定の解釈（四）　『学道用心集聞解』を通して
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp75 ～ 80	 H29.6	 下　條　　　正
（８）瑩山清規
『瑩山清規』における四節について　「結夏」を中心に
	 印度学仏教学研究 66-1
	 	 pp145 ～ 149	 H29.12	 角　田　隆　真
（11）その他
瑩山撰・峨山編と伝える『報恩録』考究　（１）回顧と展望、（２）依用人物、典
籍の検討、（３）上巻十二則「盤山光境倶忘」参究、（４）抄釈法の課題
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp1 ～ 26	 H29.6
	 松葉裕全、中野孝海、本多清寛、池田魯参
三代相論の諸相　『瑩峨行実集録』所収の記事をめぐって
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp81 ～ 86	 H29.6	 横　山　龍　顯

二
一
五



（9）

只管打坐（ただ坐る）
	 大法輪	 pp81 ～ 85	 H29.8	 角　田　泰　隆
「只管打坐」雑考 53　坐禅の時の眼について　その１
	 傘松 887	 pp25 ～ 33	 H29.8	 藤　田　一　照
「只管打坐」雑考 54　坐禅の時の眼について　その２
	 傘松 888	 pp18 ～ 26	 H29.9	 藤　田　一　照
「只管打坐」雑考 55　「心に汗をかかない」坐禅への道
	 傘松 889	 pp26 ～ 33	 H29.10	 藤　田　一　照
「只管打坐」雑考 56　間の中から立ち上がる坐禅　inside-out のアプローチ
	 傘松 890	 pp23 ～ 30	 H29.11	 藤　田　一　照
「只管打坐」雑考 57　坐禅とマインドフルネス　意識の自閉状態から脱する
	 傘松 891	 pp16 ～ 24	 H29.12	 藤　田　一　照
「只管打坐」雑考 58　存在神秘の覚醒と坐禅
	 傘松 892	 pp23 ～ 30	 H30.1	 藤　田　一　照
「只管打坐」雑考 59　「不断煩悩得涅槃」としての坐禅
	 傘松 893	 pp25 ～ 32	 H30.2	 藤　田　一　照
「只管打坐」雑考 60　連載を終えるにあたって
	 傘松 894	 pp28 ～ 36	 H30.3	 藤　田　一　照
釈尊と道元禅師～慈悲の実践～　④～⑩
	 傘松 893 ～ 890	 pp	 H29.4 ～ H29.11	 奈　良　康　明
（３）他宗派
慈円と道元の「道理」に関する一考察
	 鶴見大学仏教文化研究所紀要 23 号
	 	 pp147 ～ 264	 43190	 下　室　覚　道

Ⅱ．瑩山紹瑾

３．撰述

（２）伝光録
『伝光録』にみえる洞山良价伝に関する一考察
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp57 ～ 62	 H29.6	 小早川　浩　大
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道元の教え・思想の言葉
	 大法輪	 pp67 ～ 75	 H29.7	 石　井　清　純
道元の名句・名言①正法眼蔵・修証義より
	 大法輪	 pp82 ～ 91	 H29.7	 佐　藤　秀　孝
道元の名句・名言②随聞記その他より
	 大法輪	 pp92 ～ 100	 H29.7	 熊　本　英　人
道元の詩と哲学の世界　詩と仏教をめぐって
	 日本の哲学 18	 pp25 ～ 39	 H29.12	 竹　村　牧　男
道元禅師における成仏思想の射程
	 印度学仏教学研究 66-2
	 	 pp680 ～ 685	 H30.3	 清　野　宏　道
道元の教えのキーワード
	 大法輪	 	 H30.2	 熊　本　英　人
（２）各論
「只管打坐」雑考 49　安楽の法門としての坐禅（その一）
	 傘松 883	 pp30 ～ 38	 H29.4	 藤　田　一　照
「只管打坐」雑考 50　安楽の法門としての坐禅（その二）
	 傘松 884	 pp25 ～ 33	 H29.5	 藤　田　一　照
「只管打坐」雑考 51　『坐禅読本』を上梓して思うこと
	 傘松 885	 pp26 ～ 33	 H29.6	 藤　田　一　照
道元の自然観　生命観・死生観・環境問題
	 大法輪	 pp102 ～ 106	 H29.7	 中　野　東　禅
道元の哲学思想
	 大法輪	 pp107 ～ 113	 H29.7	 井　上　克　人
道元の生活規範
	 大法輪	 pp114 ～ 119	 H29.7	 菅　原　研　州
道元の平和希求　仏教ボランティアと四摂法を通して
	 大法輪	 pp120 ～ 124	 H29.7	 大　菅　俊　幸
道元の食・健康
	 大法輪	 pp125 ～ 129	 H29.7	 大　菅　俊　幸
「只管打坐」雑考 52　屍のポーズと坐禅
	 傘松 886	 pp25 ～ 32	 H29.7	 藤　田　一　照
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『正法眼蔵』「仏性」巻訳註（３）
	 駒沢大学仏教学部研究紀要 76
	 	 pp11 ～ 38	 H30.3	 角　田　泰　隆
『正法眼蔵抄』「三界唯心」巻　テキスト、現代語訳と註（１）
	 宗学研究紀要 31	 pp119 ～ 191	 H30.3	 新　井　一　光
（２）永平広録
『永平元禅師語録』の諸本と異本について　延文本・正保本を中心として
	 駒澤大学大学院仏教学研究会年報 50
	 	 pp41 ～ 56	 H29.5	 秋　津　秀　彰
（４）普勧坐禅儀
「真筆普勧坐禅儀提唱」（一）　何処にあったのか
	 傘松 893	 pp9 ～ 15	 H30.2	 熊　谷　忠　興
「真筆普勧坐禅儀提唱」（二）　対句偈頌文体の図表化
	 傘松 894	 pp12 ～ 19	 H30.3	 熊　谷　忠　興
（５）永平清規
（知事清規）
道元禅師撰『知事清規』における『文選』「李善注」の依用
	 駒沢史学 90	 pp20 ～ 29	 H30.3	 岩　永　正　晴
（９）正法眼蔵随聞記
道元さまが教えてくれた心のコンパス　『正法眼蔵随聞記』に学ぶ（76）～（87）
	 禅の友 812 ～ 823	 	 H27.4 ～ H29.3	 晴　山　俊　英
（12）撰述全般
道元の著作
	 大法輪	 pp76 ～ 81	 H29.7	 安　藤　嘉　則

４．思想

（１）総論
道元禅師成仏論と弥勒信仰について
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp27 ～ 32	 H29.6	 菅　原　研　州
道元禅師における叡山修学の諸相
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp33 ～ 38	 H29.6	 清　野　宏　道
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Ⅰ．永平道元

２．伝記

（１）伝記全般
道元の生涯
	 大法輪	 pp60 ～ 66	 H29.7	 佐　藤　悦　成

３．撰述

（１）正法眼蔵
（文献的研究）
江戸時代における『正法眼蔵』編輯史の研究
	 駒澤大学大学院仏教学研究会年報 50
	 	 pp57 ～ 67	 H29.5	 秋　津　秀　彰
本山版『正法眼蔵』の本文成立過程について
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp39 ～ 44	 H29.6	 秋　津　秀　彰
（各巻の思想的考察）
『正法眼蔵』「仏道」巻における機関禅について
	 曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 18 回）
	 	 pp45 ～ 50	 H29.6	 清　藤　久　嗣
『正法眼蔵』「三界唯心」巻に引用される『法華経』「如来寿量品」の経文をめぐって
	 印度学仏教学研究 66-1
	 	 pp140 ～ 144	 H29.12	 新　井　一　光
辦道話入門（一一）～（二一）
	 傘松 883 ～ 893	 pp	 H29.4 ～ H30.2	 有　福　孝　岳
道元禅師『正法眼蔵』「仏性」巻について
	 東海仏教 63	 pp93 ～ 109	 H30.3	 高　﨑　秀　一
特別講義録（十）「十二巻本『正法眼蔵』講読」（上）（下）　「出家功徳」「受戒」巻　
僧侶の条件
	 傘松 893 ～ 894	 	 H30.2 ～ H30.3	 宮　川　敬　之
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ⅩⅠ．禅と諸宗（禅以外の仏教各宗）　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（27）

ⅩⅡ．その他
　１．宗教学・キリスト教・哲学・人間学　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（29）
　８．その他　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（29）
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Ⅴ．総　記　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（15）

Ⅵ．史　伝
　２．中　世　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（16）
　３．近　世　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（17）
　４．近　代　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（17）
　７．寺　史
　　（２）永平寺　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（18）
　　（３）總持寺　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（18）
　　（４）その他（寺院名の五十音順）　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（18）

Ⅶ．書誌・国語学
　１．解題・書評　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（19）

Ⅷ．宗　義
　１．大　綱　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（20）
　２．経典・祖録など
　　（９）諸経典　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（21）
　５．その他　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（21）

Ⅸ．清規・禅戒
　２．禅　戒　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（22）
　３．行　持　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（22）
　５．禅林生活・食事法　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（22）
　９．法　式　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（22）
　11．回向文・香語　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（22）
　12．建　築　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（23）

Ⅹ．教　化
　１．叢書・教化学　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（23）
　２．法　話　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（23）
　３．実　践　	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（24）
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（2）

凡　　例

１．当目録は、平成29年度に刊行された日本曹洞宗に関する文献および過去
の『曹洞宗関係文献目録』の遺漏分を蒐集、分類したものである。

２．蒐集した文献は、単行本・研究論文・雑誌新聞等の掲載記事・叢書所収
の月報などで、論文や雑誌掲載記事が後に単行本として刊行された場合
は、双方を挙げた。

３．分類は原則的に、曹洞宗宗学研究所編『曹洞宗関係文献目録』（平成２
年１月）の分類法に従った。ただし、該当する文献が無い項目は、割愛
した。

４．項目内の配列は、原則として刊行年月順とした。刊行年月が同一の場合
は、著者名の五十音順としたが、同一書籍に所収されている場合には掲
載順とした。ただし、「その他の祖師」と「寺史・その他」は、それぞ
れ祖師・寺院名の五十音順とした。

５．項目の表記は、論文等の場合は、主題・副題・収録誌名（出版社名）・
頁数・刊行年月・著者名の順とし、単行本は、表題・副題・出版社名・
刊行年月・編著者名とした。ただし、論文等が同一誌に複数回にわたっ
て掲載されている場合には、煩雑を避けるため頁数は省略した。

６．博士論文については、授与年月・授与大学を記載した。
７．過去の採録分は、曹洞禅ネット（http://www.sotozen-net.or.jp）の宗学
研究部門・データベース（曹洞宗関係文献目録オンライン検索）にて検
索可能である、併せて利用頂きたい。
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（1）

曹洞宗総合研究センター宗学研究部門編

曹洞宗関係文献目録（25）

平成29年４月～平成30年３月

　この目録は、曹洞宗総合研究センター編『曹洞宗関係文献目録』Ⅲ（曹
洞宗総合研究センター　平成25年１月〈平成14年４月から平成22年３月までの文献を収

録〉）の続編です。本目録に未収録の文献がございましたら、情報をお寄
せ下さい。なお、データの誤りや遺漏以外の問い合わせ（論文のコピー依頼
等）には、応じかねますのでご了承ください。
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